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一

　

本
稿
で
は
、
明
治
期
の
東
本
願
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
の
清
国
布
教
に
つ
い
て
、
主
に
明
治
前

期
1
に
上
海
別
院
で
活
動
し
た
加
賀
出
身
の
布
教
僧
、
松
本
白
華
・
北
方
心
泉
を
中
心
に
見
て

い
く
。
あ
わ
せ
て
、
東
本
願
寺
が
布
教
を
始
め
る
経
緯
に
つ
い
て
幕
末
維
新
期
に
溯
っ
て
論
じ

る
と
と
も
に
、
日
清
戦
争
後
に
再
び
本
格
化
し
た
東
本
願
寺
の
清
国
布
教
に
つ
い
て
見
て
い

く
。

　

従
来
、
近
代
日
中
関
係
史
で
は
、
政
治
・
軍
事
分
野
を
中
心
と
し
た
研
究
が
進
め
ら
れ
て
来

た
。
明
治
期
に
清
国
で
活
動
し
た
日
本
人
の
伝
記
研
究
と
し
て
、
戦
前
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
東

亜
先
覚
志
士
記
伝
』（
以
下
『
東
亜
』）
2
や
、『
対
支
回
顧
録
』（
正
続
、
以
下
『
対
支
』）
3
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
治
家
・
外
交
官
・
軍
人
、
い
わ
ゆ
る
「
大
陸
浪
人
」
な
ど
、
国
策
に

貢
献
し
た
人
物
を
中
心
に
顕
彰
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
一
方
で
、
宗
教
者
の
活
動
に
つ
い
て
全
般

的
に
注
目
度
は
低
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

東
本
願
寺
上
海
別
院
の
歴
史
を
記
述
し
た
、高
西
賢
正
編
『
東
本
願
寺
上
海
開
教
六
十
年
史
』

（
以
下
『
六
十
年
史
』）
4
は
、
編
纂
当
時
上
海
別
院
内
に
残
っ
て
い
た
資
料
や
、
国
内
各
地
の

布
教
僧
の
資
料
や
聴
取
な
ど
を
用
い
て
書
か
れ
た
が
、
明
治
初
期
に
別
院
で
行
わ
れ
て
い
た
日

本
人
僧
侶
と
清
末
文
人
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

松
本
白
華
と
北
方
心
泉
は
、
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
亜
』・『
対
支
』
等
の
基
本
資
料
に
も

言
及
が
な
く
、『
六
十
年
史
』
に
は
、
白
華
や
心
泉
の
名
前
は
見
え
る
も
の
の
、
彼
ら
が
遺
し

た
資
料
は
全
く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　

さ
ら
に
、
従
来
の
日
本
仏
教
と
く
に
東
西
両
本
願
寺
の
清
国
布
教
に
関
す
る
研
究
の
視
点

は
、
藤
井
健
志
「
戦
前
に
お
け
る
仏
教
の
東
ア
ジ
ア
布
教
―
研
究
史
の
再
検
討
―
」
5
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
中
国
侵
掠
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

小
島
勝
・
木
場
明
志
編
著
『
ア
ジ
ア
の
開
教
と
教
育
6
』
に
代
表
さ
れ
る
、
全
体
的
な
布
教
活

動
の
実
態
や
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
い
も
の
の
、
布
教
僧
各
人
の
資
料
を
用
い
た
研
究
や

中
国
に
お
け
る
体
験
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
小
栗
栖
香
頂
な
ど
特
定
の
人
物
以
外
は
進
ん
で
い

な
い
。
ま
た
、
明
治
初
期
の
上
海
別
院
に
お
け
る
布
教
僧
と
現
地
文
人
と
の
交
流
は
注
目
さ
れ

て
来
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

近
年
で
は
、
共
同
研
究
「
明
治
の
仏
教
僧
に
よ
る
ア
ジ
ア
留
学
及
び
探
検
の
研
究
」
7
や
、

同
「
近
代
日
本
の
仏
教
者
に
お
け
る
中
国
体
験
・
イ
ン
ド
体
験
」
8
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近

代
日
本
に
お
け
る
仏
教
者
が
布
教
・
留
学
・
探
検
な
ど
を
通
じ
て
中
国
・
イ
ン
ド
な
ど
を
い
か

に
体
験
し
、
そ
れ
が
後
の
思
想
形
成
や
行
動
に
い
か
に
反
映
さ
れ
た
か
な
ど
中
心
に
研
究
が
進

ん
で
来
て
い
る
が
、
個
人
資
料
を
用
い
た
研
究
は
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
幕
末
維
新
期
の
東
西
両
本
願
寺
研
究
（
海
外
宗
教
事
情
視
察
・
大
教
院
分
離
運

動
・
海
外
お
よ
び
従
軍
布
教
な
ど
の
各
布
教
、
島
地
黙
雷
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
者
個
人
の

研
究
な
ど
）
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
西
本
願
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
に
中
心
で
あ
り
、

東
本
願
寺
に
関
す
る
も
の
は
少
な
い
と
い
え
る
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は
明
治
初
期
に
最
も
早
く
海
外
布
教
の
拠
点
と
な
っ
た
、
東
本
願

寺
上
海
別
院
に
お
け
る
布
教
僧
た
ち
の
布
教
活
動
と
清
末
文
人
と
の
交
流
に
注
目
し
、
こ
れ
ま

で
研
究
を
進
め
て
来
た
。

　

特
に
、
そ
の
初
期
に
活
動
し
た
白
華
と
心
泉
を
中
心
と
し
て
、
彼
ら
と
清
末
文
人
た
ち
と
の

漢
詩
文
を
介
し
た
文
化
交
流
に
焦
点
を
当
て
て
、
松
本
白
華
の
自
坊
で
あ
る
本
誓
寺
（
石
川
県

白
山
市
）、
白
山
市
立
松
任
図
書
館
「
白
華
文
庫
」（
同
）、
北
方
心
泉
の
自
坊
で
あ
る
常
福
寺

（
石
川
県
金
沢
市
）、
小
栗
布
岳
の
自
坊
で
あ
る
善
教
寺
（
大
分
県
佐
伯
市
）
等
に
残
さ
れ
た
一

次
資
料
の
調
査
を
も
と
に
、
そ
の
事
蹟
と
意
義
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
来
た
。

　

幕
末
維
新
期
に
東
本
願
寺
本
山
内
で
活
躍
し
、
当
時
欧
洲
と
中
国
の
双
方
に
滞
在
し
た
経
験

を
持
つ
唯
一
の
日
本
人
僧
侶
で
あ
る
白
華
と
、
白
華
と
と
も
に
上
海
別
院
に
勤
務
し
、
帰
国
後

キ
ー
ワ
ー
ド

　

東
本
願
寺
（
真
宗
大
谷
派
）・
咸
宜
園
・
清
国
布
教
・
上
海
別
院
・
近
代
日
中
文
化
交
流
史

明
治
期
に
お
け
る
東
本
願
寺
の
清
国
布
教
に
つ
い
て

―
松
本
白
華
・
北
方
心
泉
を
中
心
に
―

川
邉

　雄
大

は
じ
め
に



二

書
家
と
し
て
活
動
を
開
始
し
、
日
清
戦
争
後
再
び
渡
清
し
た
心
泉
の
二
人
を
中
心
に
扱
う
こ
と
に

よ
り
、
さ
ら
に
従
来
の
海
外
布
教
史
研
究
に
缺
け
て
い
た
、
近
代
日
中
文
化
交
流
史
研
究
の
視

点
を
導
入
し
て
、
な
ぜ
東
本
願
寺
が
明
治
初
期
に
他
宗
に
先
駆
け
て
海
外
布
教
を
行
う
に
い
た
っ

た
の
か
、
上
海
別
院
に
派
遣
さ
れ
た
白
華
や
心
泉
が
、
布
教
活
動
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果

た
し
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
近
代
日
本
仏
教
史
と
近
代
日
中
文
化
交
流
史
に
新
た
な
視

点
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　

従
来
の
明
治
以
降
の
日
中
文
化
交
流
史
研
究
で
は
、
実
藤
恵
秀
9
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日

本
国
内
に
お
け
る
清
国
公
使
館
や
清
国
留
学
生
等
の
研
究
に
お
け
る
蓄
積
が
多
い
も
の
の
、
同
時

期
に
上
海
別
院
で
日
本
人
布
教
僧
と
清
末
文
人
と
の
間
で
行
わ
れ
た
交
流
は
こ
れ
と
は
別
系
統

の
日
中
文
人
交
流
で
あ
り
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

本
節
で
は
、
最
初
に
東
本
願
寺
が
海
外
布
教
に
い
た
る
過
程
と
し
て
、
幕
末
維
新
期
の
東
本

願
寺
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い

10
。

　

一
般
的
に
、
仏
教
諸
宗
が
維
新
期
に
行
わ
れ
た
政
策
に
よ
っ
て
大
打
撃
を
受
け
た
の
に
比
較

し
て
、
東
西
本
願
寺
の
被
害
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
幕
末
維
新
期
に
か

け
て
東
西
本
願
寺
が
幕
府
・
朝
廷
に
対
し
て
取
っ
た
行
動
は
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
っ
た

11
。

　

江
戸
時
代
、
東
本
願
寺
は
幕
府
の
庇
護
下
に
あ
り
、
大
政
奉
還
後
も
幕
府
側
を
支
持
し
て
い

た
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
か
ら
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
間
に
実
に
四
度
に
わ
た
っ
て

本
堂
を
焼
失
し
、
そ
の
再
建
費
用
も
か
さ
み
、
さ
ら
に
幕
末
期
に
は
幕
府
だ
け
で
な
く
朝
廷
側

に
も
多
額
の
寄
附
を
行
う
な
ど
、
困
難
な
財
政
状
況
の
中
で
明
治
維
新
を
迎
え
て
い
る
。
さ
ら

に
維
新
後
は
北
海
道
開
拓
の
協
力
、
両
堂
（
阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
）
の
再
建
な
ど
に
多
額
の
資

金
を
投
入
し
、
更
に
財
政
は
逼
迫
し
た
。

　

幕
末
期
、
東
本
願
寺
が
幕
府
側
に
つ
き
、
北
陸
・
中
部
地
方
に
勢
力
を
持
っ
て
い
た
の
に
対

し
、
西
本
願
寺
は
防
長
・
安
藝
と
い
っ
た
西
国
に
地
盤
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
長
州
・

朝
廷
側
に
協
力
す
る
周
防
系
の
い
わ
ゆ
る
勤
王
僧
が
出
現
し
た
。

　

月
性

12
は
吉
田
松
陰
に
共
感
し
尊
王
攘
夷
を
主
張
し
、
そ
の
門
人
の
大
洲
鉄
然
は
「
真
武
隊
」

や
「
金
剛
隊
」
を
組
織
し
て
高
杉
晋
作
の
指
揮
下
に
入
り
、
赤
松
連
城
・
島
地
黙
雷
ら
が
こ
れ

に
協
力
し
た
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
の
禁
門
の
変
（
蛤
御
門
の
変
）
に
際
し
て
は
、

敗
走
す
る
長
州
藩
士
を
匿
い
、
そ
の
中
に
は
品
川
弥
次
郎
や
山
田
顕
義
が
い
た
と
さ
れ
る
。
こ

う
い
っ
た
経
緯
よ
り
西
本
願
寺
は
維
新
後
、
明
治
新
政
府
と
の
関
係
が
緊
密
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
維
新
後
従
来
の
徳
川
幕
府
と
い
う
後
楯
を
失
っ
た
東
本
願
寺
に
と
っ
て
、
新
政
府
と

く
に
長
州
閥
と
の
関
係
を
築
く
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。

　

次
に
、
維
新
後
の
東
本
願
寺
の
寺
務
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

従
来
、
幕
藩
体
制
に
お
い
て
本
願
寺
の
宗
政
は
坊
官
を
は
じ
め
と
し
た
、
寺
侍
と
よ
ば
れ
る

家
臣
団
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
き
た
。
東
本
願
寺
の
場
合
、
こ
れ
を
変
革
す
る
動
き
は
、
闡
彰

院
東
瀛
・
香
山
院
龍
温
を
中
心
と
し
た
護
法
場
内
に
あ
っ
た

13
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
月
十
日
に
は
寺
務
所
が
開
局
し
、
議
事
に
法
因
寺
契
縁
・
養
源

寺
空
観
・
永
順
寺
舜
台
が
就
任
し
た
。
同
五
年
（
一
八
七
二
）
二
月
三
十
日
に
は
旧
臣
七
名
が
、

京
都
府
大
参
事
槇
村
正
直
よ
り
寺
務
を
執
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
、
三
月
十
一
日
に
新
た
に
僧
侶

五
名
（
法
因
寺
〈
渥
美
〉
契
縁

14
・
円
覚
寺
〈
篠
原
〉
順
明
・
願
隆
寺
〈
小
早
川
〉
大
船
・
永

順
寺
〈
石
川
〉
舜
台
・
願
生
寺
〈
白
川
〉
慈
孝
）
が
「
改
正
掛
」
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
う
し
て

新
政
府
の
後
押
し
の
も
と
に
東
本
願
寺
内
の
人
事
刷
新
が
行
わ
れ
、
従
来
の
坊
官
制
度
は
廃
止

さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
山
と
末
寺
は
坊
官
を
介
さ
な
い
僧
侶
に
よ
る
直
結
し
た
寺
務
を
行

う
こ
と
と
な
り
、
以
後
こ
の
五
人
が
東
本
願
寺
の
宗
務
の
中
核
を
担
う
こ
と
と
な
る

15
。

　

こ
れ
ら
の
人
物
は
香
山
院
門
下
で
あ
り
、
白
華
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た

16
。
ま
た
、
白
華
と

と
も
に
洋
行
し
た
関
信
三
、
そ
の
兄
で
高
倉
学
寮
の
擬
講
と
な
っ
た
雲
英
晃
耀
、
上
海
別
院
で

白
華
の
も
と
で
布
教
僧
と
し
て
勤
務
し
た
岳
崎
正
鈍
な
ど
も
同
門
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
幕
末
維
新
期
に
活
躍
し
た
真
宗
僧
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
咸
宜
園
や
そ
の
出
身
者

の
塾
で
学
ん
だ
人
物
が
多
く
、
白
華
の
よ
う
に
香
山
院
・
咸
宜
園
双
方
の
流
れ
を
汲
む
僧
侶
も

少
な
く
な
か
っ
た
。

第
一
章

　幕
末
維
新
期
の
東
本
願
寺
を
取
巻
く
環
境

―
海
外
布
教
に
い
た
る
前
提
―

一

　幕
末
期
維
新
期
の
東
本
願
寺



三

　

次
に
咸
宜
園
と
真
宗
僧
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

廣
瀬
淡
窓

17
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
春
、
豊
後
日
田
・
長
福
寺
（
東
本
願
寺
）
の
学
寮

を
借
り
て
教
育
活
動
を
開
始
し
た
。
同
年
八
月
に
は
、
町
内
の
町
家
を
借
り
て
成
章
舎
と
改

称
し
た
。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
は
更
に
移
転
し
て
桂
林
園
と
改
称
し
、
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
）
に
咸
宜
園
と
称
し
た
。
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
四
十
九
歳
の
時
に
、
弟
の
廣

瀬
旭
荘
に
経
営
を
譲
る
が
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
旭
荘
が
堺
さ
ら
に
は
大
坂
に
移
っ
た

の
で
再
び
経
営
に
あ
た
る
。
咸
宜
園
は
そ
の
後
、
廣
瀬
青
村
・
廣
瀬
林
外

18
に
引
き
継
が
れ
、

明
治
三
十
年（
一
八
九
七
）に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
約
九
十
年
間
存
続
し
た
。
梅
原
徹

19
に
よ
る
と
、

塾
生
は
全
国
か
ら
集
ま
り
、実
に
四
六
一
七
人
に
の
ぼ
り
、「
近
世
最
大
規
模
の
私
塾
」
で
あ
っ
た
。

　

咸
宜
園
独
自
の
教
育
体
系
と
し
て
は
、
入
門
者
の
年
齢
・
学
歴
・
身
分
を
剥
奪
し
平
等
に
扱

う
「
三
奪
法
」
や
、
毎
月
の
勉
学
に
成
績
に
よ
っ
て
等
級
を
定
め
る
「
月
旦
表
（
評
）」（
十
九

の
等
級
に
分
類
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
藩
校
や
昌
平
黌
と
は
異
な
り
、
他
藩
や
農
民
・
町

人
に
対
し
て
も
門
戸
を
開
放
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
僧
侶
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

　

井
上
義
巳

20
に
よ
る
と
、
淡
窓
時
代
五
十
年
・
青
村
時
代
七
年
・
林
外
時
代
十
年
を
通
じ
て
、

入
門
者
の
合
計
を
四
一
一
二
人
と
し
て
い
る
が
、
う
ち
僧
侶
は
一
三
九
三
名
（
三
三
・
八
％
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
入
門
簿
か
ら
は
宗
派
ま
で
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
真
宗
勢
力
の

強
い
地
域
（
長
門
・
周
防
・
安
藝
・
摂
津
・
美
濃
な
ど
）
か
ら
の
入
門
者
が
多
い
こ
と
を
指
摘

し
、
僧
侶
の
三
分
の
二
は
真
宗
、
そ
の
残
り
の
半
分
を
浄
土
宗
、
そ
し
て
禅
宗
が
続
く
と
述
べ

て
い
る
。

　

参
考
と
し
て
主
な
国
別
の
出
身
者
を
引
用
し
、
括
弧
内
に
は
僧
侶
の
数
と
僧
侶
が
占
め
る
割

合
を
掲
げ
る
。

入
門
者
の
多
い
地
域

　

豊
後　

一
一
二
七
人　

 （
三
二
三
人
、
二
八
・
七
％
）

　

筑
後　

五
七
〇
人　
　

 （
二
〇
九
人
、
三
六
・
七
％
）

　

豊
前　

五
五
三
人　
　

 （
一
八
七
人
、
三
三
・
八
％
）

　

肥
前　

四
二
六
人　
　

 （
一
一
八
人
、
二
七
・
七
％
）

　

肥
後　

一
九
六
人　
　

 （
七
二
人
、
三
六
・
七
％
）

　

筑
前　

二
六
六
人　
　

 （
五
四
人
、
二
〇
・
三
％
）

真
宗
の
強
い
地
域

　

長
門　

一
五
三
人　
　
（
四
七
人
、
三
〇
・
七
二
％
）

　

周
防　

七
四
人　
　
　
（
三
二
人
、
四
三
・
二
四
％
）

　

安
藝　

九
五
人　
　
　
（
三
二
人
、
三
三
・
六
八
％
）

　

摂
津　

四
九
人　
　
　
（
三
一
人
、
六
三
・
二
七
％
）

　

美
濃　

三
四
人　
　
　
（
三
一
人
、
九
一
・
一
八
％
）

　

近
江　

三
三
人　
　
　
（
一
七
人
、
五
一
・
五
二
％
）

　

三
河　

二
三
人　
　
　
（
一
六
人
、
六
九
・
五
七
％
）

　

尾
張　

一
四
人　
　
　
（
一
一
人
、
七
八
・
五
七
％
）

　

加
賀　

九
人　
　
　
　
（
三
人
、
三
〇
％
）

　

地
域
性
か
ら
推
測
す
る
に
、
安
藝
・
防
長
な
ど
は
西
本
願
寺
、
美
濃
・
近
江
・
三
河
・
尾
張

な
ど
は
東
本
願
寺
の
僧
侶
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
東
本
願
寺
の
勢
力
の
強
い
中
部

地
方
は
、
僧
侶
の
割
合
が
五
〇
％
を
超
え
、
中
で
も
美
濃
は
入
門
者
合
計
三
四
人
中
、
僧
侶
は

三
一
人
で
あ
り
、
実
に
九
一
・
一
八
％
を
占
め
、
東
本
願
寺
の
僧
侶
が
相
当
数
を
占
め
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
浄
土
宗
徒
で
あ
る
淡
窓
が
主
宰
す
る
咸
宜
園
に
、
な
ぜ
真
宗
僧
が
多
数
学
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
淡
窓
が
受
け
た
教
育
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

淡
窓
は
、
は
じ
め
父
・
三
郎
右
衛
門
に
『
孝
経
』
の
素
読
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
父
の
依
頼

に
よ
り
東
本
願
寺
の
日
田
・
長
福
寺
の
住
職
・
法
幢
か
ら
『
詩
経
』
の
素
読
を
学
ん
だ
ほ
か
、

法
幢
の
父
・
宝
月
や
、
法
幢
の
弟
・
法
海
（
肥
後
八
代
・
光
徳
寺
）、
竹
田
村
（
現
日
田
市
東
町
）

二

　幕
末
明
治
期
の
真
宗
と
咸
宜
園



四

広
円
寺
の
法
蘭

21
か
ら
も
指
導
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
淡
窓
は
東
本
願
寺
の
僧
侶
か
ら

学
問
を
習
う
機
会
が
多
く
、
最
初
に
私
塾
を
開
い
た
場
所
も
東
本
願
寺
の
長
福
寺
で
あ
っ
た

22
。

日
田
の
長
福
寺
お
よ
び
広
円
寺
は
、
九
州
に
お
け
る
東
本
願
寺
の
学
問
的
中
心
を
果
た
し
て
い

た
寺
院
で
あ
り
、
淡
窓
は
そ
こ
で
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
真
宗
と
接
点
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
梅
原
徹
は
主
に
、
防
長
の
西
本
願
寺
僧
の
人
脈
に
よ
る
入
塾
方
法
に
つ
い
て
例
を
挙

げ
て
述
べ
て
い
る
が

23
、
東
本
願
寺
僧
の
場
合
も
当
然
こ
の
よ
う
な
方
法
が
存
在
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

幕
末
維
新
期
に
、
本
山
内
や
破
邪
僧
と
し
て
活
躍
し
た
東
本
願
寺
の
僧
侶
の
中
に
は
、
小
栗

栖
香
頂
・
小
栗
布
岳
な
ど
の
咸
宜
園
出
身
者
が
多
数
い
た
他
、
松
本
白
華
と
同
じ
く
大
坂
の
旭

荘
塾
や
、
咸
宜
園
出
身
の
劉
石
舟
に
つ
い
て
学
び
、
維
新
後
は
本
山
寺
務
所
改
正
係
の
一
員
と

な
っ
た
白
川
慈
孝
の
よ
う
に
、
咸
宜
園
系
統
の
教
育
を
受
け
た
者
が
い
る
の
も
以
上
述
べ
た
背

景
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

幕
末
期
に
咸
宜
園
で
学
び
、
の
ち
に
上
海
別
院
輪
番
と
な
っ
た
渡
辺
蘭
谷
の
漢
詩
集
『
遠
明

堂
詩
鈔
』

24
に
は
、
当
時
の
咸
宜
園

25
あ
る
い
は
大
坂
の
旭
荘
塾
で
、
廣
瀬
林
外
や
廣
瀬
青
村

を
は
じ
め
、
柴
秋
村
、
劉
士
新
（
秋
月
新
太
郎
）、
松
田
道
之
、
深
水
成
章
、
吉
田
清
徹
（
文
輔
）、

児
島
長
年
、
横
井
忠
直
の
ほ
か
、
成
島
柳
北
と
の
交
流
を
う
た
っ
た
詩
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

真
宗
僧
の
咸
宜
園
に
お
け
る
交
流
や
、
柳
北
と
東
本
願
寺
と
の
関
わ
り
の
一
端
が
伺
え
る
。

　

ま
た
、
東
本
願
寺
の
お
け
る
咸
宜
園
の
影
響
と
し
て
維
新
後
に
は
、
本
来
破
邪
顕
正
の
機
関

で
あ
っ
た
護
法
場
の
教
育
内
容
も
咸
宜
園
ふ
う
に
変
化
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
南
條
文
雄
は
、

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
当
時
の
護
法
場
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

26
。

得
度
し
た
私
は
、
即
日
護
法
場
に
入
つ
た
。
名
前
は
同
じ
護
法
場
だ
が
、
私
が
高
倉
学

寮
に
通
つ
た
時
と
は
ま
る
で
内
容
が
変
つ
て
ゐ
た
。
当
時
は
破
邪
顕
正
の
た
め
の
護
法

場
と
い
ふ
こ
と
か
ら
耶
蘇
教
の
漢
訳
聖
書
ま
で
も
研
究
し
た
程
だ
が
、
こ
の
時
は
寧
ろ

漢
学
の
道
場
に
な
つ
て
ゐ
た
。
寮
長
（
場
長
と
は
云
は
ず
に
か
う
呼
ん
だ
）
の
伏
成
と

い
ふ
人
は
廣
瀬
淡
窓
の
門
人
で
、
豊
後
日
田
の
咸
宜
園
を
出
て
来
た
人
で
あ
つ
た
。
当

時
は
宜
園
流
の
詩
と
か
淡
窓
調
の
詩
吟
法

27
と
か
い
つ
て
大
変
持
て
囃
さ
れ
た
も
の
で
、

宜
園
は
詩
の
最
高
学
府
で
あ
り
淡
窓
は
詩
宗
の
雄
で
あ
つ
た
。
そ
ん
な
わ
け
か
ら
、
寮

長
の
伏
成
師
が
淡
窓
の
家
風
を
取
り
入
れ
て
来
た
の
で
護
法
場
の
規
矩
は
す
つ
か
り
宜

園
風
に
変
つ
て
ゐ
た
。
先
づ
、
詩
を
作
る
に
は
題
を
課
さ
れ
た
所
で
線
香
を
一
本
点
け
、

そ
れ
の
と
ぼ
り
終
へ
ぬ
う
ち
に
一
詩
を
作
る
こ
と
や
、
論
孟
諳
記
な
ど
い
ふ
こ
と
は
み

な
宜
園
風
の
規
矩
で
あ
る
。
論
孟
諳
記
で
は
孟
子
の
有
名
な
『
養
浩
然
之
気
』
の
一
章

を
や
つ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
聞
く
方
が
み
ん
な
本
を
持
つ
て
ゐ
て
講
者
だ
け
が

講
本
な
し
で
講
釈
す
る
の
で
あ
る
。
護
法
場
で
は
論
語
孟
子
、
蒙
求
の
三
書
を
諳
記
講

釈
す
れ
ば
社
長
に
す
る
と
い
ふ
定
め
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
宜
園
の
規
則
を
そ
の
儘
移
し

た
護
法
場
の
新
規
に
は
、
輪
読
と
い
ふ
こ
と
も
あ
つ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
四
書
と
五

経
が
選
ば
れ
て
、
そ
れ
を
学
生
が
輪
次
朗
読
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
読
違
ひ
を
す
る

度
に
一
失
、
二
失
と
勘
定
し
て
、
夫
が
重
な
る
と
席
順
を
落
と
さ
れ
る
の
で
あ
つ
た
。

線
香
一
本
で
作
る
詩
の
方
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
寮
長
の
甲
乙
を
つ
け
た
そ
の
点
数
で
席

順
が
上
下
す
る
の
で
あ
つ
た
。（
以
下
略
）

　

こ
の
他
に
、
咸
宜
園
勢
力
を
語
る
う
え
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
大
坂
に
あ
っ
た
廣
瀬

旭
荘
塾
や
、
咸
宜
園
出
身
者
が
開
い
て
い
た
漢
学
塾
の
存
在
で
あ
る
。

　

白
華
は
直
接
咸
宜
園
に
学
ん
だ
経
験
は
な
い
が
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
京
都
に
出
て

宮
原
節
庵
に
書
を
、
海
原
謙
蔵
・
劉
冷
窓
に
漢
籍
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る

28
。
劉
冷
窓
は
廣
瀬
淡

窓
の
門
人
で
あ
り
、
白
華
の
旭
荘
入
門
を
仲
介
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
東
本
願
寺
僧
で

維
新
後
、
本
山
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
寺
務
所
の
一
員
と
な
る
白
川
慈
孝
も
劉
冷
窓
の
塾
で
学

ん
だ
と
さ
れ
る
。
同
塾
が
本
山
に
近
い
関
係
上
、
咸
宜
園
同
様
に
真
宗
僧
が
多
数
在
籍
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
期
、
本
山
に
は
咸
宜
園
で
学
ん
だ
稲
葉
温
香
ら
が
出
仕
し
、
白
華
や
心
泉
の
父
で
あ

る
致
風
は
京
坂
で
旭
荘
ら
と
交
流
し
て
お
り
、
真
宗
僧
と
咸
宜
園
関
係
者
と
の
関
係
は
親
密
で

あ
っ
た
。

　

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
、
白
華
は
大
坂
の
廣
瀬
旭
荘
の
門
に
入
る
。
こ
こ
で
長
三
洲
・

劉
石
秋
・
柴
秋
村
を
は
じ
め
と
す
る
咸
宜
園
・
旭
荘
門
下
生
た
ち
に
出
会
っ
て
い
る
。
こ
の
交



五

友
に
よ
り
、
作
詩
文
の
ほ
か
に
白
華
に
「
憂
国
の
志
」
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て

お
き
た
い

29
。
そ
の
後
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
二
月
に
長
兄
が
歿
し
た
た
め
遊
学
よ
り

帰
郷
し
て
い
る

30
が
、
再
び
京
坂
に
遊
学
し
、
護
法
場
で
宗
学
を
修
め
る
傍
ら
、
引
き
つ
づ
き

旭
荘
に
学
ん
で
い
る
。
白
華
詩
稿
『
覆
醤
稿
』

31
に
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
年
二
月
の

旭
荘
朱
批
が
残
さ
れ
て
お
り
、「
首
春
同
旭
荘
翁
訪
某
氏
席
上
賦
似
主
人
使
其
少
女
皷
琴
□
□

故
及
」・「
須
摩
和
旭
荘
翁
待
」・「
首
春
陪　

旭
荘
先
生
訪
舘
両
村
席
上
賦
贈
」
を
収
録
す
る
。

　

幕
末
期
に
咸
宜
園
で
学
ん
だ
主
な
東
本
願
寺
僧
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

平
野
五
岳
（
豊
後
日
田
・
専
念
寺
）・
唐
川
即
定
（
咸
宜
園
塾
主
、
真
宗
大
学
教
授
）・

木
蘇
大
夢
（
美
濃
）・
小
栗
栖
香
頂
（
豊
後
戸
次
・
妙
正
寺
、
中
国
布
教
）・
小
栗
布
岳
（
同
、

真
宗
中
学
校
長
・
の
ち
善
教
寺
住
職
、
琉
球
・
朝
鮮
布
教
、
香
頂
の
弟
）・
関
信
三
（
三

河
一
色
・
安
休
寺
、
猶
龍
の
ち
安
藤
劉
太
郎
、
白
華
と
と
も
に
洋
行
）・
雲
英
晃
耀
（
同
、

高
倉
学
寮
擬
講
、
関
信
三
の
兄
）・
渡
辺
徹
鑑
（
三
河
若
林
・
浄
照
寺
、
上
海
別
院
輪
番
）・

伏
成
（
伊
豆
三
島
・
成
真
寺
、
護
法
場
寮
長
）・
奥
村
圓
心
（
肥
前
唐
津
・
高
徳
寺
、
朝
鮮
・

千
島
布
教
）、
田
原
法
水
（
豊
後
大
野
・
常
満
寺
、
琉
球
布
教
）。

　

こ
の
他
、
西
本
願
寺
僧
で
は
、
月
性
（
周
防
大
島
・
妙
円
寺
）・
松
島
善
譲
（
豊
前
中
津
・

照
雲
寺
、
信
昌
閣
を
主
宰
）・
原
口
針
水
（
肥
後
山
鹿
・
光
照
寺
、
幕
末
維
新
期
破
邪
を
行
う
、

累
世
黌
を
主
宰
）・
良
厳
（
越
前
・
唯
宝
寺
、
の
ち
石
丸
八
郎
、
教
部
省
十
一
等
出
仕
兼
中
講

義
）・
赤
松
連
城
（
周
防
徳
山
・
徳
応
寺
、
維
新
後
渡
欧
）・
普
寂
（
肥
後
山
鹿
・
明
照
寺
、
の

ち
清
浦
奎
吾
、
内
閣
総
理
大
臣
）

32
な
ど
が
い
る
。

　

最
後
に
、
幕
末
維
新
期
に
活
躍
し
た
主
な
咸
宜
園
出
身
者
を
挙
げ
る
。

劉
石
舟
（
劉
冷
窓
の
父
）、
劉
冷
窓
（
白
華
の
師
）、
長
三
洲
（
文
部
大
丞
、
侍
読
）、
長

梅
外
（
三
洲
の
父
）、
村
田
惣
太
郎
（
後
の
大
村
益
次
郎
、
兵
部
大
輔
）、
松
田
道
之
（
琉

球
処
分
官
、
東
京
府
知
事
）、
島
惟
精
（
岩
手
・
茨
城
県
令
）、
中
島
子
玉
（
漢
学
者
）、

秋
月
橘
門
（
葛
飾
県
令
）、
秋
月
新
太
郎
（
橘
門
の
子
、
貴
族
院
議
員
）、
諫
山
菽
村
（
塾

長
）、
園
田
鷹
巣
（
塾
主
）、
廣
瀬
青
村
（
塾
長
、
東
宜
園
長
）、
石
井
南
橋
（
明
治
日
報

社
主
）、
廣
瀬
林
外
（
咸
宜
園
長
、
正
院
記
録
局
）、
上
野
彦
馬
（
写
真
家
）、
横
田
国
臣

（
検
事
総
長
・
大
審
院
長
）、
吉
嗣
拝
山
（
画
家
、
上
海
別
院
に
寄
寓
）、
朝
吹
英
二
（
実

業
家
）、中
村
元
雄
（
内
務
次
官
・
貴
族
院
議
員
）、大
隈
言
道
（
歌
人
）、帆
足
杏
雨
（
画
家
）、

河
村
豊
洲
（
海
軍
軍
医
総
監
）、
廣
瀬
濠
田
（
咸
宜
園
主
、
日
田
町
長
）、
勝
屋
明
浜
（
最

後
の
咸
宜
園
講
師
）、米
倉
一
平
（
米
穀
界
の
重
鎮
）、倉
富
篤
堂
（
福
岡
県
議
会
副
議
長
）、

倉
富
恒
二
郎
（
篤
堂
の
子
、
福
岡
日
日
新
聞
創
刊
者
）、
横
井
忠
直
（
陸
軍
参
謀
本
部
編

纂
課
課
僚
・
陸
軍
大
学
校
教
授
）、
亀
谷
省
軒
（
大
坂
旭
荘
塾
出
身
、
儒
者
、
修
史
局
記

録
局
長
）。

　

前
述
の
通
り
、
維
新
後
、
新
政
府
と
の
人
脈
を
構
築
す
る
こ
と
は
東
本
願
寺
に
と
っ
て
重
要

な
課
題
で
あ
り
、
白
華
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た

33
。

　

白
華
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
白
華
は
上
京
し
、
咸
宜
園
出
身
の
真
宗
僧
、
小
栗
栖
香

頂
・
小
栗
布
岳
兄
弟
や
西
本
願
寺
の
大
洲
鉄
然
ら
と
と
も
に
宗
名
恢
復
（
一
向
宗
→
浄
土
真
宗
）

運
動
を
行
い
、
参
議
・
大
隈
重
信
に
働
き
掛
け
て
、
従
来
の
一
向
宗
に
か
わ
っ
て
浄
土
真
宗
の

名
称
を
使
用
す
る
こ
と
を
得
た
。
こ
の
間
に
、
旧
友
の
長
三
洲
と
再
会
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く

こ
れ
が
新
政
府
へ
の
出
仕
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

咸
宜
園
出
身
の
長
三
洲
は
、
幕
末
期
に
奇
兵
隊
の
隊
長
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
維

新
後
は
長
州
閥
特
に
木
戸
孝
允
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）、
太
政

官
権
大
史
と
し
て
制
度
局
に
入
り
、
江
藤
新
平
の
知
己
を
得
る
。
同
年
、「
新
封
建
論
」
を
世

に
問
う
て
廃
藩
置
県
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
以
後
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
大
学
少
丞
兼
制
度
局
出
仕
と
な
っ
た
長
三
洲
は
同
年
四
月
、
小
曾
根
乾
堂
と
と
も
に
清
国

と
の
条
約
締
結
交
渉
に
あ
た
る
伊
達
宗
城
・
柳
原
前
光
に
随
行
し
て
お
り
、
帰
国
後
の
八
月

十
六
日
、
新
設
さ
れ
た
文
部
省
に
六
等
出
仕
し
た
。
な
お
、
同
年
に
西
本
願
寺
の
僧
で
長
州
出

身
の
島
地
黙
雷
と
と
も
に
『
新
聞
雑
誌
』
発
行
等
も
行
っ
て
い
た
。

三

　江
藤
新
平
と
の
関
係
構
築



六

　

長
三
洲
の
日
記
で
あ
る
『
韻
華
楼
日
記
』（
白
華
文
庫
蔵
）
に
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

二
月
二
十
七
日
「
加
州
僧
梅
隠

9

9

来
訪
」、
翌
二
十
八
日
「
梅
隠

9

9

柬
乞
書
画
」、
四
月
二
日
「
僧
白9

華9

来
宿　

四
月
晦
日
廿
五
日
陪　

家
君
赴
白
華

9

9

浅
草
寺
招
同
飲
東
橋
外
八
百
松
楼
。」、
六
月

二
十
九
日
「
陪　

家
君
（
※
父
梅
外
）
赴
小
栗
憲
一
招
秋
月
父
子
白
華

9

9

及
長
崎
僧
同
飲
。」
と

あ
り
、
白
華
や
布
岳
が
長
父
子
と
交
流
し
て
い
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
四
月
十
二
日
に
、
白
華
は
教
部
省
十
等
出
仕
の
命
を
受
け
、
五
月

二
十
八
日
に
十
等
出
仕
・
兼
中
講
義
と
な
り
、
六
月
九
日
に
は
中
講
義
兼
職
を
解
か
れ
、
教
院

掛
・
改
正
掛
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
旧
知
の
長
三
洲
と
知
己
を
得
た
白
華
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
も
し
く
は
五

年
（
一
八
七
二
）
に
漢
詩
結
社
で
あ
る
玉ぎ

ょ
く
せ
ん
川
吟
社
、
塡
詞
結
社
で
あ
る
香
草
吟
社
に
所
属
し
て

い
る
。
玉
川
吟
社
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
長
梅
外
・
秋
月
橘
門
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、

九
段
坂
下
を
流
れ
る
玉
川
（
日
本
橋
川
）、
俎
橋
附
近
に
あ
っ
た
玉
川
堂

34
の
貸
席
で
は
毎
月

十
六
日
に
、
吟
社
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
玉
川
吟
社
は
単
に
詩
文
に
研
鑽
す
る
団
体
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
咸
宜
園
一
門
の
よ
し

み
に
よ
っ
て
集
う
団
体
と
し
て
、
こ
こ
で
の
人
脈
が
政
府
へ
の
出
仕
と
い
っ
た
面
で
も
機
能
し

た
と
見
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
特
に
『
玉
川
吟
社
小
稿
』
第
一
集
（
明
治
十
三
年
刊
）
に
入
集
し

て
い
る
同
人
の
多
く
は
薩
長
土
肥
以
外
の
出
身
で
あ
り
、
純
粋
な
文
人
た
ち
の
漢
詩
結
社
と
い

う
よ
り
は
、
咸
宜
園
出
身
で
吟
社
の
主
宰
者
で
あ
り
、
新
政
府
の
官
員
と
し
て
有
望
な
長
三
洲

を
頼
っ
て
集
ま
っ
た
と
い
う
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

玉
川
吟
社
の
同
人
が
長
三
洲
に
頼
る
一
例
と
し
て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
に
長
三

洲
が
江
藤
新
平
に
当
時
、
失
職
中
の
隄
静
斎

35
の
出
仕
を
働
き
か
け
て
お
り
、
隄
は
教
部
省
八

等
出
仕
と
な
っ
た
が
、『
韻
華
楼
日
記
』
と
長
三
洲
書
翰

36
か
ら
一
連
の
経
緯
が
わ
か
る
。
隄

は
日
記
中
に
も
し
ば
し
ば
登
場
し
、
三
洲
の
妹
静
子
や
弟
冰
の
縁
談
を
持
ち
か
け
る
な
ど

37
、

長
親
子
と
は
非
常
に
親
密
で
あ
り
、長
三
洲
の
漢
詩
集
『
三
洲
居
士
集
』
か
ら
は
明
治
十
年
代
・

二
十
年
代
を
通
じ
て
交
流
を
持
っ
て
い
る
記
述
が
見
え
る
。

　

ま
た
、『
韻
華
楼
日
記
』
の
八
月
二
日
に
は
、「
昨
日
廣
瀬
林
外
来
。
先
是
余
柬
長
松
文
助
薦

廣
瀬
林
外
・
青
木
錦
邨
・
吉
雄
正
安
三
人
于
正
院
記
録
局
既
而
林
外
拝
命
。」
と
あ
り
、
廣
瀬

林
外
ら
三
人
の
咸
宜
園
出
身
者
を
長
松
文
助
に
口
利
き
を
依
頼
し
て
、
林
外
は
正
院
記
録
局
に

就
職
し
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
も
、
社
員
で
白
華
と
同
じ
く
真
宗
僧
で
教
部
省
に
出
仕
し
て
い
た
小
栗
布
岳
の

妹
、
鴨
子
は
社
中
の
竹
中
煮
雪
（
名
は
寛
）
と
結
婚

38
し
て
お
り
、
吟
社
の
社
員
た
ち
が
非
常

に
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
十
一
月
、
岩
倉
具
視
を
正
使
と
す
る
政
府
使
節
団
が
欧
米
視
察
の

た
め
日
本
を
出
発
し
た
。
当
初
、西
本
願
寺
は
木
戸
孝
允
の
勧
め
に
よ
り
島
地
黙
雷
や
新
門
主
・

明
如
（
大
谷
光
尊
）
ら
は
こ
れ
に
同
行
す
る
豫
定
で
あ
っ
た
が
、
門
主
・
広
如
の
死
去
に
よ
り

延
期
さ
れ
、翌
五
年
（
一
八
七
二
）
一
月
に
島
地
が
赤
松
連
城
ら
と
と
も
に
洋
行
に
出
発
し
た
。

東
本
願
寺
の
新
門
主
（
大
谷
光
瑩
・
現
如
）・
松
本
白
華
・
石
川
舜
台
・
成
島
柳
北
・
関
信
三

が
洋
行
に
出
発
し
た
の
は
、
同
年
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

先
行
研
究
で
は

39
、
東
本
願
寺
の
洋
行
は
、
東
本
願
寺
は
財
政
難
も
あ
っ
て
渡
欧
に
消
極
的

で
あ
っ
た
が
、
政
府
や
西
本
願
寺
か
ら
の
勧
め
に
随
い
や
む
な
く
渡
航
し
た
と
の
見
解
も
見
ら

れ
る
。
白
華
ら
の
意
図
は
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
の
書
翰
や
『
白
華
航
海
録
』（
本
誓
寺
蔵
、
以
下
『
航
海
録
』）
か
ら
は
、
白
華
が
江
藤

司
法
卿
に
対
し
て
門
主
・
厳
如
（
大
谷
光
勝
）、
新
門
主
・
現
如
（
大
谷
光
瑩
）
を
紹
介
す
る

立
場
に
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
、
江
藤
か
ら
強
力
な
指
導
を
引
き
出
し
て
渡
欧
実
現
を
推
進
し

た
中
心
に
、
白
華
が
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

こ
の
洋
行
に
は
当
初
は
江
藤
も
参
加
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、諸
般
の
事
情
に
よ
り
延
期（
結

局
中
止
）
さ
れ
た
が
、
随
行
し
た
司
法
省
官
吏
に
、
井
上
毅
・
川
路
利
良
・
河
野
敏
謙
・
沼
間

守
一
・
名
村
泰
蔵
・
岸
良
兼
養
・
益
田
克
徳
・
鶴
田
皓

40
が
お
り
、
司
法
省
官
吏
の
渡
航
に
同

行
す
る
形
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
渡
欧
計
劃
が
江
藤
の
賛
同
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
渡
欧
計
劃
は
江
藤
の
意
嚮
を
受
け
つ
つ
、
白
華
が
主
導
す

る
か
た
ち
で
進
行
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四

　松
本
白
華
の
洋
行
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な
お
、
前
述
し
た
『
韻
華
楼
日
記
』
に
は
、
同
年
九
月
十
日
に
、
洋
行
に
際
し
て
白
華
が
三

洲
の
も
と
を
訊
ね
て
紹
介
状
を
依
頼
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
ほ
か

41
、
十
月
二
日
に
は
白
華
の

洋
行
は
、
政
府
の
許
可
を
得
な
い
ま
ま
行
わ
れ
た
門
主
の
脱
走
に
同
行
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
て
驚
い
て
お
り
、
三
洲
は
白
華
の
洋
行
の
詳
細
ま
で
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
、
三
洲
を
介
し
て
江
藤
ら
と
面
識
を
得
た
白
華
は
、
洋
行
計
劃
に
つ
い
て
は
長
を
経
由
せ

ず
、
直
接
江
藤
等
と
や
り
と
り
を
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

従
来
は
新
門
主
・
現
如
の
脱
走
劇
と
さ
れ
る
洋
行
だ
が
、
門
主
・
厳
如
も
承
知
し
下
準
備
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
航
海
録
』
の
記
述
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

で
は
、
江
藤
は
白
華
ら
に
何
を
期
待
し
、
白
華
ら
は
何
を
目
的
に
渡
欧
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

東
本
願
寺
の
一
行
を
派
遣
す
る
江
藤
に
は
、
長
州
・
木
戸
―
西
本
願
寺
ラ
イ
ン
へ
の
対
抗
の

意
図
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
し
、
留
守
政
府
の
教
部
省
・
大
教
院
開
設
と
い
っ
た
専
断
に

対
し
て
、
今
度
は
木
戸
に
近
い
島
地
か
ら
批
判
が
上
書
さ
れ
た
面
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
司
法
省

の
視
察
団
と
同
行
さ
せ
た
以
上
、
江
藤
の
派
遣
意
図
も
欧
洲
に
お
け
る
宗
教
行
政
の
調
査
に

あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
布
岳
は
白
華
に
欧
洲
各
国
（
特
に
英
国
）
の
大
小
教
院
の

規
則
を
至
急
翻
訳
し
て
送
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
ほ
か
（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
「
江
藤
新
平

関
係
文
書
」、
小
栗
憲
一
書
翰
）、
白
華
が
帰
国
す
る
東
久
世
に
託
し
た
江
藤
宛
の
書
翰
（
同
、

松
本
白
華
書
翰
）
か
ら
は
、
白
華
自
身
の
真
宗
改
革
へ
の
志
向
と
と
も
に
、
神
仏
を
合
併
し
て

国
民
教
化
を
行
お
う
と
す
る
当
時
の
教
部
省
の
方
針
と
白
華
の
志
向
と
の
間
に
矛
盾
を
感
じ
て

い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
点
で
、
島
地
の
主
張
し
た
神
仏
分
離
・
政
教
分
離
と
は
か
な
り

の
隔
た
り
が
あ
る
の
を
感
じ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

政
府
使
節
団
に
附
随
す
る
形
で
行
わ
れ
た
本
願
寺
僧
た
ち
の
洋
行
は
、
島
地
黙
雷
を
は
じ
め

と
す
る
西
本
願
寺
側
は
、
い
わ
ば
近
代
国
家
に
お
け
る
信
教
問
題
（
信
教
自
由
・
政
教
分
離
）

の
取
扱
い
に
関
す
る
調
査
を
目
的
と
し
た
と
、
今
日
の
目
か
ら
は
見
え
る
。

　

一
方
、
東
本
願
寺
側
は
と
い
え
ば
、
白
華
た
ち
の
洋
行
は
新
門
主
の
「
脱
走
」
と
い
う
形
式

を
と
り
、
本
山
か
ら
正
式
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
後
述
す
る
小
栗
栖
香
頂
・

小
栗
布
岳
兄
弟
に
よ
る
「
支
那
開
宗
見
込
」
の
よ
う
な
、
本
山
に
対
す
る
提
言
あ
る
い
は
報
告

等
は
見
ら
れ
な
い
。
政
府
に
随
行
し
て
先
に
洋
行
し
た
西
本
願
寺
に
遅
れ
ま
い
と
す
る
意
図
は

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
西
本
願
寺
と
比
べ
て
洋
行
の
意
義
を
ど
こ
ま
で
見
出
し
て
い
た
か
は

は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
し
か
も
、
政
府
と
の
関
係
も
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
、
小
栗
布

岳
が
白
華
に
求
め
た
よ
う
な
政
府
に
対
す
る
建
白
書
の
類
も
、
彼
ら
の
洋
行
の
後
楯
で
あ
っ
た

江
藤
等
が
征
韓
論
争
で
失
脚
し
た
た
め
に
、
建
白
を
提
出
す
る
相
手
を
失
っ
た
と
い
え
る
。
こ

の
点
で
も
、
木
戸
の
後
楯
を
得
て
い
た
島
地
ら
西
本
願
寺
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
洋

行
中
に
現
如
と
白
華
と
の
間
に
確
執
が
生
じ
、
彼
ら
の
洋
行
は
不
充
分
な
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
感
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
信
教
問
題
と
い
う
政
治
的
な
調
査
を
中
心
に
行
っ
た
西
本
願
寺
に
対
し
て
、
東
本

願
寺
が
関
心
を
持
っ
た
の
は
欧
米
に
お
け
る
仏
教
学
な
ど
学
術
方
面
で
あ
り
、
大
量
の
学
術
・

宗
教
関
係
の
書
籍
を
持
帰
り
、
帰
国
後
こ
れ
ら
の
書
籍
を
翻
訳
す
る
た
め
に
翻
訳
局
が
設
置
さ

れ
、
成
島
柳
北
が
長
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
南
條
文
雄
と
笠
原
研

寿
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
習
得
の
た
め
に
英
国
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

現
如
と
白
華
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
八
日
に
帰
国
の
途
に
つ
き
、
同
年
八
月

二
十
三
日
に
横
浜
到
着
し
た

42
。
前
年
十
一
月
一
日
に
到
着
し
て
以
来
、
西
暦
へ
の
移
行
の
た

め
に
旧
暦
十
二
月
が
二
日
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
約
六
ヶ
月
の
パ
リ
滞
在
で
あ
っ
た
。
柳
北
と

舜
台
は
先
立
っ
て
帰
国
し
、
関
信
三
は
ひ
と
り
ロ
ン
ド
ン
で
留
学
生
活
を
つ
づ
け
た
。
八
月

二
十
七
日
に
東
京
に
戻
っ
た
白
華
は

43
、
九
月
八
日
に
帰
朝
報
告
の
た
め
京
都
に
入
り
、
本
山

執
事
補
を
拝
命
し
た
が
、
本
山
の
職
を
辞
し
て
、
一
旦
帰
郷
後
、
十
一
月
十
四
日
に
教
部
省
に

十
一
等
出
仕
し
、
社
寺
課
担
当
と
な
り
、
在
職
中
は
帰
俗
を
命
じ
ら
れ
た
。

　

渡
航
に
尽
力
し
て
く
れ
た
江
藤
新
平
は
征
韓
論
争
に
敗
れ
て
下
野
し
（
明
治
七
年
二
月
、
佐

賀
の
乱
。
四
月
十
三
日
、
処
刑
）、
三
條
実
美
も
征
韓
論
争
で
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
長

三
洲
が
な
お
文
部
大
丞
に
あ
る
の
は
救
い
で
あ
っ
た
が
、
白
華
を
教
部
省
に
出
仕
さ
せ
ら
れ
る

立
場
に
は
な
い
。
白
華
は
「
某
公
擢
余
、
任
教
部
省
吏
員
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
恐
ら

く
こ
の
「
某
公
」
は
大
久
保
利
通
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

44
。

　

教
部
省
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
二
月
に
真
宗
四
派
が
大
教
院
を
離
脱
し
、
同
年
五
月

三
日
に
は
大
教
院
は
解
散
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神
仏
合
併
は
禁
止
さ
れ
、
信
教
の
自
由
は
保
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障
さ
れ
、
職
掌
を
失
っ
た
教
部
省
は
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
一
月
十
一
日
に
廃
止
さ
れ
た
。

白
華
の
官
歴
と
し
て
は
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
五
月
四
日
に
権
中
録
に
任
じ
ら
れ
、
明
治

九
年
（
一
八
七
六
）
二
月
二
日
に
は
十
等
出
仕
に
陞
叙
さ
れ
た
が
、
教
部
省
廃
止
に
よ
り
廃
官

と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
白
華
は
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
六
月
に
、
西
南
戦
争
の
戦
禍
の
残
る
熊
本
へ
厳

如
法
主
に
随
行
し
て
罹
災
者
救
済
の
た
め
出
張
し
、
九
月
に
は
上
海
に
渡
っ
て
別
院
輪
番
と
し

て
布
教
活
動
を
指
揮
し
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
二
月
ま
で
滞
在
し
た
。
こ
の
間
に
国
内

で
は
木
戸
が
歿
し
（
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
五
月
二
十
六
日
）、
大
久
保
は
暗
殺
さ
れ
（
明

治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
五
月
十
四
日
）、
長
三
洲
は
宮
内
省
に
転
じ
、
政
府
要
路
に
あ
っ
た

白
華
の
旧
知
は
概
ね
い
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
以
後
、
白
華
は
郷
里
松
任
に

帰
っ
て
育
英
に
従
事
し
、
再
び
政
官
界
の
表
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

白
華
や
布
岳
が
所
属
し
た
咸
宜
園
関
係
者
を
中
心
に
作
ら
れ
た
玉
川
吟
社
・
香
草
吟
社
も
、

明
治
十
年
代
に
入
る
と
有
力
社
員
の
死
が
相
次
ぎ
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
は
長
三

洲
の
死
に
よ
り
、
完
全
に
力
を
失
い
消
滅
し
た
。
ま
た
、
維
新
期
に
閉
鎖
さ
れ
た
咸
宜
園
は
復

活
す
る
も
の
の
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
は
閉
鎖
さ
れ
た
。
か
く
し
て
明
治
後
半
に
い

た
っ
て
近
世
漢
学
塾
最
大
と
い
わ
れ
た
咸
宜
園
の
人
脈
は
消
滅
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

現
在
、
公
益
財
団
法
人
・
無
窮
会
に
は
、『
玉
川
吟
社
小
稿
』
第
一
集
の
編
者
隄
正
斎
の
養

子
で
あ
っ
た
吉
田
学
軒
の
未
整
理
資
料
で
あ
る
、「
吉
田
学
軒
関
係
資
料
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
に
「
玉
川
吟
社
詩
稿
序
」
と
題
し
た
吉
田
学
軒
の
草
稿
が
残
さ
れ
て
お
り
、
松
平

康
国
の
批
正
が
入
っ
て
い
る
。
い
ま
学
軒
の
初
稿
に
よ
っ
て
掲
げ
る
。

玉
川
吟
社
詩
稿
序

明
治
辛
未
春
、
長
梅
外
秋
月
橘
門
二
翁
、
胥
謀
結
詩
社
、
月
一
次
会
俎
橋
玉
川
堂
、
名

曰
玉
川
吟
社
。
二
翁
皆
受
業
淡
窓
廣
瀬
氏
。
詩
学
淵
博
、
為
当
世
名
家
。
而
淡
窓
義
子

青
邨
、
梅
外
二
子
三
洲
古
雪
、
左
右
羽
翼
之
。
一
時
知
名
之
士
、
南
摩
羽
峯
、
那
珂
梧

楼
、
藤
田
呉
江
、
大
橋
学
橋マ

マ

徒
数
十
人
。
翕
然
応
之
。
先
子
静
斎
先
生
、
亦
嘗
入
淡
窓
門
、

且
与
三
洲
青
邨
二
君
有
旧
。
因
又
与
盟
焉
。
当
是
時
、
王
政
復
古
、
百
度
維
新
。
諸
公

或
官
於
朝
、
或
隠
於
野
。
暇
日
相
会
一
堂
中
、
作
為
歌
詩
、
以
鳴
中
興
之
隆
運
。
渢
々

乎
太
平
之
音
、
可
謂
盛
矣
。
居
五
六
年
、
梧
楼
暴
病
先
歿
、
明
年
橘
門
歿
、
又
明
年
学

橋
亦
歿
、
纔
間
一
年
而
古
雪
復
歿
、
青
邨
以
其
明
年
、
梅
外
呉
江
以
又
其
明
年
、
前
後

相
継
而
歿
。
蓋
自
梧
楼
之
亡
、
十
二
年
之
間
、
吟
社
耆
宿
凋
喪
殆
尽
。
其
他
与
盟
者
、

亦
或
病
或
亡
、
或
散
之
四
方
、
而
其
維
持
吟
盟
於
将
絶
、
独
有
先
子
与
三
洲
先
生
耳
。

噫
何
其
衰
之
甚
也
。
観
其
衰
時
、
而
想
其
盛
時
、
雖
後
進
如
余
者
、
猶
且
有
愴
然
傷
懐
者
、

而
況
於
二
先
生
。
日
閲
交
游
凋
謝
、
既
哭
其
死
、
又
銘
其
墓
、
而
身
又
老
且
衰
。
反
顧

人
世
死
生
離
合
之
際
、
其
感
果
如
何
也
。
其
後
五
年
、
先
子
罹
病
、
荏
苒
不
癒
、
遂
以

二
十
五
年
冬
歿
。
又
三
年
而
三
洲
先
生
亦
歿
。
至
是
吟
社
先
輩
皆
無
在
者
。
余
不
顧
謭

劣
、
欲
与
二
三
同
志
謀
継
吟
盟
於
既
絶
、
適
罹
幽
憂
之
病
、
為
廃
吟
詠
、
遂
不
果
。
嗚

呼
吟
社
起
、
二
十
有
三
年
於
茲
、
其
人
則
数
十
百
人
。
歴
年
不
為
不
久
、
閲
人
不
為
不

多
、
而
一
旦
廃
絶
帰
于
無
聞
。
豈
可
勝
慨
嘆
哉
。
顧
余
与
盟
日
晩
、
不
得
親
炙
諸
老
先
生
、

而
聞
其
緒
論
、
常
以
為
憾
焉
。
然
嘗
観
其
集
、
又
観
其
画
像
、
畧
知
其
為
人
。
青
邨
状

貌
和
順
、
詩
所
謂
温
々
恭
人
、
不
類
其
詩
才
華
煥
発
、
絢
爛
奪
人
目
。
橘
門
鬚
髯
雪
白
、

風
度
如
神
仙
、
其
詩
則
奇
崛
古
雅
。
梅
外
高
顴
頎
面
、
亦
美
鬚
髯
、
其
詩
汪
洋
奇
恣
。

三
洲
先
生
以
詩
文
書
画
兼
長
、
擅
名
一
世
、
家
学
所
淵
源
、
可
以
見
焉
。
其
他
梧
楼
奇

傑
、
呉
江
温
雅
、
学
橋
真
率
、
与
古
雪
瀟
洒
、
余
雖
皆
不
識
其
面
、
読
其
詩
而
其
人
可

知
也
。
毎
閲
此
稿
、
未
嘗
不
想
見
諸
公
翺
翺
一
堂
之
上
、
詩
酒
談
笑
、
和
気
藹
然
之
状
也
。

先
是
庚
辰
春
、
先
子
就
此
稿
抜
其
尤
。
題
曰
玉
川
吟
社
第
一
集
、
序
而
公
之
世
。
乙
酉

春
、
復
序
而
其
第
二
集
。
此
雖
諸
公
断
簡
残
篇
、
諸
公
迭
相
指
摘
、
朱
黄
藍
碧
爛
斑
成
章
、

則
其
手
沢
所
存
、
精
神
所
注
、
使
其
烟
消
霧
散
、
同
吟
社
帰
於
湮
滅
、
深
為
可
惜
。
因

畧
加
修
理
蔵
于
家
、
使
後
之
覧
此
稿
者
、
資
文
献
之
徴
。
抑
亦
先
子
之
志
也
夫
。
明
治

丙
申
冬
十
一
月
十
一
日
夜
、
識
温
故
堂
残
燈
下
。



九

　

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
初
期
に
東
本
願
寺
が
白
華
等
を
通
じ
て
関
係
を
構
築
し
た

政
府
要
人
は
江
藤
新
平
・
三
條
実
美
等
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
東
本
願
寺
と
江
藤
と
の
関
係
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

当
時
の
日
中
関
係
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
九
月
、
条
約
締
結
交
渉
が
始
ま
り
、
翌
明

治
四
年
（
一
八
七
一
）
九
月
、日
清
修
好
条
規
・
通
商
章
程
が
調
印
さ
れ
、明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

に
批
准
書
交
換
に
よ
り
発
効
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
台
湾
に
お
け
る
牡
丹
社
事
件
（
明

治
四
・
一
八
七
一
年
）、
台
湾
出
兵
（
明
治
七
・
一
八
七
四
年
）、
琉
球
の
帰
属
、
朝
鮮
の
開
国
問

題
を
巡
っ
て
緊
張
し
て
い
た
。

　

江
藤
は
日
清
修
好
条
規
締
結
に
先
立
つ
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
五
日
、
岩
倉
具
視
の

求
め
に
応
じ
て
「
対
外
策
」

45
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
対
清
政
策
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
な
提
言
を
し
て
い
る
。

（
前
略
）

四 

支
那
は
其
人
民
百
分
の
二
は
、
儒
及
耶
蘇
天
主
等
の
宗
門
を
奉
ず
と
雖
も
、
其
他

は
仏
法
を
奉
ず
、
我
人
民
と
宗
門
相
同
じ
、
故
に
自
今
仏
法
弘
め
の
為
め
、
或
は

修
行
等
に
僧
徒
を
遣
し
置
き
、
他
日
民
心
を
安
ん
じ
、
或
は
間
者
を
遣
す
等
、
軍

略
を
施
す
の
種
と
す
べ
し
。

五 

此
事
を
為
す
に
は
、
寺
院
の
処
置
自
今
凡
そ
左
の
如
く
せ
ざ
る
を
得
ず
。

僧
徒
は
従
前
の
通
り
、
弥
其
宗
門
々
々
に
於
て
勧
学
修
行
不
可
怠
、
因
て
各
宗
法

の
儀
は
本
山
よ
り
夫
々
総
轄
取
締
り
せ
し
む
可
き
事
。

六 

先
皇
の
御
霊
を
従
前
の
通
り
各
宗
門
各
本
山
に
於
て
可
奉
祭
弔
事
、
是
は
宗
門
の

権
を
治
め
当
時
僧
徒
の
心
を
安
ん
じ
服
せ
し
む
る
為
め
な
り
、
殊
に
海
外
の
宗
門

仏
其
外
大
概
其
祖
師
を
主
と
し
て
君
を
軽
し
と
す
、
故
に
今
よ
り
奉
祭
先
皇
其
本

山
々
々
よ
り
取
締
等
の
事
を
以
て
せ
ば
、
僧
徒
の
海
外
へ
出
で
た
る
者
其
風
を
見

習
ふ
こ
と
を
防
ぐ
に
足
る
べ
き
な
り
。

七 

民
間
の
祭
弔
帰
依
も
従
前
の
通
可
心
得
事
。

八 

各
宗
門
よ
り
仏
法
修
行
と
し
て
支
那
行
も
本
山
々
々
よ
り
の
依
願
、
御
許
可
有
之
、

右
等
御
布
告
の
事
。

九 

門
徒
其
外
の
僧
徒
の
内
、
人
選
を
以
て
間
者
と
し
て
支
那
へ
可
差
遣
事
。

十 

支
那
の
地
理
其
他
取
調
の
為
め
穏
密
人
選
を
以
て
数
人
可
被
遣
、
是
は
右
僧
徒
に

混
ず
る
歟
、
又
は
別
段
に
て
も
都
合
に
可
依
歟
。

十
一 

右
間
者
を
遣
し
、
其
事
情
を
得
る
事
も
五
年
計
の
内
に
在
る
べ
し
。

（
中
略
）

十
六 

夫
支
那
は
亜
細
亜
の
争
地
な
り
、
不
得
之
者
は
危
く
、
之
を
得
れ
ば
亜
細
亜
の
形

勢
を
占
領
す
る
な
り
。（
以
下
略
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
江
藤
は
日
本
人
僧
侶
を
布
教
に
よ
る
民
衆
教
化
あ
る
い
は
諜
報
活
動
と
い

う
二
つ
の
目
的
の
た
め
に
清
国
に
派
遣
す
る
計
劃
を
も
っ
て
お
り
、
当
時
す
で
に
僧
侶
に
国
策

の
一
端
を
担
わ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
、
内
務
卿
大
久
保
利
通
は
福
島
九
成
ら
七
名
に
清
国
留
学
を

命
じ
、
陸
軍
参
謀
局
（
の
ち
参
謀
本
部
）
は
清
国
偵
察
の
た
め
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
八

月
に
池
上
四
郎
・
武
市
熊
吉
・
彭
城
中
平
の
陸
軍
将
校
三
名
を
満
洲
に
派
遣
す
る
な
ど
し
た
。

一
方
、
同
年
に
は
上
海
領
事
館
が
設
置
さ
れ
、
品
川
忠
通
が
初
代
領
事
と
な
り
、
香
港
・
福
州

に
も
日
本
領
事
館
が
設
置
さ
れ
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
、
江
藤
は
佐
賀
の
乱
の
主
謀

者
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
が
、
四
月
に
は
参
謀
局
か
ら
大
原
里
賢
ら
七
名
の
軍
人
が
南
清
お
よ
び

台
湾
に
派
遣
さ
れ
た
ほ
か
、
参
謀
局
の
資
金
で
岡
本
監
輔

46
が
渡
清
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
政
府
は
江
藤
失
脚
後
も
陸
軍
を
中
心
に
人
員
を
派
遣
し
、
清
国
国
内
の
偵
察

に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
に
対
し
て
、
東
本
願
寺
は
い
か
な
る
対
応
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。

第
二
章

　明
治
前
期
の
清
国
布
教
に
つ
い
て

一

　江
藤
新
平
の
建
白
と
東
本
願
寺
の
海
外
布
教



一
〇

　

第
一
章
で
述
べ
た
通
り
、
江
藤
の
建
白
が
出
さ
れ
た
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
、
白
華
は

上
京
し
て
宗
名
恢
復
に
関
与
し
て
い
る
。
翌
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
教
部
省
に
出
仕

し
、
玉
川
吟
社
に
も
参
加
し
て
長
三
洲
を
介
し
て
江
藤
と
関
係
を
構
築
し
た
と
思
わ
れ
、
東
本

願
寺
は
江
藤
の
支
持
を
得
て
、
政
府
・
西
本
願
寺
に
追
随
す
る
形
で
新
門
主
・
現
如
ら
が
洋
行

し
、
白
華
は
引
率
役
を
つ
と
め
て
い
る
の
で
、
白
華
ら
東
本
願
寺
関
係
者
は
遅
く
と
も
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
の
時
点
で
、
江
藤
の
意
嚮
や
建
白
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

翌
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）、
他
宗
に
先
駆
け
て
小
栗
栖
香
頂
が
単
身
渡
清
、
北
京
に
約
一

年
間
滞
在
し
、
北
京
語
を
習
得
す
る
か
た
わ
ら
、
布
教
な
ら
び
に
日
中
印
仏
教
三
国
同
盟
の
可

能
性
を
探
っ
て
い
る
。
北
京
滞
在
中
、
弟
の
小
栗
布
岳
が
香
頂
か
ら
の
書
翰
を
も
と
に
「
支
那

開
宗
見
込
」
を
作
成
し
本
山
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
香
頂
は
帰
国
後
、
布
教
用
テ
キ
ス
ト
『
真

宗
教
旨
』
を
作
成
し
、
来
る
べ
き
清
国
布
教
に
備
え
た
。
当
時
、
建
白
を
行
っ
た
江
藤
は
征
韓

論
問
題
（
明
治
六
年
の
政
変
）
で
す
で
に
失
脚
し
て
い
た
が
、
東
本
願
寺
が
江
藤
失
脚
に
も
か

か
わ
ら
ず
香
頂
を
派
遣
し
た
の
は
、
引
き
続
き
彼
の
建
白
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

当
時
、
長
州
閥
と
い
う
後
楯
を
得
て
い
た
西
本
願
寺
に
対
し
て
、
東
本
願
寺
は
江
藤
と
い
う

後
楯
を
失
っ
て
し
ま
い
、
新
た
な
後
楯
を
得
る
こ
と
は
急
務
で
あ
っ
た
。
白
華
や
新
門
主
と
と

も
に
洋
行
し
た
石
川
舜
台
は
「
懐
旧
談
」47
の
中
で
、洋
行
後
失
脚
し
て
い
た
江
藤
に
替
わ
っ
て
、

大
久
保
利
通
に
近
づ
き
海
外
布
教
の
意
義
を
ロ
シ
ア
に
対
す
る
防
備
に
有
用
で
あ
る
と
説
き
理

解
を
得
た
と
さ
れ
る
。

わ
し
ら
の
洋
行
か
ら
帰
つ
た
の
は
明
治
七マ

マ

年
ぢ
や
。
帰
つ
て
は
来
た
が
そ
れ
に
世
話
に

な
つ
た
三
條
実
美
・
江
藤
新
平
諸
卿
は
、
内
閣
の
騒
動
で
退
い
て
仕
舞
つ
た
。
そ
こ
で

江
藤
の
代
り
に
大
久
保
利
通
に
話
し
込
ん
で
、
こ
れ
か
ら
先
は
、
日
本
ば
か
り
に
ゐ
る

と
外
教
が
入
る
ば
か
り
ぢ
や
、
そ
こ
で
こ
れ
は
攻
む
る
を
以
て
防
禦
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
手
初
め
は
隣
国
露
西
亜
か
ら
す
る
。
露
西
亜
が
一
番
い
か
ん
。
そ
の
ギ
リ
シ
ヤ
教

の
お
祭
を
す
る
あ
ん
ば
い
が
仏
教
に
よ
く
似
て
を
る
。
そ
れ
に
法
王
が
先
方
の
皇
帝
ぢ

や
。
こ
れ
は
最
も
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、当
時
海
外
布
教
（
清
国
・
朝
鮮
）
を
実
行
に
移
し
た
教
団
は
東
本
願
寺
の
み
で
あ
っ

た
。
一
方
の
西
本
願
寺
は
幕
末
以
来
長
州
と
の
関
係
が
深
く
、
江
藤
が
失
脚
し
た
新
政
府
内
で

海
外
布
教
は
時
期
尚
早
と
の
意
嚮
を
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
西
本
願

寺
が
海
外
布
教
を
開
始
す
る
の
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
布
教

で
あ
り
、
こ
れ
は
政
府
の
対
ロ
シ
ア
政
策
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
清
国
を
拠
点

に
ロ
シ
ア
へ
布
教
を
行
お
う
と
考
え
た
東
本
願
寺
に
対
し
、
西
本
願
寺
は
直
接
ロ
シ
ア
に
拠
点

を
置
い
て
活
動
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
九
月
、
新
門
主
（
現
如
）
や
白
華
ら
が
洋
行
に
出
発
し
た
が
、
彼

ら
が
帰
国
す
る
直
前
の
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
七
月
十
七
日
、
小
栗
栖
香
頂
は
清
国
に
渡
航

し
約
一
年
間
北
京
に
滞
在
し
た
。

　

香
頂
は
幕
末
期
、
排
邪
書
『
日
本
刀
』（
一
名
、『
破
邪
一
百
条
』）
を
著
す
な
ど
、
東
本

願
寺
の
護
法
論
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
維
新
後
の
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
は
、
当
時
東

本
願
寺
が
行
っ
た
北
海
道
開
拓
の
た
め
の
資
金
集
め
に
越
後
地
方
を
廻
り
、
翌
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
に
は
教
導
職
と
な
っ
た
。
同
年
に
は
、
弟
の
小
栗
布
岳
・
松
本
白
華
や
、
西
本

願
寺
の
大
洲
鉄
然
と
と
も
に
宗
名
恢
復
運
動
を
行
っ
た
ほ
か
、
東
京
の
浅
草
本
願
寺
で
現
如
の

教
育
掛
を
つ
と
め
た

48
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
彼
は
本
山
の
東
京
移
転
を
主
張
し
た
も

の
の
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
に
長
崎
へ
と
異
動
し
た
。
長
崎
で
は
、

教
導
職
と
し
て
神
官
僧
侶
の
学
力
試
験
を
審
査
す
る
職
務
の
傍
ら
、
聖
福
寺
（
黄
檗
宗
）
を
訪

れ
清
人
僧
侶
か
ら
中
国
語
を
習
っ
て
い
る

49
。

　

北
京
で
は
、
寺
子
屋
に
通
っ
て
中
国
語
を
学
び
、
寺
院
に
住
込
ん
だ
。
と
く
に
、
龍
泉
寺
・

本
然
と
は
交
流
を
深
め
仏
教
に
つ
い
て
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
北
京
は
上
海
と
は

異
な
り
、
日
本
人
の
経
営
す
る
旅
館
・
商
店
あ
る
い
は
会
社
は
ま
だ
な
く
、
日
本
公
使
館
員
と

香
頂
以
外
に
日
本
人
は
い
な
か
っ
た
。

二

　小
栗
栖
香
頂
の
渡
清



一
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香
頂
は
、
北
京
滞
在
日
記
で
あ
る
「
北
京
紀
遊
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」
の
中
で
渡
清
の
目
的
を
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

凡
頂
（
※
香
頂
）
之
志
願
四
、一
学
京
音
、二
学
京
語
、三
接
名
僧
碩
学
、四
問
護
法
大
策
。

　

つ
ま
り
、
香
頂
の
渡
清
の
目
的
は
、
①
②
中
国
語
（
北
京
語
）
を
習
得
す
る
こ
と
。
こ
れ
は

中
国
で
活
動
す
る
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
に
な
ら
っ
て
、
文
字
の
読
め
な
い
下
層
民
に
口
語
で
布

教
す
る
た
め
で
あ
る
。
③
学
識
の
あ
る
名
僧
に
接
す
る
こ
と
。
④
日
中
印
三
国
仏
教
同
盟
を
提

唱
し
て
基
督
教
阻
止
を
説
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
五
台
山
な
ど
の
各
地
の
寺
院
を
視
察

し
て
お
り
、
清
末
中
国
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
後
述
す
る
よ
う
に
清
末
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
（
ラ
マ

教
）
や
回
教
を
含
め
た
清
末
の
宗
教
現
状
を
認
識
し
た
初
め
て
の
日
本
人
で
あ
っ
た
。
注
目
す

べ
き
は
、
従
来
の
日
本
人
僧
の
中
国
渡
航
が
巡
礼
あ
る
い
は
求
法
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
香

頂
の
渡
清
の
目
的
は
布
教
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

香
頂
は
渡
清
直
後
、
本
山
か
ら
「
支
那
国
弘
教
係
」
に
任
命
さ
れ
、
渡
航
費
用
と
し
て
四
百

ド
ル
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
門
主
の
脱
走
劇
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
白
華
ら
の
洋
行
と
は
異
な

り
、
香
頂
の
渡
清
は
公
式
な
派
遣
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
前
述
の
通
り
、
北
京
滞
在
中
の
香
頂

が
日
本
に
い
る
弟
・
布
岳
に
宛
て
た
書
翰
の
中
か
ら
、
布
岳
が
必
要
な
部
分
を
抜
粋
し
て
作
成

し
、
本
山
に
対
し
て
中
国
布
教
の
提
言
書
で
あ
る
「
支
那
開
宗
見
込
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」
を
提
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
中
で
小
栗
栖
香
頂
は
当
時
の
中
国
仏
教
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
評
価

し
て
い
な
い
。

北
京
ニ
大
小
百
ヶ
寺
余
ア
リ
、
学
問
ヲ
ス
ル
ハ
唯
龍
泉
寺
一
ヶ
寺
ナ
リ
。
其
余
ハ
尽
ク

不
立
文
字
ノ
愚
僧
ナ
リ
。
可
悲
ノ
至
ナ
リ
。

　

香
頂
は
日
中
印
の
仏
教
勢
力
の
同
盟
締
結
を
主
張
し
た
が
、
実
際
に
彼
が
清
国
で
聯
繋
相
手

と
す
る
べ
き
だ
と
建
白
し
た
の
は
中
国
仏
教
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
あ
っ
た
。
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
は
当
時
衰
頽
し
て
い
た
中
国
仏
教
と
は
対
照
的
に
、
清
朝
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
、
政

治
的
に
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
勢
力
範
囲
も
チ
ベ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
広
範
囲

に
及
ん
で
い
た
。
北
京
滞
在
中
に
香
頂
は
雍
和
宮
の
活
仏
、
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
（
洞　

爾

胡
図
克
図
）
と
交
流
を
行
っ
て
お
り
、
帰
国
後
は
『
真
言
宗
大
意
』・『
喇
嘛
教
沿
革
』
を
著
す

な
ど
、
清
国
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影
響
力
を
認
識
し
た
最
初
の
日
本
人
で
あ
っ
た
。

　

の
ち
東
本
願
寺
で
は
、
明
治
二
十
年
代
に
南
條
文
雄
に
よ
っ
て
「
入
蔵
熱
」
が
起
こ
り
、
彼

自
身
も
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
大
蔵
経
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
。
日
清
戦
争
後
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
入

国
の
た
め
能
海
寛
・
寺
本
婉
雅
が
派
遣
さ
れ
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
と
の
接
触
が
摸
索
さ
れ

た
。
当
時
、
日
本
政
府
も
チ
ベ
ッ
ト
の
地
理
的
な
重
要
性
に
鑑
み
関
心
を
示
し
て
い
た
た
め
、

外
務
省
か
ら
成
田
安
輝
が
同
行
し
た
。
西
本
願
寺
も
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
、
大
谷

尊
由
（
光
瑞
の
弟
）
が
五
台
山
で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
と
面
会
し
て
い
る
。

　

石
川
舜
台
は
後
年
、
香
頂
が
渡
清
し
た
意
義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
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急
に
露
西
亜
を
や
ら
ん
な
ら
ん
が
、
丁
度
こ
れ
は
や
れ
る
や
う
に
な
つ
て
を
る
。
そ
れ

は
満
洲
蒙
古
が
皆
仏
教
ぢ
や
。
西
の
方
へ
行
く
に
従
つ
て
喇
嘛
仏
教
ぢ
や
。
そ
れ
で
、

此
の
喇
嘛
教
と
聯
合
し
て
露
西
亜
へ
布
教
に
出
か
け
る
と
い
ふ
考
へ
ぢ
や
。
あ
の
北
京

に
雍
和
宮
が
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
清
朝
の
世
宗
が
、
龍
潜
藩
邸
を
蒙
古
の
喇
嘛
に
喜
捨

し
て
寺
に
し
た
ん
ぢ
や
。
そ
こ
へ
、
活
仏
の
副
の
や
う
な
大
喇
嘛
が
駐
在
し
て
居
た
ん

ぢ
や
。
そ
れ
は
清
朝
の
朝
廷
に
も
大
変
勢
力
の
あ
る
も
の
ぢ
や
つ
た
か
ら
、
そ
れ
も
目

当
に
行
つ
た
の
が
小
栗
栖
と
谷
了
然
だ
。
小
栗
栖
は
真
言
密
教
に
詳
し
い
や
つ
で
、
随

分
大
き
い
事
を
考
へ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
た
ら
大
変
具
合
が
よ
く
行
つ
た
。

　

つ
ま
り
、
東
本
願
寺
は
大
久
保
利
通
を
は
じ
め
と
す
る
政
府
関
係
者
に
対
し
て
は
、
香
頂
の

渡
清
は
単
に
清
国
で
布
教
す
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
共
同
し
て
ロ
シ
ア
で

布
教
を
行
い
、
当
時
南
下
政
策
を
進
め
て
い
た
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
る
の
に
有
用
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
香
頂
は
清
国
布
教
に
関
し
て
「
支
那
開
宗
見
込
」
で
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
提
言
を

行
っ
て
い
る
。
以
下
、
陳
継
東
『
清
末
仏
教
の
研
究
』
よ
り
引
用
す
る
。



一
二

真
宗
ヲ
興
サ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
長
城
以
東
ノ
地
ニ
一
本
寺
ヲ
作
ル
ヘ
シ
。
長
城
以
西
ハ
喇

嘛
教
大
ニ
繁
昌
シ
テ
ア
リ
、
回
教
モ
及
ハ
ヌ
。
長
城
以
西
ノ
旧
漢
地
ハ
南
京
ヲ
以
テ
中

央
ト
ス
ヘ
シ
。
南
京
ニ
寺
ヲ
作
ル
コ
ト
大
ニ
可
ナ
ル
ヘ
シ
。
爰
ニ
東
西
ノ
御
連
枝
一
人

ヲ
廟
主
ト
ス
ヘ
シ
、
舟
ノ
便
モ
ヨ
シ
、
内
に
は
本
願
他
力
ノ
利
ア
リ
、
外
ニ
ハ
肉
食
妻

帯
ノ
便
ア
リ
、
大
ニ
学
校
ヲ
立
テ
、
天
台
以
来
ノ
教
化
ヲ
講
シ
、
日
別
ニ
説
法
会
ヲ
開
ハ
、

支
那
僧
モ
始
ハ
妬
ム
ヘ
シ
、
次
ニ
陰
ニ
罵
ル
ヘ
シ
、
後
ニ
一
同
帰
依
ス
ヘ
シ
。
小
子
飽

迄
支
那
僧
ノ
真
宗
ニ
帰
ス
ル
兆
ア
ル
コ
ト
ヲ
目
撃
セ
リ
。

先
南
京
ヲ
本
寺
ト
シ
テ
、
十
八
省
ニ
両
人
宛
道
心
堅
固
ノ
僧
ヲ
遣
リ
説
教
セ
シ
ム
ヘ
シ
。

寺
ヲ
作
ル
ニ
ハ
及
ハ
ヌ
、
フ
ル
キ
寺
イ
ク
ツ
モ
ア
リ
、
買
ニ
モ
可
ナ
リ
。
亦
仏
蘭
斯
僧

ノ
如
ク
商
府
ヲ
開
ク
ヘ
シ
。
仏
蘭
斯
僧
ノ
親
切
ナ
ル
ニ
ハ
、
支
那
モ
陰
ニ
感
心
セ
リ
。

初
メ
来
ル
者
、
三
年
ノ
間
言
語
ヲ
学
フ
間
ニ
、
行
状
ト
云
ヒ
親
切
ト
云
ヒ
、
皆
々
感
心

シ
テ
仕
舞
ナ
リ
。
其
後
ハ
出
入
共
ニ
説
教
ス
。
多
人
一
人
ヲ
選
ハ
ス
、
依
テ
当
時
彼
徒

ノ
入
ラ
ヌ
処
ハ
十
八
省
内
湖
南
ノ
ミ
ト
云
ナ
リ
。
支
那
人
ハ
悋
気
深
キ
癖
ア
レ
ト
モ
、

僧
ノ
此
ニ
妬
気
ヲ
挾
ナ
サ
ル
ハ
イ
カ
ニ
モ
ウ
ル
サ
キ
コ
ト
也
。
依
テ
我
輩
急
ニ
力
ヲ
尽

シ
、
布
教
ノ
仕
方
ハ
仏
蘭
西
ヲ
手
本
ト
ス
ヘ
シ
（
中
略
）

彼
等
ヲ
ハ
支
那
ニ
遣
シ
、
根
気
ヨ
ク
、
言
語
ヲ
学
ハ
シ
メ
ハ
必
ス
念
仏
ヲ
引
起
サ
ン
。

不
正
義
ノ
念
仏
テ
モ
、
切
支
丹
ヨ
リ
ハ
可
ナ
ル
ヘ
シ
。
又
学
寮
ノ
講
者
モ
、
日
本
斗
リ

ノ
講
者
テ
ハ
残
念
ナ
リ
。
外
国
ニ
遊
フ
ト
自
分
ノ
無
学
ニ
モ
気
カ
附
ク
ナ
リ
。
中
外

ニ
度
テ
恥
ル
処
ナ
ク
ハ
、
又
学
頭
ト
ス
ヘ
キ
ナ
リ
。
依
テ
三
十
斗
リ
迄
学
問
出
来
ハ
、

三
十
以
上
ヨ
リ
支
那
見
物
ニ
出
ル
ヘ
シ
。
長
崎
ヨ
リ
航
海
ス
レ
ハ
僅
ニ
二
日
ノ
舟
中
ナ

リ
。
上
海
ヨ
リ
四
日
ニ
天
津
ニ
至
ル
ヘ
シ
。
教
師
ハ
千
辛
万
苦
セ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
者
也
ト

決
心
ス
ヘ
シ
。
況
ヤ
新
法
主
ノ
御
洋
行
ヨ
リ
折
テ
、
祖
師
蓮
師
ノ
事
ヲ
追
思
ス
ヘ
シ
。

サ
テ
南
京
ニ
本
寺
ヲ
作
ラ
ン
ト
浴
セ
ハ
、
本
堂
ニ
弥
陀
ヲ
安
シ
左
右
ニ
太
神
宮
ト
孔
夫

子
ヲ
安
ス
ヘ
シ
、
神
仏
判
然
シ
テ
太
神
ハ
仏
ニ
非
ス
ト
ス
ル
ハ
、
本
朝
ノ
ミ
ノ
コ
ト
ナ
リ
。

外
国
ニ
行
フ
ト
キ
ハ
、
屹
度
本
跡
ヲ
立
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
。
関
羽
ヲ
以
テ
観
音
ト
ス
ル
コ
ト
、

支
那
一
般
ノ
事
ナ
リ
。
又
孔
子
所
立
ハ
我
浄
土
真
宗
ノ
俗
諦
規
則
ニ
符
号
ス
ル
故
ニ
、

コ
レ
ヲ
祭
ル
大
ニ
支
那
ノ
人
心
ヲ
得
ル
ナ
リ
。
祖
師
堂
ニ
ハ
善
導
、
法
然
、
我
祖
ノ
三

祖
ニ
テ
然
ル
ヘ
キ
ナ
リ
。
真
実
ノ
我
ニ
菩
薩
心
ア
リ
テ
至
誠
神
人
ニ
徹
セ
ハ
必
ス
興
隆

ス
ル
ニ
相
違
ナ
キ
ナ
リ
。
唯
ソ
メ
キ
心
テ
開
宗
ス
ル
ハ
無
用
ノ
事
ナ
リ
。

　

ま
た
、
香
頂
の
北
京
日
記
「
北
京
紀
遊
」
四
十
二
節
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

布
教
自
支
那
始
、
置
本
山
於
南
京
、
置
支
院
於
十
八
省
、
以
連
枝
為
支
那
教
主
、
選
人
材
、

分
掌
各
省
教
務
。

日
本
本
山
、
設
外
国
語
学
校
、
以
授
布
方
法
。（
中
略
）
選
能
漢
文
者
、
撰
真
宗
教
旨
・

往
生
伝
・
布
教
史
伝
・
孝
子
伝
・
伝
記
以
流
芳
千
歳
為
上
栄
、
不
以
堂
班
門
地
以
栄
。

　

つ
ま
り
、
清
国
に
お
い
て
布
教
す
る
地
域
と
し
て
、
回
教
や
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
と
競
合
し
な
い

万
里
の
長
城
よ
り
東
側
を
挙
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
南
京
を
拠
点
の
中
心
と
し
、
そ
こ
に
東

西
の
連
枝
を
置
き
、
僧
侶
を
派
遣
し
て
説
教
を
行
っ
て
布
教
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
学
校
を

設
立
し
、
古
い
寺
院
を
買
収
し
て
本
願
寺
の
寺
院
と
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
ま
た
、
キ

リ
ス
ト
教
宣
教
師
た
ち
の
布
教
方
法
を
手
本
と
し
て
中
国
語
を
学
び
、
親
切
に
中
国
の
一
般
民

衆
に
接
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
堂
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
ほ
か
に
太
神
宮
や
孔

子
を
祀
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
、
日
本
国
内
で
は
大
教
院
が
設
置
さ
れ
神
仏

が
合
同
で
祀
ら
れ
て
い
た
た
め
、
寺
院
に
太
神
宮
も
祀
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治

八
年
（
一
八
七
五
）
に
真
宗
四
派
は
大
教
院
を
離
脱
し
た
た
め
、
太
神
宮
を
祀
る
こ
と
は
な
く

な
っ
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
は
上
海
別
院
が
設
置
さ
れ
る
が
、
実
際
に
太
神
宮
・
孔

子
双
方
と
も
祀
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

帰
国
後
著
作
活
動
を
始
め
、
前
出
『
真
言
宗
大
意
』・『
喇
嘛
教
沿
革
』
を
著
し
た
ほ
か
、
布

教
用
テ
キ
ス
ト
と
し
て
漢
文
で
書
い
た
『
真
宗
教
旨
』
は
、
の
ち
に
清
国
お
よ
び
朝
鮮
布
教
で

使
用
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
香
頂
は
自
ら
渡
清
し
て
中
国
語
を
学
び
現
地
人
と
く
に
僧
侶
と
交
流
を
行

い
、
本
山
に
対
し
て
も
具
体
的
な
布
教
活
動
の
方
法
を
建
白
し
、
帰
国
後
も
著
作
活
動
を
積
極

的
に
行
う
な
ど
、
海
外
布
教
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
い
た
。



一
三

　

後
年
の
東
本
願
寺
の
清
国
で
の
布
教
活
動
を
見
て
い
く
と
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
上

海
に
別
院
が
設
置
さ
れ
、
明
治
三
十
年
代
に
布
教
活
動
が
本
格
的
に
再
開
さ
れ
た
時
に
は
、
慧

日
院
（
大
谷
勝
信
）・
能
浄
院
（
大
谷
瑩
誠
）
両
連
枝
が
各
地
を
視
察
し
、南
京
を
は
じ
め
江
南
・

華
南
各
地
に
学
校
が
設
立
さ
れ
、
現
地
の
寺
院
を
買
収
す
る
な
ど
、
当
時
香
頂
が
行
っ
た
提
言

が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
上
海
か
ら
帰
国
し
た
後
、香
頂
は
再
び
渡
清
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
日
清
戦
争
に
際
し
て
は
、
浅
草
本
願
寺
に
収
容
さ
れ
た
清
国
軍
捕
虜
に
対
し
て
北
京
語

で
説
教
を
行
い
、
そ
の
説
教
録
で
あ
る
『
清
国
捕
虜
説
教
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
布

教
が
本
格
的
に
再
開
さ
れ
た
明
治
三
十
年
代
に
は
、
楊
文
会
と
真
宗
の
教
義
を
巡
っ
て
大
論
争

を
展
開
す
る
な
ど
、
生
涯
に
亙
っ
て
清
国
布
教
に
関
わ
り
続
け
た
。

　

こ
こ
で
、
明
治
前
期
の
中
国
語
教
育
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

　

江
戸
時
代
、
中
国
語
の
通
訳
と
し
て
唐
通
事
が
長
崎
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
主
に
南
京
語
・

福
州
語
・
漳
州
語
の
三
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
二
月
、
外
務
省
は

漢
語
学
所
を
設
立
し
た
が
、
そ
こ
で
教
え
て
い
た
中
国
語
は
南
京
語
で
あ
り
、
教
育
は
穎
川
重

寛
・
蔡
祐
良
ら
元
唐
通
事
た
ち
が
あ
た
っ
て
い
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
は
文
部
省
に

移
管
さ
れ
外
国
語
学
所
と
な
り
、
さ
ら
に
既
存
の
外
国
語
学
校
に
合
併
さ
れ
た
。
教
師
の
周
幼

梅
・
松
葉
石
と
も
南
方
語
を
教
え
て
い
た
が
、
実
際
の
外
交
交
渉
で
は
北
京
語
の
重
要
性
が
認

識
さ
れ
て
い
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
は
北
京
語
習
得
の
た
め
、
中
田
敬
義
ら
が
留
学

生
と
し
て
北
京
に
派
遣
さ
れ
た

53
。

　

し
か
し
、
す
で
に
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）、
東
本
願
寺
で
は
小
栗
栖
香
頂
が
北
京
へ
渡
航

し
て
北
京
語
を
学
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
外
務
省
・
陸
軍
の
留
学
生
派
遣
に
先
立
つ
こ
と
で
あ
っ

て
、
日
本
人
の
中
国
語
学
習
史
上
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
東
本
願
寺
が
積
極
的
に
中
国
布

教
に
取
組
も
う
と
し
た
証
左
で
あ
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
八
月
二
十
日
に
は
上
海
別
院
が
開
設
さ
れ
る

が
、
当
初
の
主
な
目
的
は
中
国
語
説
教
に
よ
る
清
人
へ
の
布
教
と
、
中
国
語
で
説
教
が
出
来
る

日
本
人
僧
の
養
成
で
あ
っ
た
。
当
時
、
真
宗
僧
の
中
で
中
国
語
の
説
教
が
で
き
る
の
は
香
頂
一

人
で
あ
っ
た
の
で
、
実
際
に
布
教
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
中
国
語
の
出
来
る
日
本
人
僧
侶
を

養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
別
院
設
置
に
先
立
つ
七
月
十
六
日

に
は
日
本
領
事
館
の
一
室
を
借
り
て
、
現
地
人
の
孫
藹
人
を
雇
庸
し
て
中
国
語
教
育
が
始
ま
っ

た
54
。
続
く
八
月
二
十
三
日
に
は
別
院
の
翻
訳
説
教
を
行
っ
て
い
た
任
鈞
渓
が
雇
わ
れ
て
い
る
。

日
本
か
ら
派
遣
さ
れ
た
留
学
僧
は
、
は
じ
め
崖
辺
賢
超
と
日
野
順
証
の
み
で
あ
っ
た
が
、
の
ち

に
九
名
の
学
生
が
引
率
さ
れ
て
や
っ
て
来
る
。
こ
れ
は
の
ち
、
十
月
十
八
日
に
本
山
よ
り
認
可

さ
れ
た
本
山
直
轄
の
八
教
校
の
一
つ
で
あ
る
江
蘇
教
校
に
昇
格
す
る
が
、
こ
れ
は
日
本
人
が
中

国
に
お
い
て
最
初
に
設
立
し
た
学
校
で
あ
っ
た
。

　

清
国
に
お
け
る
中
国
語
教
育
を
定
め
た
、「
清
国
教
校
条
規

55
」
第
一
章
の
総
規
に

一　
（
前
略
）
中
ニ
就
テ
土
音
土
語
ニ
通
ス
ル
ヲ
第
一
ノ
急
務
ト
ス
。

一　

各
省
教
校
共
、
其
所
在
ノ
土
語
ニ
通
ス
ル
ヲ
本
ト
ス
。
而
テ
各
省
中
、
音
ノ
正
キ

者
ヲ
北
京
南
京
ノ
両
音
ト
ス
レ
ハ
、
三
経
四
書
等
ノ
如
キ
ハ
、
外
省
ノ
音
ヲ
以
テ

ハ
念
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
故
ニ
南
部
ノ
教
校
ニ
於
テ
ハ
南
京
音
ヲ
以
之
ヲ
念
シ
、
北
部

ノ
教
校
ニ
於
テ
ハ
、
北
京
音
ヲ
以
テ
之
ヲ
念
ス
ヘ
シ
。

と
あ
り
、同
条
規
の
「
課
業
表
」
に
は
「
土
語
、（
上
等
）
通
弁
・（
中
等
）
綴
語
五
十
篇
・（
下
等
）

六
十
語
」「
両
京
音
、（
上
等
）
聖
武
記
／
西
洋
記
・（
中
等
）
四
書
／
十
八
史
略
／
元
明
史
略
・（
下

等
）
三
経
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
海
別
院
の
江
蘇
教
校
で
は
、
土
音
土
語
（
上
海
語
）
と
南

京
音
を
教
え
て
お
り
、
日
常
会
話
（
白
話
）
お
よ
び
説
教
は
土
音
土
語
（
上
海
語
）
を
、
読
経

お
よ
び
書
物
（
文
言
）
を
読
む
と
き
は
南
京
音
を
用
い
て
い
た
。
任
鈞
渓
は
上
海
語
教
師
を
つ

と
め
た
ほ
か
、上
海
語
説
教
を
お
こ
な
い

56
、江
蘇
教
校
で
は
「
上
海
土
語
検
査

57
」
を
実
施
し
、

説
教
の
た
め
の
上
海
語
の
試
験
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

翌
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
十
一
月
一
日
に
は
、
北
京
教
校
も
開
設
さ
れ
、
北
京
語
の
教
育

三

　明
治
前
期
の
中
国
語
教
育



一
四

も
開
始
さ
れ
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
間
も
な
く
中
国
布
教
自
体
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
た

め
、
翌
年
に
は
閉
鎖
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

58
。
そ
し
て
、
上
海
別
院
内
に
設
置
さ
れ
た
江
蘇
教

校
も
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
五
月
二
十
七
日
に
清
国
教
校
か
ら
国
内
の
教
師
教
校
に
格

下
げ
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
東
本
願
寺
の
中
国
語
教
育
は
国
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
当
時
、
東
本
願
寺
の
大
阪
・
難
波
別
院
内
の
教
師
教
校
で
は
南

京
語
を
教
え
て
お
り
、
来
日
中
で
あ
っ
た
清
末
文
人
の
陳
鴻
誥
や
汪
松
坪
が
教
師
を
し
て
い

た
。
こ
れ
は
東
本
願
寺
が
上
海
別
院
に
引
き
続
き
江
南
で
の
布
教
活
動
を
想
定
し
て
い
た
か
ら

で
あ
り
、
学
生
で
あ
っ
た
松
ヶ
江
賢
哲
と
松
林
孝
純

59
は
卒
業
後
、
そ
れ
ぞ
れ
杭
州
と
蘇
州
に

派
遣
さ
れ

60
、
現
地
語
（
杭
州
語
・
蘇
州
語
）
を
習
得
し
て
い
る
。
一
方
、
東
京
外
国
語
学
校

で
は
、明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に
南
京
語
教
育
が
廃
止
さ
れ
、北
京
語
教
育
の
み
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
上
海
で
は
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
東
洋
学
館
（
の
ち
亜
細
亜
学
館
）
が
、

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
日
清
貿
易
研
究
所
が
設
立
さ
れ
中
国
語
教
育
が
行
わ
れ
た
ほ

か
、
国
内
で
は
熊
本
国
権
党
が
設
立
し
た
済
々
黌
で
は
、
中
国
語
お
よ
び
朝
鮮
語
の
教
育
が
行

わ
れ
た
。
ま
た
、
西
本
願
寺
が
布
教
僧
養
成
の
た
め
に
語
学
学
校
、
清
韓
語
学
研
究
所
を
設
置

し
た
の
は
、
日
清
戦
争
中
の
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
で
あ
っ
た
。

　

従
来
、
明
治
以
降
の
中
国
語
教
育
の
研
究
は
六
角
恒
廣

61
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
内
で

は
唐
通
事
を
起
源
と
す
る
外
語
学
校
を
、
国
外
で
は
上
海
の
東
洋
学
館
を
近
代
日
本
に
お
け
る

中
国
語
教
育
の
嚆
矢
と
し
て
き
た
が
、
東
本
願
寺
の
中
国
語
教
育
は
両
者
よ
り
も
早
く
北
京
語

あ
る
い
は
上
海
語
・
南
京
語
教
育
を
始
め
て
お
り
、
中
国
語
に
よ
る
布
教
を
目
的
と
し
た
独
自

の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

小
栗
栖
香
頂
一
行
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
七
月
七
日
に
神
戸
を
発
ち
、
同
十
三
日
に
上

海
到
着
、
八
月
二
十
日
に
イ
ギ
リ
ス
租
界
北
京
路
に
東
本
願
寺
上
海
別
院
を
開
設
し
た

62
。
渡

航
に
先
立
っ
て
香
頂
は
外
務
卿
寺
島
宗
則
に
布
教
に
つ
い
て
相
談
し
、
理
解
と
激
励
を
受
け
た

と
さ
れ
る

63
。

　

当
日
の
開
院
式
で
香
頂
は
「
南
京
語
」
で
説
教
を
行
い
、漢
文
で
書
か
れ
た
自
著
『
真
宗
教
旨
』

や
『
真
宗
説
教
』（
一
枚
刷
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
を
配
布
し
て
い
る
。
開
院
式
に
は
、
日
本
側

か
ら
は
領
事
品
川
忠
通
・
領
事
館
員
大
倉
雨
村
・
海
軍
中
尉
曾
根
俊
虎
ら
が
、
在
留
邦
人
か
ら

は
三
菱
会
社
・
広
業
社
・
内
外
用
達
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
企
業
や
、
旅
館
の
田
代
屋
・
上
野

屋
な
ど
、
当
時
上
海
に
在
留
し
て
い
た
主
立
っ
た
邦
人
が
参
列
し
た
。
清
国
側
か
ら
は
龍
華
寺

の
僧
侶
や
、
馮
耕
三
・
孫
靄
人
・
銭
子
琴
ら
文
人
の
参
列
が
あ
っ
た
。

　

当
時
、
明
治
元
年
に
田
代
屋
が
進
出
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
企
業
・
商
店
な
ど
が
漸
次
増
加

し
て
お
り
、
上
海
の
邦
人
は
増
加
し
、
別
院
が
設
置
さ
れ
た
頃
に
は
在
留
邦
人
数
は
百
人
に
達

し
つ
つ
あ
っ
た
。

　

上
海
別
院
で
は
こ
う
し
た
在
留
邦
人
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
、明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

九
月
一
日
に
教
育
機
関
と
し
て
育
嬰
堂
（
の
ち
親
愛
舎
・
復
習
席
・
開
導
小
学
校
）
が
開
設
さ

れ
64
、
日
本
か
ら
医
師
早
川
純
嘏
が
派
遣
さ
れ
た

65
。
ま
た
領
事
館
と
交
渉
の
結
果
、
日
本
人

墓
地
の
管
理
も
別
院
が
行
う
よ
う
に
な
っ
た

66
。

　

明
治
十
年
代
半
ば
に
は
日
本
人
医
師
が
上
海
に
開
業
す
る
よ
う
に
な
り
、
日
露
戦
争
後
の
明

治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
は
日
本
人
会
で
あ
る
上
海
居
留
民
団
が
設
立
、
学
校
・
墓
地
の

管
理
が
上
海
別
院
か
ら
移
管
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
に
敗
戦
に
よ
り
在
留
邦
人
が

引
揚
げ
る
ま
で
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

次
に
、
上
海
別
院
の
活
動
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

前
述
の
通
り
、
別
院
で
は
中
国
語
説
教
お
よ
び
中
国
語
教
育
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ほ

か
の
以
下
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

　

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
十
一
月
一
日
付
で
石
川
舜
台
（
本
山
寺
務
所
長
）
宛
に
提
出
し
た
、

四

　上
海
別
院
の
組
織
と
活
動



一
五

河
崎
顕
成
（
上
海
別
院
輪
番
）「
上
海
別
院
公
務

67
」
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
日
課
は
以
下
の
通

り
と
な
っ
て
お
り
、
中
国
語
だ
け
で
は
な
く
宗
学
・
漢
学
・
習
字
を
教
え
て
い
た
。

日
課
表

午
前
七
時 

吃
飯

同　

従
八
時
至
十
時 

語
学

同　

従
十
時
至
十
二
時 

同　

復
習
訳
解

正
午 

吃
飯

十
二
時
三
十
分
ヨ
リ
午
後
一
時
マ
テ 

休
業

午
後
一
時
ヨ
リ
二
時
半
マ
テ 
宗
乗
講
解　

同　

二
時
半
ヨ
リ
四
時
マ
テ 
漢
籍
講
解

同　

四
時
半
ヨ
リ
五
時
マ
テ 

習
字

同　

六
時 

吃
飯

同　

六
時
三
十
分
ヨ
リ
八
時
マ
テ 

運
動

同　

八
時
ヨ
リ
十
時
マ
テ 

宗
乗
漢
籍
復
習

　

ま
た
、「
上
海
別
院
公
務

68
」
で
は
布
教
僧
た
ち
の
職
掌
を
規
定
し
て
お
り
、
第
三
章
「
本

院
職
制
并
事
務
章
程
」
中
の
「
職
制
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

輪
番　

一
人　

本
堂
勤
行
式
等
ノ
事
ニ
任
シ
、
学
師
教
師
及
生
徒
ノ
能
否
ヲ
監
別
シ
、

院
内
百
般
ノ
事
務
ヲ
法
例
規
則
ニ
照
シ
テ
之
ヲ
統
理
ス
ル
ヲ
掌
ル
。

学
師　

無
定
員　

編
輯
及
ヒ
語
学
ヲ
専
ラ
ト
シ
、
生
徒
ヲ
引
率
教
授
シ
、
清
国
僧
徒
及

儒
者
等
ヲ
帰
化
セ
シ
ム
ル
ヲ
掌
ル
。

教
師　

無
定
員　

専
ラ
布
教
ノ
事
ニ
任
シ
、
風
土
人
情
ヲ
監
識
シ
、
機
ニ
応
シ
テ
筆
談

口
授
ヲ
以
テ
内
外
国
人
ヲ
信
徒
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
掌
ル
。

以
上
其
職
掌
ヲ
区
分
ス
ト
雖
、
創
業
ノ
際
互
ニ
協
議
戳
力
ス
ヘ
シ
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
輪
番
は
別
院
内
の
責
任
者
で
あ
り
、
布
教
僧
（
教
師
・
学
師
）
の
職
務
は

主
に
生
徒
の
監
督
・
教
育
と
説
教
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
か

ら
翌
年
に
か
け
て
上
海
別
院
で
活
動
し
た
布
教
僧
、
岳
崎
正
鈍

69
の
日
記
『
支
那
在
勤
襍
志

70
』

（
以
下
『
在
勤
襍
志
』）
に
よ
る
と
、
松
本
白
華
は
別
院
輪
番
・
北
方
蒙
（
心
泉
）
は
承
事
、
加

藤
法
海
は
教
師
、
今
川
拾
翠
は
教
師
方
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
在
勤
襍
志
』
に
は
、
江
蘇
教
校
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

午
後
第
一
時
、『
序
分
義
』
開
講
。（
明
治
十
年
八
月
二
十
日
）

本
日
土
語
恒
例
検
査
、
余
該
席
莅
監
。（
同
年
九
月
六
日
）

『
序
分
義
』
講
了
。（
同
年
十
月
十
二
日
）

以
本
日
起
本
校
生
徒
大
試
験
。
本
日
土
音
検
査
、
教
師
蔣
文
虎
・
輪
番
松
本
白
華
・
教

師
岳
崎
正
鈍
・
加
藤
法
城
蒞
鑑
。（
明
治
十
一
年
一
月
二
十
六
日
）

本
日
余
乗
検
査
、
略
述
相
義
与
七
十
五
法
也
。
教
師
加
藤
法
城
・
輪
番
（
※
松
本
白
華
）

并
北
方
蒙
（
※
心
泉
）・
余
同
臨
莅
。（
同
年
一
月
二
十
三
日
）

本
日
宗
乗
大
検
査
、書
目
『
序
分
義
』『
易
行
品
』『
浄
土
論
』。
臨
莅
如
昨
日
。
午
後
説
教
、

加
藤
法
城
。（
同
年
一
月
二
十
七
日
）

　

正
鈍
は
宗
乗
（
真
宗
学
）
を
担
当
し
て
お
り
、
試
験
時
に
は
試
験
監
督
を
務
め
て
い
る
。
江

蘇
教
校
は
布
教
僧
を
養
成
す
る
学
校
で
あ
り
、
中
国
語
は
中
国
人
教
師
（
上
海
語
は
任
鈞
渓
の

ち
蔣
文
虎
・
南
京
語
は
孫
藹
人
）
が
教
え
、
宗
乗
・
漢
籍
・
習
字
は
日
本
人
僧
侶
が
教
え
、
随

時
試
験
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
、『
在
勤
襍
志
』
か
ら
は
布
教
僧
の
日
常
生
活
を
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

彼
の
主
な
仕
事
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①　

江
蘇
教
校
の
授
業
・
試
験
監
督

②　
『
真
宗
説
教
』（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
の
編
纂

③　

説
教

④　

仏
事
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ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　

次
に
、
②
に
つ
い
て
は
、『
在
勤
襍
志
』
中
に
「
余
『
真
宗
説
教
』
第
六
号
脱
稿
。」
な
ど
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
別
院
で
は
毎
月
『
真
宗
説
教
』（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
が
発
行
さ
れ
て
お
り
、

岳
崎
は
『
真
宗
説
教
』
第
六
号
か
ら
九
号
ま
で
の
編
纂
を
担
当
し
て
い
た

71
。
白
華
文
庫
に
は

第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
収
録
し
た
冊
子
体
の
『
真
宗
説
教
』
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
末
尾

に
「
上
洋
新
北
門
内
謝
潤
卿
刊
字
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
毎
月
発
行
さ
れ
て
い
た
も
の
を
纏
め

て
、
の
ち
に
冊
子
と
し
て
上
海
で
出
版
し
た
と
思
わ
れ
る

72
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
岳
崎
は
定
期
的
に
説
教
を
行
っ
て
い
る
が
、『
在
勤
襍
志
』
に
見
え
る
説

教
の
題
目
や
、「
本
日
因
無
本
邦
人
参
詣
無
説
教
」（
明
治
十
一
年
三
月
十
日
）
と
あ
る
よ
う
に
、

在
留
邦
人
向
け
に
は
日
本
語
で
説
教
を
行
っ
て
い
た

73
。

　

④
の
仏
事
に
つ
い
て
は
、
定
例
の
仏
事
の
ほ
か
、
在
留
邦
人
の
要
請
に
応
じ
て
随
時
葬
儀
・

説
教
な
ど
の
仏
事
を
行
っ
て
い
る

74
。
当
時
の
在
留
邦
人
に
は
領
事
館
・
商
人
の
他
に
、
多
数

の
洋
妾
が
お
り
、
別
院
で
は
洋
妾
に
対
し
て
香
頂
夫
人
、
郁
が
教
育
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
清
国
仏
教
者
と
の
交
流
も
行
わ
れ
て
お
り
、
開
院
式
に
際
し
て
は
龍
華
寺
の
僧
侶

が
参
列
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
上
海
別
院
の
布
教
僧
も
龍
華
寺
や
五
台
山
、
北
京
な

ど
中
国
各
地
の
寺
院
を
訪
れ
て
い
る
。

　

当
時
、
上
海
別
院
輪
番
で
あ
っ
た
白
華
は
楊
文
会
と
会
見
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
習
得
の
た

め
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
て
い
た
南
條
文
雄
を
紹
介
し
て
お
り

75
、
そ
の
後
、
南
條
と
仁
山
の
間

で
交
流
が
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
白
華
と
の
交
流
を
通
じ
て
信
者
と
な
り
、
小
栗
栖
香
頂
『
真
宗

教
旨
』
を
自
費
で
覆
刻
し
た
蘇
州
の
許
霊
虗
な
ど
が
い
た

76
。

　

か
く
し
て
始
ま
っ
た
東
本
願
寺
の
海
外
布
教
で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
二

月
に
、
海
外
布
教
を
積
極
的
に
進
め
て
い
た
石
川
舜
台
が
寺
務
所
長
を
辞
任
し
、
海
外
布
教
等

に
消
極
的
な
渥
美
契
縁
が
就
任
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
北
方
祐
央
（
心
泉
の
兄
）・
谷
了
然
（
初

代
上
海
別
院
輪
番
）
は
寺
務
所
役
を
罷
免
さ
れ
、
白
華
・
心
泉
も
更
迭
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
は
別
院
は
消
滅
し
た
形
と
な
り

77
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

に
は
別
院
か
ら
、
北
京
別
院
（
存
在
せ
ず
）
の
上
海
出
張
所
に
格
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
明
治

十
六
年
（
一
八
八
三
）
九
月
十
二
日
に
本
堂
が
新
築
さ
れ
虹
口
に
移
転
し
た
が
、
直
後
の
九
月

十
五
日
に
布
教
中
止
が
発
令
さ
れ
、
十
月
四
日
に
上
海
に
達
し
た

78
。
肺
病
の
た
め
帰
国
し
て

い
た
心
泉
は
、
九
月
十
九
日
に
療
養
先
の
長
崎
か
ら
本
山
の
参
務
で
あ
っ
た
渥
美
契
縁
宛
に
、

「
支
那
布
教
自
費
維
持
願
」（
常
福
寺
蔵
）
を
提
出
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
間
も
別
院
は
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
規
模
を
縮
小
し
な
が
ら
存
続
し
て
い

る
。
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
輪
番
日
記
な
ど
の
記
録
は
、『
六
十
年
史
』
が
編
纂
さ
れ
た
昭
和

十
二
年
（
一
九
三
七
）
の
時
点
で
は
す
で
に
散
逸
し
て
い
た
が
、
当
時
の
別
院
の
様
子
を
示
す

も
の
と
し
て
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
前
田
黙
鳳
が
上
海
に
渡
航
し
た
時
、
上
海
別
院

に
寄
寓
し
て
い
た
時
の
記
録
が
あ
る

79
。

当
時
（
※
明
治
十
八
・
一
八
八
五
年
夏
）
私
（
※
不
詳
）
は
東
本
願
寺
の
別
院
に
寄
寓
し

て
お
り
ま
し
た
が
、（
中
略
）
其
頃
東
本
願
寺
別
院
に
布
教
師
と
し
て
三
人
の
日
本
僧
が

居
つ
て
、
其
中
に
島
田
一
陽
と
云
ふ
男
が
在
つ
た
。
処
が
其
男
が
毎
晩
々
々
本
願
寺
の

料
理
人
兼
本
願
寺
の
買
出
小
使
そ
れ
に
「
ラ
オ
チ
ユ
ー
」
と
云
ふ
酒
を
買
ひ
に
遣
る
。（
以

下
略
）

　

こ
の
間
前
述
の
通
り
、
清
国
の
仏
教
者
と
の
交
流
は
あ
っ
た
も
の
の
、
香
頂
が
提
唱
し
た
キ

リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
よ
う
に
一
般
民
衆
向
け
に
貧
民
救
済
な
ど
の
布
教
活
動
を
行
っ
て
信
者
を

獲
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

五

　清
国
布
教
の
縮
小
と
中
止
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そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、
欧
米
列
強
に
は
条
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
清
国
内
で
の

布
教
権
が
、
日
清
修
好
条
規
で
は
何
等
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

佐
藤
三
郎

80 

に
よ
る
と
、
上
海
別
院
の
布
教
僧
で
あ
っ
た
菊
池
秀
言
は
、
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
一
月
に
公
使
宍
戸
璣
に
布
教
権
に
つ
い
て
進
言
し
、翌
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

年
に
は
本
山
に
直
訴
し
た
。
そ
の
後
、
福
沢
諭
吉
や
右
大
臣
岩
倉
具
視
・
外
務
卿
井
上
馨
に
面

会
す
る
機
会
を
得
て
、
布
教
権
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

一
方
、
北
方
心
泉
も
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
五
月
、
竹
添
井
々
の
紹
介
状
を
持
参
し
て

杭
州
に
兪
樾
を
訪
ね
て
い
る
が
、
留
守
の
た
め
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
兪
樾

が
持
つ
人
脈
、
具
体
的
に
は
曾
国
藩
・
李
鴻
章
に
繋
が
る
人
脈
を
構
築
し
、
布
教
に
際
し
て
便

宜
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
前
述
の
通
り
東
本
願
寺
は
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
五
月
に
上
海
別
院
の
新
築

工
事
を
着
工
し
、
九
月
十
二
日
に
落
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
日
後
の
九
月
十
五
日
に
清
国

布
教
中
止
の
通
達
が
出
さ
れ
、
十
月
四
日
に
上
海
に
達
し
た
。

　

こ
れ
は
、
当
時
日
本
政
府
が
日
清
修
好
条
規
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
四
月
二
十
九

日
を
も
っ
て
期
限
に
達
す
る
と
認
識
お
り
、
東
本
願
寺
は
日
本
政
府
が
条
約
改
正
交
渉
を
開
始

し
、
改
正
し
た
条
約
の
中
に
布
教
権
を
盛
込
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
布
教
に
備
え
た
一
聯

の
行
動
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
交
渉
が
行
わ
れ
る
気
配
が
な
く
、
や
む
な
く
布
教
の
中
止
を
決
定
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
条
約
改
正
交
渉
が
始
ま
っ
た
が
、
交
渉
は
打

切
ら
れ
、
日
清
戦
争
後
に
新
条
約
が
締
結
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
明
治
十
年
代
に
な
っ
て
も
、
東
本
願
寺
は
政
府
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
条
約
上
日
本
が
有
利
に
あ
っ
た
朝
鮮
で
は
、
釜
山
（
明
治
十
年
）
に
引
き
続
き
元
山

（
明
治
十
四
年
）・
仁
川
（
明
治
十
八
年
）
な
ど
の
開
港
地
や
、
京
城
（
明
治
二
十
三
年
）
に
布

教
場
を
開
設
し
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
朝
鮮
布
教
に
従
事
し
た
奥
村
圓
心
「
朝
鮮
国
布
教
日
誌
」（
唐
津
・

高
徳
寺
蔵
）
に
よ
る
と
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
六
月
当
時
、
圓
心
は
岩
倉
具
視
や
井
上

馨
に
対
し
て
東
本
願
寺
の
朝
鮮
布
教
に
勅
命
を
出
す
よ
う
陳
情
を
お
こ
な
っ
た
が
、
西
本
願
寺

が
布
教
を
行
っ
て
い
な
い
中
で
東
本
願
寺
の
み
に
勅
命
を
出
す
の
は
不
都
合
で
あ
る
と
井
上
は

回
答
し
、
政
府
の
支
持
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
一
月
に
、再
開
が
決
定
さ
れ
た
清
国
布
教
は
本
山
の
布
達
に
、

「
同
地
の
布
教
は
、
第
一
に
日
本
居
留
人
の
為
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
の
場
合
も
あ
り
、
尚
支

那
人
に
も
間
々
篤
信
家
も
こ
れ
あ
る
に
依
り
、
同
別
院
の
事
務
に
釐
整
を
加
へ
、
布
教
の
方
法

に
も
多
少
の
改
良
を
施
し
、
愈
々
之
を
永
遠
に
維
持
す
る
に
確
定
せ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中

国
人
に
対
す
る
布
教
か
ら
、
在
留
邦
人
向
け
へ
の
布
教
を
第
一
目
的
と
す
る
方
針
転
換
が
図
ら

れ
た
。
当
時
、
上
海
で
布
教
の
再
開
を
協
議
し
た
梅
原
譲
は
、
南
條
文
雄
に
次
の
よ
う
な
書
翰

を
送
っ
て
い
る

81
。

前
畧
、
本
港
内
日
本
人
寄
留
人
民
ハ
凡
八
百
人
内
外
に
て
、
就
れ
も
無
宗
教
人
に
有
之

候
得
共
、
教
化
の
功
な
き
に
ハ
非
す
。
是
迄
ハ
た
ゝ
支
那
布
教
と
云
ふ
名
義
に
執
着
し
、

寄
留
人
民
の
教
導
ハ
措
て
問
ハ
さ
る
風
情
に
立
至
り
候
間
、
今
回
ハ
充
分
本
国
人
民
の

教
導
に
尽
力
為
致
度
意
見
に
御
座
候
。
苟
も
海
外
に
布
教
す
る
に
当
て
、
我
本
国
人
民

の
帰
向
を
得
す
し
て
外
国
人
の
感
化
を
求
む
る
ハ
至
難
と
存
す
。
又
維
持
上
に
於
て
も

日
本
寄
留
人
民
の
帰
向
を
得
る
ハ
一
大
要
点
に
御
座
候
。
於
生
着
港
以
来
奔
走
苦
心
仕

候
も
此
一
事
に
御
座
候
。

　

し
か
し
、
心
泉
ら
一
部
の
布
教
活
動
に
あ
た
っ
た
僧
侶
は
、
清
人
へ
の
布
教
を
断
念
し
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。「
松
ヶ
江
賢
哲
書
翰
（
北
方
心
泉
宛
）」（
明
治
二
十
二
年
三
月
二
十
二

日
）

82
に
は
、
清
人
に
対
す
る
布
教
活
動
の
機
会
を
企
図
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
。

（
前
略
）
名
論
卓
説
ノ
如
ク
、
此
古
寺
ヲ
再
興
シ
テ

83
自
夫
漸
々
布
教
拡
張
及
ヒ
古
蹟
巡

拝
等
之
所
願
ヲ
果
ス
ノ
計
画
、
誠
ニ
至
極
セ
シ
好
事
ニ
候
。
然
レ
ト
モ
先
初
ニ
能
ク
能

ク
寒
山
古
寺
復
興
ニ
付
テ
碍
ナ
キ
様
、
支
那
貴
紳
ノ
意
ヲ
叩
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
左
モ

ナ
ク
テ
但
資
料
ヲ
備
ヘ
テ
直
ニ
着
手
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
、
或
ハ
能
ハ
サ
ル
事
ナ
ラ
ン
歟
。



一
八

高
見
ハ
既
ニ
如
何
ナ
ル
点
ニ
決
シ
候
ヤ
。（
以
下
略
）

副
啓

（
前
略
）
支
那
布
教
ノ
事
モ
久
ク
有
名
無
実
ニ
帰
シ
、
朝
鮮
布
教
モ
或
ハ
髣
髴
タ
ル
事
ナ

リ
ト
。
彼
地
ヨ
リ
来
リ
シ
者
ノ
話
、
此
時
ハ
奮
励
ス
ヘ
キ
時
機
ト
ハ
知
レ
ト
モ
、
丸
テ

他
人
棄
児
ノ
取
扱
ニ
ハ
恐
入
リ
候
。
上
言
行
ハ
レ
ス
、
稟
奏
皆
徒
労
ニ
属
ス
。（
以
下
略
）

　

さ
ら
に
、
別
紙
（
年
月
日
不
明
）
に
は
次
の
通
り
記
述
が
あ
る
。

（
前
略
）
扨
目
今
、
菅
原
碩
城
本
院
輪
番
皈
国
中
ニ
テ
、
哲
ト
学
校
教
授
ヲ
兼
ネ
雇
入
シ

佐
野
即
悟
二
人
ノ
ミ
。
在
院
其
寂
寞
御
推
察
ヲ
奉
煩
候
。
客
年
恵
書
ヲ
拝
読
セ
シ
以
来

何
歟
貴
意
ニ
契
フ
ヘ
キ
妙
案
ヲ
設
度
希
望
ハ
致
シ
タ
ル
モ
、
寒
山
件
モ
吟
翁
ノ
皈
朝
ト
、

其
前
後
探
索
ス
ル
事
実
ト
、
寒
山
僧
ノ
面
晤
（
是
ハ
哲
カ
人
ヲ
以
テ
呼
来
シ
時
）
ノ
模

様
ト
内
地
建
堂
ノ
実
施
後
如
何
ト
、
現
任
領
事
高
平
小
五
郎
ノ
意
見
ト
ヲ
参
考
斟
酌
シ

テ
、
容
易
ニ
着
手
発
言
シ
難
キ
ヲ
以
テ
空
ク
一
年
ヲ
経
過
シ
、
為
ニ
貴
方
ヘ
確
実
ノ
返

答
ヲ
呈
ス
ル
ヲ
得
サ
リ
シ
ハ
甚
遺
悔
ノ
至
リ
、
貴
座
ニ
於
テ
爾
後
吟
翁
（
※
岸
田
吟
香
）

ニ
御
通
信
モ
ア
リ
シ
ヤ
否
、
是
亦
杳
無
消
息
ニ
御
座
候
。

○
此
度
、
胡
鉄
梅
ノ
寄
書
モ
ア
リ
、
篤
ト
貴
考
ヲ
願
度
一
案
ハ
此
上
海
ニ
在
ル
現
今
別

院
ノ
規
模
ヲ
以
テ
到
底
支
那
道
台
邑
尊
共
ヲ
招
キ
、
一
場
ノ
茶
話
ヲ
為
ス
コ
ト
ハ
難
致

ハ
貴
師
ノ
所
知
ナ
リ
。

○
又
内
地
ニ
布
教
ス
ル
モ
、
其
場
所
ト
其
地
方
官
ノ
人
民
ニ
障
シ
ナ
キ
ヤ
否
ヲ
考
査
ス

ル
ハ
亦
不
容
易
ナ
ル
事
、
亦
我
師
所
知
ナ
リ
。
幸
ニ
今
年
ハ
支
那
皇
太
后
五
十
之
賀
期

ニ
当
リ
、
各
地
道
釈
有
名
ノ
人
ハ
参
賀
ス
ル
ノ
挙
ア
ル
哉
ニ
伝
聞
ス
（
其
然
ル
ト
否
ニ

拘
ラ
ス
）。
胡
氏
ノ
所
説
及
ヒ
沈
善
登
杯
ノ
説
ニ
モ
、
矢
張
リ
国
ノ
親
王
大
臣
ノ
風
ヲ
吹

シ
テ
一
大
寺
ヲ
建
設
シ
テ
、
其
大
寺
ヲ
根
拠
ト
シ
テ
支
院
ヲ
各
処
ニ
設
ル
事
ニ
為
シ
、

支
那
日
本
ノ
仏
教
ヲ
融
会
ス
ル
ノ
策
ハ
中
外
共
ニ
賛
成
不
惜
ト
コ
ロ
也
云
々
。
哲
回
顧

ス
ル
ニ
、
八
九
年
ノ
久
シ
キ
山
内
ノ
恩
資
ヲ
費
シ
、
今
後
幾
年
ヲ
逍
テ
更
ニ
何
等
ノ
功

ヲ
奏
ス
ヘ
キ
ヤ
。
到
底
期
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
。
今
一
時
此
大
願
ヲ
発
シ
テ
一
奮
発
シ
テ
燕

京
ニ
出
テ
ヽ
親
王
大
臣
ニ
募
縁
シ
、
国
家
人
民
ノ
心
ヲ
結
合
ス
ル
ハ
仏
教
ノ
善
且
美
ナ

ル
ニ
如
カ
サ
ル
ヲ
説
キ
、
敢
テ
日
本
仏
教
ノ
為
ノ
ミ
ニ
非
ス
、
支
那
釈
教
ヲ
振
起
シ
、

数
万
ノ
僧
侶
ヨ
リ
幾
分
ノ
人
ヲ
撰
抜
シ
テ
同
寺
ニ
住
シ
メ
、
共
々
日
本
仏
教
ノ
美
ト
支

那
仏
教
ノ
長
所
ト
相
研
磨
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
ナ
バ
、
其
始
ヤ
困
難
ノ
事
業
茫
無
際
涯

様
ナ
レ
ト
モ
、
左
探
右
訪
ス
レ
ハ
決
シ
テ
当
ル
ノ
目
的
ア
ル
ヤ
必
セ
リ
。
漸
ク
其
北
行

ノ
費
ト
其
着
手
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
ノ
心
組
ニ
御
座
候
（
以
下
略
）

　

こ
の
書
翰
に
よ
る
と
、
当
時
太
平
天
国
の
乱
な
ど
で
荒
廃
し
た
古
寺
を
再
興
し
て
布
教
を
拡

大
す
る
こ
と
や
、
仏
教
の
古
蹟
を
巡
礼
す
る
な
ど
の
計
劃
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
か
つ
て

香
頂
が
提
言
し
た
古
寺
の
買
収
と
し
て
、
蘇
州
の
寒
山
寺
を
買
収
し
て
復
興
す
る
計
劃
で
あ
っ

た
。
書
翰
の
な
か
で
松
ヶ
江
は
、
蘇
州
・
寒
山
寺
の
買
収
に
際
し
て
は
、
現
地
の
有
力
者
・
地

方
官
吏
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
り
、
彼
ら
の
理
解
と
協
力
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
実
現
不
可
能

だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
別
紙
に
よ
る
と
当
時
、
内
地
建
堂
つ
ま
り
清
国
内
に
寺
院
を
建
設
す
る
計
劃
が
あ
り
、

領
事
高
平
小
五
郎
や
岸
田
吟
香
と
意
見
の
交
換
が
行
わ
れ
た
が
、
結
論
が
出
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
布
教
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
、
道
台
な
ど
の
地
方
官
吏

を
上
海
別
院
に
招
い
て
接
待
を
行
い
た
い
が
、
現
在
の
規
模
で
は
不
可
能
な
こ
と
を
述
べ
、
本

年
は
皇
太
后
五
十
歳
の
記
念
す
べ
き
年
な
の
で
、
こ
れ
を
機
会
に
布
教
の
根
拠
地
と
な
る
寺
院

や
清
国
各
地
に
も
支
院
を
建
設
す
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
北
京
に

行
き
、
親
王
や
大
臣
を
説
得
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
費
用
を
工
面
す
る
つ
も
り
で
あ

る
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

明
治
十
年
代
の
上
海
別
院
で
は
、
清
末
文
人
が
出
入
り
し
て
布
教
僧
と
漢
詩
文
を
介
し
た
交

流
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
単
な
る
文
化
交
流
で
は
な
く
、
交
流

を
通
じ
て
清
国
側
と
人
間
関
係
を
構
築
し
、
布
教
活
動
を
円
滑
に
進
め
よ
う
と
い
う
意
図
が

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
書
翰
か
ら
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
九
九
）
の
時
点

で
も
い
ま
だ
清
国
の
政
府
高
官
や
地
方
間
と
は
人
間
関
係
を
構
築
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
の
対
応



一
九

　

布
教
僧
の
谷
了
然
が
作
成
し
た
「
入
仏
式
報
告
書
」

84
に
よ
る
と
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）

八
月
二
十
日
、
別
院
開
院
供
養
会
入
仏
式
に
参
加
し
た
清
国
側
の
人
物
は
、
儒
者
と
し
て
孫
靄

人
・
銭
子
琴

85
、
商
人
と
し
て
馮
耕
三
、
仏
教
で
は
龍
華
寺
か
ら
十
九
人
の
僧
侶
の
参
列
が
あ
っ

た
。

　
『
在
勤
襍
志
』
に
よ
れ
ば
、
上
海
別
院
に
お
い
て
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
翌
十
一
年

（
一
八
七
八
）
に
か
け
て
、
折
に
触
れ
て
清
末
文
人
た
ち
を
交
え
た
宴
会
が
開
か
れ
、
席
上
、

詩
文
を
介
し
た
交
流
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
九
月
二
十
一
日
に
は
、
布

教
僧
と
文
人
の
ほ
か
に
、
領
事
館
か
ら
曾
根
俊
虎
と
大
倉
雨
村
が
集
ま
っ
て
上
海
城
内
の
湖
心

亭
で
酒
宴
が
行
わ
れ
た
。

新
北
門
南
湖
心
亭
小
集
会
。
客
概
略
銭
子
琴
・
孫
藹
人
・
馮
湘
如
・
蔣
文
虎
・
馮
耕
三

以
上
土
人
、
曾
根
陸マ

マ

軍
中
尉
・
大
倉
氏
・
谷
氏
・
加
藤
氏
・
早
川
氏
・
今
川
氏
・
桐
山

氏
与
余
也
。
酒
巡
数
行
、
分
字
賦
詩
。
余
得
三
江
賦
一
絶
、
如
別
記
。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
清
人
た
ち
が
、
上
海
別
院
の
日
本
人
布
教
僧
と
最
初
に
関
わ
っ
た
清

人
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
清
国
官
僚
た
ち
の
姿
が
な
か
っ
た
の
は
、
前
記
の
通
り
、
ま
だ
彼

等
と
は
関
係
を
構
築
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
清
人
の
う
ち
、
孫
靄
人
は
同
年
七
月
十
九
日
、
別
院
開
院
に
先
立
っ
て
上
海
領
事

館
内
に
設
置
さ
れ
た
中
国
語
学
校
（
江
蘇
教
校
の
前
身
）
の
語
学
教
師
（
南
京
語
）
と
な
っ
た

人
物
で
あ
る
。
更
に
、八
月
二
十
三
日
に
は
中
国
語
教
師
（
上
海
語
）
と
し
て
任
釣
渓

86
を
傭
っ

た
が
、
翌
年
八
月
二
日
付
で
解
雇
さ
れ
、
七
月
二
十
三
日
に
は
蔣
文
虎
が
そ
の
後
任
と
な
っ
て

い
る
。

　

馮
耕
三
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
十
一
月
よ
り
東
京
の
通
旅
籠
町
高
木
五
郎
兵
衛
宅
に

住
込
ん
で
製
筆
伝
習
に
従
事
し

87
、
上
海
に
戻
っ
て
筆
墨
商
を
営
ん
で
い
た
人
物
で
あ
る
。『
在

勤
襍
志
』
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
八
月
十
五
日
の
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
既
に
数
度

に
わ
た
る
日
本
へ
の
渡
航
経
験
が
あ
り
、東
京
だ
け
で
な
く
、京
都
に
も
滞
在
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。

午
前
同
谷
・
藤
二
氏
過
馮
耕
三
居
、
主
人
者
筆
墨
商
業
。
時
々
航
于
本
朝
至
西
京
、
故

能
通
国
音
。

　

馮
耕
三
の
こ
と
は
、
長
尾
無
墨
『
滬
遊
雑
詩
』（
明
治
十
四
年
）
に
も
見
え
、
そ
の
「
馮
耕
三

見
訪
喜
而
賦
」
詩
に
よ
れ
ば
、馮
は
無
墨
と
小
野
湖
山
に
東
京
で
会
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

馮
耕
三
は
『
在
勤
襍
志
』
に
し
ば
し
ば
登
場
し
、
頻
繁
に
別
院
に
出
入
り
し
て
い
る
。
別
院

と
関
係
を
持
っ
た
清
人
た
ち
の
な
か
に
あ
っ
て
、
馮
耕
三
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
か
を
資
料
か
ら
追
求
し
て
い
く
と
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
出
せ
る
。

○
同
谷
・
藤
・
早
海
諸
氏
招
飲
于
馮
耕
三
之
宅
。

88

○
洋
壱
弗
付
耕
三
（
蓋
衛
氏
潤
筆
也
）。

89

○
陳
鴻
誥
（
旧
清
朝
官
人
）
万
世
清
（
書
家
）
耕
三
伴
来
。

90

○
伴
馮
耕
三
訪
王
冶
梅
寓
居
併
贈
拙
作
詩
序
・
霊
亀
香
壱
包
。

91

○
銭
子
琴
・
馮
耕
三
先
導
伴
毛
対
山
老
人
来
。

92

　

日
本
人
布
教
僧
た
ち
は
希
望
す
る
文
人
の
書
画
を
注
文
す
る
た
め
に
馮
の
家
を
訪
ね
た
り
、

あ
る
い
は
馮
の
案
内
に
よ
っ
て
文
人
の
家
を
訪
ね
る
な
ど
し
て
い
る
。
馮
の
東
道
に
よ
り
、
陳

に
苦
慮
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

結
果
的
に
は
、
心
泉
ら
の
計
劃
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
清
国
内
で
の
布
教
活
動

の
意
図
は
継
続
し
て
お
り
、
明
治
三
十
年
代
の
布
教
再
開
に
よ
り
、
彼
ら
は
再
び
布
教
活
動
に

携
わ
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
章

　布
教
僧
と
清
末
文
人
と
の
交
流

一

　上
海
別
院
と
最
初
に
関
係
を
も
っ
た
清
人

―
仲
介
者
と
し
て
の
馮
耕
三
、
中
国
語
教
師
た
ち
―



二
〇

味
梅
・
毛
対
山
等
上
海
の
文
人
た
ち
が
別
院
に
来
て
お
り
、
布
教
僧
と
文
人
た
ち
の
交
流
の
仲

介
役
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
布
教
僧
に
中
国
語
教
師
の
孫
靄
人
や
任
釣
渓
を
紹
介
し

た
り
、
開
院
式
に
来
日
経
験
の
あ
る
銭
子
琴
が
参
列
し
た
の
も
、
馮
耕
三
の
呼
び
か
け
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
く
に
岳
崎
は
、
馮
耕
三
か
ら
頻
繁
に
文
具
や
海
上
派
文
人
の
書
画
を
購
入
し
て
お
り
、
帰

国
に
際
し
て
は
自
分
の
室
号
「
自
笑
観
」
の
文
字
が
入
っ
た
用
箋
を
馮
耕
三
に
注
文
し
て
い
る

93
。

　

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
の
別
院
移
転
に
際
し
て
、
馮
耕
三
は
そ
の
保
証
人
に
な
っ
て
お

り
94
、
別
院
と
は
緊
密
な
関
係
が
続
い
て
い
た
。
の
ち
に
岡
千
仭
（
明
治
十
七
年
）
や
日
下
部

鳴
鶴
（
明
治
二
十
四
年
）
の
渡
清
の
際
に
も
そ
の
周
遊
に
同
行
し
て
お
り
、
明
治
期
を
通
じ
て

日
本
の
文
人
た
ち
と
交
流
の
深
い
人
物
で
あ
る
。

　

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
五
月
二
十
二
日
、
帰
国
す
る
岳
崎
の
た
め
に
送
別
会
が
開
か
れ

て
い
る
。
馮
耕
三
の
ほ
か
に
、
語
学
教
師
で
あ
っ
た
蔣
文
虎
や
孫
藹
人
や
、
王
冶
梅
・
銭
子
琴

ら
と
の
交
流
が
頻
繁
で
あ
る
。

午
後
五
時
鐘
邀
同
寓
諸
友
曁
結
交
在
滬
之
清
人
於
滬
城
外
第
四
馬
路
聚
豊
園
置
酒
、
来

会
賓
位
王
寅
字
冶
梅
金
陵
人
（
当
時
画
業
大
名
家
）、銭
懌
字
子
琴
呉
中
人
（
儒
士
善
書
）、

蔣
伯
威
字
文
虎
（
上
海
県
□マ

マ□
之
人
、
当
時
別
院
語
学
教
師
）、
孫
士
希
字
藹
人
金
陵
白

門
人
（
上
海
県
史
官
）、
馮
鋆
字
耕
三
上
海
滬
城
人
（
商
家
、
筆
墨
業
）、
蓋
藹
人
君
臨

時
因
不
例
不
得
来
会
見
贈
送
別
詩
四
章
且
付
手
簡
慇
懃
告
謝
。
本
朝
賓
位
松
本
白
華
（
別

院
輪
番
）、
加
藤
法
城
（
教
師
）、
北
方
蒙
（
承
事
）、
今
川
拾
翠
（
教
授
方
）、
清
川
香
雲
・

龍
湖
霊
鳳
（
以
上
四
級
生
）、
崖
辺
巌
・
望
月
全
祐
・
本
多
澄
雲
・
北
畠
兼
祐
・
瀧
義
存

（
以
上
六
級
生
）、
本
間
実
・
白
尾
一
也
・
多
賀
令
住
（
以
上
級
外
生
）、
藤
本
見
瑞
過
日

来
臥
病
故
不
与
焉
、
平
沢
某
及
余
都
合
二
十
名
也
。
各
贐
送
別
詩
草
見
承
賜
、
就
中
治

梅
君
為
兆
倚
石
聴
流
図
詩
画
見
恵
投
、
且
酔
後
復
有
詩
数
章
拝
雲
毫
見
贈
。
満
屋
為
拍

膝
呼
快
各
竭
酔
而
上
帰
途
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
十
一
月
三
十
日
に
、
谷
了
然
の
送
別
会
が
行
わ
れ

て
い
る
。

谷
了
然
還
日
本
今
宵
開
粗
莚
于
滬
城
老
北
門
外
鴻
運
楼
。
集
合
各
士
王
冶
梅
・
蔣
文
虎
・（
※

馮
）
耕
三
・
曾
根
陸マ
マ

軍
大
尉
及
余
輩
数
名
也
。
珍
羞
如
山
酒
瓶
如
泉
。
谷
氏
作
留
別
詩
一

章
見
示
衆
王
冶
梅
即
和
之
（
詩
欠
記
）、
余
亦
次
提
筆
和
之
詩
曰
、
各
位
送
君
詩
作
叢
、
休

娯
走
句
軽
怱
、
桮
盤
狼
藉
今
宵
興
、
総
在
先シ

ー
サ
ン
チ
ン
チ
ツ

生
請
吃
中
。
満
座
為
拍
手
哭
。

　

か
く
し
て
、
別
院
と
関
わ
り
を
持
つ
上
海
の
文
人
た
ち
は
、
漸
増
し
て
い
く
が
、
そ
の
最
初

の
仲
介
者
と
し
て
、
馮
耕
三
と
い
う
人
物
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

白
華
・
心
泉
ら
布
教
僧
が
上
海
で
交
流
し
た
文
人
た
ち
は
、一
般
的
に
「
海
上
派
」
ま
た
は
「
海

派
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。
味
岡
義
人
「
海
上
派
、
そ
し
て
日
本
と
の

関
り
」

95
に
よ
る
と
、
海
上
派
と
は
、
明
代
の
浙
派
や
呉
派
と
い
っ
た
画
派
の
よ
う
に
、
あ
る

種
共
通
の
絵
画
技
法
を
共
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
上
海
で
何
ら
か
の
創
作
活
動
を
し
た
こ
と

の
あ
る
画
家
た
ち
の
総
称
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
特
色
と
し
て
海
上
派
の
書
画
家
の
殆
ど

が
売
画
・
売
書
を
行
っ
て
生
活
し
て
お
り
、
買
い
手
の
多
く
は
一
般
庶
民
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

成
り
上
が
っ
た
者
だ
っ
た
の
で
、
求
め
ら
れ
た
の
は
高
邁
な
山
水
で
は
な
く
、
わ
か
り
や
す
い

書
画
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

当
時
活
躍
し
た
海
上
派
文
人
と
し
て
、『
滬
游
雑
記
』
巻
四
「
書
画
名
家
」
で
は
、
文
人

三
十
五
名
の
氏
名
と
得
意
分
野
を
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、
○
印
は
松
本
白
華
旧
蔵
本
（
白
華
文

庫
蔵
）
に
附
さ
れ
た
印
で
あ
り
、
白
華
が
実
際
に
交
流
を
も
っ
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
は
二
十
二
名
に
の
ぼ
る
。
な
お
、
傍
線
は
北
方
心
泉
・
岳
崎
正
鈍
資
料
に
見
え
る
文
人
名

で
あ
り
、
こ
れ
ら
も
含
め
る
と
布
教
僧
と
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
文
人
は
合
計
で
二
十
三

名
と
な
る
。

○
銭
塘　

呉
淦　

字
鞠
潭　

楷
行
書
。

二

　上
海
文
人
・
杭
州
文
人
た
ち
と
の
交
流



二
一

上
虞　

徐
三
庚　

字
辛
穀　

隷
篆
書
兼
鉄
筆
。

○
湖
州　

湯
経
常　

字
壎
伯　

行
書
。

蘇
州　

莫
瑞
清　

字
直
夫　

楷
書
。

呉
江　

褚
世
鏞　

字
平
巌　

行
書
。

上
海　

蔣
節　

字
幼
節　

行
書
兼
鉄
筆
。

○
嘉
興　

金
爾
珍　

字
吉
石　

楷
書
。

金
陵　

陳
還　

字
還
之　

行
書
兼
鉄
筆
。

○
常
熟　

衛
鋳　

字
鋳
生　

行
書
兼
鉄
筆
。　

○
嘉
興　

張
熊　

字
子
祥　

花
卉
翎
毛
山
水
。

○
盛
沢　

王
礼　

字
秋
言　

花
卉
翎
毛
山
水
。

○
華
亭　

胡
遠　

字
公
寿　

山
水
花
卉
。

○
嘉
興　

朱
偁　

字
夢
廬　

花
卉
翎
毛
。

○
紹
興　

任
頤　

字
柏
年　

人
物
花
卉
毛
草
虫
。

○
嘉
興　

楊
伯
潤　

字
盃
佩
甫　

山
水
。

○
金
陵　

鄧
啓
昌　

字
鉄
仙　

花
卉
翎
毛
士
女
。

○
蘇
州　

唐
禄　

字
芸
閣　

花
卉
翎
毛
。

揚
州　

陳
若
木　

字
崇
光　

山
水
。

揚
州　

高
棨　

字
芸
生　

花
卉
翎
毛
。

○
甯
波　

舒
浩　

字
萍
橋　

人
物
花
卉
翎
毛
。

○
紹
興　

謝
岷　

字
采
山　

士
女
人
物
。

蘇
州　

尹
銓　

字
小
霞　

士
女
兼
写
真
。

○
金
陵　

章
鐘　

字
銘
甫　

山
水
兼
篆
書
。

○
上
海　

銭
慧
安　

字
吉
生　

工
筆
人
物
。

鎮
江　

趙
遂
禾　

字
嘉
生　

山
水
花
鳥
。

蘇
州　

羊
毓
金　

字
庚
生　

花
卉
人
物
。

○
安
徽　

胡
璋　

字
鉄
梅　

山
水
花
鳥
。

嘉
定　

李　

字
仙
根　

写
真
。

金
陵　

孫
棤　

字
子
書　

花
卉
禽
獣
草
虫
。

○
金
陵　

張
寳
生　

字
善
天　

花
卉
翎
毛
。

○　
　
　

銭
鴻
鳴　

字
梅
生　

花
鳥
。

山
東　

張
守
彝　

字
星
緑　

山
水
。

○
石
門　

金
字
松
泉　

士
女
人
物
。

○
蘇
州　

王
荃　

字
友
棠　

花
鳥
。

○
金
陵　

王
寅　

字
冶
梅　

山
水
人
物
花
鳥
。

　

ま
た
、
心
泉
の
上
海
滞
在
当
時
、
別
院
に
は
大
倉
雨
村

96
・
内
海
吉
堂
・
吉
嗣
拝
山

97
・
巨

勢
小
石

98
・
諫
山
麗
吉

99
・
鳩
居
堂
安
兵
衛
・
塩
川
一
堂

100
・
長
阪
雲
在

101
・
圓
山
大
迂
な
ど
の

日
本
人
画
家
が
出
入
り
し
て
い
る
ほ
か
、
北
條
鷗
所
・
村
田
香
谷
・
長
尾
無
墨

102
な
ど
も
上
海

に
渡
航
し
て
い
る
。

　
『
在
勤
襍
志
』（
明
治
十
一
年
三
月
二
十
九
日
）
に
は
、
白
華
や
心
泉
が
日
本
人
書
画
家
と
宴

会
を
し
て
い
る
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

従
午
後
五
時
会
飲
於
鴻
運
楼
、
蓋
賀
大
山
雪
格
入
院
与
送
早
川
純
嘏
（
※
医
師
）
還
日

本
両
件
一
挙
媒
飲
、
巨
勢
小
石
（
※
鳩
居
堂
）・
吉
堂
（
※
内
海
）・
鳩
居
堂
安
兵
衛
・

田
代
屋
・
輪
番
（
※
松
本
白
華
）・
余
・
北
蒙
（
※
北
方
心
泉
）・
白
尾
義
天
也
。
此
会

也
純
日
本
人
無
有
支
那
人
、
航
海
来
不
図
得
愉
快
与
入
酔
郷
。

　

以
上
の
例
か
ら
、
上
海
別
院
が
布
教
僧
や
清
末
文
人
の
ほ
か
、
上
海
在
留
の
日
本
人
書
画
家

達
た
ち
が
集
う
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

以
上
、
上
海
で
心
泉
が
交
流
を
持
っ
た
文
人
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
明
治
初
期
に
上
海
に
滞

在
し
た
岸
田
吟
香
や
内
海
吉
堂
ら
の
上
海
文
人
（
海
上
派
）
に
対
す
る
評
価
は
、
全
体
と
し
て

見
た
場
合
、
決
し
て
か
ん
ば
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、
上
海

に
楽
善
堂
支
店
を
開
設
し
た
吟
香
は
、
当
時
上
海
で
活
躍
し
て
い
た
上
記
の
文
人
た
ち
に
対
し

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



二
二

（
前
略
）
処
々
ノ
書
画
文
人
ヲ
尋
子
候
処
、
随
分
学
者
先
生
モ
有
之
候
得
共
、
皆
経
学
者

ニ
テ
歴
史
ヲ
能
ク
読
ミ
タ
ル
人
ハ
稀
ナ
リ
。
其
経
学
ト
申
ス
モ
修
身
上
ノ
志
ヨ
リ
出
タ

ル
ニ
ハ
無
ク
、
皆
出
身
ノ
為
メ
ニ
致
候
学
問
ニ
テ
、
八
股
文
ノ
種
ニ
諳
誦
致
居
候
者
多
シ
。

詩
ハ
可
ナ
リ
ニ
出
来
候
者
モ
有
之
、
書
ハ
下
手
多
シ
画
モ
亦
下
手
多
シ
。
医
者
ハ
誠
ニ

無
学
ニ
テ
、
殊
ニ
杜
撰
ナ
ル
者
計
リ
ナ
リ
。
僧
侶
ハ
全
ク
乞
食
ノ
仲
間
ニ
御
座
候
。
更

ニ
文
学
ヲ
解
シ
候
者
無
之
（
以
下
略
）

103

（
前
略
）
上
海
ハ
至
俗
ノ
地
ニ
テ
、
文
学
ノ
士
ハ
一
向
ニ
無
御
座
候
（
中
略
）
然
ル
ニ
、

書
画
ハ
潤
筆
ヲ
貪
ル
ガ
為
メ
ニ
糸
茶
富
商
ノ
雲
集
ス
ル
上
海
ニ
無
之
テ
ハ
不
都
合
ト
相

見
エ
、
追
々
各
省
ヨ
リ
筆
硯
ヲ
携
テ
呉
淞
江
ニ
来
集
ス
ル
景
況
ニ
御
座
候
。
張
子
祥
・

楊
伯
潤
等
ノ
書
画
ハ
昼
夜
筆
管
ヲ
握
リ
詰
ニ
テ
、
実
ニ
流
行
紺
屋
ノ
形
置
キ
ヨ
リ
モ
忙

敷
様
子
ニ
御
座
候
。
日
本
ニ
テ
評
判
ス
ル
胡
公
寿
ハ
支
那
ニ
テ
ハ
格
別
ニ
誉
メ
不
申
、

只
々
一
通
リ
ノ
書
家
ニ
御
座
候
。
元
来
、
日
本
人
ハ
真
ニ
目
ナ
ク
耳
ヲ
以
テ
目
ト
ス
ル

方
ニ
御
座
候
故
、
誰
カ
一
、二
人
公
寿
ガ
画
ヲ
持
帰
リ
自
慢
致
シ
候
ヨ
リ
遂
ニ
胡
ヲ
以
テ

第
一
等
ニ
置
キ
候
者
ト
相
見
エ
申
候
、
実
ハ
張
子
祥
ヨ
リ
下
ル
事
数
等
ニ
御
座
候
。
第

二
ハ
楊
伯
潤
、
第
三
ガ
胡
公
寿
、
其
餘
ハ
胡
鉄
梅
ヲ
以
テ
頭
ト
シ
、
朱
夢
廬
輩
ノ
如
キ

数
人
ハ
皆
伯
仲
ノ
間
ニ
テ
、
王
冶
梅
ハ
下
等
ニ
可
有
之
カ
ト
存
候
（
以
下
略
）
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（
前
略
）
上
海
ハ
俗
地
ニ
テ
、
更
ニ
風
雅
ノ
遊
ビ
等
ハ
無
御
座
、
日
本
ニ
テ
文
人
ト
唱
ヘ

候
書
画
家
ハ
全
ク
当
地
ニ
テ
ハ
職
人
同
様
ノ
者
ニ
テ
、
書
画
ヲ
頼
ミ
候
ヘ
バ
、
紙
或
ハ

絹
ノ
幅
ヲ
争
ヒ
物
尺
ヲ
持
出
シ
、
山
水
ニ
テ
代
洋
銀
何
程
、
花
卉
ニ
テ
何
程
、
鳥
ヲ
一

羽
ニ
テ
何
程
、
二
羽
ニ
テ
十
銭
高
ナ
ト
申
ス
事
ニ
御
座
候
。
頼
ム
人
モ
先
生
ヲ
以
テ
遇

セ
ズ
（
伹
シ
先
生
ト
ハ
猶
日
本
ニ
テ
先
生
ト
云
フ
ガ
如
シ
）
実
ニ
風
韻
モ
無
之
事
ニ
御

座
候
。
宜
ナ
ル
哉
、其
画
ノ
俗
々
ト
シ
テ
嘔
吐
ス
可
キ
ヤ
。
扠
無
用
ノ
事
計
リ
綴
リ
申
候
。

草
々
頓
首
。
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ま
た
、
内
海
吉
堂
は
回
顧
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
上
海
文
人
と
杭
州
文
人
と
の
違

い
を
述
べ
て
い
る

106
。

上
海
は
商
業
上
の
大
市
で
、
俗
地
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
ゝ
に
は
売
書
画
家
、
即
ち
書

画
で
喰
て
ゆ
く
も
の
が
多
く
集
ま
つ
て
、其
画
も
大
抵
濃
彩
の
花
鳥
で
す
。
杭
州
抔
で
は
、

ま
た
学
者
で
、
餘
事
に
画
を
描
く
と
い
ふ
よ
う
な
も
の
が
多
く
、
随
分
風
致
の
高
尚
な

山
水
画
も
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
ゝ
で
は
仇
英
、
戴
文
進
な
ど
と
い
ふ
所
謂
ゑ
か

き
家
の
画
は
擯
斥
し
て
、
胸
中
に
面
白
き
気
象
の
あ
る
唐
伯
虎
、
文
待
詔
等
な
ど
の
画

を
尊
び
ま
す
。

　

心
泉
は
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
に
、
布
教
所
を
設
置
す
る
準
備
の
た
め
に
、
初
め
て
杭

州
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
大
儒
兪
樾
を
訪
れ
た
も
の
の
、
こ
の
時
は
不
在
の
た
め
会
う
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
著
名
な
文
人
を
含
む
多
く
の
人
た
ち
と
交
流
を
持
ち
、
紀
行

文
や
漢
詩
を
残
し
た
。

　

心
泉
は
「
杭
游
紀
行
抄
略
」
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の
中
で
、「
杭
人
風
俗
」
と
し
て
上
海
・
寧
波
と
比
較
し
つ

つ
そ
の
人
情
風
俗
を
批
評
し
、
交
流
し
た
文
人
の
名
前
を
列
挙
し
つ
つ
、
杭
州
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
前
略
）
余
五
月
六
日
上
海
ヲ
発
シ
、
十
二
日
ヲ
以
テ
杭
ニ
入
リ
、
居
ル
コ
ト
僅
ニ
十
有

八
日
、
其
間
杭
人
ト
交
ル
モ
ノ
数
十
百
人
、
中
ニ
就
テ
尤
モ
優
待
ヲ
受
ル
モ
ノ
法
相
寺

醒
機
、
聖
因
寺
雪
舟
、
朱
嗣
甫
、
呉
子
嘉
、
戴
用
柏
、
王
啓
孫
、
徐
起
菴
、
王
蘭
生
、

趙
哲
士
、
張
少
峰
、
楊
敬
斎
、
王
語
渓
ノ
諸
人
ト
ス
。
或
ハ
自
家
ニ
延
キ
テ
饗
応
シ
、

或
ハ
画
船
ヲ
湖
上
ニ
泛
ヘ
テ
宴
ヲ
張
ル
、
其
人
ヲ
遇
ス
ル
ノ
厚
キ
、
渡
航
已
来
未
タ
曾

テ
有
ラ
サ
ル
所
、
以
テ
人
情
ノ
詢
厚
ト
風
俗
ノ
詢
美
ト
ヲ
徴
ス
ル
ニ
足
ル
モ
ノ
ア
リ
。

其
他
、
店
頭
ニ
就
テ
物
ヲ
買
ヒ
、
渡
口
ニ
到
リ
テ
舟
ヲ
呼
フ
ニ
、
猥
リ
ニ
外
人
ヲ
以
テ

価
ヲ
二
ニ
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
亦
以
テ
廉
直
ノ
一
斑
ヲ
ミ
ル
ヘ
シ
。
実
ニ
上
海
寧
波
等
ノ

浮
薄
人
情
ト
狡
猾
風
俗
ト
ニ
比
較
ス
レ
ハ
、
雲
泥
啻
ナ
ラ
ズ
ト
云
フ
ヘ
キ
ノ
ミ
。
他
日
、



二
三

此
地
ニ
於
テ
我
カ
教
ヲ
弘
通
セ
ハ
、
其
進
歩
ノ
速
カ
ナ
ル
豫
乄
期
シ
得
ヘ
キ
ナ
リ
。

　

杭
州
の
風
俗
と
杭
州
文
人
を
論
じ
て
い
る
が
、
先
に
引
い
た
岸
田
・
内
海
の
評
価
と
ほ
ぼ
同

じ
趣
旨
で
あ
る
。

　

当
時
、
杭
州
語
を
習
得
す
る
た
め
に
杭
州
に
留
学
し
て
い
た
真
宗
僧
の
松
ヶ
江
賢
哲
は
、
杭

州
滞
在
中
の
心
泉
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
回
顧
を
残
し
て
い
る
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北
方
蒙
は
豪
傑
で
、
酒
が
い
く
ら
も
い
け
て
、
肚
が
大
き
く
突
き
出
し
、
坐
り
な
が
ら

臍
の
上
に
酒
盃
を
乗
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
又
た
書
が
巧
み
で
、
杭
州
へ
や
つ
て
来
た

と
き
も
、
支
那
人
か
ら
依
頼
を
受
け
て
百
何
十
枚
か
書
い
て
や
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
支

那
人
は
そ
れ
を
表
装
し
て
掛
け
て
ゐ
た
か
ら
、
感
心
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。

　

杭
州
に
お
い
て
心
泉
の
書
を
求
め
る
者
が
多
く
、
現
地
で
そ
の
書
が
評
価
さ
れ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

心
泉
の
杭
州
に
お
け
る
文
人
交
流
が
、
一
定
の
水
準
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
に
述
べ

る
兪
樾
撰
『
東
瀛
詩
選
』
に
収
録
さ
れ
た
心
泉
の
詩
が
、
す
べ
て
杭
州
滞
在
中
の
作
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
一
端
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
心
泉
の
杭
州
滞
在
中
の
詩
作
に
対
し
て

は
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
岡
千
仭
が
杭
州
を
訪
れ
た
際
、
心
泉
と
交
流
の
あ
っ
た
徐

嗣
元
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
（
明
治
十
七
年
八
月
八
日
）徐
嗣
元
来
見
。
曰
与
内
海
吉
堂
僧
心
泉
熟
知
。
心
泉
本
願
寺
僧
。

　
　

三
年
前
游
此
。
曲
園
先
生
賞
其
西
湖
詩
。
録
于
詩
選
中
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
観
光
紀
游
』
巻
三
「
蘇
杭
日
記
」
巻
下
）

　

そ
の
後
、
村
瀬
藍
水
や
小
山
松
渓
な
ど
、
日
本
の
文
人
が
杭
州
を
訪
れ
る
機
会
は
増
加
し
て

い
く
が
、
心
泉
等
の
杭
州
行
は
そ
れ
に
先
立
つ
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詩
書
画
を
通

　

心
泉
は
上
海
・
杭
州
の
文
人
た
ち
と
交
流
す
る
な
か
で
北
碑
派
の
書
風
に
触
れ
、
特
定
の
師

に
師
事
す
る
こ
と
な
く
独
力
で
書
学
を
学
び
始
め
た
。

　

帰
国
後
、
三
宅
真
軒
の
助
言
の
も
と
に
、
従
来
、
日
本
で
行
わ
れ
て
き
た
書
学
と
は
違
っ
た
、

中
国
式
の
書
学
を
本
格
的
に
学
び
始
め
た
。
そ
れ
に
は
、
単
に
用
筆
の
よ
う
な
技
術
だ
け
で
は

な
く
、
漢
字
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
か
ら
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

心
泉
の
友
人
、
三
宅
真
軒
は
の
ち
に
四
高
や
広
島
高
師
教
授
と
な
る
が
、
早
く
か
ら
清
朝
考

証
学
に
傾
斜
し
て
い
た
人
物
で
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
は
東
京
で
、
当
時
東
京
大
学

教
授
で
あ
っ
た
重
野
安
繹
や
島
田
重
礼
に
接
し
て
更
に
見
聞
を
深
め
て
い
た
。
当
時
は
日
本
国

内
に
お
い
て
漢
籍
の
輸
入
販
売
が
杜
絶
し
、
漢
籍
購
入
の
困
難
な
時
期
で
あ
っ
た
が
、
真
軒
の

助
言
を
も
と
に
心
泉
は
岸
田
吟
香
・
楽
善
堂
や
圓
山
大
迂
・
惇
一
親
子
ら
を
通
じ
て
上
海
か
ら

小
学
・
金
石
類
の
漢
籍
を
直
接
購
入
し
た
。

　

当
時
、
こ
の
よ
う
な
書
学
を
な
し
得
た
日
本
人
は
、
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
来
日
し
た
楊
守
敬
に
よ
っ
て
大
量
の
碑
拓
本
が
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
、
こ
れ
が
日
本
人
が
北
碑
派
の
書
風
を
知
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
通
り
で
あ
る
。
心
泉
は
そ
れ
と
併
行
す
る
時
期
に
、
書
を
学
ぶ
た
め
で
な
く
あ
く
ま
で

布
教
の
た
め
の
手
段
と
し
て
本
場
で
現
地
文
人
と
の
交
流
し
、
北
碑
派
の
書
風
を
自
然
な
か
た

ち
で
身
に
つ
け
た
。

　

ま
た
、
心
泉
の
帰
国
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
圓
山
大
迂
や
秋
山
碧
城
に
よ
っ
て
徐
三
庚
の
書

風
・
篆
刻
が
国
内
に
も
た
ら
さ
れ
、
一
部
の
人
々
に
注
目
さ
れ
出
し
た
頃
で
あ
る
。
心
泉
は
徐

三
庚
の
書
を
特
に
意
識
的
に
学
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
上
海
に
お
け
る
モ
ー
ド

と
し
て
そ
れ
を
摂
取
し
て
い
た
。
心
泉
の
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
入
賞
（
明
治
二
十
三
年
・

一
八
九
〇
）
は
、
無
名
の
人
物
が
す
で
に
本
場
中
国
の
最
新
の
書
風
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
を

世
間
に
知
ら
し
め
る
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
交
流
は
杭
州
の
文
人
た
ち
か
ら
も
心
泉
の
詩
書
に
関
す
る
技
量
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を

得
た
、
充
実
し
た
内
容
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

　北
方
心
泉
の
北
派
書
風
の
受
容
と
『
東
瀛
詩
選
』
の
編
纂
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四

　

心
泉
と
日
下
部
鳴
鶴
を
比
べ
る
と
、
北
碑
派
書
風
の
導
入
を
通
し
て
日
本
書
道
の
近
代
化
を

は
か
っ
た
点
で
共
通
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
鳴
鶴
が
芸
術
と
教
育
の
両
面
か
ら
書
道
の
近
代
化
に

苦
心
し
書
壇
を
形
成
し
た
の
に
対
し
て
、
心
泉
は
自
分
の
書
派
を
形
成
せ
ず
書
壇
に
と
ら
わ
れ

ず
、書
に
対
し
て
終
始
自
由
な
立
場
に
あ
っ
た
。
物
事
に
拘
泥
し
な
い
性
格
と
が
あ
い
ま
っ
て
、

心
泉
独
自
の
書
風
を
確
立
し
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
兪
樾
と
の
交
流
を
結
ん
だ
こ
と
が
『
東
瀛
詩
選
』
の
編
纂
へ
と
繋
が
っ
た
。
兪
樾
撰

『
東
瀛
詩
選
』（
四
十
巻
補
遺
四
巻
）
は
、
岸
田
吟
香
の
発
案
に
よ
り
兪
樾
が
五
三
七
人
・
の
べ

五
三
一
九
首
と
い
う
厖
大
な
量
の
日
本
漢
詩
を
収
録
し
た
漢
詩
集

109
で
あ
る
。
そ
の
編
輯
が
い

か
に
し
て
な
さ
れ
た
か
は
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
心
泉
の
自
坊
で
あ
る
常
福
寺
に
は
『
東

瀛
詩
選
』
編
纂
に
関
す
る
資
料
と
し
て
兪
樾
が
心
泉
に
宛
て
た
尺
牘
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、

心
泉
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
東
瀛
詩
選
』
に
は
、
廣
瀬
旭
荘
を
は
じ
め
と

し
て
、
咸
宜
園
関
係
者
の
漢
詩
な
ど
が
比
較
的
多
く
採
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
恐
ら

く
編
纂
に
際
し
て
は
心
泉
・
白
華
ら
の
関
与
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

110
。

　

東
本
願
寺
の
清
国
布
教
に
と
っ
て
、
日
清
戦
争
は
一
つ
の
転
換
点
で
あ
っ
た
。

　

東
西
本
願
寺
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
各
宗
派
は
、
従
軍
布
教
使
を
部
隊
な
ど
に
派
遣
し
、
軍

人
へ
の
説
教
や
戦
死
者
の
葬
礼
な
ど
に
従
事
さ
せ
た
。

　

注
目
す
る
べ
き
点
と
し
て
、
台
湾
上
陸
の
部
隊
に
同
行
し
て
い
た
従
軍
布
教
僧
た
ち
が
、
澎

湖
諸
島
お
よ
び
台
湾
本
島
上
陸
後
、ま
も
な
く
現
地
布
教
へ
と
活
動
を
転
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

初
期
の
台
湾
布
教
は
日
本
軍
の
保
護
下
の
も
と
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
布
教
活
動

と
は
大
き
く
異
な
る
。
以
後
、
東
西
本
願
寺
の
布
教
活
動
は
政
府
や
軍
部
の
支
援
と
保
護
下
に

行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
十
二
月
、
清
沢
満
之
ら
白
川
党
運
動
に
よ
っ
て
渥
美
契
縁
が

執
事
を
辞
任
し
、
海
外
布
教
に
積
極
的
で
あ
っ
た
石
川
舜
台
が
上
席
参
務
に
就
任
、
東
本
願
寺

の
清
国
布
教
は
本
格
的
に
再
開
さ
れ
る
。
本
山
内
に
「
清
国
開
教
総
部
」
が
設
置
さ
れ
、
明
治

三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
九
月
に
は
本
山
か
ら
慧
日
院
（
大
谷
勝
信
）・
能
浄
院
（
大
谷
瑩
誠
）

両
連
枝
が
清
国
に
派
遣
さ
れ
、
上
海
・
杭
州
・
厦
門
・
台
北
な
ど
各
地
を
視
察
し
た
。

　

日
清
戦
争
後
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
七
月
新
た
に
締
結
さ
れ
た
日
清
通
商
航
海
条

約
で
は
、
開
港
地
に
お
い
て
日
本
の
寺
院
・
墓
地
を
設
置
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、

清
国
内
に
お
け
る
布
教
権
に
関
す
る
条
項
は
盛
り
込
ま
れ
ず
、
布
教
権
が
明
確
に
認
め
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
良
好
な
日
中
関
係
も
あ
り
清
国
政
府
お
よ
び
各
地
方
政
府
か

ら
は
黙
認
さ
れ
、
各
地
に
布
教
所
や
学
堂
な
ど
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
七
月
に
厦
門
に
布
教
所
が
設
置
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、

十
一
月
に
は
杭
州
お
よ
び
蘇
州
、
翌
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
一
月
に
は
南
京
・
漳
州
お

よ
び
泉
州
に
も
設
置
さ
れ
た
。

　

学
堂
は
明
治
三
十
一
年
十
一
月
に
杭
州
に
杭
州
日
文
学
堂
が
、
翌
明
治
三
十
二
年

（
一
八
九
九
）
一
月
に
は
南
京
に
金
陵
東
文
学
堂
が
、
五
月
に
は
蘇
州
日
文
学
堂
が
設
置
さ
れ

第
四
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　明
治
後
期
の
清
国
布
教
再
開
に
つ
い
て

一

　清
国
布
教
の
再
開



二
五

た
。
ま
た
、
同
年
台
中
に
彰
化
学
堂
が
設
置
さ
れ
た
が
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
泉
州

へ
移
転
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
校
は
主
に
中
流
家
庭
以
上
の
子
弟
を
対
象
に
、
日
本
語
教
育
や
中

学
程
度
の
教
育
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

現
地
の
寺
院
の
買
収
な
ど
に
よ
る
東
西
両
本
願
寺
へ
の
帰
属
も
進
め
ら
れ
た
。
当
時
、
康
有

為
の
新
政
運
動
に
よ
っ
て
寺
廟
を
整
理
し
て
学
堂
す
る
動
き
や
、
こ
の
動
き
に
乗
じ
て
地
方
官

が
寺
廟
や
田
を
没
収
し
、
僧
侶
を
追
放
す
る
な
ど
の
事
件
が
相
次
い
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
処
分

か
ら
逃
れ
る
た
め
、
各
地
の
寺
院
は
東
西
両
本
願
寺
に
帰
属
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。
あ
わ
せ

て
各
地
に
分
教
場
も
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
東
本
願
寺
が
清
国
で
主
に
活
動
を
行
っ
た
地
域
は
江
南
と
福
建
省
で
あ
っ
た
。

江
南
（
南
京
・
蘇
州
・
杭
州
）
は
明
治
初
期
か
ら
東
本
願
寺
が
布
教
を
計
劃
し
て
い
た
場
所
で

あ
り
、
福
建
省
は
日
清
戦
争
後
に
日
本
と
清
国
の
間
で
不
割
譲
条
約
が
結
ば
れ
、
日
本
の
勢
力

を
伸
暢
し
よ
う
と
し
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
東
本
願
寺
の
行
動
は
こ
れ
に
呼
応
し
た
も
の
で

あ
っ
た
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。

　

こ
の
ほ
か
、
チ
ベ
ッ
ト
探
検
の
た
め
能
海
寛
や
寺
本
婉
雅
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
彼
ら
は
門
主
・

現
如
（
大
谷
光
瑩
）
の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
宛
親
書
を
持
参
し
て
お
り
、
単
な
る
探
検
で
は

な
く
チ
ベ
ッ
ト
側
と
接
触
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

　

一
方
、
西
本
願
寺
は
先
述
の
通
り
、
日
清
戦
争
（
明
治
二
十
七
・
一
八
九
四
年
）
に
際
し
て

他
宗
と
と
も
に
従
軍
布
教
を
開
始
し
、
翌
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
は
派
遣
さ
れ
た
従

軍
布
教
使
に
よ
っ
て
、
占
領
直
後
の
台
湾
で
布
教
を
行
っ
た
だ
け
で
な
く
、
同
年
に
清
国
お
よ

び
朝
鮮
で
の
布
教
を
想
定
し
て
清
韓
語
学
研
究
所
を
京
都
・
淳
風
会
館
内
に
設
立
し
た
。
明
治

三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
は
厦
門
に
布
教
所
を
設
置
し
、
翌
年
に
非
公
式
で
は
あ
る
が
香
港

で
布
教
を
開
始
し
た
（
正
式
に
は
明
治
四
十
年
開
始
）。
日
露
戦
争
に
際
し
て
は
大
連
（
明
治

三
十
七
・
一
九
〇
四
）
に
、明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
奉
天
・
北
京
に
出
張
所
が
設
置
さ
れ
、

上
海
お
よ
び
漢
口
に
別
院
が
設
置
さ
れ
る
の
は
翌
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
で
あ
る
。
こ

の
ほ
か
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
か
ら
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
か
け
て
、
三
次
に

亘
る
大
谷
探
検
隊
を
主
に
西
域
に
派
遣
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
西
本
願
寺
は
日
清
戦
争
後
、
布
教
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
で
の
活
動
を
急
速
に

展
開
し
て
い
っ
た

112
。

　

次
に
、
当
時
の
心
泉
と
彼
が
堂
長
を
つ
と
め
た
金
陵
東
文
学
堂
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）、
心
泉
は
再
び
谷
了
然
と
と
も
に
、
日
本
人
留
学
僧
を
引
率

し
て
渡
清
し
、
南
京
の
金
陵
東
文
学
堂
の
堂
長
と
な
っ
た
。「
金
陵
東
文
学
堂
概
況
」（
防
衛
研

究
所
蔵
）

113
に
は
、
心
泉
等
の
行
動
が
記
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
は
原
文
通
り
）。

明
治
三
十
一
年
十
一
月
十
八
日
、
上
海
別
院
ニ
於
テ
谷
開
教
事
務
局
長
ヨ
リ
南
京
開
教

ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
一
行
、
北
方
蒙
、
藤
分
見
慶
、
長
谷
川
信
了
、
岩
崎
董
、
一
柳
智
成

ノ
五
名
ハ
未
開
港
地
タ
ル
南
京
在
留
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
護
照
下
附
ヲ
上
海
道
台
ニ
申
請

ノ
為
メ
二
日
ヲ
費
シ
、
西
蔵
探
険
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
能
海
寛
ノ
漢
口
ニ
向
フ
ト
共
ニ
、

同
月
二
十
一
日
午
后
九
時
、
大
坂マ

マ

輪
船
公
司
ノ
長
江
航
路
ニ
用
ユ
ル
天
龍
川
丸
ニ
乗
込

ミ
、
翌
廿
二
日
午
前
二
時
、
美
租
界
ノ
日
本
郵
船
会
社
埠
頭
ヲ
解
纜
シ
テ
、
黄
浦
江
ヲ

下
リ
崇
明
島
ヲ
右
ニ
シ
テ
揚
子
江
身
ニ
入
リ
、
針
路
ヲ
左
転
シ
テ
長
江
ヲ
遡
ル
コ
ト

二
十
四
時
半
、
此
間
ノ
坤
象
雄
偉
渾
宏
之
ヲ
筆
ニ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ヲ
恨
ム
ノ
ミ
。
而
シ

テ
能
海
寛
ト
袂
ヲ
分
チ
、
南
京
埠
頭
ニ
上
リ
シ
ハ
、
江
風
凜
烈
黒
暗
怚
タ
ル
廿
三
日
ノ

午
前
二
時
半
ナ
リ
キ
。
金
陵
ノ
城
門
ハ
防
備
殊
ニ
厳
粛
ニ
シ
テ
、
東
白
鶏
鳴
ニ
至
ラ
サ

レ
ハ
行
客
ヲ
通
セ
ス
ト
云
ヘ
ハ
、
下
関
ナ
ル
大
阪
輪
船
公
司
ノ
代
理
店
ニ
暁
明
ヲ
待
チ
、

東
洋
車
ニ
乗
シ
テ
儀
鳳
門
ヨ
リ
廓
内
ニ
入
リ
、
枯
楊
蕭
条
ト
シ
テ
朝
霧
深
キ
馬
路
ヲ
行

ク
コ
ト
十
清
里
、
水
西
門
内
坊
口
大
街
銅
乍
坊
ノ
旺
源
容
桟
ニ
投
セ
リ
。
客
桟
ノ
異
景

絶
テ
意
想
ノ
外
ニ
出
ツ
。
而
モ
是
レ
金
陵
第
一
流
ノ
旅
館
ナ
リ
ト
ゾ
。
桟
ニ
在
ル
コ
ト

十
二
日
ニ
シ
テ
、
城
内
北
首
浮
橋
馬
路
西
入
一
枝
園
ノ
新
借
家
ニ
移
ル
。
屋
ニ
大
堂
一
、

客
庁
二
、
室
十
、
厨
房
一
、
薪
部
屋
一
、
洗
浴
室
一
、
ヲ
有
シ
テ
、
棟
ハ
四
進
大
小
二

双
ノ
両
廂
ニ
分
ル
。
屋
裏
ハ
即
チ
楊
呉
城
濠
ト
称
シ
テ
秦
淮
ニ
通
ス
ル
河
溝
ア
リ
、
対

岸
ハ
洪
武
街
ト
ス
（
以
下
略
）

二

　北
方
心
泉
の
再
渡
清



二
六

　

つ
づ
け
て
本
資
料
は
清
国
当
局
の
査
証
を
鈔
写
し
、
学
堂
開
設
の
準
備
状
況
に
つ
い
て
述

べ
、
漢
文
で
「
金
陵
東
文
学
堂
大
概
章
程
」・「
金
陵
東
文
学
堂
招
収
学
生
啓
」（
末
尾
に
「
日

本
本
願
寺
東
文
学
堂　

僧
蒙
（
※
北
方
心
泉
）
謹
啓
」
と
あ
り
）」
を
添
附
し
、
続
け
て
和
文

で
学
堂
の
時
間
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
ほ
か
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
に
対
す
る
対
抗
心
が
見
て

と
れ
、
金
陵
東
文
学
堂
を
中
学
程
度
の
学
校
か
ら
将
来
的
に
は
大
学
へ
の
昇
格
を
考
え
て
い
た

ほ
か
、
学
校
教
育
の
中
に
も
宗
教
色
も
徐
々
に
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
を
伺
う
こ
と
が
出

来
る
（
傍
線
は
原
文
通
り
）。

然
レ
ト
モ
城
内
居
住
ノ
子
弟
ニ
シ
テ
、
去
ル
十
二
月
中
旬
学
堂
開
設
ノ
告
票
ヲ
公
示
セ

サ
ル
前
ニ
当
リ
、
入
堂
ヲ
願
出
タ
ル
十
餘
名
ノ
モ
ノ
ハ
歳
末
休
業
ヲ
要
セ
ス
シ
テ
一
日

モ
早
ク
就
学
シ
タ
キ
旨
申
出
タ
レ
ハ
コ
ハ
、
一
月
上
旬
ヨ
リ
別
科
ト
シ
テ
教
習
ヲ
始
ム

ル
コ
ト
ヽ
セ
リ
。
ソ
ノ
外
、
官
吏
、
軍
人
、
商
人
等
ノ
昼
間
業
務
ノ
為
ニ
来
堂
シ
得
ラ

レ
サ
ル
者
ニ
シ
テ
夜
間
教
授
ヲ
申
請
ス
ル
モ
ノ
ア
レ
ト
モ
、
既
ニ
午
前
ニ
ハ
普
通
科
ア

リ
、
午
後
ニ
ハ
専
修
科
ア
ル
上
ナ
レ
ハ
之
ヲ
如
何
ス
ヘ
キ
ヤ
ト
、
目
下
審
議
中
ニ
属
セ
リ
。

之
ヲ
要
ス
ル
ニ
南
京
ノ
開
教
ハ
ソ
ノ
行
程
頗
ル
有
望
ニ
シ
テ
、
事
実
ハ
四
面
歓
呼
ノ
中

ヲ
直
進
ス
ル
概
ア
リ
。
聞
ク
カ
如
ク
ン
ハ
、
在
南
京
基
督
教
徒
ノ
設
立
ニ
カ
ヽ
ル
匯
文

書
院
（
神
学
校
的
ニ
シ
テ
ソ
ノ
程
度
ハ
日
本
ノ
尋
常
中
学
ニ
同
シ
。
而
カ
モ
自
ラ
号
シ

テ
南
京
大
学 N

anking U
niversity 

ト
云
フ
）、
華
英
学
堂
ノ
如
キ
ハ
、
吾
カ
金
陵
東
文

学
堂
ノ
創
設
ヲ
聞
キ
、
大
ニ
恐
惶
ヲ
起
シ
頗
ル
警
戒
ヲ
加
フ
ト
云
フ
。
若
シ
此
勢
ニ
テ

進
マ
ン
ニ
ハ
、
今
ノ
金
陵
東
文
学
堂
ヲ
シ
テ
日
本
ノ
高
等
中
学
程
度
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ハ

蓋
シ
両
三
年
ヲ
出
テ
サ
ル
ヘ
ク
、
名
実
相
具
ハ
ル
真
宗
南
清
大
学
（
し
ん
せ
く
と
、
さ

う
す
ち
や
い
な
、
ゆ
に
ば
ー
し
ち
ー
）
ヲ
起
サ
ン
ト
ハ
指
ヲ
屈
シ
テ
待
ツ
ヘ
シ
。《
第
一

回
報
告
完
了
》

　

当
時
の
心
泉
の
日
記
（
明
治
三
十
二
・
一
八
九
九
年
）

114
に
は
、
学
堂
開
設
に
奔
走
す
る
当

時
の
心
泉
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
南
京
で
は
地
元
の
有
力
者
で
あ
る
金
陵
刻
経
処
の
楊
仁

山
・
南
洋
大
臣
の
劉
坤
一
や
、
上
海
領
事
の
小
田
切
万
寿
之
助
な
ど
と
聯
絡
を
頻
繁
に
取
っ
て

い
る
ほ
か
、
東
京
に
出
向
い
て
東
亜
同
文
会
会
長
の
近
衛
篤
麿
や
、
副
会
長
の
長
岡
護
美
や
陸

軍
少
将
佐
藤
正
ら
を
訊
ね
て
会
談
し
て
い
る
。さ
ら
に
、日
本
へ
留
学
す
る
清
人
学
生
を
見
送
っ

た
り
、
清
国
の
軍
人
か
ら
教
育
の
た
め
日
本
軍
人
の
派
遣
を
依
頼
さ
れ
る
な
ど
、
心
泉
が
上
海

別
院
に
勤
務
し
て
い
た
明
治
十
年
代
と
は
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
、
当
時
の
良
好
な
日
中
関
係

を
背
景
に
、
日
中
双
方
か
ら
の
支
援
を
得
た
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
心
泉
が
明
治
十
年
代
に
交
流
を
持
っ
た
清
人
は
主
に
文
人
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
こ
の
当
時
心
泉
が
交
流
を
持
っ
た
の
は
日
清
両
国
の
政
府
関
係
者
や
軍
人
た
ち
が
中
心
で

あ
っ
た
。

　

当
時
、
清
国
か
ら
帰
国
し
た
心
泉
が
書
い
た
日
下
部
鳴
鶴
宛
書
翰
（
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
三
月
十
四
日
）

115
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

迂
衲
ハ
本
年
ハ
広
東
ニ
一
学
堂
ヲ
起
サ
ン
ト
ノ
計
ア
レ
ト
モ
、
于
今
要
領
ヲ
得
ス
候
。

マ
タ
寂
ヲ
示
ス
ニ
ハ
チ
ト
早
キ
故
、
何
ニ
カ
ヤ
リ
タ
キ
心
算
ニ
御
座
候
。
春
暖
ノ
頃
ハ

西
遊
ハ
無
之
候
也
。
何
卒
シ
テ
今
晤
セ
ン
ト
擬
シ
居
候
。

　

当
時
、
東
本
願
寺
で
は
南
京
に
引
続
き
広
東
省
に
養
学
堂
を
創
立
す
る
計
劃
が
あ
り
、
心
泉

と
し
て
は
積
極
的
に
関
与
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
し
か
し
心
泉
は
体
調
不
良
の
た
め
、
本
人
の

意
志
や
本
山
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
渡
清
で
き
ず
、
宗
派
内
の
内
紛
に
よ
り
僧
籍
を
剥
奪
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
発
病
後
、
本
山
か
ら
は
僧
籍
恢
復
の
通
知

を
受
け
た
が
、
も
は
や
体
の
自
由
は
き
か
ず
二
度
と
渡
清
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

清
人
を
対
象
に
再
開
さ
れ
た
布
教
活
動
だ
が
、
間
も
な
く
清
国
各
地
で
清
国
当
局
お
よ
び
現

地
民
と
の
摩
擦
や
衝
突
が
発
生
し
た
。

　

東
本
願
寺
が
布
教
を
再
開
し
た
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
十
二
月
頃
か
ら
明
治
三
十
四

年
（
一
九
〇
一
）
末
に
か
け
て
小
栗
栖
香
頂
と
楊
仁
山
と
の
間
で
、
真
宗
の
教
義
を
巡
っ
て
論

三

　現
地
民
と
の
衝
突
・
摩
擦
の
発
生
と
布
教
の
中
止



二
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争
が
行
わ
れ
た
が
、
香
頂
の
死
去
に
よ
っ
て
終
了
し
た

116
。

　

ま
た
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
五
月
に
は
福
建
省
恵
安
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
排

撃
文
が
貼
出
さ
れ
、
本
願
寺
の
布
教
は
布
教
権
が
な
く
無
効
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

た
。

　

当
時
の
東
本
願
寺
と
日
本
政
府
の
関
係
を
示
す
一
例
と
し
て
、
厦
門
事
件
（
厦
門
事
変
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
〇
）、
北
清
で
発
生
し
た
義
和
団
事
件
の
混
乱
に
乗

じ
て
、
福
建
省
を
勢
力
圏
内
に
入
れ
た
い
日
本
が
、
海
軍
陸
戦
隊
を
上
陸
さ
せ
て
厦
門
を
一

時
的
に
占
領
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
発
端
は
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
八
月

二
十
四
日
、
東
本
願
寺
厦
門
布
教
所
が
何
者
か
に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
、
邦
人
保
護
の
た
め
に
日

本
海
軍
陸
戦
隊
が
厦
門
に
上
陸
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
佐
藤
三
郎

117
・
故
谷
美
子
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ら
に
よ
っ
て
、
当
時
代
理
主
任
で
あ
っ
た
高
松
誓
が
、
台
湾
総
督
府
か
ら
の
司
令
を
受
け
て
自

分
で
布
教
所
に
放
火
し
て
清
人
の
仕
業
に
見
せ
か
け
た
事
件
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

福
島
安
正
・
小
山
秋
作｢

南
清
地
方
旅
行
日
記｣

119
に
は
、
日
本
は
厦
門
事
件
に
よ
っ
て
逆

に
福
建
省
で
の
存
在
感
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
後
述
す
る
東
西
両

本
願
寺
に
よ
る
現
地
寺
院
の
買
収
に
つ
い
て
も
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

本
願
寺
ノ
如
キ
ハ
泉
州
・
漳
州
ニ
置
キ
、
且
ツ
泉
州
ニ
学
校
ヲ
開
キ
一
時
頗
ル
隆
盛
ニ

赴
キ
シ
カ
、
昨
年
ノ
「
厦
門
事
件
」
ニ
於
テ
一
頓
挫
ヲ
来
タ
シ
、
今
ニ
回
愎
ス
ル
コ
ト

能
ハ
ス
。
泉
州
附
近
仏
教
ニ
入
リ
シ
者
数
千
人
ト
称
ス
レ
ト
モ
、耶
蘓
教
ニ
於
ル
カ
如
ク
、

宗
教
ヲ
利
用
シ
テ
己
ノ
利
益
ヲ
計
ラ
ン
ト
ス
ル
ニ
過
キ
ス
、
真
ノ
信
者
ト
称
ス
ル
者
ハ

殆
ト
絶
無
ト
云
フ
可
キ
ナ
リ
。
間
々
耶
蘓
教
徒
ト
ノ
間
ニ
紛
擾
ヲ
来
タ
シ
、
其
勝
敗
如

何
ニ
因
テ
ハ
大
ニ
本
邦
ヲ
軽
重
ス
ル
ノ
感
ア
リ
、
是
レ
亦
当
局
者
ノ
最
モ
注
意
ヲ
要
ス

ベ
キ
点
ト
ス
。
去
年
厦
門
ノ
事
件
ニ
関
シ
テ
ハ
地
方
ノ
人
心
陽
ニ
ハ
事
無
キ
カ
如
シ
ト

雖
モ
、
我
計
画
ヲ
誤
リ
タ
ル
ノ
結
果
ハ
深
ク
彼
等
ノ
脳
裏
ニ
徹
シ
、
我
ヲ
疑
フ
ノ
念
容

易
ニ
除
去
ス
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
信
ス
。
委
細
ハ
筆
頭
ニ
尽
セ
ス
帰
朝
面
陳
ノ
期
ニ
譲

ル
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
布
教
で
は
高
松
誓
の
よ
う
な
大
陸
浪
人
的
な
僧
侶
が
出
現
し
て
い
る
。

両
連
枝
の
視
察
に
も
大
陸
浪
人
が
同
行
し
て
お
り

120
、
ま
た
布
教
僧
の
中
に
軍
事
探
偵
の
よ
う

な
こ
と
を
す
る
人
間
も
お
り

121
、
明
治
十
年
代
の
布
教
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ

の
た
め
本
山
は
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）、「
海
外
布
教
者
取
締
規
則
」
を
制
定
し
、
布
教

僧
に
証
明
書
を
交
附
す
る
な
ど
し
て
、
布
教
僧
の
人
選
に
つ
と
め
た
。

　

一
方
、
こ
の
頃
か
ら
宗
務
を
担
う
僧
侶
は
、
白
華
や
心
泉
ら
幕
末
に
生
ま
れ
漢
学
塾
で
教
育

を
受
け
た
世
代
か
ら
、
明
治
生
ま
れ
で
近
代
的
教
育
を
受
け
た
、
清
沢
満
之
・
今
川
覚
神
と
い
っ

た
次
世
代
の
僧
侶
が
擡
頭
し
始
め
、
寺
務
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
海
外
布
教
も
例
外
で

は
な
く
、
活
動
も
漢
詩
文
を
用
い
て
筆
談
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
中
国
語
に
よ
る
布
教
活
動
が

本
格
化
す
る
。
明
治
三
十
年
代
、
主
に
杭
州
で
活
動
し
た
伊
藤
賢
道
も
ま
た
そ
う
し
た
一
人
で

あ
る
。

　

伊
藤
賢
道
（
慶
応
三
年
～
昭
和
十
六
年
生
存
）
は
三
重
県
桑
名
郡
七
取
村
香
取

122
の
人
、

壺
渓
と
号
し
た
。
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
第
一
高
等
学
校
文
科
を
卒
業
し

123
、
明

治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
七
月
に
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
漢
学
科
を
首
席
卒
業
し
た

124
。
一
高
在
学
中
は
仏
教
学
会
が
主
宰
す
る
第
二
回
お
よ
び
第
三
回
夏
期
講
習
会
（
明
治

二
十
六
・
二
十
七
年
）
に
参
加
し
、『
仏
教
講
話
集　

明
治
二
十
六
年
』

125
の
編
輯
者
と
な
っ
て

い
る
ほ
か
、
庶
務
・
会
計
・
接
待
係
を
つ
と
め
て
い
る
。
一
高
の
同
人
誌
『
校
友
会
雑
誌
』
に

も
し
ば
し
ば
漢
詩
を
投
稿
し
て
お
り
、
当
時
の
著
名
な
漢
詩
人
の
漢
詩
を
著
録
し
た
野
口
寧

斎
『
大
纛
餘
光
』
に
漢
詩
が
採
録
さ
れ
て
い
る

126
ほ
か
、
東
京
帝
大
在
学
中
の
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）
三
月
十
五
日
に
学
礼
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
釈
奠
に
参
加

127
し
て
お
り
、
宗
学

や
漢
学
に
通
じ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

帝
大
卒
業
後
は
上
海
へ
渡
航
し
、
連
枝
・
慧
日
院
の
侍
読
を
つ
と
め
、
東
本
願
寺
が
設
立
し

た
杭
州
日
文
学
堂
の
校
長
と
な
り
、
現
地
の
中
流
階
級
子
弟
の
教
育
に
あ
た
っ
た

128
。
当
時
、

杭
州
を
訪
れ
た
田
辺
碧
堂

129
・
内
藤
湖
南

130
を
案
内
し
、
漢
詩
文
を
介
し
た
交
流
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、『
訳
林
』

131
や
岡
本
監
輔
『
大
日
本
中
興
先
覚
志
』

132
な
ど
書
籍
の
出
版
に
も
関
与

し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
彼
は
前
述
し
た
現
地
の
仏
教
寺
院
を
買
収
し
て
東
本
願
寺
に
帰
属
さ
せ
る
過
程

133
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で
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
人
物
と
認
定
さ
れ
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
杭
州
日
本
領
事
・

高
洲
太
助
か
ら
国
外
追
放
を
命
ぜ
ら
れ
た

134
。

　

そ
の
後
、
台
湾
へ
渡
り
『
台
湾
日
日
新
報
』（
漢
文
欄
編
輯
長
）・
台
湾
総
督
府
文
書
課

135
・

台
北
帝
国
大
学
図
書
館
（
嘱
託
）・
台
北
高
等
商
業
・
三
和
商
行

136
等
で
つ
と
め
た
ほ
か
、
昭

和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
結
成
さ
れ
た
漢
詩
結
社
・
南
雅
社
に
発
足
当
初
か
ら
参
加
し
、
台
湾

文
人
や
台
北
帝
大
教
授
で
あ
っ
た
久
保
天
随
・
神
田
喜
一
郎
ら
と
交
流
を
深
め
て
い
る
。

　

本
山
は
こ
の
伊
藤
賢
道
の
杭
州
事
件
に
よ
り
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
八
月
二
十
五

日
付
で
「
海
外
開
教
条
規
布
告
」
を
布
告
し
て
布
教
僧
の
取
締
に
乗
り
出
し
、
さ
ら
に
明
治

四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
「
留
学
生
条
規
」
を
交
附
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
格
的
に
再
開
さ
れ
た
布
教
活
動
も
、
杭
州
事
件
や
厦
門
事
件
の
ほ
か
に

も
、
清
国
各
地
で
の
清
人
と
摩
擦
・
衝
突
が
発
生
し
、
か
ね
て
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
布
教
権

の
問
題
も
解
決
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
ら
に
は
日
中
関
係
の
悪
化
な
ど
に
よ
り
、
当
初
は
布

教
活
動
を
黙
認
し
て
い
た
清
国
側
も
次
第
に
態
度
を
硬
化
さ
せ
布
教
活
動
を
規
制
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
本
山
の
内
紛
等
に
よ
り
豫
算
が
削
減
さ
れ
、
再
び
布
教
の
中
止
を
餘
儀
な
く

さ
れ
た
。
義
和
団
事
件
に
よ
り
蘇
州
日
文
学
堂
が
閉
鎖
さ
れ
た
ほ
か
、
金
陵
東
文
学
堂
は
明

治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
廃
校
、
杭
州
日
文
学
堂
も
伊
藤
賢
道
の
追
放
に
よ
っ
て
明
治

三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
廃
校
と
な
り
、
上
海
別
院
お
よ
び
天
津
別
院
以
外
の
多
く
の
施
設

は
閉
鎖
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
明
治
初
期
か
ら
始
め
ら
れ
た
東
本
願
寺
の
海
外
布
教
は
二
度
も
頓
挫
し
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
上
海
別
院
は
再
び
在
留
邦
人
向
け
に
布
教
活
動
を
行
う
よ
う
に
な

る
。

　

そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
月
に
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て

対
支
二
十
一
ヶ
条
要
求
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
第
五
号
要
求
群
第
七
条
に
は
、「
支
那
ニ
於
ケ
ル

日
本
人
ノ
布
教
権
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
」
と
し
て
布
教
権
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安

藤
正
純
（
東
本
願
寺
）・
水
野
梅
暁
（
西
本
願
寺
）
ら
は
四
月
三
十
日
、
東
京
・
日
比
谷
公
園

内
の
松
本
楼
で
「
仏
教
徒
有
志
大
会
」
を
開
催
し
、
布
教
権
獲
得
運
動
が
行
わ
れ
た
が
、
つ
い

に
布
教
権
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
幕
末
期
の
東
本
願
寺
を
め
ぐ
る
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
明
治
前

期
に
開
始
さ
れ
た
清
国
布
教
と
、
明
治
後
期
に
再
開
さ
れ
た
布
教
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

本
稿
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
得
た
点
に
つ
い
て
、
最
後
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
明
治
前
期
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
東
本
願
寺
の
活
動
に
着

目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
日
本
近
代
仏
教
史
等
の
研
究
で
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
問
題
に
光
を
あ
て
た
。
特
に
東
西
両
本
願
寺
と
政
府
と
の
関
係
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
一
行
の
洋
行
、
お
よ
び
海
外
布
教
に
見
ら
れ
る
両
者
と
明
治
新
政
府
と
の
関
わ
り
方

の
相
違
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

江
戸
初
期
以
来
、
徳
川
幕
府
の
庇
護
が
厚
か
っ
た
東
本
願
寺
で
は
、
幕
末
期
す
で
に
朝
廷
側

の
立
場
を
と
り
維
新
後
も
長
州
閥
と
親
密
で
あ
っ
た
西
本
願
寺
と
は
対
照
的
に
、
新
政
府
と
の

関
係
構
築
に
つ
い
て
苦
慮
す
る
こ
と
が
多
く
、
洋
行
や
海
外
布
教
に
関
し
て
も
両
者
の
取
っ
た

行
動
は
大
き
く
こ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
明
治
期
の
本
願
寺
の
洋
行
や
海
外
布
教
に
関
す
る
研
究
で
は
、
政
府
と
の
関
係
が
よ

り
緊
密
な
西
本
願
寺
を
対
象
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
西
本
願
寺
の
海
外
布
教
が
本
格
的

に
開
始
さ
れ
る
の
は
明
治
後
半
か
ら
で
あ
り
、
明
治
初
期
か
ら
海
外
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
た

の
は
、
諸
宗
の
中
で
も
東
本
願
寺
に
限
ら
れ
る
。
東
本
願
寺
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
治

初
期
か
ら
の
宗
教
と
政
治
の
問
題
を
通
観
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
明
治
初
期
に
お
け
る
洋
行
と
海
外
布
教
に
い
た
る
経
緯
を
追
求
す
る
な
か
で
、
そ
の

背
景
を
な
し
た
人
脈
が
実
は
幕
末
期
に
ま
で
溯
る
こ
と
が
、い
く
つ
か
の
点
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

幕
末
維
新
期
の
真
宗
僧
の
中
に
は
、
咸
宜
園
出
身
者
や
そ
の
周
縁
の
学
的
系
譜
に
連
な
る
者

が
多
く
、
そ
の
中
の
俊
秀
が
明
治
初
期
の
宗
門
に
お
い
て
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
寺
務
改
革

や
海
外
布
教
を
推
進
し
た
。

　

大
坂
で
廣
瀬
旭
荘
の
塾
に
学
ん
だ
白
華
は
、
維
新
後
は
長
三
洲
が
主
催
し
た
玉
川
吟
社
に
属

し
、
三
洲
を
介
し
て
江
藤
新
平
ら
留
守
政
府
の
要
人
た
ち
と
の
関
係
を
築
き
、
新
門
主
の
洋
行

は
白
華
が
江
藤
の
支
持
の
下
に
準
備
を
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
時
期
に
、
単
身
渡

お
わ
り
に
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清
し
て
布
教
の
必
要
性
と
日
中
印
三
国
仏
教
同
盟
を
提
唱
し
た
小
栗
栖
香
頂
も
ま
た
咸
宜
園
出

身
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
江
藤
の
失
脚
、
そ
の
後
の
咸
宜
園
出
身
者
の
相
次
ぐ
死
に
よ
っ

て
こ
れ
ら
の
人
脈
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
学
塾
咸
宜
園
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

明
治
初
期
の
政
治
史
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
一
端
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
期
の
漢

学
史
の
一
面
に
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
洋
行
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

西
本
願
寺
は
当
初
か
ら
政
府
使
節
団
に
附
随
し
て
洋
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
一
方
の
東

本
願
寺
側
は
西
本
願
寺
側
に
遅
れ
ま
い
と
し
て
行
動
し
た
感
が
あ
り
、
準
備
不
足
の
感
を
否
め

な
い
。
そ
の
結
果
、
洋
行
自
体
も
新
門
主
の
脱
走
劇
と
い
う
形
態
を
取
ら
ざ
る
を
得
ず
、
さ
ら

に
現
地
で
は
政
府
使
節
団
に
借
金
を
申
込
む
事
態
や
、
白
華
と
新
門
主
の
間
に
確
執
な
ど
の
問

題
を
生
じ
た
。
ま
た
、
島
地
黙
雷
ら
西
本
願
寺
側
が
近
代
国
家
に
お
け
る
信
教
問
題
（
信
教
自

由
・
政
教
分
離
）
の
調
査
を
洋
行
の
目
的
と
し
て
早
く
か
ら
自
覚
し
て
い
た
の
に
比
べ
る
と
、

東
本
願
寺
側
は
渡
航
の
目
的
を
明
確
に
持
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
く
、
宗
教
調
査
に
つ
い
て
も

幕
末
以
来
の
排
耶
論
を
脱
し
き
れ
な
い
ま
ま
、
宗
教
の
近
代
化
の
流
れ
を
充
分
に
捉
え
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
白
華
ら
は
十
分
な
成
果
を
あ
げ
な
い
ま
ま
帰
国
す
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
明
治
期
に
お
け
る
東
本
願
寺
の
海
外
布
教
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
江
藤
新
平
は
対
清
国
政
策
に
関
し
て
、
僧
侶
を
布
教
活
動
や
諜

報
活
動
に
あ
た
ら
せ
よ
う
と
す
る
建
白
を
行
っ
た
が
、
東
本
願
寺
も
こ
の
情
報
を
得
て
い
た
と

見
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
征
韓
論
に
よ
る
江
藤
の
失
脚
は
、
東
本
願
寺
に
と
っ
て
打
撃
で
あ
っ
た

が
、
方
針
転
換
す
る
こ
と
な
く
小
栗
栖
香
頂
を
渡
清
さ
せ
、
失
脚
し
た
江
藤
に
替
わ
っ
て
大
久

保
利
通
と
の
関
係
を
構
築
し
た
。
こ
の
時
に
東
本
願
寺
は
、
清
国
に
お
け
る
布
教
活
動
は
対
ロ

シ
ア
政
策
上
有
効
で
あ
る
と
説
明
し
、
大
久
保
の
同
意
を
得
た
と
さ
れ
る
。
一
方
、
西
本
願
寺

は
、
時
期
尚
早
と
の
感
触
を
得
て
、
こ
の
時
期
ま
だ
海
外
布
教
に
は
踏
み
切
ら
ず
、
明
治
十
九

年
（
一
八
八
六
）
に
な
っ
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
で
の
海
外
布
教
を
開
始
す
る
が
、
こ
れ
は
政

府
の
対
ロ
シ
ア
政
策
に
応
じ
た
動
き
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

海
外
布
教
の
拠
点
を
設
置
し
た
場
所
の
点
で
も
、
東
西
両
本
願
寺
で
は
相
違
が
あ
っ
た
。
東

本
願
寺
は
上
海
に
つ
い
で
北
京
（
短
期
間
）・
釜
山
に
開
設
し
た
が
、
西
本
願
寺
が
最
初
に
布

教
活
動
を
行
っ
た
場
所
は
主
に
福
建
省
で
あ
り
、
日
露
戦
争
中
に
は
主
に
満
洲
で
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
そ
の
活
動
場
所
は
い
ず
れ
も
日
本
が
進
出
を
企
図
し
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
日
本

政
府
の
動
き
に
即
し
た
行
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
で
、
西
本
願
寺
が
上
海
に
出
張
所

を
設
置
し
た
の
は
、
日
露
戦
争
後
の
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
で
あ
り
、
東
本
願
寺
の

上
海
別
院
設
置
か
ら
実
に
三
十
年
も
後
の
こ
と
で
あ
り
、
別
院
に
昇
格
す
る
の
は
昭
和
六
年

（
一
九
三
二
）
で
あ
っ
た
。

　

海
外
布
教
の
具
体
的
な
内
容
や
方
法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
東
本
願
寺
の
上
海
別
院
に
お
け
る

主
要
な
活
動
と
し
て
は
、
中
国
人
に
よ
る
中
国
語
の
説
教
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
日
本
人
僧
侶
に

対
す
る
中
国
語
教
育
を
行
い
、
北
京
に
も
拠
点
を
置
い
て
同
様
の
活
動
を
行
っ
た
。
日
本
人
に

よ
る
外
国
語
教
育
を
伴
う
海
外
布
教
は
、
東
本
願
寺
の
上
海
別
院
が
先
鞭
を
つ
け
た
も
の
で
あ

る
。
中
国
語
教
育
を
伴
う
海
外
布
教
の
実
態
は
、
従
来
の
中
国
語
研
究
史
の
中
で
看
過
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
、
言
語
に
よ
る
意
思
疎
通
が
布
教
の

前
提
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
上
海
別
院
を
開
設
し
て
か
ら
現
地
で
日
本
人
僧

侶
に
中
国
語
教
育
を
施
す
の
は
、
東
本
願
寺
の
海
外
布
教
が
い
か
に
あ
わ
た
だ
し
く
進
め
ら
れ

た
か
を
示
す
と
も
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
本
願
寺
は
日
清
戦
争
中
に
、
清
韓
語
学
研
究

所
を
国
内
に
設
立
し
て
語
学
教
育
を
開
始
し
、
清
国
お
よ
び
朝
鮮
で
の
布
教
を
準
備
し
、
そ
の

上
で
海
外
布
教
を
実
施
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

東
本
願
寺
の
中
国
に
お
け
る
布
教
活
動
が
、
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
欧

米
各
国
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
清
国
国
内
に
お
け
る
布
教
権
が
、
日
清
修
好
条
規
で
は
保
障
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
貧
民
救
済
を
は
じ
め
と
し
た
民
衆
布
教
を
積
極
的
に

行
え
ず
、
そ
の
た
め
、
菊
池
秀
言
は
日
清
修
好
条
規
の
改
正
に
際
し
て
井
上
馨
と
岩
倉
具
視
に

布
教
権
を
盛
り
込
む
よ
う
陳
情
し
、
本
山
も
条
約
改
正
に
期
待
し
て
上
海
別
院
を
新
築
し
て
布

教
拡
大
に
備
え
た
が
、
結
局
、
政
府
は
改
正
交
渉
を
開
始
せ
ず
、
本
山
も
清
国
布
教
（
現
地
人

向
け
）
を
事
実
上
、
中
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
点
に
も
、
東
本
願
寺
側
の
政
府
動

向
の
聴
取
力
の
弱
さ
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
法
的
に
布
教
権
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
心
泉

ら
布
教
僧
は
清
朝
高
官
や
地
方
有
力
者
と
の
人
脈
構
築
に
よ
っ
て
各
地
に
お
け
る
布
教
環
境
を



三
〇

整
え
よ
う
と
努
力
し
、そ
の
こ
と
が
各
地
で
の
文
人
交
流
を
活
潑
に
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

日
清
戦
争
中
、
東
西
両
本
願
寺
を
は
じ
め
各
宗
派
が
参
加
し
て
従
軍
布
教
が
行
わ
れ
た
。
こ

の
従
軍
布
教
が
従
来
の
活
動
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
政
府
・
軍
部
の
支
援
あ
る
い
は
保
護
の

も
と
で
行
わ
れ
た
点
に
あ
る
。
戦
後
、
新
た
に
締
結
さ
れ
た
日
清
通
商
航
海
条
約
で
も
清
国
国

内
の
布
教
権
は
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
良
好
な
日
中
関
係
も
手
伝
っ
て
、
清
国
政
府

や
地
方
政
府
か
ら
も
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
東
西
両
本
願
寺
は
清
国
各
地
に
学
堂
や
布

教
所
を
設
置
し
て
い
っ
た
。
事
前
の
中
国
語
教
育
な
ど
準
備
の
点
で
西
本
願
寺
が
上
回
っ
て
い

た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
日
中
関
係
が
悪
化
し
て
い
く
時
期
を
む
か
え
る
と
、
東
西
両
本
願
寺
と
も
否
応
な

く
そ
う
し
た
両
国
関
係
に
捲
込
ま
れ
て
い
く
。
従
来
、
本
願
寺
に
よ
る
海
外
布
教
と
い
え
ば
、

中
国
侵
掠
の
面
が
想
起
さ
れ
る
の
は
、
主
に
こ
の
時
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
厦
門
事
件
や
杭

州
事
件
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
地
民
・
行
政
と
の
摩
擦
が
次
第
に
表
面
化
し
て
い
っ
た
。
東

本
願
寺
で
は
石
川
舜
台
の
失
脚
や
本
山
の
深
刻
な
負
債
問
題
に
よ
り
清
国
布
教
は
中
止
さ
れ
、

各
地
に
展
開
し
た
布
教
所
や
学
堂
を
閉
鎖
し
て
、
在
留
邦
人
向
け
の
活
動
へ
と
戻
る
。
一
方
、

西
本
願
寺
で
も
清
国
布
教
自
体
は
停
滞
し
た
が
、
大
谷
探
検
隊
や
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
留
学
僧
派
遣

な
ど
、
海
外
活
動
を
別
の
方
面
で
展
開
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
東
本
願
寺
の
洋
行
や
海
外
布
教
活
動
が
果
た
し
た
文
化
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
様
々

な
角
度
か
ら
光
を
当
て
た
こ
と
も
本
稿
の
特
徴
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
東
本
願
寺
に
よ
る

明
治
初
期
の
洋
行
や
海
外
布
教
は
、
明
治
政
府
の
意
嚮
を
読
み
切
れ
ず
、
失
敗
を
重
ね
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
反
面
、
西
本
願
寺
側
の
政
府
動
向
に
敏
感
に
反
応
し
た
宗

教
活
動
と
は
異
な
り
、
大
谷
探
検
隊
や
チ
ベ
ッ
ト
探
検
の
よ
う
な
組
織
的
か
つ
広
く
注
目
さ
れ

た
も
の
に
こ
そ
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
活
動
は
学
術
的
・
文
化
的
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し

た
の
で
あ
る
。

　

東
本
願
寺
の
明
治
前
期
か
ら
の
清
国
布
教
活
動
を
辿
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
が
前
代

か
ら
引
き
続
い
て
中
国
文
化
に
対
す
る
憧
憬
を
い
だ
い
て
い
た
明
治
前
期
、
お
よ
び
日
清
戦
争

を
経
て
も
な
お
日
中
関
係
が
比
較
的
良
好
で
あ
っ
た
一
九
〇
〇
年
前
後
ま
で
の
日
中
文
化
交
流

の
一
例
を
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
研
究
蓄
積
が
多

い
同
時
期
の
東
京
に
お
け
る
清
国
公
使
館
員
と
日
本
文
人
と
の
交
流
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ

り
、
従
来
の
近
代
日
中
文
化
交
流
研
究
で
は
餘
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

清
国
布
教
に
お
け
る
日
本
人
布
教
僧
と
清
末
文
人
と
の
交
流
は
、
前
述
の
よ
う
に
布
教
権
未

獲
得
の
問
題
が
背
景
に
あ
っ
た
。
良
好
な
布
教
環
境
作
り
の
た
め
に
、
現
地
有
力
者
と
の
人
脈

作
り
が
摸
索
さ
れ
る
中
で
、
上
海
別
院
に
は
内
海
吉
堂
・
吉
嗣
拝
山
・
圓
山
大
迂
な
ど
上
海
在

留
の
日
本
人
書
画
家
も
出
入
り
し
、
別
院
は
日
中
文
人
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

当
時
、
上
海
に
は
い
わ
ゆ
る
海
上
派
と
よ
ば
れ
る
文
人
た
ち
が
お
り
、
中
に
は
陳
鴻
誥
の
よ

う
に
心
泉
の
書
学
に
影
響
を
あ
た
え
た
学
識
の
高
い
人
物
も
い
た
が
、
王
冶
梅
や
衛
鋳
生
の
よ

う
に
評
判
の
芳
し
く
な
い
人
物
も
多
く
、
実
際
に
文
人
た
ち
に
接
し
て
み
る
と
失
望
す
る
場
合

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
日
本
人
が
い
だ
い
て
い
た
固
定
的
な
中
国
文
人
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
、
逆
に
海
上
派
文
人
が
上
海
の
新
興
庶
民
に
支
持
さ
れ
た
新
し
い
書
画
運
動
か

ら
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
落
差
が
生
じ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
杭
州
文
人
に
対
す
る
心
泉
ら
日
本
側
の
評
価
は
一
様
に
高
か
っ
た
。
心
泉
と
兪
樾
と

の
交
流
に
よ
っ
て
日
本
漢
詩
集
『
東
瀛
詩
選
』
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
、
殊
に
そ
の
編
纂
に
心

泉
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
ま
た
、
常
福
寺
に
残
る
一
次
資
料
等
か
ら

そ
の
編
纂
過
程
を
検
討
し
て
い
く
と
、
心
泉
の
み
な
ら
ず
、
白
華
あ
る
い
は
真
軒
な
ど
が
編
纂

に
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
明
治
期
に
お
け
る
東
本
願
寺
に
よ
る
清
国
を
は
じ
め
と
す
る
海

外
布
教
活
動
は
、
宗
旨
の
布
教
と
い
う
第
一
義
的
に
は
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
そ
こ

に
至
る
過
程
に
は
近
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
が
顕
わ
れ
て
い
る
し
、
ま

た
白
華
の
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
研
究
の
契
機
を
作
っ
た
り
、
心
泉
の
よ
う

に
日
本
に
お
け
る
書
の
近
代
化
に
寄
与
し
た
り
、
布
教
活
動
に
携
わ
っ
た
個
々
人
が
学
問
・
芸

術
の
面
で
看
過
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
東
本
願
寺
の
明
治
初
期
の
布
教

活
動
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
政
治
や
軍
事
と
結
び
つ
い
た
組
織
的
な
活
動
で
は
な
く
、
個
々

人
の
活
動
が
目
に
つ
く
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
が
東
本
願
寺
に
よ
る
海
外
布
教
活
動
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
限
界
で
も
あ
っ

た
と
言
え
る
。



三
一

註1 
本
稿
で
は
、
明
治
前
期
を
日
清
戦
争
以
前
、
す
な
わ
ち
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
以
前
と
定
義
す
る
。

2 

同
下
巻
、
黒
龍
会
、
昭
和
十
一
年
。

3 

同
上
下
巻
、
対
支
功
労
者
伝
記
編
纂
会
、
昭
和
十
一
年
。
続
同
下
巻
、
大
日
本
教
科
図
書
、
昭
和
十
六
年
。

4 

東
本
願
寺
上
海
別
院
、
昭
和
十
二
年
。

5 

『
近
代
仏
教
』
第
六
号
（
法
蔵
館
、
平
成
十
一
年
三
月
）。

6 

龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
、
平
成
四
年
。

7 

科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
平
成
十
三
・
十
四
年
度
（
研
究
代
表
者
、
奥
山
直
司
・
高
野
山
大
学
教
授
）。

8 

科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
平
成
十
八
～
二
十
年
度
（
研
究
代
表
者
、
小
川
原
正
道
・
慶
應
義
塾
大
学
法

学
部
准
教
授
）。

9 

実
藤
恵
秀
（
さ
ね
と
う　

け
い
し
ゅ
う
）
の
主
な
著
作
と
し
て
、『
近
代
日
支
文
化
論
』（
大
東
出
版
社
、
昭
和

十
六
年
）、『
明
治
日
支
文
化
交
渉
』（
光
風
館
、
昭
和
十
八
年
）、『
中
国
人
日
本
留
学
史
』（
く
ろ
し
お
出
版
、

昭
和
三
十
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

10 

本
段
落
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
村
上
重
良
『
国
家
神
道
』（
岩
波
新
書
、
昭
和
四
十
五
年
）、
奈
良
本
辰
也
・

百
瀬
明
治
『
明
治
維
新
期
の
東
本
願
寺
』（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
六
十
二
年
）、
小
川
原
正
道
『
大
教
院
の

研
究
―
明
治
初
期
宗
教
行
政
の
展
開
と
挫
折
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
平
成
十
六
年
）
等
を
参
照
し
た
。

11 

西
本
願
寺
の
記
述
に
関
し
て
は
、『
本
願
寺
史
』
三
巻
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
、
昭
和
四
十
四
年
）
等

を
参
照
し
た
。

12 

月
性
（
一
八
一
七
～
一
八
五
八
）。
周
防
大
島
の
妙
円
寺
に
生
れ
、
二
十
歳
の
時
に
日
田
・
咸
宜
園
で
客
席
生

と
し
て
学
ぶ
。
幕
末
期
に
排
耶
書
を
著
し
た
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
勤
王
僧
と
し
て
活
躍
し
た
。

13 

南
條
文
雄
『
懐
旧
録
』（
大
雄
閣
、
昭
和
二
年
）
に
、「（
明
治
元
年
）
八
月
、
香
山
院
講
師
は
闡
彰
院
東
瀛
嗣

講
と
計
っ
て
本
山
に
具
申
し
、
高
倉
通
リ
上
馬
東
北
角
の
井
波
屋
敷
に
護
法
学
場
と
い
う
も
の
を
開
か
れ
た
。

或
い
は
こ
れ
を
単
に
護
法
場
と
称
し
た
が
、
目
的
は
高
倉
の
学
寮
生
を
は
げ
ま
し
て
破
邪
顕
正
の
護
法
の
手

段
方
法
を
講
究
す
る
に
あ
っ
た
。」
と
あ
る
。

14 

渥
美
契
縁
（
一
八
四
〇
～
一
九
〇
六
）、
伊
勢
・
法
因
寺
快
雲
の
子
、
厳
華
と
号
し
た
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

に
護
法
場
に
入
り
、
同
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
仮
寺
務
所
議
事
と
な
り
、
翌
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
寺

務
所
改
正
係
、
同
九
年
（
一
八
七
六
）
に
寺
務
所
長
と
な
る
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
は
石
川
県
小

松
の
本
覚
寺
入
る
。
海
外
布
教
な
ど
を
推
進
し
た
舜
台
に
対
し
て
、
両
堂
の
再
建
を
推
進
し
、
幕
末
以
来
の

債
務
を
償
却
し
た
が
、
明
治
期
を
通
じ
て
石
川
舜
台
と
抗
争
を
繰
返
し
た
。

15 

の
ち
に
起
こ
る
東
本
願
寺
内
の
紛
争
も
、
主
に
石
川
舜
台
・
渥
美
契
縁
・
篠
原
順
明
の
三
人
で
争
わ
れ
た
。

16 

維
新
後
、
西
本
願
寺
と
の
和
解
も
進
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
白
華
と
西
本
願
寺
の
大
洲
鉄

然
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（『
明
治
維
新
の
東
本
願
寺
』、
註
10
に
掲
出
）。

17 

淡
窓
は
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
豊
後
・
日
田
の
豪
商
・
博
多
屋
の
家
に
生
ま
れ
た
。
諱
は
建
、
通
称
は
寅

之
助
の
ち
に
求
馬
、字
は
廉
卿
・
子
基
、淡
窓
と
号
し
た
。
別
号
は
青
渓
な
ど
が
あ
る
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

歿
。

18 

廣
瀬
林
外
（
一
八
三
六
～
一
八
七
四
）
旭
荘
の
長
子
、の
ち
淡
窓
の
養
子
と
な
る
。
淡
窓
歿
後
、青
村
に
代
わ
っ

て
咸
宜
園
を
継
承
し
た
。
維
新
後
、
上
京
し
て
修
史
局
に
勤
務
し
た
。

19 

『
近
世
私
塾
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
昭
和
五
十
八
年
）。

20 

『
廣
瀬
淡
窓
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
二
年
）。

21 

法
蘭
（
一
七
二
八
～
一
七
九
四
）。
字
は
曇
茂
、
号
は
銭
塘
、
日
田
の
人
。
肥
前
の
徂
徠
学
者
僧
大
潮
の
弟
子

と
な
り
、
の
ち
江
戸
に
遊
学
し
て
服
部
南
郭
の
門
に
入
る
。

22 

そ
の
後
、
淡
窓
は
福
岡
の
亀
井
南
溟
・
昭
陽
親
子
に
学
ん
で
い
る
。

23 

『
近
世
私
塾
の
研
究
』（
註
19
に
掲
出
）。

24 

明
治
二
十
四
年
刊
。
本
書
に
は
、
任
釣
渓
・
鄭
香
山
・
孫
靄
人
・
蔣
文
虎
・
鄭
之
驥
ら
の
序
文
を
収
録
す
る
ほ

か
、
陳
曼
寿
、
孫
靄
人
、
蔣
文
虎
、
廣
瀬
青
村
、
横
井
継
祖
、
吉
田
繖
城
の
評
語
を
掲
載
す
る
。

渡
辺
徹
鑒
（
一
八
四
〇
～
一
九
〇
七
）
は
、
三
河
国
碧
海
郡
桜
井
村
法
行
寺
に
生
ま
れ
、
十
九
歳
で
感
宜
園

に
入
門
し
六
年
間
学
ぶ
。
二
十
七
歳
で
浄
照
寺
に
入
り
、第
十
六
世
住
職
と
な
る
。
明
治
十
二
年（
一
八
七
九
）、

上
海
別
院
輪
番
。

25 

「
将
辞
宜
園
留
別
先
生
及
同
僚
諸
君
」。

26 

南
條
文
雄
『
懐
旧
録
』（
註
13
に
掲
出
）。

27 

清
浦
奎
吾
は
晩
年
（
大
正
期
）
に
吹
込
ま
れ
た
レ
コ
ー
ド
（
廣
瀬
資
料
館
蔵
）
の
中
で
、「
塾
内
に
お
い
て
朗
々

と
詩
を
吟
ず
る
こ
と
な
ど
が
最
も
盛
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
吟
じ
方
は
流
暢
淡
雅
、
一
種
の
宜
園
調
と
当

時
世
人
は
評
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
世
間
の
吟
調
と
あ
ま
り
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
」

と
述
べ
て
い
る
。

28 

「
松
本
白
華
〈
略
年
譜
〉」（『
松
任
本
誓
寺
白
華
文
庫
目
録
』、
松
任
市
中
央
図
書
館
、
昭
和
六
十
三
年
）。

29 

小
栗
憲
一
『
豊
絵
詩
史
』（
西
村
七
兵
衛
、
明
治
十
七
年
）
巻
下
、「
後
游
大
坂
居
于
旭
荘
家
塾
。
与
柴
秋
邨

僧
白
華
交
善
。
白
華
名
皣
、
松
本
氏
、
号
梅
隠
又
西
塘
。
加
賀
松
任
人
。
性
好
学
、
介
然
不
群
、
有
憂
国
志
。

而
喜
書
画
、
風
流
絶
儔
。
先
生
（
※
長
三
洲
）
愛
其
為
人
、
遇
以
知
己
。
一
夕
燈
下
与
共
談
志
、
慷
慨
不
能
禁
、

至
唏
嘘
涕
下
。
先
生
慨
然
起
、
抜
刀
斫
燈
檠
曰
、
男
子
埋
骨
青
山
而
已
。
豈
碌
碌
咿
唔
于
一
燈
檠
乎
。
白
華

亦
揚
拳
拍
案
、
案
幾
裂
矣
。」

30 

『
白
華
餘
事　

壱
』（
鈔
本
）、「
安
政
二
年
十
二
月
接
伯
兄
訃
帰
国
賦
此
寄
柴
秋
邨
長
三
洲
」。

31 

『
辛
未
東
遊
草
』
他
合
綴
一
冊
に
所
収
。

32 

清
浦
奎
吾
（
レ
コ
ー
ド
、
註
27
に
掲
出
）
は
自
身
の
入
門
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



三
二

　
　

私
は
慶
応
元
年
の
六
月
、
即
ち
十
六
歳
の
と
き
初
め
て
郷
里
を
離
れ
、
豊
後
の
国
日
田
の
廣
瀬
淡
窓
先
生
の
創

立
せ
ら
れ
ま
し
た
咸
宜
園
の
塾
に
入
学
致
し
ま
し
た
。（
中
略
）
私
が
入
門
い
た
し
ま
し
た
頃
は
、
淡
窓
先
生

は
既
に
物
故
せ
ら
れ
ま
し
て
、
廣
瀬
孝
之
助
、
即
ち
林
外
先
生
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。

33 

白
華
に
つ
い
て
は
、
川
邉
雄
大
・
町
泉
寿
郎
「
松
本
白
華
と
玉
川
吟
社
の
人
々
」（
二
松
学
舎
大
学
２
１
世
紀

Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
『
日
本
漢
文
学
研
究
』
第
二
号
、
平
成
十
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

34 

玉
川
堂
の
歴
史
に
つ
い
て
の
資
料
と
し
て
、
玉
川
堂
主
人
・
斎
藤
彰
「
玉
川
茶
亭
と
玉
川
吟
社
」（『
書
道
研
究
』

五
〇
号
、
平
成
四
年
三
月
）
等
が
あ
る
。　

35 

隄
静
斎
（
一
八
二
六
～
一
八
九
二
）、
名
は
正
勝
、
字
は
威
卿
、
通
称
は
十
郎
・
省
三
、
豊
後
の
人
。
弘
化
年

間
、
咸
宜
園
に
学
ん
だ
。
の
ち
昌
平
黌
に
入
り
安
積
艮
斎
に
学
ぶ
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
幕
臣
と
な
り
、

徒
士
目
付
を
勤
め
た
。
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）、
征
長
戦
争
に
従
軍
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）、
飯
田

町
に
私
塾
知
新
学
舎
を
設
立
。
そ
の
申
請
書
類
「
私
学
開
業
願
」
に
よ
る
と
、

静
岡
県
士
族　

隄
正
勝
（
中
略
）
明
治
三
年
十
二
月
弾
正
少
輔
拝
命
、
五
年
三
月
教
部
省
八
等
出
仕
、
六
年

文
部
省
十
一
等
出
仕
拝
命
、
七
年
五
月
内
務
権
大
録
拝
命
、
八
年
十
月
官
員
弁
償
ニ
付
本
官
ヲ
免
ス
。

　
　

と
あ
る
（
坂
口
筑
母
著
『
旧
雨
社
小
伝
』
巻
二
、
幕
末
維
新
儒
者
文
人
小
伝
シ
リ
ー
ズ
第
九
冊
、
明
石
書
房
、

昭
和
五
十
八
年
）。

36 

「
江
藤
新
平
関
係
文
書
」、
長
三
洲
書
翰
（「
江
藤
茂
国
氏
所
蔵
資
料
目
録
」、
書
翰
の
部
）。
秦
郁
彦
『
日
本
官

僚
制
総
合
事
典
』（
東
大
出
版
会
、
平
成
十
三
年
）
に
よ
る
と
江
藤
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
八
月
十
日
か

ら
五
年
（
一
八
七
二
）
四
月
二
十
五
日
ま
で
左
院
副
議
長
を
務
め
て
い
る
。

37 

『
韻
華
楼
日
記
』
に
、「
十
月
三
日　

先
是　

家
君
欲
為
静
妹
得
一
贅
壻
隄
正
勝
以
滋
賀
県
人
廣
瀬
進
一
為
選
。

進
一
元
為
僧
、
今
為
正
院
八
等
出
仕
、
在
記
録
局
。
家
君
許
之
乃
撰
、
今
日
正
勝
引
進
一
到
余
家
。」、「
十
一

月
三
日　

隄
省
三
来
、先
是
欲
為
四
郎
弟
娶
妻
。
省
三
云
、永
井
暉
者
、有
女
二
人
。
此
日
与
四
郎
弟
往
看
之
。」

と
あ
る
。

38 

小
栗
憲
一
『
布
岳
懐
旧
詩
史
』（
明
治
館
、
大
正
四
年
）。

39 

東
本
願
寺
一
行
の
洋
行
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、織
田
顕
信
「
我
国
幼
稚
園
教
育
の
先
覚
者
安
休
寺
猶
龍
（
別

称
安
藤
劉
太
郎
・
関
信
三
）
伝
改
」（『
同
朋
大
学
論
叢
』
第
二
七
号
、
昭
和
四
十
七
年
）
や
、
国
吉
栄
『
日

本
幼
稚
園
史
序
説　

関
信
三
と
近
代
日
本
の
黎
明
』（
新
読
書
社
、
平
成
十
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

40 

こ
の
洋
行
は
東
本
願
寺
五
名
、
司
法
省
八
名
の
ほ
か
、
本
間
耕
曹
（
羽
後
の
人
）・
松
田
正
久
（
佐
賀
の
人
）・

新
田
静
丸
（
名
東
県
の
人
）・
姉
小
路
公
義
の
四
名
が
参
加
し
て
い
る
。

41 

白○

華○

来
不
値
。
云
、
将
游
西
洋
各
国
。
乞
余
作
書
為
紹
介
在
海
外
知
己
。
既
而
亦
柬
請
乃
作
与
品
川
弥
二
郎
・

福
原
往
弥
・
静
間
健
介
・
光
田
三
郎
書
与
之
。

42 

『
航
海
録
』、
お
よ
び
白
華
文
庫
所
蔵
『
雑
録
』
所
収
の
七
律
「
明
治
七マ
マ

年
八
月
廿
三
日
余
帰
自
欧
洲
船
着
於
横

浜
」
に
よ
る
。

43 

『
雑
録
』（
註
42
に
掲
出
）
所
収
の
七
絶
「
廿
七
日
入
東
京
」、「
九
月
八
日
入
西
京
詣
大
谷
庿
」、「
辞
家
再
赴
東
京
」。

44 

『
六
十
年
史
』（
註
４
掲
出
）
二
七
五
頁
、「
資
料
第
十
一
号　

石
川
舜
台
師
の
懐
旧
談
」
に
、「
わ
し
ら
の
洋
行

か
ら
帰
つ
た
の
は
明
治
七
年マ
マ

ぢ
や
。
帰
つ
て
は
来
た
が
そ
れ
に
世
話
に
な
つ
た
三
條
実
美
・
江
藤
新
平
諸
卿
は
、

内
閣
の
騒
動
で
退
い
て
仕
舞
つ
た
。
そ
こ
で
江
藤
の
代
り
に
大
久
保
利
通
に
話
し
込
ん
で
（
以
下
略
）」
と
の

記
述
が
あ
る
。

45 

『
西
南
記
伝
』
上
巻
一
附
録
（
黒
龍
会
、
明
治
四
十
一
年
）、
六
六
頁
。

46 

岡
本
は
明
治
三
十
年
代
に
再
渡
清
し
て
お
り
、
東
本
願
寺
が
設
立
し
た
杭
州
日
文
学
堂
な
ど
を
訪
れ
て
い
る
。

47 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

48 

香
頂
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
二
月
に
上
京
し
て
い
る
が
、『
韻
華
楼
日
記
』
に
よ
る
と
、
三
月
二
十
三
日

に
は
咸
宜
園
の
先
輩
で
あ
る
長
三
洲
を
訪
問
し
て
お
り
、
翌
日
に
は
、
弟
の
小
栗
布
岳
が
訪
問
し
て
い
る
。

大
分
県
僧
香
頂
来
訪
。
香
頂
戸
次
人
旧
称
大
戩
、
余
相
識
久
。
前
日
、
白
華
来
言
香
頂
在
浅
草
本
願
寺
子
院
。

（
同
二
十
四
日
）
小
栗
憲
一
来
訪
。
憲
一
旧
称
大
珎
大
分
県
戸
次
僧
香
頂
弟
。
今
為
監
部
居
麹
町
。

49 

『
将
来
方
針
』、
明
治
三
十
一
年
。

50 

魚
返
善
雄
「
同
治
末
年
留
燕
日
記
」（『
東
京
女
子
大
学
論
集
』
第
八
巻
第
一
号
、
昭
和
三
十
二
年
）。

51 

陳
継
東
『
清
末
仏
教
の
研
究
―
楊
文
会
を
中
心
と
し
て
―
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
平
成
十
五
年
）
に
、
一
部
が

翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

52 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

53 

本
節
に
つ
い
て
は
、『
中
国
文
学
』
第
八
三
号
（
昭
和
十
七
年
）
の
特
輯
「
日
本
と
支
那
語
」
を
参
照
し
た
。

54 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

55 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

56 

香
頂
は
上
海
で
の
布
教
の
た
め
に
、『
南
京
語
説
教
』
と
い
う
書
を
著
し
て
上
海
語
（
任
鈞
渓
）
と
南
京
語
（
孫

藹
人
）
を
習
っ
て
い
る(

陳
継
東
「
１
８
７
６
年
日
本
仏
教
の
伝
道
―
『
南
京
説
教
』
を
中
心
と
し
て
―
」、

東
京
学
芸
大
学
「
国
際
教
育
研
究
」
第
二
〇
号
、
平
成
十
二
年
）。

　
　

ま
た
、「
入
仏
式
報
告
書
」（『
六
十
年
史
』、
註
４
に
掲
出
）
に
は
、「
明
廿
三
日
よ
り
松
江
府
の
人
任
鈞
渓
と

申
者
を
更
に
教
師
に
雇
入
、
之
を
し
て
先
づ
信
徒
な
ら
し
め
、
次
で
説
教
者
と
し
て
、
日
野
順
証
に
昼
夜
説

教
の
土
語
を
学
ば
せ
、
次
回
の
説
教
に
は
、
必
ず
土
語
を
以
て
説
教
為
致
候
心
得
に
御
座
候
」
と
あ
り
、
別

院
で
は
上
海
語
の
習
得
に
力
を
入
れ
て
い
た
。

57 
『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

58 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）
年
表
に
よ
る
と
、「
明
治
十
一
年
一
月
、
北
京
布
教
停
止
せ
ら
れ
、
直
隷
教
校

廃
せ
ら
る
。」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
在
勤
襍
志
』（
明
治
十
一
年
三
月
二
十
二
日
）
に
は
、「
直
隷
教
校
廃
止

達
有
之
、
余
信
聞
」
と
あ
る
。

59 

松
林
孝
純
（
一
八
五
六
？
～
？
）
越
後
糸
魚
川
の
正
覚
寺
に
松
林
得
聞
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
副
住
職
を
つ



三
三

と
め
長
圓
立
に
学
ぶ
。
の
ち
、
二
歳
下
の
松
ヶ
江
賢
哲
と
と
も
に
大
阪
の
難
波
別
院
教
師
教
校
支
那
語
科
で

汪ワ
ン
ス
ン
ピ
ン

松
坪
よ
り
南
京
語
を
学
ぶ
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
年
十
一
月
、
本
山
教
学
部
か
ら
留
学
を
命
ぜ
ら

れ
蘇
州
で
蘇
州
語
を
学
び
、こ
の
間
に
兪
樾
『
東
瀛
詩
選
』
編
纂
に
際
し
て
は
日
本
側
と
の
連
絡
係
を
つ
と
め
、

の
ち
に
上
海
別
院
内
に
設
置
さ
れ
た
小
学
校
・
親
愛
舎
の
教
師
を
つ
と
め
る
。
な
お
、
父
の
得
聞
は
同
別
院

輪
番
を
つ
と
め
た
が
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
上
海
で
客
死
し
た
。
日
清
戦
争
中
は
通
訳
と
し
て
満

洲
・
台
湾
に
従
軍
し
た
。
戦
後
は
東
本
願
寺
が
設
立
し
た
蘇
州
日
文
学
堂
の
学
長
を
つ
と
め
た
ほ
か
、
上
海

で
は
古
城
貞
吉
ら
と
と
も
に
日
本
書
籍
の
漢
訳
を
行
い
『
蒙
学
書
報
』
に
掲
載
し
た
。
晩
年
は
了
得
寺
（
札
幌
）

の
院
代
を
つ
と
め
た
。
著
書
に
、『
大
日
本
帝
国
俗
解
』（
明
治
二
十
二
年
）・『
四
大
法
令
俗
解
』（
同
）
な
ど

が
あ
る
。『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）
に
、松
ヶ
江
賢
哲
の
懐
旧
録
中
に
松
林
孝
純
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

60 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

61 

六
角
恒
廣
『
中
国
語
教
育
史
の
研
究
』（
東
方
書
店
、昭
和
六
十
三
年
）、同
『
中
国
語
教
育
史
論
考
』（
不
二
出
版
、

平
成
元
年
）、同
『
中
国
語
学
習
余
聞
』（
同
学
社
、平
成
十
年
）、同
『
漢
語
師
家
伝
』（
東
方
書
店
、平
成
十
一
年
）、

同
『
中
国
語
教
育
史
稿
拾
遺
』（
不
二
出
版
、
平
成
十
四
年
）。

62 

上
海
別
院
は
数
度
の
組
織
の
縮
小
や
改
変
お
よ
び
移
転
は
あ
っ
た
も
の
の
、
東
本
願
寺
が
中
国
に
設
立
し
た
他

の
別
院
や
学
堂
と
は
異
な
り
短
期
間
で
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
に
閉
鎖
さ
れ

る
ま
で
約
七
十
年
間
に
亙
っ
て
東
本
願
寺
の
中
国
に
お
け
る
活
動
拠
点
で
あ
り
続
け
た
。

63 

香
頂
が
寺
島
を
訪
問
し
た
と
き
の
顚
末
が
、『
令
知
会
雑
誌
』
第
一
九
号
（
明
治
十
八
年
十
月
）
に
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
寛
政
年
間
に
渡
来
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
の
例
を
挙
げ
て
、
香
頂
に
対
し

て
清
国
で
の
布
教
活
動
に
つ
い
て
激
励
し
て
い
る
。

64 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

65 

早
川
純
蝦
更
迭
後
も
医
者
の
派
遣
は
続
け
ら
れ
、『
開
導
新
聞
』
第
八
号
（
明
治
十
三
年
八
月
十
日
に
は
以
下

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

去
年
四
月
、
東
派
本
願
寺
渥
美
少
教
正
ガ
、
清
国
上
海
な
る
該
寺
別
院
へ
航
海
せ
ら
れ
し
際
、
随
行
あ
り
し

内
務
省
免
許
医
伊
藤
伍
一
氏
、
右
別
院
内
な
る
委
員
に
て
内
外
患
者
と
治
療
し
居
ら
れ
し
ガ
、
這
回
満
期
に

て
同
内
務
省
免
許
医
西
沢
数
馬
氏
と
交
代
せ
ら
れ
、
去
月
十
二
日
無
事
に
て
帰
朝
せ
ら
れ
、
此
頃
猶
滞
京
中

な
る
ガ
、
不
日
帰
省
致
さ
る
ゝ
由
。
聞
く
と
こ
ろ
に
依
れ
バ
、
該
氏
ハ
該
地
在
勤
中
人
望
も
あ
り
し
故
、
本

年
四
月
に
て
満
期
の
と
こ
ろ
該
別
院
輪
番
目
幸
氏
よ
り
猶
一
ヶ
年
間
在
勤
あ
り
度
き
旨
依
頼
致
さ
れ
た
れ
ど

も
、
該
人
父
伊
藤
春
沢
病
気
の
故
を
以
て
已
む
を
得
ず
今
度
辞
し
帰
ら
れ
た
る
な
り
と
。

こ
の
ほ
か
、『
読
売
新
聞
』（
明
治
十
年
一
月
二
十
九
日
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

上
海
へ
派
出
し
て
ゐ
る
真
宗
の
坊
さ
ん
ハ
残
ず
松
本
順
先
生
の
門
人
に
な
り
、
医
業
を
学
ん
で
同
所
へ
日
本

病
院
を
開
き
、
人
民
の
教
育
を
専
ら
に
し
て
、
説
教
の
節
に
ハ
旧
弊
の
漢
家
の
治
療
で
ハ
病
気
ハ
治
ら
な
い

と
い
ふ
事
を
説
き
さ
と
し
、
日
本
の
仏
法
と
医
学
を
支
那
一
般
へ
開
く
つ
も
り
に
付
て
松
本
順
先
生
ハ
一
昨

日
九
州
の
方
へ
出
立
さ
れ
た
と
の
風
聞
。

66 

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
、
別
院
輪
番
・
河
崎
顕
成
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
河
崎
輪
番
日
記
」（
鈔
本
、
上

海
図
書
館
蔵
書
楼
所
蔵
）
に
、
別
院
が
日
本
領
事
館
と
取
交
わ
し
た
文
面
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

67 

「
上
海
別
院
公
務
」（
松
本
白
華
『
雑
録
』（
註
42
に
掲
出
））。

68 

「
上
海
別
院
公
務
」（
註
67
に
掲
出
）。

69 

岳
崎
正
鈍
は
、
秋
田
・
浄
弘
寺
十
世
、
速
證
院
正
桓
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
字
は
法
泉
、
漱
石
・
悟
外
・

瘂
羊
・
酔
月
楼
・
秋
雲
・
自
笑
人
等
と
号
し
、
そ
の
居
室
を
自
笑
観
と
称
し
た
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、

越
前
国
祐
善
寺
に
入
寺
し
て
、同
寺
十
八
世
を
継
ぐ
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
七
）
七
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
、

三
等
説
教
者
兼
四
等
教
師
と
し
て
東
本
願
寺
上
海
別
院
に
在
勤
し
説
教
を
行
う
か
た
わ
ら
、
中
国
人
向
け
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
真
宗
説
教
』
の
編
纂
に
従
事
し
た
ほ
か
、
同
別
院
内
に
設
立
さ
れ
た
中
国
語
学
校
の
江
蘇

教
校
で
日
本
人
留
学
僧
に
宗
乗
（
真
宗
学
）
を
教
授
す
る
。
歿
後
、
法
主
大
谷
光
勝
（
厳
如
）
は
染
筆
院
号

法
名
を
下
賜
し
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
嗣
講
の
学
階
を
贈
ら
れ
た
。
著
書
に
、
上
海
別
院
時
代
の

日
記
で
あ
る
『
支
那
在
勤
襍
志
』（
真
宗
史
料
集
成
第
十
一
巻
『
維
新
期
の
真
宗
』、同
朋
社
、昭
和
五
十
年
）
や
、

『
真
宗
要
目
五
十
題
弁
妄
』
な
ど
が
あ
る
。

70 

『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）。

71 

明
治
十
年
八
月
十
八
日
。
こ
の
ほ
か
『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）
中
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

余
『
真
宗
説
教
』
第
七
号
脱
稿
。（
明
治
十
年
九
月
四
日
）

「
説
教
草
稿
」
第
八
号
脱
稿
。（
同
年
十
月
一
日
）

『
真
宗
説
教
』
第
九
号
、
松
本
白
華
殿
草
成
持
求
刪
補
于
余
成
賛
而
直
啓
上
。（
明
治
十
一
年
一
月
七
日
）

72 

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）、
輪
番
佐
野
即
悟
の
時
代
に
は
、
漢
文
で
書
か
れ
た
雑
誌
『
仏
門
月
報
』
が
創

刊
さ
れ
た
。

73 

『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）
中
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

朝
勤
行
六
時
。
日
中
九
時
。
午
後
吾
初
説
教
、
讃
題
「
像
法
ノ
ト
キ
ノ
智
人
モ
」。（
明
治
十
年
八
月
十
二
日
）

説
教
『
御
一
代
記
』「
口
ト
身
ト
ハ
似
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
心
ネ
カ
ヨ
ク
ナ
リ
カ
タ
キ
モ
ノ
ナ
リ
、
惟
分
心
ノ
カ

タ
ヲ
タ
シ
ナ
ム
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
」。（
同
年
十
月
二
十
一
日
）

午
後
説
教
、
蓮
祖
法
語
「
仏
法
ニ
厭
足
ナ
ケ
レ
ハ
・
（
マ
マ
）・

・
」。（
同
年
十
二
月
二
十
三
日
）

本
日
説
教
「
今
歳
ヨ
リ
ト
思
ハ
ヌ
年
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
」
句
意
詳
弁
。（
明
治
十
一
年
二
月
三
日
）

74 

『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）
中
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

午
後
説
教
後
領
事
館
誥
官
員
申
経
、
輪
番
谷
・
加
藤
及
余
。（
明
治
十
年
十
二
月
二
日
）

異
人
売
妾
之
本
朝
人
、
向
娠
焉
、
要
帰
崎
易
而
分
娩
、
然
不
能
分
娩
而
死
矣
。
訃
音
到
上
海
其
女
朋
某
等
請

為
死
者
読
経
於
本
院
、
午
前
十
一
時
三
経
読
誦
。（
同
年
十
月
十
九
日
）

天
長
節
。
輪
番
（
※
白
華
）・
生
徒
相
携
賀
於
領
事
館
。
余
有
風
邪
気
故
不
赴
。（
同
年
十
一
月
三
日
）



三
四

こ
の
ほ
か
、『
令
知
会
雑
誌
』（
第
十
八
号
、
明
治
十
八
年
九
月
）
に
は
、「
英
国
人
の
幽
霊
」
と
題
し
て
以
下

の
よ
う
な
変
わ
っ
た
事
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

目
下
、
支
那
国
上
海
に
寄
寓
す
る
英
国
人
某
の
家
へ
如
何
な
る
故
に
や
、
度
々
幽
霊
か
出
る
と
の
風
聞
な
り

し
か
、
頃
日
其
妻
君
よ
り
一
風
之
施
物
を
大
谷
派
本
願
寺
上
海
別
院
へ
送
り
来
り
、
其
封
紙
に
片
仮
名
に
て
、

「
タ
ビ
タ
ビ
ユ
ウ
レ
イ
ガ
デ
ヽ
コ
マ
リ
マ
ス
。
サ
ン
ブ
キ
ヤ
ウ
ヨ
ミ
テ
ク
ダ
サ
レ
云
云
」
ト
記
載
あ
り
て
、
翌

日
馬
車
を
以
て
迎
ひ
に
来
り
し
故
、
松
江
賢
哲
氏
か
徃
て
読
経
せ
ら
れ
し
に
其
後
ハ
何
事
も
あ
ら
ざ
る
よ
し
。

75 

「
学
窻
雑
録
」（『
令
知
会
雑
誌
』
第
九
号
、
明
治
十
七
年
十
二
月
）
に
、「
楊
文
会
来
書　

明
治
十
三
年
四
月

二
十
六
日
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
白
華
と
会
談
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

敬
啓
者
、
弟
在
滬
上
、
与
松
本
上
人
白
華
談
次
、
得
悉
真
宗
高
士
有
西
遊
者
、
秉
払
于
英
（
以
下
略
）

76 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

77 

『
開
導
新
聞
』
第
四
号
（
明
治
十
三
年
七
月
二
十
一
日
）
に
、
当
時
の
布
教
僧
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

先
き
ご
ろ
支
那
の
上
海
よ
り
帰
朝
し
高
知
県
の
士
族
吉
田
氏
の
話
に
（
中
略
）
尤
も
笑
ふ
可
き
は
日
本
真
宗

の
僧
侶
な
り
。
法
衣
を
服
す
る
者
あ
り
、
羽
織
袴
を
着
る
者
あ
り
、
亦
洋
服
に
て
洋
人
と
少
も
異
な
る
な
き

人
も
あ
る
と
云
ハ
れ
た
が
、
実
に
我
輩
も
日
本
人
な
れ
バ
、
上
海
の
別
院
の
僧
侶
達
ハ
成
丈
け
法
衣
を
着
し

如
法
ら
し
く
さ
れ
る
法
ガ
、
餘
程
土
人
の
信
を
得
て
帰
依
す
る
者
ガ
多
く
あ
り
ま
せ
う
と
話
れ
ま
し
た
ガ
、

我
輩
此
語
ハ
真
宗
の
僧
侶
の
薬
石
砭
鍼
に
な
る
べ
き
話
と
思
ひ
ま
す
。
本
山
の
開
化
法
師
に
叱
咤
を
蒙
む
る

な
ら
ん
と
慄
然
ふ
る
へ
て
投
じ
ま
す
。

78 

こ
の
間
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
は
上
海
に
東
洋
学
館
が
設
立
さ
れ
、
清
仏
戦
争
取
材
の
た
め
に
記
者

で
あ
っ
た
尾
崎
行
雄
ら
が
上
海
に
渡
っ
て
い
る
。
ま
た
同
年
、
岡
千
仞
が
清
国
を
漫
遊
し
、
楢
原
陳
政
が
兪

樾
の
門
下
生
と
な
っ
て
い
る
。

79 

『
黙
鳳
書
話
会
第
一
回
講
演
「
黙
鳳
道
人
」』（
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
「
東
京
鳳
文
館
の
歳
月
（
下
）」（『
江

戸
文
学
』
一
六
号
、
平
成
八
年
十
月
））。
ま
た
、「
宗
方
小
太
郎
日
記
」（
明
治
二
十
一
年
、
大
里
浩
秋
「
上

海
歴
史
研
究
所
所
蔵
宗
方
小
太
郎
資
料
に
つ
い
て
」、
神
奈
川
大
学
人
文
学
研
究
所
「
人
文
学
研
究
所
報
」
第

三
七
号
、
平
成
十
六
年
。
同
「
宗
方
小
太
郎
日
記
、
明
治
22
～
25
年
」、
同
三
九
号
、
平
成
十
九
年
）
に
は
、

宗
方
が
頻
繁
に
東
本
願
寺
上
海
別
院
に
出
入
り
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。　
　
　
　
　

80 

「
中
国
に
お
け
る
日
本
仏
教
の
布
教
権
を
め
ぐ
っ
て
：
近
代
日
中
交
渉
史
の
一
齣
と
し
て
」（『
山
形
大
学
紀
要（
人

文
科
学
）』
第
五
巻
第
四
号
、
昭
和
三
十
九
年
）。

81 

『
令
知
会
雑
誌
』（
第
一
八
号
、
明
治
十
八
年
九
月
）
四
四
頁
、「
支
那
布
教
」。

82 

常
福
寺
蔵
。

83 

当
時
、
江
南
の
寺
院
は
太
平
天
国
の
乱
に
よ
り
荒
廃
し
て
い
た
。
明
治
十
年
、
上
海
別
院
に
寄
寓
し
て
い
た
内

海
吉
堂
は
『
名
家
歴
訪
録
上
篇
』（
黒
田
譲
、
明
治
三
十
二
年
）
の
中
で
、
当
時
の
寺
院
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

何
分
支
那
は
咸
豊
年
間
、
長
髪
賊
の
乱
後
で
、
賊
の
足
跡
至
ら
ぬ
隈
な
く
、
殊
に
彼
は
天
主
教
を
奉
じ
て
お

つ
た
も
の
で
す
か
ら
、
支
那
に
あ
る
道
教
の
道
観
、
仏
寺
の
偶
像
な
ど
は
、
片
つ
ぱ
し
か
ら
毀
壊
し
た
り
焼

た
り
し
て
、
仏
像
な
ど
は
ど
ん
な
深
山
幽
谷
に
あ
る
も
の
で
も
免
が
る
も
の
は
な
く
、
天
然
の
巌
壁
に
彫
刻

し
て
あ
る
仏
像
は
、
悉
く
毀
壊
す
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
ぬ
か
ら
、
頭
だ
け
で
も
缺
く
と
か
、
何
と
か
し
て
完

存
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。・
・
・
長
髪
賊
は
十
一
年
間
も
南
京
に
都
し
て
、
蘇
州
杭
州
な
ど
賊
の
囲
中
に

あ
り
ま
し
た
か
ら
、
私
の
参
つ
た
時
で
も
、
蘇
杭
両
州
の
城
郭
内
三
分
は
、
瓦
礫
堆
を
な
し
て
、
極
め
て
荒

涼
凄
惨
の
光
景
で
し
た
。

84 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

85 

常
福
寺
に
は
、
光
緒
四
年
（
一
八
七
八
）
に
書
か
れ
た
銭
懌
書
「
行
書
常
福
精
舎
」
額
を
所
蔵
す
る
（『
金
沢
・

常
福
寺
歴
史
資
料
図
録
』、
以
下
『
図
録
』）
一
四
〇
頁
、
２
２
０
）。『
在
勤
襍
志
』
中
の
記
事
に
、「（
八
月

二
十
二
日
）
初
晤
言
銭
子
琴
、
該
人
者
博
学
而
善
書
且
高
行
、
異
流
俗
之
売
字
者
流
。」
と
あ
る
ほ
か
、「（
明

治
十
年
十
月
八
日
）
銭
子
琴
先
生
揮
曾
所
請
之
法
書
若
干
紙
而
来
。
筆
勢
有
石
凹
風
起
之
赴
、
為
之
半
夜
抱

膝
愛
玩
不
就
寝
。」
と
あ
り
、
岳
崎
が
銭
子
琴
の
書
を
入
手
し
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治

十
一
年（
一
八
七
八
）三
月
十
一
日
に
は
、「
午
後
散
歩
城
内
訪
銭
子
琴
」と
あ
り
、銭
子
琴
の
家
を
訪
ね
て
い
る
。

86 

任
宗
昉
（
生
卒
年
不
詳
）、
字
釣
渓
、
華
亭
の
人
、
貢
士
。
常
福
寺
に
は
光
緒
六
年
二
月
に
書
か
れ
た
「
行
書

竹
枝
詞
二
十
首
」（『
図
録
』（
註
85
に
掲
出
）、
一
四
四
頁
、
２
２
９
）、
上
海
別
院
輪
番
・
渡
辺
蘭
谷
『
遠
明

堂
詩
鈔
』
に
収
録
す
る
序
文
に
「
光
緒
五
年
歳
次
己
卯
新
正
月
人
日
華
亭
釣
渓
弟
任
宗
昉
序
於
春
江
客
舎
」

と
あ
り
、
別
院
の
上
海
語
教
師
を
解
雇
さ
れ
た
後
も
布
教
僧
と
は
交
流
を
持
っ
て
い
た
。

87 

『
築
地
居
留
地
』
附
表
Ａ
「
明
治
四
年
至
明
治
九
年
末
居
留
地
外
住
外
人
表
」（『
都
史
紀
要
』
第
四
、
東
京
都
、

昭
和
三
十
二
年
）
に
は
、「（
期
限
）
明
治
八
年
十
一
月
よ
り
、（
姓
名
）
馮
畊マ
マ

三
、（
職
業
）
製
筆
伝
習
、（
住
所
）

通
旅
籠
町
、（
雇
主
）
通
旅
籠
町
一　

高
木
五
郎
兵
衛
」
と
あ
る
。

88 

『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）、
明
治
十
年
八
月
十
九
日
。

89 

『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）、
明
治
十
年
十
月
十
二
日
。

90 

『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）、
明
治
十
年
十
月
二
十
三
日
。

91 

『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）、
明
治
十
年
十
一
月
十
一
日
。

92 
『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）、
明
治
十
一
年
三
月
十
七
日
。

93 
自
笑
人
用
毫
之
銘
筆
五
拾
枝
自
笑
観
三
字
載
刻
之
、
十
行
紅
単
紙
一
千
一
百
張
刷
得
来
。（
明
治
十
一
年
五
月

十
日
）

刻
自
笑
観
三
字
十
行
界
紙
板
并
朱
浩
着
色
盆
栽
画
幅
馮
耕
三
携
到
。（
同
年
五
月
十
六
日
）

94 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

95 

大
阪
市
立
美
術
館
・
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
『
上
海
―
近
代
の
美
術
―
』（
平
成
十
九
年
）。



三
五

96 

大
倉
謹
吾
（
一
八
四
五
～
一
八
九
九
）。
医
師
・
大
倉
良
菴
の
子
と
し
て
越
後
に
生
ま
れ
た
。
名
は
行
、
字
は

顧
言
、
通
称
は
謹
吾
、
雨
村
ま
た
は
鉄
農
半
仙
と
号
し
た
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
上
海
領
事
館
に
赴

任
し
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
五
月
に
帰
国
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
退
官
し
た
。
心
泉
宛

の
岸
田
吟
香
書
翰
（
明
治
十
九
年
七
月
七
日
、
常
福
寺
蔵
）
に
は
「
大
倉
雨
村
画
伯
者
帰
朝
致
候
。
胡
公
寿
・

張
子
祥
者
死
矣
。
曲
園
翁
者
無
事
也
。」
と
あ
る
。

97 

吉
嗣
拝
山
。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
太
宰
府
生
、
幼
名
は
寛
一
、
通
称
は
達
太
郎
、
名
を
達
、
字
を
士
辞
、

拝
山
と
号
す
。
室
名
は
古
香
書
屋
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
咸
宜
園
に
入
門
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）、

中
西
耕
石
に
入
門
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
大
蔵
省
勤
務
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
太
政
官
国
史
編
輯

局
に
勤
務
し
て
い
た
。
同
年
、
災
害
に
よ
り
右
腕
を
失
う
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
二
月
か
ら
六
月
に

か
け
て
清
国
に
滞
在
し
て
お
り
、『
骨
筆
題
詠
』
に
は
、
当
時
交
流
し
た
海
上
派
の
漢
詩
文
の
ほ
か
、
白
華
の

詩
や
心
泉
の
序
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

98 

巨
勢
小
石
（
一
八
四
三
～
一
九
一
九
）
に
つ
い
て
、『
在
勤
襍
志
』（
註
69
に
掲
出
）
に
、
上
海
別
院
に
出
入
り

し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。

（
明
治
十
一
年
三
月
十
日
）
本
日
因
無
本
邦
人
参
詣
無
説
教
。
西
京
鳩
居
堂
安
兵
衛
・
画
工
小
石
至
。

99 

諫
山
麗
吉
（
一
八
五
一
～
一
九
〇
六
）。
号
は
扇
城
、
豊
前
中
津
の
人
。
心
泉
と
同
じ
く
真
宗
僧
で
あ
る
平
野

五
岳
の
肖
像
を
描
い
て
い
る
ほ
か
、上
海
で
は
心
泉
や
彼
の
父
母
（
致
風
・
爾
爾
）
の
肖
像
を
描
い
て
い
る
（『
図

録
』（
註
85
に
掲
出
）
八
九
頁
・
１
４
１
「
諫
山
麗
吉　

鉛
筆
画　

心
泉
肖
像
画
」（
明
治
十
五
・
一
八
八
二
年
）、

九
〇
頁
・
１
４
２
「
諫
山
麗
吉　

彩
色　

致
風
・
爾
爾
夫
妻
肖
像
画
」（
明
治
十
五
・
十
六
年
））。
岡
鹿
門
『
観

光
紀
游
』
に
よ
る
と
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
当
時
は
香
港
に
滞
在
し
て
い
る
。

100 

塩
川
文
鵬
（
一
堂
は
別
号
）
の
こ
と
。
塩
川
文
麟
の
子
。「
上
海
ノ
岸
田
吟
香
翁
ヨ
リ
柳
北
ヘ
贈
リ
シ
書
簡
（
去

月
三
十
日
発
）」（『
朝
野
新
聞
』、
明
治
十
三
年
四
月
十
三
日
）
に
、「（
前
略
）
一
月
中
ヨ
リ
西
京
ノ
塩
川
文

麟
ノ
子
、
一
堂
ト
伊
勢
ノ
画
人
、
雲
在
ト
ガ
楊
州
・
常
州
ヲ
遊
ヒ
廻
ハ
リ
、
蘇
州
ヨ
リ
杭
州
ニ
赴
キ
、
西
湖

ノ
孤
山
寺
ニ
廿
日
ノ
餘
足
ヲ
止
メ
、
西
湖
ノ
真
景
ヲ
大
小
数
幅
写
シ
取
リ
、
四
五
日
前
上
海
ニ
帰
リ
候
。（
以

下
略
）」
と
あ
る
。

101 

伊
勢
出
身
の
画
家
、
長
阪
雲
在
の
こ
と
。
心
泉
の
詩
稿
に
は
、「
次
塩
一
堂
韻
三
畳
」、「
到
諏
訪
山
自
在
庵
、

一
堂
先
寓
此
」、「
題
一
堂
画
松　

癸
未
十
二
月
」、「
過
山
下
古
城
城
趾
」、「
癸
未
九
月
十
六
日
、
同
一
堂
雲

在
秋
園
諸
子
賞
月
於
雪
月
庵
、
分
韻
」
な
ど
と
題
し
た
漢
詩
が
あ
り
、
彼
と
の
交
流
の
蹟
が
う
か
が
え
る
。

102 

彼
の
上
海
滞
在
記
と
し
て
『
滬
遊
雑
詩
』（
木
村
徳
太
郎
、
明
治
十
四
年
）
が
あ
り
、
こ
の
他
に
『
張
子
祥
胡

公
寿
両
先
生
画
譜
』（
高
木
和
助
、
同
）
な
ど
が
あ
る
。

103 

「
岸
田
吟
香
翁
上
海
ヨ
リ
甕
江
先
生
ニ
贈
ル
書
簡
ノ
抄
録
」（『
朝
野
新
聞
』、
明
治
十
三
年
三
月
九
日
）。

104 

「
上
海
岸
田
吟
香
翁
ヨ
リ
淡
々
社
（
即
旧
一
円
吟
社
）
諸
君
ニ
寄
セ
シ
書
牘
」（『
朝
野
新
聞
』、
明
治
十
三
年
五

月
十
九
日
）。

105 

「
吟
香
翁
書
牘
ノ
続
」（『
朝
野
新
聞
』、
明
治
十
三
年
五
月
二
十
三
日
）。

106 

黒
田
譲
『
名
家
歴
訪
録
上
篇
』（
註
83
に
掲
出
）。

107 

常
福
寺
蔵
。

108 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）。

109 

高
島
要
『
東
瀛
詩
選　

本
文
と
総
索
引
』（
勉
正
出
版
、
平
成
十
九
年
）。

110 

『
東
瀛
詩
選
』
編
纂
過
程
の
考
察
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
幕
末
明
治
期
の
咸
宜
園
と
真
宗
僧
」（
淡
窓
研
究
会
『
淡

窓
研
究
会
会
報
』
第
四
号
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

111 

こ
の
時
期
、
福
建
省
に
は
東
西
本
願
寺
の
学
堂
の
ほ
か
、
台
湾
総
督
府
の
援
助
に
よ
り
、
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
）
九
月
に
福
州
東
文
学
堂
が
、
翌
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
二
月
に
厦
門
に
東
亜
書
院
が
設

立
さ
れ
て
い
る
。

112 

小
島
勝
・
木
場
明
志
『
ア
ジ
ア
の
開
教
と
教
育
』（
註
６
に
掲
出
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

113 

執
筆
者
不
明
。
版
心
に
「
参
謀
本
部
用
箋
」
と
入
っ
た
十
一
行
の
用
箋
に
毛
筆
で
書
か
れ
て
い
る
。

114 

常
福
寺
蔵
。

115 

筆
者
蔵
。

116 

こ
の
一
連
の
経
緯
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
陳
継
東
『
清
末
仏
教
の
研
究
―
楊
文
会
を
中
心
と
し
て
―
』（
註
51

に
掲
出
）・
中
村
薫
『
日
中
浄
土
教
論
争
：
小
栗
栖
香
頂
『
念
佛
圓
通
』
と
楊
仁
山
』（
法
蔵
館
、平
成
二
十
一
年
）

に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
る
。

117 

佐
藤
三
郎
「
明
治
三
三
年
の
厦
門
事
件
に
関
す
る
考
察
」（『
山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）』
第
五
巻
第
二
号
、

昭
和
三
十
八
年
）、同「
明
治
七
年
台
湾
事
件
日
清
両
国
交
換
文
書
」（「
歴
史
教
育
」六（
三
）、歴
史
教
育
研
究
会
、

昭
和
三
十
三
年
）、
故
谷
美
子
「
厦
門
事
件
の
一
考
察
―
日
本
の
南
清
進
出
計
画
と
そ
の
失
敗
」（
同
）。

118 

故
谷
美
子
「
厦
門
事
件
の
一
考
察
」（
註

117
に
掲
出
）。

119 

防
衛
研
究
所
蔵
。
福
島
安
正
・
小
山
秋
作｢

南
清
地
方
旅
行
日
記｣

（
明
治
三
十
四
年
十
月
十
五
日
付
）、
報
告

第
九
号
「
厦
門
記
事
、
両
本
願
寺
」。

120 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）
七
三
頁
に
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

一
行
に
同
伴
し
て
来
た
浪
人
は
、
本
城
安
太
郎
（
慧
日
院
殿
附
）
と
中
野
熊
五
郎
（
能
浄
院
殿
附
）
と
の
両

氏
で
、こ
れ
は
石
川
（
※
舜
台
）
師
が
東
久
世
通
祺
（
七
卿
落
の
一
人
）
か
ら
紹
介
さ
れ
た
豪
傑
で
あ
つ
た
が
、

毎
日
大
酒
を
飲
ん
で
、
大
言
壮
語
を
事
と
し
て
ゐ
た
か
ら
、
到
底
本
山
一
行
の
手
に
負
ふ
べ
き
も
の
で
は
な

か
つ
た
の
で
、
そ
の
処
分
に
困
却
し
た
由
を
も
、
本
山
へ
内
報
さ
れ
た
と
い
ふ
。

121 

佐
藤
三
郎
「
中
国
に
お
け
る
日
本
仏
教
の
布
教
権
を
め
ぐ
っ
て
」（
註
80
に
掲
出
）。

122 

仏
教
学
会
『
仏
教
講
話
集　

明
治
二
十
六
年
』、「
会
員
氏
名
」。

123 

大
槻
文
平
『
第
一
高
等
学
校
同
窓
生
名
簿
（
昭
和
五
十
五
年
版
）』
一
高
同
窓
会
、
昭
和
五
十
四
年
）。

124 

「
帝
国
大
学
第
十
二
年
報　

起
明
治
三
十
年
一
月
至
同
年
十
二
月
」
に
、「
特
待
学
生　

文
科
大
学　

漢
学
科　
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伊
藤
賢
道
」
と
あ
る
。

125 

仏
教
学
会
、
明
治
二
十
六
年
。

126 
野
口
寧
斎
纂
『
大
纛
餘
光
』（
東
京
新
進
堂
、
明
治
二
十
八
年
）、「
大
纛
餘
光
作
者
姓
氏
」
に
、「
伊
藤
壺
渓　

名
賢
道
、
伊
勢
香
取
人
、
今
住
東
京
」
と
あ
る
。

127 

『
東
洋
哲
学
』
三
ノ
三
に
よ
る
と
、
本
釈
奠
は
本
郷
麟
祥
堂
で
行
わ
れ
、
伊
藤
賢
道
は
亜
献
を
つ
と
め
た
。

128 

当
時
の
様
子
に
つ
い
て
、
伊
藤
が
台
湾
で
行
っ
た
講
演
会
の
内
容
が
、「
支
那
の
教
育
に
就
い
て
」（
台
湾
教
育

会
『
台
湾
教
育
会
雑
誌
』
第
七
四
号
、
明
治
四
十
一
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

129 

『
新
詩
綜
』
二
集
（
三
李
堂
、
明
治
三
十
二
年
五
月
）、「
滬
瀆
の
来
鴻
」。

130 

『
燕
山
楚
水
』（
博
文
館
、
明
治
三
十
三
年
）「
其
七　

杭
州
西
湖
霊
隠
」。

131 

伊
藤
賢
道
監
訳
、
上
海
商
務
印
書
館
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
三
月
五
日
（
光
緒
辛
丑
正
月
十
五
日
）

に
創
刊
さ
れ
、
翌
年
ま
で
刊
行
が
続
け
ら
れ
た
。

132 

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
刊
。
跋
文
に
「
大
日
本
明
治
三
十
四
年
六
月
伊
藤
賢
道
識
於
西
湖
蓮
華
巌
寓

斎
」
と
あ
る
。
有
馬
卓
也
「
岡
本
韋
庵
『
清
国
遊
記
』
翻
刻
・
訳
註
稿
」（
徳
島
大
学
『
言
語
文
化
研
究
』
六

号
、
平
成
十
一
年
）
に
よ
る
と
、
岡
本
は
渡
清
に
先
立
つ
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
一
月
二
十
日
に
、

東
本
願
寺
を
訪
れ
、
宗
務
総
長
石
川
舜
台
や
清
国
別
院
主
幹
豅
経
丸
と
面
会
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本

書
の
出
版
に
は
東
本
願
寺
の
援
助
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

133 

『
読
売
新
聞
』（
明
治
三
十
七
・
一
九
〇
四
年
、
十
一
月
二
十
六
日
）
に
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

清
国
寺
院
の
大
谷
派
帰
属　

大
谷
派
本
願
寺
に
て
ハ
数
年
前
、
清
国
広マ
マ

（
※
杭
）
州
府
に
学
校
を
設
け
、
伊
藤

賢
道
師
を
派
遣
し
て
普
通
学
及
び
宗
教
学
を
教
授
せ
し
が
、
今
回
浙
江
省
寧
波
府
歙
県
の
天
童
寺
外
三
十
四
ヶ

寺
聯
合
し
、
大
谷
派
本
願
寺
に
帰
属
せ
ん
と
て
、
総
代
天
童
寺
敬
安
、
理
安
寺
燈
祐
、
法
両
寺
開
如
の
三
師
、

同
本
山
に
来
り
目
下
帰
属
の
交
渉
中
な
り
と
。

134 

『
六
十
年
史
』（
註
４
に
掲
出
）
に
は
、「
当
時
北
京
政
府
の
顧
問
格
で
あ
つ
た
服
部
宇
之
吉
博
士
の
伝
言
と
し
て
、

伊
藤
師
に
杭
州
領
事
か
ら
学
堂
以
外
の
こ
と
に
手
を
出
さ
ぬ
や
う
に
と
の
忠
告
も
あ
つ
た
程
で
あ
る
。」
と
の

記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
伊
藤
賢
道
の
行
動
が
在
留
邦
人
の
間
で
噂
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
聞
い
た

服
部
が
、
東
京
帝
国
大
学
の
後
輩
で
あ
る
伊
藤
の
行
動
に
つ
い
て
忠
告
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

東
亜
同
文
会
『
続
対
支
回
顧
録
』
下
巻
（
註
３
に
掲
出
）
二
四
三
頁
に
、
高
洲
太
助
の
列
伝
中
に
、
伊
藤
賢

道
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
※
明
治
）
三
十
九
年
三
月
杭
州
駐
在
領
事
に
転
任
在
任
中
の
出
来
事
に
本
願
寺
を
向
ふ
に
廻
し
て
強
硬
な
処

置
を
断
行
し
た
の
は
有
名
な
事
で
あ
つ
た
。
当
時
杭
州
の
東
本
願
寺
布
教
師
に
伊
藤
賢
道
と
云
ふ
も
の
が
居

た
。
彼
は
信
徒
募
縁
に
就
き
領
事
裁
判
は
我
が
力
に
依
つ
て
何
と
か
し
て
遣
る
杯
と
種
々
悪
辣
の
行
為
が
多

く
、
其
範
囲
は
杭
州
領
事
管
轄
以
外
に
も
及
び
前
任
領
事
永
瀧
久
吉
時
代
か
ら
の
旧
い
宿
弊
で
、
而
し
て
彼

の
生
活
は
実
に
奢
侈
を
極
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。
君
は
着
任
間
も
な
く
其
行
蹟
を
取
調
べ
遂
に
断
乎
と
し
て

退
清
処
分
を
執
行
し
た
の
で
あ
る
。
所
が
退
清
処
分
は
従
前
よ
り
大
抵
流
浪
人
な
ど
と
相
場
の
決
つ
て
居
た

も
の
で
本
願
寺
の
僧
侶
等
に
対
し
て
之
を
執
行
し
た
の
は
、
実
に
空
前
の
事
で
あ
る
の
で
本
願
寺
側
で
は
大

に
い
き
り
立
ち
、
君
に
退
清
処
分
の
理
由
を
説
明
せ
よ
と
迫
つ
て
来
た
が
、
君
は
冷
然
之
を
刎
ね
つ
け
た
の

で
爾
後
問
題
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
外
務
省
で
本
願
寺
の
抗
議
に
取
合
は
ぬ
為
め
遂
に
此
問
題
は
自

然
消
滅
に
帰
し
た
こ
と
が
あ
る
。

135 

『
南
支
那
及
南
洋
調
査　

第
四
十
四
輯
』（
台
湾
総
督
官
房
調
査
課
編
、
大
正
九
年
）。

136 

『
漢
学
会
名
簿
』（
刊
年
不
明
、
昭
和
十
二
・
三
年
頃
と
推
定
）・『
学
士
会
台
湾
支
部
名
簿
』
に
よ
る
。

謝
辞　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
本
誓
寺
前
住
職
・
故
松
本
梶
丸
氏
、
常
福
寺
前
住
職
・
北
方
匡

氏
、
妙
正
寺
住
職
・
小
栗
栖
法
秀
氏
、
善
教
寺
住
職
・
桑
門
超
氏
、
長
福
寺
住
職
・
武
内
和
朋
氏
、

高
徳
寺
住
職
・
奥
村
豊
氏
、
淡
窓
研
究
会
、
廣
瀬
資
料
館
、
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
白

山
市
立
松
任
図
書
館
、
北
方
心
泉
顕
彰
会
、
佐
伯
史
談
会
な
ら
び
に
各
寺
御
門
徒
の
方
々
に
は
、

資
料
の
閲
覧
・
撮
影
等
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

附
記　

本
稿
は
拙
稿
「
明
治
期
に
お
け
る
東
本
願
寺
の
清
国
布
教
に
つ
い
て
―
松
本
白
華
・
北

方
心
泉
を
中
心
に
―
」（
篠
原
啓
方
・
井
上
充
幸
・
黄
蘊
・
氷
野
善
寛
・
孫
青
編
『
次
世
代
国

際
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
リ
ー
ズ　

第
２
輯　

文
化
交
渉
に
よ
る
変
容
の
諸
相
』、
関
西
大
学
文

化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
、
平
成
二
十
二
年
三
月
）
を
、
許
可
を
得
て
加
筆
転
載
し
た
も
の
で

あ
り
、
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
「
北
九
州
の
真
宗
を
例
と
し
た
仏
教
近
代
化
に
関

す
る
基
礎
的
研
究
」（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）、
平
成
二
十
四
～
二
十
六
年
度
、
文
化
学
、
課
題
番
号

２
４
６
１
７
０
１
８
、
研
究
代
表
者
：
川
邉
雄
大
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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日
田
市
教
育
委
員
会
は
平
成
二
二
年
度
か
ら
廣
瀬
淡
窓
生
家
に
つ
い
て
、
淡
窓
生
家
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
史
資
料
や
現
存
す
る
建
物
、
淡
窓
や
廣
瀬
家
の
墓
地
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
総
合
調

査
を
実
施
し
、
そ
の
歴
史
や
業
績
を
、『
廣
瀬
淡
窓
の
生
家　

廣
瀬
家
の
歴
史
と
業
績
』（
日
田

市
教
育
委
員
会
。
以
下
、『
報
告
書
』
と
呼
ぶ
。）
と
し
て
平
成
二
四
年
三
月
に
刊
行
し
た
。

　

こ
れ
は
、
私
塾
咸
宜
園
の
開
塾
主
で
あ
る
廣
瀬
淡
窓
生
家
の
文
化
財
的
価
値
を
把
握
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
淡
窓
を
育
ん
だ
生
家
に
関
す

る
総
合
的
な
調
査
・
研
究
の
取
り
組
み
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
廣
瀬
家
に
関
す
る
調
査
・
研
究
に
つ
い
て
は
、
豆
田
町
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

対
策
調
査
等
に
お
い
て
建
築
物
調
査
が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
教
育
者

淡
窓
や
私
塾
咸
宜
園
と
い
っ
た
教
育
史
研
究
が
先
行
し
、
淡
窓
旧
宅
の
文
化
財
と
し
て
の
評
価

は
行
わ
れ
ず
に
今
日
ま
で
き
た
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
『
報
告
書
』「
第
三
章 

淡
窓
生
家
の
土
地
と
建
物
の
変
遷
」
を
補
完
す
る

目
的
で
、
再
調
査
や
再
検
証
し
、
得
た
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
本
文
中
に
は
『
報
告
書
』
の
内
容
と
重
複
が
あ
っ
た
り
、
内
容
を
修
正
・
加
筆
す

る
箇
所
が
多
々
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　

淡
窓
旧
宅
の
屋
敷
地
や
建
物
群
の
変
遷
は
、
す
で
に
ま
と
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
旧
宅
の
特
色
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

㈠ 

土
地
・
建
物
の
呼
称

　

こ
れ
ま
で
の
淡
窓
研
究
【
註
1
】

や
『
報
告
書
』
で
は
、
廣
瀬
家
の
土
地
や
建
物
は
淡
窓
著
述
書

を
引
用
し
、
魚
町
通
り
の
北
側
敷
地
を
「
北
家
」、
南
側
敷
地
を
「
南
家
」、
建
物
は
「
南
家
土
蔵
」

な
ど
と
呼
ん
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
廣
瀬
家
で
は
ど
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
の
か
み
て
み
る
。

　
「
久
兵
衛
日
記
」（
嘉
永
三
年
七
月
一
一
日
）
の
記
事
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

今
日
の
風
、
先
年
子
年
巳
来
の
大
風
。
本
宅
、
向
家
、
田
町
小
屋
、
材
木
小
屋
と
も
ニ
屋

の
棟
吹
は
き
大
騒
い
た
し
、
む
ね
を
防
柱
々
扣
柱
ニ
て
漸
無
事
ニ
相
収
り
□
植
木
な
と

少
々
吹
倒
。

　

季
節
的
に
台
風
と
も
と
れ
る
突
風
の
被
害
状
況
が
土
地
の
様
子
を
伝
え
て
お
り
、
こ
こ
で
は

本
宅
、
向
家
、
田
町
と
呼
び
分
け
て
い
る
。
廣
瀬
資
料
館
蔵
の
絵
図
面
の
中
に
、
通
り
の
北
側

を
「
本
宅
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
家
が
「
本
宅
」、
南
家
が
「
向
家
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
田
町
は
豆
田
町
域
の
南
に
位
置
す
る
町
名
で
、
南
家
の
南
側
境
界
水
路
の
す
ぐ
南
に
あ

た
る
。
こ
の
ほ
か
日
記
に
は
、「
北
家
」
を
「
本
家
」、「
南
家
」
を
「
向
宅
」
や
「
向
屋
敷
」
と

も
呼
ん
で
い
る
。

　

次
に
建
物
に
つ
い
て
は
、「
本
家
新
座
敷
」
あ
る
い
は
「
向
屋
敷
穀
蔵
」、
単
に
「
隠
宅
」
な

• 

「
広
瀬
」、「
廣
瀬
」
の
文
字
は
、
本
稿
で
も
「
廣
瀬
」
に
統
一
す
る
。

• 

『
報
告
書
』
で
は
淡
窓
の
「
生
家
」
と
題
し
た
が
、
本
稿
で
は
「
旧
宅
」
を
用
い
る
。

• 

な
お
、
本
文
中
の
廣
瀬
家
の
呼
称
は
、
旧
宅
、
生
家
、
本
家
な
ど
、
執
筆
者
の
判
断
に
よ
っ
て
使
用
し
、
統

一
は
し
て
い
な
い
。

• 

淡
窓
日
記
は
時
代
に
よ
っ
て
日
記
名
が
異
な
る
が
、『
報
告
書
』
と
同
様
に
、
全
て
「
淡
窓
日
記
」
と
し
た
。

• 

執
筆
者
は
各
章
の
末
尾
に
表
示
し
、
調
査
関
係
者
は
、
最
後
に
記
し
て
い
る
。

廣
瀬
淡
窓
と
旧
宅

佐
藤
晃
洋
・
大
野
雅
之
・
園
田 

大
・
深
町
浩
一
郎

土
居
和
幸
・
今
村
華
子
・
平
塚
英
利

は
じ
め
に

第
一
章

　廣
瀬
淡
窓
旧
宅
の
特
色
に
つ
い
て

第
一
節

　淡
窓
旧
宅
の
土
地
・
建
物
に
つ
い
て



三
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ど
と
呼
び
分
け
、蔵
に
関
し
て
は
新
し
く
建
築
し
た
場
合
は「
新
蔵
」、収
納
物
に
よ
っ
て「
穀
蔵
」、

「
米
蔵
」
な
ど
と
呼
称
も
か
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
例
に
従
え
ば
、
廣
瀬
家
の
土
地
の
呼
び
名
は
、
本
宅
、
向
家
、
田
町
と
呼
称
す
る

の
が
適
切
で
あ
ろ
う
が
、
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
本
稿
で
も
こ
れ
ま
で
の

通
り
「
北
家
」「
南
家
」
と
記
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
廣
瀬
家
の
人
々
は
私
塾
咸
宜
園
や
淡
窓
住
居
を
ど
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
の
だ

ろ
う
か
。「
久
兵
衛
日
記
」
に
は
、咸
宜
園
と
い
う
記
述
は
な
く
、「
下
中
城
塾
」
単
に
「
下
中
城
」、

「
西
家
」、「
菴
淡
窓
公
」
な
ど
の
文
字
が
み
ら
れ
る
。
咸
宜
園
の
地
名
で
あ
る
「
下
中
城
」
あ
る

い
は
秋
風
庵
を
略
し
て
「
菴
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
点
は
、
強
い
身
内
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。

㈡ 

短
冊
状
の
町
家
空
間
か
ら
屋
敷
空
間
へ

　

①
土
地
購
入
の
変
遷

　

豆
田
町
に
お
け
る
町
割
り
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）、
元
治

元
年
（
一
八
六
四
）
な
ど
の
各
豆
田
町
絵
図
に
よ
っ
て
当
時
の
地
割
が
知
り
え
る
。
豆
田
町
の

場
合
、年
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
、小
規
模
宅
地
か
ら
大
規
模
宅
地
へ
と
集
積
化
が
認
め
ら
れ
、

特
に
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
顕
著
と
な
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
【
註
２
】。
こ
の
大
規
模
宅
地
の

代
表
例
が
三
松
家
や
中
村
家
、
さ
ら
に
は
千
原
家
、
草
野
家
な
ど
の
数
え
る
ば
か
り
の
年
寄
職

や
豪
商
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
廣
瀬
家
で
は
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
初
代
当
主
五
左
衛

門
に
よ
る
北
家
の
間
口
三
間
の
土
地
購
入
に
始
ま
り
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
三
世
久
兵

衛
が
北
家
の
西
隣
を
購
入
し
て
間
口
六
間
と
な
る
。

　

三
世
久
兵
衛
は
、
幼
い
頃
か
ら
商
売
の
道
に
通
じ
て
い
た
六
右
衛
門
宅
に
修
業
に
出
さ
れ
、

二
六
歳
で
廣
瀬
家
に
戻
る
と
、
家
業
を
経
済
的
繁
栄
へ
と
導
い
て
い
る
。
と
同
時
に
、
五
男
四

女
の
子
だ
く
さ
ん
に
も
恵
ま
れ
た
。
こ
の
た
め
、
北
家
三
間
で
は
生
活
す
る
の
に
は
狭
か
っ
た

の
で
、
三
男
忠
兵
衛
が
生
ま
れ
る
前
年
の
宝
暦
八
年
に
南
家
三
間
、
次
期
当
主
平
八
へ
の
家
督

相
続
の
前
に
さ
ら
に
南
家
を
三
間
追
加
購
入
し
て
い
る
。

　

後
者
は
自
ら
の
隠
居
先
で
、
後
に
も
述
べ
る
が
、
淡
窓
幼
少
期
に
は
南
家
土
蔵
で
生
活
し
て

い
た
こ
と
が
「
懐
旧
楼
筆
記
」
に
み
ら
れ
る
。
現
在
の
通
り
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
南
北
屋
敷
地

の
基
礎
が
出
来
上
が
り
、
こ
の
時
点
で
、
北
・
南
家
と
も
に
間
口
六
間
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も

奥
行
き
の
長
い
町
屋
空
間
で
あ
っ
た
。

　

家
督
を
譲
り
受
け
て
諸
藩
の
用
達
と
な
っ
た
四
世
平
八
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
南

家
六
間
を
購
入
し
て
間
口
一
二
間
と
す
る
。
七
世
源
兵
衛
の
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
北
家
を

九
～
一
二
間
、
さ
ら
に
一
八
間
と
拡
張
し
、
現
在
に
い
た
る
。

　

伊
豫
屋
（
手
嶋
家
）
や
袋
屋
（
合
原
家
）
と
い
っ
た
掛
屋
が
一
八
世
紀
前
半
に
は
間
口
の
広

い
屋
敷
構
え
と
す
る
こ
と
に
比
べ
る
と
、
淡
窓
旧
宅
は
天
保
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
仲
間

入
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
【
註
３
】。

　

②
屋
敷
普
請
の
画
期

　

さ
て
、「
久
兵
衛
日
記
」
嘉
永
六
年
三
月
一
一
日
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

金
五
百
両 

但
一
切
成
就
迄
、
人
夫
迄
も
相
籠
リ
候
由
。

内
百
五
十
両 

方
丈
日
鉢
并
頼
母
志
等
ニ
て
、
出
来
の
筈
。

百
五
十
両 

此
方
棣
園
両
家
ニ
て
、
受
持
呉
候
様
頼
談
。

二
百
両 

城
吉
を
始
惣
門
徒
中
ヘ
奉
加
の
積

右
の
通
出
来
候
得
ハ
、
成
就
ニ
付
、
当
丑
よ
り
辰
迄
ニ
日
鉢
相
始
。
巳
年
よ
り
未
年
迄

三
ヶ
年
ニ
建
方
の
積
。
右
三
ヶ
年
ニ
出
金
イ
タ
シ
候
得
ハ
、
宜
旨
呉
々
の
頼
ニ
付
、
父

子
申
談
返
答
可
致
旨
相
答
置
。
尤
茶
屋
瀬
橋
、
本
宅
普
請
、
新
井
出
出
金
等
有
之
。
四
ヶ

年
の
間
ニ
、
右
様
の
義
不
済
候
て
ハ
、
奉
加
寄
進
の
心
ニ
相
成
兼
候
段
、
は
な
し
置
。

　

こ
れ
は
、
廣
瀬
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
大
超
寺
本
堂
の
改
修
の
話
が
あ
っ
た
が
、
廣
瀬
家
で
は

茶
屋
瀬
橋
の
架
橋
工
事
や
新
井
出
の
開
発
の
ほ
か
、
廣
瀬
家
本
宅
普
請
な
ど
の
出
費
が
予
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
久
兵
衛
が
大
超
寺
に
断
り
を
入
れ
た
こ
と
を
源
兵
衛
に
伝
え
て
い
る
。

こ
の
相
談
以
降
に
北
家
の
主
屋
・
新
座
敷
・
二
号
蔵
、
南
家
の
南
主
屋
・
六
号
蔵
と
い
っ
た
、

現
存
し
て
い
る
大
半
の
建
築
物
の
新
・
増
築
工
事
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

廣
瀬
家
大
改
修
の
決
断
は
、
家
業
の
経
営
指
標
と
な
る
貸
付
額
が
右
肩
上
が
り
の
時
期
で
も

あ
っ
た
（
表
１
参
照
）。
当
時
の
廣
瀬
家
経
営
内
容
に
つ
い
て
は
第
六
章
に
詳
し
い
が
、
文
化
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一
〇
年
か
ら
幕
末
ま
で
の
経
営
状
況
【
註
４
】

と
建
物
建
築
年
代
（
第
二
章
表
３
よ
り
抜
粋
）
と
の

関
係
を
み
て
み
る
と
、
文
化
一
〇
年
を
一
〇
〇
と
し
て
み
た
場
合
、
天
保
四
年
の
座
敷
・
四
号

蔵
建
築
時
期
は
そ
の
約
四
倍
、
嘉
永
二
・
三
年
の
七
号
蔵
・
隠
宅
建
築
時
期
は
そ
の
約
八
倍
、
嘉

永
六
～
安
政
三
年
の
新
座
敷
・
二
号
蔵
・
主
屋
建
築
時
期
は
そ
の
約
一
二
倍
、
文
久
三
～
慶
応

三
年
の
南
主
屋
・
主
屋
の
東
西
増
築
時
期
に
つ
い
て
は
そ
の
一
五
倍
以
上
で
、
各
建
物
が
廣
瀬

家
経
営
の
上
昇
期
あ
る
い
は
安
定
期
に
建
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
北
家
の
土
地
が
六
間
間
口
か
ら
十
八
間
間
口
へ
と
随
時
拡
張
し
た
の
も
、
天
保
四
年
と

弘
化
年
間
と
い
う
経
営
上
昇
期
に
あ
た
り
、
す
で
に
建
物
建
築
が
終
わ
っ
て
い
る
座
敷
、
二
・
四
・

七
号
蔵
、
隠
宅
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
久
兵
衛
・
源
兵
衛
の
周
密
な
計
画
に
よ
る
普
請
で
あ
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

㈢ 

淡
窓
居
住
期
の
屋
敷
空
間

　

こ
う
し
た
廣
瀬
家
の
屋
敷
地
を
、
画
期
と
な
っ
た
久
兵
衛
の
大
改
修
前
後
に
分
け
て
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
以
降
の
絵
図
面
【
註
５
】

を
基
に
し
て
屋
敷
地
を
示
し
た
の
が

第
１
図
の
右
図
で
、
淡
窓
が
居
住
し
て
い
た
頃
と
重
複
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　

北
家
は
通
り
面
に
主
屋
を
配
置
し
、
庭
を
挟
ん
で
屋
敷
尻
に
土
蔵
を
配
置
す
る
。
間
口
六
間

の
短
冊
形
の
平
面
空
間
を
な
す
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
淡
窓
が
廣
瀬
家
を
訪
れ
た
際
に
、

土
蔵
の
傍
で
、
長
さ
一
間
程
の
大
蛇
を
見
て
驚
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
る
（「
淡
窓
日
記
」『
増

補
淡
窓
全
集
』
中
巻
二
二
四
頁
）。

　

ま
た
南
家
は
北
家
と
は
や
や
異
な
り
、
通
り
面
に
南
主
屋
を
配
置
し
、
庭
を
挟
ん
で
屋
敷
尻

に
離
れ
や
蔵
を
配
置
す
る
、
間
口
六
間
、
屋
敷
奥
間
口
一
二
間
の
Ｌ
字
状
の
平
面
空
間
を
な
す
。

こ
の
南
家
屋
敷
奥
の
空
間
は
、
廣
瀬
家
と
喜
七
宅
の
南
北
方
向
の
境
界
線
を
境
に
、
西
に
土
蔵

と
婆
居
、
東
に
離
れ
と
庭
が
あ
る
。
庭
も
そ
う
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
広
さ
を
感
じ
さ
せ
る
空

間
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
屋
敷
尻
に
は
、
町
境
を
な
す
玉
石
垣
を
用
い
た
水
路
が
東
西
方
向
に
流
れ
て
い
る
。
こ

の
水
路
は
花
月
川
か
ら
人
工
的
に
引
き
込
ま
れ
た
城
内
川
の
水
を
、
豆
田
町
内
に
三
本
引
き
込

表 1　廣瀬家の経営と廣瀬家建物の建築時期（註 4 の 183 項 5 表を改変）



四
〇

ん
だ
う
ち
の
一
本
で
、
水
路
を
上
流
に
遡
る
と
城
内
川
沿
い
に
淡
窓
が
開
設
し
た
桂
林
園
に
た
ど

り
着
く
。

　

絵
図
に
は
「
川
幅
三
尺
五
寸
」
と
あ
り
、
現
在
と
同
じ
一
ｍ
ほ
ど
の
川
幅
中
央
に
は
橋
が
か
け

ら
れ
て
い
る
。
淡
窓
が
幼
少
の
時
分
に
、「
盂
蘭
盆
ニ
テ
。
□
歌
ノ
者
街
中
ニ
満
チ
タ
ル
ヲ
見
テ
。

ヤ
カ
マ
シ
、
ヤ
カ
マ
シ
ト
云
テ
。
乳
母
ニ
オ
ハ
レ
。
南
家
ノ
裏
門
ヲ
開
カ
セ
テ
。
速
」
に
秋
風
庵

に
帰
る
際
に
渡
っ
た
橋
で
も
あ
る
（「
懐
旧
楼
筆
記
」『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻
六
頁
）。

　

こ
う
し
た
北
と
南
に
分
離
さ
れ
た
屋
敷
に
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
五
世
・
三
郎
右
衛

門
が
久
兵
衛
に
家
督
を
譲
っ
て
南
家
に
居
住
す
る
と
、
久
兵
衛
が
北
家
に
移
っ
て
い
る
。
ま
た
、

天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
別
居
し
た
三
右
衛
門
は
南
家
南
主
屋
に
移
り
住
み
、
天
保
五
年
に
は

南
家
離
れ
に
移
っ
て
お
り
、
新
婚
の
淡
窓
も
、
一
時
、
南
主
屋
に
住
ん
だ
。
凡
そ
、
北
家
は
商
業

空
間
と
当
主
夫
婦
や
子
ど
も
達
の
生
活
空
間
、
南
家
は
家
族
の
隠
居
先
と
し
て
、
さ
ら
に
独
立
し

た
子
ど
も
達
の
住
居
と
し
て
機
能
し
て
い
た
（
第
四
章
）
よ
う
で
あ
る
。

㈣ 

淡
窓
没
後
の
屋
敷
空
間

　

次
に
、
先
に
ふ
れ
た
天
保
期
以
後
の
右
肩
上
が
り
の
廣
瀬
家
経
営
に
伴
っ
て
屋
敷
地
の
拡
張
や

建
物
の
新
増
築
が
行
わ
れ
、
現
在
の
廣
瀬
家
の
基
盤
と
な
っ
た
幕
末
期
の
北
家
・
南
家
の
建
築
遺

構
を
配
置
し
た
の
が
第
１
図
左
図
で
あ
る
。

　

北
家
は
間
口
一
八
間
と
な
り
、
通
り
に
面
し
て
店
舗
、
裏
の
西
側
に
主
屋
、
東
に
新
座
敷
、
屋

敷
尻
に
は
土
蔵
群
を
配
置
す
る
。
部
屋
の
間
取
り
も
広
く
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
畳
敷
の
間

取
り
も
一
階
だ
け
で
も
四
室
設
け
ら
れ
る
。
新
座
敷
や
主
屋
二
階
に
は
茶
室
が
完
備
さ
れ
、
主
屋

や
新
座
敷
の
庭
も
整
備
さ
れ
る
。

　

南
家
は
分
け
与
え
た
喜
七
宅
が
再
び
廣
瀬
家
の
土
地
と
な
っ
て
間
口
九
間
と
広
が
り
を
も
ち
、

南
主
屋
の
位
置
は
東
に
新
築
さ
れ
、
部
屋
数
も
増
え
る
。
こ
れ
ま
で
屋
敷
尻
に
あ
っ
た
土
蔵
は
西

側
に
増
設
し
て
配
置
し
、
屋
敷
奥
に
は
水
路
を
取
り
入
れ
た
広
い
庭
園
と
隠
宅
が
控
え
る
。

　

通
り
に
面
し
た
六
号
蔵
と
南
主
屋
の
間
に
は
一
間
、
七
号
蔵
と
隠
宅
間
に
は
一
間
半
ほ
ど
の
真
っ

直
ぐ
な
通
り
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
生
前
淡
窓
が
幾
度
と
な
く
廣
瀬
家
を
訪
れ
（
第
五
章
）、
隠

宅
で
久
兵
衛
ら
と
話
し
合
い
や
花
見
、
酒
宴
な
ど
を
す
る
た
め
に
往
来
し
た
通
路
で
、
大
改
修
前

第 1 図　淡窓旧宅の配置図



四
一

㈠ 

南
家
土
蔵
の
場
所

　

淡
窓
が
居
住
し
て
い
た
頃
の
南
家
に
は
講
義
を
行
っ
た
土
蔵
が
あ
り
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て

は
ふ
れ
て
き
た
（『
報
告
書
』
第
三
章
二
七
頁
）
が
、
こ
こ
で
検
証
す
る
。

　
「
懐
旧
楼
筆
記
」
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
、
次
の
記
事
が
あ
る
。

予
年
二
十
三
。
北
家
ニ
在
リ
。
又
或
ハ
南
家
。
又
ハ
南
家
土
蔵
ノ
中
ニ
在
リ
。
閑
居
シ
テ
。

病
ヲ
養
フ
ヲ
事
ト
セ
リ
。
時
ア
リ
テ
ハ
。
書
生
ヲ
集
メ
テ
講
説
ス
ル
コ
ト
モ
ア
リ
。

　

こ
れ
は
、
翌
年
に
長
福
寺
学
寮
を
借
り
て
本
格
的
に
塾
経
営
を
始
め
る
前
の
記
述
で
、
す
で

に
こ
の
年
に
は
廣
瀬
家
で
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
場
所
の
記
述
は
な
い
が
、
後

に
南
家
土
蔵
で
講
義
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
年
の
講
義
も
南
家
土
蔵
で
あ
っ

た
と
推
定
で
き
る
。

　

こ
こ
で
、
南
家
土
蔵
の
位
置
を
検
討
し
て
み
る
。
南
家
土
蔵
は
、
土
地
を
指
す
南
家
の
敷
地

内
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
ほ
か
日
記
に
は
「
南
家
の
後
園
の
土
蔵
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
後
の
隠
宅
建
築
記
事
の
な
か
に
南
主
屋
の
す
ぐ
裏
手
に
「
菜
園
」
が
あ
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら「
後
園
」は
南
家
屋
敷
奥
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、嘉
永
三
年
上
棟
の
隠
宅
建
築
前
の
絵
図
面
（
第
１
図
右
参
照
）
で
、

こ
の
屋
敷
奥
に
は
土
蔵
一
棟
が
建
っ
て
い
た
。「
隠
居
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
土
蔵
は
、
隠

宅
を
建
て
る
た
め
に
取
り
壊
さ
れ
た
蔵
で
、
支
え
が
必
要
な
ほ
ど
傷
み
が
ひ
ど
か
っ
た
【
註
７
】。

　
「
懐
旧
楼
筆
記
」（
天
明
七
年
）
淡
窓
七
歳
の
頃
に
は
「
王
父
母
。
初
ハ
南
家
ノ
裏
ノ
土
蔵
ニ
住
」

ん
で
い
た
と
あ
り
、
居
住
可
能
な
蔵
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
後
南
家
で
は
土
蔵
建
築
記
録
が

み
ら
れ
ず
、
先
の
廣
瀬
家
経
営
状
況
か
ら
し
て
も
新
増
築
が
あ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
し
か

も
「
隠
居
蔵
」
は
か
な
り
古
い
蔵
で
あ
る
か
ら
、
建
築
か
ら
年
数
も
経
過
し
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。

　

よ
っ
て
、こ
の
父
母
の
住
ん
だ
土
蔵
が
「
隠
居
蔵
」
で
、南
家
土
蔵
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
淡
窓
が
講
義
し
た
南
家
土
蔵
は
現
存
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
当

時
の
絵
図
面
（
第
１
図
右
）
に
は
七
号
蔵
が
梁
行
き
二
・
五
間
、
桁
行
き
五
間
と
記
さ
れ
、
こ
れ

と
比
較
し
た
場
合
、
南
家
土
蔵
は
梁
行
き
二
間
、
桁
三
間
ほ
ど
の
畳
一
二
敷
き
ほ
ど
の
広
さ
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

㈡ 

淡
窓
と
南
家
土
蔵

　

次
に
、
こ
の
南
家
土
蔵
の
利
用
履
歴
の
概
略
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
淡
窓
一
〇
歳 

頓
宮
四
極
を
土
蔵
に
住
ま
わ
せ
、
弟
子
入
り
し

て
土
蔵
で
講
義
を
受
け
る
。【
註
８
】

の
土
間
の
痕
跡
が
現
在
で
も
そ
の
往
時
の
様
子
を
残
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
北
家
・
南
家
と
も
に
間
口
三
間
の
時
期
の
建
物
配
置
と
は
大
き
く
変
化
し
、
経

営
上
昇
に
よ
る
隆
盛
期
の
商
家
の
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
広
壮
な
建
物
空
間
と
な
り
、
草
野
家
や

千
原
家
、
手
嶋
家
、
合
原
家
な
ど
の
掛
屋
と
肩
を
な
ら
べ
る
屋
敷
空
間
と
な
る
。

　

こ
の
時
期
の
屋
敷
地
の
変
遷
過
程
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
草
野
家
【
註
６
】

と
比
較
す
る
と
、

六
代
忠
右
衛
門
の
幕
末
期
に
は
、
十□
が
大□
を
統
合
し
間
口
の
広
い
屋
敷
構
え
と
な
る
。
通
り
に

は
玄
関
・
店
棟
が
並
び
、
次
に
仏
間
・
新
座
敷
が
控
え
、
屋
敷
尻
に
土
蔵
が
配
置
さ
れ
る
な
ど
、

豆
田
町
に
お
け
る
代
表
的
な
商
家
の
建
物
配
置
を
な
す
。
廣
瀬
家
北
家
と
ほ
ぼ
同
様
な
空
間
を

構
成
し
て
い
る
。

　

こ
の
草
野
家
で
は
隠
宅
が
明
治
に
な
っ
て
敷
地
内
に
建
設
さ
れ
る
が
、
廣
瀬
家
で
は
南
家
屋

敷
尻
に
建
て
ら
れ
る
。
両
者
と
も
に
、
そ
こ
に
は
茶
の
嗜
好
を
取
り
込
ん
だ
建
物
空
間
と
し
て

い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
廣
瀬
家
隠
宅
は
水
路
を
取
り
入
れ
た
広
い
庭
園
空
間
に
対
し
、
草

野
家
は
狭
隘
な
空
間
と
な
っ
て
い
る
点
に
違
い
が
見
出
せ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
廣
瀬
家
の
土
地
建
物
は
、
一
八
世
紀
後
半
の
三
世
久
兵
衛
に
よ
る
廣
瀬
家
隆

盛
期
に
南
北
敷
地
と
な
り
、
そ
の
後
六
世
久
兵
衛
・
源
兵
衛
の
全
盛
期
に
経
営
の
上
昇
と
と
も

に
現
在
の
土
地
建
物
の
空
間
や
建
物
建
築
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
り
え
る
。

　

な
か
で
も
、
こ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
南
家
屋
敷
奥
に
設
け
ら
れ
た
特
有
の
空
間
は
、
後
述

す
る
淡
窓
の
咸
宜
園
教
育
や
廣
瀬
家
の
文
化
面
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

第
二
節

　南
家
土
蔵
に
つ
い
て



四
二

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
淡
窓
二
一
歳 

土
蔵
で
独
居
す
る
。【
註
９
】

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
淡
窓
二
三
歳 

土
蔵
？
で
講
義
を
行
う
。

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
淡
窓
二
四
歳 

長
福
寺
学
寮
か
ら
引
き
上
げ
、
土
蔵
で
講
義
を

行
う
。【
註
10
】

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
淡
窓
二
五
歳 

成
章
舎
か
ら
帰
っ
て
、
土
蔵
で
講
義
を
行
う
。【
註
11
】

　

南
家
土
蔵
は
淡
窓
の
受
講
に
始
ま
り
、
土
蔵
で
の
講
義
の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
独
立

し
て
長
福
寺
学
寮
か
ら
南
家
土
蔵
、
再
び
独
立
し
て
成
章
舎
か
ら
南
家
土
蔵
、
さ
ら
に
独
立
し

て
桂
林
園
へ
と
続
く
、
咸
宜
園
以
前
の
塾
舎
変
遷
は
南
家
土
蔵
を
介
し
て
発
展
し
て
き
た
。

　

こ
の
間
、
淡
窓
教
育
の
特
徴
に
数
え
ら
れ
る
「
月
旦
評
」
が
成
章
舎
、「
入
門
簿
」
が
桂
林
園

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
塾
経
営
に
導
入
さ
れ
、
文
化
元
年
一
名
、
文
化
二
年
七
名
、
文
化
三
年
一
七
名

と
入
門
者
【
註
12
】

が
増
え
て
い
る
。
土
蔵
で
の
療
養
生
活
や
講
義
が
少
な
か
ら
ず
淡
窓
教
育
の
発

展
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

文
化
一
四
年
に
咸
宜
園
を
開
塾
し
た
一
〇
月
二
〇
日
の
「
淡
窓
日
記
」
に
、
次
の
よ
う
な
記

述
が
み
ら
れ
る
。

楼
上
雑
営
畢
於
昨
日
。
今
朝
使
屯
歸
塾
就
業
。
酒
掃
。
移
坐
於
楼
上
。
予
性
喜
楼
居
。

二
十
五
六
年
。
有
志
於
此
者
今
而
得
遂
。
雖
旡
壮
麗
之
観
。
明
窓
浄
几
外
観
林
野
。
可

以
考
槃
。
所
庶
有
小
補
於
世
。
以
酬
閑
適
樂
爾
。

　

こ
の
記
事
は
、
淡
窓
が
塾
を
咸
宜
園
に
移
し
、
新
居
の
工
事
が
終
わ
り
、
家
の
掃
除
を
し
て

居
間
を
二
階
に
移
し
た
と
き
の
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
自
分
は
二
階
を
居
に
す
る
こ
と
が
好

き
で
、
二
階
に
住
み
た
い
と
二
五
、六
年
も
の
間
、
思
い
続
け
て
い
た
こ
と
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

　

二
五
、六
年
前
は
淡
窓
九
～
一
〇
才
の
時
で
、
南
家
土
蔵
で
療
養
や
講
義
を
受
け
て
い
た
頃
で

も
あ
る
。
窓
ら
し
い
窓
も
、
外
か
ら
の
明
か
り
も
ほ
と
ん
ど
な
い
土
蔵
生
活
時
代
に
、
幼
少
淡

窓
は
二
階
家
を
夢
に
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
『
咸
宜
園
絵
図
』（『
報
告
書
』
九
五
～

九
八
頁
）
に
み
ら
れ
る
遠
思
楼
や
南
塾
・
東
塾
な
ど
、
咸
宜
園
の
発
展
と
と
も
に
建
設
さ
れ
た

居
宅
や
塾
関
連
建
物
の
大
半
が
二
階
建
て
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。

表 2　淡窓入門者と塾舎・塾寮（註 20 より作成）



四
三

㈠ 

咸
宜
園
塾
寮
の
変
遷

　
「
淡
窓
日
記
」
文
政
五
年
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

八
月
二
七
日　

名
魚
町
南
家
。
筧
。
圓
成
所
居
。
為
北
塾
。

　

廣
瀬
家
南
家
を
咸
宜
園
塾
寮
と
し
て
「
北
塾
」（
以
下
、
南
家
「
北
塾
」
と
呼
ぶ
）
と
呼
び

始
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
南
家
は
南
主
屋
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
、
淡
窓
が
塾

外
で
初
め
て
名
付
け
た
寮
名
で
も
あ
る
。
こ
の
塾
寮
は
二
人
の
塾
生
か
ら
始
ま
り
、
九
月
六
・

八
・
九
日
は
二
人
、
一
一
日
に
は
四
人
、
一
四
日
に
は
六
人
と
増
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
咸
宜
園
の
塾
寮
の
移
り
変
わ
り
を
日
記
な
ど
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に

ま
と
め
ら
れ
る
。

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
） 

咸
宜
園
を
開
き
西
家
に
「
西
塾
」
を
建
築
す
る
【
註
13
】
。

文
政　

四
年
（
一
八
二
一
） 

咸
宜
園
東
家
に
「
講
堂（
後
の
東
塾
）」
を
建
築
す
る
【
註
14
】。

文
政　

五
年
（
一
八
二
二
） 

廣
瀬
家
南
家
を
「
北
塾
」
と
呼
ぶ
。

文
政　

六
年
（
一
八
二
三
） 

咸
宜
園
の
北
隣
長
兵
衛
の
家
を
借
り
て
「
仮
称
北
塾
」

と
呼
ぶ
【
註
15
】
。

文
政　

七
年
（
一
八
二
四
） 

私
塾
咸
宜
園
東
家
に
「
東
塾
」
を
建
築
す
る
【
註
16
】
。

天
保　

二
年
（
一
八
三
一
） 

「
北
塾
」
の
借
家
を
増
や
し
、「
外
塾
」
甲
・
乙
・
丙
舎

と
す
る
【
註
17
】
。

嘉
永　

七
年
（
一
八
五
四
） 

外
塾
の
借
家
を
増
や
し
、「
外
塾
」
を
甲
・
乙
・
丙
・
丁

舎
と
す
る
【
註
18
】
。

　

こ
の
よ
う
に
咸
宜
園
の
東
西
敷
地
の
な
か
に
は
「
西
塾
」
や
「
東
塾
」
を
建
設
し
、
敷
地
外

で
は
民
家
を
借
り
受
け
て
「
北
塾
」
や
「
外
塾
」
と
名
付
け
て
い
る
。
廣
瀬
家
や
民
家
を
借
家

と
し
た
後
者
は
、先
の
南
家
「
北
塾
」
後
は
咸
宜
園
の
す
ぐ
北
隣
の
長
兵
衛
の
家
を
借
り
て
「
北

塾
」（
以
下
、
貸
家
「
北
塾
」
と
呼
ぶ
）
と
し
、
そ
の
後
は
「
北
塾
」
か
ら
「
外
塾
」
と
寮
名

を
改
名
し
て
三
舎
、
さ
ら
に
四
舎
と
寮
数
を
増
や
し
て
い
る
。

　

塾
寮
の
変
遷
に
つ
い
て
海
原
徹
氏
は
、
塾
生
が
増
大
し
、
塾
舎
の
需
要
の
必
要
性
に
よ
る

も
の
と
指
摘
し
て
お
り
【
註
19
】
、
表
２
の
開
塾
か
ら
淡
窓
が
没
す
る
ま
で
の
入
門
者
の
推
移
【
註
20
】

と
塾
寮
の
関
係
か
ら
で
も
十
分
に
理
解
で
き
る
。

㈡ 

南
主
屋
と
「
北
塾
」

　

話
を
南
家
「
北
塾
」
に
戻
す
と
、
南
家
を
「
北
塾
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
文
政
五
年
の
正

月
に
は
伯
父
月
化
が
他
界
し
、
そ
の
後
は
伯
母
の
看
病
に
明
け
暮
れ
、
淡
窓
は
「
内
は
多
病
、

外
は
多
事
」（「
懐
旧
楼
筆
記
」
文
政
五
年
二
月
二
一
日
『
増
補
淡
窓
全
集
』
二
七
五
頁
）
と
い

う
深
刻
な
状
況
が
続
い
て
い
た
。
こ
の
「
外
は
多
事
」
と
い
う
の
は
、
門
下
生
の
風
紀
の
乱
れ

で
あ
っ
た
。

　

四
月
二
一
日
に
は
塾
生
間
で
の
集
団
的
い
じ
め
【
註
22
】

が
発
生
し
、
淡
窓
は
「
此
の
時
よ
り
、

塾
生
徒
党
の
風
」
が
盛
ん
に
起
こ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
【
註
23
】
。
そ
の
首
謀
者
の
一
人
で
あ
る

筧
が
居
た
場
所
が
南
家
「
北
塾
」
で
あ
っ
た
。
新
塾
寮
間
も
な
い
九
月
二
〇
日
に
は
塾
生
が
徒

党
を
組
ん
で
舎
長
な
ど
を
掊
撃
す
る
ま
で
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
塾
生
退
塾
事
件
に
ま
で
発
展

し
て
い
る
【
註
24
】
。
事
件
は
首
謀
者
の
追
放
を
も
っ
て
解
決
す
る
が
、
代
官
所
ま
で
相
談
に
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
事
の
重
大
さ
で
も
あ
っ
た
。
事
件
後
淡
窓
は
、「
三
生
既
ニ
去
ッ

テ
後
ハ
。
塾
風
頗
ル
改
マ
リ
。
数
年
ノ
安
静
無
事
ヲ
得
タ
リ
。」
と
安
堵
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
塾
生
混
乱
期
の
南
家
「
北
塾
」
で
は
、
九
月
二
四
日
に
祖
母
が
死
去
し
た
こ
と
に

伴
っ
て
「
北
塾
一
空
」
と
な
り
、
日
記
に
は
「
北
塾
」
の
名
が
記
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
の
日
を

も
っ
て
、
南
家
「
北
塾
」
は
閉
ざ
さ
れ
、
二
ヶ
月
ほ
ど
の
短
い
間
の
称
呼
で
あ
っ
た
。

　

南
家
を
「
北
塾
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
一
月
前
に
あ
た
る
七
月
二
六
日
の
月
旦
評
に
は
、
魚

町
に
二
人
居
る
と
記
さ
れ
て
い
る
【
註
21
】

が
、
こ
の
時
点
で
は
塾
名
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
後
に
収
拾
が
つ
か
な
い
塾
生
の
乱
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
、南
家
「
北
塾
」

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

期
待
さ
れ
た
南
家
「
北
塾
」
で
あ
っ
た
が
、
風
紀
は
良
く
な
る
ど
こ
ろ
か
一
層
悪
く
な
り
、

先
の
事
件
へ
と
進
展
し
、
ま
た
祖
母
も
亡
く
な
る
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た
。
事
件
後
、「
塾
風
」

が
良
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
翌
年
に
は
塾
生
監
督
の
た
め
に
「
仮
称
北
塾
」
が
設
け
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
会
食
は
西
塾
で
と
り
、
規
約
も
塾
と
同
じ
と
す
る
な
ど
規
律
を
強
め
て
い
る
。

第
三
節

　南
主
屋
と
私
塾
咸
宜
園
塾
寮
に
つ
い
て
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居
蔵
造
は
、
廣
瀬
家
で
は
魚
町
通
り
に
面
し
た
北
家
主
屋
や
南
家
南
主
屋
、
土
蔵
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
、
主
屋
と
南
主
屋
の
外
壁
は
荒
壁
（
中
塗
）
仕
上
げ
と
し
て
、
出
入

口
に
大
き
な
土
戸
を
設
け
、
通
り
に
面
し
て
開
口
部
を
設
け
な
い
極
め
て
閉
鎖
的
な
表
構
え
の

表
情
を
な
す
【
註
26
】
。

　

近
接
し
て
建
つ
掛
屋
草
野
家
で
は
、
下
町
通
り
に
面
し
た
店
棟
と
玄
関
棟
は
外
壁
を
鼠
漆
喰

仕
上
げ
と
し
、
一
階
外
壁
に
は
鉄
格
子
窓
を
穿
ち
、
出
入
口
脇
は
海
鼠
壁
と
す
る
表
構
え
は
、

防
火
性
を
よ
り
高
め
て
は
い
る
も
の
の
、
や
は
り
閉
鎖
性
に
富
む
【
註
27
】
。

　

両
家
と
も
に
火
災
に
対
し
て
万
全
を
期
す
た
め
の
外
観
意
匠
で
あ
る
が
、
草
野
家
の
よ
う
に

外
壁
を
鼠
漆
喰
に
す
る
こ
と
で
瀟
洒
な
風
格
を
漂
わ
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
上
町
通
り
に

面
し
た
千
原
家
や
手
嶋
家
な
ど
の
掛
屋
も
同
様
な
外
装
と
し
て
お
り
、
採
用
し
て
い
る
住
宅
数

は
極
め
て
少
な
い
【
註
28
】
。
廣
瀬
家
を
含
む
魚
町
通
り
に
荒
壁
（
中
塗
）
の
軒
が
並
ぶ
の
と
は
対

照
的
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
外
壁
仕
上
げ
の
相
違
は
、
一
見
す
る
と
表
と
横
町
と
い
う
通
り
の
大
小
に
左
右

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
実
は
廣
瀬
家
の
場
合
は
先
の
鉄
則
に
従
っ
て
外
壁
は
荒
壁

（
中
塗
）
と
す
る
質
素
倹
約
の
精
神
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
伝
統
を
今
な
お
継
承
し
続
け
て

い
る
点
に
旧
宅
建
物
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

㈡ 

淡
窓
と
居
蔵
造
の
荒
壁
（
中
塗
）

　

こ
の
よ
う
な
廣
瀬
家
に
伝
わ
る
伝
統
工
法
は
、
咸
宜
園
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
が
「
淡
窓
日

記
」
か
ら
知
り
え
る
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　

一
一
月　

一
二
日　

之
魚
町
。
興
久
兵
衛
謀
新
築
事
。

　
　
　
　
　
　

一
六
日　

之
魚
町
謀
新
築
事
。

　
　
　
　
　
　

二
二
日　

使
工
人
經
焉
。

　
　
　
　
　
　

二
六
日　

新
築
上
棟
。

　
　
　
　
　
　

二
八
日　

新
築
葺
屋
。

　
　
　
　
　
　
　

晦
日　

葺
屋
畢
。

　
　

閏
一
一
月
二
三
日　

新
築
雨
戸
及
縁
成
。
雨
戸
縁
従
俗
称
。

㈠ 

廣
瀬
家
と
居
蔵
造

「
住
宅
外
面
は
中
塗
ま
で
に
止
め
、
上
塗
を
か
け
な
い
」

　

こ
の
言
葉
は
、
廣
瀬
家
に
伝
わ
る
住
宅
建
築
に
お
け
る
鉄
則
と
い
わ
れ
、
第
六
世
当
主
・
久

兵
衛
以
後
に
生
じ
た
と
さ
れ
る
【
註
25
】
。

　

近
世
豆
田
町
で
は
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
大
火
後
に
、
町
年
寄
や
富
商
を
中
心
に
防
火

機
能
を
重
視
し
た
瓦
葺
の
居
蔵
造
を
主
体
に
し
て
町
再
建
設
の
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
（『
報
告

書
』
第
一
章
六
～
七
頁
）。

　

こ
の
居
蔵
造
は
土
蔵
造
ほ
ど
重
厚
で
は
な
い
も
の
の
、
瓦
葺
屋
根
に
大
壁
塗
込
造
の
外
壁
を

特
徴
と
し
、
大
正
頃
ま
で
豆
田
町
の
主
流
を
な
し
て
い
た
建
築
工
法
で
あ
る
。
建
物
の
外
壁
は

荒
壁
（
中
塗
）
仕
上
、
白
漆
喰
仕
上
、
鼠
・
黒
漆
喰
仕
上
の
手
法
が
用
い
ら
れ
、
荒
壁
（
中
塗
）

よ
り
白
漆
喰
仕
上
、
白
漆
喰
仕
上
よ
り
鼠
・
黒
漆
喰
仕
上
が
耐
久
性
や
防
火
性
に
富
む
が
、
重

厚
に
仕
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
手
間
と
経
費
を
必
要
と
す
る
。

こ
こ
に
咸
宜
園
塾
外
で
の
民
家
利
用
の
塾
寮
が
立
ち
上
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
塾
生
の
紛
糾
や

廣
瀬
家
の
家
業
へ
の
影
響
を
心
配
し
た
結
果
が
、
咸
宜
園
北
隣
で
の
再
出
発
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
日
記
に
み
ら
れ
る
南
家「
北
塾
」か
ら「
仮
称
北
塾
」へ
の
移
動
は
、「
懐
旧
楼
筆
記
」

で
は
前
者
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
後
者
は
仮
称
の
文
字
が
と
れ
て
「
北
塾
」
と
記

し
て
い
る
。
塾
寮
は
移
転
し
た
も
の
の
、
南
家
「
北
塾
」
で
の
事
件
を
不
安
に
思
い
、
最
初
は

「
仮
称
」
と
し
て
い
た
が
風
紀
の
落
ち
着
き
も
あ
っ
て
正
式
に
「
北
塾
」
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
南
家
「
北
塾
」
は
、
淡
窓
が
塾
生
の
増
加
対
策
に
加
え
風
紀
粛
正
を
目
指
し
て
、

往
来
す
る
機
会
の
多
い
廣
瀬
家
と
す
る
こ
と
で
、
自
ら
も
監
督
で
き
る
場
と
し
て
塾
外
社
会
に

設
置
さ
れ
た
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
前
節
の
南
家
土
蔵
も
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、塾
経
営
に
あ
た
っ
て
は
金
銭
面
だ
け
で
な
く
、廣
瀬
家
の
土
地
建
物
が
大
き
な
役
割
を
担
っ

て
き
た
こ
と
を
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

第
四
節

　居
蔵
造
の
荒
壁
（
中
塗
）
と
廣
瀬
家
家
訓
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二
五
日　

新
築
壁
中
塗
成
。
中
塗
俗
称
。

　

淡
窓
が
文
政
一
三
年（
一
八
三
〇
）に
東
家
東
南
に
瓦
葺
の
梅
花
塢（
北
塢
）を
建
設
し
た
が
、

わ
ず
か
二
畳
二
間
の
広
さ
し
か
な
く
狭
か
っ
た
の
で
、新
し
く
そ
の
南
に
建
設
し
た
招
隠
洞（
南

塢
）
の
新
居
建
築
の
記
録
で
あ
る
。
新
築
前
に
久
兵
衛
と
二
度
の
相
談
を
行
い
、
二
二
日
か
ら

大
工
仕
事
を
始
め
る
。
二
八
日
か
ら
屋
根
葺
き
が
始
ま
り
、
晦
日
に
終
わ
る
。
翌
月
二
五
日
に

は
壁
の
「
俗
称
中
塗
」
が
終
わ
っ
て
い
る
。

　

記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
建
築
に
あ
た
っ
て
二
回
も
久
兵
衛
と
相
談
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
中
塗
」
の
こ
と
は
久
兵
衛
か
ら
伝
授
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
招
隠
洞
は
屋

根
を
茅
葺
き
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
居
蔵
造
で
は
な
く
民
家
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、「
中
塗
」
以
上
の
工
法
を
と
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　

招
隠
洞
の
建
設
費
に
関
し
て
、「
懐
旧
楼
筆
記
」（
一
二
月
四
日
）
に
は
、

此
宅
経
営
ノ
費
。
百
三
十
貫
文
余
ヲ
費
セ
リ
。
初
北
塢
ヲ
営
ム
時
。
百
十
貫
ヲ
費
セ
リ
。

北
塢
頗
ル
美
麗
ナ
リ
。
南
塢
質
素
ナ
リ
。
故
ニ
廣
狭
相
遠
ケ
レ
ト
モ
。
費
用
相
近
シ
。

物
ハ
質
ヲ
貴
フ
ヘ
キ
コ
ト
ナ
リ
。

と
あ
る
。
淡
窓
は
、
建
物
は
外
観
よ
り
も
使
い
勝
手
の
良
さ
が
大
事
と
し
て
お
り
、
廣
瀬
家
家

訓
の
「
身
低
心
高
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
淡
窓
は
新
居
を
建
て
る
に
あ
た
っ
て
は
、
廣
瀬
家
の
伝
統
的
建
築
様
式
で
あ
る
居
蔵

造
の
外
壁
を
荒
壁
（
中
塗
）
仕
上
と
す
る
こ
と
に
従
い
、
こ
の
廣
瀬
家
の
鉄
則
を
咸
宜
園
に
お

い
て
も
子
孫
に
伝
え
る
た
め
に
、
あ
え
て
日
記
に
「
中
塗
」
と
い
う
言
葉
を
記
し
た
と
推
察
さ

れ
る
。

　

本
章
で
は
、
廣
瀬
家
が
家
業
の
上
昇
と
と
も
に
屋
敷
地
の
拡
大
を
図
り
、
隆
盛
期
を
迎
え
る

幕
末
期
に
あ
っ
て
は
経
営
状
況
に
即
し
た
屋
敷
地
の
拡
張
や
、
屋
敷
の
大
改
修
を
計
画
的
に
進

め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

な
か
で
も
、
北
と
南
に
対
峙
す
る
屋
敷
地
に
あ
っ
て
は
、
南
家
屋
敷
奥
は
表
通
り
に
比
べ
て

間
口
の
広
い
特
有
の
土
地
空
間
の
な
か
で
、
淡
窓
は
土
蔵
を
講
義
の
場
と
し
て
使
い
、
ま
た
塾

経
営
の
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
後
の
私
塾
咸
宜
園
の
教
育
・
経
営
基
盤
を
養
っ
て
き

た
環
境
空
間
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
か
も
、
こ
の
南
家
表
通
り
に
建
つ
南
主
屋
は
、
淡
窓
転
居
後
に
は
一
時
咸
宜
園
塾
寮
に
組

み
込
ま
れ
て
い
た
経
緯
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
私
塾
咸
宜
園
の
入
門
者
の
増
加
へ
の
対
応
や

門
下
生
の
社
会
教
育
を
進
め
る
上
で
、
咸
宜
園
塾
外
寮
が
出
発
点
と
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
意

義
を
も
つ
。

　

ま
た
、
廣
瀬
家
家
訓
に
則
っ
た
「
質
素
倹
約
」
に
基
づ
く
、
廣
瀬
家
表
通
り
に
建
つ
主
屋
・

南
主
屋
に
お
け
る
外
壁
を
「
中
塗
」
仕
上
げ
と
す
る
特
徴
は
、
歴
代
当
主
に
よ
っ
て
現
在
ま
で

そ
の
精
神
が
引
き
継
が
れ
、
こ
の
伝
統
が
淡
窓
に
よ
っ
て
咸
宜
園
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ

と
は
、
廣
瀬
家
と
淡
窓
が
同
じ
家
と
し
て
の
繋
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
廣
瀬
家
の
土
地
建
物
は
幼
少
期
か
ら
独
立
後
ま
で
淡
窓
を
育
み
、
成

長
さ
せ
て
き
た
過
程
と
、
独
立
後
は
そ
の
家
風
を
共
有
し
な
が
ら
歩
ん
で
き
た
推
移
が
認
め
ら

れ
る
点
に
お
い
て
、
淡
窓
旧
宅
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
土
居 

和
幸
）

【
註
】

１ 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
や
「
淡
窓
日
記
」
に
北
家
、
南
家
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
半
の
書
物
に
は
淡
窓
の

記
し
た
呼
称
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。

２ 

宮
本
雅
明
編
『
日
田
市
豆
田
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
報
告
』
日
田
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
四

３ 

前
掲
書
。

４ 

藤
野　

保
「
幕
藩
制
下
に
お
け
る
天
領
と
藩
と
の
関
係
史
的
考
察
‐
天
領
日
田
の
商
業
資
本
と
九
州
諸
藩
‐
」

（『
九
州
近
世
史
研
究
叢
書
』
図
書
刊
行
会 

一
九
八
四
）
一
八
三
頁
の
第
五
表
の
「
積
書
」
の
分
析
を
通
じ
て

み
た
広
瀬
の
経
営
内
容
を
引
用
し
、
改
変
し
た
。

５ 

『
報
告
書
』
第
三
章
二
六
～
二
七
頁
の
図
３
‐
７
は
、
明
和
九
年
か
ら
天
保
一
三
年
の
間
に
描
か
れ
た
絵
図
と

考
え
た
。
こ
の
絵
図
に
み
ら
れ
る
喜
七
の
名
が
「
懐
旧
楼
筆
記
」
に
み
ら
れ
た
の
で
再
検
討
す
る
と
、

天
明
七
年
に

太
蔵
ハ
。
後
ニ
傳
右
衛
門
ト
称
ス
。
中
城
ノ
者
ナ
リ
。
幼
ヨ
リ
我
家
ニ
使
ハ
レ
タ
リ
。
…
先
考
ヨ
リ
家

第
五
節

　小
結
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19 

海
原 

徹
「
近
世
最
大
の
漢
学
塾
」『
近
世
私
塾
の
研
究
』
思
文
閣
出
版 

一
九
八
三
、同
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

二
〇
〇
八

20 

註
12
と
同
じ
。

21 

「
淡
窓
日
記
」
文
政
五
年
五
月
二
五
日
に
「
中
有
北
塾
生
二
人
。」
と
あ
る
。

22 

海
原 

徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

二
〇
〇
八

23 

『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

二
七
八
頁
。

24 

田
中
加
代
『
広
瀬
淡
窓
の
研
究
』
ぺ
り
か
ん
社 

一
九
九
三
、
註
22

25 

廣
瀬
正
雄
『
贈
従
五
位
廣
瀬
久
兵
衛
傳
』
開
明
堂 

一
九
二
九

26 

註
２
と
同
じ
。

27 

註
２
と
同
じ
。

28 

註
２
と
同
じ
。

（
参
考
文
献
）

入
江　

宏 

『
近
世
庶
民
家
訓
の
研
究
―
「
家
」
の
経
営
と
教
育
―
』
多
賀
出
版 

一
九
九
六

辻
本　

雅
史 

「
近
世
社
会
に
お
け
る
教
育
の
多
様
性
」『
新
体
系
日
本
史
16
教
育
社
会
史
』
山
川
出
版
社 

二
〇
〇
二

岩
本　

馨 

「
近
世
都
市
に
お
け
る
「
知
」
の
空
間
と
場
―
豊
後
国
日
田
咸
宜
園
を
中
心
に
―
」『
近
世
都

市
空
間
の
関
係
構
造
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
八

沖
田　

行
司 

「
能
力
主
義
と
学
問
共
同
体
の
思
想　

廣
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
」『
藩
校
・
私
塾
の
思
想
と
教
育
』

財
団
法
人 

日
本
武
道
館 

二
〇
一
一

財
ヲ
分
チ
。
南
家
ノ
東
ニ
ア
ル
一
宅
ヲ
賜
ヒ
テ
。
住
セ
シ
メ
玉
ヘ
リ
。
其
妻
ハ
。
玖
珠
郡
新
六
ト
云
者

ノ
女
ナ
リ
。
名
ヲ
筆
ト
云
。
幼
ヨ
リ
我
家
ニ
給
事
ス
。
先
考
之
ヲ
太
蔵
ニ
配
シ
玉
ヘ
リ
。
其
子
ニ
岩
吉
。

八
蔵
。
女
磯
。
女
家
。
ト
云
者
生
マ
レ
タ
リ
。
磯
一
人
成
長
シ
テ
。
三
子
ハ
皆
夭
セ
リ
。

と
あ
り
、
傳
右
衛
門
（
太
蔵
）
に
南
家
東
の
一
宅
を
与
え
て
い
る
。
傳
右
衛
門
に
は
男
二
人
と
女
二
人
の
子
ど

も
が
い
た
。

ま
た
、
天
保
一
二
年
に
は

喜
七
カ
母
病
ア
リ
ト
聞
き
テ
。…
太
蔵
二
配
シ
テ
。二
男
二
女
ヲ
生
メ
リ
。太
蔵
後
二
傳
右
衛
門
ト
称
ス
。

其
子
三
人
ハ
、
夭
歿
シ
。
其
一
残
レ
リ
。
即
チ
喜
七
カ
妻
ナ
リ
。
…

と
あ
り
、
傳
右
衛
門
の
養
子
が
喜
七
で
あ
る
。

こ
の
傳
右
衛
門
は
、「
淡
窓
日
記
」
文
化
一
五
年
一
月
二
二
日
に
「
傳
右
衛
門
死
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
後
に

は
喜
七
に
家
を
譲
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
絵
図
は
文
政
元
年
以
降
の
絵
図
面
と
推
察
さ
れ
る
。

６ 

宮
本
雅
明
監
修
『
大
分
県
指
定
有
形
文
化
財　

草
野
家
住
宅
調
査
報
告
書
』
草
野
家
住
宅
保
存
修
理
委
員
会 

二
〇
〇
九

７ 

「
久
兵
衛
日
記
」
嘉
永
二
年
閏
四
月
一
一
日
に
「
土
蔵
下
地
、
石
工
四
人
、
其
外
石
組
、
大
工
。
昨
日
の
通
来
ル
。

隠
居
蔵
少
し
差
支
可
申
。
源
助
方
へ
申
談
候
様
、
久
三
郎
へ
申
含
置
。」
と
あ
る
。

８ 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
寛
政
三
年
に
「
今
春
ニ
及
ン
テ
。
四
極
先
生
予
ヲ
携
ヘ
テ
住
テ
見
エ
シ
ム
。
程
ナ
ク
予
ガ
宅

ノ
南
ノ
南
家
裏
ノ
土
蔵
ヲ
カ
リ
テ
。
其
所
ニ
引
キ
越
サ
レ
タ
リ
。」
と
あ
る
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻
二
五
頁
。

９ 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
享
和
二
年
に
「
南
家
後
園
ノ
土
蔵
ノ
中
ニ
独
居
シ
テ
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
翌
年
も
同
様
の
記

事
が
あ
る
『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

一
一
七
頁
。

10 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
文
化
二
年
に
「
…
再
ヒ
魚
町
ニ
帰
リ
。
南
家
後
園
ノ
土
蔵
ニ
於
テ
講
シ
タ
リ
。」
と
あ
る
。『
増

補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

一
三
一
頁
。

11 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
文
化
三
年
に
「
…
業
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
ハ
。
土
蔵
ノ
内
ニ
於
テ
ス
ル
コ
ト
多
シ
。」
と
あ
る
。『
増

補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

一
四
二
頁
。

12 

日
田
市
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
入
門
簿
の
最
新
分
析
デ
ー
タ
を
用
い
た
。

13 

「
淡
窓
日
記
」
文
化
一
四
年
二
月
二
八
日
に
「
塾
成
。」
と
あ
る
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
中
巻
四
六
八
頁
。

14 

「
淡
窓
日
記
」
文
政
四
年
二
月
八
日
に
「
新
築
上
棟
。」
と
あ
る
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
中
巻
二
一
四
頁
。

15 

「
淡
窓
日
記
」文
政
六
年
三
月
五
日
に「
借
北
隣
長
兵
衛
家
。
移
生
徒
十
余
人
。
三
色
皆
於
西
塾
。
規
約
興
塾
尤
別
。

仮
称
北
塾
。」
と
あ
る
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
中
巻 

二
七
九
頁
。

16 

「
淡
窓
日
記
」
文
政
六
年
月
一
一
月
四
日
に
「
新
塾
上
棟
。」
と
あ
る
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
中
巻
二
九
七
頁
。

17 

「
淡
窓
日
記
」
天
保
二
年
五
月
二
一
日
に
「
制
外
塾
名
。
曰
甲
舎
。
長
兵
衛
家
。
乙
舎
。
五
郎
兵
衛
家
。
丙
舎
。

下
道
政
次
郎
家
。」
と
あ
る
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
中
巻 

四
六
八
頁
。

18 

「
淡
窓
日
記
」
嘉
永
七
年
八
月
五
日
に
「
北
楼
号
甲
舎
。
…
北
塾
号
乙
舎
。
…
閉
戸
菴
号
丙
舎
、鍛
冶
屋
号
丁
舎
。

…
」
と
あ
る
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻
一
二
六
八
頁
。
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こ
こ
で
は
淡
窓
生
家
で
あ
る
廣
瀬
家
建
物
に
残
る
棟
木
墨
書
に
つ
い
て
、
今
回
、
廣
瀬
資
料

館
所
蔵
の
「
久
兵
衛
日
記
」
や
「
廣
瀬
本
家
日
記
」
等
の
史
料
で
補
完
で
き
た
知
見
を
付
加
す
る
。

　

現
存
す
る
廣
瀬
家
の
歴
史
的
建
物
に
は
、
北
家
に
は
主
屋
・
座
敷
・
新
座
敷
・
六
畳
間
・
二
～
四

号
蔵
が
あ
り
、
南
家
に
は
南
主
屋
・
隠
宅
・
六
・
七
号
蔵
が
あ
る
【
註
１
】。
こ
う
し
た
北
家
七
棟
と
南

家
四
棟
を
加
え
た
計
一
一
棟
の
う
ち
、
三
号
蔵
を
除
く
一
〇
棟
の
建
物
に
は
棟
木
墨
書
や
棟
札
（
以

下
、
必
要
に
応
じ
て
呼
び
分
け
る
以
外
は
、「
棟
木
墨
書
」
と
呼
ぶ
。）
が
残
り
、
隠
宅
と
六
畳
間
を

除
く
八
棟
に
は
建
主
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
建
物
に
残
る
棟
木
墨
書
と
日
記
類
や
絵
図
面
と

の
照
合
作
業
に
よ
っ
て
、
建
物
の
変
遷
を
ま
と
め
て
き
た
【
註
２
】。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
報
告
書
』
で
は
、
全
て
の
棟
札
や
棟
木
墨
書
、
さ
ら
に
は
「
淡
窓
日
記
」、「
久

兵
衛
日
記
」、「
廣
瀬
本
家
日
記
」
な
ど
の
史
料
【
註
３
】
を
掲
載
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
、
史
料

を
提
示
し
て
棟
木
墨
書
に
関
し
て
再
検
証
す
る
。

㈠ 

北
家
建
物

主
屋
は
、
外
観
を
家
訓
に
従
い
中
塗
り
で
と
ど
め
、
一
階
正
面
側
に
土
戸
を
入
れ
る
特
徴
を
有
し

て
お
り
、新
築
や
増
改
築
の
履
歴
を
示
す
三
つ
の
棟
木
墨
書
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
年
代
順
に
記
す
。

〔
主
屋
〕

安
政
三
年
丙
辰　

五
月
九
日
上
棟　

六
世
廣
瀬
久
兵
衛
嘉
貞　

七
世
廣
瀬
源
兵
衛
貞
信

大
工
棟
梁
中
山
重
作
斬
明　

〔
主
屋
西
側
〕

元
治
二
年
乙
丑
正
月
七
日　

七
ツ
時
上
棟　

廣
瀬
源
兵
衛
貞
信　

大
工
棟
梁 

中
山
重
作

中
山
種
吉

〔
主
屋
東
側
〕

慶
応
三
年
丁
卯
八
月　

七
ツ
時
上
棟　

廣
瀬
源
兵
衛
貞
信　

大
工
棟
梁
中
山
種
吉

　

主
屋
は
、「
久
兵
衛
日
記
」
安
政
三
年
五
月
九
日
に
、「
普
請
方
、今
日
日
柄
宜
旨
宮
太
夫
よ
り
申
来
。

中
の
間
柱
壱
本
建
立
。
小
屋
取
懸
り
葺
立
候
。」
と
あ
る
。

　

主
屋
西
側
は
、「
本
家
日
記
」
元
治
二
年
一
月
七
日
に
「
…
座
敷
建
□
。
今
朝
六
ツ
時
ヨ
リ
建
始
、

七
ツ
時
上
棟
。」
と
あ
る
。

　

主
屋
東
側
は
、「
本
家
日
記
」
慶
応
三
年
八
月
二
日
に
「
普
請
方
一
時
ヘ
建
物
不
□
。
今
日
七
ツ

時
上
棟
。」
と
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
棟
木
墨
書
の
上
棟
日
と
整
合
す
る
日
記
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
主
屋
の

新
築
後
に
、
そ
の
主
屋
西
側
二
階
を
増
築
し
、
さ
ら
に
使
用
人
の
部
屋
と
さ
れ
る
主
屋
東
側
の
二
階

建
部
分
を
増
築
し
た
過
程
が
わ
か
る
。

　　

次
に
座
敷
は
、
二
間
か
ら
な
る
ザ
シ
キ
と
次
の
間
の
座
敷
境
の
欄
間
に
数
寄
屋
風
の
透
か
し
欄
間

を
使
用
す
る
点
な
ど
に
特
徴
が
み
ら
れ
、
棟
木
墨
書
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

天
保
四
年
癸
巳
四
月
十
五
日
建
之　

博
多
屋
久
兵
衛
嘉
貞　

大
工
棟
梁
中
山
要
助
和
道

　
「
淡
窓
日
記
」
天
保
四
年
九
月
一
一
日
に
は
「
…
過
魚
町
。
観
新
造
室
。
土
木
之
美
。
本
懸
未
有
。

観
之
喜
懽
交
至
。」、「
懐
旧
楼
筆
記
」
同
日
に
は
「
…
座
敷
二
タ
間
。
玄
関
一
ト
間
ヲ
加
へ
作
レ
リ
。

近
日
落
成
。」
と
あ
り
、
淡
窓
は
完
成
し
た
主
屋
を
「
此
日
往
イ
テ
観
タ
リ
」
と
記
述
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
座
敷
の
新
築
上
棟
は
棟
木
墨
書
の
期
日
と
み
て
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
現
在
、
廣
瀬
資
料
館
第
一
展
示
室
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
新
座
敷
は
、
小
屋
組
み
の

造
作
と
土
蔵
に
近
い
堅
固
な
造
り
を
特
徴
と
し
、
新
築
と
増
築
に
関
す
る
次
の
棟
木
墨
書
と
棟
札
が

残
る
。〔

棟
木
墨
書
〕

上
棟　

嘉
永
六
年
癸
丑
初
夏
三
日　

廣
瀬
久
兵
衛
嘉
貞

廣
瀬
源
兵
衛
貞
信　

建
之　

大
工
棟
梁
中
山
重
作
軌
明

〔
棟
札
〕

(
表)　

元
治
元
年
甲
子
七
月
二
十
九
日
七
ツ
時
脩
造
上
棟

(

裏)　

昭
和
十
三
年
四
月
二
十
二
日
隣
家
（
即
チ
新
座
敷
）
改
築
ニ
付
取
コ
ワ
シ
ニ
着
手
タ
ル

日
玄
関
棟
ヨ
リ
出
テ
来
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
本
改
築
工
事
大
工
棟
梁
藤
田
衛
次
郎
）
当
主
正

雄
記

第
一
節

　棟
木
墨
書
と
日
記
記
述
に
つ
い
て

第
二
章

　廣
瀬
淡
窓
旧
宅
建
物
の
棟
木
墨
書
に
つ
い
て



四
八

　

棟
木
墨
書
は
、「
本
家
日
記
」
嘉
永
六
年
四
月
三
日
に
「
東
側
新
座
敷
當
月
上
棟
ニ
付
…
」
と
あ
る
。

　

棟
札
の
表
面
は
「
本
家
日
記
」
元
治
元
年
七
月
二
九
日
に
「
卯
の
方
、
玄
関
附
ケ
替
。
今
明
六
ツ

時
ヨ
リ
取
進
リ
、
七
ツ
時
上
棟
。」、
裏
面
は
「
本
家
日
記
」
昭
和
一
三
年
六
月
二
二
日
に
「
今
日
よ

り
隣
家
し
新
座
敷
改
築
に
か
か
る
。
先
づ
と
り
こ
わ
し
な
り
。」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
期
日
は
一
致

す
る
。

　

ま
た
六
畳
間
は
、
床
に
あ
じ
ろ
天
井
を
張
り
、
床
框
に
紫
檀
を
用
い
る
な
ど
、
数
奇
屋
風
意
匠
を

特
徴
と
し
、
次
の
棟
木
墨
書
が
残
る
。

天
保
九
年
戊
戌
九
月
十
一
日
上
棟　

大
工
長
兵
衛

　

こ
の
棟
木
墨
書
が
示
す
上
棟
に
関
す
る
日
記
記
事
は
、「
淡
窓
日
記
」
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す

で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
【
註
４
】
墨
書
に
建
主
名
が
な
く
、大
工
名
も
他
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

古
材
転
用
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

北
家
で
は
三
棟
残
る
土
蔵
の
う
ち
、
二
棟
の
土
蔵
を
接
続
し
て
一
棟
に
転
用
し
、
廣
瀬
資
料
館
第

二
展
示
室
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
二
号
蔵
と
、
太
い
梁
が
特
徴
の
四
号
蔵
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
棟

木
墨
書
が
残
る
。

〔
二
号
蔵
〕

弘
化
三
年
丙
午
七
月
廿
七
日
古
蔵
相
求
建
之

　

博
多
屋
鉄
之
助
貞
信　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
棟
梁
田
中
源
作

嘉
永
七
年
甲
寅
四
月
五
日
建
替

〔
二
号
蔵
増
築
部
〕

慶
応
四
年
戊
辰
九
月
八
日
上
棟　

廣
瀬
源
兵
衛
貞
信　

廣
瀬
久
右
衛
門
貞
季　

大
工
棟
梁
中
山
種
吉

〔
四
号
蔵
の
棟
木
墨
書
〕

天
保
四
年
癸
巳
三
月
二
十
日
建
之　

博
多
屋
久
兵
衛
嘉
貞　

大
工
棟
梁
中
山
要
助
和
道

　

二
号
蔵
に
つ
い
て
は
、『
報
告
書
』
第
三
章
に
お
い
て
建
築
時
期
を
嘉
永
七
年
と
推
定
し
た
。
と

こ
ろ
が
、「
久
兵
衛
日
記
」
嘉
永
七
年
に
二
号
蔵
に
関
す
る
次
の
記
述
が
み
ら
れ
た
。

三
月
二
五
日　

一
、
大
工
十
人
来
ル
。
荒
物
蔵
取
片
付
ル
。

三
月
二
九
日　

一
、
今
日
新
土
蔵
屋
根
取
払
候
ニ
付
、
竹
田
よ
り
人
足
十
人
程
相
雇
候
事
、
大

工
六
人
来
ル
。

四
月　

一
日　

一
、
大
工
六
人
参
ル
。
蔵
取
払
拂
人
足
十
人
程
相
雇
、
今
日
荒
方
出
来
。

一
、
棣
園
入
来
。
淡
窓
君
入
来
。
是
よ
り
も
両
家
は
参
る
。

四
月　

五
日　

一
、
土
蔵
柱
立
、
隠
宅
建
次
棟
上
ニ
付
、
大
工
十
四
人
、
石
工
一
人
、
竹
田
日

用
九
人
、
宿
元
手
傳
四
人
ニ
て
、
都
合
能
出
為
祝
儀
。
夕
赤
飯
鱠
ニ
て
、

酒
出
ス
左
の
通

重
作
ニ
朱
。
種
吉
三
十
目
。
源
作
十
匁
外
十
匁
充
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
月
二
五
日
に
「
荒
物
蔵
」
を
片
づ
け
始
め
て
、
四
月
一
日
に
は
蔵
を
取
り
壊
し
、

五
日
に
棟
上
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
嘉
永
六
年
か
ら
の
新
座
敷
の
建
築
や
隠
宅
の
造
作
と
並
行

し
て
蔵
の
壁
の
荒
打
ち
な
ど
を
行
い
、
七
月
に
は
土
壁
塗
り
を
経
て
完
成
し
て
い
る
記
事
が
続
い
て

い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
作
業
工
程
は
蔵
の
解
体
か
ら
棟
上
ま
で
を
書
き
残
し
て
お
り
、
二
号
蔵
の

棟
木
墨
書
に
「
嘉
永
七
年
甲
寅
四
月
五
日
建
替
」
と
あ
る
【
註
５
】
こ
と
か
ら
、
こ
の
蔵
が
二
号
蔵
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

つ
ま
り
、
弘
化
三
年
に
建
築
さ
れ
た
二
号
蔵
を
、
嘉
永
七
年
に
建
て
替
え
て
、
慶
応
四
年
に
増
築

し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
建
築
年
代
の
訂
正
を
行
っ
て
お
く
。

　

な
お
、
二
号
蔵
増
築
部
は
、「
本
家
日
記
」
慶
応
四
年
九
月
八
日
に
「
…
今
□
七
ツ
時
ヨ
リ
建
始
、

今
□
八
ツ
時
上
棟
。
…
」
と
あ
り
、
四
号
蔵
は
「
淡
窓
日
記
」
に
も
記
述
が
み
ら
れ
ず
【
註
６
】、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。

㈡ 

南
家
建
物

　

続
い
て
南
家
の
建
物
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
北
家
主
屋
と
同
様
に
外
観
を
中
塗
り
と

す
る
特
徴
を
も
つ
南
主
屋
に
は
、
次
の
棟
木
墨
書
が
残
る
。

　
　

文
久
三
年　

癸
亥
五
月
二
十
六
日
上
棟　

廣
瀬
久
兵
衛
嘉
貞

廣
瀬
源
兵
衛
貞
信　

大
工
中
山
重
作　

中
山
種
吉

　
「
本
家
日
記
」
文
久
三
年
五
月
二
六
日
に
「
向
屋
敷
□
家
、今
日
上
棟
ニ
付
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

墨
書
の
上
棟
日
と
一
致
す
る
。

　

南
主
屋
の
南
側
に
位
置
す
る
隠
宅
は
、
茶
室
や
庭
園
を
備
え
た
数
寄
屋
造
を
特
徴
と
し
て
お
り
、

次
の
棟
木
墨
書
が
残
る
。



時　代 建　物 建　　主 大　　工

天保 4 年 1833
北家 四号蔵 博多屋久兵衛嘉貞 中山要助和道

北家 座敷 博多屋久兵衛嘉貞 中山要助和道

天保 9 年 1838 北家 六畳間 （記載なし） 長兵衛

天保 13 年 1842 ― ― （記載なし） 田中貞八

弘化 3 年 1846 北家 二号蔵 博多屋鉄之助貞信 田中源作

嘉永 2 年 1849 南家 七号蔵 博多屋源兵衛貞信　 中山種吉　田中源作

嘉永 3 年 1850 南家 隠宅新築 （記載なし） （記載なし）

嘉永 6 年 1853 北家 新座敷 廣瀬久兵衛嘉貞　廣瀬源兵衛貞信 中山重作軌明

嘉永 7 年
1854

北家 二号蔵建替 （記載なし） （記載なし）

安政 元年 北家 茶室 ( 旧六畳間か ) （記載なし） （記載なし）

安政 3 年 1856 北家 主屋 六世廣瀬久兵衛嘉貞　七世廣瀬源兵衛貞信 中山重作軌明

文久 3 年 1863
南家 六号蔵 廣瀬久兵衛嘉貞　廣瀬源兵衛貞信 中山重作　中山種吉

南家 南主屋 廣瀬久兵衛嘉貞　廣瀬源兵衛貞信 中山重作　中山種吉

元治 2 年 1865 北家 主屋西増築 廣瀬源兵衛貞信 中山重作　中山種吉

慶応 3 年 1867 北家 主屋東増築 廣瀬源兵衛貞信 中山種吉

慶応 4 年 1868 北家 二号蔵増築 廣瀬源兵衛貞信　廣瀬久右衛門貞季 中山種吉
四
九

（
下　

端
）
天
保
十
三
年
壬
寅
四
月
庚
夘
月
建
立　

大
工
棟
梁
田
中
貞
八

（
北
側
面
）
嘉
永
三
年
庚
戌
六
月
改
置
礎
石
増
以
数
楹

　

こ
の
二
箇
所
み
ら
れ
る
棟
木
墨
書
に
つ
い
て
は
隠
宅
や
庭
園
と
一
緒
に
第
三
章
で
詳
述
す
る
が
、

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
天
保
一
三
年
の
建
築
古
材
を
再
利
用
し
て
、
嘉
永
三
年
に
隠
宅
が
新
築
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
号
蔵
同
様
に
建
築
年
代
の
訂
正
を
行
っ
て
お
く
。

　

こ
の
ほ
か
土
蔵
は
、
土
戸
を
持
ち
二
区
画
に
分
か
れ
た
大
規
模
な
六
号
蔵
と
、
曲
が
り
の
大
き
い

太
く
立
派
な
梁
や
桁
を
使
っ
た
七
号
蔵
に
、
そ
れ
ぞ
れ
棟
木
墨
書
が
残
っ
て
い
る
。

〔
六
号
蔵
の
棟
木
墨
書
〕

文
久
三
年　

癸
亥
二
月
七
日
上
棟　

廣
瀬
久
兵
衛
嘉
貞

廣
瀬
源
兵
衛
貞
信　

大
工
棟
梁　

中
山
重
作

中
山
種
吉

〔
七
号
蔵
の
棟
木
墨
書
〕

嘉
永
二
年
己
酉　

閏
四
月
十
四
日
上
棟　

博
多
屋
源
兵
衛
貞
信　

大
工
棟
梁
田
中
源
作

但
安
永
八
己
亥
年
隈
町
魚
屋
吉
右
衛
門
古
土
蔵
求
之
修
覆
也

　

六
号
蔵
は
「
本
家
日
記
」
文
久
三
年
二
月
七
日
に
「
上
棟
ニ
付
…
」
と
あ
る
。

　

七
号
蔵
は
「
久
兵
衛
日
記
」
嘉
永
二
年
閏
四
月
一
四
日
に
「
土
蔵
棟
上
相
済
。
例
の
通
酒
宴
相
催
。」

と
あ
る
。

　

以
上
、
廣
瀬
家
建
物
の
棟
札
墨
書
に
記
さ
れ
た
建
築
年
代
は
、
六
畳
間
を
除
い
て
、
各
日
記
で
追

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

㈠ 

屋
号
か
ら
苗
字
へ

　

前
節
に
お
い
て
、
廣
瀬
家
建
物
の
棟
木
墨
書
を
ま
と
め
た
が
、
そ
れ
を
建
築
年
代
順
に
示
し

た
の
が
、
表
３
で
あ
る
【
註
７
】。
建
主
に
注
目
す
る
と
、
嘉
永
年
間
頃
を
境
に
し
て
、
以
前
は
廣

瀬
家
屋
号
の
博
多
屋
、
以
後
は
廣
瀬
の
苗
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
博
多
屋
は
、

廣
瀬
家
第
一
世
五
左
衛
門
が
魚
町
に
移
住
し
、
初
め
は
堺
屋
で
あ
っ
た
が
後
に
博
多
屋
と
変
更

し
、
以
後
一
貫
し
て
こ
の
屋
号
を
用
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
廣
瀬
の
苗
字
に
つ
い
て
は
、
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
に
淡
窓
が
永
世
苗
字
帯
刀

を
許
さ
れ
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
久
兵
衛
が
其
身
一
代
苗
字
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）

に
永
世
苗
字
一
代
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
る
【
註
８
】。

　

淡
窓
は
、
こ
の
久
兵
衛
の
一
代
帯
刀
永
々
苗
字
に
つ
い
て
「
懐
旧
楼
筆
記
」
に

表 3　廣瀬淡窓旧宅の棟木墨書（下線は、『報告書』第 3 章の修正箇所）

第
二
節

　棟
木
墨
書
の
建
主
に
つ
い
て



五
〇

久
兵
衛
才
幹
ヲ
以
テ
。
寵
遇
ヲ
ウ
ケ
。
諸
役
関
ラ
サ
ル
所
ナ
シ
。
是
故
ヲ
以
テ
。
苗
字
御

免
ノ
事
ア
リ
。
…
此
公
ノ
恩
遇
。
我
家
ニ
於
テ
ハ
長
ク
忘
却
ス
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
我
家
ニ
於
テ
ハ
長
ク
忘
却
」
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
言
葉
は
、
淡
窓
が
久
兵
衛
に
廣

瀬
家
永
続
の
願
を
こ
め
た
も
の
で
、こ
の
こ
と
か
ら
嘉
永
六
年
以
後
は
「
博
多
屋
」
で
な
く
「
廣

瀬
」
の
苗
字
を
棟
木
墨
書
に
書
き
記
す
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

㈡ 

建
主
の
併
記
に
つ
い
て

　

ま
た
棟
木
墨
書
に
は
（
表
３
）、
建
主
名
を
併
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
嘉
永
六
年
・
安

政
三
年
・
文
久
三
年
の
久
兵
衛
と
源
兵
衛
、
慶
応
四
年
の
源
兵
衛
と
久
右
衛
門
で
あ
る
。
久

兵
衛
と
源
兵
衛
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
廣
瀬
家
第
六
世
当
主
で
あ
っ
た
久
兵
衛
に
嫡
子
が
い

な
か
っ
た
の
で
、
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
長
女
キ
チ
と
の
養
子
縁
組
で
迎
え
ら
れ
た
の

が
鉄
之
助
（
源
兵
衛
）
で
あ
る
。
二
年
後
の
鉄
之
助
一
六
歳
の
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に

は
、
当
主
久
兵
衛
か
ら
家
督
を
譲
り
受
け
て
廣
瀬
家
第
七
世
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
以
後
、
天

保
七
年
に
は
鉄
之
助
が
天
保
三
年
に
久
兵
衛
が
命
じ
ら
れ
た
掛
屋
名
義
を
任
さ
れ
、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
に
は
名
を
鉄
之
助
か
ら
源
兵
衛
へ
と
改
め
て
い
る
【
註
９
】
。

　

そ
れ
で
は
棟
木
墨
書
を
併
記
と
し
た
理
由
と
は
何
か
。
廣
瀬
家
の
掛
屋
関
係
史
料
に
は
、
後

述
す
る「
積
書
」や「
証
文
」の
類
が
あ
る
。「
積
書
」に
は
家
督
相
続
後
の
天
保
三
年
に
久
兵
衛
・

源
兵
衛
名
義
、「
証
文
」
は
天
保
七
年
正
月
に
日
田
御
役
所
に
宛
て
た
廣
瀬
久
兵
衛
・
鉄
之
助

名
義
が
管
見
さ
れ
る
【
註
10
】
。
こ
う
し
た
連
名
書
き
は
久
兵
衛
の
時
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
さ

そ
う
で
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
久
兵
衛
が
第
五
世
三
郎
右
衛
門
か
ら
家
督
を
相
続
し
た

際
に
、「
諸
藩
用
達
の
事
は
、
其
後
も
暫
く
は
父
子
連
名
を
以
て
し
、
追
々
久
兵
衛
単
独
」
と

す
る
こ
と
と
し
、そ
の
後
の
文
化
一
二
年
一
二
月
に
は
「
父
君
官
府
に
老
を
告
げ
て
退
隠
」
し
、

「
家
政
を
久
兵
衛
に
傳
へ
」
て
い
る
【
註
11
】
。
こ
れ
は
、
次
期
当
主
が
一
人
前
に
な
る
た
め
の
経

過
措
置
で
も
あ
ろ
う
。

　

次
の
久
兵
衛
の
場
合
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
家
督
を
譲
っ
た
後
は
「
積
書
」
や
「
証
文
」

は
父
子
名
併
記
と
し
、
源
兵
衛
と
一
緒
に
商
い
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
先
代
と
同
様
で
あ
る

が
、
久
兵
衛
が
閑
居
し
な
か
っ
た
た
め
、
併
記
の
「
証
文
」
は
安
政
六
年
ま
で
続
い
て
い
る
。

棟
木
墨
書
は
と
い
う
と
、
天
保
四
年
の
座
敷
・
四
号
蔵
は
久
兵
衛
単
独
で
書
か
れ
て
お
り
、
す

で
に
家
督
相
続
が
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
積
書
」
や
「
証
文
」
の
よ
う
に
併
記
は
し
て

い
な
い
。
逆
に
、
嘉
永
六
年
か
ら
久
兵
衛
・
源
兵
衛
併
記
が
長
く
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
棟
木
墨
書
と
「
積
書
」
な
ど
の
併
記
の
意
味
合
い
は
同
じ
で
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
嘉
永
二
年
に
久
兵
衛
が
受
け
た
「
申
渡
」
に

記
さ
れ
た
連
名
の
踏
襲
と
理
解
し
た
い
。「
申
渡
」
に
は
「
豊
後
国
日
田
郡
豆
田
町
組
頭　

廣

瀬
久
兵
衛　

忰
源
兵
衛
」
と
、
二
人
の
名
が
連
記
さ
れ
て
い
る
【
註
12
】
。
当
時
日
田
郡
で
苗
字
帯

刀
を
許
さ
れ
た
の
は
、
庄
屋
二
家
と
淡
窓
の
他
に
は
お
ら
ず
、
廣
瀬
家
当
主
と
し
て
は
初
め
て

の
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
恩
賞
を
受
け
て
、「
申
渡
」
に
「
自
今
以
後
諸
事
相
励
、
永
家

名
相
続
可
致
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
永
く
家
名
が
続
く
よ
う
に
と
の
願
い

を
込
め
て
二
人
の
併
記
が
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢ 

建
主
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

　

安
政
三
年
一
二
月
八
日
、
淡
窓
が
亡
く
な
っ
て
一
月
後
に
旭
荘
は
、
府
内
に
い
る
久
兵
衛

宛
に
「
淡
窓
の
死
を
以
っ
て
久
兵
衛
に
退
隠
を
勧
め
る
」
手
紙
【
註
13
】

を
送
っ
て
い
る
。
当
時
、

久
兵
衛
は
府
内
藩
で
吉
兆
原
・
庄
ノ
原
開
拓
の
陣
頭
指
揮
に
あ
た
っ
て
お
り
、
引
き
続
き
文
久

元
年
か
ら
元
治
元
年
ま
で
は
同
藩
の
元
治
水
井
路
改
修
工
事
を
手
掛
け
て
い
た
。

　
『
廣
瀬
久
兵
衛
傳
』
に
よ
れ
ば
、
久
兵
衛
は
文
久
三
年
に
退
隠
す
る
と
あ
る
【
註
14
】
。
久
兵
衛

不
在
の
廣
瀬
家
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
元
治
二
年
（
一
八
六
七
）

に
行
わ
れ
た
北
家
主
屋
の
西
へ
の
増
築
で
は
源
兵
衛
単
独
の
墨
書
と
な
っ
て
い
る
。
府
内
藩
で

の
元
治
水
井
路
の
改
修
工
事
が
一
段
落
し
た
こ
と
が
、
久
兵
衛
を
事
実
上
の
閑
居
の
道
へ
と
導

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

源
兵
衛
は
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
四
月
一
八
日
に
幕
府
よ
り
忰
代
迄
帯
刀
を
許
さ
れ
【
註
15
】
、

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
は
同
じ
く
永
々
苗
字
帯
刀
を
認
め
ら
れ
て
い
る
【
註
１
６
】
。
と
く
に
、

後
者
の
恩
賞
に
よ
っ
て
慶
応
四
年
の
二
号
蔵
の
棟
木
墨
書
に
源
兵
衛
と
共
に
そ
の
長
男
で
あ
る

久
右
衛
門
の
併
記
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
先
の
久
兵
衛
・
源
兵
衛
の
併
記
の



五
一

　

廣
瀬
家
の
屋
敷
普
請
に
あ
た
っ
て
は
、
棟
木
墨
書
な
ど
か
ら
数
名
の
大
工
棟
梁
が
携
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
建
築
年
代
順
に
そ
の
名
を
列
挙
す
る
と
、
中
山
要
助
、
田
中
貞
八
、
田

中
源
作
、
中
山
重
作
、
中
山
種
吉
の
五
名
で
あ
る
。
豆
田
町
の
大
工
棟
梁
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
伝
統
的
建
造
物
群
の
調
査
に
お
い
て
同
町
に
お
け
る
大
工
棟
梁
の
系
譜
が
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
、
江
戸
時
代
後
期
（
一
九
世
紀
）
の
豆
田
町
で
は
、
主
に
中
山
・
田
中
・
井
上
姓
に
よ
る
三

派
の
大
工
棟
梁
が
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
【
註
18
】。
こ
の
こ
と
か
ら
廣
瀬
家
屋
敷
に
は
、

中
山
と
田
中
一
派
の
大
工
が
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、淡
窓
六
三
歳
の
「
懐
旧
楼
筆
記
」
天
保
一
五
年
一
二
月
二
六
日
に
、次
の
記
事
が
あ
る
。

大
工
貞
八
死
ス
。賻
儀
ヲ
贈
レ
リ
。彼
レ
幼
時
ヨ
リ
熱
ス
ル
所
ナ
リ
。濠
梁
転
居
ノ
時
二
至
ッ
テ
。

西
家
ヲ
始
メ
。
諸
塾
ノ
経
営
。
一
ト
シ
テ
彼
ガ
手
ヲ
経
サ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。
故
ニ
ソ
ノ
死

始
ま
り
と
同
様
で
あ
る
。

　

以
上
、
棟
木
墨
書
の
建
主
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
名
は
、
久
兵
衛
・
源

兵
衛
併
記
は
久
兵
衛
の
掛
屋
任
命
や
褒
賞
を
起
因
と
し
、
源
兵
衛
の
掛
屋
継
承
や
恩
賞
に
よ
っ

て
受
け
継
が
れ
、
廣
瀬
家
に
お
け
る
両
人
の
功
績
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

廣
瀬
家
で
は
代
々
「
心
高
身
低
」
を
家
訓
・
家
風
と
し
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
三
世
当

主
久
兵
衛
の
、
人
は
「
心
は
高
く
、
身
は
卑
く
す
べ
し
」
に
よ
る
。
久
兵
衛
の
恩
賞
を
淡
窓
は

日
記
に
「
苗
字
傳
家
」
と
書
き
記
し
、
こ
の
日
魚
町
で
催
さ
れ
た
「
賀
宴
」
の
席
上
で
久
兵
衛

に
口
伝
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

淡
窓
の
「
苗
字
傳
家
」
は
、
各
建
物
に
建
主
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
淡
窓
と
廣
瀬
家

の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
こ
と
（『
報
告
書
』
や
本
稿
四
～
六
章
）
か
ら
、
淡
窓
が
久
兵
衛
に

対
し
て
廣
瀬
家
の
名
誉
維
持
の
た
め
の
基
本
理
念
を
伝
授
し
た
【
註
17
】

も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
伝
家
は
、「
心
高
身
低
」
の
廣
瀬
家
に
あ
っ
て
は
二
人
の
功
績
を
外
的
に
見
せ
る

の
で
は
な
く
、
普
段
他
人
が
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
棟
木
墨
書
に
書
き
残
す
こ
と
で
家
の
名
誉

と
し
て
子
々
孫
々
に
ま
で
伝
え
ら
れ
、
今
日
ま
で
保
存
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

ヲ
録
ス
。

年
五
十
五
ナ
リ
。 

　

こ
れ
は
淡
窓
が
廣
瀬
家
か
ら
咸
宜
園
に
転
居
し
、
西
家
に
居
を
構
え
て
私
塾
咸
宜
園
を
開
塾

し
て
以
後
、
咸
宜
園
に
関
係
す
る
建
物
の
建
築
に
田
中
貞
八
が
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
内
容
で

あ
る
【
註
19
】。
田
中
貞
八
は
、
没
後
の
嘉
永
三
年
建
築
の
遠
思
楼
【
註
20
】

を
除
く
、
咸
宜
園
跡
の
大

半
の
施
設
建
築
を
手
掛
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

私
塾
咸
宜
園
開
塾
以
前
は
と
い
え
ば
、
文
化
四
年（
一
八
〇
七
）
の
桂
林
園(

荘)

は
喜
右
衛
門
【
註
21
】、

伯
父
月
化
（
廣
瀬
家
第
四
世
当
主
）
の
咸
宜
園
秋
風
庵
増
築
（
一
七
八
八
）
は
中
城
村
後
藤
喜

重
と
隈
町
佐
藤
伊
平
で
あ
り
【
註
22
】、
こ
れ
ら
に
は
田
中
貞
八
の
名
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
廣
瀬
家
や
私
塾
咸
宜
園
建
物
と
大
工
棟
梁
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
４
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
私
塾
咸
宜
園
で
は
田
中
貞
八
（
定
八
）
が
長
年
携
わ
っ
て
お
り
、
南
塢
・

北
塢
合
体
建
築
に
あ
た
っ
て
は
田
中
貞
八
と
と
も
に
中
山
要
助
も
関
わ
っ
て
い
る
【
註
23
】。 

　

こ
の
両
名
は
廣
瀬
家
で
は
隠
宅
を
田
中
貞
八
、
座
敷
・
四
号
蔵
を
中
山
要
助
が
建
築
し
て
お
り
、

中
山
要
助
は
古
く
は
文
化
六
年
建
築
の
豆
田
町
旧
浦
上
家
の
土
蔵
棟
木
墨
書
に
そ
の
名
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
【
註
24
】。

　

ま
た
、
桂
林
園
は
喜
右
衛
門
が
建
築
し
て
い
る
。
こ
の
大
工
が
淡
窓
生
誕
以
前
の
廣
瀬
家
建

物
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
明
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
貞
八
の
名
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
文
化
年
間
以
来
、
廣
瀬
家
や
淡
窓
の
咸
宜
園
で
は
中
山
要
助
と
田
中
貞
八
を
お
抱
え
大

工
と
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
文
化
七
年
に
廣
瀬
家
当
主
が
第
六
世
久
兵
衛
に
な
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

こ
の
時
期
に
は
田
中
派
や
中
山
派
の
大
工
棟
梁
が
廣
瀬
家
に
出
入
り
し
始
め
、
淡
窓
が
咸
宜
園

に
転
居
す
る
と
同
時
に
廣
瀬
家
お
抱
え
の
田
中
貞
八
が
淡
窓
の
咸
宜
園
建
物
に
も
関
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
、
廣
瀬
家
建
物
に
残
る
棟
木
墨
書
の
棟
梁
名
は
淡
窓
と
弟
久

兵
衛
、
言
い
か
え
れ
ば
淡
窓
と
廣
瀬
家
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
大
工
二
人
も
、
天
保
一
五
年
に
は
田
中
貞
八
が
死
去
し
、
天
保
一
〇
年
以
後
は
要
助
の

名
が
豆
田
町
の
建
物
棟
木
墨
書
か
ら
見
受
け
ら
れ
な
く
な
る
と
、
天
保
年
間
に
は
田
中
派
は
貞

八
か
ら
源
作
へ
、
中
山
派
は
要
助
か
ら
重
作
、
種
吉
へ
と
受
け
継
が
れ
、
こ
の
三
名
が
幕
末
期

第
三
節

　棟
木
墨
書
の
大
工
棟
梁
に
つ
い
て



年 代
廣瀬家 

関係建物

淡窓 

関係建物

大 工
根 拠

中山一派 田中一派

天明 08 年 1788 秋風庵増築

中城村 

後藤喜重 

隈町 

佐藤伊平

棟木墨書

文化 04 年 1807 桂林園 ( 荘 ) 喜右衛門 懐旧楼筆記

文化 14 年 1817 新宅 ( 西塾内 ) 定八 懐旧楼筆記

文政 04 年 1820 咸宜園講堂 ( 貞八 ) 懐旧楼筆記

文政 06 年 1823 咸宜園東塾 ( 貞八 ) 懐旧楼筆記

文政 13 年 1830 梅花塢 ( 貞八 ) 懐旧楼筆記

天保 03 年 1832 招隠洞 ( 貞八 ) 懐旧楼筆記

天保 04 年 1833
座敷 

四号蔵
要助 棟木墨書

天保 10 年 1839 南塢・北塢 要助 貞八 懐旧楼筆記

天保 13 年 1842 貞八 棟木墨書

弘化 03 年 1846 二号蔵 源作 棟木墨書

嘉永 02 年 1849 七号蔵 源作 棟木墨書

嘉永 03 年 1850
遠思楼 淡窓日記

隠宅新築 棟木墨書

嘉永 06 年 1853 新座敷 重作 棟木墨書

嘉永 07 年 1854 二号蔵改築 源作 棟木墨書

安政 03 年 1856 主屋 重作 棟木墨書

文久 03 年 1863
六号蔵 

南主屋
　 重作 種吉 棟木墨書

元治 02 年 1865 主屋西増築 種吉 棟木墨書

慶応 03 年 1867 主屋東増築 種吉 棟木墨書

慶応 04 年 1868 二号蔵増築 種吉 棟木墨書

五
二

　

以
上
、
本
章
で
は
廣
瀬
家
建
物
の
棟
木
墨
書
に
つ
い
て
ま
と
め
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
に
は

屋
号
「
博
多
屋
」
か
ら
苗
字
「
廣
瀬
」
へ
の
変
化
、一
つ
に
は
建
主
の
「
当
主
単
独
表
記
」
か
ら
「
当

主
父
子
併
記
」
へ
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

以
前
よ
り
、
豆
田
町
や
隈
町
の
町
家
に
お
け
る
棟
木
墨
書
の
痕
跡
は
、
他
の
地
域
に
比
べ
多
く
存

在
す
る
た
め
、
建
築
年
代
が
明
確
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
廣
瀬
家
の
よ
う
に
一

つ
の
家
に
お
い
て
そ
の
大
半
の
建
物
に
墨
書
が
残
さ
れ
る
も
の
は
他
に
例
を
み
な
い
。

　

し
か
も
、「
淡
窓
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
廣
瀬
家
関
係
日
記
か
ら
建
築
年
代
を
裏
づ
け
が
な
さ

れ
る
点
で
は
、
幕
末
期
豆
田
町
の
建
築
物
に
お
け
る
編
年
指
標
と
な
り
え
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
日
田
の
建
築
史
を
よ
り
多
面
的
に
解
明
す
る
史
料
と
し
て
の
大
き
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
日
記
や
墓
地
調
査
か
ら
大
工
棟
梁
の
変
遷
の
一
端
を
知
り
え
る
こ
と
で
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。「
久
兵
衛
日
記
」
や
「
本
家
日
記
」
に
は
日
々
の
大
工
仕
事
の
工
程
や
大
工
数
な
ど
の
記

載
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
今
後
こ
う
し
た
こ
と
を
丹
念
に
拾
い
上
げ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
、

伝
統
的
建
造
物
群
と
し
て
今
日
保
存
さ
れ
て
い
る
豆
田
町
の
大
き
な
課
題
で
も
あ
る
。　

　

ま
た
、
久
兵
衛
・
源
兵
衛
時
代
の
建
物
群
の
う
ち
主
屋
や
南
主
屋
と
い
っ
た
通
り
に
面
し
た
家
屋

に
「
質
素
倹
約
」
の
家
訓
が
見
て
と
れ
る
こ
と
は
、
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
棟
木
墨
書
に

は
こ
う
し
た
家
訓
と
は
別
に
、
両
当
主
が
幕
府
か
ら
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
恩
賞
を
、
先
代
か
ら
伝

わ
る
「
心
高
身
低
」
の
家
風
や
淡
窓
の
「
苗
字
伝
家
」
に
従
っ
て
、
継
承
、
実
践
し
た
証
が
揮
毫
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
功
績
を
末
代
ま
で
伝
記
し
た
棟
木
墨
書
の
存
在
は
、
廣
瀬
家
建
物
を
現
在
ま

で
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
保
存
し
続
け
て
く
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

（
土
居 

和
幸
・
今
村 

華
子
）

の
廣
瀬
家
建
物
の
建
築
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
【
註
25
】
。

　

さ
ら
に
安
政
三
年
八
月
の
「
本
家
日
記
」
を
最
後
に
源
作
の
名
は
日
記
に
記
さ
れ
な
く
な
る
。

そ
の
後
は
中
山
重
作
と
種
吉
二
人
が
受
け
持
つ
こ
と
に
な
り
、
元
治
二
年
四
月
二
〇
日
に
重
作

が
亡
く
な
る
【
註
26
】

と
中
山
種
吉
が
一
手
に
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
る
【
註
27
】
。

　

こ
の
よ
う
に
、
廣
瀬
家
の
棟
木
墨
書
は
建
築
に
携
わ
っ
た
当
時
の
大
工
棟
梁
の
変
遷
や
、
廣

瀬
家
と
咸
宜
園
建
物
の
大
工
棟
梁
の
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

表 4　廣瀬淡窓旧宅と淡窓関係建物の大工棟梁の変遷

第
四
節

　小
結



慶
応　

四
年

慶
応　

三
年

元
治　

二
年

元
治　

元
年

文
久　

三
年

安
政　

三
年

嘉
永　

七
年

嘉
永　

六
年

嘉
永　

三
年

嘉
永　

二
年

弘
化　

三
年

天
保
一
三
年

天
保　

九
年

天
保
四
年 年　

代一
八
六
八

一
八
六
七

一
八
六
五

一
八
六
四

一
八
六
三

一
八
五
六

一
八
五
四

一
八
五
三

一
八
五
〇

一
八
四
九

一
八
四
六

一
八
四
二

一
八
三
八

一
八
三
三

二
号
蔵
増
築

主
屋
東
増
築

主
屋
西
増
築

新
座
敷
玄
関
棟

南
主
屋

六
号
蔵

主
屋
二
号
蔵
改
築

新
座
敷

隠
宅
増
築

七
号
蔵

二
号
蔵
新
築

隠
宅
六
畳
間

四
号
蔵

座
敷
建
物
名

没
後
の
た
め
記
録
な
し

没
後
の
た
め
記
録
な
し

没
後
の
た
め
記
録
な
し

没
後
の
た
め
記
録
な
し

没
後
の
た
め
記
録
な
し

没
後
の
た
め
記
録
な
し

記
述
な
し

記
述
な
し

記
述
な
し

記
述
あ
り

記
述
な
し

記
述
な
し

記
述
な
し

記
述
な
し

記
述
な
し

記
述
あ
り淡
窓
日
記

府
内
在
住
の
た
め
記
録
な
し

府
内
在
住
の
た
め
記
録
な
し

府
内
在
住
の
た
め
記
録
な
し

府
内
在
住
の
た
め
記
録
な
し

府
内
在
住
の
た
め
記
録
な
し

府
内
在
住
の
た
め
記
録
な
し

記
述
あ
り

記
述
あ
り

福
岡
在
住
の
た
め
記
録
な
し

記
述
あ
り

記
述
あ
り

日
記
が
現
存
し
て
い
な
い

府
内
在
住
の
た
め
記
録
な
し

日
記
を
書
く
以
前

日
記
を
書
く
以
前

日
記
を
書
く
以
前

久
兵
衛
日
記

記
述
あ
り

記
述
あ
り

記
述
あ
り

記
述
あ
り

記
述
あ
り

記
述
あ
り

日
記
が
現
存
し
な
い

日
記
が
現
存
し
な
い

記
述
あ
り

四
月
一
一
日
以
降
記
述
な
し

日
記
を
書
く
以
前

日
記
を
書
く
以
前

日
記
を
書
く
以
前

日
記
を
書
く
以
前

日
記
を
書
く
以
前

日
記
を
書
く
以
前

本
家
日
記

五
三

【
註
】

１ 
各
建
物
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
伊
東
龍
一
・
岸
泰
子
両
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

２ 
そ
の
変
遷
に
あ
た
っ
て
は
『
報
告
書
』
に
お
い
て
、
淡
窓
を
中
心
に
、
淡
窓
が
生
ま
れ
て
か
ら
没
す
る
ま
で
を

「
淡
窓
時
代
」、
そ
の
以
前
を
「
淡
窓
生
誕
以
前
」、
没
後
を
「
淡
窓
没
後
の
時
代
」
の
三
時
期
に
分
け
、「
淡
窓

時
代
」
は
淡
窓
が
咸
宜
園
に
移
り
住
む
ま
で
を
「
魚
町
居
住
時
代
」、
咸
宜
園
に
移
り
住
ん
で
か
ら
を
「
咸
宜

園
居
住
時
代
」
に
細
分
し
て
い
る
。

３ 

そ
れ
ぞ
れ
の
日
記
の
記
述
の
有
無
に
関
し
て
は
、
次
表
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

４ 

『
報
告
書
』
第
三
章 

三
二
頁
参
照
。

５ 

『
日
田
市
豆
田
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
報
告
』（
宮
本
雅
明
編 

二
〇
〇
四
）
で
は
、「
建
替
」
を
「
建

□
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嘉
永
七
年
新
築
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

６ 

註
２
の
表
を
参
照
。

７ 

註
１
の
「
第
三
章　

淡
窓
生
家
の
土
地
と
建
物
の
変
遷
」
に
示
し
た
、
表
３
‐
１ 

伝
統
的
建
造
物
の
棟
木
墨

書
記
載
内
容
の
な
か
で
、建
主
の
「
広
」
の
字
な
ど
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
本
表
で
正
し
く
表
記
し
て
い
る(

下

線
部
が
修
正
箇
所)

。

８ 

村
上　

直
『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
史
料
集
』
近
藤
出
版
社 

一
九
八
一

廣
瀬
資
料
館
に
は
、嘉
永
二
年
一
〇
月
付
け
の
差
出
人
郡
代
池
田
岩
之
丞
か
ら
の
「
申
渡
」
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

９ 

『
廣
瀬
正
雄
の
伝
記
』
廣
瀬
正
雄
先
生
伝
記
刊
行
会 

一
九
七
四

10 

廣
瀬
資
料
館
に
お
い
て
整
理
さ
れ
て
い
る
「
証
文
」
九
九
〇
点
の
中
に
、
年
号
な
ど
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の

で
、
連
名
の
記
載
の
も
の
は
一
九
通
を
確
認
し
て
い
る
。
天
保
七
年
以
後
は
、
天
保
一
二
年
か
ら
安
政
四
年
ま

で
の
期
間
、
久
兵
衛
・
源
兵
衛
の
連
名
が
み
ら
れ
る
。

11 

廣
瀬
正
雄
『
贈
従
五
位
廣
瀬
久
兵
衛
傳
』
開
明
堂 

一
九
二
九

12 

村
上
直
校
訂
の
『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
資
料
集
』（
近
藤
出
版
社 

一
九
八
一
年
）
の
「
豊
後
国
日
田
郡
代
役
所
・

申
送
書
」
の
帯
刀
苗
字
之
者
に
は
廣
瀬
久
兵
衛
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
忰
源
兵
衛
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
廣
瀬
資
料
館
が
所
蔵
す
る
「
申
渡
」
の
写
に
は
忰
源
兵
衛
の
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
資
料
集
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
申
渡
」
の
内
容
と
、「
申
渡
」
の
写
の
内
容
と
で
は
一
部

内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。

13 

長
壽
吉
・
小
野
精
一
編
「
以
淡
窓
之
死
勧
南
陔
兄
於
退
隠
」『
廣
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』
弘
文
堂
書
房 

一
九
四
三

14 

註
９
と
同
じ
。

15 

村
上
直
校
訂
の
『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
資
料
集
』（
近
藤
出
版
社 

一
九
八
一
）
の
「
豊
後
国
日
田
郡
代
役
所
・

申
送
書
」
の
帯
刀
苗
字
之
者
に
は
、こ
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
廣
瀬
資
料
館
が
所
蔵
す
る
「
本
家
日
記
」

安
政
五
年
四
月
一
八
日
に
「
申
渡
」
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

16 

前
掲
の
『
江
戸
幕
府
郡
代
代
官
資
料
集
』
の
「
豊
後
国
日
田
郡
代
役
所･

申
送
書
」
の
帯
刀
苗
字
之
者
に
は
、

こ
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
源
兵
衛
の
永
々
苗
字
帯
刀
に
関
し
て
は
、『
日
田
廣
瀬
家
三
〇
〇
年
の
歩
み
』

（
廣
瀬
先
賢
顕
彰
会 

一
九
七
三
）
の
年
表
の
一
八
六
六
年
七
月
に
七
世
源
兵
衛
上
納
金
の
廉
で
永
々
苗
字
帯
刀

を
許
さ
れ
る
と
あ
り
、
廣
瀬
資
料
館
が
所
蔵
す
る
「
林
外
日
記
」
慶
応
二
年
七
月
二
六
日
に
は
「
七
三
郎
来
報

雨
窓
蒙
寵
命
」
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。

17 

「
懐
旧
楼
筆
記
」（
巻
十
五 

一
八
五
頁
）
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

…
世
上
ニ
ハ
日
記
ヲ
作
ル
人
多
シ
。
…
若
シ
今
日
ヨ
リ
是
ヲ
ハ
ジ
メ
。
年
数
ヲ
経
バ
。
…
又
其
内
ニ
ハ
。
子
孫

ノ
心
得
ト
成
ス
ヘ
キ
事
モ
有
ル
ヘ
シ
ト
思
ヒ
。
遂
ニ
此
ノ
日
ヲ
以
テ
筆
ヲ
取
ル
ノ
始
ト
ス
。（『
増
補
淡
窓
全
集
』

上
巻
）

18 

養
父
信
義
「
町
家
建
築
総
論
」『
日
田
市
豆
田
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
報
告
』
日
田
市
教
育
委
員

会 

二
〇
〇
四

19 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
文
化
一
四
年
に
「
去
々
年
ノ
冬
ヨ
リ
。
堀
田
ニ
転
居
ノ
事
ヲ
思
ヒ
立
チ
シ
カ
ト
モ
。
故
障
ア

リ
テ
延
引
セ
リ
。
昨
年
来
。
毎
々
其
地
ニ
到
リ
テ
。
居
宅
ノ
模
様
ヲ
工
夫
シ
タ
リ
。
今
春
ハ
早
ク
其
事
ヲ
始
ム

可
シ
ト
テ
。
正
月
人
日
。
先
ツ
人
ヲ
雇
ウ
テ
。
其
地
面
ヲ
削
リ
平
カ
ニ
ス
。
…
工
人
ハ
田
町
定
八
棟
梁
ナ
リ
。」

と
あ
り
、定
八
と
貞
八
は
同
一
人
物
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
淡
窓
日
記
」
天
保
一
〇
年
一
一
月
二
六
日
に
は
「
匠

人
貞
八
来
」
と
あ
る
。

20 

遠
思
楼
に
は
棟
札
や
棟
木
墨
書
は
残
っ
て
い
な
い
（『
史
跡
咸
宜
園
跡
秋
風
庵
他
保
存
修
復
工
事
報
告
書
‐
本

編
・
建
造
物
編
‐
』日
田
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
六
）。
ま
た「
淡
窓
日
記
」に
も
大
工
棟
梁
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。

21 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
文
化
四
年
五
月
に
、「
此
歳
ノ
五
月
。
豆
田
ノ
東
偏
裏
町
ニ
於
テ
。
新
ニ
書
塾
ヲ
築
ク
。
伊
預

屋
義
七
主
と
し
て
。
其
事
ヲ
ト
ナ
ヘ
タ
リ
。
…
大
工
ハ
喜
右
衛
門
」
と
あ
る
。

22 

『
史
跡
咸
宜
園
跡
秋
風
庵
他
保
存
修
復
工
事
報
告
書-

本
編
・
建
造
物
編-

』、『
同-

写
真
図
版
編-

』
日
田
市



五
四

教
育
委
員
会 

二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
六

23 

「
淡
窓
日
記
」
天
保
一
〇
年
一
一
月
二
八
日
に
は
「
匠
要
助
。
貞
八
。
及
石
工
来
会
。」
と
あ
る
。

24 
註
17
と
同
じ
。

25 

「
久
兵
衛
日
記
」
や
「
本
家
日
記
」
に
は
、
少
な
く
と
も
、
源
作
は
弘
化
三
年
、
重
作
は
嘉
永
元
年
、
種
吉
は

弘
化
四
年
か
ら
そ
の
名
が
み
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
種
吉
は
毎
年
の
よ
う
に
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

26 

中
山
重
作
の
死
亡
に
つ
い
て
は
、大
超
寺
の
中
山
家
墓
地
に
「
元
治
二
歳　

丑
四
月
廿
日
中
山
重
作
」
と
あ
る
。

27 

豆
田
町
の
大
工
棟
梁
に
つ
い
て
は
、
註
17
に
お
い
て
、
そ
の
系
譜
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

中
山
種
吉
（
種
吉
―
平
市
―
栄
太
郎
）
以
外
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
が
不
明
瞭
な
点
が
多
い
。
そ
こ
で
、
報
告

さ
れ
て
い
る
近
世
豆
田
町
の
大
工
棟
梁
は
豆
田
町
在
住
者
が
多
い
と
の
指
摘
か
ら
、
大
超
寺
の
墓
地
で
確
認
を

行
っ
た
と
こ
ろ
数
名
の
関
係
を
知
り
得
た
。
今
後
の
豆
田
町
の
建
築
年
代
を
把
握
す
る
資
料
と
成
り
え
る
こ
と

か
ら
、
簡
単
に
ま
と
め
、
系
譜
を
掲
載
し
て
お
く
。

　

中
山
派
で
は
種
吉
の
系
譜
を
確
認
で
き
、
墓
碑
の
死
亡
年
な
ど
か
ら
、
種
吉
―
平
市
（
明
治
三
四
年
一
月
九

日　

六
十
四
才
）
―
永
太
郎
（
昭
和
一
八
年
三
月
二
九
日　

七
十
七
才
）
と
続
く
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
嘉
永

四
年
七
月
一
六
日
に
は
「
種
吉
忰
平
吉
、
左
手
を
犬
に
被
喰
候
由
付
…
」
と
あ
り
、
平
吉
と
い
う
息
子
が
居
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
種
吉
は
「
久
兵
衛
日
記
」
嘉
永
四
年
六
月
一
二
日
に
、「
大
工
種
吉
、
今
日
山
鉾
ニ
被

相
雇
候
」
と
あ
り
、豆
田
町
に
お
け
る
祇
園
会
の
山
の
造
作
に
携
わ
っ
て
い
た
。
要
助
、重
作
は
、不
明
で
あ
る
。

　

田
中
派
で
は
、
貞
八
、
源
作
は
不
明
で
あ
る
。
廣
瀬
家
に
は
直
接
関
わ
り
が
な
い
が
、
田
中
永
造
の
系
譜
を

確
認
で
き
、
墓
碑
の
な
ど
か
ら
永
造
（
明
治
三
二
年
九
月
六
日
没　

八
十
才
）
―
重
次
（
昭
和
二
年
五
月
四
日

没　

八
十
才
）
―
松
太
郎
（
昭
和
九
年
九
月
一
八
日
没　

六
十
五
才
）
―
次
作
（
昭
和
九
年
三
月
一
一
日
没　

四
十
才
）
の
系
譜
が
考
え
ら
れ
る
。

　

井
上
派
は
、
廣
瀬
家
で
は
名
が
出
て
こ
な
い
が
廣
太
の
墓
碑
を
確
認
で
き
、
死
亡
年
な
ど
か
ら
、
廣
太
（
大

正
五
年
一
月
没　

七
十
八
才
）
―
幸
三
郎
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
大
倉
作
市
（
大
正
二
年
八
月
七
日
没　

五
十
一
才
）、
佐
々
木
音
吉
（
昭
和
八
年
五
月

一
七
日
没　

八
十
三
才
）、
相
良
義
作
（
昭
和
五
五
年
六
月
一
八
日
没　

八
十
三
才
）
な
ど
の
大
工
棟
梁
の
墓

碑
も
み
ら
れ
る
。

（
参
考
文
献
）

豊
田
寛
三 

「
嘉
永
二
年
の
本
殿
造
営
記
録
」『
柞
原
八
幡
宮
建
造
物
調
査
報
告
書
』
柞
原
八
幡
宮 

二
〇
一
〇

佐
藤
正
彦 

『
北
部
九
州
に
お
け
る
近
世
の
伝
統
的
木
造
建
築
大
工
と
棟
札
の
研
究
』
九
州
産
業
大
学 

一
九
九
四



五
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廣
瀬
家
の
文
化
面
に
つ
い
て
は
す
で
に
ま
と
め
て
き
た
（『
報
告
書
』
第
三
章
）
が
、「
久
兵

衛
日
記
」
な
ど
に
旧
宅
建
物
を
特
徴
付
け
る
記
述
が
み
ら
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
隠
宅
や
新
座
敷

に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　

日
記
Ⅰ
期　

嘉
永
三
年
五
月
二
四
日
か
ら
、
嘉
永
三
年
八
月
一
九
日
ま
で

　

日
記
Ⅱ
期　

嘉
永
四
年
五
月
二
八
日
か
ら
、
嘉
永
四
年
十
月
七
日
ま
で

　

日
記
Ⅲ
期　

嘉
永
五
年
二
月
四
日
か
ら
、
嘉
永
五
年
三
月
五
日
ま
で

　

日
記
Ⅳ
期　

嘉
永
五
年
六
月
二
三
日
か
ら
、
嘉
永
六
年
一
月
二
六
日
ま
で

　

日
記
Ⅴ
期　

嘉
永
七
年
四
月
二
日
か
ら
、
嘉
永
七
年
八
月
一
九
日
ま
で

　

日
記
Ⅵ
期　

万
延
二
年
三
月
二
日
か
ら
文
久
三
年
五
月
一
〇
日
ま
で

　　

日
記
Ⅰ
期
は
、「
大
工
九
人
隠
宅
普
請
ニ
付
来
ル
」
五
月
二
四
日
か
ら
、
建
築
工
事
が
始
ま
る
。

こ
の
時
期
の
建
築
図
面
（
第
２
図
上
段
左
）
に
は
、
前
年
に
完
成
し
た
七
号
蔵
を
「
新
蔵
」
と

呼
び
、
玄
関
、
納
戸
、
座
敷
、
雪
隠
な
ど
の
間
取
り
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
図
の
隠
宅
外
回
り
は
、

隠
宅
建
築
予
定
地
を
現
す
隠
宅
外
郭
線
（『
報
告
書
』
第
三
章
二
八
頁
の
図
３
―
７
、
図
３
―
８
）

と
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
図
面
で
は
隠
宅
北
東
隅
に
「
二
畳
台
目
」
の
茶
室
が
予
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
期
間
に
全
て
の
建
築
工
事
は
終
わ
ら
ず
に
、八
月
一
九
日
の「
普

請
方
昨
日
迄
ニ
て
一
旦
相
仕
廻
…
」
を
も
っ
て
一
時
中
断
し
、
翌
日
久
兵
衛
は
府
内
に
赴
く
。

　

日
記
Ⅱ
期
は
、
嘉
永
四
年
四
～
五
月
に
、
後
に
述
べ
る
「
茶
稽
古
」
が
岡
藩
の
茶
師
千
寿
宗

弥
を
招
い
て
隠
宅
で
催
さ
れ
、
五
月
二
八
日
「
今
日
よ
り
二
階
造
作
と
し
て
」
大
工
を
雇
い
入

れ
て
建
築
を
再
開
し
て
い
る
。
六
月
九
日
に
は「
千
寿
氏
相
招
す
き
や
地
図
等
申
談
置
」と
あ
り
、

千
寿
宗
弥
に
茶
室
設
計
を
相
談
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
数
寄
屋
図
面
（
第
２
図
中
段
右
）
が
「
数

寄
屋
指
図
寸
法
書
附
」【
註
１
】

に
あ
た
る
。
こ
の
図
面
で
は
隠
宅
北
東
隅
に
「
三
畳
台
目
」
の
茶

室
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ⅰ
期
の
「
二
畳
台
目
」
の
茶
室
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
九
月
八
日

以
後
の
日
記
で
は
、「
佛
壇
并
軒
廣
め
」
や
「
玄
関
柱
并
軒
た
る
木
拵
」
な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
図
面
（
第
２
図
上
段
右
と
中
段
右
）
を
重
ね
て
み
る
と
、
隠
宅
北

側
の
納
戸
、
玄
関
、
座
敷
板
敷
な
ど
が
半
間
分
北
に
広
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
増
し
た
部
分
の

建
築
作
業
が
行
わ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
玄
関
の
両
脇
の
柱

に
は
、
鴨
居
仕
口
や
貫
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
【
註
２
】。
つ
ま
り
、
再
開
し
た
隠
宅
建
築
は
、
千

寿
宗
弥
の「
数
寄
屋
指
図
寸
法
書
附
」に
基
づ
い
て
建
築
変
更
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

　

廣
瀬
家
建
物
に
江
戸
期
の
煎
茶
に
関
す
る
建
築
遺
構
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
報
告
し

て
い
る
と
お
り
で
、
北
家
主
屋
二
階
南
中
央
の
部
屋
や
北
家
六
畳
間
、
隠
宅
な
ど
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
隠
宅
に
つ
い
て
は
、「
久
兵
衛
日
記
」
に
こ
の
建
築
過
程
の
記
述
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
建
築
遺
構
や
絵
図
面
、
さ
ら
に
は
隠
宅
庭
園
（
以
下
、
庭
園
と
呼
ぶ
。）
と
あ
わ
せ

て
再
検
証
す
る
。

　

具
体
的
な
隠
宅
建
築
に
入
る
前
に
、
第
二
章
で
ふ
れ
た
棟
木
墨
書
と
の
関
係
を
ま
と
め
て
お

く
。
こ
れ
ま
で
隠
宅
は
二
つ
の
棟
木
墨
書
年
代
か
ら
、
嘉
永
三
年
増
築
と
考
え
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
、
南
家
屋
敷
図
（『
報
告
書
』
第
三
章
二
七
頁
図
３
―
７
、
図
３
―
８
、
本
稿
第
一
章
第
一

図
）
に
は
、
七
号
蔵
を
実
線
、
隠
宅
を
破
線
で
書
い
て
い
る
。「
久
兵
衛
日
記
」
に
は
、
七
号
蔵

建
築
中
に
「
隠
居
蔵
少
し
差
支
」（
嘉
永
二
年
閏
四
月
一
一
日
）
と
あ
り
、
隠
宅
建
築
を
始
め
る

前
に
は
「
隠
居
蔵
取
払
」（
嘉
永
三
年
六
月
二
三
日
）
と
あ
る
。
増
築
で
あ
れ
ば
、土
蔵
（
隠
居
蔵
）

は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
隠
居
蔵
と
南
家
屋
敷
図
の
「
土
蔵
」
は
同
一
の
蔵
で
、

嘉
永
三
年
の
棟
木
墨
書
は
隠
宅
新
築
に
よ
り
記
さ
れ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
隠
宅
建
築
中
の
七

月
二
九
日
に
は
「
玄
関
古
天
井
仕
付
造
作
」
と
あ
り
、
隠
宅
に
は
古
材
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
棟
木
墨
書
の
天
保
一
三
年
は
、
隠
宅
建
築
に
使
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

古
材
の
再
利
用
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
隠
宅
遺
構
は
「
久
兵
衛
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
久
兵
衛
の
府
内
往
来
に
よ
っ
て
数
回
の

中
断
を
経
て
完
成
す
る
が
、
庭
園
庭
築
を
含
め
る
と
、
概
略
、
次
の
期
間
に
区
分
さ
れ
る
。

第
一
節

　隠
宅
に
つ
い
て

第
三
章

　淡
窓
旧
宅
建
物
に
見
る
文
化
・
芸
能
に
つ
い
て
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右
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五
七

け
る
よ
う
に
、
黒
柿
を
用
い
た
床
框
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
【
註
４
】
。
こ
の
床
を
照
ら
す
た
め
に

下
地
窓
が
設
け
ら
れ
、
外
面
に
は
二
七
〇
度
回
転
の
戸
袋
が
現
存
す
る
。
茶
室
入
口
の
鴨
居
に

は
船
縁
板
を
用
い
た
「
竹
韻
」
の
額
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
刀
掛
石
の
存
在
が
茶
室
の
面
影
を

今
に
伝
え
て
い
る
【
註
５
】
。
久
兵
衛
や
淡
窓
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
茶
室
完
成
の
日
に
は
淡
窓
、
三

右
衛
門
、
青
邨
を
招
い
て
食
事
を
し
て
い
る
。
翌
日
久
兵
衛
は
府
内
に
赴
い
た
た
め
、
翌
年
二

月
二
日
か
ら
再
び
隠
宅
・
庭
園
作
業
が
行
わ
れ
、
二
月
二
八
日
の
四
畳
半
壁
塗
り
に
よ
っ
て
隠

宅
工
事
は
完
了
す
る
。

　

日
記
Ⅵ
期
は
、
万
延
二
年
三
月
二
日
に
「
今
日
ヨ
リ
壁
等
取
拂
」
と
あ
り
、
一
四
日
に
は
完

了
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
久
三
年
五
月
一
〇
日
に
は
「
隠
宅
二
畳
半
の
間
取
繕
今
日
出
来
」
と

あ
る
。
こ
の
二
畳
半
に
つ
い
て
は
、
文
久
三
年
頃
の
絵
図
（
第
２
図
下
段
右
）
に
隠
宅
南
側
中

央
に
二
畳
半
の
間
取
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、「
数
寄
屋
指
図
寸
法
書
附
」
で
は
居

間
四
畳
半
と
さ
れ
て
い
た
場
所
で
、
台
所
が
東
へ
一
間
半
拡
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
壁
を

取
り
除
く
作
業
が
行
わ
れ
、
二
畳
半
と
二
畳
間
に
分
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

　

こ
の
よ
う
に
、
久
兵
衛
の
隠
宅
建
築
は
嘉
永
三
年
五
月
に
始
ま
り
、
途
中
府
内
滞
留
の
留
守

中
を
挟
ん
で
茶
室
が
完
成
す
る
嘉
永
七
年
二
月
二
八
日
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。
四
年
を
要
し
た

隠
宅
建
築
で
あ
っ
た
。「
自
分
が
通
り
か
か
る
と
、
大
工
は
何
時
も
鉋
を
研
い
で
ば
か
り
居
る

が
、
あ
れ
で
仕
事
が
捗
る
か
し
ら
ん
」【
註
６
】

と
い
っ
た
久
兵
衛
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
、

長
い
大
工
仕
事
で
も
あ
っ
た
。

　

反
面
、
在
宅
中
の
大
工
作
業
の
様
子
は
日
記
に
書
き
留
め
、
岡
藩
の
千
寿
宗
弥
を
招
い
て
以

後
、「
二
畳
台
目
」
か
ら
「
三
畳
台
目
」、
そ
し
て
「
四
畳
半
」
に
い
た
る
一
階
の
茶
室
完
成
の

過
程
は
、
久
兵
衛
の
茶
室
へ
の
強
い
志
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。

九
月
八
日
に
は
庭
築
の
た
め
に
「
長
曽
我
部
」
が
廣
瀬
家
に
入
り
、あ
わ
せ
て
隠
宅
北
の
菜
園
「
石

垣
相
仕
廻
」
も
行
わ
れ
る
。

　

日
記
Ⅲ
期
は
庭
築
か
ら
始
ま
り
、閏
二
月
五
日
に
は
「
隠
宅
雪
隠
普
請
今
日
ヨ
リ
取
進
」（「
本

家
日
記
」）
め
ら
れ
、
一
六
日
に
「
雪
隠
棟
上
」、
三
月
一
日
の
「
湯
殿
の
内
斗
り
」
を
経
て
、

三
月
上
旬
に
は
完
成
し
て
い
る
。
隠
宅
東
妻
面
の
軒
桁
に
は
雪
隠
屋
根
の
一
部
痕
跡
が
残
っ
て

い
る
【
註
３
】

こ
と
か
ら
、「
数
寄
屋
指
図
寸
法
書
附
」（
第
２
図
中
段
右
）
に
描
か
れ
た
雪
隠
・

湯
殿
が
庭
園
を
南
北
に
仕
切
る
よ
う
に
建
築
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
月
一
一
日
か
ら
は
、

後
述
す
る
筑
前
秋
月
の
茶
師
萩
谷
宗
禎
を
招
き
「
茶
稽
古
」
を
催
し
、
四
月
七
日
「
納
戸
間
半

の
処
壁
を
戸
ニ
仕
替
」
え
て
い
る
。
前
者
は
七
号
蔵
（
新
蔵
）
と
二
階
へ
の
階
段
と
隠
宅
の
間

に
設
け
ら
れ
た
二
階
、
後
者
は
二
階
へ
の
階
段
と
納
戸
押
入
の
造
作
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で

も
「
数
寄
屋
指
図
寸
法
書
附
」
に
従
っ
た
造
作
が
行
わ
れ
て
い
る
。
三
月
一
一
日
に
は
筑
前
秋

月
藩
の
茶
師
萩
谷
宗
禎
を
招
い
て
「
茶
稽
古
」
を
催
し
、
四
月
七
日
に
久
兵
衛
は
府
内
に
赴
い

て
い
る
。

　

日
記
Ⅳ
期
は
、
六
月
二
三
日
よ
り
庭
園
・
隠
宅
に
と
り
か
か
り
、
一
二
月
二
七
日
か
ら
「
三

畳
の
間
台
目
」
の
造
作
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
茶
室
は
そ
れ
ま
で
の
「
茶
ノ
間
格
好
を
替
」
え
、

翌
年
に
は
「
二
階
上
り
段
仕
置
し
」、「
納
戸
間
半
の
処
壁
を
戸
ニ
仕
替
ル
」
と
あ
り
、
前
者
は

七
号
蔵
（
新
蔵
）
と
隠
宅
の
間
に
設
け
ら
れ
た
二
階
、
後
者
は
納
戸
の
押
入
を
指
し
て
い
る
と

思
わ
れ
、
第
２
図
中
段
右
の
「
二
階
上
り
口
」
や
納
戸
北
西
隅
の
半
間
で
囲
ま
れ
た
部
分
に
相

当
す
る
。
二
階
茶
室
（
向
松
楼
）
の
造
作
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
の
頃
に
は
、
隠
宅
の
大
半
が
出

来
上
が
る
。

　

日
記
Ⅴ
期
は
、
四
月
二
日
に
「
隠
宅
建
次
の
処
地
築
い
た
す
」
と
あ
り
、
二
号
蔵
の
新
築
と

併
行
し
た
建
築
が
再
開
す
る
。八
月
一
九
日
に
は「
四
畳
半
落
成
」、淡
窓
は「
南
陔
茶
室
成
」（「
淡

窓
日
記
」）
と
あ
り
、
隠
宅
の
一
階
茶
室
が
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
茶
室
に
関
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
隠
宅
建
築
が
「
数
寄
屋
指
図
寸
法
書
附
」
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
、
北
東
隅
に
三
畳
台

目
茶
室
を
計
画
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
座
敷
北
側
を
広
め
て
四
畳
半
と
し
た

（
第
２
図
下
段
）
よ
う
で
あ
る
。
日
記
に
「
三
畳
丈
の
天
井
」
が
継
ぎ
足
さ
れ
、「
黒
柿
株
」
を

「
挽
割
」、
あ
る
い
は
「
拪
木
挽
割
」
し
た
材
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
記
を
裏
付

㈠ 

隠
宅
庭
園
の
絵
図
面
に
つ
い
て

　

次
に
隠
宅
周
り
の
庭
園
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
廣
瀬
資
料
館
所
蔵
の
「
隠
宅
花
庭
図
」（
第
３

図
上
）
は
、
現
在
の
隠
宅
庭
園
に
往
時
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

　隠
宅
庭
園
に
つ
い
て
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第 3 図　隠宅花庭図（上）と庭園現状図（下）

ヂザロ
ー..~.. "" hど島シ)、“...‘--
置、ド ニー
咽ー ーー一ーー・ー・『

I • 

「 「 ("'0 o門

@ 

t伽



五
九

た
飛
石
が
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
絵
図
面
に
は
、
生
垣
・
石
造
・
川
下
り
口
・
水
門
な
ど
も
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。

中
門
や
庭
園
周
囲
は
四
つ
目
垣
の
竹
垣
、
石
造
物
は
四
つ
の
燈
篭
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
築
庭
時
の
植
栽
は
、
築
庭
以
前
の
樹
木
に
購
入
品
や
久
兵
衛
が
府
内
か
ら
送
っ

た
樹
木
三
種
、
廣
瀬
家
菩
提
寺
の
大
超
寺
ウ
メ
な
ど
の
拝
領
品
に
よ
る
構
成
で
あ
っ
た
。
水
路

に
か
か
る
上
流
の
二
枚
の
反
橋
と
下
流
の
一
枚
平
橋
の
位
置
は
、
絵
図
面
と
現
況
が
一
致
す
る
。

　

さ
ら
に
日
記
に
は
庭
石
の
産
地
名
が
み
ら
れ
、
景
石
に
は
「
山
田
石
」、
飛
び
石
な
ど
は
刃
連

田
島
、
竹
田
川
原
、
石
井
の
石
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
廣
瀬
家
か
ら
四
～
五
㎞
圏
内

か
ら
運
ば
れ
た
こ
と
に
な
り
、
近
く
の
花
月
川
の
石
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
の
北
家

座
敷
・
新
座
敷
な
ど
の
庭
園
に
は
竹
田
川
原
の
石
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

㈡ 

絵
図
面
の
描
か
れ
た
時
期

　
「
久
兵
衛
日
記
」（
嘉
永
四
年
）
に
次
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

九
月
一
三
日　

翫
斉
子
山
田
原
へ
石
見
立
と
し
て
…
。
昼
後
帰
宅
庭
築
山
田
よ
り
景
石
一

ツ
来
ル
十
四
人
持
。

九
月
十
六
日　

大
超
寺
梅
木
□
清
川
向
ニ
植
込
。

刃
連
田
島
よ
り
大
石
十
六
人
持
八
人
持
六
人
持
二
人
持
数
々
取
寄
ル

九
月
一
七
日　

庭
築
用
吉
紋
六
專
助
次
吉
石
居
昼
よ
り
植
柘
其
他
刃
連
よ
り
八
人
持
六
人

持
の
石
数
々
来
ル
。
石
工
一
人
反
橋
切

九
月
二
〇
日　

日
田
表
へ
…
源
兵
衛
へ
書
状
并
植
木
六
本
遣
ス
。

高
野
槙
三
本
、
ア
リ
ロ
ク
二
本
、
春
紅
葉
一
本

　

記
事
に
あ
る
山
田
の
景
石
、
刃
連
田
島
の
大
石
、
反
橋
は
、「
隠
宅
花
庭
図
」
の
「
山
田
石
」、

「
田
嶋
世
話
石
」、「
新
二
枚
石
橋
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
七
日
に
日
田
を
発
ち
、

久
兵
衛
が
府
内
か
ら
廣
瀬
家
に
送
っ
た
三
種
類
の
樹
木
は
先
に
み
た
と
お
り
府
内
と
記
さ
れ
、

そ
の
本
数
も
絵
図
と
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
絵
図
面
の
書
か
れ
た
の
は
こ
の
年
以
降
と
な
る
。

　

続
い
て
「
久
兵
衛
日
記
」（
嘉
永
五
年
）
に
次
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

八
月
一
日　

翫
斉
老
庭
手
水
石
居
替
門
西
側
萩
垣
仕
立
増
吉
門
屋
根
拵

　

こ
の
絵
図
面
（
縦
59
・
５
㎝
、
横

112
・
５
㎝
）
に
は
、
朱
書
き
で
庭
園
の
樹
木
名
や
、
橋
、

手
水
鉢
な
ど
石
類
な
ど
を
描
き
、
図
面
中
央
に
は
「
居
間
」、「
座
敷
」
な
ど
建
物
の
範
囲
が
記

さ
れ
て
い
る
。
庭
の
中
央
に
は
「
川
」
や
石
橋
が
描
か
れ
、絵
図
下
方
に
「
此
所
御
居
間
四
畳
半
」、

「
座
敷
九
畳
」、
雪
隠
を
表
し
た
△
の
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
隠
宅
を
背
に
東
側
を
望
ん
で
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
図
面
の
左
側
が
南
向
き
に
描
写
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
現
在
の
隠
宅
か
ら
見

た
光
景
と
同
じ
で
あ
る
。

　

絵
図
面
に
は
、
次
の
よ
う
に
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。

○
印
、
石
木
御
出
立
後
、
植
込
候
分

つ
く
は
い
石
之
義
ハ
被
仰
置
候
通　

本
家
□
取
寄
□
居
置
候
処
右
ハ　

一
旦
不
浄
水
ニ
相
用
有
之
候
所　

如
何
之
□
説
も
起
と
而
間
應
之

石
刃
蓮
□
取
寄
申
候
尤
三
人
扶
持
也

　

新
た
な
樹
木
や
石
類
を
設
置
し
た
箇
所
に
朱
書
き
で
そ
の
名
や
○
印
を
付
し
、
蹲
石
だ
け
は

指
示
と
は
別
に
新
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
庭
園
の
樹
木
な
ど
新
古
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。（
括
弧
書
き
に
は
、
人
名
・
地
名
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
列
記
し
た
。）

〔
植
栽
〕

　

以
前
か
ら
植
え
ら
れ
て
い
た
無
印
に
は
マ
キ
（
府
内
御
高
野
槙
）・
カ
シ
（
専
平
世
話
か
し
の

木
）、
ヒ
ノ
キ
、
モ
ミ
ヂ
（
府
内
紅
葉
）、
ウ
メ
（
大
超
寺
梅
）、
ツ
ゲ
、
オ
モ
ト
、
ワ
ク
ラ
、
ハ

イ
の
木
、
チ
シ
ャ
カ
キ
、
ユ
ズ
、
モ
ッ
コ
ク
（
只
右
衛
門
も
っ
こ
く
、
府
内
ア
リ
コ
ク
）、
ツ
ツ
ジ
、

春
木
、
サ
ザ
ン
カ
、
サ
ク
ラ
、
ヨ
シ
ブ
、
カ
シ
ワ
の
ほ
か
に
、
根
草
、
芝
な
ど
が
あ
る
。

　

新
し
く
植
え
た
○
印
に
は
、
ツ
ゲ
、
マ
ツ
、
チ
シ
ャ
カ
キ
、
カ
シ
、
オ
モ
ト
、
サ
ク
ラ
が
あ
る
。

〔
石
類
〕

　

無
印
に
は
、
二
つ
の
石
橋
が
あ
る
。
図
面
右
側
の
石
橋
に
は
「
元
之
一
枚
橋
石
」
と
あ
り
、

一
枚
の
平
橋
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
側
の
石
橋
に
は「
新
二
枚
石
橋
」と
書
か
れ
、並
行
す
る
反
っ

た
石
橋
が
描
か
れ
て
い
る
。
景
石
や
自
然
石
に
は
、「
山
田
石
」
や
「
田
嶋
世
話
石
」
と
あ
る
。

　

○
印
に
は
、
図
の
左
側
に
つ
く
ば
い
石
や
右
側
の
手
水
鉢
台
、
ま
た
図
面
の
左
右
に
置
か
れ



六
〇

る
隠
宅
や
穀
蔵
（
七
号
蔵
）
な
ど
と
同
等
に
距
離
を
割
り
出
す
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

一
際
目
立
つ
松
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
述
べ
る
隠
宅
で
の
嘉
永
四
年
茶
稽
古
の
「
入

門
姓
名
録
」
表
紙
に
は
向
松
楼
と
あ
り
、
向
屋
敷
の
松
を
望
む
二
階
に
築
か
れ
た
茶
室
空
間
か

ら
望
め
た
松
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
隠
宅
北
庭
園
で
は
、
こ
の
松
が
庭

園
意
匠
の
中
心
的
素
材
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

草
野
家
煎
茶
空
間
の
庭
に
は
松
が
植
え
ら
れ
、
廣
瀬
家
北
家
裏
の
町
年
寄
中
村
家
の
松
は
豆

田
町
の
な
か
に
あ
っ
て
そ
の
場
所
が
人
目
で
わ
か
る
ほ
ど
の
大
き
な
松
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、「
淡
窓
日
記
」（
文
化
一
五
年
二
月
七
日
）
に
は
、
淡
窓
が
廣
瀬
家
の
山
か
ら
松

を
持
ち
帰
り
、「
新
居
ノ
庭
前
」
に
植
え
、「
三
四
株
ハ
大
木
」
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
松
が
「
咸
宜
園
絵
図
」
西
家
に
一
際
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

茶
室
露
地
に
お
い
て
松
が
奥
山
の
雰
囲
気
を
演
出
す
る
役
木
と
さ
れ
る
【
註
７
】

点
に
お
い
て
は
、

こ
の
頃
日
田
の
周
辺
林
が
人
工
的
な
杉
山
へ
と
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
市
中
で
は
や

は
り
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

②
隠
宅
南
庭
園

　

次
に
隠
宅
南
庭
園
に
つ
い
て
は
敷
地
を
貫
流
す
る
水
路
の
幅
を
広
げ
、
清
流
を
彷
彿
さ
せ
る

修
景
と
し
て
い
る
点
に
煎
茶
要
素
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
【
註
８
】。
先
に
み
た
筑

後
川
の
石
を
庭
石
の
素
材
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
庭
池
の
流
れ
は
蛇
行
す
る
筑
後

川
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
さ
せ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

庭
園
素
材
の
植
栽
も
、
常
緑
樹
の
マ
キ
・
モ
ッ
コ
ク
・
カ
シ
・
サ
ザ
ン
カ
、
常
用
樹
の
モ
ミ
ジ
・

ウ
メ
、
根
締
め
の
ツ
ツ
ジ
・
ツ
ゲ
・
ヒ
サ
カ
キ
な
ど
は
、
草
野
家
庭
園
の
植
栽
に
も
通
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
隠
宅
南
庭
園
は
、
人
工
水
路
に
手
を
加
え
て
自
然
の
流
れ
に
変
化
を
つ
け
、
水

路
を
挟
ん
だ
両
空
間
に
石
橋
二
つ
を
架
け
る
こ
と
で
二
つ
の
動
線
を
導
き
だ
し
、
隠
宅
の
座
敷

や
居
間
か
ら
望
む
庭
は
開
放
感
あ
ふ
れ
る
造
り
と
し
て
い
る
【
註
９
】

と
こ
ろ
に
特
徴
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
北
に
松
を
中
心
に
据
え
、
南
に
水
路
を
配
し
た
異
な
る
二
つ
の
庭
園
を
背
景

に
し
て
久
兵
衛
は
、
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
み
、
日
記
に
と
ど
め
て
い
る
。

　

嘉
永
五
年
の
暮
れ
に
隠
宅
二
階
向
松
楼
で
、「
心
の
ひ
ま
な
き
折
」
か
ら
庭
を
背
に
雪
を
み
て
、

八
月
二
日　

翫
斉
老
垣
拵
増
吉
門
屋
根
拵
本
宅
手
水
鉢
取
寄
隠
居
へ
居
込
候
事

　

こ
の
二
日
間
で
、
絵
図
面
右
側
の
蹲
石
を
取
替
え
、
翌
日
に
は
絵
図
面
左
側
の
手
水
鉢
を
本

宅
か
ら
取
り
寄
せ
て
据
え
て
い
る
。「
隠
宅
花
庭
図
」
に
記
さ
れ
て
い
る
手
水
石
（
蹲
石
）
が
本

宅
か
ら
庭
園
に
運
ば
れ
た
記
事
と
一
致
す
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
絵
図
面
が
描
か
れ
た
の
は
嘉
永
五
年
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
前
節

の
日
記
Ⅳ
期
に
あ
た
る
。（『
報
告
書
』（
三
四
～
三
六
頁
）
で
は
、
明
治
期
と
推
定
し
て
い
た
が
、

こ
こ
に
修
正
す
る
。）

　
㈢ 

隠
宅
の
南
北
二
つ
の
庭
に
つ
い
て

　

隠
宅
庭
園
は
、
現
在
で
こ
そ
隠
宅
の
三
方
を
取
り
囲
ん
で
い
る
が
、
嘉
永
五
年
の
雪
隠
・
湯

殿
の
建
築
に
よ
っ
て
隠
宅
が
完
成
し
た
頃
は
南
北
に
二
つ
の
庭
園
空
間
が
あ
っ
た
。
北
は
玄
関

か
ら
四
畳
半
の
茶
室
周
り
（
以
下
、
隠
宅
北
庭
園
と
呼
ぶ
）、
南
は
居
間
や
座
敷
周
り
（
以
下
、

隠
宅
南
庭
園
）
で
、先
に
見
た
「
隠
宅
花
庭
図
」
は
隠
宅
南
庭
園
を
描
い
て
い
る
。「
久
兵
衛
日
記
」

に
は
雪
隠
・
湯
殿
の
移
築
記
事
は
散
見
さ
れ
な
い
の
で
、
明
治
以
降
に
現
在
の
庭
園
（
第
３
図
下
）

へ
と
変
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
江
戸
期
の
庭
園
の
特
徴
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

①
隠
宅
北
庭
園

　

隠
宅
北
庭
園
に
つ
い
て
は
、
庭
の
絵
図
面
が
な
い
の
で
そ
の
詳
細
は
隠
宅
南
庭
園
ほ
ど
知
り

え
な
い
が
、日
記
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
安
政
五
年
に
「
梅
老
木
」
を
隠
宅
玄
関
前
に
植
え
て
い
る
。

万
延
二
年
二
月
に
は
「
向
家
庭
中
の
松
」
に
添
え
木
を
し
て
、
翌
日
に
は
掘
り
出
し
て
田
町
に

運
ん
で
い
る
か
ら
隠
宅
完
成
時
に
は
存
在
し
て
い
た
松
で
あ
る
。
こ
の
松
に
関
し
て
絵
図
面
（
第

２
図
下
段
右
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

表
口
よ
り
隠
宅
前
迄
拾
三
間
五
尺

表
口
よ
り
松
ノ
木
迄
凡
拾
壱
間

表
口
よ
り
穀
蔵
前
迄
拾
四
間
壱
尺
八
寸

　

魚
町
通
り
か
ら
隠
宅
ま
で
約
二
三
・
八
ｍ
、
松
の
木
ま
で
約
二
〇
ｍ
、
穀
蔵
（
七
号
蔵
）
ま
で

約
二
六
ｍ
の
距
離
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
久
三
年
の
南
主
屋
・
六
号
蔵
の
建
築
前
の
図
面

に
記
さ
れ
た
数
字
で
、
松
ノ
木
と
は
「
向
家
庭
中
の
松
」
で
、
魚
町
通
り
か
ら
南
家
の
南
に
あ
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隠
宅
で
の
茶
稽
古

　

次
に
、
久
兵
衛
の
茶
稽
古
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
隠
宅
で
の
茶
稽
古
は
嘉
永
四
年
と
嘉
永
五
年
に

記
録
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
先
の
隠
宅
建
築
の
日
記
Ⅱ
期
に
あ
た
る
嘉
永
四
年
茶
稽
古
は
「
入

門
姓
名
録
」【
註
11
】
や
「
本
家
日
記
」
な
ど
に
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
茶
稽
古
は
四
月
四
日
に
豊
後
岡
藩
の
「
茶
師
千
寿
宗
弥
」
か
ら
廣
瀬
家
に
来
訪
の
手
紙
が

届
き
、
二
四
日
に
到
着
す
る
。
千
寿
宗
弥
の
指
導
の
も
と
、
二
五
日
か
ら
茶
の
稽
古
が
始
ま
り
、
五

月
五
日
ま
で
行
わ
れ
た
。

　

稽
古
内
容
は
薄
茶
、
濃
茶
を
は
じ
め
茶
釜
や
軸
の
飾
り
な
ど
の
ほ
か
、
日
記
に
は
七
事
式
の
作
法

の
一
つ
に
あ
た
る
「
花
月
始
ル
」
と
あ
る
か
ら
、
札
を
引
い
て
順
に
茶
を
点
て
た
り
、
飲
み
方
に
回
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

稽
古
場
所
は
表
紙
に
「
入
門
姓
名
録
」
に
向
松
楼
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、隠
宅
二
階
で
行
わ
れ
た
。

「
茶
事
日
記
」（
五
月
一
日
）【
註
12
】
に
記
さ
れ
た
図
面
に
は
四
畳
半
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
一

階
茶
室
は
完
成
し
て
お
ら
ず
、
該
当
す
る
場
所
は
隠
宅
一
階
の
南
面
中
央
の
「
四
畳
半
」（
第
２
図

中
段
左
）
と
思
わ
れ
、
こ
こ
で
も
稽
古
事
が
催
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
入
門
者
を
入
門
日
に
従
っ
て
記
す
と
、
次
の
と
お
り
に
な
る
。

四
月
二
五
日 

廣
瀬
源
兵
衛
、
合
原
丑
六
、
平
井
潜
麟
、
廣
瀬
五
兵
衛

限
り
な
き　

景
色
は
目
に
も　

降
る
雪
の　

心
は
上
の　

空
を
眺
め
て

　

同
三
月
に
は
雪
隠
・
湯
殿
の
建
築
中
に
、
四
方
に
植
え
た
桜
を
見
て
、

遠
目
に
は　

花
も
雲
か
と　

み
や
ま
な
る　

桜
ば
か
り
そ　

夜
に
知
ら
れ
け
り

　

隠
宅
の
改
修
も
終
え
た
元
治
元
年
四
月
に
は
、
庭
の
沢
山
の
蛍
を
み
て
「
老
情
」
を

光
な
き　

身
は
い
か
に
せ
ん　

闇
の
夜
を　

照
ら
す
蛍
を　

見
る
に
つ
け
て
も

　

久
兵
衛
の
四
季
折
々
を
詠
っ
た
情
景
に
は
、
二
つ
の
顔
を
も
つ
隠
宅
庭
園
が
自
然
味
豊
か
で

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
隠
宅
茶
室
空
間
が
持
つ
自
然
志
向
が
漂
っ
て

い
た
庭
園
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
【
註
10
】。

二
六
日 

廣
瀬
キ
ク
、
廣
瀬
海
老
作

二
七
日 

廣
瀬
吾
八
郎
、
廣
瀬
範
治

三
〇
日 

廣
瀬
モ
ト

　

晦
日 

三
松
寛
右
衛
門

五
月　

一
日 

玖
珠
廣
妙
寺
徳
元
、
刃
連
禅
助
、
は
か
た
屋
ひ
ろ
、
廣
瀬
き
ち
、
廣
瀬
ナ
ヲ

　

二
日 

博
多
屋
久
三
郎
、
博
多
屋
な
ほ
、
富
嶋
元
誠
、
中
島
屋
善
助

　

四
日 

中
村
豊
作

　

七
日 

枡
屋
丈
右
衛
門
、
刀
屋
国
助
、
日
隈
彦
三
郎
、
伊
豫
屋
儀
七

一
一
日 

草
野
宗
十
郎

一
二
日 

草
野
い
と

一
三
日 

伏
見
屋
嘉
左
衛
門

一
四
日 

長
善
寺
玄
海
、
庄
手
三
十
郎
、
陣
内
高
橋
、
高
橋
み
よ

一
五
日 

陣
内
脇
谷
又
蔵
、
陣
内
大
塚
孝
一
郎

一
七
日 

中
村
湖
蔵

六
月　

二
日 

安
藤
て
の

　

五
日 

安
藤
み
を

　

入
門
者
三
六
名
の
顔
ぶ
れ
は
、廣
瀬
家
関
係
者
で
は
先
代
久
兵
衛
の
子
ど
も
達
（
き
ち
・
な
を
）【
註
13
】、

当
主
源
兵
衛
と
そ
の
子
ど
も
達
（
も
と
・
五
兵
衛
・
き
く
・
海
老
作
）【
註
14
】、
淡
窓
の
養
子
・
廣
瀬

範
治
（
青
邨
）、
廣
瀬
吾
八
郎
【
註
15
】、
刃
連
弾
助
【
註
16
】
や
博
多
屋
久
三
郎
・
ひ
ろ
・
な
ほ
【
註
17
】
で
あ
る
。

　

次
に
陣
屋
と
あ
る
郡
代
所
か
ら
は
、「
元
〆
御
手
付
」
の
高
橋
古
太
夫
と
高
橋
み
よ
、
手
代
の
脇

谷
又
蔵
、
大
塚
孝
一
郎
が
入
門
し
て
い
る
【
註
18
】。

　

続
い
て
、
豆
田
・
隈
両
町
か
ら
の
入
門
者
も
見
ら
れ
る
。
豆
田
町
か
ら
は
町
年
寄
職
の
三
松
寛
右

衛
門
【
註
19
】
と
中
村
豊
作（
中
村
元
雄
）
で
、
中
村
家
か
ら
は
豊
作
の
叔
父
の
湖
蔵
も
参
加
し
て
い
る
【
註
20
】。

商
家
で
は
草
野
家
か
ら
久□
（
カ
ク
キ
ュ
ウ
）
の
草
野
丈
右
衛
門
と
十□
（
カ
ク
ジ
ュ
ウ
）
の
七
代
当
主

草
野
忠
右
衛
門
（
宗
十
郎
）
と
娘
の
草
野
い
と
【
註
21
】、
伊
豫
屋
儀
七
【
註
22
】、
袋
屋
の
合
原
丑
六
【
註
23
】、

伏
見
屋
嘉
左
衛
門
【
註
24
】、
刀
屋
国
助
【
註
25
】、
中
島
屋
善
助
【
註
26
】、
富
嶋
元
誠
【
註
27
】
の
ほ
か
に
、
平

井
潜
麟
（
仙
林
）【
註
28
】
の
名
も
み
ら
れ
る
。

第
三
節

　廣
瀬
家
の
茶
文
化



汁　

二
ツ
葉
か
ら
し 

平　

ゑ
ひ
は
ん
へ
ん　
　
　
　

糸
こ
ん
に
ゃ
く　
　
　
　

焼
物
う
な
ぎ

す
す
り
蓋　

小
口
松
露　

き
り
身　

吸
物　

む
き
ふ
ど
う　
　
　
　

ゆ
へ
し　

小
口
ゑ
ひ　

鉢　

鮎
塩
焼

く
わ
し
手
製
あ
ん
こ
ろ 

干
菓
子
三
種 

中
程
よ
り
逸
雲
入
来

喰
事
畢
て
暫
休
足

（
息
）
　

濃
茶　

薄
茶
相
済
一
同
退
散

六
二

㈡ 

茶
稽
古
入
門
者
・
高
橋
古
太
夫
の
茶
会

　

さ
て
、
こ
の
茶
稽
古
に
参
加
し
た
郡
代
所
元
〆
の
高
橋
古
太
夫
は
、
早
速
七
月
二
一
日
に
茶
会
を

催
し
て
い
る
。「
久
兵
衛
日
記
」
に
茶
会
の
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
み
て
み
よ
う
。

昼
八
ツ
時
頃
よ
り
中
村
、
草
野
、
謙
吉
同
道
御
門
に
て
待
合
せ
候
内
、
高
橋
公
よ
り
御
案
内

有
之
罷
出
、
此
方
上
席
、
二 

旭
荘
、
三 

中
村
、
末 

草
野
。
高
橋
御
相
伴
に
て
、
薄
茶
出
夫

よ
り
会
席
出
る
。

向
鮎
糸
作
り　

芝
め
ふ
か

　

こ
の
茶
会
場
は
招
待
者
が
御
門
で
待
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
、
郡
代
役
所
（
永
山
布
政
所
）
内
の

高
橋
宅
の
一
室
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
【
註
36
】。
茶
席
で
の
飾
り
つ
け
や
道
具
な
ど
の
詳
細
は
知

り
え
な
い
が
、
薄
茶
に
始
ま
り
、
会
食
後
に
休
息
を
と
り
、
濃
茶
、
薄
茶
を
も
っ
て
茶
会
は
終
わ
っ

て
い
る
。

　

招
待
客
は
上
席
の
久
兵
衛
、
次
席
の
廣
瀬
旭
荘
の
ほ
か
に
、
茶
稽
古
に
参
加
し
た
豆
田
町
年
寄
の

中
村
豊
作
と
十□
の
草
野
忠
右
衛
門
と
思
わ
れ
る
。
久
兵
衛
は
扶
木
と
い
う
俳
号
を
も
ち
、
旭
荘
は
漢

詩
人
と
し
て
知
ら
れ
、
中
村
豊
作
の
中
村
家
は
俳
人
西
国
【
註
37
】
が
著
名
で
あ
る
。
途
中
参
加
し
た
長

崎
の
南
画
家
と
し
て
、
ま
た
煎
茶
を
嗜
む
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
木
下
逸
雲
の
列
席
は
、
さ
な
が

ら
文
人
墨
客
の
茶
会
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

懐
石
料
理
に
目
を
転
じ
れ
ば
、う
な
ぎ
、鮎
と
い
っ
た
川
魚
料
理
が
並
ん
で
お
り
、現
在
で
も
豆
田
・

隈
町
の
店
舗
で
食
す
こ
と
の
で
き
る
日
田
ら
し
い
食
材
を
用
い
た
料
理
で
あ
る
。

㈢ 

廣
瀬
家
の
茶
文
化
に
つ
い
て

　

近
世
日
田
の
茶
道
文
化
に
つ
い
て
は
、
森
春
樹
が
著
書
『
亀
山
抄
』
に
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）

　

隈
町
か
ら
は
町
年
寄
の
日
隈
彦
三
郎
【
註
29
】、
ま
た
豆
田
・
隈
町
周
辺
か
ら
は
庄
手
村
庄
屋
の
三
十

郎
【
註
30
】
や
刃
連
村
庄
屋
の
田
嶋
弾
助
【
註
31
】、
咸
宜
園
出
身
者
の
長
善
寺
住
職
玄
海
【
註
32
】
が
入
門
者

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
日
田
以
外
で
は
府
内
藩
筆
頭
家
老
安
藤
主
米
の
娘
姉
妹
で
あ
る
安
藤
て
の
・
み
を
【
註
33
】、

玖
珠
郡
廣
妙
寺
住
職
の
徳
元
が
入
門
し
て
い
る
【
註
34
】。

　

こ
う
し
た
入
門
者
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

廣
瀬
家 
一
三
名 

（
男　

七
名
、
女　

六
名
）

郡
代
所 

　

四
名 
（
男　

三
名
、
女　

一
名
）

町
年
寄 

　

四
名 
（
男　

四
名
、
女　

〇
名
）

商
家 

　

九
名 

（
男　

八
名
、
女　

一
名
）

庄
屋 

　

一
名 

（
男　

二
名
、
女　

〇
名
）

寺
院 

　

二
名 

（
男　

二
名
、
女　

〇
名
）

久
兵
衛
の
知
人 

　

三
名 

（
男　

〇
名
、
女　

二
名
）【
註
35
】

計 

三
六
名 

（
男
二
六
名
、
女
一
〇
名
）

　

廣
瀬
家
か
ら
は
、
本
家
に
加
え
て
分
家
の
博
多
屋
や
咸
宜
園
か
ら
半
数
近
く
参
加
し
て
お
り
、
郡

代
所
の
役
人
（
武
士
）
ま
で
も
入
門
し
て
い
る
こ
と
は
目
を
引
く
。
豆
田
・
隈
町
か
ら
は
年
寄
職
や

掛
屋
・
商
家
の
当
主
な
ど
が
入
門
し
て
い
る
が
、
大
半
は
久
兵
衛
の
商
売
仲
間
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

ほ
か
、
淡
窓
が
詩
会
な
ど
を
行
っ
た
際
の
会
場
と
な
っ
た
商
家
の
名
も
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
参
加
者
の
年
齢
は
、
管
見
す
る
限
り
で
は
廣
瀬
海
老
作
一
二
歳
、
廣
瀬
キ
ク
一
三
歳
な
ど

が
若
く
、
成
人
層
の
入
門
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
女
性
の
参
加
も
目
に
付
く
。
廣
瀬
家
入
門

者
の
半
数
以
上
が
女
性
で
、高
橋
古
太
夫
や
草
野
宗
十
郎
は
妻
あ
る
い
は
娘
と
一
緒
に
参
加
し
て
い
る
。

　

草
野
家
か
ら
の
三
人
の
入
門
も
注
目
さ
れ
る
。
草
野
家
で
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
建
築
遺

構
に
煎
茶
嗜
好
の
高
ま
り
を
示
す
痕
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
茶
稽
古
へ
の
参

加
が
同
家
の
煎
茶
文
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

廣
瀬
家
以
外
の
町
年
寄
・
商
家
・
庄
屋
の
数
に
比
べ
て
武
士
の
修
練
者
の
少
な
さ
は
幕
府
領
地
日

田
な
ら
で
は
の
あ
り
よ
う
で
、
そ
れ
で
も
上
流
階
層
の
商
家
の
参
加
が
目
立
っ
て
い
る
。
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に
大
坂
で
木
村
兼
葭
堂
に
勧
め
ら
れ
て
煎
茶
を
知
り
、
翌
年
熊
本
で
村
井
琴
山
に
逢
っ
て
煎
茶
を
好

む
と
、
日
田
の
人
に
勧
め
た
の
が
起
こ
り
と
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
日
田
で
の
文
人
煎
茶

は
一
八
世
紀
中
頃
か
ら
盛
ん
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　

ま
た
一
方
で
は
、
茶
の
湯
（
点
茶
）
に
つ
い
て
「
豆
田
の
廣
瀬
久
兵
衛
、
千
原
幸
右
衛
門
、
抔
岡

中
河
（
川
）
家
の
茶
道
安
達
不
達
と
云
を
招
い
て
稽
古
」
を
し
た
と
あ
る
。
こ
の
久
兵
衛
の
茶
稽
古

の
史
料
は
管
見
で
き
な
い
が
、
安
達
不
達
の
甥
に
あ
た
る
千
寿
宗
弥
が
先
の
隠
宅
茶
稽
古
に
招
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
事
実
性
は
疑
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
安
達
不
達
は
、
岡
藩
の
茶
頭
を
務
め
、
江
戸
で
江
戸
千
家
の
川
上
不
白
に
数
年
学
ん
で

い
る
。
不
白
の
茶
は
江
戸
で
武
家
社
会
や
町
人
社
会
に
拡
大
す
る
が
、
こ
の
影
響
を
受
け
た
安
達
不

達
に
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
頃
、
第
八
代
岡
藩
主
中
川
久
貞
が
入
門
し
、
藩
内
に
不
白
流
が
波
及

し
て
い
く
。
こ
の
岡
藩
で
は
、
以
後
、
古
田
織
部
流
茶
法
の
返
し
伝
授
や
田
能
村
竹
田
を
中
心
と
し

た
文
人
煎
茶
が
流
行
し
、
江
戸
時
代
後
期
の
豊
後
で
は
最
も
茶
道
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
【
註
38
】。
こ
う
し
た
岡
藩
の
茶
道
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
廣
瀬
家
の
茶
道
文
化
を
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

　

①
広
瀬
家
と
茶
道
の
か
か
わ
り

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
の
「
懐
旧
楼
筆
記
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

竹
田
ノ
城
下
ニ
着
ス
。
久
住
ヨ
リ
三
里
ナ
リ
。
定
水
ニ
別
レ
。
古
田
代
助
ト
云
フ
人
ノ
家
ニ

行
キ
テ
投
宿
ス
。
代
助
ハ
。
古
田
織
部
ノ
子
孫
ニ
シ
テ
。
庶
民
ナ
レ
ト
モ
。
名
家
ナ
リ
。
其

兄
ヲ
喜
兵
衛
ト
称
ス
。
コ
レ
ハ
祿
ヲ
ハ
ム
人
ナ
リ
。
別
居
セ
リ
。
代
助
ノ
子
ヲ
藤
助
ト
云
フ
。

代
助
兄
弟
並
ニ
藤
助
。
皆
伯
父
先
考
ト
交
リ
厚
シ
。
代
助
藤
助
ハ
。
日
田
ニ
モ
往
来
シ
テ
。

予
モ
コ
レ
ヲ
知
レ
リ
。
代
助
ハ
。
生
花
茶
湯
ヲ
好
ミ
。
風
流
ノ
人
ナ
リ
。
白
松
亭
主
人
ト
号

ス
。
喜
兵
衛
ハ
。
国
学
ヲ
好
ミ
。
寛
斎
ト
号
ス
。
篤
実
ノ
人
ナ
リ
。
予
古
田
ノ
家
ニ
留
ル
コ
ト
。

凡
ソ
三
夕
ナ
リ
。

　

こ
れ
は
淡
窓
が
一
四
歳
の
時
に
、
伯
父
平
八
や
父
三
郎
右
衛
門
と
一
緒
に
佐
伯
（
現
在
の
大
分
県

佐
伯
市
）
を
訪
れ
る
前
に
竹
田
岡
藩
に
立
ち
寄
り
、
古
田
家
に
宿
泊
し
た
時
の
様
子
で
あ
る
。
古
田

織
部
の
子
孫
と
さ
れ
る
古
田
代
助
は
茶
湯
を
好
み
、
日
田
を
訪
れ
て
は
第
四
代
当
主
・
月
化
や
次
代

当
主
・
三
郎
衛
右
門
と
親
交
を
深
め
て
い
た
こ
と
が
知
り
え
る
。

　

ま
た
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
一
〇
月
に
、
塩
谷
郡
代
が
日
田
周
辺
を
巡
回
し
た
帰
り
に
咸
宜
園

に
立
ち
寄
り
、
淡
窓
は
「
先
考
・
妻
・
久
兵
衛
夫
妻
ト
共
ニ
謁
見
」
し
て
「
煎
茶
ヲ
捧
」
げ
、
次
の

秋
風
庵
で
は
「
伯
父
拝
謁
ア
リ
。
薄
茶
ヲ
捧
」
げ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
平
八
の
茶
の
心
得
が

知
ら
れ
よ
う
。
先
の
『
亀
山
抄
』
に
は
、
延
享
（
一
七
四
四
～
一
七
四
八
）・
宝
暦
（
一
七
五
一
～

一
七
六
四
）・
安
永
（
一
七
七
二
～
一
七
八
〇
）
の
頃
に
も
茶
の
湯
（
点
茶
）
稽
古
が
開
催
さ
れ
た

こ
と
伝
え
て
い
る
。
平
八
の
こ
う
し
た
茶
道
の
心
得
は
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
に
廣
瀬
家
の
家

督
を
譲
り
受
け
、
岡
藩
の
ご
用
達
も
務
め
始
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
茶
事
に
修
練
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

従
っ
て
廣
瀬
家
で
も
、
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
後
半
頃
、
平
八
の
頃
に
は
茶
道
（
茶
の
湯
）
を
受

け
入
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
、
岡
藩
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
次
期
当
主
の
三
郎
右
衛
門
も
同
様
で
あ

り
、
久
兵
衛
は
先
の
史
料
や
前
節
の
稽
古
事
か
ら
し
て
、
茶
道
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
淡
窓
も
薬
効
的
な
観
点
や
、
頼
山
陽
や
貫
屋
海
屋
、
帆
足
万
里
、
田
能
村
竹
田
な
ど

と
の
親
交
も
あ
っ
て
文
人
煎
茶
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
た
と
さ
れ
る
【
註
39
】。
こ
の
こ
と
は
、「
懐
旧

楼
筆
記
」
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
の
次
の
記
事
で
わ
か
る
。

此
春
。
丸
屋
幸
右
衛
門
茶
席
ヲ
設
ケ
テ
。
余
ヲ
招
ケ
リ
。
岡
ノ
茶
人
玄
可
ト
云
フ
者
ト
席
ヲ

同
シ
ク
セ
リ
。

　

久
兵
衛
と
安
達
不
達
の
稽
古
に
参
加
し
た
丸
屋
千
原
幸
右
衛
門
が
主
催
し
た
茶
会
に
淡
窓
が
招
か

れ
、
岡
藩
の
茶
師
玄
可
と
同
席
で
あ
っ
た
と
い
う
。
茶
師
玄
可
や
他
の
出
席
者
な
ど
、
そ
の
詳
細
は

わ
か
ら
な
い
が
、
淡
窓
も
か
な
り
茶
に
は
熟
知
し
て
い
た
と
察
せ
よ
う
。

　

②
茶
道
の
稽
古
事

　

久
兵
衛
の
嘉
永
四
年
茶
稽
古
の
翌
年
、
三
月
一
一
日
と
五
月
二
一
日
に
も
茶
稽
古
が
催
さ
れ
、
筑

後
秋
月
の
茶
道
萩
谷
宗
禎
が
招
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
「
本
家
日
記
」
に
は
源
兵
衛
が
三
〇
年
前

に
も
茶
稽
古
を
行
っ
た
と
懐
古
し
て
い
る
。
三
〇
年
前
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
あ
た
り
、
源

兵
衛
は
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
七
才
の
頃
に
茶
稽
古
を
始
め
た
こ
と

に
な
る
。
丸
屋
千
原
家
を
分
家
し
、
隈
に
店
を
構
え
た
商
家
か
ら
養
子
に
来
た
源
兵
衛
で
あ
る
が
、



六
四

花
茶
湯
」
を
好
む
古
田
大
助
（
第
三
節
㈢
）
や
、同
じ
く
「
活
花
師
」
の
「
伊
東
源
兵
衛
（
亀
齢
軒
）」

【
註
44
】
と
の
親
交
が
あ
り
、
両
者
も
華
道
を
心
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

㈣ 

小
結

　

以
上
、
隠
宅
・
庭
園
を
通
し
て
、
廣
瀬
家
で
の
茶
と
の
か
か
わ
り
を
み
て
き
た
。
隠
宅
に
は
二
階

の
茶
空
間
こ
そ
現
存
し
な
い
が
、
一
階
に
「
四
畳
半
」
や
「
二
畳
」、
二
階
に
は
「
向
松
楼
」
と
呼

ば
れ
る
茶
室
空
間
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
ま
た
史
料
か
ら
隠
宅
建
築
の
過
程
が
読

み
と
れ
、
建
築
遺
構
や
隠
宅
絵
図
面
と
の
照
合
に
よ
っ
て
、
よ
り
詳
細
な
茶
室
を
中
心
に
し
た
隠
宅

建
築
の
間
取
の
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
隠
宅
周
り
に
は
「
向
松
楼
」
や
「
四
畳
半
」
の
茶
室
空
間
か
ら
望
む
松
を
主
体
と
し

た
庭
と
、
隠
宅
南
に
水
路
を
改
変
し
た
「
流
れ
の
庭
」
が
築
庭
さ
れ
、
そ
の
後
近
代
に
は
現
在
の
庭

園
空
間
へ
と
変
化
す
る
過
程
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
隠
宅
庭
園
評
価
を
今
ま
で
以
上
に
価
値
付
け
で
き

た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
廣
瀬
家
で
は
岡
藩
や
秋
月
藩
と
の
商
業
経
営
を
通
じ
て
、
茶
文
化
を
吸
収
し
て
き
た
こ

と
が
史
料
で
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
久
兵
衛
に
よ
っ
て
隠
宅
を
舞
台
に
役
人
、

商
家
、
庄
屋
と
い
っ
た
幕
末
期
日
田
の
上
流
階
層
に
そ
の
普
及
を
促
し
た
場
面
を
見
出
せ
た
点
は
強

調
で
き
よ
う
。

　

木
下
逸
雲
が
隠
宅
南
庭
園
を
モ
チ
ー
フ
に
筆
を
走
ら
せ
、
淡
窓
を
招
い
て
の
茶
会
や
花
見
、
久
兵

衛
と
廣
瀬
林
外
と
の
囲
碁
な
ど
、
文
化
的
な
場
と
し
て
の
機
能
が
隠
宅
に
あ
っ
た
こ
と
も
建
築
遺
構

と
し
て
の
特
徴
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
。

　

一
方
で
は
、
課
題
も
み
え
て
き
た
の
で
列
挙
し
て
お
く
。
一
点
目
が
、
今
回
、
隠
宅
庭
園
の
初
期

か
ら
陣
頭
指
揮
に
あ
た
っ
た
長
曽
我
部
翫
斉
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
長
曽
我
部
氏

は
北
家
庭
園
に
も
か
か
わ
る
な
ど
、
廣
瀬
家
の
庭
園
文
化
を
考
え
る
上
で
重
要
な
人
物
で
あ
る
こ
と

に
は
間
違
い
な
い
。
今
後
の
北
家
庭
園
の
調
査
・
研
究
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

二
点
目
は
、
久
兵
衛
没
後
の
近
代
か
ら
現
在
ま
で
の
隠
宅
建
築
遺
構
や
庭
園
築
庭
の
流
れ
で
あ
る
。

平
成
に
入
っ
て
の
隠
宅
改
築
で
は
、
当
初
部
材
を
再
利
用
し
な
が
ら
間
取
変
更
も
最
小
限
で
再
建
築

さ
れ
、
雪
隠
の
部
材
も
保
管
さ
れ
て
い
る
。
将
来
、
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
本
家
日
記
」
や
古
写
真
と

幼
い
頃
か
ら
心
得
と
し
て
茶
道
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
岡
藩
と
千
原
家
の
関

係
か
ら
、
稽
古
事
は
茶
の
湯
（
点
茶
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
源
兵
衛
の
茶
稽
古
事
は
、

早
く
か
ら
商
人
と
し
て
の
礼
儀
作
法
や
心
得
を
修
得
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
懐
旧
楼
筆
記
」（
天
保
三
年
九
月
一
八
日
）
に
は
、
次
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

先
考
ニ
陪
シ
テ
山
ニ
遊
フ
。
伊
織
。
伸
平
。
謙
吉
。
鉄
之
助
ヨ
リ
シ
テ
。
家
人
皆
往
ケ
リ
。

合
シ
テ
二
十
余
人
ナ
リ
。
諸
生
ハ
政
太
郎
。
藤
平
。
予
二
従
ヘ
リ
。
中
尾
村
ニ
至
リ
。
松
林

ノ
中
ニ
於
テ
。
座
ヲ
設
ケ
。
席
ヲ
張
リ
。
行
厨
ヲ
開
ク
。
又
火
ヲ
燃
シ
テ
飯
ヲ
炊
キ
。
茶
ヲ

烹
レ
リ
。
…
余
一
律
ヲ
得
タ
リ
。
曰
ハ
ク
。

秋
山
紅
葉
落
繽
粉　

採
菌
人
来
徑
路
分

木
屐
雙
■
擕
謝
客　

■
輿
緩
■
伴
徴
君

煎
茶
竹
塢
朝
翻
雨　

炊
飯
松
林
午
出
雲

遊
賞
恰
逢
和
暖
日　

一
家
歎
意
亦
氤
氳

　

廣
瀬
家
の
家
人
や
塾
生
を
従
え
て
の
遊
山
の
ひ
と
コ
マ
で
あ
る
。
廣
瀬
家
人
を
総
動
員
し
て
の
こ

の
散
策
に
は
、
記
述
に
「
茶
ヲ
烹
レ
リ
。」、
詩
の
な
か
に
煎
茶
と
あ
る
か
ら
、
野
外
で
の
茶
会
、
野

点
が
行
わ
れ
た
【
註
40
】。
淡
窓
の
こ
う
し
た
遊
山
や
放
学
は
塾
生
や
廣
瀬
家
人
と
の
市
内
散
策
と
し
て

著
述
に
多
々
見
ら
れ
、
日
田
の
自
然
や
旧
跡
を
訪
れ
て
は
詩
作
し
て
い
る
【
註
41
】。
こ
こ
で
の
野
点
は

弁
当
を
持
参
し
た
う
え
に
、
わ
ざ
わ
ざ
別
に
飯
を
炊
き
、
茶
席
を
設
け
て
い
る
。
一
見
、
自
然
の
な

か
で
の
自
由
な
趣
き
あ
る
茶
会
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
は
久
兵
衛
が
掛
屋
を
命
じ
ら
れ
て
お

り
、
家
人
全
て
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
茶
を
通
し
て
礼
儀
作
法
な
ど
の
心
得
な
ど
を
教
授
す
る

こ
と
も
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

以
上
、
廣
瀬
家
の
茶
文
化
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
久
兵
衛
は
華
道
に
も
通
じ
、
華
号
「
喬
松
園
」

の
称
号
を
得
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
て
い
る
（『
報
告
書
』
七
二
・
七
三
頁
）。
久
兵
衛
が
池
の

坊
華
道
の
免
許
を
取
得
し
た
文
政
一
一
年
に
は
、
千
原
・
袋
屋
と
い
っ
た
掛
屋
も
同
時
に
伝
授
さ
れ

て
お
り
、
文
政
八
年
以
後
、
日
田
で
は
急
速
に
入
門
者
が
増
え
る
時
期
で
も
あ
る
【
註
42
】。
隠
宅
が
ほ

ぼ
完
成
し
た
正
月
元
旦
の
記
述
に
は
、「
隠
宅
床
、
大
炊
公
御
讃
神
宝
の
懸
物
。
中
央
卓
花
、
福
寿
草
。

…
」と
あ
り
、久
兵
衛
は
福
寿
草
を
生
け
て
い
る【
註
43
】。
隠
宅
茶
室
空
間
を
彩
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
廣
瀬
家
に
お
け
る
華
道
は
先
の
久
兵
衛
に
代
表
さ
れ
る
が
、淡
窓
や
旭
荘
も
岡
藩
の
「
生



六
五

㈠ 

日
記
に
見
る
能
楽
の
上
演

　
「
久
兵
衛
日
記
」
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
五
月
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

十
六
日 

一
、
能
役
者
新
座
敷
ニ
て
囃
子
相
催
其
筋
の
面
々
入
来
。

高
砂　

三
輪　
　

融下
　
　

田上

村　
　

猩
祝
言

々

笛 

山
室
才
八
、
小
鼓 

高
波
九
郎
治
、

大
鼓 

木
屋
三
五
郎
、
太
鼓 

奥
村
嘉
六
、
狂
言 

高
須
太
郎
、
外
ニ
宇
佐　

政
次
地
謡
并
狂
言
相
手

十
七
日 

一
、
竹
田
能
役
者
、
今
日
も
本
宅
ニ
て
囃
子
有
之
町
中
其
筋
の
も
の
罷
越
。

十
八
日 

一
、
竹
田
能
役
者
休
息
。

こ
れ
は
、
安
政
五
年
に
北
家
新
座
敷
で
能
楽
が
催
さ
れ
た
こ
と
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
本
家
日
記
」
に
は
、

十
五
日 

竹
田
ヨ
リ
能
師
左
之
通
今
日
者
、
尤
小
渕
渡
橋
洪
水
ニ
而
、
心
遣
ニ
付
迎
候

者
差
出
。

笛　
　

山
室
才
八　
　
　

夜
玄　

鷹
巣
太
郎

小
鼓　

高
浪
九
郎
治　
　

大
鼓　

奥
村
嘉
六

太
鼓　

木
屋
三
五
郎

と
あ
り
、
一
六
日
に
は
「
高
砂
、
三
輪
、
田
村
、
春
日
龍
神
、
狂
玄
千
歳
、
名
取
川
」、
一
七

の
照
合
に
よ
っ
て
、
具
体
的
内
容
が
把
握
で
き
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

　

三
点
目
は
、
茶
の
湯
（
点
茶
）
と
煎
茶
の
問
題
で
あ
る
。『
亀
山
抄
』
で
は
日
田
で
茶
の
湯
（
点

茶
）
を
広
め
た
の
は
久
兵
衛
や
千
原
と
あ
り
、
久
兵
衛
の
川
上
不
白
流
の
隠
宅
茶
稽
古
で
理
解
で
き

る
。
こ
の
隠
宅
や
北
家
座
敷
二
階
に
は
煎
茶
空
間
の
痕
跡
が
み
ら
れ
、
煎
茶
文
化
も
浸
透
し
て
き
た

こ
と
が
淡
窓
の
日
記
な
ど
か
ら
で
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
煎
茶
遺
構
の
残
る
草
野
家
も
茶
の
湯
（
点

茶
）
稽
古
に
参
加
し
、
高
橋
の
茶
会
に
も
参
加
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
二
つ
の
茶
文
化
が
ど
の
よ
う

に
許
容
さ
れ
、
波
及
し
た
の
か
検
証
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

日
に
は
「
加
茂
、
羽
衣
、
小
袖
曽
我
、
忠
則
、
高
砂
、
夜
之
亀
山
、
因
幡
堂
」
が
舞
囃
子
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
日
記
は
、
五
月
一
五
日
に
豊
後
岡
藩
の
能
役
者
が
日
田
に
到
着
し
、

一
六
・
一
七
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
新
座
敷
を
舞
台
に
舞
囃
子
【
註
45
】

が
上
演
さ
れ
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
こ
の
新
座
敷
へ
は
、「
町
中
其
筋
」
の
人
達
が
観
賞
に
き
て
い
る
。

　

記
事
か
ら
は
、「
政
次
地
謡
并
狂
言
相
手
」
と
あ
る
か
ら
シ
テ
役
を
鷹
巣
（
高
須
）
太
郎
が

演
じ
、
政
次
が
ワ
キ
役
を
兼
ね
た
。
囃
子
方
は
、
笛
を
山
室
才
八
、
小
鼓
を
高
波
九
郎
治
、
大

鼓
を
木
屋
三
五
郎
、
太
鼓
を
奥
村
嘉
六
が
務
め
、
狂
言
・
地
謡
方
が
二
人
、
囃
子
方
四
名
の
六

人
に
よ
る
演
能
で
あ
っ
た
。

　

演
じ
ら
れ
た
曲
目
は
、
初
日
（
一
六
日
）
が
「
高
砂
、
三
輪
、
田
村
、
春
日
龍
神
、
狂
玄
千

歳
、
名
取
川
」
の
六
曲
、
二
日
目
（
一
七
日
）
が
「
加
茂
、
羽
衣
、
小
袖
曽
我
、
忠
則
、
高
砂
、

夜
之
亀
山
、
因
幡
堂
」
の
七
曲
で
あ
る
。「
高
砂
」
だ
け
は
両
日
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の

豊
後
の
地
に
お
い
て
も
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

㈡ 

二
豊
の
能
役
者
の
競
演

　

竹
田
岡
藩
の
『
中
川
氏
御
年
譜
』
に
は
、「
若
殿
様
御
嫡
子
成
ノ
儀
、
昨
年
追
々
御
取
遣
済

セ
ラ
ル
ヽ
ノ
処
、
両
殿
様
御
使
揃
ニ
付
、
西
御
郭
ニ
テ
御
祝
儀
ノ
御
能
コ
レ
ア
リ
」
と
あ
り
、

新
座
敷
で
上
演
さ
れ
た
年
の
一
一
月
二
一
日
に
岡
藩
主
・
中
川
久
成
の
嫡
子
就
任
の
お
祝
の
能

楽
が
岡
城
で
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祝
能
の
番
組
や
能
舞
台
配
置
図
が
、「
木
幡
氏
世
譜
」【
註
46
】

に
「
御
祝
之
御
能
組
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
日
の
演
目
は
翁
・
高
砂
・
間
・
田
村
・
間
・
羽
衣
・
鞍
馬
天
狗
・
間
・

祝
言
・
末
廣
・
枕
物
狂
・
米
市
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、「
田
村
」
の
大
鼓
に
町
人
三
五
郎
、

笛
に
山
室
才
八
、「
羽
衣
」
の
小
鼓
に
高
浪
九
郎
次
、
笛
に
山
室
才
八
、「
鞍
馬
天
狗
」
の
太
鼓

に
奥
村
嘉
六
、「
祝
言
」
の
笛
に
山
室
才
八
、「
末
廣
」
の
シ
テ
役
に
鷹
巣
太
郎
の
名
が
み
え
、

先
の
新
座
敷
で
の
狂
言
方
や
囃
子
方
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
木
屋
三
五

郎
【
註
47
】

に
は
町
人
と
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藩
中
の
素
人
役
者
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
岡
藩
能
組
（
番
組
）
の
演
者
に
は
木
屋
三
五
郎
の
ほ
か
に
も
ツ
レ
・
小
書
・
四
拍
子
の

第
四
節

　新
座
敷
と
能
楽



六
六

演
者
に
町
人
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。
四
拍
子
に
は
手
代
や
大
工
忰
も
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
、

家
中
の
藩
士
・
町
人
・
商
人
層
な
ど
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
新
座
敷

の
舞
囃
子
に
は
、
岡
藩
能
役
者
の
鷹
巣
太
郎
・
山
室
才
八
・
高
浪
九
郎
治
・
奥
村
嘉
六
と
素
人

役
者
の
木
屋
三
五
郎
が
招
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
気
に
な
る
の
が
政
次
で
あ
る
。
こ
の
政
次
は
先
の
岡
藩
「
御
祝
之
御
能
組
」
に
そ
の

名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
本
家
日
記
」（
五
月
一
五
日
）
の
岡
藩
能
師
を
連
記
し
た
な
か
に
も

そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
岡
藩
の
能
役
師
で
は
な
い
。
考
え
ら
れ
る
の
が
、
宇

佐
と
い
う
の
が
姓
で
は
な
く
、
豊
前
宇
佐
と
い
う
地
名
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
久
兵
衛

は
政
次
、
源
兵
衛
は
的
平
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
宇
佐
で
は
、
宇
佐
神
宮
で
の
神
事
能
な
ど

が
知
ら
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
【
註
48
】
。
こ
の
宇
佐
へ
は
、
久
兵
衛
は
新
田
開
発
の

た
め
に
何
度
も
足
を
運
ん
で
い
る
こ
と
や
、
府
内
で
も
能
楽
に
接
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
同
一
人
物
の
呼
称
の
違
い
は
久
兵
衛
は
早
く
か
ら
政
次
を
知
っ
て
い
た

が
、
源
兵
衛
へ
告
げ
た
の
は
役
者
名
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

新
座
敷
で
の
能
楽
と
同
じ
年
の
安
政
五
年
に
は
、
宇
佐
神
宮
で
六
月
に
奉
納
能
と
一
〇
月

二
一
日
に
神
事
能
が
催
さ
れ
て
い
る
【
註
49
】
。
特
に
奉
納
能
は
「
豊
後
岡
の
連
中
」
に
よ
る
演
能

で
、
こ
こ
で
も
岡
藩
能
役
師
の
活
動
が
み
ら
れ
る
。
近
世
後
期
の
彦
根
藩
で
は
藩
御
抱
の
能
役

者
だ
け
で
は
能
楽
が
担
い
き
れ
ず
に
「
広
範
な
素
人
役
者
や
他
所
役
者
が
動
員
」
さ
れ
て
い
る

【
註
49
】

例
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
新
座
敷
で
の
演
能
は
江
戸
末
期
の
豊
後
と
豊
前
の
能
役

者
の
活
動
や
交
流
、
さ
ら
に
は
岡
藩
能
役
者
の
動
向
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
よ
う
。

㈢ 

新
座
敷
と
能
楽
の
舞
台

　

能
楽
に
は
本
舞
台
、
橋
掛
か
り
、
地
謡
座
、
後
座
な
ど
の
舞
台
装
置
が
必
要
で
、
江
戸
期
の

舞
台
は
現
在
の
そ
れ
と
大
差
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
【
註
51
】
。

　

先
の「
木
幡
氏
世
譜
」の「
今
度
御
祝
儀
之
御
能
之
節
、西
郭
御
書
院
御
間
拵
之
図
」（
第
４
図
）

に
よ
れ
ば
、
岡
藩
安
政
能
は
「
獅
子
之
間
」
と
、
そ
の
南
の
続
き
間
「
吉
野
之
御
間
」
の
一
部

が
能
台
（
能
舞
台
）
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
の
南
の
「
山
水
之
間
」
が
嫡
子
「
若
殿
様
」
の
御

席
で
あ
っ
た
。「
獅
子
之
間
」
の
西
側
「
小
床
之
間
」
の
北
東
隅
に
は
斜
め
方
向
の
線
が
引
か

れ
て
「
橋
掛
り
」
と
し
て
い
る
。
能
台
の
東
に
は
「
地
謡
」
と
そ
の
背
後
に
「
拝
見
席
」、
ま

た
能
台
の
北
に
は
「
御
能
方
溜
」、
そ
の
背
後
に
も
「
御
能
方
溜
」
と
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
場
所
は
岡
藩
『
西
御
郭
御
絵
図
』【
註
52
】

に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
岡
城
西
の
丸
御

殿
の
東
端
に
あ
る
獅
子
ノ
間
・
芳
野
ノ
間
・
山
水
ノ
間
と
一
致
す
る
。「
地
謡
」
や
「
御
能
方
溜
」

は
縁
側
や
特
設
施
設
、
ま
た
「
拝
見
席
」
も
特
設
施
設
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
岡
城
二
の
丸
の
能
舞
台
と
な
っ
た
獅
子
ノ
間
は
二
一
畳
、
吉
野
之
御
間
は
二
四
畳
の

広
さ
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
西
御
郭
御
絵
図
』
か
ら
わ
か
る
。
吉
野
之
御
間
に
は
舞
台
の
端
を
示

す
「
仮
の
敷
居
」
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
お
よ
そ
一
間
分
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
獅
子
ノ
間

二
一
畳
と
吉
野
之
御
間
八
畳
の
計
二
九
畳
ほ
ど
が
本
舞
台
で
あ
っ
た
。

　

本
舞
台
は
京
間
三
間
四
方
が
標
準
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
畳
に
し
て
一
八
畳
程
度
の
広
さ
と

な
る
。
新
座
敷
は
一
〇
畳
敷
二
間
で
二
〇
畳
と
な
り
、
合
算
す
る
と
数
字
的
に
み
れ
ば
新
座
敷

で
も
十
分
に
演
じ
ら
れ
た
広
さ
で
あ
る
。
仮
に
一
〇
畳
敷
一
間
の
狭
い
舞
台
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
岡
藩
西
の
丸
の
よ
う
に
二
間
の
一
角
に
橋
掛
り
を
設
置
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。 第 4 図　『木幡氏世譜』の「西郭御書院御間拵之図」の一部（竹田

市歴史資料館提供）



六
七
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廣
瀬
家
新
座
敷
で
の
芸
能
の
私
的
な
催
し

　

能
楽
は
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
の
儀
式
と
し
て
の
「
式
楽
」
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
り

幕
府
や
藩
の
監
視
下
に
お
か
れ
、
一
七
世
紀
の
江
戸
で
は
辻
能
や
勧
進
能
の
開
催
に
よ
っ
て
上

流
階
級
層
も
能
楽
を
見
る
機
会
が
増
し
、
以
後
は
謡
の
普
及
が
町
人
層
に
ま
で
広
が
る
歴
史
を

有
す
る
。
こ
う
し
た
「
能
と
い
う
芸
能
」
は
、「
江
戸
時
代
の
町
人
層
の
間
に
高
度
な
文
化
と

し
て
い
き
続
け
る
」【
註
53
】

こ
と
か
ら
も
、
当
然
な
が
ら
日
田
の
町
人
間
に
も
こ
う
し
た
芸
能
が

聞
き
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

嘉
永
三
年
に
は
堀
田
村
、
翌
年
に
は
八
幡
町
、
魚
町
、
中
城
に
「
俄
狂
言
」
が
組
織
さ
れ
【
註
54
】、

廣
瀬
資
料
館
蔵
書
に
は
『
謡
本
五
番
』、『
謡
本
観
世
流
五
番
』、『
謡
本
観
世
織
部
太
夫
章
句

一
〇
〇
番
二
〇
冊
』、『
謡
本
百
番
観
世
流
』、『
和
泉
流
小
舞
謡
』、『
謡
要
極
秘
伝
抄
』、『
小
謡
集
』

な
ど
の
謡
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
【
註
55
】

こ
と
か
ら
も
、
町
人
や
庶
民
の
間
で
は
関
心
が
高
か
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
で
、
久
兵
衛
と
能
楽
の
関
わ
り
に
つ
い
て
日
記
か
ら
見
て
み
る
と
、
嘉
永
七
年
二
月
一

日
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

初
午
ニ
付
、
例
年
の
通
、
宮
大
夫
へ
簱
燈
明
神
酒
等
差
上
ル
。

御
陣
屋
ヘ
モ
燈
籠
献
進
、
城
山
両
町
よ
り
作
り
も
の
小
供
踊
等
有
之
。

御
陣
屋
内
ニ
て
も
狂
言
等
有
之
候
由

　

初
午
の
日
に
郡
代
役
所
で
狂
言
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。安
政
二
年
四
月
一
五
日
に
は
、

御
陣
屋
へ
舞
囃
子
有
之
拝
見
ニ
参
候
様
御
沙
汰
有
之
。
範
治
、
孝
之
助
罷
越
。
宿
元
よ

り
ハ
不
参
。

　

郡
代
役
所
よ
り
舞
囃
子
拝
見
の
誘
い
が
あ
っ
た
が
、
結
局
廣
瀬
家
か
ら
は
誰
も
参
加
せ
ず
、

咸
宜
園
か
ら
林
外
、
青
邨
が
出
向
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
府
内
滞
在
中
の
久
兵
衛
は
、
正
月
三
日
に
府
内
城
内
で
「
松
囃
子
」
を
拝
聴
し
、

弘
化
二
年
九
月
一
八
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
「
春
日
宮
社
地
」
で
の
「
能
興
行
」
に
二
日
間
「
能

見
物
」
に
で
か
け
、
さ
ら
に
別
の
日
に
は
「
道
成
寺
一
番
」
だ
け
を
見
学
し
て
帰
っ
て
い
る
記

述
が
日
記
に
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
久
兵
衛
の
府
内
滞
在
中
の
能
楽
と
の
関
わ
り
は
、
岡
藩
や
宇
佐
地
域
と
の
経
済

的
な
結
び
つ
き
（『
報
告
書
』
第
四
章
）
が
強
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
こ
と
が
岡

藩
お
抱
え
の
能
役
者
を
招
い
て
の
廣
瀬
家
新
座
敷
で
の
演
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
幕
府
領
日
田
を
含
む
近
世
期
の
豊
後
は
、
現
在
の
大
分
県
で
あ
る
豊
前
の
一
部

と
と
も
に
「
二
豊
」
と
も
呼
ば
れ
、
中
津
・
杵
築
・
日
出
・
府
内
・
佐
伯
・
臼
杵
・
岡
・
森
藩

な
ど
の
藩
領
や
、
肥
後
藩
な
ど
の
飛
び
地
、
旗
本
領
、
そ
し
て
幕
府
領
日
田
な
ど
の
、
複
雑
な

小
藩
分
立
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た
【
註
56
】
。
こ
う
し
た
各
藩
の
能
楽
に
つ
い
て
は
臼
杵
藩
【
註
57
】

や
岡
藩
【
註
58
】
、島
原
藩
領
高
田
（
現
在
の
豊
後
高
田
市
）【
註
59
】
な
ど
で
の
演
能
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

一
七
世
紀
中
頃
か
ら
藩
主
不
在
の
代
官
・
郡
代
支
配
下
の
日
田
に
あ
っ
て
は
、
先
の
史
料
の

通
り
、
郡
代
役
所
で
舞
囃
子
や
狂
言
が
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
知
り
え
な
い
が
、
そ
の

内
容
や
能
役
師
な
ど
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
能
楽
の
な
か
に
は
、
諸
藩
お
抱
え
役
者
が
国
許
や
江
戸
藩
邸
以
外
の
一
般
庶
民

を
対
象
と
し
た
催
し
や
、「
饗
応
」、「
摂
待
」、
あ
る
い
は
自
ら
の
「
慰
安
」
を
目
的
と
し
た
「
私

的
催
し
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
【
註
60
】
。「
私
的
催
し
」
の
実
態
が
把
握
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
新
座
敷
で
の
演
能
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
新
座
敷
で
の
芸
能
事
を
紹
介
し
よ
う
。
新
座
敷
が
完
成
の
翌
年
、
隠
宅

で
の
茶
稽
古
に
入
門
し
た
安
藤
て
の
・
み
を
姉
妹
を
招
い
て
い
る【
註
61
】
。
こ
の
二
人
は「
琴
名
人
」

で
あ
っ
た
が
、「
三
味
線
」
を
弾
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、「
中
村
」、「
草
野
」、「
下
中
城
姉
」（
淡

窓
妻
）、「
千
原
」
な
ど
に
案
内
を
し
、
家
人
と
一
緒
に
姉
妹
の
「
三
味
線
」
に
参
加
し
て
い
る
。

久
兵
衛
は
「
家
内
ハ
、
鶏
鳴
迄
」
後
片
付
け
を
し
た
と
い
う
か
ら
、
拝
聴
者
の
熱
狂
ぶ
り
が
伝

わ
っ
て
く
る
。

㈤ 
新
座
敷
の
建
築
目
的
に
つ
い
て

　

さ
て
、
新
座
敷
で
の
能
楽
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
新
築

さ
れ
た
建
物
空
間
は
、
日
記
に
能
楽
に
関
す
る
記
述
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
な
く
、
当
初

か
ら
演
能
施
設
と
し
て
建
て
た
も
の
で
は
な
い
。
話
は
前
後
す
る
が
、
新
座
敷
が
ど
の
よ
う
な

空
間
で
あ
っ
た
か
検
討
し
て
み
た
い
。

　
「
懐
旧
楼
筆
記
」
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
二
月
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。



六
八

二
〇
日
頃
。
竹
田
ノ
太
夫
中
川
平
右
衛
門
。
亞
太
夫
長
塩
又
左
衛
門
。
東
都
ニ
赴
カ
ン

ト
シ
テ
。
我
懸
ヲ
過
リ
。
我
家
ニ
留
宿
セ
リ
。
因
ッ
テ
北
家
南
家
ヲ
虚
シ
ウ
シ
テ
。
客

館
ト
ナ
シ
。
先
妣
ハ
乗
輿
ニ
テ
田
町
叔
父
ノ
居
ニ
轉
シ
玉
ヘ
リ
。

　

こ
れ
は
、
竹
田
岡
藩
筆
頭
家
老
の
田
近
教
興
と
家
老
長
塩
又
左
衛
門
【
註
62
】

が
、
江
戸
に
向

う
途
中
に
廣
瀬
家
に
立
ち
寄
り
逗
留
す
る
こ
と
の
な
っ
た
の
で
家
全
体
が
「
客
館
」
と
な
り
、

母
を
叔
父
の
家
に
移
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
淡
窓
日
記
」
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
三
月
六
日
に
は
、「
家
君
移
寓
東
塾
。

以
東
家
留
魚
町
客
也
。」
と
あ
り
、
同
九
日
に
は
「
家
君
帰
東
家
。
東
家
客
竹
田
吏
員
。」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
六
日
に
廣
瀬
家
の
客
人
が
宿
泊
す
る
の
で
父
を
東
塾
に
移
し
、
九
日
に
は
客
が

帰
っ
た
の
で
父
を
廣
瀬
家
に
戻
し
た
が
、
そ
の
客
人
は
竹
田
岡
藩
の
役
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、
岡
藩
『
中
川
御
年
譜
』（
同
年
二
月
一
五
日
）
に
竹
田
を
発
し
て
、
三

月
二
五
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
岡
藩
で
は
江
戸
に
上
る
際
に
は

竹
田
か
ら
岡
藩
領
の
三
佐
（
現
在
の
大
分
市
）
を
経
由
し
て
、
海
路
で
大
坂
に
行
き
、
江
戸
へ

向
か
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
先
の
よ
う
な
岡
藩
士
逗
留
は
、
す
で
に
廣
瀬
家
が
第
三
世
当
主
・

久
兵
衛
の
代
か
ら
御
用
達
を
務
め
て
い
た
と
い
う
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
廣
瀬
家
に
立
ち

寄
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
藩
士
の
逗
留
と
な
れ
ば
、
隠
居
し
て
い
た
父
母
ま
で
も
別
な
場
所
に

移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
当
時
の
廣
瀬
家
は
手
狭
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ

ま
り
、
こ
う
し
た
客
人
を
逗
留
す
る
に
足
り
る
施
設
こ
そ
が
新
座
敷
で
あ
っ
た
。

　

第
一
〇
世
当
主
・
正
雄
が
ま
と
め
た
『
廣
瀬
影
譜
』【
註
63
】

の
新
座
敷
の
写
真
頁
に
は
、
新
座

敷
の
写
真
と
と
も
に
「
高
貴
客
用
便
所
平
面
図
」
の
文
字
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
北
家
図
面
（
第

一
章
第
１
図
左
）
で
も
わ
か
る
と
お
り
、
通
常
の
接
客
は
「
對
客
ノ
間
」
を
使
い
、「
高
貴
客
」

は
新
座
敷
に
逗
留
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、「
對
客
ノ
間
」
は
北
家
正
面
玄
関
の
近

く
に
設
け
ら
れ
、
新
座
敷
は
商
業
空
間
や
座
敷
な
ど
当
主
の
生
活
空
間
と
は
切
り
離
さ
れ
た
東

側
の
ゆ
と
り
の
あ
る
独
立
し
た
場
所
に
、
台
所
や
茶
室
を
備
え
た
形
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
客

層
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
用
空
間
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

前
節
で
も
触
れ
た
草
野
家
に
も
立
派
な
新
座
敷
棟
が
現
存
す
る
【
註
64
】
。「
上
ノ
間
」
と
「
次

　

以
上
、
廣
瀬
家
南
家
の
隠
宅
・
庭
園
の
文
化
的
側
面
と
北
家
新
座
敷
の
芸
能
的
側
面
に
つ
い
て
み

て
き
た
。

　

ま
ず
隠
宅
・
庭
園
は
四
年
の
歳
月
を
経
て
完
成
す
る
と
い
う
、
久
兵
衛
の
住
宅
に
対
す
る
強
い
志

向
が
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
建
築
遺
構
や
史
料
、
絵
図
面
に
み
ら
れ
る
茶
室
を
主
役

と
し
た
数
奇
屋
風
意
匠
空
間
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
と
、庭
園
北
の
「
松
」
と
庭
園
南
の
「
水
」
と
い
っ

た
自
然
を
基
調
と
し
た
開
放
的
な
市
中
で
の
庭
造
り
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
場
」
で
は
茶
を
通
じ
て
、
一
つ
に
廣
瀬
家
の
家
人
と
い
う
内
な
る
人
達
へ
の
礼
儀
作
法
や

心
得
の
教
授
、
一
つ
に
は
豆
田
町
商
人
な
ど
外
の
人
達
に
対
す
る
茶
文
化
の
伝
播
が
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
こ
隠
宅
で
久
兵
衛
は
、「
詩
」
を
詠
み
、「
華
」
を
生
け
、「
碁
」
を
指
す
な
ど
、文
化
的
生
活
を
送
り
、

加
え
て
淡
窓
や
旭
荘
、
木
下
逸
雲
な
ど
の
訪
れ
る
茶
文
化
特
有
の
社
交
的
な
場
と
し
て
の
機
能
が
兼

ね
備
え
ら
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
新
座
敷
は
、
北
家
の
一
角
を
利
用
し
、
逗
留
者
を
も
て
な
す
に
十
分
な
広
さ
と
堅
固
な
建

物
空
間
を
準
備
す
る
こ
と
で
、
家
業
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
建
築
遺
構
で
あ
っ
た
こ
と
が
経
営
の

ノ
間
」
は
各
一
〇
畳
の
広
さ
を
も
ち
、
茶
室
や
湯
殿
・
台
所
を
有
す
る
な
ど
、
廣
瀬
家
新
座
敷

と
の
共
通
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
新
座
敷
棟
は
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
六

代
忠
右
衛
門
重
安
の
代
に
建
築
さ
れ
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
一
〇
代
忠
右
衛
門
閑
一
重
樹
の
明
治

前
期
に
第
一
・
二
客
間
と
い
っ
た
客
間
棟
が
建
築
さ
れ
る
。
廣
瀬
家
の
新
座
敷
や
客
間
の
建
築

時
期
な
ど
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
草
野
家
新
座
敷
の
特
徴
か
ら
す
る
と
、
そ
の
機
能
も
や

は
り
高
貴
な
客
用
の
逗
留
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
座
敷
で
催
さ
れ
た
能
楽
は
、
閉
鎖
的
な
日
田
の
町
に
娯
楽
文
化
を
普
及
さ

せ
た
と
い
う
点
で
は
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
能
楽
や
三
味
線
に
み
る
よ
う
に
、
新
座
敷
は
逗
留
施
設
と
し
て
の
性
格
に
、
芸
能

の
場
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
お
り
、
天
井
部
に
当
時
の
名
残
を
残
す
建
築
遺
構
に
対
し
て
芸

能
的
な
「
場
」
と
し
て
の
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
五
節

　小
結



六
九

【
註
】

１ 

廣
瀬
資
料
館
蔵

２
～
４ 

江
面
嗣
人
氏
に
、
現
地
遺
構
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

５ 

尼
﨑
博
正
氏
に
、
現
地
遺
構
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

６ 

廣
瀬
正
雄
『
贈
従
五
位
廣
瀬
久
兵
衛
傳
』
開
明
堂 

一
九
二
九

７ 

中
村
一
・
尼
﨑
博
正
『
風
景
を
つ
く
る　

現
代
の
造
園
と
伝
統
的
日
本
庭
園
』
昭
和
堂  

二
〇
一
一

８ 

宮
本
雅
明
編
『
大
分
県
指
定
有
形
文
化
財　

草
野
家
住
宅
調
査
報
告
書
』
草
野
家
住
宅
保
存
修
理
委
員
会 

二
〇
〇
九

９ 
 

尼
﨑
博
正
氏
の
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

10 

註
８
と
同
じ
。

11 

園
田　

大
「
日
田
・
廣
瀬
家
所
蔵
の
茶
事
史
料
」『
大
分
県
地
方
史
』
二
一
二
号 

大
分
県
地
方
史
研
究
会 

二
〇
一
一

12 

廣
瀬
資
料
館
蔵

13 

廣
瀬
き
ち
は
長
女
で
、
源
兵
衛
の
妻
。
廣
瀬
な
を
は
次
女
。「
廣
瀬
系
譜
」（
廣
瀬
資
料
館
蔵
）
や
大
超
寺
墓
地

調
査
に
よ
る
。（
以
下
、
註
17
ま
で
同
じ
。）

14 

廣
瀬
モ
ト
（
後
に
ノ
ブ
）
は
長
女
、
廣
瀬
五
兵
衛
は
夫
。
廣
瀬
き
く
は
次
女
。
廣
瀬
海
老
作
は
次
男
。

15 

廣
瀬
吾
八
郎
は
、
久
兵
衛
の
弟
・
三
右
衛
門
の
養
子
。

状
況
（
第
一
章
）
か
ら
も
う
な
ず
け
よ
う
。

　

時
に
は
、
余
裕
あ
る
間
取
を
利
用
し
た
「
能
楽
」
や
「
三
味
線
」
を
催
し
、
片
や
町
中
に
、
片
や

家
人
や
女
性
達
に
披
露
す
る
な
ど
、
対
外
的
な
娯
楽
文
化
の
「
場
」
と
し
て
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
て

い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
廣
瀬
家
に
現
存
す
る
二
つ
の
建
物
遺
構
は
居
住
・
滞
在
の
住
環
境
に
、
江
戸
末
期

の
町
人
へ
の
文
化
や
芸
能
と
い
っ
た
諸
芸
高
揚
の
「
場
」
と
し
て
の
充
実
が
認
め
ら
れ
る
点
に
お
い

て
廣
瀬
淡
窓
旧
宅
の
一
つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
諸
芸
は
岡
藩
や
秋
月
藩
、
府
内
や
宇
佐
と
い
っ
た
、
日
田
以
外
の
土
地
か
ら

の
文
化
流
入
で
あ
り
、
経
済
的
繋
が
り
に
起
因
し
た
享
受
や
伝
授
の
具
体
的
な
「
場
」
が
現
存
す
る

建
築
遺
構
に
歴
史
性
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

（
土
居 

和
幸
・
園
田 

大
・
平
塚 

英
利
）

16 

刃
連
は
地
名
。
同
じ
く
隣
接
す
る
地
名
の
田
島
も
使
わ
れ
、
田
島
弾
助
と
し
て
「
久
兵
衛
日
記
」
に
そ
の
名
が

み
ら
れ
る
。
廣
瀬
家
第
五
世
三
郎
右
衛
門
の
妹
・
み
を
の
ひ
孫
に
あ
た
る
。

17 

博
多
屋
久
三
郎
は
、
源
兵
衛
の
父
。
博
多
屋
ひ
ろ
は
、
源
兵
衛
の
妻
。
な
ほ
（
な
お
）
に
つ
い
て
は
、
久
三
郎

と
併
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
妻
と
も
考
え
ら
れ
る
が
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
。
吾
八
郎
の
妻
（
三
右
衛

門
の
娘
）・
ナ
オ
の
可
能
性
も
あ
る
。

18 

県
令
集
覧
の
嘉
永
四
年
の
豊
後
日
田
詰
に
は
、
高
橋
姓
は
古
太
夫
し
か
お
ら
ず
、
高
橋
み
よ
は
、
そ
の
妻
あ
る

い
は
娘
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
書
に
は
手
代
の
脇
谷
又
蔵
と
大
塚
孝
一
郎
の
名
も
み
ら
れ
る
。
村
上
直
・
荒

川
秀
俊
『
江
戸
幕
府
代
官
史
料
‐
県
令
集
覧
‐
』 

吉
川
弘
文
館 

一
九
七
五

19 

三
松
家
は
代
々
豆
田
町
年
寄
職
を
継
い
で
お
り
、
寛
右
衛
門
を
名
の
っ
た
。
三
松
家
の
墓
地
に
は
、
八
世
三
松

則
宗（
文
政
三
年
正
月
二
六
日
卒
）‐
九
世
三
松
宗
親（
嘉
永
五
年
一
二
月
一
四
卒
）の
墓
碑
が
残
る
。
則
宗
は
、

市
内
と
も
称
し
、亡
く
な
っ
た
日
は
「
懐
旧
楼
筆
記
」（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

二
五
四
頁
）
墓
碑
と
一
致
す
る
。

ま
た
、
宗
親
は
、
順
平
と
称
し
、
亡
く
な
っ
た
日
は
「
淡
窓
日
記
」（『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻 

一
二
〇
四
頁
）

と
一
致
す
る
。
こ
の
茶
稽
古
に
参
加
し
た
の
は
、
翌
年
に
亡
く
な
る
九
世
三
松
宗
親
も
し
く
は
次
の
当
主
と
思

わ
れ
る
。

20 

中
村
家
の
豊
作
、
湖
蔵
に
つ
い
て
は
、『
報
告
書
』
一
六
一
～
一
六
八
頁
参
照
。

21 

掛
屋
八
軒
士（
掛
屋
七
軒
衆
）の
一
つ（『
報
告
書
』四
九
～
五
二
頁
参
照
）。
草
野
丈
右
衛
門
は
、「
懐
旧
楼
筆
記
」

文
化
一
〇
年
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻
一
八
一
頁
）
に
「
木
太
郎
ハ
、
今
升
屋
丈
衛
門
ト
称
ス
」
と
あ
り
、

十□
の
五
代
草
野
忠
右
衛
門
重
次
の
次
男
に
あ
た
る
。
そ
の
息
子
の
八
六
と
と
も
に
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
。

ま
た
、「
淡
窓
日
記
」
嘉
永
二
年
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻 

一
〇
六
五
頁
）
に
は
、兄
・
草
野
卯
吉
の
紹
介
で
「
草

野
陽
吉
郎
入
門
。
忠
右
衛
門
二
男
也
。」
と
あ
り
、
七
代
草
野
忠
右
衛
門
（
宗
十
郎
）
の
次
男
と
考
え
ら
れ
る
。

草
野
い
と
は
、
七
代
草
野
忠
右
衛
門
（
宗
十
郎
）
の
娘
に
あ
た
る
。
現
当
主
の
草
野
忠
右
衛
門
氏
よ
り
ご
教
示

い
た
だ
い
た
。

宮
本
雅
明
編
『
大
分
県
指
定
有
形
文
化
財
草
野
家
住
宅
調
査
報
告
書
』
草
野
家
住
宅
保
存
修
理
委
員
会 

二
〇
〇
九

22 

伊
豫
屋
は
、
日
田
掛
屋
八
軒
士
（
ま
た
は
七
軒
衆
）
の
一
つ
（『
報
告
書
』
四
九
～
五
二
頁
参
照
）。
こ
の
茶
稽

古
に
参
加
し
た
の
は
八
世
儀
七
に
あ
た
ろ
う
か
。
豆
田
町「
元
治
元
年
絵
図
」に
は
平
野
町
に「
醤
油
并
紙
商
賣
」

と
あ
り
、
平
野
町
や
住
吉
町
、
八
幡
町
に
借
家
を
持
っ
て
い
た
。「
正
徳
四
年
絵
図
」
に
は
清
右
衛
門
、「
元
文

四
年
絵
図
」
に
は
「
油
職
」
清
右
衛
門
の
名
が
み
ら
れ
る
。
旧
手
嶋
家
に
は
弘
化
三
年
の
棟
木
墨
書
が
残
る
居

蔵
造
の
別
棟
座
敷
が
現
存
し
て
い
る
（『
報
告
書
』
四
一
～
四
二
頁
参
照
）。
ま
た
、
廣
瀬
淡
窓
が
桂
林
園
開
塾

に
際
し
て
、
手
嶋
儀
七
（
手
嶋
家
八
世
）
の
土
地
を
借
り
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（『
報
告
書
』
一
一

頁
参
照
）。
手
嶋
家
墓
地
は
、
豆
田
町
東
に
酢
屋
（
富
永
家
）
と
同
じ
墓
地
内
に
あ
っ
た
が
、
平
成
六
年
に
東

町
広
円
寺
に
移
さ
れ
た
。墓
石
と
手
嶋
家
の
系
図
を
照
合
し
た
関
係
当
主
の
系
統
の
一
部
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

手
嶋
龍
夫
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。



七
〇

六
世
俗
名
手
嶋
傳
七
（
安
永
七
年
四
月
十
八
日
没
）
‐ 

七
世
手
嶋
傳
七
貞
高
（
法
名
・
釈 

休
安
／
文
政
二
年

九
月
二
五
日
没
）
‐
八
世
手
嶋
儀
七
貞
得
（
弘
化
二
年
四
月
一
〇
日
没
）
‐
九
世
手
島
傳
七
昌
貞
（
明
治
四
年

十
月
廿
二
日
卒
）
‐
一
〇
世 

手
嶋
儀
七
貞
親
（
明
治
五
年
五
月
三
日
卒
）

23 
合
原
丑
六
は
、
掛
屋
七
軒
衆
の
一
つ
（『
報
告
書
』
四
九
～
五
二
頁
参
照
）
で
あ
る
袋
屋
の
当
主
。
丑
六
は
、

淡
窓
の
妻
・
ナ
ナ
の
兄
・
善
三
郎
の
子
で
、
文
政
四
年
に
父
・
善
三
郎
の
紹
介
で
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
。「
懐

旧
楼
筆
記
」
天
保
五
年
に
は
「
丑
六
。
筑
後
佐
々
木
氏
ヨ
リ
妻
ヲ
迎
ヘ
タ
リ
。
升
屋
忠
右
衛
門
カ
姻
家
ナ
リ
。」

と
あ
る
。（『
報
告
書
』
一
六
一
頁
参
照
）

24 

伏
見
屋
は
、
元
治
元
年
の
豆
田
町
絵
図
に
は
、
三
丁
目
に
伏
見
屋
「
質
并
薬
種
商
売
」
嘉
左
衛
門
の
名
が
あ
り
、

安
政
二
年
に
平
野
町
に
移
り
、
薬
種
屋
を
開
業
。
現
在
の
日
本
丸
に
あ
た
る
。
宮
本
雅
明
編
『
日
田
豆
田
町　

日
田
市
豆
田
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
報
告
』
日
田
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
四

25 

刀
屋
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
絵
図
に
は
、
屋
号
刀
屋
が
二
軒
存
在
し
、
豆
田
町
壱
丁
目
の
刀
研
職
と
弐

丁
目
の
刀
脇
差
拵
職
で
あ
る
。
前
者
の
主
は
鹿
蔵
、
後
者
は
桂
助
で
、
鹿
蔵
が
国
助
に
あ
た
り
、
代
々
国
助
を

名
の
っ
て
い
た
刀
屋
最
後
の
当
主
で
も
あ
る
。
刀
屋
は
明
治
一
七
年
頃
ま
で
続
い
た
が
、
以
後
は
時
計
屋
を
現

在
ま
で
経
営
し
て
い
る
。
現
当
主
の
波
田
野 

平
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

26 

中
島
屋
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
絵
図
に
は
、
豆
田
町
壱
丁
目
で
造
酒
酢
醤
油
并
産
物
商
を
営
み
、
主
は

善
助
と
あ
り
、
壱
・
三
丁
目
、
風
呂
屋
町
で
借
家
経
営
を
行
っ
て
い
る
。（
宮
本
雅
明
編
『
日
田
豆
田
町
日
田

市
豆
田
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
報
告
』
日
田
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
四
）。「
懐
旧
楼
筆
記
」
天

保
一
五
年
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

六
七
一
頁
）
一
月
に
中
島
屋
善
平
の
父
が
善
助
と
あ
り
、
ま
た
「
淡
窓

日
記
」
嘉
永
二
年
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻
一
〇
八
二
頁
）
六
月
二
八
日
に
は
「
中
島
屋
善
助
死
」
と
あ
る
。

こ
の
善
助
が
同
一
人
物
で
あ
れ
ば
、
善
助
の
息
子
が
善
平
と
な
り
、
没
後
に
善
平
が
中
島
屋
善
助
の
名
を
受
け

継
い
だ
こ
と
に
な
る
。

27 

元
治
元
年
の
豆
田
町
絵
図
に
は
、職
業
が
醫
師
と
し
て
、三
丁
目
の
源
兵
衛
借
家
に
住
ん
で
い
る
。「
淡
窓
日
記
」

な
ど
に
、
そ
の
名
が
み
ら
れ
る
。
宮
本
雅
明
編
『
日
田
豆
田
町
日
田
市
豆
田
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調

査
報
告
』
日
田
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
四
）

28 

「
淡
窓
日
記
」
な
ど
に
は
、
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。

29 

隈
町
の
日
隈
家
の
彦
三
郎
。『
増
補
淡
窓
全
集
』
の
「
凶
禮
記
」（
下
巻
一
六
頁
）
の
豆
隈
著
姓
の
な
か
に
、
そ

の
名
が
み
ら
れ
る
。

30 

庄
手
は
庄
手
村
の
こ
と
。
文
政
九
年
の
庄
屋
名
前
帳
に
は
、
庄
屋
と
し
て
庄
手
村
三
十
郎
の
名
が
み
ら
れ
る
。

首
藤
助
四
郎
「
文
政
九
年
御
支
配
毛
附
高
并
庄
屋
名
前
帳
」『
日
田
文
化
28
号
』
日
田
市
教
育
委
員
会

一
九
八
五

31 

刃
連
は
刃
連
村
の
こ
と
。
文
久
二
年
の
刃
連
村
禁
酒
誓
約
書
に
、「
刃
連
村
御
庄
屋　

田
嶋
弾
助
殿
」
と
あ
り
、

同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
千
原
恒
太
『
日
田
御
役
所
か
ら
日
田
懸
へ
』
に
収
録
（
五
七
頁
）。

32 

長
善
寺
に
は
、
住
職
玄
海
が
二
人
お
り
、
稽
古
事
に
参
加
し
た
玄
海
は
一
四
世
に
あ
た
る
。「
懐
旧
楼
筆
記
」

寛
政
七
年
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
中
巻 

四
九
頁
）
に
長
善
寺
の
玄
海
、
没
後
に
豊
前
の
僧
、
さ
ら
に
没
後
筑
後

の
僧
、
そ
し
て
豊
前
僧
の
実
子
玄
海
の
四
人
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
善
寺
所
蔵
の
「
當
寺
系
圖
開
基
ヨ
リ
歴
代

子
孫
永
々
法
名
年
月
并
ニ
一
代
功
労
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
人
は
、
舜
道
（
長
善
寺
一
一
世
）、
豊
前
上

毛
か
ら
来
た
恵
日
（
長
善
寺
一
二
世
）、
筑
後
柳
川
か
ら
来
た
利
渉
（
長
善
寺
一
三
世
）、
そ
し
て
恵
日
の
次
男

玄
海
（
長
善
寺
一
四
世
）
に
あ
た
り
、
咸
宜
園
入
門
簿
長
善
寺
一
四
世
に
あ
た
る
。
一
一
世
～
一
三
世
は
い
ず

れ
も
、
草
野
忠
右
衛
門
の
長
女
て
る
を
娶
っ
て
い
る
。

33 

安
藤
て
の
、
み
を
は
、「
本
家
日
記
」
安
政
五
年
三
月
一
一
日
に
は
、「
府
内
安
東
方
菴
老
娘
両
人
宇
佐
参
詣
昨

夕
日
田
着
…
」
と
あ
り
、
翌
日
に
は
「
府
内
安
東
方
菴
之
娘
両
人
…
今
日
出
立
宰
府
参
詣
致
候
事
」
と
あ
る
。

安
東
と
は
、
安
東
芳
庵
の
こ
と
で
、
府
内
大
在
（
現
在
の
大
分
市
大
在
）
の
医
師
で
久
兵
衛
の
典
医
と
い
う
。

大
分
県
立
先
哲
資
料
館 

大
野
雅
之
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

34 

咸
宜
園
入
門
簿
に
は
、「
天
保
六
年
一
月
二
十
四
日
豊
後
玖
珠
郡
中
山
廣
妙
寺 

釈
法
梁
」
と
あ
る
が
、「
淡
窓

日
記
」（『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻 

五
六
三
頁
）
の
同
日
に
は
「
玖
珠
僧
徳
元
入
門
」
と
あ
り
、
錯
誤
が
み
ら

れ
る
。
徳
元
の
息
子
法
梁
が
、
咸
宜
園
門
下
生
で
あ
る
。
現
住
職
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

35 

平
井
潜
麟
（
仙
林
）
は
詳
細
が
不
明
な
の
で
、
こ
こ
に
含
め
て
い
る
。

36 

現
存
す
る
文
政
四
年
～
天
保
六
年
の
「
紙
本
西
国
筋
郡
代
陣
屋
絵
図
」
に
は
、
茶
室
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

37 

『
報
告
書
』
六
八
～
七
〇
頁
を
参
照
。

38 

『
大
分
と
茶
道
』
大
分
市
歴
史
資
料
館 

二
〇
〇
二

39 

宮
本
雅
明
編
『
大
分
県
指
定
有
形
文
化
財　

草
野
家
住
宅
調
査
報
告
書
』
草
野
家
住
宅
保
存
修
理
委
員
会 

二
〇
〇
九

40 

廣
瀬
家
資
料
館
に
野
点
用
駿
河
細
工
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
も
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。廣
瀬
尚
美『
廣

瀬
資
料
館
図
録
』
九
八
頁
源
流
社 

一
九
九
九

41 

後
藤
宗
俊
「
私
記
・
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
」『
地
域
の
歴
史
と
文
化
遺
産
』
文
化
財
学
保
護
論
集
刊
行
会 

二
〇
一
一

同
「
私
塾
咸
宜
園
と
天
領
日
田
の
町
‐
そ
の
共
生
の
諸
相
と
関
連
遺
産
‐
」『
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
紀

要
第
１
号
』
日
田
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
二

42 

田
中　

晃
『
京
師
六
角
堂　

生
花
入
門
傳
授
年
数
姓
名
録
』
日
田
郷
土
史
料
日
田
市
教
育
委
員
会 

一
九
九
〇

園
田　

大
「
日
田
・
廣
瀬
家
所
蔵
の
池
坊
史
料
」『
大
分
県
地
方
史
』
二
一
〇
号
大
分
県
地
方
史
研
究
会 

二
〇
一
〇

43 
竹
田
岡
藩
の
「
古
田
家
文
書
」
に
は
四
季
茶
の
湯
と
し
て
「
立
花
名
目
」
に
一
七
三
種
の
植
物
が
記
さ
れ
て
お

り
、
福
寿
草
も
そ
の
一
つ
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
豊
田
寛
三
氏
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。

44 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
八
月
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

竹
田
ニ
於
テ
。
再
ヒ
古
田
氏
ニ
留
ル
。
…
古
田
ノ
家
ニ
ア
ル
中
。
浪
華
ノ
人
亀
齢
軒
ト
云
フ
生
花
師
ニ
相

見
シ
タ
リ
。
…
。（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

五
六
頁
）



七
一

ま
た
、
同
天
保
一
五
年
（
一
八
四
四
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

此
日
。
京
師
ノ
人
。
亀
齢
軒
来
リ
訪
ヘ
リ
。
此
レ
ハ
竹
田
ノ
人
。
伊
東
源
兵
衛
ト
云
ヒ
シ
者
ナ
リ
。
四
十

年
前
。
来
リ
テ
南
陔
カ
家
ニ
留
リ
。
予
モ
相
見
セ
リ
。
…
此
人
當
時
専
ラ
交
リ
ヲ
儒
生
文
人
ニ
求
ム
。
謙

吉
モ
京
師
ニ
テ
相
親
メ
リ
。（『
淡
窓
全
集
』
上
巻 

六
七
四
頁
）

伊
東
源
兵
衛
（
亀
齢
軒
）
は
、
亀
井
昭
陽
や
田
能
村
竹
田
、
頼
山
陽
な
ど
と
も
交
友
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。（
中

野
三
敏
『
江
戸
狂
者
傳
』
中
央
公
論
新
社 

二
〇
〇
七
）

45 

舞
囃
子
は
、
能
の
奏
演
形
式
の
一
つ
と
さ
れ
、
一
定
の
シ
テ
の
見
所
だ
け
を
四
～
五
名
の
地
謡
だ
け
で
、
面
や

装
束
を
つ
け
ず
に
紋
付
袴
あ
る
い
は
裃
姿
で
舞
う
も
の
で
、
は
じ
め
は
仕
舞
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
五
代
将
軍

綱
吉
以
後
の
元
文
頃
か
ら
舞
囃
子
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

西
野
春
雄
・
羽
田
昶
『
新
版
能
・
狂
言
辞
典
』
平
凡
社 

二
〇
一
一

46 

「
木
幡
氏
世
譜　

第
六　

壮
蔵
通
直
」
安
政
五
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。
竹
田
市
立
歴
史
資
料
館
所
蔵
。

47 

三
五
郎
に
つ
い
て
は
「
御
祝
之
御
能
組
」
に
は
、
三
五
郎
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
町
人
と
朱
書
き
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
廣
瀬
家
の
日
記
に
あ
る
木
屋
は
屋
号
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

48 

鈴
木
正
人
『
能
楽
史
年
表
』
理
想
社 

二
〇
一
〇

49 

前
掲
書

50 

母
利
美
和
「
能
役
者
」『
シ
リ
ー
ズ 

近
世
の
身
分
的
周
縁
２ 

芸
能
・
文
化
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館  

二
〇
〇
〇

51 

天
野
文
雄
氏
は
、能
舞
台
を
第
一
期
（
創
成
期
か
ら
室
町
中
期
こ
ろ
）、第
二
期
（
室
町
中
期
～
安
土
桃
山
時
代
）、

第
三
期
（
江
戸
初
期
～
現
在
）
と
区
分
し
、
第
一
期
は
〔
舞
台
本
体
＋
橋
掛
り
〕
を
原
型
と
し
、
第
二
期
に
は

原
型
に
〔
後
座
（
地
謡
座
）〕
が
付
き
、第
三
期
に
な
る
と
さ
ら
に
〔
鏡
板
・ 

切
戸
口
・
揚
幕
・
舞
台
背
後
の
楽
屋
〕

な
ど
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
変
遷
過
程
を
示
し
て
い
る
。 

天
野
文
雄
「
第
七
講　

能
舞
台
の
変
遷
」『
現
代

能
楽
講
義
‐
能
と
狂
言
の
魅
力
と
歴
史
に
つ
い
て
の
十
講
‐
』
大
阪
大
学
出
版
会 

二
〇
〇
四

52 

『
岡
藩
絵
図
資
料
編
』「
Ⅱ　

西
御
郭
御
絵
図
」
竹
田
市
教
育
委
員
会

53 

服
部
幸
雄
「
近
世
の
芸
能
」『
体
系
日
本
史
叢
書
21 

芸
能
史
』
山
川
出
版
社 

一
九
九
八

54 

「
久
兵
衛
日
記
」
嘉
永
三
年
七
月
一
七
日
に
、「
堀
田
村
の
俄
狂
言
出
来
。
本
家
の
前
ニ
踊
り
候
ニ
付
、
行
徳
同

道
見
物
い
た
す
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
嘉
永
四
年
七
月
二
〇
日
に
、「
俄
狂
言
三
ケ
所
よ
り
来
ル
。
八
幡
町
、

魚
町
、
中
城
。」
と
あ
る
。

55 

廣
瀬
貞
雄
『
広
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』
広
瀬
先
賢
文
庫 

一
九
九
五

56 

豊
田
寛
三
『
大
分
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社 

一
九
九
七
、
同
『
大
分
県
史 

近
世
編
Ⅰ
～
Ⅳ
』
大
分
県

57 

宮
本
圭
造
氏
は
、
臼
杵
藩
の
能
楽
を
江
戸
前
期
か
ら
演
能
が
催
さ
れ
、
寛
文
以
後
は
藩
主
お
よ
び
そ
の
妻
や
娘

の
一
周
忌
や
七
年
忌
に
伴
う
法
事
能
が
藩
の
公
的
行
事
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
に
特
徴
を
見
出
し
、
元
禄

期
の
二
回
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
演
能
は
減
少
し
、
享
保
年
間
に
一
旦
は
能
楽
も
回
復
す
る
が
そ
の
後
は
記
録
に

み
ら
れ
な
く
な
る
と
し
、
そ
の
盛
衰
の
歴
史
を
ま
と
め
て
い
る
。
宮
本
圭
造
「
臼
杵
藩
の
能
楽
史
‐
国
立
能
楽

堂
等
蔵
江
戸
前
期
能
番
組
を
紹
介
し
て
‐
」『
国
立
能
楽
堂
調
査
研
究 vol.

５
』
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文

化
振
興
会 

二
〇
一
一

58 

岡
藩
の
能
楽
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
幸
流
小
鼓
方
の
三
須
錦
吾
と
大
蔵
流
狂
言
方
の
山
本
東
次
郎
が

「
坊
主
」
や
「
御
先
徒
士
」
と
い
う
形
で
藩
主
に
仕
え
、そ
の
役
職
は
免
除
さ
れ
る
な
ど
優
遇
さ
れ
、能
楽
の
「
師

匠
」
と
し
て
狂
言
や
小
鼓
、
大
鼓
を
素
人
弟
子
に
教
授
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
基
づ

け
ば
、
こ
の
二
人
の
「
師
匠
」
時
代
に
廣
瀬
家
新
座
敷
で
舞
囃
子
が
行
わ
れ
て
お
り
、
招
か
れ
た
岡
藩
の
狂
言

方
・
鷹
巣
太
郎
や
小
鼓
・
高
波
九
郎
治
、
大
鼓
・
木
屋
三
五
郎
は
そ
の
弟
子
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
飯

塚
恵
理
人
「
三
須
錦
吾
家
・
山
本
東
次
郎
家
の
代
々
‐
岡
藩
の
能
楽
関
係
資
料
‐
」『
椙
山
国
文
学　

第
30
号
』

椙
山
女
学
園
大
学
国
文
学
会 

二
〇
〇
六

59 

島
原
藩
豊
州
領
高
田
で
は
、
島
原
藩
初
代
藩
主
の
忠
房
が
、
移
封
前
の
丹
波
福
知
山
で
の
金
剛
流
の
能
楽
を
島

原
に
も
た
ら
し
、
延
宝
四
年
（
一
六
六
九
）
に
新
領
地
と
な
っ
た
高
田
の
若
宮
八
幡
社
で
の
神
事
能
に
始
ま
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
事
能
の
担
い
手
に
は
庄
屋
・
村
役
人
・
商
人
が
あ
た
り
、
次
第
に
演
能
体
制
が
整
え

ら
れ
る
と
、
島
原
藩
の
肥
後
の
下
に
能
楽
集
団
が
形
成
さ
れ
、
毎
年
一
〇
月
一
五
日
の
若
宮
八
幡
の
大
祭
で
演

じ
ら
れ
て
き
た
。
藤
原
喜
三
郎
「
芸
能
」『
豊
後
高
田
市
史
』
豊
後
高
田
市 

一
九
九
九

60 

天
野
文
雄
氏
は
、
実
態
は
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
か
な
り
多
か
っ
た
ら
し
い
と
し
て
い
る
。
天
野
文

雄
「
第
五
講　

能
を
演
じ
て
き
た
組
織
と
そ
の
変
遷
」『
現
代
能
楽
講
義
‐
能
と
狂
言
の
魅
力
と
歴
史
に
つ
い

て
の
十
講
‐
』
大
阪
大
学
出
版
会 

二
〇
〇
四

61 

「
久
兵
衛
日
記
」
安
政
五
年
三
月
一
一
日
に
あ
る
。

62 

竹
田
市
歴
史
資
料
館
の
入
江
康
太
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

63 

廣
瀬
資
料
館
蔵

64 

註
８
に
同
じ

（
参
考
文
献
）

表　

章
「
能
の
歩
み
」『
能
楽
全
集
』
第
二
巻
東
京
創
元
社 

一
九
八
一

表　

章
・
天
野
文
雄
『
Ⅰ
能
楽
の
歴
史
』
岩
波
講
座 

能
・
狂
言 

一
九
八
七

吉
田
伸
之
「
身
分
的
周
縁
‐
勧
進
と
芸
能
」『
日
本
の
歴
史 

第
17
巻 

成
熟
す
る
江
戸
』
講
談
社 

二
〇
〇
二

神
田
由
築
「
文
化
の
大
衆
化
」『
日
本
史
講
座
7 

近
世
の
解
体
』
東
京
大
学
出
版
社 

二
〇
〇
五

尼
﨑
博
正
『
図
説 

茶
庭
の
し
く
み　

歴
史
と
構
造
の
基
礎
知
識
』
淡
交
社 

二
〇
一
二

飯
塚
恵
理
人
「
江
戸
期
」『
能
・
狂
言
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社 

二
〇
一
二

『
茶
道
聚
錦
』
小
学
館 

一
九
八
四
～
一
九
八
七

『
大
分
市
史 
中
』
大
分
市 

一
九
八
七

『
日
田
市
史
』
日
田
市 

一
九
九
〇

『
中
川
氏
御
年
譜
』
竹
田
市
教
育
委
員
会 

二
〇
〇
七



七
二

て
住
し
た
の
が
北
家
二
階
で
あ
る
の
で
、
北
家
二
階
に
居
住
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

②
遊
学
か
ら
開
塾
ま
で

　

寛
政
九
年
（
一
六
歳
）
か
ら
寛
政
一
一
年
（
一
八
歳
）、
淡
窓
は
福
岡
唐
人
町
（
の
ち
姪
浜
）
の

亀
井
南
冥
・
昭
陽
の
亀
井
塾
に
遊
学
し
て
勉
学
に
励
ん
だ
。
し
か
し
、
寛
政
一
一
年
一
二
月
、
大
病

に
よ
り
や
む
な
く
日
田
に
帰
郷
し
た
。

　

日
田
の
廣
瀬
家
に
帰
っ
た
淡
窓
は
、寛
政
一
二
年
（
一
九
歳
）
か
ら
享
和
二
年
（
二
一
歳
）
の
間
は
、

北
家
二
階
の
東
偏
に
居
住
し
て
療
養
に
専
念
す
る
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
魚
町
の
廣
瀬
家
で
過
ご
す

ほ
か
、
伯
父
月
化
の
勧
め
も
あ
り
堀
田
村
の
秋
風
庵
（
淡
窓
に
よ
れ
ば
一
〇
の
う
ち
二
～
三
の
割
合

で
）
で
過
ご
し
た
り
し
て
い
る
。
享
和
二
年
か
ら
は
近
所
の
子
供
に
教
え
た
り
、
代
官
所
で
講
義
を

し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

享
和
二
年
一
二
月
、
淡
窓
は
病
状
が
か
な
り
悪
化
し
、
南
家
後
園
の
土
蔵
に
独
居
し
、
享
和
三
年

（
二
二
歳
）
の
春
夏
に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
人
に
会
わ
ず
療
養
に
専
念
し
て
い
る
。

　

文
化
元
年
（
二
三
歳
）
は
、北
家
、南
家
あ
る
い
は
南
家
土
蔵
に
閑
居
し
て
病
を
養
い
な
が
ら
、時
々

子
供
を
集
め
て
教
え
た
り
代
官
所
に
出
向
い
て
教
え
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
年
の
冬
、
一
九

歳
の
と
き
の
大
病
を
救
っ
て
く
れ
た
命
の
恩
人
の
医
師
・
倉
重
湊
の
忠
言
に
よ
っ
て
開
塾
を
決
意
す
る
。

　

③
開
塾
か
ら
塾
移
転
ま
で

　

文
化
二
年
（
二
四
歳
）
の
三
月
、
豆
田
町
長
福
寺
学
寮
を
借
り
て
転
居
し
塾
を
開
塾
し
た
。
し
か

し
、
六
月
に
な
り
旅
僧
の
宿
舎
と
な
っ
た
た
め
、
廣
瀬
家
南
家
後
園
の
土
蔵
で
講
義
す
る
こ
と
と
な

る
。
八
月
に
豆
田
町
一
丁
目
の
大
阪
屋
林
左
衛
門
の
家
を
借
り
て
転
居
し
、
成
章
舎
と
名
づ
け
た
。

　

文
化
三
年
（
二
五
歳
）、
五
月
の
梅
雨
の
季
節
に
な
る
と
湿
気
が
多
く
狭
い
と
こ
ろ
で
勉
学
に
不

便
で
あ
る
た
め
、
廣
瀬
家
に
帰
り
南
家
に
居
住
し
、
塾
生
は
南
家
二
階
に
住
ま
わ
せ
て
、
講
義
は
土

蔵
で
行
っ
て
い
る
。

　

文
化
四
年
（
二
六
歳
）
五
月
、
塾
を
支
援
し
て
く
れ
て
い
た
伊
豫
屋
義
七
が
土
地
や
資
金
を
提
供

し
て
く
れ
た
た
め
、
豆
田
町
東
裏
町
に
新
塾
を
新
築
し
、
六
月
に
塾
生
十
余
人
と
と
も
に
居
住
し
た
。

新
塾
を
桂
林
園
と
名
づ
け
た
。
こ
の
年
の
一
一
月
上
旬
、
淡
窓
は
流
行
病
に
罹
り
南
家
で
養
生
し
た

が
、
中
旬
よ
り
病
が
い
よ
い
よ
重
く
な
り
北
家
に
居
を
移
し
て
、
塾
を
一
時
閉
塾
し
た
。

　

文
化
五
年
（
二
七
歳
）
四
月
に
至
り
塾
を
再
開
し
た
が
、
淡
窓
は
病
気
の
た
め
、
塾
生
は
桂
林
園

㈠ 

淡
窓
の
居
住
し
た
廣
瀬
家
住
宅
（
三
五
歳
ま
で
）

　

淡
窓
は
三
六
歳
で
咸
宜
園
に
移
る
ま
で
主
に
廣
瀬
家
住
宅
に
居
住
し
た
。
廣
瀬
家
住
宅
で
は
成
人

す
る
ま
で
は
主
に
北
家
に
居
住
し
、
塾
を
開
く
前
後
か
ら
は
主
に
南
家
に
居
住
し
た
。

　

①
出
生
か
ら
遊
学
ま
で

　

淡
窓
は
、
豆
田
魚
町
の
廣
瀬
家
（
博
多
屋
）
五
代
・
三
郎
右
衛
門
の
長
男
と
し
て
、
天
明
二
年
四

月
一
一
日
に
生
ま
れ
る
。「
懐
旧
楼
筆
記
」
に
は
「
生
ま
れ
し
地
は
魚
町
、
南
家
な
り
や
北
家
な
り

や
審
ら
か
な
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。

　

天
明
三
年
（
二
歳
）
よ
り
天
明
七
年
（
六
歳
）
ま
で
、伯
父
の
平
八
（
月
化
）
の
も
と
に
預
け
ら
れ
、

堀
田
村
の
秋
風
庵
で
養
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
淡
窓
も
「
庵
に
養
わ
れ
た
る
こ
と
、
そ
の

故
審
ら
か
な
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。
兄
平
八
か
ら
家
督
を
譲
ら
れ
た
父
三
郎
右
衛
門
が
自
分
の
長
男

を
、
男
の
子
供
の
い
な
い
兄
に
預
け
た
形
を
と
り
そ
の
養
育
を
託
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
伯
父
母
の
住
む
堀
田
村
秋
風
庵
の
地
は
、
後
に
咸
宜
園
が
開
塾
す
る
場
所
と
な
る
が
、
郊
外
の

竹
林
や
松
に
囲
ま
れ
た
掘
割
の
流
れ
る
田
園
風
景
の
中
に
あ
っ
て
、
俳
諧
の
道
に
精
進
し
て
い
た
平

八
の
も
と
、
の
び
の
び
と
遊
び
回
り
、
豊
か
な
感
性
を
育
ん
で
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

天
明
七
年
（
六
歳
）
に
、
魚
町
の
廣
瀬
家
の
父
母
の
元
に
帰
っ
た
。
こ
れ
は
、
父
が
淡
窓
に
習
字

と
読
書
を
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
廣
瀬
家
に
は
、
祖
父
母
、
父
母
、
叔
父

母
、
弟
妹
、
従
姉
、
そ
の
ほ
か
数
名
の
使
用
人
が
居
住
し
て
お
り
、
祖
父
母
お
よ
び
叔
父
母
は
南
家

に
住
し
て
い
た
（
他
の
者
は
北
家
に
住
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）。
淡
窓
は
寛
政
九
年
（
一
六
歳
）

に
福
岡
の
亀
井
塾
に
遊
学
す
る
ま
で
魚
町
の
廣
瀬
家
に
居
て
、
豆
田
町
の
椋
野
元
俊
・
頓
宮
四
極
・

松
下
西
洋
な
ど
に
漢
学
・
漢
詩
を
学
ん
で
い
る
。
こ
の
間
、
お
そ
ら
く
淡
窓
は
、
亀
井
塾
か
ら
帰
っ

　

こ
こ
で
は
、
淡
窓
が
堀
田
村
の
咸
宜
園
内
の
住
居
に
居
住
し
た
推
移
に
つ
い
て
、
淡
窓
の
「
懐

旧
楼
筆
記
」
を
中
心
に
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
四
章

　廣
瀬
淡
窓
の
廣
瀬
家
住
宅
に
お
け
る
居
住
状
況
に
つ
い
て

第
一
節

　淡
窓
の
居
住
の
推
移



七
三

に
お
い
た
ま
ま
、
主
に
廣
瀬
家
南
家
を
居
処
と
し
て
、
毎
日
桂
林
園
に
出
向
い
て
講
義
を
行
う
こ
と

と
な
る
。
こ
の
生
活
が
以
後
約
一
〇
数
年
続
く
こ
と
と
な
る
。

　

文
化
七
年
（
二
九
歳
）、
九
月
に
合
原
ナ
ナ
（
二
十
歳
）
と
結
婚
し
、
北
家
二
階
に
居
住
し
た
。

こ
の
年
の
冬
に
は
、
空
き
家
と
な
っ
た
南
家
に
移
っ
て
い
る
。

　

文
化
九
年
（
三
一
歳
）
の
二
月
、
父
三
郎
右
衛
門
が
弟
正
蔵
（
久
兵
衛
）
に
家
督
を
譲
り
、
祖
母
・

父
母
が
北
家
か
ら
南
家
へ
移
っ
た
た
め
、
淡
窓
夫
妻
は
北
家
二
階
に
転
居
し
た
。
こ
の
際
、
移
転
の

方
違
え
で
父
母
が
一
時
堀
田
村
秋
風
庵
に
移
っ
た
と
き
、
母
が
忽
然
と
意
識
を
失
い
急
死
し
て
い
る
。

　

文
化
一
〇
年（
三
二
歳
）の
八
月
か
ら
淡
窓
は
日
記
を
記
し
始
め
る
が
、こ
の
と
き
の
記
録
で
は「
我

が
家
人
凡
そ
十
一
人
な
り
」
と
し
、
祖
母
、
父
、
下
女
ミ
ナ
が
南
家
に
居
住
し
、
淡
窓
夫
妻
、
正
蔵

（
久
兵
衛
）
夫
妻
、
妹
ナ
チ
、
弟
謙
吉
（
旭
荘
）、
下
女
チ
サ
、
居
候
の
幾
蔵
が
北
家
に
居
住
し
て
い

る
。
な
お
、
弟
梅
吉
（
伸
平
）
は
隈
町
丸
屋
七
兵
衛
の
家
に
、
弟
文
治
（
弥
六
）
は
豆
田
上
町
袋
屋

善
三
郎
の
家
に
居
た
。
ま
た
、
桂
林
園
に
居
住
す
る
塾
生
は
十
人
、
外
来
す
る
塾
生
（
通
学
生
）
は

十
余
人
と
記
し
て
い
る
。
一
一
月
、北
家
二
階
か
ら
南
家
北
軒
の
西
偏
に
転
居
し「
本
家
と
別
居
す
る
」

こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
南
家
を
朝
陽
館
と
呼
ぶ
な
ど
し
て
い
る
。

　

文
化
一
二
年
（
三
四
歳
）
二
月
に
、
南
家
北
軒
の
東
偏
に
居
住
し
、
こ
の
と
き
か
ら
北
家
で
し
て

い
た
食
事
を
止
め
、
炊
事
な
ど
を
は
じ
め
「
衣
食
よ
り
雑
費
に
至
る
ま
で
己
が
手
よ
り
具
し
」
生
計

を
別
に
し
て
独
立
し
て
生
活
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

文
化
一
三
年
（
三
五
歳
）
は
、
南
家
の
北
軒
東
偏
ま
た
は
南
軒
に
居
住
し
て
い
る
。

㈡ 

咸
宜
園
で
の
居
住
の
推
移
（
三
六
歳
か
ら
逝
去
ま
で
）

　

淡
窓
は
三
六
歳
の
と
き
咸
宜
園
に
住
居
を
移
し
、
七
五
歳
の
逝
去
ま
で
生
涯
を
過
し
た
。
咸
宜
園

内
で
は
、
西
家
、
招
隠
洞
、
東
家
（
秋
風
庵
）
に
居
住
し
て
い
る
。

　

①
西
家
に
居
住

　

文
化
一
四
年
（
三
六
歳
）、
淡
窓
は
塾
を
郊
外
の
堀
田
町
に
移
転
し
、
今
ま
で
自
分
が
塾
生
と
生

活
を
共
に
し
て
い
な
い
た
め
指
導
が
行
き
届
か
ず
塾
の
規
律
が
乱
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
省

し
、
住
居
も
建
て
る
こ
と
と
し
た
。
塾
舎
は
主
に
桂
林
園
の
用
材
を
解
体
し
て
移
築
し
た
。
堀
田
村

の
秋
風
庵
の
隣
接
地
に
移
転
し
た
の
は
、
郊
外
の
静
か
な
環
境
で
あ
る
こ
と
と
、
伯
父
母
の
月
化
夫

妻
の
傍
ら
に
い
て
幼
児
か
ら
の
養
育
の
恩
に
報
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
一
月
に

廣
瀬
家
南
家
を
出
て
、
秋
風
庵
あ
る
い
は
借
家
に
移
っ
た
後
、
二
月
二
三
日
に
掘
田
村
咸
宜
園
内
に

新
築
の
西
家
に
転
居
し
た
。
文
政
九
年
（
四
五
歳
）
の
と
き
書
斎
・
淡
窓
を
西
家
に
増
築
し
て
い
る
。

　

②
東
家(

秋
風
庵
の
ち
長
春
庵)

に
居
住

　

咸
宜
園
で
は
最
初
、
西
家
に
居
住
し
た
が
、
天
保
元
年
（
四
九
歳
）
一
二
月
、
謙
吉
（
旭
荘
）
に

塾
政
を
譲
っ
た
た
め
、
西
家
を
謙
吉
に
渡
し
、
東
家
（
秋
風
庵
、
の
ち
長
春
庵
）
の
東
に
書
斎
・
梅

花
塢
（
醒
斎
（
一
階
）・
夜
雨
寮
（
二
階
））
を
新
築
し
、東
家
二
階
に
転
居
し
父
と
と
も
に
同
居
し
た
。

こ
れ
以
前
、
叔
父
月
化
が
文
政
五
年
（
四
一
歳
）
一
月
に
亡
く
な
り
、
同
２
月
よ
り
叔
父
の
遺
命
に

よ
り
父
が
秋
風
庵
に
住
居
を
移
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
秋
風
庵
を
長
春
庵
と
改
称
し
た
。

　

③
招
隠
洞
に
居
住

　

天
保
三
年
（
五
一
歳
）
一
二
月
に
、東
家
（
長
春
庵
）
の
東
南
、梅
花
塢
の
南
に
居
処
・
招
隠
洞
（
心

遠
処
・
夜
雨
寮
）
を
新
築
し
居
住
し
た
（
こ
の
と
き
、
元
の
書
斎
の
名
を
醒
斎
・
淡
窓
と
改
め
、
園

全
体
を
梅
花
塢
と
称
し
た
）。

　

④
東
家
（
秋
風
庵
の
ち
春
秋
園
）
に
居
住

　

天
保
五
年
（
五
三
歳
）、
八
月
に
父
が
病
の
た
め
庵
を
出
て
廣
瀬
家
に
帰
り
一
〇
月
に
亡
く
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
一
一
月
に
再
び
居
所
を
東
家(

長
春
庵)

に
移
し
た
が
、
こ
こ
で
は
起
居
・
食
事

の
み
を
行
い
、
そ
の
ほ
か
の
諸
事
は
招
隠
洞
に
お
い
て
行
っ
た
。
東
家
（
旧
秋
風
庵
）
を
淡
窓
に
引

き
継
ぐ
こ
と
は
伯
父
月
化
の
遺
志
で
も
あ
っ
た
。

　

天
保
七
年
（
五
五
歳
）
四
月
、
謙
吉
（
旭
荘
）
が
東
遊
し
て
塾
を
出
た
た
め
、
塾
経
営
全
般
を
見

る
た
め
居
所
を
西
家
に
移
し
、
東
家
・
西
家
を
往
来
し
た
が
、
一
〇
月
に
西
家
を
人
に
貸
し
た
た
め

東
家
（
長
春
庵
、
の
ち
春
秋
園
）
に
落
ち
着
く
。
こ
の
こ
ろ
長
春
庵
を
春
秋
園
と
改
称
し
て
い
る
。

　

天
保
一
〇
年
（
五
八
歳
）
一
一
月
、
四
九
歳
の
と
き
に
建
築
し
た
書
斎
（
北
塢
）
を
移
動
さ
せ
、

五
一
歳
の
と
き
に
建
設
し
た
居
所
（
南
塢
、
招
隠
洞
）
に
合
体
さ
せ
、
梅
花
塢
と
呼
称
し
た
。
こ
の

後
、
昼
間
は
梅
花
塢
に
居
り
、
夜
は
東
家
（
春
秋
園
）
に
居
る
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
な
お
、

嘉
永
二
年
（
六
八
歳
）
の
五
月
に
、
新
し
い
書
斎
・
遠
思
楼
を
建
設
し
て
い
る
。

　

淡
窓
は
安
政
三
年
一
一
月
一
日
に
七
五
歳
で
春
秋
園
に
お
い
て
逝
去
し
、
墓
所
の
長
生
園
に
葬
ら

れ
て
い
る
。



七
四

廣
瀬
家
に
は
主
屋
の
北
家
と
、
別
宅
の
南
家
が
あ
っ
た
。
淡
窓
の
居
住
状
況
に
つ
い
て
総
括
す
る

と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
北
家

　

北
家
は
、
当
主
以
下
の
家
族
と
使
用
人
が
住
居
す
る
本
宅
で
あ
り
【
註
２
】、
ま
た
廣
瀬
家
の
佛
事
や

祝
い
事
を
行
う
場
所
で
あ
り
、
さ
ら
に
客
を
迎
え
接
待
し
た
り
、
代
官
所
役
人
や
岡
藩
な
ど
御
用
達

の
各
藩
の
賓
客
が
宿
所
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
【
註
３
】。

　

②
南
家

　

南
家
は
別
宅
で
あ
り
、
祖
父
母
や
父
母
の
隠
宅
と
し
て
使
用
さ
れ
、
ま
た
親
族
を
一
時
住
ま
わ
せ

た
り
し
て
い
る
。
叔
父
忠
兵
衛
の
一
家
、
夫
に
死
別
し
た
伯
父
月
化
の
娘
イ
サ
の
一
家
、
月
化
死
去

後
の
妻
で
あ
る
伯
母
サ
ン
、
子
供
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
後
の
叔
母
イ
シ
、
弟
伸
平
の
一
家
及
び
養

子
夫
婦
な
ど
の
住
ま
い
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
【
註
４
】。

　

ま
た
、
南
家
は
そ
の
一
部
を
借
家
と
し
て
他
人
に
貸
し
て
住
ま
わ
せ
て
い
る
。「
懐
旧
楼
筆
記
」

に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
淡
窓
が
一
〇
歳
ご
ろ
に
師
の
松
下
西
洋
、
一
四
歳
ご
ろ
に
医
師
の

佐
谷
龍
山
ほ
か
三
名
、
二
九
歳
ご
ろ
に
妊
娠
中
の
羽
倉
代
官
の
妾
、
そ
の
他
、
塾
生
を
一
時
的
に
住

ま
わ
せ
て
い
る
【
註
５
】。

　

③
淡
窓
の
居
住
状
況

　

淡
窓
の
「
懐
旧
楼
筆
記
」
に
よ
れ
ば
、
淡
窓
は
、
亀
井
塾
に
遊
学
し
た
期
間
及
び
塾
を
開
塾
し
た

初
期
の
期
間
を
除
い
て
、
咸
宜
園
に
移
転
す
る
以
前
の
三
五
歳
ま
で
は
主
に
廣
瀬
家
住
宅
に
居
住
し

た
。
淡
窓
は
成
人
す
る
ま
で
主
と
し
て
北
家
に
住
ま
い
、
病
気
療
養
の
際
や
開
塾
後
の
多
く
は
南
家

に
住
ま
い
し
て
い
る
。
ま
た
、「
本
家
と
別
居
」
し
て
独
立
し
た
と
す
る
三
二
歳
の
一
一
月
以
降
は
、

南
家
に
居
住
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、淡
窓
の
塾
自
体
を
廣
瀬
家
と
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、淡
窓
の
塾
「
咸
宜
園
」

と
な
る
。
こ
れ
は
、
廣
瀬
淡
窓
の
後
継
者
に
家
督
相
続
と
し
て
「
咸
宜
園
」
の
塾
政
を
委
ね
伝
え
て

い
く
と
い
う
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

淡
窓
及
び
「
咸
宜
園
」
と
廣
瀬
家
の
関
係
を
み
る
と
、
廣
瀬
家
の
嫡
男
と
し
て
の
淡
窓
の
存
在
が

大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

①
廣
瀬
家
を
塾
と
し
て
使
用

　

淡
窓
は
、
二
四
歳
の
と
き
廣
瀬
家
か
ら
離
れ
た
長
福
寺
学
寮
で
塾
を
開
塾
し
た
が
、
約
三
ヵ
月
後

に
廣
瀬
家
の
南
家
の
土
蔵
に
塾
を
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
、
成
章
舎
に
移
っ
た
後
も
翌
年
に

は
湿
気
が
多
く
狭
苦
し
く
な
っ
た
た
め
再
び
廣
瀬
家
南
家
の
土
蔵
に
塾
を
移
し
、
翌
年
に
桂
林
園
を

新
築
す
る
ま
で
約
一
年
間
講
義
し
て
い
る
。
開
塾
初
期
の
間
は
、
淡
窓
は
廣
瀬
家
住
宅
を
一
時
は
自

由
に
塾
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

　

②
嫡
男
と
し
て
の
淡
窓
の
存
在

　

淡
窓
が
三
四
歳
の
と
き
弟
の
久
兵
衛
が
廣
瀬
家
の
家
督
を
継
い
だ
が
、
廣
瀬
家
は
淡
窓
に
と
っ
て

は
三
六
歳
で
咸
宜
園
に
移
る
ま
で
居
住
し
た
本
家
で
あ
り
、
三
〇
歳
中
頃
ま
で
は
長
男
で
あ
る
淡
窓

は
廣
瀬
本
家
の
一
員
と
し
て
当
主
の
父
に
次
ぐ
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

咸
宜
園
に
移
っ
た
後
も
、
廣
瀬
家
当
主
の
久
兵
衛
と
は
咸
宜
園
の
建
物
建
設
や
塾
の
費
用
な
ど
の

塾
運
営
に
つ
い
て
の
相
談
を
頻
繁
に
行
っ
て
お
り
【
註
１
】、
ま
た
弟
の
三
右
衛
門
は
久
兵
衛
の
補
佐
と

し
て
家
業
に
従
事
し
、
さ
ら
に
弟
の
旭
荘
は
淡
窓
の
補
佐
と
し
て
と
も
に
塾
の
経
営
に
か
か
わ
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
面
か
ら
考
え
て
、
淡
窓
の
「
咸
宜
園
」
は
廣
瀬
家
全
体
で
支
え
た
塾
で
あ
っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

③
「
咸
宜
園
」
と
廣
瀬

　
「
咸
宜
園
」
の
開
塾
の
場
所
は
、
廣
瀬
家
の
四
代
当
主
の
伯
父
月
化
が
隠
宅
と
し
て
建
て
、
五
代

当
主
の
父
桃
秋
が
引
継
ぎ
、
そ
し
て
淡
窓
が
居
住
し
た
「
秋
風
庵
（
長
春
庵
）」
を
中
心
に
立
地
し

建
設
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
咸
宜
園
塾
主
は
、
実
子
の
無
か
っ
た
淡
窓
の
後
、
四
二
歳
の
と
き
に
養
子
と
し
た
弟
旭
荘
に

伝
え
る
が
、
第
二
代
塾
主
の
旭
荘
が
東
遊
の
後
は
淡
窓
が
再
び
塾
政
を
執
る
こ
と
と
な
る
。
淡
窓
没

後
は
、
六
三
歳
の
と
き
養
子
に
し
た
門
人
の
矢
野
範
治
（
広
瀬
青
邨
）
が
第
三
代
塾
主
に
、
七
〇
歳

の
と
き
に
養
子
に
し
た
旭
荘
の
長
男
孝
之
助
（
林
外
）
が
第
四
代
塾
主
に
な
っ
て
伝
え
て
い
く
こ
と

第
三
節

　小
結

第
二
節

　淡
窓
と
廣
瀬
家
の
関
係



七
五

は
い
わ
ば
「
廣
瀬
家
が
支
え
た
塾
」
で
あ
り
、
廣
瀬
家
と
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
深
町 

浩
一
郎
）

【
註
】　

※
「
懐
旧
楼
筆
記
」（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻
）
の
記
述
よ
り
抜
粋
。

１　

淡
窓
が
廣
瀬
家
と
相
談
し
た
記
事

・
文
政
九
年
丙
戌
の
春
正
月
。
余
歳
四
十
五
。
咸
宜
園
南
軒
の
西
偏
に
あ
り
。
病
褥
に
在
っ
て
春
を
迎
え
た
り
。

三
月
朔
日
よ
り
以
後
、
苦
悩
漸
々
に
減
じ
精
神
益
復
し
た
り
。
医
師
よ
り
し
て
看
侍
の
人
に
至
る
ま
で
皆
余

に
勧
む
る
に
心
を
平
に
し
気
を
養
う
を
以
て
す
。
余
是
に
於
て
病
を
忘
る
る
の
方
を
思
ひ
、
一
つ
の
書
斎
を

経
営
せ
ん
と
思
立
て
り
。
其
の
事
を
久
兵
衛
に
託
す
。
久
兵
衛
其
の
事
に
監
と
し
て
前
後
一
月
程
に
し
て
成

就
せ
り
。
即
ち
今
の
西
家
の
東
南
の
隅
に
在
る
所
の
小
斎
是
な
り
。
初
め
余
淡
窓
と
号
せ
し
時
、
菅
茶
山
に

乞
う
て
其
の
扁
字
を
得
た
り
。
此
に
至
っ
て
之
を
斎
中
に
掲
げ
て
斎
の
名
と
せ
り
。（
三
一
五
頁
）

・（
天
保
元
年
）
閏
三
月
五
日
、
家
を
謙
吉
に
伝
ふ
る
の
議
初
め
て
決
せ
り
。
一
両
年
来
、
謙
吉
家
に
在
っ
て
閑

暇
無
事
な
り
。故
に
浮
殿
及
び
田
代
に
赴
い
て
業
を
講
ぜ
り
。然
れ
ど
も
久
し
き
に
及
ば
ず
し
て
帰
り
来
れ
り
。

其
の
後
極
め
て
疾
病
多
し
。
人
以
為
ら
く
、
無
事
な
る
と
き
は
病
を
生
じ
易
し
と
。
是
に
於
て
、
予
家
務
を

以
て
之
に
伝
へ
ん
と
す
。
然
れ
ど
も
、
彼
猶
遊
方
の
志
あ
り
て
決
せ
ざ
り
し
が
、
こ
こ
に
至
り
て
定
ま
れ
り
。

此
の
後
よ
り
婚
を
議
す
る
の
こ
と
起
こ
れ
り
。（
三
七
七
頁
）

・（
天
保
元
年
）
五
月
十
六
日
新
築
の
こ
と
始
ま
れ
り
。
予
家
を
謙
吉
に
伝
ふ
る
の
議
決
せ
し
に
よ
り
、
今
年
の

冬
よ
り
西
家
を
謙
吉
に
付
属
し
、
予
夫
妻
は
東
家
楼
上
に
移
転
せ
ん
と
す
。
楼
窓
暗
う
し
て
看
書
に
使
な
ら

ざ
る
を
以
て
、
東
家
の
東
、
菜
園
の
中
に
一
小
斎
を
構
ふ
。
此
の
日
よ
り
始
ま
り
て
七
八
月
に
及
ん
で
成
就

せ
り
。
上
下
二
室
に
し
て
席
は
四
畳
な
り
。
上
を
醒
斎
と
称
し
、下
を
夜
雨
寮
と
称
す
。
伸
平
其
の
事
を
監
す
。

徳
令
又
諸
生
を
督
し
て
経
営
を
な
せ
り
。（
三
七
八
頁
）

・（
天
保
三
年
十
一
月
）
十
二
日
始
め
て
新
築
の
事
を
議
す
。
予
去
々
冬
を
以
て
楼
上
に
転
居
す
。
又
梅
花
塢
を

築
け
り
。
然
る
に
、
楼
上
晦
う
し
て
読
書
に
便
な
ら
ず
。
烟
火
の
気
、
上
に
逼
り
起
臥
に
便
な
ら
ず
。
梅
花

塢
僅
か
に
二
畳
二
間
、
狭
く
し
て
用
を
な
さ
ず
。
妻
朝
夕
不
便
を
愬
ふ
る
こ
と
已
ま
ず
。
此
に
於
て
、
又
新

た
に
一
宅
を
東
家
の
東
南
に
構
へ
ん
と
す
。
因
っ
て
其
の
事
を
議
す
る
な
り
。（
四
一
七
頁
）

・（
天
保
三
年
十
一
月
）
十
二
日
、魚
町
に
之
き
久
兵
衛
と
新
築
の
事
を
謀
る
。（「
醒
斎
日
暦
」
巻
四　

五
〇
九
頁
）

・（
天
保
五
年
）
五
月
六
日
…
此
の
日
魚
町
に
往
き
、塾
生
節
材
の
謀
を
議
し
た
り
。
塾
生
費
用
日
々
に
増
し
、月
々

に
加
は
れ
り
。
無
用
の
費
無
か
ら
し
め
ん
が
為
な
り
。（
四
四
〇
頁
）

・（
天
保
五
年
六
月
）二
十
二
日
、官
府
の
難
起
る
。
…
二
十
四
日
、予
久
兵
衛
が
宅
に
至
り
月
旦
評
の
こ
と
を
議
す
。

謙
吉
既
に
之
を
作
り
（
代
官
所
元
占
の
）
服
部
氏
に
内
覧
を
請
ひ
し
所
、
府
君(

郡
代)

の
旨
に
叶
ふ
ま
じ
き

由
な
り
。
因
っ
て
之
を
改
め
作
り
、
二
十
五
日
に
至
っ
て
差
し
出
せ
り
。
数
処
顚
倒
し
た
り
。
又
、
私
に
課

程
通
考
を
作
る
。（
四
四
四
頁
）

２　

家
族
の
居
住
状
況
の
記
事

・（
天
明
七
年
）
予
庵
よ
り
帰
り
し
こ
ろ
、
魚
町
に
て
同
居
せ
し
者
、
王
父
（
祖
父
）、
王
母
（
祖
母
）、
先
考
（
父
）、

先
妣
（
母
）、
叔
父
、
叔
母
、
阿
有
（
妹
）、
阿
信
（
従
姉
）、
荘
三
郎
（
弟
）、
長
八
（
従
兄
）、
多
蔵
夫
婦
、
阿
薩
、

長
作
な
り
。
出
替
り
奉
公
人
は
数
ふ
る
に
暇
あ
ら
ず
。
王
父
母
（
祖
父
母
）
初
は
南
家
の
裏
の
土
蔵
に
住
し

た
ま
ひ
し
が
、
後
は
表
に
出
た
ま
へ
り
。（
一
一
頁
）

・（
文
化
一
〇
年
）
八
月
二
十
三
日
に
当
た
り
、余
北
家
北
軒
の
東
偏
に
居
る
。
…
遂
に
此
の
日
を
以
て
（
日
記
の
）

筆
を
取
る
の
始
と
す
。
…
此
の
日
、
我
が
家
人
凡
そ
十
一
人
な
り
。
王
母
（
祖
母
）
先
考
（
父
）
婢
皆
南
家

に
居
れ
り
。
予
夫
婦
・
正
蔵
（
久
兵
衛
）
夫
婦
・
妹
ナ
チ
・
弟
謙
吉
（
旭
荘
）・
婢
チ
サ
・
寓
客
（
居
候
）
幾
蔵
、

北
家
に
居
れ
り
。
…
時
に
弟
梅
吉
（
伸
平
）
は
丸
屋
七
兵
衛
の
家
に
寓
し
、
文
治
（
弥
六
）
は
袋
屋
善
三
郎

の
家
に
寓
す
。（
一
八
五
頁
）

３　

 

賓
客
（
代
官
所
の
役
人
、
御
用
達
の
各
藩
の
臣
）
の
宿
舎
と
し
た
記
事

・（
寛
政
五
年
）
揖
斐
明
府
（
代
官
）
東
上
の
前
年
の
冬
よ
り
、
東
都
よ
り
御
勘
定
平
岩
治
郎
兵
衛
、
御
支
配
勘

定
西
村
佐
太
郎
の
二
員
下
向
あ
り
。
そ
の
属
と
し
て
御
普
請
役
足
立
長
蔵
、
藤
井
信
五
郎
二
人
来
た
れ
り
。

前
後
殆
ん
ど
一
年
ほ
ど
当
県
に
留
ま
ら
れ
た
り
と
覚
ゆ
。
足
立
、
藤
井
は
我
が
家
の
北
家
に
留
ま
ら
れ
た
り
。

予
も
先
考
の
後
に
従
ひ
朝
夕
行
き
て
謁
見
せ
り
。（
三
五
頁
）

・（
文
化
九
年
二
月
）
二
十
日
頃
、
竹
田
の
大
夫
中
川
平
右
衛
門
、
亜
大
夫
長
鹽
又
左
衛
門
、
東
都
に
赴
か
ん
と

し
て
我
が
県
を
過
り
、
我
が
家
に
留
宿
せ
り
。
因
っ
て
北
家
南
家
を
虚
し
う
し
て
客
館
と
な
し
、
先
妣
（
母
）

は
乗
輿
に
て
田
町
叔
父
の
居
に
転
じ
た
ま
へ
り
。
二
十
二
日
、
二
大
夫
発
駕
に
及
び
た
り
。
因
っ
て
又
乗
輿

に
て
北
家
に
帰
り
た
ま
ふ
。
其
の
夜
、
忽
然
と
し
て
旧
症
発
し
悶
絶
し
た
ま
へ
り
。（
一
七
四
頁
）

・（
弘
化
二
年
二
月
）二
十
日
、大
村
候
よ
り
使
臣
両
人
を
指
向
け
ら
る
。
正
使
中
村
正
助
、介
は
中
村　

立
助
な
り
。

信
物
を
致
し
此
の
度
彼
の
国
に
招
か
る
ゝ
の
由
な
り
。
皆
、
魚
町
に
館
せ
り
。
二
十
一
日
、
魚
町
に
至
り
両

使
に
見
え
、
命
を
奉
ず
べ
き
由
対
へ
た
り
。
…
二
十
四
日
、
正
助
大
村
に
帰
る
。
立
助
は
留
れ
り
。
此
れ
は

予
に
従
行
せ
ん
が
為
な
り
。（
七
〇
八
頁
）

・（
文
化
一
一
年
）
十
月
七
日
、
府
内
の
木
戸
荘
右
衛
門
北
家
に
館
す
。
是
の
日
相
見
す
。（「
淡
窓
日
記
」
巻
二 

三
一
頁
）

４　

南
家
に
居
住
し
た
親
族
の
記
事

①
父
母
・
祖
母

・（
文
化
九
年
）
此
の
時
先
考
（
父
）
先
妣
（
母
）
よ
り
し
て
家
人
皆
北
家
に
住
居
せ
り
。
予
夫
婦
の
み
南
家
に

在
り
て
起
臥
せ
り
。
今
春
に
至
り
て
先
考
（
父
）
家
政
を
正
蔵
（
久
兵
衛
）
に
伝
へ
ん
と
て
北
家
を
正
蔵
に

譲
り
先
妣
（
母
）
及
び
王
母
（
祖
母
）
と
南
家
に
移
り
住
し
た
ま
ふ
。
余
夫
婦
は
是
を
避
け
て
北
家
楼
上
に

転
ぜ
り
。（
一
七
三
頁
）

②
叔
父
・
忠
兵
衛
一
家



七
六

・（
天
明
五
年
）
此
の
年
、
叔
父
…
魚
町
南
家
に
住
し
た
ま
へ
り
。
予
は
其
の
時
の
事
状
は
記
得
せ
ず
。（
五
頁
）

・（
文
政
二
年
）
六
月
八
日
、
叔
父
田
町
よ
り
八
幡
町
に
移
り
住
し
た
ま
ふ
。
初
め
八
幡
町
に
在
り
。
家
産
破
る

る
に
よ
り
て
其
の
宅
を
去
り
田
町
に
転
じ
た
ま
ふ
。即
ち
魚
町
南
家
後
門
の
傍
に
居
を
設
け
た
ま
へ
り
。蓋
し
、

此
に
至
り
て
二
十
四
年
、
終
に
旧
宅
に
帰
り
た
ま
へ
り
。

③
伯
父
月
化
の
娘
イ
サ
一
家

・（
寛
政
一
一
年
）
筑
前
よ
り
帰
り
し
時
、
館
林
文
之
進
病
に
臥
し
て
危
篤
な
り
。
…
数
刻
に
し
て
訃
音
至
れ
り
。

是
に
於
て
其
の
妻
は
其
の
三
孤
、
清
記
・
伊
織
・
女
良
を
携
へ
て
予
が
家
に
来
り
南
家
に
寓
居
せ
り
。（
九
一
頁
）

④
伯
父
月
化
の
妻
サ
ン

・（
文
政
五
年
二
月
）
二
十
三
日
先
考
（
父
）
魚
町
の
宅
よ
り
来
り
て
秋
風
庵
に
住
し
た
ま
ふ
。
こ
れ
伯
父
の
遺

命
に
よ
る
所
な
り
。
伯
母
は
喪
中
よ
り
魚
町
に
留
ま
り
た
ま
ひ
終
に
南
家
に
住
し
て
久
兵
衛
夫
婦
の
介
保
を

受
け
た
ま
へ
り
。（
二
七
七
頁
）

⑤
叔
母
イ
シ

・（
天
保
一
六
年
七
月
）
二
十
九
日
、
石
丸
氏
の
姑
卒
し
た
ま
へ
り
。
壽
九
十
二
な
り
。
善
吉
死
せ
し
後
は
魚
町

に
寄
食
し
た
ま
ふ
こ
と
三
十
年
に
近
し
。
其
の
二
女
一
男
、
皆
先
っ
て
没
せ
り
。
…
魚
町
南
家
の
後
園
に
蝸

藘
を
結
び
安
置
せ
し
が
、
去
年
叔
父
没
し
た
ま
ふ
に
因
っ
て
其
の
所
に
移
せ
り
。（
七
四
六
頁
）

⑥
弟
伸
平
一
家

・（
文
政
一
三
年
）
十
二
月
二
日
、
伸
平
魚
町
南
家
に
遷
住
す
。
伸
平
生
ま
れ
て
よ
り
三
十
三
年
、
此
に
至
っ
て

宗
家
よ
り
出
て
一
家
の
主
と
な
れ
り
其
の
妻
及
び
姪
女
ナ
ヲ
と
同
居
せ
り
。
ナ
ヲ
は
久
兵
衛
の
次
女
、
伸
平

養
っ
て
子
と
せ
り
。（
三
八
二
頁
）

⑦
弟
伸
平
の
養
子
夫
婦

・（
天
保
九
年
閏
四
月
）
十
五
日
、
初
め
伸
平
養
子
を
求
め
し
が
、
人
媒
し
て
豊
前
和
木
村
長
久
保
友
之
丞
が
第

三
男
三
郎
と
云
ふ
者
を
乞
ひ
得
た
り
。
此
の
日
を
以
て
、
之
を
養
女
阿
直
に
妻
は
さ
ん
と
す
。
時
に
伸
平
我

が
村
に
転
居
す
と
雖
も
、
魚
町
の
南
家
、
其
の
旧
宅
に
し
て
今
住
す
る
者
な
し
。
之
を
養
子
夫
婦
に
伝
ふ
。

合
巹(

婚
礼)

の
礼
北
家
に
て
取
行
へ
り
。
余
往
い
て
其
の
礼
を
助
く
。（
五
二
四
頁
）

５　

他
人
の
借
家
ま
た
は
宿
舎
と
し
た
記
事

①
師
・
松
下
西
洋

・（
寛
政
三
年
）
去
年
冬
よ
り
、
久
留
米
の
浪
人
松
下
勇
馬
と
云
ふ
人
来
て
隈
町
に
留
れ
り
。
…
程
な
く
予
が
宅

の
南
毛
の
裏
の
土
蔵
を
か
り
て
其
の
所
に
引
き
越
さ
れ
た
り
。
是
に
於
て
、
予
束
脩
を
執
っ
て
弟
子
と
な
る
。

（
二
五
頁
）

②
佐
谷
龍
山
・
藤
左
仲
・
村
田
雄
哉

・（
寛
政
七
年
九
月
）
四
極
翁
三
子
を
と
ど
め
て
、是
が
為
に
周
旋
し
豆
田
に
於
て
宅
を
借
り
て
僑
居
（
仮
住
ま
い
）

せ
し
む
。
始
め
予
が
家
の
南
家
に
住
し
、
既
に
し
て
升
屋
源
右
衛
門
が
旧
宅
に
転
ず
。（
五
八
頁
）

③
羽
倉
代
官
の
妾

・（
文
化
七
年
九
月
）
初
め
予
南
家
に
あ
り
し
に
、
左
門
君
東
上
の
時
、
其
の
妾
正
に
娠
め
り
。
因
て
是
を
我
が

家
に
託
せ
ら
る
。
先
考(

父)

こ
れ
を
南
家
に
お
き
た
ま
ふ
。
故
に
余
は
北
家
に
転
ぜ
り
。
…
羽
倉
の
妾
分
娩

し
て
後
、
妾
は
筑
後
に
帰
り
、
息
は
東
上
し
た
ま
ひ
し
が
、
数
年
の
後
夭
没
せ
ら
れ
た
り
。
予
夫
妻
、
又
此

の
冬
を
以
て
南
家
に
転
じ
を
れ
り
。（
一
六
四
頁
）

④
塾
生

・（
文
化
三
年
）
予
成
章
舎
に
留
る
こ
と
春
初
よ
り
五
月
に
至
れ
り
。
梅
雨
の
候
に
及
ん
で
、
所
居
湫
隘(

土
地

が
低
く
狭
い)

に
し
て
昏
墊
（
暗
く
湿
る
状
態
）
を
免
れ
ず
。
終
に
彼
の
宅
を
去
っ
て
魚
町
に
帰
れ
り
。
此

の
時
は
余
は
南
家
に
居
り
門
人
は
南
家
楼
上
に
居
れ
り
。
業
を
講
ず
る
こ
と
は
内
に
於
て
す
る
こ
と
多
し
。

（
一
四
二
頁
）

・（
文
化
一
〇
年
）
十
二
月
二
十
一
日
、
海
蔵
、
秀
恵
を
南
家
東
楼
に
移
す
。
…
此
の
夜
、
海
蔵
、
法
城
、
皆
長

福
学
寮
に
移
す
。
塾
に
在
る
者
は
尽
く
。（「
淡
窓
日
記
」
巻
二 

一
〇
頁
）

・（
文
化
一
一
年
）
十
二
月
十
五
日
、
是
の
日
桂
林
園
を
閉
ず
。
…
十
六
日
寛
卿
、
琢
磨
南
毛
東
楼
に
移
す
。（「
淡

窓
日
記
」
巻
三 

三
五
頁
）

・（
文
化
一
二
年
）
二
月
十
六
日
、桂
林
園
を
開
く
。
恵
照
、龍
天
、令
助
、説
誠
を
移
す
。
…
俊
太
郎
、寛
卿
、琢
磨
、

多
問
、
協
は
東
楼
に
居
る
。
…
四
月
三
日
、
夜
、
門
生
東
楼
に
在
る
者
、
皆
桂
林
園
に
遷
す
。
肩
吾
、
俊
太
郎
、

寛
卿
、
多
聞
、
琢
磨
、
其
順
、
勘
吉
、
凡
そ
七
人
。
唯
、
協
の
み
存
す
。（「
淡
窓
日
記
」
巻
四 

四
二
頁
）
…

五
月
十
八
日
、
大
振
入
塾
、
東
楼
に
居
る
。（「
淡
窓
日
記
」
巻
四 

四
五
頁
）

・（
文
化
一
二
年
）
十
二
月
六
日
、
桂
林
園
を
閉
ず
。
生
徒
、
皆
東
楼
に
遷
す
。
俊
太
郎
、
寛
卿
、
協
、
多
聞
、
琢
磨
、

法
城
、
連
は
本
か
ら
居
す
。
潤
二
、
恵
照
、
令
助
、
伯
栄
、
新
た
に
移
る
。
凡
そ
十
一
人
。

…
十
二
月
九
日
、
柳
川
の
春
光
寺
僧
一
恵
及
び
筑
人
井
上
弥
六
郎
、
小
野
左
仲
入
門
。
皆
、
長
福
寺
寮
に
居
る
。

十
二
月
十
日
、
崇
旭
来
る
。
長
福
寺
寮
に
居
る
。
弥
六
郎
、
左
仲
、
皆
来
り
東
楼
に
居
る
。（「
淡
窓
日
記
」
巻

五 

五
七
頁
）
…
（
文
化
一
三
年
）
正
月
二
十
四
日
、
桂
林
園
を
開
く
。
琢
磨
、
伯
栄
、
左
仲
、
弥
六
郎
、
法
城
、

皆
移
す
。（「
淡
窓
日
記
」
巻
六 

六
三
頁
）

・（
文
化
一
四
年
一
月
）
十
五
日
、
桂
林
園
に
あ
る
諸
生
二
人
、
中
島
益
多
、
鹽
山
屯
を
南
家
楼
上
に
遷
し
桂
林

園
を
空
く
す
。
十
七
日
、
桂
林
園
を
毀
ち
其
の
屋
材
を
堀
田
卜
居
の
地
に
運
漕
す
。
両
日
に
し
て
事
終
れ
り
。

（
二
一
三
頁
）

※
久
兵
衛(

正
蔵)

不
在
の
と
き
の
記
事
（「
淡
窓
日
記
」
の
該
当
ペ
ー
ジ
）

・（
文
化
一
一
年
）
二
月
二
十
四
日
、
正
蔵
赤
馬
関
に
之
く
。
予
北
家
に
遷
る
。
北
軒
東
堂
に
居
る
。（
一
五
頁
）

…
三
月
二
十
六
日
、
正
蔵
赤
馬
関
よ
り
帰
る
。
予
南
家
に
帰
り
浴
す
。（
一
九
頁
）

・（
文
化
一
一
年
）
六
月
二
十
九
日
、
正
蔵
田
代
に
之
く
。
予
北
家
に
遷
る
。（
二
四
頁
）
…
七
月
四
日
、
正
蔵
田

代
よ
り
帰
る
。
予
南
家
に
帰
る
。（
二
五
頁
）



七
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淡
窓
は
、「
淡
窓
日
記
」
で
宗
家
や
生
家
の
こ
と
を
「
魚
町
」「
本
家
」「
宗
家
」
と
称
し
た
。
堀

田
村
に
移
っ
て
か
ら
は
、
よ
く
生
家
を
往
来
し
た
が
、
そ
の
目
的
の
大
半
は
宗
家
の
行
事
に
参
加
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。
行
事
と
は
、
正
月
、
盆
、
祭
り
、
結
婚
、
出
産
、
見
舞
い
、
法
事
、
離
別
や
帰

郷
の
挨
拶
、
相
談
な
ど
で
あ
る
。
ど
こ
の
家
で
も
み
ら
れ
る
一
般
的
な
行
事
ば
か
り
で
あ
る
。
以
下
、

「
淡
窓
日
記
」
か
ら
、
目
的
別
に
、
淡
窓
の
生
家
往
来
の
実
態
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

㈠

　正
月
の
挨
拶

　

宗
家
で
の
「
魚
町
節
」（
正
月
祝
い
）
は
、
正
月
三
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
淡
窓
は
、

こ
の
日
、
昼
前
に
宗
家
へ
出
向
き
、
食
事
を
と
り
、
夕
方
帰
宅
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
親
族

に
加
え
、
諸
家
の
家
族
も
同
席
し
た
。
年
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
も
の
の
、
集
ま
っ
た
人
数
は
平
均
し

て
一
四
、五
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
【
註
１
】。
淡
窓
が
、
代
官
所
へ
の
挨
拶
や
病
気
た
め
に
出
席
で
き
な
か
っ

た
と
き
は
、
必
ず
宗
家
か
ら
お
膳
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。

 

㈡

　盆
・
祭
り

　

淡
窓
は
祭
り
を
好
ん
だ
【
註
２
】。
六
月
の
祇
園
会
や
、
七
月
の
盂
蘭
盆
会
の
と
き
な
ど
、
祭
り
を
一

緒
に
楽
し
む
た
め
に
生
家
を
訪
れ
た
。

  

祇
園
会
の
祭
り
の
と
き
は
、
大
抵
六
月
一
五
日
に
、
宗
家
か
ら
招
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
【
註
３
】。

御
輿
の
運
行
に
従
っ
て
曳
き
出
さ
れ
る
山
車
を
、
宗
家
の
者
と
一
緒
に
み
る
の
が
恒
例
行
事
と
な
っ

て
い
た
。
淡
窓
の
存
命
中
、
宗
家
は
四
回
ほ
ど
山
車
の
造
番
と
な
っ
て
い
る
【
註
４
】。
幾
重
に
も
人
形

　

淡
窓
は
生
涯
ど
の
く
ら
い
生
家
を
訪
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

本
章
で
は
、
淡
窓
が
堀
田
村
に
塾
を
移
築
し
転
居
し
た
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
二
月

二
三
日
以
降
の
、
生
家
往
来
の
実
態
と
そ
の
目
的
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

が
重
な
る
独
特
の
様
式
を
有
し
た
こ
の
山
車
を
み
る
の
を
淡
窓
は
好
ん
だ
よ
う
で
、
亡
く
な
る
前
年

も
、
こ
の
祭
り
を
観
に
魚
町
の
宗
家
に
赴
い
て
い
る
。

　

日
田
の
盂
蘭
盆
会
は
、
七
月
一
三
日
か
ら
七
月
二
〇
日
ま
で
で
あ
る
。
祖
先
の
供
養
は
七
月
一
五

日
ま
で
に
済
ま
せ
、
七
月
一
六
日
か
ら
七
月
二
〇
日
ま
で
は
、
町
内
で
盆
の
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

そ
の
間
は
、
男
女
が
昼
夜
と
な
く
街
中
に
て
遊
戯
し
、
管
弦
の
音
色
が
絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
【
註
５
】。

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
七
月
一
八
日
、
淡
窓
は
魚
町
の
生
家
を
訪
ね
、一
緒
に
芝
居
を
観
て
い
る
【
註
６
】。

た
だ
、
祇
園
会
の
祭
り
に
比
べ
る
と
、
そ
の
回
数
は
少
な
か
っ
た
。

㈢

　結
婚
・
出
産

　

結
婚
式
に
出
席
す
る
た
め
、
生
家
を
訪
れ
た
の
は
、
三
右
衛
門
、
源
兵
衛
、
ノ
ブ
の
と
き
の
計
三

回
で
あ
る
。

　

三
右
衛
門
の
結
婚
式
は
、文
政
七
年(

一
八
二
四)

年
四
月
九
日
、魚
町
の
宗
家
で
お
こ
な
わ
れ
た
。

淡
窓
は
、
妻
・
旭
荘
と
一
緒
に
赴
い
た
。
酒
宴
は
翌
日
ま
で
続
い
た
が
、
淡
窓
は
途
中
で
帰
宅
し
た
。

  

源
兵
衛
と
次
弟
久
兵
衛
の
長
女
キ
チ
が
結
婚
し
た
の
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
正
月
九
日
で

あ
る
。
式
は
午
後
一
〇
時
過
ぎ
に
終
わ
り
、
そ
の
後
、
酒
宴
が
午
前
四
時
頃
ま
で
催
さ
れ
た
。
出
席

者
は
、
淡
窓
も
含
め
て
全
部
で
一
一
名
で
あ
っ
た
【
註
７
】。

　

源
兵
衛
の
長
女
ノ
ブ
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
閏
四
月
二
七
日
に
、
五
兵
衛
と
結
婚
し
た
。

五
兵
衛
は
、
麻
生
伊
織
の
四
男
で
、
そ
れ
ま
で
は
綱
次
郎
と
称
し
て
い
た
。
こ
の
日
、
淡
窓
は
午
後

一
〇
時
頃
に
生
家
に
赴
き
、
式
は
午
前
二
時
頃
行
わ
れ
た
。「
同
座
」
者
は
、「
仁
左
衛
門
、
寛
蔵
、

勲
平
、
門
司
軍
吾
、
善
右
衛
門
、
要
右
衛
門
、
丑
六
、三
右
衛
門
、
範
治
、
与
次
兵
衛
、
猪
三
郎
、

吾
八
郎
、
婦
女
七
人
（
両
新
婦
、
麻
生
妹
、
予
・
棣
園
・
吾
八
郎
・
善
右
衛
門
の
妻
）」
で
、
淡
窓

を
含
む
二
〇
名
が
式
に
出
席
し
た
。
淡
窓
は
酒
宴
の
途
中
で
帰
宅
し
た
。
こ
の
と
き
は
、
宗
家
が
用

意
し
た
輿
に
乗
っ
て
往
復
し
て
い
る
。

　

淡
窓
は
、出
産
を
祝
う
た
め
、生
家
を
訪
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
淡
窓
が
堀
田
村
に
移
っ
て
か
ら
、

生
ま
れ
た
宗
家
の
人
物
は
、
次
弟
久
兵
衛
の
次
女
ナ
オ
と
、
源
兵
衛
の
子
女
一
〇
人
（
ノ
ブ
・
久
右

衛
門
・
キ
ク
・
海
老
作
・
才
吉
・
ユ
イ
・
七
三
郎
・
フ
サ
・
ア
リ
・
土
五
郎
）、
源
兵
衛
長
女
の
子

女
二
人(

寅
之
助
・
チ
セ
）
の
計
一
三
人
で
あ
る
。
ノ
ブ
、
キ
ク
、
七
三
郎
、
フ
サ
、
ア
リ
、
チ
セ

第
五
章

　廣
瀬
淡
窓
の
生
家
往
来
に
つ
い
て

第
一
節

　生
家
往
来
の
実
態
と
目
的
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㈤

　法
事

　

廣
瀬
家
に
は
、
仏
事
に
関
す
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
【
註
13
】。
表
題
を
み
る
と
、
人
物
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、
一
・
三
・
七
・
一
三
・
一
七
・
二
五
・
三
三
・
五
〇
・
七
五
・
一
〇
〇
回
忌
の
記
録
（
横
帳
）
が
確

認
で
き
る
。
淡
窓
世
代
以
上
の
、
廣
瀬
宗
家
の
歴
代
当
主
と
そ
の
妻
の
命
日
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
【
註
14
】。

《 

名　

前 

》 

《 

生 

没 

年 

》 

《 

命 

日 

》

①
初
代
当
主 

五
左
衛
門 

（
一
六
五
六
～
一
七
四
二
） 

七
月　

五
日

②
初
代
当
主
妻 

尾
形
氏
（
名
不
詳
） 

（
一
六
六
二
～
一
七
四
八
） 

九
月
一
七
日

③
二
代
当
主 

源
兵
衛 

（
一
六
七
九
～
一
七
六
六
） 

七
月
一
三
日

④
二
代
当
主
妻 

古
後
氏
（
名
不
詳
） 

（
一
六
九
一
～
一
七
六
〇
） 

七
月
二
六
日

⑤
三
代
当
主 

久
兵
衛 

（
一
七
一
四
～
一
七
九
三
） 

八
月
一
六
日

⑥
三
代
当
主
妻 

モ
ト 

（
一
七
二
五
～
一
八
一
七
） 

一
一
月
一
〇
日

⑦
四
代
当
主 

平
八
（
月
化
） 

（
一
七
四
七
～
一
八
二
二
） 

一
月
三
〇
日

⑧
四
代
当
主
妻 

サ
ン 

（
一
七
五
一
～
一
八
二
二
） 

九
月
二
四
日

⑨
五
代
当
主 

三
郎
右
衛
門
（
桃
秋
） 

（
一
七
五
一
～
一
八
三
四
） 

一
〇
月 

五
日

⑩
五
代
当
主
妻 

ユ
イ 

（
一
七
六
五
～
一
八
一
二
） 

二
月
二
二
日

　
「
淡
窓
日
記
」
を
み
る
と
、
上
記
の
命
日
の
日
は
、
ほ
ぼ
毎
年
、
宗
家
で
法
事
が
催
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
節
目
の
年
の
命
日
に
は
、
い
つ
も
よ
り
大
き
な
法
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
五
代
当
主
桃
秋
の

場
合
で
み
て
み
る
と
、
そ
の
一
回
忌
は
、
家
人
を
含
め
て
食
事
を
出
し
た
人
数
は
七
〇
～
八
〇
名
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
の
法
事
は
、
僧
を
除
き
四
～
五
名
が
集
う
程
度
で
あ
っ
た
が
、
七
回
忌
に
は
五
〇

名
ほ
ど
が
出
席
し
て
い
る
。
淡
窓
は
、
病
気
な
ど
の
理
由
が
な
け
れ
ば
、
父
に
限
ら
ず
、
宗
家
の
法

事
に
は
、
必
ず
参
加
し
た
。

　

つ
ぎ
に
、
淡
窓
の
生
前
中
に
一
〇
〇
回
忌
を
む
か
え
た
初
代
当
主
と
そ
の
妻
の
法
事
を
み
て
み
る
。

初
代
五
左
衛
門
の
一
〇
〇
回
忌
の
年
で
あ
っ
た
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
年
は
、
七
月
五
日
と

が
生
ま
れ
た
と
き
、淡
窓
が
生
家
を
訪
れ
、賀
詞
を
述
べ
た
こ
と
が
「
淡
窓
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

他
は
、
喪
中
や
病
気
な
ど
の
た
め
、
辞
退
し
た
り
、
代
理
を
た
て
る
な
ど
し
て
い
る
【
註
８
】。

㈣

　見
舞
い

  

淡
窓
は
生
来
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
、看
病
や
見
舞
い
を
う
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、

親
族
や
友
人
、
知
人
な
ど
が
病
気
で
あ
る
と
聞
け
ば
、
積
極
的
に
見
舞
い
に
い
っ
て
い
る
。
病
気
の

苦
し
み
を
人
一
倍
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
淡
窓
が
生
家
を
訪
れ
見
舞
っ
た
人
物
は
、
モ

ト
、
サ
ン
、
桃
秋
、
久
兵
衛
、
リ
ョ
ウ
、
三
右
衛
門
、
旭
荘
、
源
兵
衛
、
綱
次
郎
、
七
三
郎
の
一
〇

名
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
、見
舞
い
の
回
数
が
一
番
多
い
の
は
、桃
秋
で
あ
る
。
最
初
に
桃
秋
を
見
舞
っ
た
の
は
、

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
の
六
月
で
あ
る
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
年
に
月
化
が
亡
く
な
っ
た

後
、
桃
秋
は
堀
田
村
の
秋
風
庵
に
移
り
住
ん
だ
が
【
註
９
】、
そ
の
後
も
た
び
た
び
魚
町
の
生
家
に
も
ど

り
、
滞
留
し
た
。
そ
こ
で
体
調
を
崩
し
た
と
き
も
、
淡
窓
は
見
舞
い
に
訪
れ
て
い
る
。
桃
秋
は
天
保

五
年
（
一
八
三
四
）
年
八
月
一
六
日
に
魚
町
の
宗
家
に
移
っ
て
か
ら
は
、堀
田
村
に
も
ど
る
こ
と
な
く
、

一
〇
月
五
日
に
永
眠
し
た
。
淡
窓
は
、
同
年
八
月
一
九
日
か
ら
一
〇
月
二
五
日
ま
で
、
日
記
が
書
け

な
い
ほ
ど
、
看
病
や
通
夜
・
葬
儀
等
の
対
応
に
追
わ
れ
た
。
こ
の
五
〇
日
ほ
ど
の
間
は
、
ほ
ぼ
毎
日

生
家
を
往
来
し
、
と
き
に
は
泊
ま
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

  

サ
ン
は
月
化
の
妻
で
、
淡
窓
の
伯
母
。
秋
風
庵
に
い
た
が
、
月
化
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
魚
町
の

宗
家
に
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
月
化
が
死
去
し
た
八
ケ
月
後
に
亡
く
な
っ
た
【
註
10
】。
そ

の
間
、
淡
窓
は
、
サ
ン
を
見
舞
う
た
め
、
数
回
ほ
ど
生
家
を
訪
れ
て
い
る
。

  

次
弟
久
兵
衛
、
源
兵
衛
、
七
三
郎
は
、
廣
瀬
家
の
当
主
で
あ
る
。
モ
ト
は
三
代
当
主
久
兵
衛
の
妻
で
、

淡
窓
の
祖
母
。
リ
ョ
ウ
は
、
久
兵
衛
の
妻
。
綱
次
郎
は
、
源
兵
衛
の
長
女
ノ
ブ
の
婿
。
当
主
や
そ
の

妻
子
の
不
調
を
知
っ
た
と
き
、
淡
窓
は
そ
の
見
舞
い
の
た
め
、
生
家
を
訪
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
旭
荘
を
見
舞
っ
た
の
は
、
彼
が
ま
だ
結
婚
す
る
前
の
頃
で
あ
る
【
註
11
】。
三
右
衛
門
は
、
天

保
元
年
（
一
八
三
〇
）
一
二
月
二
日
に
宗
家
か
ら
分
家
し
、
魚
町
の
南
家
に
移
っ
た
【
註
12
】。
淡
窓
は

こ
の
三
右
衛
門
の
見
舞
い
に
も
、
よ
く
訪
れ
て
い
る
。
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一
二
月
五
日
の
二
度
、
五
左
衛
門
の
法
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
二
度
お
こ
な
っ
た
の
は
、
命
日

の
日
に
六
代
当
主
久
兵
衛
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
一
二
月
五
日
の
法
事
は
、
前
夜
祭
も
お

こ
な
わ
れ
、
当
日
の
参
加
者
も
例
年
よ
り
多
か
っ
た
。
菩
提
寺
で
あ
る
大
超
寺
の
僧
も
、
通
常
よ
り

一
名
多
い
三
名
を
招
い
て
い
る
。
初
代
当
主
妻
の
一
〇
〇
回
忌
が
あ
っ
た
天
保
一
八
年
（
一
八
四
七
）

も
、
命
日
の
日
に
久
兵
衛
は
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
一
ケ
月
延
ば
し
て
法
事
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
結
局
、
こ
の
日
も
久
兵
衛
は
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
若
い
源
兵
衛
（
七
代
当
主
）
に
代
わ
り
、

三
右
衛
門
が
法
事
を
主
催
し
た
。
二
つ
の
一
〇
〇
回
忌
に
は
、
用
松
村
の
縁
者
が
出
席
し
て
い
る
。

初
代
五
左
衛
門
が
、
晩
年
、
三
男
藤
左
衛
門
と
と
も
に
用
松
村
に
移
っ
て
分
家
し
た
た
め
で
あ
る
。

淡
窓
は
普
段
か
ら
、
こ
の
縁
者
と
親
し
く
つ
き
あ
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
淡
窓
は
、
宗
家
の
法
事

の
日
程
調
整
な
ど
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

㈥

　そ
の
他

　

冠
婚
葬
祭
関
係
以
外
で
は
、
宗
家
の
当
主
ら
が
御
用
達
や
藩
政
改
革
な
ど
の
業
務
で
、
日
田
を
離

れ
た
り
、
あ
る
い
は
も
ど
っ
た
り
し
た
際
に
、
送
別
や
労
い
の
言
葉
を
か
け
る
た
め
、
淡
窓
は
生
家

を
訪
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
で
、
生
家
へ
の
往
来
・
滞
在
が
長
期
に
及
ん
だ
ケ
ー
ス
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
縁
組

の
相
談
、
家
難
へ
の
対
処
、
家
譜
の
作
成
で
あ
る
。

  

縁
組
は
、
宗
家
の
相
談
に
応
じ
る
た
め
の
訪
問
だ
け
で
な
く
、
自
家
の
縁
組
の
件
で
も
、
宗
家
に

赴
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
、養
子
旭
荘
の
件
に
関
し
て
は
、初
婚
か
ら
離
婚
、そ
し
て
再
婚
ま
で
の
間
、

淡
窓
は
頻
繁
に
宗
家
に
通
っ
た
【
註
15
】。

　

家
難
に
つ
い
て
は
、
代
官
所
へ
の
納
入
金
紛
失
事
件
【
註
16
】、
久
兵
衛
の
収
賄
疑
惑
事
件
【
註
17
】
が
あ

げ
ら
れ
る
。
最
後
の
家
難
に
つ
い
て
は
、
解
決
す
る
ま
で
に
一
年
ち
か
く
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
。

家
難
が
起
こ
る
た
び
に
、
解
決
策
を
講
じ
る
た
め
、
淡
窓
は
生
家
に
出
向
い
た
。

  

家
譜
【
註
18
】
は
、桃
秋
の
喪
に
服
し
て
い
た
五
〇
日
ほ
ど
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
。
淡
窓
が
中
心
と
な
っ

て
、
久
兵
衛
・
三
右
衛
門
・
旭
荘
ら
と
相
談
し
な
が
ら
、
初
代
五
左
衛
門
か
ら
桃
秋
お
よ
び
そ
の
子

女
ま
で
の
事
績
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
淡
窓
は
生
家
に
泊
ま
り
込
む
こ
と
は
せ
ず
、
堀
田
村
の
自
宅
か

ら
通
っ
て
、
草
稿
を
認
め
た
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
一
一
月
七
日
に
家
譜
は
完
成
し
た
。

　

淡
窓
は
、
書
簡
中
で
は
、
生
家
の
こ
と
を
「
魚
町
」「
本
家
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
生
家
の

文
字
が
記
さ
れ
た
淡
窓
書
簡
は
、
現
在
一
五
通
確
認
で
き
る
【
註
19
】。
以
下
、
各
書
簡
中
の
生
家

関
係
記
事
を
み
な
が
ら
、
生
家
と
の
や
り
と
り
や
、
淡
窓
の
生
家
へ
の
思
い
を
ま
と
め
る
こ
と

に
す
る
。
な
お
、一
五
通
の
書
簡
全
文
に
つ
い
て
は
、『
書
簡
集
成
』
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

㈠

　文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
正
月
六
日

　麻
生
伊
織
宛
書
簡
【
註
20
】

　

宛
名
の
麻
生
伊
織
は
、淡
窓
の
最
初
の
門
人
。
の
ち
玖
珠
郡
右
田
村
恵
良
（
現
玖
珠
郡
九
重
町
）

の
医
者
麻
生
春
畦
の
養
子
と
な
っ
た
。
淡
窓
の
門
人
中
、
最
も
師
に
接
し
た
人
物
。
平
素
よ
り

医
師
と
し
て
診
療
や
調
薬
に
尽
力
し
た
。
こ
の
書
簡
で
も
、「
御
約
束
之
消
毒
丸
、
木
鬱
丸
御
贈

り
被
下
、
今
日
本
家
よ
り
相
達
申
候
」
と
あ
り
、
も
と
め
て
い
た
薬
が
届
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
際
、
薬
は
魚
町
の
宗
家
を
介
し
て
、
堀
田
村
の
咸
宜
園
に
届
け
ら
れ
て
い
る
が
、

年
賀
の
「
雉
一
羽
」
や
、「
柿
壱
包
」
な
ど
は
直
接
、
淡
窓
の
も
と
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
重
要
な
金
品
の
や
り
と
り
は
、
生
家
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

㈡

　文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
五
月
二
日

　廣
瀬
久
兵
衛
宛
書
簡
【
註
21
】

　

こ
の
年
の
四
月
、
淡
窓
は
、
父
桃
秋
や
弟
旭
荘
ら
と
共
に
、
豊
後
高
田
に
い
る
次
弟
久
兵
衛

を
訪
ね
た
。
当
時
、
久
兵
衛
は
、
塩
谷
郡
代
の
命
で
新
田
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
こ
の
書

簡
は
、
同
年
四
月
三
〇
日
、
無
事
日
田
に
も
ど
っ
た
こ
と
を
、
淡
窓
が
久
兵
衛
に
知
ら
せ
た
書

簡
で
あ
る
。
廣
瀬
家
六
代
当
主
で
あ
る
久
兵
衛
は
、
所
用
で
日
田
を
離
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
淡
窓
は
い
つ
も
宗
家
の
こ
と
を
気
に
か
け
、
近
況
や
懸
案
事
項
を
伝
え
た
。
こ
の

書
簡
中
に
も
「
魚
町
之
方
も
、
一
切
無
異
ニ
候
。
御
安
心
可
有
之
候
」
と
あ
る
。

㈢

　文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
七
月
一
三
日

　廣
瀬
久
兵
衛
宛
書
簡
【
註
22
】

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
年
、
久
兵
衛
は
、
新
田
開
発
の
た
め
豊
後
高
田
に
い
た
。
久
兵
衛

は
当
地
で
「
痔
漏
」
を
患
っ
て
い
た
が
、
近
日
快
復
し
た
こ
と
を
、
淡
窓
に
伝
え
て
い
る
。
こ

第
二
節

　淡
窓
書
簡
に
み
る
生
家
へ
の
思
い



八
〇

㈥

　天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
八
月
一
四
日

　釈
法
音
・
貞
信
宛
【
註
25
】

　

門
人
釈
徳
令
の
父
母
に
宛
て
た
書
簡
。
徳
令
は
、
筑
後
上
妻
郡
木
屋
村
（
現
福
岡
県
八
女
市
）

光
善
寺
の
第
一
三
世
住
職
。
咸
宜
園
で
学
ん
だ
の
ち
、
郷
里
で
私
塾
修
文
館
を
開
き
、
多
く
の

門
人
を
教
え
導
い
た
。
淡
窓
が
こ
の
書
簡
を
認
め
た
天
保
六
年
八
月
一
四
日
は
、
父
桃
秋
の
初

盆
の
日
で
あ
る
。（
桃
秋
は
、
前
年
の
一
〇
月
五
日
に
他
界
し
た
）。
こ
の
日
、
徳
令
の
実
家
か

ら
初
盆
の
品
が
届
い
た
。
こ
れ
は
そ
の
礼
状
に
あ
た
る
。
当
時
、
徳
令
は
京
都
に
遊
学
中
で
あ
っ

た
。
徳
令
の
実
家
は
、「
亡
父
霊
位
」
の
あ
る
宗
家
で
は
な
く
、
咸
宜
園
に
使
者
を
遣
わ
し
、
宗

家
に
お
く
る
品
を
託
け
て
い
る
。
そ
の
品
は
柿
や
茶
で
、
淡
窓
は
そ
の
お
返
し
に
、
旭
荘
と
相

談
し
て
、
綿
を
お
く
っ
て
い
る
（「
旭
荘
日
記
」）。
当
主
の
久
兵
衛
は
、
体
調
不
良
の
た
め
、
豊

前
か
ら
も
ど
れ
ず
不
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
快
復
し
た
よ
う
で
、
四
日
後
の
八
月

一
八
日
に
帰
郷
し
て
い
る
。
淡
窓
は
、
徳
令
の
実
家
に
対
し
「
本
家
久
兵
衛
方
よ
り
も
、
宜
御

礼
申
上
呉
候
様
申
之
候
」
と
、
不
在
中
の
当
主
の
こ
と
ば
を
伝
え
て
い
る
。

㈦

　天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
一
〇
月
一
日

　合
原
俊
行
宛
【
註
26
】

　

宛
名
の
合
原
俊
行
は
、
旭
荘
妻
マ
ツ
の
父
で
、
筑
後
山
本
郡
吉
木
村
（
現
福
岡
県
久
留
米
市
）

の
若
宮
八
幡
宮
第
一
一
代
宮
司
。
淡
窓
は
、
末
弟
旭
荘
の
養
父
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
と
文
通
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
書
簡
は
、
旭
荘
と
マ
ツ
の
間
に
男
子
が
誕
生
し
た
こ
と
を
聞
い
た

淡
窓
が
、
そ
の
祝
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
男
子
と
は
、
孝
之
助
、
の
ち
の
林
外
の
こ
と
で

あ
る
。
書
簡
に
あ
る
よ
う
に
、「
一
昨
日
」
の
九
月
二
九
日
に
生
ま
れ
た
の
で
、「
早
速
罷
出
可

申
処
」
で
あ
る
が
、「
当
時
本
家
ノ
方
無
拠
儀
有
之
、
且
当
月
五
日
是
非
在
宿
不
仕
し
て
難
相
叶

儀
有
之
」
た
め
に
、
家
を
あ
け
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
ら
れ
な
い
事
情

が
二
つ
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
本
家
ノ
方
無
拠
儀
」
で
、
も
う
一
つ
は
、「
当
月

五
日
是
非
在
宿
不
仕
し
て
難
相
叶
儀
」
で
あ
る
。
後
者
は
、
桃
秋
の
三
回
忌
（
一
〇
月
五
日
）

の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
者
の
事
情
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
。「
淡
窓
日
記
」
を
み

る
と
、そ
れ
は
「
魚
町
家
難
」
と
記
さ
れ
た
久
兵
衛
の
収
賄
疑
惑
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

塩
谷
郡
代
の
死
去
に
と
も
な
い
、
郡
代
の
命
で
お
こ
な
わ
れ
た
新
田
開
発
な
ど
一
連
の
公
共
事

の
頃
、
玖
珠
の
麻
生
伊
織
が
病
気
に
か
か
り
、
久
兵
衛
の
妻
が
見
舞
い
に
い
く
な
ど
、
宗
家
は

多
事
、
多
忙
で
あ
っ
た
。
書
簡
中
に
、「
盆
之
事
も
、
本
家
諸
事
行
届
キ
候
様
子
ニ
候
。
拙
者
も

幸
無
病
ニ
而
、
今
日
早
朝
よ
り
相
詰
メ
居
申
候
。
当
方
之
儀
ハ
、
必
御
懸
念
被
成
間
敷
候
」
と

あ
る
よ
う
に
、
淡
窓
が
宗
家
の
こ
と
を
気
に
か
け
、
久
兵
衛
に
心
配
を
か
け
な
い
よ
う
配
慮
し

て
い
る
よ
う
す
が
わ
か
る
。
な
お
、
久
兵
衛
は
こ
の
後
す
ぐ
に
帰
郷
し
た
よ
う
で
、
四
日
後
の

七
月
一
七
日
、
堀
田
村
の
淡
窓
宅
で
お
こ
な
わ
れ
た
秋
子
の
二
五
回
忌
の
法
事
に
は
、
夫
婦
で

参
加
し
て
い
る
。

㈣

　文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
一
〇
月
二
二
日

　辛
島
弥
六
・
廣
瀬
旭
荘
宛
【
註
23
】

　

豊
前
に
い
る
弟
の
弥
六
・
旭
荘
に
宛
て
た
書
簡
。
当
時
、
辛
島
家
へ
養
子
に
い
っ
た
弥
六
は

宇
佐
に
お
り
、
旭
荘
は
、
浮
殿
で
塾
を
開
い
て
い
た
。「
久
兵
衛
病
気
之
由
、
承
及
申
候
。
嘸
々

御
心
配
ト
致
遠
察
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
豊
前
の
豊
後
高
田
で
新
田
開
発
に
励
む
久
兵
衛
が
体

調
を
崩
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
淡
窓
は
、
弟
二
名
に
そ
の
詳
細
を
確
認
す
る
た
め
、
こ
の
書

簡
を
認
め
た
。

　

さ
ら
に
「
魚
町
よ
り
為
見
廻
一
人
差
立
候
由
ニ
付
」、「
薬
方
医
師
之
処
モ
御
申
越
有
之
度
候
」

と
あ
り
、
当
主
不
在
の
宗
家
の
連
絡
調
整
役
と
な
っ
て
奔
走
す
る
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。
久

兵
衛
は
、
宇
佐
の
辛
島
家
で
療
養
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
書
簡
か
ら
わ
か
る
。

㈤

　天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
五
月
二
二
日

　廣
瀬
久
兵
衛
宛
【
註
24
】

　

豊
前
で
新
田
開
発
に
従
事
す
る
久
兵
衛
に
宛
て
た
書
簡
。
久
兵
衛
の
養
子
源
兵
衛
の
実
父
・

久
三
郎
の
容
体
が
悪
い
の
で
、
帰
郷
す
る
よ
う
促
し
た
も
の
。「
書
状
魚
町
迄
差
出
置
候
間
、
其

書
中
ニ
申
述
候
儀
ハ
、
略
之
申
候
」
と
あ
り
、
宗
家
を
介
し
て
別
に
書
簡
を
出
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
宗
家
は
、
三
右
衛
門
が
不
在
で
、
旭
荘
や
源
兵
衛
は
「
格
別
之
働
キ
も
出
来
」
ず
、

心
配
す
る
久
三
郎
父
・
忠
兵
衛
や
桃
秋
へ
の
対
応
に
自
分
が
追
わ
れ
て
い
る
よ
う
す
が
記
さ
れ

て
い
る
。「
死
生
は
大
事
ニ
付
（
中
略
）
早
々
御
帰
宅
有
之
度
」
と
あ
り
、廣
瀬
家
の
長
男
と
し
て
、

宗
家
の
体
面
と
道
義
を
守
る
よ
う
説
得
し
て
い
る
よ
う
す
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
久
三
郎
は

同
年
七
月
五
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る(

享
年
四
十
六
歳)

。



八
一

　

宗
家
の
こ
と
は
、
追
而
書
に
出
て
く
る
。
淡
窓
が
、
こ
の
旅
行
に
同
伴
す
る
人
数
を
告
げ
て

い
る
く
だ
り
で
、「
其
外
本
家
カ
、
伸
平
方
よ
り
参
り
候
ハ
ヽ
、
是
ハ
別
段
ニ
而
候
」
と
あ
る
。

先
方
に
な
る
べ
く
負
担
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
か
、
こ
こ
で
は
宗
家
と
一
線
を

画
し
て
い
る
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

�

　弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
二
月
二
八
日

　麻
生
伊
織
宛
【
註
30
】

　

綱
次
郎
か
ら
、伊
織
が「
遠
遊
」す
る
こ
と
を
聞
い
た
淡
窓
が
、そ
の
件
で
伊
織
に
出
し
た
書
簡
。

伊
織
は
、
こ
の
後
、
四
国
に
遊
び
、
同
年
の
閏
五
月
二
一
日
に
帰
郷
し
た
。
綱
次
郎
は
、
麻
生

伊
織
の
四
男
。
の
ち
廣
瀬
家
の
七
代
当
主
源
兵
衛
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
。

　

宗
家
の
こ
と
は
、
追
而
書
に
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。「
勲
平
江
宜
御
致
声
奉
頼
候
。
金
子
ノ

事
申
来
候
得
共
、
此
節
ハ
本
家
よ
り
用
立
候
由
。
委
く
ハ
綱
次
郎
よ
り
御
聴
可
被
下
候
」。
勲
平

か
ら
頼
ま
れ
た
「
金
子
」
は
、
伊
織
の
「
遠
遊
」
費
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
件
で
あ
る
の

か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
回
は
宗
家
が
「
用
立
」
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
淡
窓
が
準
備

で
き
る
額
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
金
銭
面
に
お
け
る
宗
家
か
ら
の
支
援

は
、
ほ
か
で
も
多
数
確
認
で
き
る
。

�

　嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
二
月
九
日

　麻
生
勲
平
宛
【
註
31
】

  

綱
次
郎
を
本
家
源
兵
衛
の
養
子
に
す
る
件
で
、
淡
窓
が
勲
平
に
相
談
し
た
内
容
の
書
簡
。
養
子

の
仲
介
役
で
あ
っ
た
三
右
衛
門
は
、
淡
窓
が
こ
の
書
簡
を
認
め
た
日
の
前
日
に
、
西
遊
の
た
め
、

日
田
を
離
れ
て
い
た
。「
綱
次
郎
本
家
引
越
一
件
ニ
付
、
先
頃
よ
り
玖
珠
ニ
及
掛
合
候
得
共
、
答

も
無
之
、
何
卒
申
定
之
通
、
当
春
ハ
執
行
申
度
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
養
子
の
話
は
順
調
に
す

す
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
、
留
守
中
の
交
渉
を
三
右
衛
門
か
ら
、
淡
窓
は
頼
ま
れ
て
い
た
。
勲

平
は
養
子
縁
組
の
件
で
、
前
年
の
冬
に
何
度
か
淡
窓
を
訪
ね
、
相
談
し
よ
う
と
し
た
が
、
詳
細

な
事
情
を
打
ち
明
け
ら
れ
ず
に
い
た
。
淡
窓
は
、
三
右
衛
門
か
ら
は
じ
め
て
養
子
縁
組
の
話
を

聞
い
て
、
昨
冬
の
勲
平
の
訪
問
の
真
意
に
よ
う
や
く
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
書
簡
の
後
半

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
を
発
し
て
か
ら
、三
右
衛
門
が
帰
宅
す
る
同
年
二
月
二
八
日
の
間
、

淡
窓
は
勲
平
を
招
き
、
何
度
か
協
議
を
お
こ
な
う
も
、
合
意
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

業
に
か
か
わ
っ
て
い
た
久
兵
衛
に
、
収
賄
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
記
で
は
、
こ

の
家
難
の
こ
と
は
一
二
月
六
日
に
初
め
て
出
て
く
る
が
、
こ
の
書
簡
に
よ
り
、
そ
の
二
ケ
月
前

に
は
す
で
に
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
自
家
の
慶
事
よ
り
も
、
家
難
と
は
い
え
、
宗

家
の
こ
と
を
優
先
す
る
淡
窓
の
気
構
え
が
伝
わ
っ
て
く
る
書
簡
で
あ
る
。

㈧

　天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
一
一
月
二
一
日

　合
原
俊
行
宛
【
註
２
７
】

　

前
の
書
簡
と
同
じ
く
、
旭
荘
妻
子
の
実
家
に
宛
て
た
も
の
。
同
年
九
月
に
生
ま
れ
た
林
外
と

そ
の
母
マ
ツ
が
日
田
に
も
ど
る
日
取
り
に
つ
い
て
相
談
し
た
内
容
の
書
簡
で
あ
る
。
追
而
書
に

あ
る
「
本
家
も
当
時
甚
取
込
、
私
よ
り
宜
申
上
候
様
、
是
亦
申
越
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
取

込
」
は
形
式
的
な
言
い
回
し
で
は
な
く
、
前
述
し
た
、
久
兵
衛
の
収
賄
疑
惑
の
件
で
あ
る
。

㈨

　天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
七
月
二
三
日

　廣
瀬
久
兵
衛
・
源
兵
衛
宛
【
註
28
】

  

宗
家
の
久
兵
衛
・
源
兵
衛
父
子
に
宛
て
た
書
簡
。
当
時
の
久
兵
衛
は
、
家
督
と
掛
屋
の
職
を

す
で
に
譲
っ
た
源
兵
衛
と
と
も
に
、
日
田
の
宗
家
で
家
業
に
つ
と
め
て
い
た
。
こ
の
年
の
七
月
、

淡
窓
は
二
度
ほ
ど
蔵
書
の
虫
干
し
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
自
分
・
宗
家
・
旭
荘
の
各

蔵
書
の
中
身
を
再
確
認
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
書
簡
か
ら
わ
か
る
。「
右
之
分
ハ
、
先
頃
借

り
ニ
参
候
」「
拙
者
幼
少
之
節
ハ
、
本
家
ニ
有
之
候
」「
謙
吉
預
り
之
内
ニ
は
、
相
見
ヘ
不
申
候
」

な
ど
と
あ
り
、
商
家
で
あ
る
宗
家
に
も
重
要
な
書
物
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

㈩

　天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
九
月
二
三
日

　麻
生
伊
織
・
勲
平
宛
【
註
29
】

　

淡
窓
は
、
天
保
一
一
年
一
〇
月
九
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
、
玖
珠
を
旅
行
し
た
。
こ
の
書

簡
は
、
そ
の
半
月
前
に
、
旅
行
の
日
程
案
を
、
宿
泊
予
定
先
の
一
つ
で
あ
る
麻
生
家
に
告
げ
た

も
の
で
あ
る
。
予
定
は
四
泊
五
日
で
あ
っ
た
が
、
実
際
は
六
泊
七
日
と
、
二
日
ほ
ど
長
く
滞
在

し
た
。
し
か
し
、
書
簡
に
あ
る
よ
う
に
、
平
川
の
劉
家
と
、
舟
来
の
麻
生
家
を
拠
点
に
し
て
、

途
中
、
龍
門
の
滝
な
ど
の
名
勝
を
訪
れ
る
と
い
う
計
画
は
、
予
定
ど
お
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
末

尾
に
、
妻
ナ
ナ
の
同
行
は
未
定
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
一
日
遅
れ
で
、
妻
も
こ

の
旅
行
に
参
加
し
た
。



八
二

か
る
。
清
記
は
、
麻
生
伊
繊
の
兄
で
、
医
者
。
父
が
早
世
し
た
た
め
、
月
化
夫
妻
に
育
て
ら
れ

た
こ
と
も
あ
り
、淡
窓
と
親
し
か
っ
た
。
桂
林
園
か
ら
の
移
転
計
画
は
、文
化
一
二
年（
一
八
一
五
）

年
の
秋
か
ら
は
じ
ま
り
、
淡
窓
は
何
度
も
「
下
中
城
」
の
土
地
を
下
見
し
て
い
る
。
文
化
一
四

年
（
一
八
一
七
）
正
月
に
桂
林
園
の
移
築
を
開
始
し
、
淡
窓
は
同
年
二
月
二
三
日
に
咸
宜
園
に

移
り
住
ん
だ
。「
拙
者
よ
り
直
々
催
促
致
候
も
如
何
ニ
付
、
此
方
よ
り
ハ
不
申
候
」
と
い
う
部
分

や
、「
同
人
（
久
兵
衛
）
も
当
時
、
多
用
ニ
付
、
被
申
通
候
上
ハ
、
貴
殿
御
世
話
給
り
候
様
相
願
候
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
淡
窓
に
と
っ
て
、
三
右
衛
門
は
、
頼
れ
る
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
こ
か
ら
の
話
し
合
い
が
実
を
結
び
、同
年
閏
四
月
二
七
日
に
、綱
次
郎
（
の
ち
五
兵
衛
と
改
称
）

は
、
源
兵
衛
の
娘
モ
ト
の
婿
養
子
と
な
っ
て
い
る
。

�

　嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
一
一
月
二
九
日

　麻
生
勲
平
宛
【
註
32
】

　
「
豊
助
身
上
之
事
」
の
件
で
、
淡
窓
が
勲
平
に
宛
て
た
も
の
。
豊
助
は
、
麻
生
伊
織
の
次
男
で
、

勲
平
の
次
弟
。
豊
助
は
こ
の
年
の
一
一
月
三
日
、
豆
田
町
の
草
野
丈
右
衛
門
の
娘
と
結
婚
し
た
。

「
豊
助
存
念
之
処
承
り
置
申
候
」
と
あ
る
が
、具
体
的
な
内
容
は
不
明
。「
本
家
方
之
事
ハ
、南
陔
、

棣
園
い
つ
れ
も
他
行
ニ
付
、帰
宅
之
上
、得
と
存
念
承
り
可
申
。
い
つ
れ
越
年
ニ
ハ
帰
り
可
申
間
、

其
節
御
左
右
可
申
候
間
、
夫
迄
御
猶
予
可
被
下
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
宗
家
と
協

議
し
て
返
答
す
る
旨
を
伝
え
て
い
る
。
当
時
、
久
兵
衛
は
府
内
に
、
三
右
衛
門
は
筑
前
に
お
り
、
両

人
と
も
不
在
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、宗
家
の
留
守
番
役
を
つ
と
め
る
淡
窓
の
よ
う
す
が
わ
か
る
。

�

　（年
代
不
詳
）

　麻
生
伊
織
宛
【
註
33
】

　

淡
窓
が
、
宗
家
の
こ
と
で
、
伊
織
に
宛
て
た
書
簡
。
こ
の
書
簡
を
認
め
た
前
日
に
、
宗
家
の

源
兵
衛
が
、
淡
窓
の
も
と
を
訪
れ
、
あ
る
相
談
を
し
た
。
そ
の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
不

慮
之
大
変
」
で
あ
る
の
で
、「
貴
君
何
卒
此
方
江
出
浮
被
下
候
様
有
之
度
」
と
、
伊
織
の
来
訪
を

請
う
て
い
る
。
さ
ら
に
「
南
陔
も
未
タ
帰
宅
ニ
不
及
ニ
付
、
貴
君
御
夫
婦
暫
く
魚
町
之
方
江
御

滞
留
被
下
度
」
と
あ
り
、
当
主
の
久
兵
衛
が
不
在
で
あ
る
た
め
、
伊
織
夫
妻
に
宗
家
宅
に
「
滞

留
」
し
て
ほ
し
い
と
懇
望
し
て
い
る
。「
追
々
初
盆
ニ
も
相
成
候
旁
、此
段
御
頼
」「
此
節
之
不
幸
」

と
あ
る
の
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
年
六
月
一
七
日
に
急
逝
し
た
久
兵
衛
妻
リ
ョ
ウ
の
こ

と
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。「
愚
老
よ
り
以
書
中
御
勧
メ
申
呉
候
様
、
呉
々
申
之
候
」
と
、
宗
家

の
若
い
当
主
に
頼
ら
れ
る
淡
窓
の
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

�

　（年
代
不
詳
）
　二
三
日

　廣
瀬
三
右
衛
門
宛
【
註
34
】

　

淡
窓
が
、「
銀
五
百
目
」
を
添
え
て
、
三
右
衛
門
に
宛
て
た
書
簡
。
年
代
不
詳
の
書
簡
で
あ
る

が
、「
下
中
城
屋
敷
地
之
事
」
と
あ
る
の
で
、
堀
田
村
に
移
る
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
塾
移
転

の
候
補
地
や
移
築
の
用
立
て
に
、
宗
家
・
三
右
衛
門
・
清
記
ら
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

　

以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
生
家
（
宗
家
）
に
対
す
る
淡
窓
の
気
持
ち
や
行
動
は
、
生
家
の

人
間
以
上
に
強
い
使
命
感
や
責
任
感
を
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
三
つ
考
え
ら
れ

る
。

　

一
つ
は
、
淡
窓
は
長
男
で
あ
り
な
が
ら
、
病
弱
で
あ
っ
た
た
め
、
家
を
次
弟
久
兵
衛
に
譲
っ

た
と
い
う
こ
と
。
彼
は
長
男
で
あ
る
こ
と
を
生
涯
忘
れ
ず
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
続
け
た
の
で

あ
る
。

　

二
つ
め
は
、
淡
窓
は
学
問
で
生
計
を
た
て
る
た
め
、
最
終
的
に
堀
田
村
で
塾
を
営
ん
だ
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
は
魚
町
の
生
家
か
ら
距
離
的
に
近
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

　

三
つ
め
は
、
塾
の
財
政
面
を
多
分
に
生
家
に
頼
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。「
淡
窓
日
記
」
や

書
簡
か
ら
う
か
が
え
る
、
淡
窓
と
生
家
の
絆
の
強
さ
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
説
明
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

（
大
野 

雅
之
）

第
三
節

　小
結



八
三

【
註
】

１ 
「
淡
窓
日
記
」
を
見
る
と
、例
え
ば
、天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
正
月
三
日
の
出
席
者
は
、「
父
、丸
屋
与
次
兵
衛
、

袋
屋
丑
六
、
浜
田
屋
喜
右
衛
門
、
叔
父
、
魚
屋
長
八
、
直
太
郎
、
丸
屋
久
三
郎
、
予
妻
、
謙
吉
及
婦
、
久
兵
衛
、

伸
平
」
の
一
四 

名
で
あ
っ
た
。

２   「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
四
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

四
六
～
四
七
頁
）。

３ 

「
淡
窓
日
記
」
の
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
六
月
一
五
日
条
に
、「
是
日
の
祇
園
会
は
例
の
如
し
。
家
人
と
、

魚
町
の
招
き
に
赴
く
。（
中
略
）
山
車
を
観
る
。
神
輿
に
拝
す
。
乃
ち
帰
る
」（
原
漢
文
）
と
あ
る
。

４   「
淡
窓
日
記
」
の
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
六
月
一
五
日
条
。

５ 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
四
六
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

六
〇
四
頁
）。

６ 

「
淡
窓
日
記
」
の
同
日
条
。

７ 

「
淡
窓
日
記
」
の
同
日
条
に
よ
れ
ば
、「
父
、
叔
父
、
久
三
郎
、
魚
屋
長
八
夫
妻
、
予
と
妻
、
伸
平
夫
妻
、
謙
吉

夫
妻
』
の
一
一
名
。

８ 

一
三
人
の
出
生
の
こ
と
は
、
最
後
の
土
五
郎
を
除
き
、
す
べ
て
「
淡
窓
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
土
五
郎
が

生
ま
れ
た
の
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
七
月
一
日
。
同
年
一
一
月
に
亡
く
な
る
淡
窓
は
、
す
で
に
日
記
を

や
め
て
い
た
。「
林
外
日
記
」
を
み
る
と
、
七
月
二
日
に
林
外
が
淡
窓
に
代
わ
っ
て
宗
家
に
赴
き
、
賀
詞
を
述

べ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

９ 

桃
秋
が
秋
風
庵
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
、月
化
の
遺
命
で
あ
っ
た
。
月
化
が
亡
く
な
っ
た
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）

の
二
月
一
四
日
に
、
桃
秋
は
魚
町
か
ら
秋
風
庵
に
移
っ
た
。
但
し
、
四
十
九
日
の
法
要
（
二
月
一
九
日
）
が
ま

だ
終
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
一
日
で
魚
町
に
も
ど
り
、
喪
が
明
け
た
二
月
二
三
日
か
ら
秋
風
庵
で
暮
ら
し

は
じ
め
た
。

10 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
二
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

二
七
七
頁
）
に
、「
伯
母
ハ
喪
中
ヨ
リ
魚
町
ニ
留
リ
玉
ヒ
。

終
ニ
南
家
ニ
住
シ
テ
。
久
兵
衛
夫
婦
ノ
介
保
ヲ
受
ケ
玉
ヘ
リ
」と
あ
る
。
同
年
九
月
二
四
日
に
亡
く
な
る
ま
で
、

伯
母
は
、
魚
町
南
家
で
暮
ら
し
た
。

11 

咸
宜
園
に
入
塾
し
て
か
ら
は
、
病
気
な
ど
の
と
き
に
、
旭
荘
は
魚
町
の
実
家
に
も
ど
っ
て
い
る
。
文
政
四
年

（
一
八
二
一
）
八
月
、
旭
荘
の
病
気
は
重
か
っ
た
よ
う
で
、
淡
窓
は
数
回
ほ
ど
宗
家
に
赴
い
て
い
る
。

12 

そ
れ
ま
で
三
右
衛
門
は
、
咸
宜
園
の
東
家
に
住
ん
で
い
た
。
こ
の
と
き
、
南
家
の
居
間
を
広
げ
る
な
ど
改
造
修

理
し
、
妻
と
養
女
ナ
オ
と
と
も
に
転
居
し
て
い
る
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
二
月
一
六
日
、
三
右
衛
門
は
堀

田
村
に
移
り
住
ん
だ
。
魚
町
に
残
っ
て
い
た
、
養
子
の
吾
八
郎
・
ナ
オ
夫
婦
は
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）

一
二
月
四
日
か
ら
、
堀
田
村
の
三
右
衛 

門
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

13 

『
仏
事
史
料
・
未
整
理
文
書
群 

仮
目
録
』（
二
〇
一
二
年
五
月 

廣
瀬
資
料
館
）。

14 

『
廣
瀬
家
譜
』『
廣
瀬
系
譜
』（
と
も
に
廣
瀬
資
料
館
蔵
）
に
よ
る
。

15 

拙
稿
「
淡
窓
先
生
手
書
克
己
篇
に
み
る
廣
瀬
淡
窓
の
苦
悩
」『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
一
五
号 

大
分
県
立
先
哲

史
料
館 

二
〇
一
〇
年

16 

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
二
月
一
九
日
、
三
右
衛
門
が
代
官
所
に
納
め
る
予
定
で
あ
っ
た
「
銀
子
十
餘
包
」
の

う
ち
の
一
包 

を
紛
失
し
た
事
件
。
同
年
三
月
六
日
に
、
塩
谷
代
官
か
ら
許
し
の
命
が
出
さ
れ
、
事
件
は
解
決

し
た
。「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
〇
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

二
五
四
～
二
五
五
頁
）
を
参
照
。

17 

久
兵
衛
が
塩
谷
郡
代
に
任
用
さ
れ
て
お
こ
な
っ
た
井
路
や
新
田
開
発
な
ど
の
事
業
は
、
農
民
ら
に
多
大
な
出
資

と
労
役
を
強
い
た
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
八
日
、
郡
代
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
怨
み
や
非
難

が
久
兵
衛
に
集
中
し
、彼
に
収
賄
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
。
一
族
が
一
丸
と
な
っ
て
そ
の
対
応
に
努
め
た
結
果
、

翌
年
七
月
、
無
事
決
着
し
て
廣
瀬
家
は
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
。

18 

『
廣
瀬
家
譜
』（
廣
瀬
資
料
館
蔵
）
に
は
、
桃
秋
が
亡
く
な
っ
た
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
ま
で
の
事
績
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
六
月
一
七
日
、
淡
窓
は
、
家
譜
の
続
編
づ
く
り
を
は
じ
め
た
。
こ
の

日
は
、
久
兵
衛
妻
リ
ョ
ウ
の
命
日
で
あ
っ
た
。
法
事
が
お
わ
っ
た
あ
と
、
久
兵
衛
・
源
兵
衛
・
青
邨
と
と
も
に

三
右
衛
門
宅
に
集
ま
っ
て
、
編
纂
作
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
同
年
七
月
五
日
の
初
代
五
左
衛
門
の
法
事
の
あ

と
も
、
編
纂
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
場
所
は
魚
町
の
宗
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
八
日
後
の
七
月
一
三
日

の
二
代
当
主
源
兵
衛
の
法
事
の
と
き
も
、
編
纂
作
業
を
お
こ
な
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
青
邨
が
来
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
中
止
と
な
っ
て
い
る
（「
久
兵
衛
日
記
」）。

19 

『
大
分
県
先
哲
叢
書 

廣
瀬
淡
窓
資
料
集 

書
簡
集
成
』（
大
分
県
教
育
委
員
会 

二
〇
一
二
年
）
所
収
（
以
下
、『
書

簡
集
成
』
と
称
す
）。

20 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
13
。

21 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
30
。

22 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
39
。

23 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
50
。

24 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
67
。

25 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
79
。

26 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
87
。

27 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
89
。

28 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
105
。

29 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
120
・
121
。
な
お
、
往
信
121
は
、
往
信
120
の
追
而
書
で
あ
る
。

30 
『
書
簡
集
成
』
の
往
信
161
。

31 
『
書
簡
集
成
』
の
往
信
192
。

32 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
200
。

33 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
253
。

34 

『
書
簡
集
成
』
の
往
信
408
。



時期区分 貸付額比率

Ⅰ 文化 10 ～文化 14 100

Ⅱ 文政元～文政５ 78

Ⅲ 文政６～文政 10 94

Ⅳ 文政 11 ～天保３ 310

Ⅴ 天保４～天保８ 621

Ⅵ 天保９～天保 13 366

Ⅶ 天保 14 ～弘化４ 684

Ⅷ 嘉永元～嘉永５ 1,011

Ⅸ 嘉永６～安政４ 1,787

Ⅹ 安政５～文久２ 17,89

ⅩⅠ 文久３～慶応３ 2,865

ⅩⅡ 明治元        5,345 八
四

毎
年
正
月
二
日
に
廣
瀬
本
家
の
資
産
を

記
録
し
た
「
積
書
」
の
分
析
を
中
心
に

跡
づ
け
る
こ
と
と
す
る
【
註
１
】。

　

表
５
は
、
廣
瀬
家
の
経
営
の
推
移
を
、

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
か
ら
五
年

毎
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
の

「
貸
し
付
け
」
の
平
均
を
出
し
、
文
化

一
〇
年
か
ら
の
Ⅰ
期
を
百
と
し
た
指
数

の
推
移
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
保

年
間
を
通
じ
て
廣
瀬
家
の
経
営
規
模
が
急
激
に
拡
大
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
特
に
急

激
な
伸
び
を
示
し
た
時
期
は
、
廣
瀬
家
が
府
内
藩
・
田
代
藩
・
福
岡
藩
等
と
密
接
な
関
係
を
も
っ

た
時
期
で
あ
る
。
一
方
、
ほ
と
ん
ど
増
減
が
な
か
っ
た
り
（
Ⅹ
期
）
減
少
し
た
り
（
Ⅳ
期
）
し

た
時
期
は
、
福
岡
藩
へ
の
四
八
七
貫
余
の
永
納
（
Ⅹ
期
）
や
府
内
藩
等
へ
の
貸
し
付
け
が
焦
げ

付
い
た
り
（
Ⅳ
期
）
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
廣
瀬
家
の
「
貸
し
付
け
」
状

況
は
、「
大
名
貸
し
」
が
大
き
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
大
名
貸
し
」
は
、
多
大
な

利
益
を
あ
げ
う
る
反
面
、
大
き
な
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
え
る
。「
大
名
貸
し
」
を
は
じ

め
と
す
る
武
士
貸
し
以
外
の
「
貸
し
付
け
」
に
は
、
①
日
田
商
人
、
近
在
の
商
人
・
農
民
ら
へ

の
貸
し
付
け
（
在
町
貸
し
）、
②
廣
瀬
家
一
族
へ
の
貸
し
付
け
（
一
族
貸
し
）
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
貸
し
付
け
」
の
ほ
ぼ
七
〇
％
以
上
、万
延
年
間
以
降
は
八
〇
％
以
上
を
「
預
か
り
（
他

人
資
本
）」
が
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
貸
し
付
け
」
を
支
え
た
資
金
の
大
半
を
「
預
か
り
」

が
占
め
て
い
た
こ
と
が
、廣
瀬
家
の
経
営
の
特
徴
と
い
え
る
。「
預
か
り
」は
、①
日
田
代
官
所（
郡

代
役
所
）
の
公
金
（
助
合
穀
銀
・
年
貢
銀
・
御
用
銀
等
）、
②
大
名
や
代
官
所
元
締
等
か
ら
の
預

か
り
（
武
士
預
か
り
）、
③
日
田
商
人
や
近
隣
の
商
人
・
農
民
ら
か
ら
の
預
か
り
（
在
町
預
か
り
）、

④
廣
瀬
家
一
族
か
ら
の
預
か
り
（
一
族
預
か
り
）
に
分
類
で
き
る
。

　

一
族
預
か
り
の
預
か
り
先
に
は
、
久
兵
衛
、
源
兵
衛
、
二
代
目
三
右
衛
門
ら
と
と
も
に
、
淡

窓
や
旭
荘
ら
咸
宜
園
関
係
者
の
名
前
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
久
兵
衛
か
ら
の
「
預
か
り
」
は
、

天
保
二
年
（
一
八
三
〇
）
の
三
貫
目
（
利
息
は
月
一
・
二
五
％
）
が
初
見
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
隠

　

本
章
で
は
、『
廣
瀬
淡
窓
の
生
家　

廣
瀬
家
の
歴
史
と
業
績
』
に
お
い
て
概
要
を
述
べ
た
廣
瀬

淡
窓
と
廣
瀬
本
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
廣
瀬
本
家
の
経
営
、
咸
宜
園
の
財
政
的
経
営
、
そ

し
て
廣
瀬
本
家
と
咸
宜
園
と
を
め
ぐ
る
情
報
が
集
積
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
視
点
か
ら
再
度
整

理
し
、
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

㈠ 

廣
瀬
本
家
の
経
営
の
特
徴

　

廣
瀬
家
は
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
五
左
衛
門
が
豆
田
町
魚
町
へ
移
住
し
蝋
・
油
な
ど

諸
産
物
の
販
売
な
ど
上
方
と
の
仲
介
商
業
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
四
代
平
八
の
こ
ろ
か
ら
日
田

代
官
所
や
諸
藩
（
府
内
藩
・
杵
築
藩
・
岡
藩
・
対
馬
藩
田
代
領
・
蓮
池
藩
等
）
と
関
係
を
も
ち
「
大

名
貸
し
」
も
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
八
世
紀
半
ば
よ
り
、
農
村
で
の
商
品
生
産
の
発

達
に
よ
り
在
郷
商
人
が
お
こ
り
農
村
で
の
商
品
流
通
を
担
う
よ
う
に
な
る
と
、
廣
瀬
家
を
は
じ

め
日
田
商
人
の
仲
介
商
業
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
よ
う
に
な
り
、
経
営
は
低
迷
し
資
産
も
底

を
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
日
田
商
人
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
方
策
を
そ
れ
ぞ
れ
に
模

索
し
た
が
、
廣
瀬
家
は
代
官
（
郡
代
）
権
力
と
の
繋
が
り
を
強
化
し
て
い
き
、
自
己
資
本
に
他

人
資
本
を
加
え
て
営
む
金
融
業
を
経
営
の
中
心
と
し
て
い
っ
た
。

　

一
九
世
紀
初
頭
以
降
の
廣
瀬
家
の
経
営
に
つ
い
て
、
野
口
喜
久
雄
氏
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、「積書」（廣瀬家所蔵）

表 5　廣瀬家の貸付額の推移（I を 100 とする）

（野口喜久雄氏の研究による）

第
六
章

　廣
瀬
淡
窓
と
廣
瀬
本
家
の
絆
に
つ
い
て

第
一
節

　廣
瀬
本
家
の
経
営



八
五

居
料
を
預
け
、
そ
の
利
息
を
「
年
々
小
遣
ニ
立
用
」
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
別
に
天
保
六
年

（
一
八
三
五
）
に
は
一
〇
貫
目
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
は
六
四
貫
な
ど
が
あ
り
、
文
久
期

以
降
は
二
～
三
〇
〇
貫
に
及
ぶ
「
預
か
り
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

源
兵
衛
か
ら
の
「
預
か
り
」
は
、
少
額
で
は
あ
る
が
天
保
四
年
か
ら
み
ら
れ
、
安
政
年
間
か

ら
増
加
し
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
以
降
は
六
四
貫
に
及
ん
で
い
る
。
二
代
目
三
右
衛
門
は
、

久
兵
衛
の
弟
の
初
代
三
右
衛
門
の
養
孫
で
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
以
降
は
一
〇
〇
貫
を
越

え
て
い
る
。
淡
窓
や
旭
荘
ら
咸
宜
園
関
係
者
か
ら
の
「
預
か
り
」
に
は
、
咸
宜
園
基
金
も
み
ら

れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
預
か
り
」
の
利
息
は
、
八
～
一
〇
％
が
多
い
。
率
の
違
い
は
、
預
か
り
先
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
同
一
人
物
か
ら
の
「
預
か
り
」
で
あ
っ
て
も
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

ま
た
、
中
に
は
、
咸
宜
園
塾
主
で
あ
っ
た
廣
瀬
孝
之
助
か
ら
の
慶
応
年
間
に
お
け
る
「
預
か
り
」

四
八
貫
に
対
す
る
一
五
％
と
い
う
率
の
よ
う
に
、
他
か
ら
の
「
預
か
り
」
に
比
べ
著
し
く
高
い

率
も
あ
っ
た
。

㈡ 

久
兵
衛
・
源
兵
衛
時
代
の
経
営

　

久
兵
衛
は
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
家
督
を
相
続
し
、
代
官
（
郡
代
）
権
力
と
の
繋
が

り
を
背
景
に
し
た
「
大
名
貸
し
」
を
中
心
と
す
る
金
融
業
を
営
む
と
と
も
に
、
仲
介
商
業
の
拡

大
を
模
索
し
て
い
た
。
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
日
田
代
官
（
の
ち
西
国
筋
郡
代
）
塩
谷

大
四
郎
の
着
任
後
は
、小
ヶ
瀬
井
手
の
開
発
事
業
へ
の
積
極
的
な
協
力
な
ど
に
よ
り
、代
官
（
郡

代
）
の
信
任
を
得
て
い
っ
た
。
小
ヶ
瀬
井
手
が
完
成
し
た
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）、
久
兵
衛

は
、
仲
介
商
業
の
拡
大
を
め
ざ
し
て
、
日
田
川
（
三
隈
川
）
通
船
に
よ
っ
て
筑
後
方
面
と
の
商

品
取
引
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
「
中
城
河
岸
」
を
設
け
、
通
船
二
六
隻
の
内
一
五
隻
を
所
持
し

た
。
し
か
し
、
同
時
期
に
設
け
ら
れ
た
隈
町
の
「
竹
田
河
岸
」
に
日
田
・
玖
珠
郡
の
荷
物
は
集

ま
り
、「
中
城
河
岸
」は
年
貢
米
の
積
み
出
し
を
担
う
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

久
兵
衛
は
「
大
名
貸
し
」
を
中
心
と
す
る
金
融
業
に
専
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

久
兵
衛
が
父
三
郎
右
衛
門
か
ら
家
を
引
き
継
い
だ
際
、
弟
の
三
右
衛
門
が
久
兵
衛
を
補
佐
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
久
兵
衛
は
日
田
代
官
所
（
郡
代
役
所
）
や
諸
藩
の
業
務
に
取
り
組
み
「
官

府
の
事
繁
く
」
家
を
空
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
三
右
衛
門
の
補
佐
に
よ
り
廣
瀬
家
の
経
営

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
【
註
２
】
。
し
か
し
、「
中
城
河
岸
」
事
業
の
失
敗
以
降
、
久
兵

衛
は
塩
谷
郡
代
と
の
関
係
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
き
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）、
塩
谷
郡
代

が
久
兵
衛
に
呉
崎
新
田
開
発
事
業
へ
の
協
力
を
求
め
た
際
に
は
、
廣
瀬
家
内
部
で
経
営
方
針
を

め
ぐ
っ
て
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
。
淡
窓
や
三
右
衛
門
が
口
実
を
設
け
て
こ
の
事
業
に
関
わ
ら

な
い
よ
う
に
提
言
し
た
の
に
対
し
て
、
久
兵
衛
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
【
註
３
】
。

当
県
ノ
官
府
ニ
出
入
ス
ル
者
多
シ
。
皆
時
勢
ヲ
ハ
カ
リ
テ
。
利
ア
レ
ハ
進
ミ
。
不
利
ナ

レ
ハ
退
ク
。
是
家
ニ
外
ノ
産
業
ア
ル
故
ナ
リ
。
我
家
ハ
シ
カ
ラ
ス
。
他
ノ
産
ナ
シ
。
只

官
府
ニ
事
フ
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
業
ト
セ
リ
。
…
一
時
ノ
利
害
ヲ
以
テ
。
進
退
ヲ
ナ
ス
ヘ
カ

ラ
ス
。

　

久
兵
衛
は
、「
他
ノ
産
」
が
な
く
資
本
力
の
弱
い
廣
瀬
家
は
「
官
府
ニ
事
フ
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ

業
ト
」
す
る
以
外
に
道
は
な
い
と
い
う
強
い
経
営
方
針
を
も
っ
て
お
り
、
淡
窓
や
三
右
衛
門
の

意
見
を
押
し
切
っ
て
呉
崎
新
田
開
発
事
業
を
は
じ
め
、
周
防
灘
沿
岸
の
新
田
開
発
事
業
に
積
極

的
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）、
久
兵
衛
は
、
養
子
源
兵
衛
（
当
時
は
鉄
之
助
）
に
家
督
を
譲
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
諸
藩
の
御
用
達
や
堀
田
村
・
中
城
村
等
の
庄
屋
は
久
兵
衛
が
そ
の
ま
ま
勤

め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
久
兵
衛
を
補
佐
し
て
き
た
三
右
衛
門
は
分
家
し
て

南
家
に
移
り
住
ん
で
い
る
。

此
年
（
天
保
元
年
）
嘉
貞
（
久
兵
衛
）
退
隠
し
て
家
を
貞
信
（
源
兵
衛
）
に
伝
ふ
。
諸

方
用
達
と
。
堀
田
中
城
両
村
の
庄
官
た
る
事
は
元
の
如
し
。

保
長
（
三
右
衛
門
）
別
居
し
て
南
家
に
住
す
。

初
嘉
貞
家
を
先
考
（
三
郎
右
衛
門
）
に
伝
り
し
よ
り
。
官
府
の
事
繁
く
し
て
。
家
事
は

多
は
保
長
が
労
に
よ
れ
り
。
嘉
貞
男
子
な
き
を
以
。
家
を
保
長
に
伝
へ
ん
と
す
。
保
長

堅
く
辞
し
て
受
す
。
終
に
相
謀
り
て
貞
信
を
嗣
と
し
。
其
身
は
別
居
せ
り
。【
註
４
】

（
五
月
）
二
十
二
日
。
初
メ
久
兵
衛
豆
田
町
ニ
在
ツ
テ
。
濠
田
ノ
村
長
ヲ
攝
ス
。
是
ニ

イ
タ
リ
テ
。
家
ヲ
鉄
之
助
（
源
兵
衛
）
ニ
傳
ヘ
。
其
身
夫
婦
豆
田
町
ノ
籍
ヲ
除
イ
テ
。

濠
田
ニ
轉
シ
。
村
長
ノ
事
ヲ
專
ニ
ス
。
…
…
但
シ
久
兵
衛
魚
町
ニ
住
居
ス
ル
コ
ト
ハ
。



期　　　　間 名　　　　義

文化 11 年 久○○
文化 12 年～文化 13 年 博多屋正蔵

文化 14 年～天保 2 年 博多屋久兵衛

天保 3 年～弘化 5 年 博多屋久兵衛・博多屋鉄之助

嘉永 2 年～文久 3 年 博多屋久兵衛・博多屋源兵衛

文久 4 年～慶応 3 年 博多屋源兵衛

慶応 4 年～明治 9 年 博多屋源兵衛・博多屋久右衛門・博多屋七三郎

明治 9 年～ 博多屋七三郎

八
六

本
ノ
如
シ
。
只
名
籍
ヲ
分
チ
シ
ノ
ミ
ナ
リ
。【
註
５
】

　

こ
の
久
兵
衛
か
ら
源
兵
衛
へ
の
家
督
相
続
は
、
久
兵
衛
に
よ
る
郡
代
役
所
や
諸
藩
の
業
務
へ

の
積
極
的
な
関
与
と
、
廣
瀬
家
の
経
営
維
持
と
を
分
離
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
【
註
６
】
。
源
兵
衛
を
廣
瀬
家
の
当
主
と
す
る
こ
と
で
、
久
兵
衛
は
郡
代
役
所
や
諸
藩
の
業
務

に
専
念
で
き
る
体
制
を
作
ろ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
表
６
の
ご
と
く
、
廣
瀬
家
の
資
産
を
記
録

し
た
「
積
書
」
が
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
ま
で
は
久
兵
衛
（
正
蔵
）
の
単
独
名
義
で
あ
っ

た
も
の
が
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
以
降
は
久
兵
衛
・
源
兵
衛
（
鉄
之
助
）
の
連
名
と
な
っ

て
い
る
こ
と
や
、
隠
居
後
の
天
保
三
年
に
久
兵
衛
が
掛
屋
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

家
督
相
続
は
久
兵
衛
が
経
営
か
ら
手
を
引
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
久
兵
衛
・
源
兵
衛
の

経
営
に
お
け
る
役
割
分
担
（
両
輪
体
制
）
を
明
確
に
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
源
兵
衛
が
廣
瀬
家
の
実
質
的
な
当
主
と
な
る
の
は
、
い
つ
ご
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

　

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）、
源
兵
衛
は
そ
れ
ま
で
の
鉄
之
助
か
ら
改
名
し
て
い
る
。
改
名
に

際
し
て
は
、
淡
窓
を
は
じ
め
廣
瀬
家
の
人
々
に
意
見
を
求
め
て
い
る
。

先
日
御
噂
之
改
名
之
事
、
…
源
兵
衛
ニ
御
決
候
由
承
候
。
左
候
へ
は
、
何
の
差
支
も
無
之

儀
と
存
候
。
…

　

  

十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

求
馬

   

鉄
之
助

（
嘉
永
元
年
一
二
月
一
四
日
付
け　

廣
瀬
源
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）【
註
７
】

　

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
は
、
久
兵
衛
が
取
り
組
ん
で

い
た
府
内
藩
の
藩
政
改
革
が
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
年
で

も
あ
る
。
ま
た
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
六
月
二
七
日

に
は
、久
兵
衛
が
隠
宅
を
上
棟
し
て
い
る
【
註
８
】
。
そ
し
て
、

源
兵
衛
が
「
廣
瀬
本
家
日
記
」
を
記
し
始
め
る
の
が

嘉
永
三
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
源
兵
衛

が
廣
瀬
家
の
実
質
的
な
当
主
と
な
る
の
は
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
頃
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
久
兵
衛
は
、
こ
れ
以
降
、
府
内
藩
の
藩
政
改
革
へ
さ
ら
に
深
く
関
わ
る
よ

う
に
な
り
、万
延
元
年（
一
八
六
〇
）以
降
は
府
内
に
常
駐
す
る
よ
う
に
な
る
。「
積
書
」

が
源
兵
衛
の
単
独
名
義
と
な
る
の
は
、
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）
で
あ
る
。

　

前
出
の
表
５
を
み
る
と
、
天
保
年
間
を
通
じ
て
拡
大
し
て
い
た
廣
瀬
家
の
経
営
規

模
が
、
嘉
永
年
間
以
降
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
、
久
兵
衛
・

源
兵
衛
の
両
輪
体
制
が
成
果
を
あ
げ
た
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

咸
宜
園
の
財
政
面
か
ら
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
一
一
月
、
淡
窓

没
時
に
遺
さ
れ
た
千
五
百
余
両
の
「
文
玄
公
御
遺
金
」【
註
９
】

か
ら
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
文
玄
公
御
遺
金
」
は
、
淡
窓
没
後
に
咸
宜
園
塾
主
と
な
っ
た
青
邨
が
、
塾
主
の
基
本
財
産
と

し
て
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
政
四
年（
一
八
五
七
）に
は
、一
一
六
両
一
歩
の「
巳
年
之
利
息
」

が
入
金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
は
、「
元
金　

 　

 　

行
徳 　

 

預
け
利
息
、
并
ニ
城
内
村
持
地
余
米
三
石
代
金
共
ニ
」

と
注
釈
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。　

は
博
多
屋
廣
瀬
本
家
、 　

及
び 　

は
京
屋
山
田
家
、
行
徳 

は

関
村
の
医
者
、 　

は
丸
屋
千
原
家
を
指
し
て
い
る
。
咸
宜
園
に
お
け
る
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

の
収
入
合
計
は
二
〇
一
両

余
で
あ
り
、
廣
瀬
本
家
を

は
じ
め
と
す
る
日
田
の
豪

商
ら
へ
の
預
け
利
息
が
収

入
全
体
の
五
七
・
七
％
を

占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
文
玄
公
御
遺
金
」
を
有

利
な
貸
し
付
け
で
運
用
し

て
い
た
様
子
が
う
か
が
え

表 6　廣瀬家「積書」の名義

「和粛堂会計録」（廣瀬家所蔵）

第
二
節

　咸
宜
園
の
財
政
的
経
営



八
七

る
。

　

し
か
し
、こ
の
よ
う
な
貸
し
付
け
の
運
用
は
、咸
宜
園
塾
主
が
直
接
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

淡
窓
は
、
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）、
旭
荘
に
塾
主
を
譲
る
に
際
し
て
示
し
た
「
謙
吉
へ
申
聞
候

事
」【
註
10
】

に
お
い
て
、
自
ら
貸
し
付
け
を
行
い
利
息
を
稼
ぐ
よ
う
な
行
為
を
誡
め
、「
家
持
の
儀

は
我
等
不
案
内
に
而
可
申
聞
儀
無
之
間
、
久
兵
衛
・
伸
平
（
三
右
衛
門
）
二
兄
江
相
談
可
然
候
」、

「
余
銀
出
来
候
は
ゝ
二
兄
江
致
相
談
、
慥
な
る
処
に
預
け
置
可
然
候
」
と
、
廣
瀬
本
家
の
久
兵
衛

や
三
右
衛
門
に
相
談
す
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
淡
窓
が
咸
宜
園
の
経
営
に
関
し
て
久
兵
衛
ら

廣
瀬
本
家
を
頼
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）、
淡
窓
が
旭
荘
に
咸
宜
園
塾
主
を
譲
っ
た
際
、
久
兵
衛
と
三
右
衛
門

は
淡
窓
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

此
節
尊
公
様
御
隠
居
、
謙
吉
江
被
付
属
ニ
付
、
諸
事
愚
案
申
述
候
様
被
仰
、
夫
ニ
付
申
述
候
。

末
々
左
之
通

一
、
束
脩
銭
、
毎
年
拾
四
五
貫
目
候
間
、
有
之
候
分
は
、
謙
吉
家
督
ニ
被
仰
付
度
候
。
尤

来
正
月
よ
り
同
人
方
江
相
納
り
候
様
仕
度
候
。

一
、
御
所
持
金
之
内
、
拾
九
文
銭
拾
五
貫
目
、
謙
吉
江
御
分
ケ
可
被
下
。
左
候
ハ
ヽ
、
婚

礼
其
外
家
持
当
分
之
入
用
、
私
共
引
受
致
世
話
、
尊
公
様
御
心
配
無
之
様
可
致
候
。

一
、
右
拾
五
貫
目
之
外
、
御
所
持
之
銀
銭
、
並
ニ
田
地
迄
ニ
拾
九
文
銭
八
拾
貫
目
程
之
分
は
、

尊
公
様
御
隠
居
料
ニ
被
成
可
然
候
。

…
…

一
、
謙
吉
方
夫
婦
両
口
之
間
は
、
物
入
も
無
数
候
間
、
束
脩
金
之
内
余
分
ニ
残
り
可
申
。

其
分
ハ
私
共
致
世
話
、
相
応
ニ
利
足
出
来
い
た
し
、
後
年
之
手
当
ニ
い
た
し
可
申
間
、
御

心
遣
被
下
間
敷
事
。

右
之
通
御
取
計
可
被
下
候
ハ
ヽ
、
謙
吉
は
勿
論
、
私
共
ニ
お
ゐ
て
も
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
。

已
上

寅
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伸
平

久
兵
衛

　

求
馬
様

（
天
保
元
年
一
二
月
付
け　

廣
瀬
淡
窓
宛　

廣
瀬
久
兵
衛
・
廣
瀬
三
右
衛
門
書
簡
）【
註
11
】

　

久
兵
衛
ら
は
、
塾
生
か
ら
の
「
束
脩
銭
」
及
び
淡
窓
所
持
金
の
う
ち
の
一
五
貫
目
は
咸
宜
園

塾
主
と
な
る
旭
荘
に
渡
る
よ
う
に
し
、
所
持
金
の
残
り
は
淡
窓
の
隠
居
料
に
す
る
こ
と
が
い
い

だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
束
脩
銭
」
等
か
ら
必
要
経
費
を
除
い
た
残
り
を
久
兵
衛

ら
に
預
け
れ
ば
利
息
を
「
後
年
之
手
当
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
、「
謙
吉
は
勿
論
、
私
共
ニ
お
ゐ

て
も
一
同
難
有
仕
合
奉
存
候
」
と
旭
荘
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
廣
瀬
本
家
に
と
っ
て
も
有
益

な
こ
と
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
一
族
預
か
り
」
と
し
て
久
兵
衛
ら
が
運
用
し
廣
瀬
本

家
と
し
て
利
息
を
稼
ぐ
と
と
も
に
、
旭
荘
へ
も
「
預
か
り
」
に
対
す
る
利
息
と
し
て
渡
す
こ
と

を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。「
文
玄
公
御
遺
金
」
も
日
田
の
豪
商
ら
に
貸
し
付
け
て
運
用
し
て
い

た
よ
う
に
、
久
兵
衛
に
限
ら
ず
廣
瀬
本
家
は
咸
宜
園
へ
の
経
済
的
支
援
と
い
う
意
味
も
込
め
て

有
利
な
条
件
で
の
運
用
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
慶
応
年
間
の
咸
宜
園
（
廣

瀬
孝
之
助
）
か
ら
の
「
預
か
り
」
四
八
貫
の
利
息
が
一
五
％
と
著
し
く
高
か
っ
た
こ
と
も
、
廣

瀬
本
家
に
よ
る
咸
宜
園
へ
の
経
済
的
支
援
の
一
形
態
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
咸
宜
園
か
ら
毎
年
、
廣
瀬
本
家
に
預
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
か
と
い
う
と
、
必

ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
年
代
不
詳
で
は
あ
る
が
淡
窓
か
ら
源
兵
衛
に
宛
て
た
次
の
よ
う

な
書
簡
が
あ
る
。

此
冬
ハ
少
々
算
用
違
ニ
而
、
銭
足
不
申
ニ
付
、
貴
家
江
銭
預
ケ
候
儀
、
出
来
不
申
候
。
貴
家

ト
ノ
勘
定
も
、正
月
ニ
払
入
候
様
仕
度
、此
段
御
聞
キ
置
被
下
候
様
相
願
候
。
且
又
、銭
少
々

入
用
之
節
、
御
取
替
被
下
候
様
、
是
又
宜
敷
御
頼
申
候
。
委
細
ハ
面
上
可
申
述
候
。
已
上

　
　

廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
馬

　

鉄
之
助
殿

（
一
二
月
二
六
日
付
け　

廣
瀬
源
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）【
註
12
】

　

預
け
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
借
り
入
れ
の
返
済
を
翌
月
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
と
、

さ
ら
に
借
用
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
依
頼
に
も
、
廣
瀬
本
家

は
応
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

咸
宜
園
の
経
営
は
、
廣
瀬
本
家
が
見
守
り
、
有
利
な
貸
し
付
け
を
行
い
利
息
を
蓄
え
て
お
り
、

廣
瀬
本
家
の
家
業
の
一
環
と
し
て
全
面
的
に
支
援
し
て
い
た
と
い
え
る
【
註
13
】。



八
八

㈠ 
蔵
書
に
係
る
廣
瀬
淡
窓
と
廣
瀬
本
家
の
相
互
支
援

　

廣
瀬
本
家
に
よ
る
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
へ
の
支
援
は
、
経
済
面
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

　

廣
瀬
淡
窓
が
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
一
〇
月
五
日
付
け
で
日
田
隈
町
の
森
春
樹
に
宛
て
た
書

簡
を
見
る
と
、
淡
窓
が
手
に
入
れ
た
か
っ
た
「
日
本
史
」
を
豊
前
で
所
持
し
て
い
る
者
が
い
る
こ
と

が
わ
か
り
、
宇
佐
に
い
た
久
兵
衛
に
「
借
用
写
取
」
を
依
頼
し
て
写
本
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

…
豊
前
へ
書
物
有
之
由
、
聞
及
候
に
付
、
借
用
写
取
候
事
出
来
申
間
敷
哉
と
、
久
兵
衛
旅
行

先
き
へ
申
し
越
候
処
、
相
談
出
来
、
右
の
本
此
節
到
来
致
候
に
付
、
二
三
冊
入
御
覧
申
候
。
…

　
　

十
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

廣
瀬
求
馬

　

森
伊
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　

日
本
史
四
冊
添

（
文
政
一
一
年
一
〇
月
五
日
付
け　

森
春
樹
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）【
註
14
】

　

ま
た
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
一
二
月
一
八
日
付
け
の
久
兵
衛
か
ら
淡
窓
へ
の
書
簡
を
み
る
と
、

「
出
石
弘
道
館
絵
図
」
を
久
兵
衛
が
借
り
て
、
淡
窓
が
写
し
て
返
却
す
る
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
っ

て
い
る
。出

石
弘
道
館
絵
図
、尊
公
（
淡
窓
）
様
江
差
上
候
様
ニ
と
て
、御
渡
ニ
相
成
候
間
、差
上
申
候
。

御
写
取
御
絵
図
は
早
々
御
返
上
之
方
、
可
然
哉
と
奉
存
候
。
…

久
兵
衛

　

求
馬
様

（
文
政
三
年
一
二
月
一
八
日
付
け　

廣
瀬
淡
窓
宛　

廣
瀬
久
兵
衛
書
簡
）【
註
15
】

　

こ
れ
ら
の
書
簡
か
ら
、
久
兵
衛
が
、
作
成
し
た
写
本
や
原
本
を
淡
窓
に
送
り
届
け
る
よ
う
な
こ
と

は
、
淡
窓
や
久
兵
衛
に
と
っ
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

一
方
、
淡
窓
か
ら
久
兵
衛
に
書
物
が
届
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
年
代
は
不
詳
で
あ

る
が
、
次
の
よ
う
な
淡
窓
か
ら
久
兵
衛
へ
の
書
簡
が
あ
る
。

注
文
ノ
書
物
下
り
候
間
、
遣
申
候
。

　

円
機
活
法　

七
十
目

　
　

是
ハ
、
流
行
之
物
ニ
而
、
直
段
日
々
上
り
候
由
。

　

四
声
字
林　

十
七
匁
五
分

　
　

是
ハ
、
ウ
ス
ヤ
ウ
故
ニ
、
高
値
ニ
候
。
書
中
ノ
直
段
よ
り
倍
ノ
上
ト
存
候
。

　

右
ノ
外
、
運
賃
少
々
取
替
置
候
。
外
ニ
糸
留
方
之
利
加
り
候
。
是
は
未
タ
相
分
不
申
、
少
々

　

ノ
事
ト
存
候
。
已
上

　
　
　

閏
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
馬

　
　

久
兵
衛
殿

（
閏
月
二
九
日
付
け　

廣
瀬
久
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）【
註
16
】

　

久
兵
衛
が
淡
窓
に
依
頼
し
て
「
円
機
活
法
」
と
「
四
声
字
林
」
と
い
う
書
物
を
取
り
寄
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
故
事
成
語
等
を
分
類
整
理
し
た
作
詩
用
の
辞
書
等
で
、
当
時
需
要
が
多
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

時
に
は
、
淡
窓
が
ま
と
め
た
書
物
を
久
兵
衛
に
贈
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
年
代
は
不
詳
で
あ

る
が
、
次
の
よ
う
な
淡
窓
か
ら
久
兵
衛
へ
の
書
簡
へ
の
一
節
が
あ
る
。

一
、
老
子
国
字
解
一
章
、
此
節
作
り
申
候
。
是
ハ
貴
殿
江
進
上
致
申
候
為
メ
而
已
ニ
作

り
申
候
。
得
ト
御
熟
覧
被
下
度
候
。

（
八
日
付
け　

廣
瀬
久
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）【
註
17
】

　

淡
窓
が
久
兵
衛
の
た
め
に
「
老
子
国
字
解
」
を
作
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
淡
窓

か
ら
久
兵
衛
へ
書
物
が
渡
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

咸
宜
園
や
廣
瀬
本
家
の
蔵
書
は
、
淡
窓
や
久
兵
衛
を
は
じ
め
、
廣
瀬
家
の
人
々
が
相
互
に
支
え
合
っ

て
集
め
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
【
註
18
】。

㈡ 
廣
瀬
本
家
を
中
心
と
す
る
情
報
集
積
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

淡
窓
や
久
兵
衛
ら
廣
瀬
家
の
人
々
の
間
を
行
き
交
っ
た
も
の
は
、
書
物
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

淡
窓
か
ら
久
兵
衛
に
宛
て
ら
れ
た
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
の
書
簡
に
は
、
廣
瀬
本
家
の
経
営

に
大
き
く
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
情
報
の
遣
り
取
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

内
書
之
旨
、
得
貴
意
申
候
。
御
心
付
キ
之
程
、
御
尤
ニ
致
承
知
候
。
…

第
三
節

　情
報
が
集
積
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク



八
九

　

淡
窓
・
久
兵
衛
・
三
右
衛
門
・
旭
荘
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
編
纂
し
た
「
廣
瀬
家
譜
」
に
、

淡
窓
や
久
兵
衛
ら
兄
弟
の
関
係
・
役
割
を
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。

先
考
（
三
郎
右
衛
門
、
淡
窓
・
久
兵
衛
ら
の
父
）
…
建
（
淡
窓
）
が
七
八
歳
の
時
よ
り
。

一
、
田
代
表
、
当
時
人
気
甚
折
合
不
申
様
子
ニ
候
。
先
ノ
奥
役
、
種
々
之
新
政
ヲ
存
立
、
皿

山
大
一
抔
之
類
不
可
枚
挙
。
因
而
莫
大
ノ
入
用
ニ
而
、
諸
方
ニ
借
財
抔
余
程
出
来
候
由
ニ
候
。

…
右
之
様
子
ニ
候
間
、
金
銀
事
抔
ハ
取
引
キ
致
さ
ぬ
方
可
宜
ト
存
候
。
御
内
々
申
入
候
。
已
上

　
　

六
月
廿
五
日（

文
政
一
二
年
六
月
二
五
日
付
け　

廣
瀬
久
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）【
註
19
】

　

淡
窓
は
、
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
に
対
馬
藩
肥
前
田
代
役
所
か
ら
招
か
れ
、
東
明
館
に

お
い
て
講
義
を
行
っ
た
。
こ
の
時
に
、
対
馬
藩
肥
前
田
代
領
の
状
況
を
み
た
淡
窓
か
ら
「
大
名

貸
し
」（
融
資
）
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
久
兵
衛
に
、「
金
銀
事
抔
ハ
取
引
キ
致
さ
ぬ
方
可
宜

ト
存
候
」
と
融
資
す
べ
き
で
は
な
い
と
示
唆
し
た
書
簡
で
あ
る
。

　

ま
た
、淡
窓
が
、「
海
防
策
」
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
、う
ま
く
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
際
に
、

久
兵
衛
に
意
見
を
求
め
た
り
し
て
い
る
。

…
○
海
防
策
、
我
等
愚
案
も
無
之
、
思
召
付
き
之
事
も
申
上
候
。
御
申
遣
し
有
之
度
候
。
…

（
一
二
月
三
日
付
け　

廣
瀬
久
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）【
註
20
】

　

こ
の
よ
う
に
、
淡
窓
や
久
兵
衛
ら
廣
瀬
家
の
人
々
は
、
咸
宜
園
教
育
や
商
業
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ
の

家
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
集
ま
っ
て
く
る
情
報
を
共
有
し
て
、
廣
瀬

家
全
体
と
し
て
種
々
の
情
報
を
活
用
し
て
い
た

の
で
あ
る
【
註
21
】。
廣
瀬
家
の
先
賢
文
庫
に
遺
さ

れ
て
い
る「
国
事
雑
録
」を
は
じ
め
と
す
る
様
々

な
情
報
が
詰
ま
っ
た
資
料
群
は
、
こ
の
証
左
と

い
え
る
。

専
ら
読
書
の
事
を
な
さ
し
め
玉
ひ
し
に
。
…
先
考
も
又
業
余
に
は
建
か
学
べ
る
傍
に
於

て
。
和
漢
の
籍
を
見
て
楽
と
し
玉
ふ
。
尤
稗
官
学
に
長
し
。
戯
に
撰
玉
へ
る
書
数
部
に

及
べ
り
。
今
は
其
稿
も
多
紛
失
せ
し
内
に
。
箒
木
と
云
も
の
十
五
巻
。
全
く
家
に
存
せ
り
。

又
俳
諧
を
学
び
し
に
。
中
年
に
は
家
事
に
ほ
だ
さ
れ
て
。
廃
し
玉
ひ
し
か
と
も
。
秋
風

菴
を
嗣
玉
ふ
に
至
て
。
其
名
又
四
祖
に
亜
け
り
。
建
か
歳
長
ず
る
頃
ひ
に
。
家
事
を
ば

不
勤
し
て
。
書
生
の
振
舞
の
み
を
す
る
を
。
人
皆
怪
み
て
笑
ひ
罵
り
し
を
。
親
族
よ
り

其
由
を
先
考
に
告
し
に
。
先
考
聞
て
。
我
は
次
男
な
り
。
家
を
嗣
へ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。

さ
れ
ば
此
家
必
し
も
我
子
に
伝
へ
ん
と
は
思
は
ず
。
宗
族
繁
け
れ
ば
其
器
を
撰
で
家
を

伝
へ
。
兄
の
託
に
背
か
さ
る
を
詮
と
す
べ
し
。
彼
は
既
に
学
に
志
あ
り
。
其
所
為
に
ま

か
せ
て
。
我
少
年
の
宿
志
を
嗣
し
む
る
に
し
か
じ
と
の
玉
ひ
き
。
其
後
嘉
貞
（
久
兵
衛
）

に
は
。
専
ら
家
事
を
学
ば
せ
て
。
四
祖
の
外
孫
女
を
妻
と
し
て
。
家
を
伝
へ
。
保
長
（
三

右
衛
門
）
を
以
其
保
佐
と
し
。
謙
（
旭
荘
）
に
は
又
儒
を
学
ば
せ
て
。
建
が
後
と
し
玉

ひ
し
に
。
初
め
笑
い
罵
り
し
も
の
も
言
葉
な
く
て
。
其
義
を
守
る
の
厚
さ
と
。
人
を
知

る
の
明
な
る
と
を
嘆
賞
せ
り
【
註
22
】。

　

淡
窓
は
学
問
の
道
を
進
ま
せ
、
旭
荘
を
後
継
者
と
す
る
。
久
兵
衛
に
は
家
業
を
継
が
せ
、
三

右
衛
門
に
補
佐
さ
せ
る
。
四
兄
弟
の
父
で
あ
る
三
郎
右
衛
門
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
兄
弟
を

育
て
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
廣
瀬
家
譜
」
を
編
纂
し
た
四
兄
弟
の
当
時
の
状
況
を
反

映
し
記
述
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
廣
瀬
家
に
お
け
る
役
割
分
担
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　
「
大
名
貸
し
」
を
は
じ
め
と
す
る
金
融
業
を
営
む
廣
瀬
本
家
を
中
心
と
し
て
、
淡
窓
の
咸
宜
園

教
育
、
久
兵
衛
の
藩
政
改
革
等
へ
の
関
与
等
も
包
含
し
て
、
廣
瀬
家
と
し
て
互
い
に
支
え
合
っ

て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
淡
窓
の
咸
宜
園
教
育
、
久
兵
衛
の
藩
政
改
革
等
へ
の
関
与
、
廣
瀬

本
家
の
商
業
活
動
が
相
互
に
繋
が
り
を
も
ち
、
巨
大
な
政
治
・
経
済
・
文
化
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
佐
藤 

晃
洋
）

「天保 10 年国事雑録」（廣瀬家所蔵）

第
四
節

　小
結



九
〇

【
註
】

１ 

「
日
田
商
人
廣
瀬
家
の
経
営
」『
天
領
日
田
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
七
六
、「
積
書
」（
廣
瀬
家
所
蔵
）

２ 
「
廣
瀬
家
譜
」
巻
下
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻 

三
二
頁
）

３ 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
五
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

三
二
一
～
三
二
二
頁
）

４ 

「
廣
瀬
家
譜
」
巻
下
（「
廣
瀬
家
譜
」
巻
下
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻 

二
九
頁
）

５ 

「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
二
九
（（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

三
七
八
頁
）

６ 

久
兵
衛
が
家
督
相
続
し
た
際
も
、
四
～
五
年
間
は
「
家
政
ヲ
正
蔵
（
久
兵
衛
）
ニ
付
シ
タ
マ
ヘ
ト
モ
。

官
府
ノ
方
ハ
。
猶
父
子
連
名
シ
玉
ヘ
リ
。」（「
懐
旧
楼
筆
記
」
巻
一
六
（『
増
補
淡
窓
全
集
』
上
巻 

二
〇
一
～
二
〇
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
郡
代
役
所
の
業
務
は
別
扱
い
と
さ
れ
て
い
た
。

７ 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』（
大
分
県
教
育
委
員
会　

 

二
〇
一
二
）

８ 

「
淡
窓
日
記
」（『
増
補
淡
窓
全
集
』
下
巻 
一
一
一
六
頁
）

９ 

「
和
粛
堂
会
計
録
」（
廣
瀬
家
所
蔵
） 

10 

「
謙
吉
へ
申
聞
候
事
」（『
増
補
淡
窓
全
集
』
中
巻 
六
頁
）

11 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

12 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

13 

廣
瀬
本
家
に
よ
る
咸
宜
園
へ
の
経
済
的
支
援
は
、
細
々
と
し
た
事
項
に
も
及
ん
で
い
た
。
廣
瀬
淡
窓
か
ら
久
兵

衛
や
源
兵
衛
へ
宛
て
た
書
簡
（『
大
分
県
先
哲
叢
書
廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』）
か
ら
も
支
援
の
実
態

を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
二
通
の
書
簡
を
紹
介
す
る
。

雪
隠
之
内
、
大
ニ
損
シ
申
シ
候
桶
ヲ
、
新
ニ
シ
カ
ヘ
不
申
候
而
は
、
不
宜
趣
ニ
候
。
長
作
カ
、
又
ハ
別
人

ニ
而
も
被
申
付
、
何
卒
急
々
御
世
話
頼
入
候
。

一
、
竈
ノ
側
ノ
タ
ナ
、
並
ニ
襖
ノ
フ
チ
、
田
町
ノ
大
工
江
先
年
よ
り
申
置
く
候
得
共
、
出
来
不
致
、
至
而

不
自
由
ニ
候
。
是
も
宜
御
世
話
御
頼
申
候
。
已
上

　
　

廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
馬

　

久
兵
衛
殿

　
　
　
　

要
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
政
四
年
一
〇
月
二
六
日
付
け　

廣
瀬
久
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）

一
、
府
内
御
客
ニ
餞
別
之
品
進
上
致
度
候
。
乍
御
面
倒
、
御
取
計
御
頼
申
候
。
…
…

　
　

六
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

求
馬

　

源
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘉
永
三
年
六
月
四
日
付
け　

廣
瀬
源
兵
衛
宛　

廣
瀬
淡
窓
書
簡
）

14 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

15 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

16 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

17 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

18 

旭
荘
は
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
二
月
二
八
日
付
け
の
淡
窓
へ
の
書
簡
に
お
い
て
、
旭
荘
所
蔵
の
「
全
唐
詩

十
二
帙
」
と
「
龍
威
秘
書
十
帙
」
を
咸
宜
園
の
蔵
書
と
し
て
購
入
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
し
て
い
る
。

19 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

20 

『
大
分
県
先
哲
叢
書　

廣
瀬
淡
窓
資
料
集　

書
簡
集
成
』

21 

例
え
ば
、
久
兵
衛
が
府
内
藩
の
藩
政
改
革
に
深
く
関
わ
っ
た
際
に
も
、
廣
瀬
家
の
情
報
の
共
有
が
成
果
に
つ
な

が
っ
た
と
い
え
る
。
府
内
藩
の
多
額
な
借
財
を
い
か
に
整
理
す
る
か
が
藩
政
改
革
の
正
否
の
鍵
と
な
っ
て
お

り
、
久
兵
衛
は
大
坂
・
江
戸
の
銀
主
ら
に
五
年
間
の
返
済
猶
予
の
了
承
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

久
兵
衛
が
、
大
坂
・
江
戸
に
銀
主
ら
を
説
得
す
る
た
め
に
出
張
し
た
際
、
銀
主
ら
を
案
内
し
た
の
が
、
当
時

大
坂
に
塾
を
開
い
て
い
た
旭
荘
で
あ
っ
た
。
旭
荘
は
、
大
坂
町
人
ら
と
親
交
が
深
く
、 

久
兵
衛
に
有
益
な
情

報
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
久
兵
衛
が
江
戸
で
交
渉
に
あ
た
っ
た
際
に
は
、
旭
荘
と
と
も
に
三
右

衛
門
も
同
行
し
、
久
兵
衛
を
補
佐
し
て
い
る
。
久
兵
衛
に
よ
る
府
内
藩
の
藩
政
改
革 

は
、
一
丸
と
な
っ
た
廣

瀬
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
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以
上
、
廣
瀬
淡
窓
旧
宅
に
つ
い
て
再
調
査
や
再
検
証
の
成
果
を
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
を
含
め

て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑴ 

各
建
物
に
残
る
棟
木
墨
書
の
存
在
か
ら
建
築
年
代
が
特
定
で
き
、
経
営
の
隆
盛
と
と
も
に
築

造
さ
れ
て
き
た
変
遷
過
程
が
、
土
地
の
集
積
過
程
と
と
も
に
つ
ぶ
さ
に
み
て
と
れ
る
建
築
遺

構
で
あ
る
こ
と
（『
報
告
書
第
三
章
』、
本
稿
一
～
三
章
）。

⑵ 

旧
宅
建
物
の
主
屋
・
南
主
屋
に
は
、
廣
瀬
家
伝
統
的
家
訓
で
あ
る
「
質
素
倹
約
」
に
も
と
づ

い
た
「
荒
壁
（
中
塗
）」
が
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
、
こ
の
精
神
は
咸
宜
園
に
も
継
承
さ
れ

て
い
る
こ
と
（
本
稿
一
章
）。

⑶ 

南
主
屋
が
咸
宜
園
時
代
に
塾
寮
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
淡
窓
が
咸
宜
園
に
転
居

す
る
ま
で
の
間
に
講
義
を
行
っ
た
土
蔵
の
場
所
等
が
特
定
で
き
、
南
家
が
淡
窓
の
教
育
心
を

育
み
支
え
て
き
た
こ
と
（
本
稿
一
章
）。

⑷ 

南
家
隠
宅
・
庭
園
は
茶
文
化
や
詩
・
碁
な
ど
の
文
化
的
な
「
場
」
と
し
て
、
北
家
新
座
敷
は

能
楽
や
三
味
線
を
催
し
た
芸
能
の
「
場
」
と
し
て
の
、そ
れ
ぞ
れ
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、

こ
う
し
た
文
化
・
芸
能
を
外
か
ら
享
受
し
、
日
田
の
町
に
発
信
し
て
き
た
こ
と
（
本
稿
三
章
）。

⑸ 

淡
窓
や
久
兵
衛
の
日
記
、
書
簡
な
ど
か
ら
、
旧
宅
（
生
家
、
廣
瀬
家
）
の
居
住
者
や
行
事
、

さ
ら
に
は
転
居
後
の
淡
窓
の
往
来
な
ど
、
往
時
の
廣
瀬
家
や
建
築
遺
構
の
様
子
、
工
程
な
ど

を
知
り
え
た
こ
と
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
淡
窓
の
旧
宅
に
対
す
る
思
い
や
咸
宜
園
と
旧
宅
と

の
密
接
な
関
係
性
が
伺
え
た
こ
と
。（
本
稿
四
・
五
章
）。

⑹ 

家
業
を
久
兵
衛
と
三
右
衛
門
、
学
問
を
淡
窓
と
旭
荘
と
に
役
割
分
担
し
、
互
い
に
支
え
あ
う

こ
と
で
廣
瀬
家
の
経
営
や
淡
窓
の
咸
宜
園
経
営
が
発
展
し
、
旧
宅
を
中
心
に
政
治
・
経
済
・

文
化
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
（
本
稿
六
章
）。

　

こ
う
し
た
特
徴
を
要
約
す
る
と
、
棟
木
墨
書
や
日
記
類
で
建
築
年
代
が
判
明
し
、
淡
窓
や
久

兵
衛
の
書
簡
な
ど
か
ら
咸
宜
園
と
の
強
い
絆
が
認
め
ら
れ
、「
質
素
倹
約
」
精
神
の
家
訓
に
よ
っ

て
保
存
さ
れ
て
き
た
廣
瀬
淡
窓
旧
宅
に
は
、
全
国
に
私
塾
咸
宜
園
の
名
を
広
め
る
こ
と
と
な
っ

た
淡
窓
の
学
問
へ
の
思
い
を
育
み
、
ま
た
家
業
の
飛
躍
的
発
展
の
中
で
日
田
の
芸
能
を
培
い
醸

成
さ
せ
た
久
兵
衛
と
い
う
、
廣
瀬
家
全
盛
期
の
両
輪
を
輩
出
す
る
に
至
っ
た
歴
史
が
刻
ま
れ
て

お
り
、
こ
の
学
芸
（
学
問
と
芸
能
）
思
想
が
留
め
ら
れ
た
建
築
遺
構
に
歴
史
的
価
値
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

（
土
居 

和
幸
）

　

本
稿
は
、
平
成
二
三
～
二
四
年
度
に
か
け
て
、
日
田
市
教
育
委
員
会
が
『
廣
瀬
淡
窓
の
旧
宅
』
を
テ
ー
マ
に
実
施

し
た
再
調
査
の
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

調
査
に
あ
た
っ
て
ご
指
導
賜
り
ま
し
た
諸
先
生
方
や
文
化
庁
、
大
分
県
の
関
係
者
並
び
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
皆
様
方
に
、
末
尾
な
が
ら
、
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
調
査
指
導
）

後
藤
宗
俊
（
別
府
大
学
名
誉
教
授
）、
豊
田
寛
三
（
別
府
大
学
学
長
）、
江
面
嗣
人
（
岡
山
理
科
大
学
教
授
）

尼
﨑
博
正
（
京
都
造
形
大
学
教
授
）、
伊
東
龍
一
（
熊
本
大
学
教
授
）、
岸　

泰
子
（
九
州
大
学
准
教
授
）

佐
藤
正
知
（
文
化
庁
記
念
物
課
主
任
調
査
官
）

佐
藤
晃
洋
（
大
分
県
教
育
庁
文
化
課
参
事
）、
原
田
徹
宗
（
同
主
査
）

大
野
雅
之
（
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
主
幹
研
究
員
）

（
調
査
援
助
）

廣
瀬
貞
雄
（
廣
瀬
家
当
主
・
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
理
事
長
）、
原
田
俊
隆
（
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
長
）

廣
瀬
洋
一
（
有
限
会
社
廣
瀬
本
家
家
産
取
締
役
副
社
長
）、
園
田　

大
（
財
団
法
人
廣
瀬
資
料
館
学
芸
員
）

（
事
務
局
）

財
津
俊
一
（
日
田
市
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
長
）、
橋
本
隆
文
（
同
主
幹
兼
町
並
み
保
存
係
長
）

今
村
華
子
（
同
主
任
）、
平
塚
英
利
（
同
嘱
託
）、
土
居
和
幸
（
同
埋
蔵
文
化
財
係
長
）

深
町
浩
一
郎
（
日
田
市
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

（
協
力
機
関
・
協
力
者
）

大
分
県
立
先
哲
史
料
館
、
竹
田
市
歴
史
資
料
館
、
日
田
市
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

佐
伯　

治
、
入
江
康
太
、
乙
咩
政
已
、
佐
藤
良
二
郎
、
吉
田
博
嗣

第
七
章
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　咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
平
成
二
四
年
度
特
別
展
で
「
廣
瀬
旭
荘 

―
東
遊 

大
坂 

池
田
― 

」
と
題
す
る
展
示
を
行
っ
た
。
咸
宜
園
を
創
設
し
た
兄
・
廣
瀬
淡
窓
と
比
す
る
と
、

弟
で
あ
る
咸
宜
園
第
二
代
塾
主
で
あ
っ
た
廣
瀬
旭
荘
に
つ
い
て
そ
の
名
や
事
績
を
知
る
人
は
地

元
で
は
少
な
い
。

　今
回
、
旭
荘
を
テ
ー
マ
に
展
示
を
開
催
し
た
の
は
、
旭
荘
が
亡
く
な
っ
て
一
五
〇
回
忌
（
満

一
四
九
年
）を
迎
え
る
記
念
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
淡
窓
に
関
し
て
は
、

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
「
淡
窓
先
生
頌
徳
祭
」（
生
誕
一
三
〇
年
祭
）
を
皮
切
り
に
、
昭

和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
の
「
淡
窓
百
年
祭
」（
一
〇
〇
回
忌
）、
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）

の
「
淡
窓
先
生
百
五
十
年
祭
」（
一
五
〇
回
忌
）
等
が
開
催
さ
れ
て
き
た
が
、
旭
荘
に
関
し
て

は
皆
無
で
あ
っ
た
。

　先
に
述
べ
た
と
お
り
、
淡
窓
に
比
べ
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
か
っ
た
旭
荘
の
こ
と
を
多
く
の
人

に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
廣
瀬
旭
荘
没
後
一
五
〇
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
展
示
を
企
画

し
、
ま
た
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
定
期
講
座
も
年
間
テ
ー
マ
を
旭
荘
に
設
定
し
、
開
催

史
料
紹
介

　光
吉
文
龍
述
『
旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌
』
に
つ
い
て

は
じ
め
に

溝
田
直
己

廣瀬旭荘肖像画
( 西島青浦画、廣瀬資料館所蔵 )

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　旭
荘
は
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
五
月
一
七
日
に
豊
後
国
日
田
郡
豆
田
魚
町
の
廣
瀬
宗
家
第

五
世
の
三
郎
右
衛
門
貞
恒
（
桃
秋
）
と
母
ユ
イ
の
八
男
と
し
て
生
ま
れ
、
淡
窓
や
廣
瀬
宗
家
を

継
い
だ
久
兵
衛
の
末
弟
に
あ
た
る
。
淡
窓
と
は
二
五
歳
も
年
が
離
れ
て
お
り
、
旭
荘
が
生
ま
れ

た
翌
月
の
六
月
に
淡
窓
は
咸
宜
園
の
前
身
で
あ
る
桂
林
園
を
開
い
て
い
る
。

　旭
荘
は
咸
宜
園
で
学
ん
だ
後
、
淡
窓
と
同
じ
く
筑
前
の
亀
井
昭
陽
（
亀
井
塾
）
に
学
び
、
筑

後
の
樺
島
石
梁（
久
留
米
藩
明
善
堂
の
教
授
）や
備
後
の
菅
茶
山（
廉
塾
）等
を
訪
れ
遊
学
し
た
。

文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
、
淡
窓
夫
妻
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
旭
荘
は
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）

年
に
咸
宜
園
の
第
二
代
塾
主
に
就
任
し
て
い
る
。

　し
か
し
、
当
時
の
日
田
代
官
（
文
政
四

（
一
八
二
一
）
年
に
は
西
国
筋
郡
代
に
昇
進
）

で
あ
っ
た
塩
谷
大
四
郎
正
義
が
咸
宜
園
の
教
育

内
容
に
介
入
す
る
「
官
府
の
難
」
や
塾
主
に
な

る
以
前
か
ら
抱
い
て
い
た
大
坂
や
江
戸
へ
の
遊

学
の
思
い
が
強
く
な
り
、天
保
七
（
一
八
三
六
）

年
、
京
坂
へ
の
遊
学
と
淡
窓
の
『
遠
思
楼
詩

鈔
』
を
出
版
す
る
こ
と
を
兼
ね
て
、
日
田
か
ら

旅
立
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
旭
荘
は
堺
・
大
坂
・

江
戸
で
開
塾
し
、
生
活
の
主
な
基
盤
は
大
坂
に

な
っ
て
い
っ
た
。

　し
か
し
な
が
ら
旭
荘
は
、
淡
窓
ら
と
書
簡
の

や
り
と
り
を
絶
や
さ
ず
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
日

雪来館跡 ( 日田市田島町 )
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田
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
晩
年
の
旭
荘
は
、
会
所
山
へ
の
一
角
に
雪
来
館
を
建
て
、
居
を

構
え
る
な
ど
、
旭
荘
と
日
田
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

　旭
荘
の
展
示
を
担
当
し
た
筆
者
は
、
廣
瀬
旭
荘
が
長
年
過
ご
し
、
漢
詩
人
・
廣
瀬
旭
荘
の
名

を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
大
坂
時
代
を
中
心
に
展
示
を
構
成
し
た
。
ま
た
旭
荘
が
雪
来
館
か

ら
、
再
度
大
坂
へ
上
り
、
旭
荘
の
終
の
棲
家
と
な
っ
た
池
田
（
大
阪
府
池
田
市
）
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
も
紹
介
し
た
。
そ
の
際
に
重
要
な
史
料
と
な
っ
た
の
が
、「
光
吉
文
龍
述
『
旭
荘
公

逝
去
前
後
ノ
日
誌
』」
で
あ
る
。

　本
稿
で
は
、
今
回
の
特
別
展
開
催
に
あ
た
り
廣
瀬
資
料
館
よ
り
初
め
て
お
借
り
し
て
展
示
す

る
こ
と
が
で
き
た
資
料
で
あ
る
「
光
吉
文
龍
述
『
旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌
』
に
つ
い
て
、
資

料
紹
介
す
る
と
と
も
に
全
文
翻
刻
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一

　『旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌
』
と
は

　廣
瀬
資
料
館
が
所
蔵
す
る
『
旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌
』（
外
題
）
は
、
咸
宜
園
の
塾
生
で

晩
年
の
旭
荘
に
仕
え
た
森
秀
蔵
（
本
人
自
筆
の
資
料
に
は
蔵
で
は
な
く
、
三
と
あ
る
こ
と
か
ら

以
下
秀
三
と
記
す
）
が
記
し
た
記
録
で
あ
る
。
旭
荘
は
文
久
三
年
六
月
、
池
田
在
住
の
門
下

生
で
、
炭
屋
や
酒
造
業
等
を
営
ん
で
い
た
林
田
良
平
（
林
叟
）、
託
明
寺
の
了
現
、
医
者
の
高

橋
由
佶
ら
の
す
す
め
で
池
田
に
転
居
す
る
。
日

誌
の
記
述
は
、
旭
荘
が
危
篤
に
陥
っ
た
文
久
三

年
八
月
一
三
日
か
ら
九
月
二
二
日
ま
で
で
あ
り
、

旭
荘
の
日
記
で
あ
る
『
日
間
瑣
事
備
忘
』
を
補

完
す
る
貴
重
な
史
料
で
も
あ
る
。

　日
誌
の
内
容
は
、
数
度
の
発
作
に
襲
わ
れ
て

病
状
が
悪
化
し
て
い
く
旭
荘
の
様
子
が
刻
銘
に

叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
見
舞
や
亡
く
な
っ
た

後
の
弔
問
に
来
た
人
物
の
名
が
多
く
見
ら
れ
る
。

門
人
で
は
、
池
田
在
住
の
林
田
良
平
や
了
現
、

大
坂
在
住
の
藤
井
藍
田
、
行
徳
玉
江
、
後
に
旭

荘
の
肖
像
画
を
画
く
西
島
青
浦
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
交
流
の
あ
っ
た
人
物
で
は
、
草
場
船
山

(

草
場
佩
川
の
子)

や
尾
見
緑
塢
（
宮
津
藩 

藩
校
礼
譲
館
の
学
頭
）、
尾
崎
秀
民
（
医
者
、
帆

足
萬
里
門
下
）、
府
内
藩
大
坂
蔵
屋
敷
役
人
の
谷
口
宗
助
な
ど
の
名
が
見
え
る
。

　最
も
興
味
深
い
記
事
は
、
旭
荘
の
墓
所
の
件
で
あ
る
。
秀
三
が
日
誌
の
十
九
日
・
二
十
日
の

欄
外
に
記
し
た
記
述
に
よ
る
と
、
生
前
の
旭
荘
は
、
大
広
寺
（
池
田
市
綾
羽
）
の
山
に
墓
を
作

る
こ
と
を
希
望
し
て
お
り
、
高
橋
由
佶
は
、
そ
の
意
を
得
て
、
藤
井
藍
田
・
西
島
青
浦
と
共
に

現
地
を
見
て
、
場
所
を
決
め
て
い
た
。
そ
し
て
旭
荘
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
土
地
を
金
五

両
で
購
入
し
た
と
こ
ろ
、
託
明
寺
（
了
現
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
と
林
田
良
平
は
、
別
の
土
地

（
大
広
寺
外
の
場
所
か
は
不
明
）
を
買
い
、
穴
を
掘
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
秀
三
が
こ
れ
に
反

対
し
た
。
池
田
の
人
々
は
、
良
平
た
ち
の
方
を
支
持
し
、
そ
の
場
所
に
決
ま
り
か
け
た
が
、
そ

こ
に
松
浦
春
庵
が
池
田
を
訪
れ
て
事
の
い
き
さ
つ
を
聞
き
、
大
坂
に
持
ち
帰
っ
て
議
論
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
間
、
秀
三
は
旭
荘
の
霊
前
の
前
で
池
田
の
門
人
た
ち
が
言
い
争
う
の
を
目

の
前
に
し
、
旭
荘
の
生
前
の
意
向
と
異
な
る
こ
と
を
憂
い
て
い
る
。
大
坂
で
議
論
さ
れ
た
結
果

は
、
谷
口
宗
助
の
命
に
よ
り
大
坂
で
旭
荘
を
葬
る
案
が
高
橋
・
林
田
両
方
に
提
示
さ
れ
た
。
両

名
は
、
結
局
そ
の
案
を
請
け
入
れ
る
こ
と
で
こ
の
一
件
は
落
着
し
た
。
そ
れ
で
決
ま
っ
た
場
所

が
大
阪
市
天
王
寺
区
茶
臼
山
の
邦
福
寺
（
現
・
統
國
寺
）
で
あ
る
。
ま
た
葬
ら
れ
た
旭
荘
と
共

に
入
棺
の
際
に
納
入
さ
れ
た
諸
具
の
一
覧
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
改
葬
の
際
に
廣
瀬
家
に
引
き

取
ら
れ
た
旭
荘
の
遺
品
（
廣
瀬
資
料
館
所
蔵
）
と
一
致
し
て
い
る
。

〈
書
誌
情
報
〉

○
所
蔵
先 

広
瀬
先
賢
文
庫(

家
宝
三
〇)

、
○
書
型 

半
紙
本
（
二
四
・
五
糎
×
一
六
・
七
糎
）
一

冊
。
森
秀
蔵
稿
本
。
○
装
幀 

四
ツ
目
綴
。
袋
綴
。
○
表
紙 

鼠
色
布
目
無
紋
表
紙
。
○
外
題 

題

簽「
旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌
光
吉
文
龍(

当
時
森
秀
蔵)

述
」後
人
筆
。
○
構
成 

墨
付
二
三
丁
。

遊
紙
一
丁
。
○
内
題 「
旭
荘
翁
御
逝
去
時
日
記
」
朱
筆
。
○
序
・
跋
等 

な
し
。
○
用
紙 

楮
紙
。

○
匡
郭 

な
し
。
○
丁
付 

な
し
。
○
句
点
・
傍
点
等

　墨
筆
に
よ
る
訂
正
、
欄
外
書
入
れ
あ
り
。

○
筆
蹟 

自
筆
。
○
蔵
書
印
等 

な
し
。

「旭荘公逝去前後ノ日誌」外題および内題



九
四

二

　光
吉
文
龍
＝
森
秀
三
に
つ
い
て

　日
田
か
ら
大
坂
・
池
田
と
共
に
旭
荘
に
付
き
従
っ
た
光
吉
文
龍
＝
森
秀
三
と
は
ど
う
い
っ
た

人
物
で
あ
ろ
う
か
。
光
吉
文
龍
に
関
し
て
、
首
藤
助
四
郎
氏
の
詳
細
な
論
考
が
あ
り
、
こ
れ
に

よ
り
な
が
ら
文
龍
＝
秀
三
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　咸
宜
園
の
入
門
簿
に
よ
る
と
、
秀
三
は
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
正
月
二
二
日
に
成
富
与

一
の
紹
介
に
よ
り
、
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
。
秀
三
は
肥
前
多
久
の
熊
野
宮
司
で
あ
る
森
宮

内
の
次
男
で
、
天
保
一
一
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
は
じ
め
は
草
場
佩
川
に
学
び
、
二
一
歳
の
時

に
咸
宜
園
に
入
門
し
た
。

　秀
三
と
旭
荘
の
出
会
い
は
文
久
二
年
二
月

頃
の
こ
と
で
あ
る
。
旭
荘
は
京
摂
が
攘
夷
志

士
ら
の
活
動
に
よ
り
、
危
険
で
あ
っ
た
た
め

文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
四
月
に
家
族
を
連

れ
て
日
田
に
戻
っ
て
き
て
お
り
、
こ
の
年
の

一
二
月
に
旭
荘
は
、
会
所
山
の
山
陰
に
「
雪

来
館
」
を
建
て
、
転
居
し
て
い
た
。
秀
三
は
そ
の
翌
月
に
咸
宜
園
に
入
門
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
秀
三
は
、
咸
宜
園
に
入
門
し
て
か
ら
一
ヵ
月
後
、
学
資
欠
乏
の
た
め
に
帰
郷
し
よ
う
と

し
て
い
た
と
こ
ろ
を
旭
荘
が
同
情
し
て
学
僕
と
し
た
。
こ
れ
以
降
、
秀
三
は
、
旭
荘
の
身
辺
に

侍
す
る
こ
と
に
な
り
、
文
久
二
年
一
〇
月
に
旭
荘
が
再
び
東
上
し
、
大
坂
・
池
田
と
付
き
従
い
、

旭
荘
の
最
期
を
看
取
る
こ
と
に
な
る
。『
旭
荘
公
逝
去
前
後
之
日
誌
』
に
は
、
生
前
・
死
後
の

旭
荘
や
そ
の
家
族
の
た
め
に
尽
力
す
る
様
子
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。

　旭
荘
の
死
後
、
秀
三
は
旭
荘
の
後
室
と
そ
の
遺
児
の
伴
を
し
て
、
文
久
三
年
一
一
月
四
日
、

日
田
に
帰
っ
て
き
て
お
り
、
一
度
郷
里
に
帰
っ
た
後
、
同
年
一
二
月
一
九
日
に
再
び
咸
宜
園
に

入
り
、
翌
四
年
（
二
月
二
〇
日
元
治
と
改
元
）
正
月
一
二
日
帰
郷
、
二
四
日
咸
宜
園
に
来
て
い

る
が
、
い
つ
ま
で
留
ま
っ
た
か
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。

　咸
宜
園
大
帰
後
の
秀
三
は
、
慶
應
四
年
に
北
方
町
芦
原
の
医
師
光
吉
元
甫
の
女
婿
と
な
り
、

医
学
を
修
め
た
。
明
治
八
年
に
は
好
生
館
（
佐
賀
県
立
病
院
の
前
身
）
研
究
生
と
な
り
、
翌
九

「森秀三 ( 蔵 ) 咸宜園入門簿
 ( 廣瀬資料館所蔵 )

年
は
じ
め
て
施
行
さ
れ
た
医
師
試
験
（
医
術
開
業
試
験
）
に
合
格
し
、
佐
賀
県
国
医
免
状
第
一

号
を
得
て
医
者
と
な
り
、
佐
賀
県
医
師
会
長
な
ど
の
要
職
に
つ
い
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
三
男

俊
治
は
廣
瀬
濠
田
時
代
の
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る
。
明
治
四
一
年
、
家
を
二
男
に
譲
り
、
唐

津
市
に
閑
居
し
詩
を
賦
し
歌
を
詠
じ
、
悠
々
自
適
の
晩
年
を
過
ご
し
、
大
正
九
年
八
月
二
五
日

八
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

　秀
三
は
師
恩
に
報
い
る
た
め
に
『
梅
墩
遺
稿
』（
明
治
四
三
年
）
を
編
集
し
て
い
る
。
ま
た

大
正
九
年
、
淡
窓
図
書
館
勤
務
の
伊
藤
磯
熊
氏
が
旭
荘
の
事
歴
を
書
く
た
め
に
、
秀
三
に
協
力

を
求
め
た
の
に
対
し
、
秀
三
は
、
旭
荘
の
事
歴
を
附
記
し
て
い
る
。
秀
三
（
光
吉
文
龍
）
の
著

作
と
し
て
は
長
男
及
び
次
男
に
よ
っ
て
編
集
・
発
行
さ
れ
た
『
苔
渓
遺
稿
』
乾
・
坤
二
巻
と
『
苔

渓
遺
稿
』
和
歌
が
あ
る
（
苔
渓
は
文
龍
の
号
）。

　以
上
、『
旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌
』
と
そ
の
執
筆
者
で
あ
る
光
吉
文
龍
＝
森
秀
三
に
つ
い

て
簡
単
に
述
べ
た
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
日
誌
を
見
る
と
、
文
久
三
年
八
月
一
三
日
、
旭
荘
が

危
篤
状
態
に
陥
っ
て
か
ら
一
七
日
に
逝
去
す
る
ま
で
、
医
師
へ
の
連
絡
や
見
舞
い
客
の
対
応
、

新
居
へ
の
移
転
、
日
田
へ
の
連
絡
等
、
秀
三
の
旭
荘
家
に
尽
す
姿
が
み
え
る
。
ま
た
旭
荘
が
亡

く
な
っ
た
後
も
葬
送
や
家
財
の
整
理
、
仏
事
、
お
世
話
に
な
っ
た
人
々
へ
の
挨
拶
な
ど
詳
細
に

記
さ
れ
て
お
り
、
旭
荘
と
秀
三
の
生
前
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
う
か
が
え
る
。

　今
回
の
資
料
紹
介
で
は
、
活
字
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
史
料
を
翻
刻
す
る
に
留
ま
り
、
先
考

研
究
を
越
え
る
新
た
な
知
見
を
得
る
ま
で
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
甚
だ
不
十
分
な
も
の
と
な
っ

た
。
今
後
も
旭
荘
の
日
記
で
あ
る
『
日
間
瑣
事
備
忘
』
や
旭
荘
と
関
わ
り
の
深
か
っ
た
門
下
生

の
調
査
、『
咸
宜
園
日
記
』
や
『
青
邨
日
記
』、『
林
外
日
記
』
な
ど
の
同
時
代
資
料
を
丹
念
に

読
み
込
む
こ
と
を
進
め
て
い
き
、
旭
荘
の
事
績
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
咸
宜
園
に
お
け
る

旭
荘
が
果
た
し
た
役
割
、
日
田
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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(

外
題)

旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌

　光
吉
文
龍

                                      （
当
時
森
秀
蔵
）
述

(

内
題)

旭
荘
翁
御
逝
去
時
日
記

　
　十
三
日

丑
牌
、
尊
夫
人
、「
秀
三
々
々
」
ト
、
頻
ニ
御
喚
ナ
サ
レ
、
秀
何
事

ヤ
ラ
ン
ト
、
ヲ
ド
ロ
キ
参
リ
候
処
、

　尊
夫
人

　先
生
ヲ

御
イ
ダ
キ
ナ
サ
レ
、「
早
ク
気
付
々
々
」
ト
、
仰
セ
ラ
ル
ヽ

先
生
ノ
顔
色
ヲ
視
ル
ニ
、
少
シ
青
白
ク
、
両
眼
開
ケ
、
マ
ナ

コ
動
カ
ズ
、
歯
ヲ
ク
ヒ
シ
ハ
リ
、
気
絶
ノ
御
摸(

模)

様
也
、
乃
チ

西
宮
ヨ
リ
参
リ
居
タ
ル
気
付
ヲ
、
鵜
飼
ノ
水

ニ
テ
ト
キ
、
御
口
ヲ
ワ
リ
テ
流
シ
コ
ミ
タ
リ
、
長
郎
君
ヲ
、

走
ラ
シ
テ
、
由
佶
ヲ
招
ク
、
由
佶
其
病
ヲ
以
テ
、
高
瀬
西
海

ヲ
シ
テ
来
ラ
シ
ム
、
西
海
来
ル
時
ハ
、
既
ニ
復
常
セ
リ
、
西

海
診
シ
テ
、
曰
脈
状
常
ノ
如
シ
、
最
早
御
気
遣
ヒ
ア
ル
マ

ジ
ト
、
先
生
ト
暫
時
問
答
、
散
薬
一
貼
ヲ
留
テ
去
ル
、
時
ニ

天
明
也

　先
生
命
シ
テ
、
由
佶
・
源
左
衛
門
ヲ
招
ク
、
由
佶

病
ヲ
強
テ
、
轎
ニ
テ
来
ル
、
先
生
応
対
既
ニ
シ
テ
、
御
眠
リ

醒
ル
カ
ト
視
レ
ハ
、
両
眼
開
キ
、
総
身
動
キ
出
シ
、
目
・
鼻
・
口

左
ノ
方
エ
ツ
リ
ツ
ケ
、
右
ニ
ツ
リ
戻
ス
、
三
四
人
シ
テ
是

ヲ
押
サ
ユ
、
如
此
ス
ル
事
、
五
六
度
、
源
左
衛
門
来
、
心
下
ニ

鍼
ス
、
夫
ヨ
リ
申
上
牌
マ
デ
ハ
、
収
マ
リ
テ
、
ス
ヤ
々
々
御

寝
入
ナ
リ
、
申
上
牌
ゴ
ロ
ヨ
リ
、
復
ツ
リ
詰
ツ
リ
詰
、
丑
牌
ゴ
ロ
マ
デ
、

三
四
十
度
ニ
モ
及
ヘ
リ
、
復
姑
ク
止
ム
、
申
牌
ゴ
ロ
、
御

参
考
文
献

『
苔
鶏
遺
稿
』
光
吉
文
龍
著
多
久
元
策
編 

光
吉
薫
之
助
発
行 

大
正
一
五
年
六
月

首
藤
助
四
郎
「
広
瀬
旭
荘
先
生
墓
碑
銘
存
否
の
疑
問
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『敬
天
』
六
号
、
昭
和
五
二
年

　淡
窓
会

首
藤
助
四
郎
「
光
吉
文
龍
所
蔵
「
豊
後
日
田
広
瀬
家
関
係
書
簡
」」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『敬
天
』
九
号
、
昭
和
五
五
年

　淡
窓
会

「
解
説
」『
旭
荘
全
集
』
日
記
篇
九

　平
成
六
年

　思
文
閣
出
版

[

付
記]

　今
回
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
日
田
市
の
文
化
財
行
政
に
永
年
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
故
岩
澤

光
夫
氏
の
翻
刻
途
中
の
原
稿
を
大
い
に
参
考
に
し
た
。
ま
た
咸
宜
園
解
説
員
の
錦
英
幸
氏
な
ら

び
に
廣
瀬
資
料
館
学
芸
員
の
園
田
大
氏
に
は
多
大
な
る
ご
指
導
・
ご
助
言
を
賜
っ
た
。

史
料
閲
覧
等
に
あ
た
っ
て
は
廣
瀬
資
料
館
の
廣
瀬
貞
雄
氏
、
原
田
俊
隆
氏
、
廣
瀬
洋
一
氏
に
快

く
許
可
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　翻
刻
文
の
入
力
に
あ
た
っ
て
は
、
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
後
藤
澄
氏
・
原
田
菜
津
季

氏
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
翻
刻
文
に
つ
い
て
の
責
め
は
、す
べ
て
筆
者
が
負
う
も
の
で
あ
る
。

【
凡
例
】

一
、
底
本
に
は
廣
瀬
先
賢
文
庫
所
蔵
の
『
旭
荘
公
逝
去
前
後
ノ
日
誌
』(

写
30
・
10)
を
用
い
た
。

二
、
原
文
中
や
欄
外
に
書
き
入
れ
が
あ
る
も
の
は
、
本
来
入
る
と
推
測
さ
れ
る
箇
所
に
収
め
た
。

　
　ま
た
見
せ
消
ち
部
分
に
つ
い
て
は
翻
刻
せ
ず
、 

訂
正
し
た
文
の
み
を
載
せ
た
。

三
、
原
文
に
適
宜
、
句
読
点
・
濁
点
・
並
列
点
・
送
り
仮

　
　名
を
補
っ
た
。

四
、
改
行
は
原
文
に
基
づ
き
、
改
行
位
置
が
原
文
と
異
な

　
　る
場
合
は
、
／
で
改
行
位
置
を
示
し
た
。
丁
移
り
の

　
　箇
所
は
一
行
あ
け
て
表
現
し
た
。
小
文
字
で
書
か
れ

　
　て
い
る
も
の
は
《
》
に
収
め
た
。

五
、
原
文
の
旧
字
体
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。

六
、
原
文
の
会
話
部
分
に
は
括
弧
を
施
し
た
。

欄外の記述（8 月 19 日・20 日に渡る注記）
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望
ミ
ニ
ヨ
リ
、
尊
夫
人
ユ
リ
ノ
根
ヲ
煮
テ
、
粥
ニ
ソ
エ
、
ツ

リ
ツ
ケ
二
度
来
リ
テ
後
、
右
粥
ヲ
二
口
ホ
ド
、
サ
シ
ア
ゲ

候
ト
コ
ロ
、
三
度
目
ノ
ツ
リ
来
リ
候
ニ
付
、
其
レ
マ
デ
ニ

シ
テ
、
再
ヒ
ス
ヽ
メ
ズ
、
未
申
ノ
間
ハ
、
大
分
御
気
分
宜
ク
、

鵜
飼
抔
ナ
サ
レ
、
言
語
モ
分
リ
候
処
、
三
度
目
ヨ
リ
言
語

不
通
、
一
向
正
気
無
之
摸(

模)

様
也
、
○
申
牌
、
復
招
由
佶
至
ル
、

由
佶
ヨ
リ
三
斎
・
西
海
ヲ
招
ク
至
ル
、
亥
牌
、
三
斎
去
ル
、
○
午
前

了
現
来
、
○
巳
牌
、
龍
平
ヲ
遣
ハ
シ
テ
秀
民
ヲ
招
ク
、
遂
ニ

谷
口
氏
ニ
過
ラ
シ
メ
テ
、
先
生
病
状
ヲ
告
ゲ
、
且
日
田
ニ

急
飛
ヲ
立
ル
事
ヲ
属
ス
、 

酉
牌
、
帰
ル
谷
口
君
ノ
柬

ヲ
致
ス
、
秀
之
ヲ
披
ク
、
林
外
・
青
村
二
君
、
六
月
二
十
六
日

発
ス
ル
所
ノ
柬
ア
リ
、
即
二
十
三
日
、
先
生
病
状
ヲ
告
ル
ノ

答
也
、
○
朝
来
、
阿
末
ヲ
雇
フ
、
○
午
時
ヨ
リ
安
蔵
妻
ヲ
雇

フ
、
○
戌
牌
、
秀
民
一
僕
ヲ
携
テ
来
ル
○
丑
牌
、
一
人
リ
ヲ
発

シ
テ
、
藍
田
・
玉
江
ニ
告
ル
、
○
夜
、
按
摩
媼(

　

 )

阿
柳
ヲ
雇
フ
、
○

秀
民
・
由
佶
・
西
海
・
源
左
衛
門
・
龍
平
・
阿
柳
・
秀
三
・
徹
暁
看
侍

ス
○
黄
昏
、
良
平
来
、
徹
宵
看
侍
ス
○
朝
来
、
龍
平
・
章
吉
ニ

命
シ
テ
、
仲
士(

仕)

四
名
ヲ
雇
ハ
シ
メ
、
諸
具
ヲ
宮
下
新
居
ニ

移
シ
、
且
掃
除
セ
シ
ム
、

【
欄
外
】

　
　○
昼
、
由
佶
煮
メ
ト
シ
タ
シ
モ
ノ
ト
ヲ
贈
ル
、
○
晩
、
託
時
寺
煮
メ
ト
シ
タ
シ

　
　モ
ノ
ト
ヲ
贈
ル
、

　
　十
四
日

辰
牌
、
谷
口
君
、
轎
ニ
テ
来
ル
、
○
巳
牌
、
芳
造
来
、
菓
儀
金
二

朱
ヲ
贈
ル
、
盖(

蓋)

シ
先
生
、
病
状
ヲ
シ
ラ
ス
シ
テ
来
ル
ナ
リ
、
○
午

時
、
青
浦
来
、
肉
糕
二
枚
ト
金
一
朱
ト
ヲ
贈
ル
○
未
牌
、
玉
江

来
ル
、
藍
田
柬
ヲ
致
ス
○
先
生
、
辰
牌
ゴ
ロ
マ
デ
ハ
大
分
御
気
分
宜
シ
ク
、

「
水
」
或
「
阿
瀧
々
々
」
或
「
シ
メ
シ
ヲ
ス
ケ
ヨ
」
抔
ノ
数
語
分
明

ナ
リ
、
然
シ
、
此
方
ヨ
リ
申
シ
候
事
ハ
、
一
向
通
ゼ
ス
、
辰
下

牌
ヨ
リ
ツ
リ
出
デ
、
十
五
日
暁
マ
デ
百
餘
度
ニ
モ
及
ベ

リ
、
○
秀
民
・
由
佶
・
西
海
・
青

浦
・
玉
江
・
良
平
・
源
左
衛
門
・
阿
柳
・
龍
平
看
侍
○
大
和
屋
太

兵
衛
・
了
現
来
、
看
、
○
由
佶
其
病
ヲ
以
テ
、
屢(

屡)

帰
休
ス
、
○
三
斎
来
診
、

　
　十
五
日

先
生
如
昨
、
○
巳
牌
、
徹
雲
来
、
金
一
朱
ヲ
贈
ル
、
○
未
牌
、
三

斎
来
、
谷
口
、
尾
崎
・
行
徳
・
徹
雲
等
ヲ
導
テ
、
墓
地
ヲ
検
ス
、
○

午
時
、
阿
末
ヲ
返
シ
、
安
蔵
夫
妻
ニ
庖
務
ヲ
任
ス
、
買
物
帳

ト
賄
帳
ト
ヲ
渡
ス
、
○
黄
昏
、
宗
助
・
秀
民
・
徹
雲
・
玉
江
去
ル
、

轎
夫
ヲ
雇
フ
テ
、
秀
民
ヲ
送
ル
、
○
良
平
、
呉
服
祠
官
ニ
往

テ
、
祈
念
ヲ
属
ス
、
○
看
侍
如
昨
、
子
牌
、
由
佶
、
先
生
ヲ
宮
下
ニ

移
サ
ン
事
ヲ
議
ス
、
了
現
・
良
平
ヲ
招
ク
、
議
決
ス
、
即
役
夫

ヲ
雇
ヒ
、
宮
下
ノ
宅
ヲ
掃
除
セ
シ
メ
、
丑
牌
、
先
生
ヲ
戸
板

ニ
乗
セ
、
雇
夫
六
名
ヲ
シ
テ
カ
キ
モ
タ
シ
ム
、
侍
行
、
尊
夫

人
以
下
、
了
現
・
良
平
・
青
浦
・
阿
柳
等
、
由
佶
独
リ
家
ヲ
守
ル
、

途
中
、
無
変
、
○
雇
夫
ニ
轎
ヲ
命
シ
テ
、
由
佶
ヲ
宮
下
居
ニ

招
ク
、
○
酒
肴
ヲ
命
シ
テ
、
移
居
ノ
手
数
ヲ
為
ス
、
○
安
蔵

志
津
川
ノ
稲
生
ニ
賽
シ
テ
、
鬮
ヲ
ト
ル
○
青
浦
・
良
平
・
植
久

宅
ヲ
守
ル
、
○
三
斎
・
西
海
来
、

　
　十
六
日
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庵
来
、
贈
香
資
金
一
包
、
及
羊
餻
留
宿
、
○
了
現
、
金
百
匹
ヲ
贈

ル
、
○
久
米
太
郎
来
、
○
谷
口
宗
助
伻
来
、
致
弔
柬
留
宿
、

○
尊
夫
人
、
贈
龍
平
旧
単
衣
○
買
三
斎
氏
附
物
四
品
、《
浴
桶
。

四
畳
半
地
袋
。
紙
障
二
枚
。
水
屋
一
式
。
爐
。》
直
銭
七
千
二
百
文
、
源
左
衛
門

周
旋
、
○
章
吉
返
致
餘
金
二
歩
銭
七
百
文
、
曰
石
槨
、
明
日

致
之
、
又
致
孫
七
所
、
贈
飣
一
器
、
○
春
庵
・
良
平
・
秀
三
、
徃
視

墓
地
、
先
是
宗
助
・
秀
民
・
藍
田
・
青
浦
・
由
佶
・
三
斎
・
了
現
等
、
度

々
徃
検
墓
地
、
猶
未
決
、
子
牌
、
由
佶
来
日
、
既
決
、
藍
田
、
所
視
於

大
広
寺
矣
○
今
朝
、
良
平
来
○
買
炭
三
苞
、
龍
平
・
卯
兵
衛

磨
之
盛
紙
嚢
、
○
源
左
衛
門
・
龍
平
・
阿
柳
等
、
守
夜
、
○
秀
検

入
棺
之
諸
具
、《
梅
墩
詩
鈔
三
編
九
冊
。
白
紙
二
切
。
水
晶
印
／
三
顆
。
朱
肉
一
噐
（
器
）。
印

蓐
。
印
矩
。
小
刀
。
硯
。
水
入
。

三
段
硯
筐
黒
塗
。
墨
一
挺
文
露
。
筆
三
枝
純
羊
毫
玉
立
氷

清
花
雨
右
軍
池
。
蝋
石
文
鎮
。
眼
鏡
。》

　
　十
九
日

墓
地
件
、
高
橋
、
託
明
寺
議
論
不
決
、
○
春
庵
以
将
与
秀

民
等
、
謀
決
議
論
去
、
○
谷
口
伻
去
○
竹
軒
柬
贈
沙
糖
一

斤
、
梅
溪
、
贈
羊
餻
、
問
先
生
病
盖(

蓋)

背
未
知
凶
変
也
○
玉
江

弔
柬
到
○
良
平
、
贈
香
資
金
二
百
匹
、
○
緑
塢
来
、
贈
香
資

金
一
朱
、
○
入
棺
、
七
半
時
執
事
、
源
左
衛
門
・
良
平
・
龍
平
・
阿

柳
・
久
米
太
郎
・
秀
三
、
○
草
塲
立
太
郎
柬
至
、
○
墓
地
未
決
、

遣
急
飛
、
招
秀
民
・
藍
田
、
○
託
明
寺
・
三
斎
・
仁
造
・
西
海
来
、
視

入
棺
○
大
工
太
右
衛
門
来
○
大
和
屋
太
兵
衛
来
○
了

現
・
良
平
、
乞
尊
夫
人
、
決
内
葬
日
《
二
十
一
日
午
牌
》、
乃
裁
廻
文
、
託
丹

仙
、
　

諸
具
ヲ
宮
下
居
ニ
移
ス
、
秀
、
撿
之
、
午
時
収
畢
、
兵
徳
致
、
藤
岡
雄
哉
所
送
柬
、
乃
菓
子
一

筐
、
○
良
平
、
林
田
ニ
帰
ル
○
未
下
牌
、
大
雨
徹
暁
不
止
、
酉
牌
、
安
蔵
帰
ル
、
徃
返
十
四
五

里
、
○
酉
下
／

牌
、
藍
田
来
、
○
先
生
ツ
リ
、
昨
日
ニ
比
ス
レ
ハ
頗
ル
軽
シ
、

未
牌
以
後
、
イ
キ
甚
タ
急
ナ
リ
、
○
西
海
・
三
斎
来
○
源
左

衞
門
、
心
付
ニ
ヨ
ツ
テ
、
平
野
季
一
ヲ
招
ク
至
ル
、
○
亥
牌
、

季
一
・
三
斎
・
西
海
去
、
○
子
牌
、
招
了
現
・
由
佶
○
子
牌
、
裁
与

谷
口
柬
告
病
急
、
託
丹
仙
、
○
了
現
・
由
佶
・
藍
田
・
青
浦
・
源
左
衛

門
・
龍
平
・
阿
柳
等
、
徹
暁
看
侍
、
○
今
日
燧
木
ヲ
隣
家
十
七

軒
ニ
配
ル
、
祠
官
河
村
肥
後
守
氏
エ
、
一
品
ヲ
ソ
エ
、
柳
屋

嘉
平
氏
ニ
、
一
品
ヲ
ソ
ユ
ル
、

　
　十
七
日

朝
五
ッ
時
、
先
生
御
逝
去
、
○
高
木
半
兵
衛
来
、
金
百
匹
、
松

蕈
一
籃
ヲ
贈
ル
、
○
吉
田
屋
孫
七
、
携
小
兵
衛
与
一
僕
来
、
先
生
終
焉
前
也
、
○

藍
田
・
青
浦
去
、
属
青
浦
過
大
村
邸
、
○
仁
造
ヲ
伊
丹
ニ

遣
ハ
シ
テ
、
石
槨
ヲ
買
フ
事
ヲ
謀
ル
、
返
曰
ア
ラ
ス
、
乃
チ

章
吉
ヲ
浪
華
ニ
遣
ハ
ス
、
舟
賃
金
一
両
ヲ
付
ス
、
○
孫
七

・
小
兵
衛
留
宿
ス
、
○
由
佶
妻
、
来
弔
ス
、
○
卯
兵
衛
ヲ
雇
フ
、

○
孫
七
、
僕
ヲ
浪
華
ニ
遣
シ
テ
、
諸
家
ニ
告
ル
、
○
西
海
・
大

太
・
三
斎
・
仁
造
等
来

　
　十
八
日

西
海
来
、
○
金
本
顕
蔵
伻
来
、
菓
子
一
筐
ヲ
致
ス
、
○
李
暁
、

贈
味
淋
一
陶
・
白
檀
一
両
、
○
南
徳
寺
来
、
○
林
泰
仙
柬
贈

肉
糕
（
餻
）
二
枚
、
問
先
生
、
病
盖(

蓋)

不
知
終
焉
也
、
○
孫
七
去
、
○
春
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【
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】

　
　
　先
生
、
兼
而
大
広
寺
山
ニ
、
墓
を
作
る
事
ヲ
、
仰
置
れ
た
り
、
高
橋
、
其
意
ヲ
継
て
、

　
　
　寺
山
之
地
を
見
分
致
し
、
藍
田
・
青
浦
と
謀
而
大
旨
其
地
を
定
む
、
此
に
至
り
て
、

　

　
　
　高
橋
、
金
五
両
を
出
し
て
、
藍
田
・
青
浦
等
見
る
処
の
地
を
買
ふ
、
託
明
寺
ハ
外
ニ

　

　
　
　良
平
と
謀
り
て
、

　金
十
二
三
両
を
出
し
て
一
地
を
買
ふ
て
、
高
橋
之
地
を
断
り
た
り
、

　
　
　高
橋
承
知
不
致
、
然
る
処
、

　託
明
寺
・
良
平
、
其
買
ふ
所
の
地
に
穴
を
ほ
り
か
け
ん

　
　
　と
す
、
秀
之
を
許
さ
ず
、
高
橋
ハ
、
託
明
寺
・
良
平
二
人
よ
り
心
配
之
義
ハ
断
わ
れ
れ

　
　
　と
申
し
て
不
参
、
当
地
ノ
人
、
二
人
の
肩
を
持
ち
既
ニ
二
人
の
方
ニ
決
せ
ん
と
す
る
処

　
　
　に
、
松
浦
春
庵
来
、
是
を
聞
、
浪
華
に
帰
り
て
、
其
事
を
評
議
ス
、
浪
華
よ
り
返
答
之

　
　
　間
、
秀
一
人
、
衆
の
相
手
に
な
り
大
議
論
と
な
れ
り
、
霊
前
に
於
て
、
本
意
な
ら
ず
と

　
　
　い
へ
共
、
生
前
之
意
に
た
が
わ
ん
事
を
憂
ふ

　
　二
十
日

辰
牌
、
章
吉
自
浪
華
返
、
致
秀
民
答
柬
、《
章
吉
所
遣
浪
華
急
飛
》
○
大
太
、

贈
香
資
金
二
朱
、
○
阿
藤
、
乞
一
日
暇
、
去
、
○
三
斎
来
○
棠
陰
、
託

緑
塢
、
贈
香
資
金
一
朱
、
○
久
米
太
郎
、
賻
銀
二
匁
○
春
日

寛
平
、
託
元
貞
、
賻
金
二
朱
、
半
次
郎
、
託
玉
江
賻
銀
一
両
○

西
海
、
賻
銀
二
匁
○
塩
川
松
三
郎
、
賻
香
一
袋
、
○
本
養
寺

賻
金
五
十
匹
、
○
由
佶
、
賻
金
百
匹
、
○
柳
屋
喜
兵
衛
、
ユ
リ

ノ
子(

根)

ヲ
贈
ル
、
○
阿
石
、
贈

　頭
一
筐
、
○
午
前
、
玉
江
・
青
浦
・
元
貞
・

阿
石
来
、
三
人
《
省
阿
石
》、
以
谷
口
宗
助
旨
、
欲
遷
尊
骸
於
浪
華
、

乃
、
告
諸
家
、
了
現
・
由
佶
・
良
平
・
三
斎
・
西
海
・
李
暁
・
大
太
・
本
養

寺
・
塩
川
松
三
郎
等
来
、
議
留
之
曰
、
如
墓
地
、
李
暁
、
更
欲
献

之
如
、
託
明
寺
与
由
佶
之
論
、
李
暁
等
、
欲
和
之
請
姑
留
、
我

輩
将
遣
人
於
浪
華
請
之
、
玉
江
等
不
可
終
雇
夫
二
十
名
令

擔
（
担
）
棺
又
雇
轎
二
挺
、
酉
下
牌
、
去
将
出
門
箕
屋
仁
造
遽
来
、

欲
留
棺
、
其
状
如
狂
、
秀
曰
、
豈
為
一
人
留
棺
乎
、
推
仁
造
至

順
礼
橋
、
西
畔
留
而
待
、
西
浦
等
来
、
既
来
曰
、
元
貞
、
接
仁
造

鎮
之
、
近
隣
数
人
送
至
橋
西
、
○
阿
石
留
宿
、
○
阿
藤
来
、
○

卯
兵
衛
去
、
秀
曰
、
明
日
不
来
亦
可
、

　
　二
十
一
日

辰
牌
、
尊
夫
人
以
下
赴
浪
華
、
尊
夫
人
、
乗
轎
、
従
者
阿
石
・
小

兵
衛
《
吉
喜
舍
人
》、
吉
喜
、
昨
日
所
遣
、
一
人
章
吉
、
○
由
佶
来
○
招

源
左
衛
門
・
龍
平
分
、
穢
蒲
團
・
穢
衣
、
於
源
左
衛
門
《
絹
縞
衣
》、
龍

平
《
蒲
團
》、
阿
柳
《
蒲
團
二
衣
一
其
外
品
々
》、
阿
藤
《
蒲
團
》
○
秀
三
・
安
蔵
夫
妻
守

屋
○
大
作
、
賻
湯
葉
○
夜
、
李
暁
・
了
現
・
源
左
衛
門
来
、
李
暁

去
、
飯
二
人
、
良
平
自
浪
華
与
焉
飯
三
人
、
亥
牌
、
散
○
亥
牌

章
吉
自
浪
華
帰
、
飲
食
之

　
　二
十
二
日

源
左
衛
門
・
龍
平
・
卯
兵
衛
・
章
吉
・
阿
柳
来
、
○
今
日
、
丁
先
生

初
逮
夜
、
乃
裁
連
名
、
柬
遣
龍
平
、
招
諸
家
《
比
隣
十
七
家
、
託
明
寺
・
本
養
寺
・
天

野
・
高
橋
・
高
瀬
・
高
垣
・
塩
川
・
上
島
・
山
口
・
東
山
川
・
西
山
川
・
稲
田
・
藤
本
屋
・
西

田
屋
・
箕
屋
・
林
田
・
麻
田
》

来
者
、
隣
家
九
名
、
託
明
寺
・
天
野
・
高
垣
・
太
兵
衛
・
上
島
伊
助

高
橋
由
佶
・
藤
本
屋
太
左
衛
門
、《
贈
香
資
一
封
》、
箕
屋
仁
造
・
林
田

良
平
・
託
明
寺
伴
僧
・
麻
田
宜
斎
○
不
来
者
、
本
養
寺
・
塩
川

松
三
郎
・
高
瀬
西
海
・
山
口
辰
之
助
・
西
山
川
・
東
山
川
・
稲
田

宗
左
衛
門
《
送
香
資
金
一
朱
》、
西
田
屋
倉
次
郎
隣
家
八
名
、
○
天
野

贈
湯
葉
五
十
枚
、
○
隣
家
十
六
《
除
柳
屋
》、
連
名
贈
六
百
銭
○

亥
上
牌
、
客
散

　
　二
十
三
日



九
九

其
婢
来
、
告
病
、
且
候
悶
、
○
黄
昏
、
源
左
衛
門
来
、
返
紙
燈
、
○

夜
、
龍
平
来
宿
、
○
秀
、
至
天
野
氏
、
不
在
、
○
買
松
蕈
、
作
飯
、

　
　二
十
八
日

龍
平
去
、
○
街
卒
来
、
述
綾
羽
祠
、
蓇
替
故
、
乞
銀
弊
三
戔
及
、

○
附
移
居
、
賀
銀
弊
二
戔
錢
百
文
、
○
山
川
荘
左
衛
、
送
菓
子

候
、
喪
、
○
源
左
衛
門
来
、
按
腹
、
○
章
吉
妻
来
候
、
喪
、
○
柳
屋

喜
兵
衛
来
候
、

　
　二
十
九
日

長
郎
賽
浪
華
、
新
霊
之
墓
乃
封
供
養
、
金
二
朱
附
長
郎

君
、
○
雇
安
蔵
、
命
庖
事
、
○
遣
安
蔵
、
招
高
瀬
・
高
橋
・
託
明
寺

本
養
寺
、
今
夕
、
新
霊
二
七
日
迨
夜
故
也
、
○
本
養
寺
使
人

辤
（
辞
）、
今
夕
、
招
、
且
贈
羊
餻
、
問
新
霊
法
諱
、
○
巳
牌
、
由
佶
来
候
、

○
源
左
衛
門
来
、
○
李
暁
来
、
尊
夫
人
侑
保
命
酒
、
○
玉
江

柬
、
返
苧
縄
、
○
申
牌
、
託
明
寺
与
伴
僧
来
、
比
誦
経
畢
、
西
海
・

源
左
衛
門
来
、
乃
供
酒
飯
、
亥
上
牌
、
皆
去
、
○
安
蔵
去
、
○
龍

平
来
、
不
飲
食
而
去
、
○
阿
柳
来
、
留
宿
、
○
由
佶
使
、
人
以
病

辤
（
辞
）、
今
夕
、
招
、

　
　晦

由
佶
来
、
勧
賽
大
広
寺
、
遂
探
松
蕈
、
○
午
前
、
青
浦
・
孫
七
来
、

致
藍
田
柬
《
問
尊
夫
人
病
》、
○
源
左
衛
門
来
、
○
午
後
、
長
郎
君
、
自
浪
華
帰
、
○
午
後
、

由
佶
来
、
曰
請
、
同
二
君
、
探
蕈
、
／

我
、
将
守
舍
、
乃
尊
夫
人
以
下
与
青
浦
・
孫
七
・
秀
三
及
孫
七

僕
出
、
阿
柳
導
、
至
大
広
寺
、
訪
和
尚
、
不
在
、
一
僧
見
、
乃
附
由
、

佶
所
、
託
菓
子
一
筐
、
及
柬
又
贈
金
一
朱
、
属
回
向
、
遂
登
寺

後
山
、
観
望
海
亭
石
碑
、
在
焉
囙
（
因
）
守
、
蕈
者
採
、
蕈
獲
三
斤
半
、

【
欄
外
】

　
　
　○
今
日
於
浪
華
、
法
福
寺
密
葬

昨
日
、
借
、
李
暁
氏
膳
椀
類
数
品
、
朝
来
、
点
検
之
、
卯
下
牌
、
龍

平
・
阿
柳
来
、
乃
使
龍
平
返
之
、
○
午
時
、
龍
平
・
阿
柳
・
阿
末
去

○
章
吉
来
、
致
勘
定
簿
、
○
由
佶
来
、
○
了
現
来
、
告
他
行
、
○

源
左
衛
来
、
○
山
口
芳
兵
衛
、
贈
香
資
銀
幣
二
戔
、
箕
屋
仁

造
三
戔
、
○
黄
昏
、
源
左
衛
門
来
、
飲
之
、
○
夜
、
李
暁
来
、

　
　二
十
四
日

昧
爽
、
龍
平
来
、
飯
之
○
雇
桶
工
、
修
浴
湯
、
○
西
海
来
、
○
三

斎
・
由
佶
・
源
左
衛
門
来
、
○
申
牌
、
尊
夫
人
以
下
、
攜(

携)

久
米
太

郎
帰
、
致
線
香
五
輪
《
吉
田
屋
所
上
》、
金
二
朱
包
、
及
羊
羹
《
光
徳
寺
所
上
》

、
金
一
朱
包
《
魚
屋
喜
兵
衛
》、
二
朱
包
《
西
尾
善
四
郎
》
○
金
一
朱
包
《
掘
井
蘆
仙
》、
○
柬

了
現
、
逑
墓
地
入
費
、
件
不
可
与
、
仁
造
接
之
故
、

　
　二
十
五
日

招
由
佶
、
謀
諸
家
謝
儀
《
是
別
紙
》、
使
龍
平
致
之
、
且
使
安
蔵
・
卯

平
、
償
諸
家
買
物
直
、
○
雇
卯
平
・
龍
平
・
角
之
助
《
良
平
義
子
》、
○
召

章
吉
、
会
計
、
○
黄
昏
、
由
佶
去
、
○
与
安
蔵
会
計
、
○
夜
、
久
米

太
郎
去
、

　
　二
十
六
日

由
佶
来
、
○
龍
平
来
、
乃
封
贈
、
三
斎
・
西
海
及
平
野
季
一
、
謝
儀

令
致
之
○
源
左
衛
門
来
、
贈
芋
魁
、
○
夜
、
安
蔵
夫
妻
去
、
○

阿
柳
来
、
贈
柿
飲
之
留
宿
、

　
　

　
　二
十
七
日

阿
柳
去
、
○
西
海
来
謝
、
○
源
左
衛
門
来
、
飲
之
、
○
由
佶
使
、



一
〇
〇

命
守
、
蕈
者
、
作
蕈
飯
乃
、
羮
《
守
蕈
者
居
処
有
小
舎
》
借
藁
席
開
所
携
瓢

飲
食
畢
、
帰
時
、
黄
昏
也
、
由
佶
去
、
○
李
暁
、
送
瓜
粕
漬
五
候
、

喪
、
○
闔
家
、
浴
湯
肆
、
○
阿
柳
去
、
○
夜
、
三
斎
・
李
暁
来
、
与
二

客
話
、
亥
牌
、
去
、
○
三
齋
、
贈
饅
頭
一
筐
、
○
今
日
、
大
嘉
、
致
孫
七
柬
、《
昨
日
、
所
発
、》

　
　九
月
朔

源
左
衛
門
来
、
○
龍
平
来
、
乞
故
、
膳
椀
乃
属
買
油
、
一
升
直

七
百
二
十
文
、
○
西
海
来
、
○
巳
牌
、
青
浦
・
孫
七
出
、
訪
高
橋
、
託

明
寺
・
諸
家
・
長
郎
君
導
之
、
午
後
、
帰
、
○
阿
柳
来
、
○
由
佶
・
源

左
衛
門
来
、
○
申
上
牌
、
青
浦
・
孫
七
去
、
尊
夫
人
、
贈
栗
於
二

子
、
○
夜
、
了
現
来
、
欲
見
二
子
、
既
後
矣
、
○
由
、
柬
二
子
以

既
去
、
返
之
、
○
阿
柳
来
、
按
摩
尊
夫
人
、

　
　二
日

由
佶
・
源
左
衛
門
、
前
後
来
、
○
阿
藤
来
、
○
夜
、
秀
、
徃
高
橋
氏
、
致

植
久
氏
一
月
家
賃
銀
六
十
五
戔
、
及
雇
夫
、
賃
《
送
秀
民
、
轎
夫
賃
、
移
先
生
於
新
居

役
夫
賃
、》
錢
三
貫
文
、
遂
、
徃
託
明
寺
、
到
遺
物
、
唐
木
綿
一
叚
布
、

施
金
三
朱
、
贈
伴
僧
錢
二
百
文
、
贈
僕
銀
弊
一
戔
、
了
現

固
辤
（
辞
）、
強
留
之
返
、
○
隣
家
、
有
移
居
者
、
今
日
、
贈
燧
木
、
○
子

牌
、
尊
後
室
、
発
腹
痛
、
秀
、
走
招
由
佶
、
至
寅
牌
、
去

　
　三
日

秀
、
徃
由
佶
、
遂
買
煎
薬
噐(

器)

、
○
阿
柳
来
、
按
摩
、
○
源
左
衛

門
来
、
針
、
○
由
佶
、
来
診
、
○
鼎
喜
平
、
二
柬
贈
香
資
金
百
匹
、
○

託
明
寺
使
僧
来
、
返
昨
夜
所
、
贈
唐
木
綿
及
布
施
、
○
源
左

衛
門
来
、
誦
経
畢
、
三
斎
来
、
并
飲
之
、
○
秀
、
徃
召
阿
柳
、
至
留
宿
、

　
　四
日

源
左
衛
門
来
、
針
、
○
阿
柳
去
、
○
阿
藤
来
、
○
由
佶
来
診
、
○

玉
江
柬
、
返
託
明
寺
紙
燈
○
長
郎
君
徃
、
乞
由
佶
氏
薬
、
遂

雇
章
吉
、
以
北
堂
、
明
日
、
赴
浪
華
也
、
○
夜
、
秀
与
二
郎
君
、

徃
天
野
氏
、
贈
墨
《
蘭
煙
》
一
挺
、
遂
、
浴
湯
肆
、
○
秀
与
次
郎
君
、
徃

託
明
寺
、
復
致
前
日
二
品
、
○
妾
吉
妻
来
、
○
源
左
衛
門
来
、
飲

之
、
○
阿
柳
来
、

　
　五
日

阿
柳
・
阿
藤
来
、
○
良
太
郎
来
、
○
源
左
衛
門
来
、
○
由
佶
来
、

○
遣
長
郎
君
、
止
章
吉
氏
雇
夫
、
先
是
属
章
吉
、
雇
轎
夫
及

一
介
、
今
日
、
吉
喜
柬
至
止
尊
後
室
、
上
途
故
也
、
○
未
牌
、
秀

三
赴
浪
華
、
○
夜
、
長
郎
君
、
徃
召
阿
柳
、
至
留
之
宿
、
○
龍
平

来
、
乃
与
壊
障
子
、
○
《
秀
、
未
牌
、
発
池
田
、
途
過
竹
軒
氏
門
内
、
訪
之
、
黄
昏
、
谷
口
氏

不
在
、
至
之
七
／

氏
、
飯
畢
、
出
訪
孫
七
氏
、
宿
焉
、
○
十
七
日
、
飯
畢
、
出
時
雨
甚
、
借
傘
・
屐
、
至
元
、
七

氏
、
巳
牌
、
辤
（
辞
）
元
、
七
氏
着
、
鞋
携
吉
喜
氏
傘

過
谷
口
氏
主
人
、
出
宮
本
孝
吉
所
、
送
釘
附
筐
披
之
有
、
塩

浜
焼
雞
卵
、
九
十
六
筐
蓋
書
、
要
用
書
在
中
、
索
之
不
見
矣
、

卵
半
腐
、
且
以
忌
中
故
、
与
谷
口
氏
、
又
示
林
外
先
生
八
月

二
十
六
日
柬
、
出
過
秀
民
氏
不
在
、
過
青
浦
氏
不
在
、
過
河

茂
氏
、
過
誓
得
寺
不
在
、
過
寺
街
一
店
、
午
飯
未
牌
、
至
邦
福
寺
、
附

回
向
料
、
銀
二
戔
、
於
和
尚
賽
墓
上
菊
花
、
返
至
三
國
渡
、
日

没
、
戌
牌
、
帰
宮
下

僑
居
、》
○

　
　六
日

招
託
明
寺
・
由
佶
・
源
左
衛
門
至
戌
下
牌
、
散
、
贈
於
託
明
寺

銀
弊
二
戔
、
○
戌
上
牌
、
秀
三
帰
上
、
仏
前
菊
花
数
枝
、
○
阿



一
〇
一

　
　十
一
日

阿
柳
去
、
○
源
左
衛
門
来
、
○
秀
、
徃
西
海
氏
、
乞
薬
三
貼
、
○

西
海
来
、
診
次
郎
君
、
○
午
後
、
阿
柳
来
、
助
令
愛
、
縫
綴
、
○
未

牌
、
卯
平
自
浪
華
返
、
乃
裁
与
長
郎
君
、
柬
発
丹
仙
氏
柬
託

卯
平
、
○
由
佶
使
・
繁
次
来
候
、
○
秀
、
徃
由
佶
氏
、
返
新
聞
紙
、

○
徃
李
暁
氏
、
買
酒
一
升
、
○
阿
柳
留
宿
、

　
　十
二
日

秀
、
徃
西
海
氏
、
乞
次
郎
君
薬
三
貼
、
○
阿
柳
去
、
○
源
左
衛

門
・
龍
平
来
、
飲
之
、
○
仁
造
来
○
秀
、
徃
招
理
吉
、
至
与
次
郎

君
戯
、
黄
昏
去
、
○
由
佶
来
○
西
海
来
、
診
次
郎
君
○
黄
昏

源
左
衛
門
復
来
、
誦
唱
経
、
飲
之
、
○
申
牌
、
阿
柳
来
、
留
之
宿
、
○

今
暁
、
或
伝
曰
、
浪
華
火
也
、
秀
、
出
望
東
方
、
煙
焔
接
天
矣
、
午

後
、
兵
徳
過
乃
問
火
処
、
兵
徳
曰
、
新
地
第
一
坊
・
二
坊
燬
矣
、

○
夜
、
卯
平
来
、
曰
、
明
朝
将
迎
北
堂
等
、
於
浪
華
敢
告
、
乃
裁

与
長
郎
君
柬
附
焉

　
　十
三
日

秀
、
徃
、
乞
西
海
氏
薬
、
○
招
託
明
寺
・
高
橋
・
高
瀬
・
天
野
・
上
嶋

諸
子
、
○
三
斎
来
、
致
本
養
寺
追
悼
、
短
冊
《
本
能
園
尓
、
返
須
、
於
志
幾
者
、
植
加

惠
天
義
留
、
保
止
茂
奈
久
、
宇
津
呂
比
之
波
奈
》、
乃
謂
之
曰
、
黄
昏
、
来
曰
諾
、
○
龍

平
来
、
為
喜
兵
衛
買
火
鉢
二
、
直
金
三
分
一
朱
、
○
李
暁
贈

青
豆
、
○
仁
造
贈
烹(

煮)

豆
、
○
申
牌
、
徴
雨
、
乃
携
傘
、
与
紙
燈
至

章
吉
氏
雇
之
、
迎
北
堂
等
、
戌
上
牌
、
章
吉
、
返
曰
、
至
遠
根
山

借
一
店
而
、
俟
移
晷
不
至
故
空
返
也
、
飲
食
之
、
○
黄
昏
後
、

託
明
寺
・
了
現
、
同
伴
僧
、
西
海
・
三
斎
・
李
暁
・
源
左
衛
門
至
亥

柳
、
終
日
、
助
厨
務
、

　
　七
日

源
左
衛
門
来
、
○
阿
柳
去
、
○
遣
長
郎
君
、
乞
由
佶
氏
薬
、
○

徳
永
卯
蔵
来
、
贈
香
資
金
二
朱
・
菓
子
一
筐
、
○
北
堂
与

令
愛
・
二
郎
君
、
浴
湯
肆
、
○
三
斎
来
、
○
源
左
衛
門
来
、

　
　八
日

源
左
衛
門
来
、
○
秀
与
北
堂
・
長
郎
君
、
点
検
家
具
分
当
売

物
、
龍
平
来
、
助
之
、
○
西
海
来
、
○
遣
長
郎
君
、
於
天
野
・
高
橋

二
家
、
致
謝
儀
、《
天
野
金
一
朱
、
高
橋
金
二
朱
、》
○
阿
柳
来
、
○
夜
、
秀
、
出
浴
湯

肆
、　

　九
月
九
日

龍
平
、
携
土
人
二
名
来
、
観
雑
具
、
○
柳
屋
喜
兵
衛
、
買
銅
壺

及
銅
釜
、
直
金
三
両
二
朱
、
○
良
平
来
、
乃
贈
遺
物
《
単
衣
一
、》
○

属
良
平
、
贈
先
生
書
一
幅
於
仁
造
、
○
仁
造
来
、
○
源
左
衛
門
・
阿

柳
来
、
○
阿
藤
来
、
乃
贈
浣
濯
賃
三
百
錢
、
○
龍
平
留
宿
、

　
　十
日

秀
、
徃
雇
卯
平
、
遂
過
由
佶
氏
、
借
新
聞
紙
、
○
阿
柳
来
、
○
次

郎
君
、
感
風
疾
、
乃
招
西
海
、
至
致
薬
三
貼
、
○
仁
造
、
来
観
欲

売
諸
具
、
○
龍
平
去
、
○
買
米
一
斗
、
売
大
豆
三
升
五
合
、
於

米
商
、
○
午
前
、
卯
平
来
、
北
堂
携
長
郎
君
、
及
三
郎
君
赴
浪

華
、
卯
平
、
擔(

担)

装
従
之
、
○
由
佶
来
、
○
源
左
衛
門
来
飲
之
、
○

良
平
義
子
、
角
之
助
来
、
致
良
平
柬
、
柬
曰
、
某
欲
買
蘭
席
及
轆

轤
、
請
莫
売
於
他
、
○
喜
兵
衛
、
携
一
人
来
、
観
雑
具
、
○
阿
柳

来
、
留
之
宿
、
○
今
日
、
李
暁
送
櫁
柑
一
籃
、
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〇
二

下
牌
、
散
、
○
北
堂
借
轎
、
帰
時
、
亥
上
牌
也
、
○
長
郎
君
致
長

年
、
与
秀
柬
告
、
林
外
先
生
着
坂
也
、
○
付
轎
賃
一
千
百
文
、

轎
夫
頻
、
乞
酒
料
、
復
付
百
銭
、
○
卯
平
去
、
○
阿
柳
、
午
前
来

、
助
庖
事
、
留
宿
、

　
　十
四
日

阿
柳
去
、
○
卯
平
来
、
令
之
贈
湯
葉
於
諸
家
、《
比
隣
十
七
家
。
高
瀬
。
天
野
。
塩

川
。
大
太
。
上
島
。
林
良
。
箕
屋
仁
。
麻
田
。
山
口
。
託
明
寺
。
安
蔵
。
高

橋
。
稲
田
。
藤
本
。
阿
柳
。
足
立
。
西
倉
。
本
養
寺
。
西
山
川
。
東
山
川
。

凡
三
十
七
家
、》
由
佶
来
、
○
午
後
、
卯
平
去
、
乃
付
雇
賃
、
銭
九
百

文
、
○
未
牌
、
阿
柳
来
、
○
長
郎
君
、
徃
乞
高
瀬
氏
薬
、
○
源
左

衛
、
乃
属
命
明
外
日
庖
事
、
○
龍
平
来
、
○
夜
、
裁
与
秀
民
、
柬

《
代
北
堂
、
謝
》
徃
丹
仙
氏
託
焉

　
　十
五
日

卯
平
来
、
○
山
川
大
作
、
柬
辤
（
辞
）、
明
日
、
招
贈
菓
子
二
笏
、
○
箕

屋
仁
造
、
贈
菜
、
○
阿
柳
来
、
助
厨
務
、
○
源
左
衛
門
来
、
○
由

佶
来
候
、
○
秀
、
徃
李
暁
氏
、
借
膳
椀
類
数
品
、
○
李
暁
、
送
粕

漬
瓜
、
○
三
斎
来
、
○
阿
柳
去
、
○
黄
昏
、
林
外
先
生
・
貞
兵
衛
・

玉
江
来
、
擔
（
担
）
夫
一
名
従
、
戌
上
牌
、
玉
江
出
、
訪
由
佶
、
令
卯
平

導
、
下
牌
、
返
、
亥
下
牌
、
皆
寝
、

　
　十
六
日

卯
平
来
、
乃
遣
伊
丹
、
買

　頭
五
十
、
午
前
返
、
○
雇
龍
平
・
阿

柳
、
○
使
龍
平
、
送
林
外
先
生
、
土
物
於
諸
家
《
贈
高
瀬
氏
、
青
村
先
生
書
一
葉
、
天

野
氏
同
上
、
高
垣
氏
同
上
、
上
島
氏
同
上
・
加
羊
餻
一
本
、
林
良
氏

羊
餻
一
本
、
高
橋
氏
金
百
匹
及
青
村
先
生
書
一
葉
・
羊
餻

一
本
、
託
明
寺
金
二
朱
・
羊
餻
一
本
、
東
山
川
・
西
山
川
各
羊

餻
一
本
、
本
養
寺
羊
餻
一
本
、
仁
造
氏
青
村
先
生
書
一
葉
・

羊
餻
一
本
、
足
立
氏
銀
幣
六
戔
、
龍
平
氏
同
四
戔
、
阿
柳
氏
同
上
》
○
今
日
、
丁
先

生
月
忌
、
同
縮
期
為
七
七
日
祭
、
遣
龍
平
、
招
比
隣
十
七
家
、

及
本
地
所
周
旋
某
々
、
○
先
是
属
源
左
衛
門
、
命
屠
店
作
、
今

日
供
客
食
数
品
、
午
時
、
来
致
之
、
○
午
時
、
隣
人
十
二
名
《
五
人

不
来
》
三
斎
・
由
佶
・
西
海
・
託
明
寺
・
同
寺
伴
僧
・
宜
斎
・
伊
助
・
本
養

寺
・
太
兵
衛
・
仁
造
・
源
左
衛
門
、
前
後
来
、
黄
昏
前
、
酒
飯
畢
、
皆

散
、
○
託
明
寺
・
同
寺
伴
僧
誦
経
、
乃
贈
銀
一
両
於
託
明
寺
、
二

戔
於
伴
僧
、
○
源
左
衛
門
・
仁
造
・
龍
平
・
阿
柳
・
卯
平
、
助
厨
務
、

○
今
日
来
者
、
皆
有
贈
、
記
別
紙
、
○
辤
（
辞
）
招
者
、
松
三
郎
・
宗
左

衛
門
・
太
左
衛
門
・
倉
次
郎
《
送
麩
切
手
七
葉
、》
大
作
・
荘
左
衛
門
・
芳
兵

衛
・
良
平
、
○
夜
、
林
外
先
生
・
玉
江
携
僕
出
訪
由
佶
、
及
本
養

寺
・
長
郎
君
導
、
戌
下
牌
、
帰
、
○
暁
来
、
陰
昧
午
時
、
雨
下
徹
暁

不
止
、

　
　十
七
日

卯
平
来
、
乃
令
返
李
暁
氏
諸
具
、
贈
礼
彦
短
冊
二
葉
与
羊

餻
一
本
、
謝
李
暁
氏
、
○
源
左
衛
門
・
龍
平
来
、
謝
○
由
佶
来
、

○
託
明
寺
使
一
僧
来
、
贈
寒
具
一
筐
於
林
外
先
生
、
○
李

暁
、
送
粕
漬
瓜
一
筐
与
襆(

幞)

一
幅
於
先
生
、
○
三
斎
来
、
招
林
外
先

生
、
未
下
牌
、
携
令
弟
林
中
君
赴
焉
、
○
午
下
牌
、
玉
江
去
、
○

○
仁
造
送
蛮
橘
、
○
酉
上
牌
、
備
中
屋
精
作
来
、《
府
内
人
、
先
生
親
姻
》
乃

走
卯
平
、
迎
先
生
帰
、
○
夜
、
仁
造
来
謝
、
乃
属
送
装
具
、
於
浪

華
、
仁
造
曰
、
明
日
、
携
一
人
来
、
○
李
暁
・
託
明
寺
・
良
平
、
前
後

来
、
共
話
時
事
、
亥
牌
散
、
○
章
吉
来
、
贈
柿
、
○
卯
平
去
、
乃
付
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三

後
、
仁
造
去
、
先
生
属
買
酒
一
駄
、
既
使
人
、
送
酒
三
品
試
之
、

○
夜
、
託
明
寺
・
良
平
・
仁
造
来
、
良
平
導
先
生
、
託

明
寺
・
仁
造
出
、
長
郎
君
従
、
子
牌
、
帰
、
○
酉
下
牌
、
秀
、
導
貞
兵

衛
、
訪
由
佶
、
○
告
尊
夫
人
以
下
明
日
辤
（
辞
）
本
地
、
且
雇
轎
夫

○
今
日
、
先
生
・
貞
兵
衛
・
精
作
・
秀
三
撿
諸
具
、
東
平
《
先
生
所
携
》・
精

作
僕
、
助
仁
造
等
、

　
　二
十
日

仁
造
・
龍
平
・
卯
平
・
章
吉
来
、
藁
苞
如
昨
、
令
雇
夫
四
五
名
・
牛

四
匹
、
送
之
下
河
原
問
屋
、
○
尊
夫
人
・
先
生
以
下
、
将
辤
（
辞
）
本

地
、
辰
下
牌
、
託
明
寺
・
由
佶
・
三
斎
・
李
暁
・
太
兵
衛
・
西
海
・
良
平

携
酒
肴
来
、
設
別
宴
於
楼
上
、
巳
牌
、
轎
夫
三
名
来
、
尊
夫
人

拉
三
郎
君
乗
轎
、
先
生
与
精
作
、
途
過
箕
面
山
、
欲
観
紅
葉
、
良
、
導
之
、
良

平
、
午
後
返
、
○
仁
造
、
午
後
去
、
暮
前
復
来
、
致
勘
定
書
、
乃
付

金
十
二
両
餘
、
○
秀
、
徃
李
暁
氏
償
酒
直
金
二
分
二
朱
、
過

大
太
氏
償
炭
直
金
二
朱
、
主
人
供
茶
、
○
夜
、
由
佶
来
、
拝
霊

前
、
源
左
衛
亦
来
、
二
人
去
、
李
暁
来
拝
、
○
章
吉
・
阿
柳
去
、
○

贈
阿
柳
金
二
朱
、
○
付
卯
平
賃
四
百
錢
、
○
秀
三
・
貞
兵
衛

滞
守
諸
具
、
龍
平
留
宿
、
○
今
朝
、
先
生
・
貞
兵
衛
・
精
作
、
賽
大

広
寺
、
途
過
柳
屋
氏
、
贈
羊
餻
一
本
、
柳
屋
報
以
柿
一
籃
、
○

返
香
盆
、
於
大
太
氏
、
贈
羊
餻
一
筐
、
謝
、
由
佶
来
、
復
借
香
盆
、

贈
西
海
氏
、
薬
謝
金
二
朱
、
○
薄
暮
、
轎
夫
返
曰
、
服
部
返

付
賃
一
千
二
百
銭
、

　
　二
十
一
日

寅
牌
、
章
吉
携
夫
四
名
来
、
取
藳
苞
諸
具
曰
、
将
発
舩
去
、

既
雨
下
、
辰
牌
、
章
吉
復
来
曰
、
今
日
以
雨
不
能
発
舩
、
敢
告
、

賃
銭
五
百
文
、
○
今
日
、
銀
相
場
、
金
一
両
減
、
銀
十
戔
故
、
人

気
騒
擾
、
毎
人
問
其
故
、
莫
敢
知
者
、

　
　十
八
日

由
佶
来
見
先
生
、
○
雇
龍
平
、
○
遣
龍
平
、
促
仁
造
来
、
○
先

生
・
貞
兵
衛
・
精
作
・
秀
三
・
撿
雑
具
、
収
之
筐
中
、
仁
造
・
龍
平
及
先

生
、
所
携
僕
、
精
作
僕
、
以
縄
、
束
之
、
○
山
川
荘
左
衛
門
来
、
贈

銀
杏
、
乞
見
先
生
、
○
西
海
来
、
○
藤
本
太
左
衛
門
舍
人
来
、

致
勘
定
書
、
乃
付
銀
幣
百
三
十
一
戔
五
分
、
銀
幣
仁
造
貸

之
、
○
源
左
衛
門
来
、
致
前
日
所
属
七
々
祭
入
費
簿
、
乃
付

銀

　
　
　
　
　亦
仁
造
貸
之
、
○
源
左
衛
門
、
贈
蛮
橘
、
○

午
後
、
仁
造
・
龍
平
去
、
仁
造
送
一
銖
金
三
十
二
、
当
百
銭
五
十

枚
貸
之
、
○
隣
人
来
、
乞
銭
五
十
文
、
曰
比
隣
某
氏
有
病
痘

者
故
、
贈
見
舞
《
邦
呼
》
費
也
、
○
申
下
牌
、
導
先
生
以
下
、
浴
湯
肆
、

○
阿
柳
来
、
助
厨
務
、
○
夜
、
導
先
生
出
過
、
高
垣
氏
不
在
、
其
妻

見
、
訪
三
斎
不
在
、
訪
塩
川
松
三
郎
不
在
、
其
妻
見
、
訪
良
平

不
在
、
訪
山
口
芳
兵
衛
、
贈
秋
月
川
苔
二
包
、
過
麻
田
氏
、
訪

荘
左
衛
門
、
主
人
供
茶
、
訪
藤
本
太
左
衛
門
、
贈
羊
餻
一
本
、

過
高
橋
氏
、
李
暁
・
良
平
在
焉
、
訪
稲
田
宗
右
衛
門
、
贈
羊
餻

一
本
、
不
在
其
子
見
、
良
平
導
来
至
此
去
、
訪
西
田
屋
倉
次

郎
、
贈
川
苔
二
包
、
以
上
所
贈
、
皆
先
生
土
物
也
、
亥
牌
、
帰
、
○

阿
柳
去
、
○
龍
平
来
、
留
宿
、

　
　十
九
日

龍
平
・
仁
造
・
章
吉
・
卯
平
来
、
藁
苞
送
日
田
諸
具
、
○
山
口
芳
兵
衛
来
、

見
先
生
、
贈
羊
餻
一
本
先
生
、
上
羊
餻
券
二
葉
霊
前
、
○
午
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四

○
太
兵
衛
来
、
○
由
佶
来
、
○
巳
牌
、
貞
兵
衛
帰
浪
華
、
○
卯

平
来
、
午
時
去
、
○
龍
平
・
阿
柳
去
、
申
牌
、
阿
柳
復
来
、
○
仁
造

来
、
○
喜
兵
衛
、
贈
飣
、
○
夜
、
徃
仁
造
氏
、
謀
明
日
雇
夫
、
遂
過

由
佶
氏
、
主
人
不
在
、
○
阿
柳
留
宿
、
○
由
佶
妻
曰
、
先
向
者
、
卯

平
来
曰
、
廣
瀨
氏
雇
賃
一
日
、
定
百
五
十
文
、
然
用
繁
或
至

亥
牌
、
有
不
得
辤
（
辞
）
時
請
日
増
五
十
錢
敢
告
、
秀
、
知
所
、
其
誣
然
以

不
復
雇
、
枉
許
之
、

　
　二
十
二
日

昧
爽
、
章
吉
携
夫
三
名
来
、
乃
撿
送
浪
華
諸
具
、
発
之
、
○
辰

牌
、
擔
（
担
）
夫
一
名
来
、
取
舩
送
雑
具
、
○
仁
造
来
、
乃
付
所
、
託
置

物
数
記
《
物
数
五
十
二
品
》
○
李
暁
・
由
佶
・
西
海
来
、
別
○
卯
平
来
、
別

○
午
前
、
由
佶
使
、
理
吉
・
政
次
・
繁
次
来
、
守
舍
、
乃
出
送
浪
華

雑
具
一
肩
猶
在
、
跡
記
点
数
付
之
、
阿
柳
過
、
喜
兵
衛
氏
告

別
、
過
三
斎
氏
不
在
、
過
大
太
氏
、
過
李
暁
氏
、
主
人
不
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満
江
、号
は
石
門
。
後
に
木
屋
姓
に
復
す
。

　

生
没
年　

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
八
月
一
〇
日
～
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
七
月
二
日

　

◆
入
門
簿
あ
り

　

◆
入
門
簿
情
報　

入
門
年
月
日　

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
五
月
一
八
日
、
年
齢
二
〇
歳
、

　
　

紹
介
者　

近
藤
小
三
郎
、
住
所　

筑
後
国
柳
川
上
妻
郡
木
屋
村
（
現
福
岡
県
八
女
市
黒
木

　
　

町
木
屋
）

　

◆
師
事
者　

廣
瀬
淡
窓

　

◆
月
旦
評　

六
級
上
（
当
時
は
一
七
等
級
で
最
上
は
八
級
上
か
）

　

◆
大
帰
日
（
卒
業
）　

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
九
月
二
八
日

　

◆
大
帰
後
の
職
業　

僧
侶

◇
木
屋
石
門
の
略
年
譜
（
１
）

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
八
月
一
〇
日
筑
後
国
柳
川
上
妻
郡
木
屋
村
光
善
寺
（
現
八
女
市
黒
木
町
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
生
ま
れ
る

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
筑
前
福
岡
の
亀
井
昭
陽
の
も
と
に
遊
学

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
五
月
一
八
日
兄
徳
溟
と
共
に
咸
宜
園
に
入
門
す
る
（
二
〇
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
二
六
日 

月
旦
評
で
「
入
席
」
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月
二
七
日 

月
旦
評
で
「
一
級
下
」
に
昇
級

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
五
月
二
六
日
二
級
下
ま
で
進
む
が
「
除
名
」
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
二
七
日 

月
旦
評
で
再
び
「
除
名
」
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
月
二
三
日 

咸
宜
園
を
再
び
訪
ね
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
月 

七
日 

月
旦
評
で
「
入
席
」
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
月
二
七
日
月
旦
評
で
「
原
席
」
に
復
す
る

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
八
月
二
五
日
月
旦
評
で
「
三
級
上
」
に
昇
級

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
四
月
二
六
日
月
旦
評
で
「
四
級
上
」
に
昇
級

文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
八
月
二
五
日
月
旦
評
で
「
三
級
上
」
に
昇
級

文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
一
月
二
六
日
「
旬
子
」
の
会
頭
と
副
監
を
任
じ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
二
六
日 「
権
塾
長
」
と
「
世
説
」
の
会
頭
を
任
じ
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
月
二
一
日
月
旦
評
で
「
六
級
上
」
に
昇
級

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
二
月
一
九
日
徳
令
、
玄
了
と
共
に
浮
殿
に
行
く

（
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
二
六
日
月
旦
評
で
「
準
六
級
上
」
と
な
り
、「
塾
長
」、「
大
會
頭
」、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
蔵
書
監
」
を
任
じ
ら
れ
る

天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
二
月
二
六
日
「
新
楼
監
」
を
任
じ
ら
れ
る

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
六
月
二
四
日
兄
が
病
の
た
め
諫
山
安
民
の
薬
を
携
え
郷
に
帰
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
一
八
日
淡
窓
と
『
遠
思
楼
詩
集
』
を
編
修
す
る

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
九
月
二
八
日
咸
宜
園
を
大
帰
（
卒
業
）
す
る
（
二
九
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
月
二
〇
日 

淡
窓
に
別
れ
を
告
げ
て
日
田
を
去
る

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
二
月 

筑
後
柳
川
の
真
勝
寺
・
恵
雲
に
仏
学
を
学
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
二
六
日 

月
旦
評
で
「
客
席
」
に
転
じ
る

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
二
月
一
二
日
月
旦
評
で
「
除
名
」
と
な
る

一
〇
七

廣瀬淡窓肖像（高木豊水画）光善寺蔵 徳令の咸宜園入門簿

木屋徳令の肖像



天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
四
月
二
日 

三
二
歳
の
と
き
淡
窓
の
元
を
訪
ね
、
京
都
に
遊
学
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
を
告
げ
る

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
一
二
月
二
人
の
兄
が
続
け
て
死
去
し
た
こ
と
か
ら
帰
郷
し
、
光
善
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
職
第
一
三
世
と
な
り
私
塾
「
修
文
館
」
を
開
設
す
る
（
四
六
歳
）

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
） 

私
塾
「
修
文
館
」
を
閉
じ
る

（
３
）

明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
七
月
二
日
徳
令
没
す
る
（
九
〇
歳
）

［
墓
所
の
位
置
］
福
岡
県
八
女
市
黒
木
町
木
屋
光
善
寺

◇
木
屋
石
門
の
事
績

　

徳
令
は
幼
名
を
満
江
。
長
じ
て
徳
令
。
号
は
石
門
。
初
め
貌
姑
射
（
は
こ
や
）
を
姓
と
し
た

が
後
に
木
屋
に
復
姓
し
た
。
文
政
五
年
五
月
（
二
〇
歳
）
に
釈
徳
令
の
名
で
淡
窓
の
咸
宜
園
に

入
門
し
、
文
政
一
一
年
の
月
旦
評
で
は
在
席
者
の
中
で
最
も
優
秀
な
六
級
上
に
進
み
、
そ
の
後

は
塾
長
も
務
め
た
。
翌
年
、
咸
宜
園
を
大
帰
（
卒
業
）
し
た
。
そ
の
後
、
天
保
三
年
に
仏
学
を

修
め
る
た
め
筑
後
柳
川
の
恵
雲
に
学
び
、
天
保
五
年
に
は
京
師
に
上
り
高
倉
学
寮
に
入
っ
て
香

樹
院
や
雲
華
院
大
含
に
親
炙
し
た
。
ま
た
、
伏
見
宮
の
侍
講
と
し
て
宮
中
に
出
入
し
、
相
国
寺

管
長
に
推
薦
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
こ
れ
を
辞
し
た
。
嘉
永
元
年
、
帰
郷
し
て
光
善
寺
第

一
三
世
に
就
き
、
寺
院
の
側
に
私
塾
「
修
文
館
」
を
開
い
た
。
咸
宜
園
の
学
風
と
仏
教
の
教
義

を
基
と
し
た
慈
愛
、
道
義
を
中
心
と
し
、
知
と
徳
の
一
致
を
目
的
と
し
て
子
弟
を
指
導
し
た
。

明
治
一
八
年
の
閉
塾
ま
で
に
学
ん
だ
門
下
生
の
数
は
約
三
千
名
と
さ
れ
て
お
り
、
塾
内
に
は
「
富

有
」、「
綴
花
」、「
晩
山
」
と
称
す
る
三
つ
の
寮
を
備
え
た
九
州
地
方
を
代
表
す
る
私
塾
で
あ
っ
た
。

現
在
も
塾
則
や
門
下
生
に
関
す
る
史
料
が
残
り
、
昨
年
、
光
善
寺
で
は
四
六
九
名
の
門
下
生
に

つ
い
て
そ
の
名
前
や
出
身
地
、
職
業
な
ど
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
。
咸
宜
園
を
大
帰
し
た
後

の
徳
令
は
、
仏
教
界
で
の
活
躍
に
加
え
て
、
地
域
の
教
育
振
興
や
農
事
関
連
で
も
活
躍
し
た
が
、

特
に
玉
露
緑
茶
の
製
法
を
京
師
で
学
び
地
域
に
奨
励
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
茶
業
の
改
良
発
展

に
大
い
に
貢
献
し
た
。
ま
た
、「
八
女
聖
人
」
と
も
呼
ば
れ
た
徳
令
の
学
風
は
そ
の
門
下
生
・
蒲

池
石
言
に
継
が
れ
て
、
筑
後
の
風
教
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
明
治
二
五
年

七
月
二
日
、九
〇
歳
で
没
し
た
。
著
書
に
は
、『
日
新
富
有
楼
詩
集
』、『
老
子
大
意
』、『
真
宗
要
義
』、

『
三
道
一
致
論
』
等
が
あ
る
。

◆
淡
窓
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

文
政
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
淡
窓
は
大
病
に
か
か
り
、
一
年
近
く
講
業
を
廃
止
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
徳
令
は
、
師
淡
窓
の
病
気
平
癒
を
祈
っ
て
「
龍
馬
の
森
」（
現
若
八
幡
社
）

の
一
祠
堂
（
稲
荷
社
）
に
入
っ
て
断
食
し
た
こ
と
が
あ
る
。
入
門
す
る
前
、
そ
の
父
法
音
と
あ

る
約
束
を
し
て
い
た
。「
師
に
事
ふ
る
こ
と
、
猶
我
に
事
ふ
る
が
如
く
せ
よ
。」
師
に
仕
（
事
）

え
る
こ
と
は
、
父
に
仕
え
る
こ
と
に
同
じ
と
し
た
。
こ
れ
が
断
食
と
い
っ
た
奇
行
に
つ
な
が
り
、

門
人
中
第
一
の
奇
人
と
い
わ
れ
た
徳
令
の
逸
話
と
し
て
伝
わ
っ
た
。
淡
窓
は
「
懐
旧
楼
筆
記
」

巻
三
十
の
九
月
二
八
日
の
条
で
大
帰
し
た
徳
令
の
こ
と
を
数
丁
に
わ
た
っ
て
ふ
れ
て
い
る
。「
第

一
ノ
奇
人
ト
ス
」
と
し
た
淡
窓
評
が
残
さ
れ
る
ほ
か
、
塾
則
厳
し
い
咸
宜
園
の
中
に
あ
っ
て
、

さ
ら
に
塾
内
で
の
言
動
等
に
関
し
て
個
別
に
誓
約
を
交
わ
し
た
こ
と
が
伝
わ
る
な
ど
話
題
に
は

事
欠
か
な
い
人
物
で
あ
る
。
塾
内
で
は
、
成
績
優
秀
で
塾
長
の
大
役
を
務
め
た
ほ
ど
の
人
物
で

あ
り
、「
宜
園
一
八
才
子
」
の
一
人
で
あ
る
。

◇
私
塾
「
修
文
館
」
の
主
な
門
下
生

　

水
月
哲
英
（
筑
紫
女
学
園
創
始
者
）、
大
谷
勝
尊
（
東
本
願
寺
法
主
第
二
一
世
の
三
男
）、
市

　

ノ
瀬
省
吾
（
華
道
新
池
坊
の
創
始
者
）、
一
ノ
瀬
重
幸
（
木
屋
小
学
校
初
代
校
長
）

【
註
】

（
１
）
月
旦
評
昇
級
に
関
す
る
記
述
は
一
部
割
愛
し
た
。
ま
た
、（ 

）
は
補
注
で
あ
る
。

（
２
）
宇
佐
市
の
浮
殿
に
開
塾
し
た
咸
宜
園
の
分
校
的
存
在
で
旭
荘
が
講
義
し
て
い
た
。
二
人
は

講
義
の
補
佐
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
徳
令
は
数
回
往
来
し
て
い
る
。

（
３
）
寺
伝
で
は
、「
修
文
館
」
は
明
治
一
八
年
に
閉
塾
し
、
在
席
し
た
塾
生
は
有
萬
家
塾
（
旧

八
女
郡
中
広
川
村
川
瀬
）
に
移
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
一
八
年
七
月
に

作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
私
塾
設
置
伺
書
」
及
び
「
規
約
」
等
の
史
料
か
ら
は
、　　

そ
の
後
暫
く
の
間
、
塾
が
存
続
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

【
参
考
文
献
】
木
屋
徳
令
の
略
年
譜
及
び
事
績
の
作
成
に
使
用

『
宜
園
百
家
詩
初
編
』（
鴻
寶
堂
、
一
八
四
一
）

小
栗
布
岳
『
豊
絵
詩
史
』（
一
八
八
六
）

水
月
哲
英
『
石
門
先
生
』（
水
月
哲
英
、
一
九
三
四
）

日
田
郡
教
育
会
編
『
淡
窓
全
集
』
上
・
中
・
下
「
懐
旧
楼
筆
記
」
等
（
思
文
閣
、
一
九
七
一
複
刻
）

田
中
晃
「
淡
窓
先
生
門
人
・
石
門
釈
徳
令
に
つ
い
て
」『
敬
天
』（
淡
窓
会
、
一
九
七
三
）

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
『
咸
宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』（
廣
瀬
宗
家
、
一
九
七
四
）

井
上
義
巳
『
福
岡
県
の
教
育
史
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
四
）

光
善
寺
編
「
石
門
年
表
」（
二
〇
一
二
）

一
〇
八



咸
宜
園
門
下
生
略
伝 （
一
）

大
賀 
賢
励 

ー
伊
勢
の
大
教
育
者
ー 

本
名 
大
賀 
賢
励
（
お
お
が
・
け
ん
れ
い
）、
号 

旭
川
（
き
ょ
く
せ
ん
）

生
没
年　

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
一
一
月
二
九
日
～
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
月
二
四
日

◆
入
門
簿
な
し

（
１
）

◆
入
門
時
情
報

　

入
門
年
月
日　

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
一
月
一
五
日
、
年
齢
二
五
歳
、

　

身
分
・
職
業　

僧
侶
（
浄
円
寺
）、
住
所　

伊
勢
下
野
村
（
現
三
重
県
四
日
市
市
）

◆
師
事
者
廣
瀬
淡
窓

◆
月
旦
評
（
一
九
等
級
制
）
七
級
上

◆
大
帰
日
（
卒
業
）
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
一
〇
月
一
八
日

◆
大
帰
後
の
職
業　

僧
侶

◇
大
賀
賢
励
の
略
年
譜

（
２
）

文
政
二 

年
（
一
八
一
九
） 

一
一
月
二
九
日
伊
勢
国
朝
明
郡
大
鐘
村
（
現
四
日
市
市
大
鐘
町
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

浄
円
寺
住
職
流
情
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る

天
保 

三 

年
（
一
八
三
二
） 

三
月
か
ら
天
保
六
年
一
二
月
ま
で
の
間
、
朝
明
郡
中
野
村
（
現
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

市
市
中
野
町
）
の
天
春
九
郎
右
衛
門
度
に
学
ぶ

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
一
月
一
五
日
、
咸
宜
園
に
入
門
す
る 

（
二
五
歳
）。
長
福
寺
の
舎
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
月
一
六
日　

月
旦
評
上
で
「
入
席
」

弘
化 

元 

年
（
一
八
四
四
）
二
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
権
一
級
下
」
に
昇
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

三
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
二
権
一
級
上
」
に
昇
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

五
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
四
権
二
級
上
」
に
昇
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

八
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
五
権
三
級
上
」
に
昇
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
一
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
六
権
四
級
上
」
に
昇
級

弘
化 

二 

年
（
一
八
四
五
）
一
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
七
権
五
級
上
」
に
昇
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

五
月 

一 

日　

月
旦
評
で
「
五
権
六
級
上
」
に
昇
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

六
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
五
権
七
級
下
」
に
昇
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
一
月
二
五
日　

月
旦
評
で
「
七
級
上
」
に
昇
級

弘
化 

三 

年
（
一
八
四
六
）
一
〇
月
一
八
日　

大
帰
（
卒
業
）
と
な
る
（
二
八
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

一
〇
月
二
五
日　
「
除
名
」
と
な
る

嘉
永 

三 

年
（
一
八
五
〇
） 

六
月
二
十
三
日　

上
京
し
て
東
京
本
願
寺
大
学
寮
に
学
ぶ

文
久 

二 

年
（
一
八
六
二
） 

浄
円
寺
の
住
職
と
な
る

慶
応 

元 

年
（
一
八
六
五
） 

弟
賢
海
に
住
職
を
譲
り
、
子
弟
教
育
に
専
念
す
る

明
治 

二 

年
（
一
八
六
九
） 

三
月　

元
忍
藩
出
張
所
大
矢
知
藩
学
校
教
授
に
就
任
す
る

明
治 

三 

年
（
一
八
七
〇
） 

一
一
月　

忍
藩
藩
校
「
興
譲
館
」
教
頭
に
就
任
し
、
明
治
五
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
で
務
め
る

明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
） 

六
月
一
日　

浄
円
寺
境
内
の
掇て

つ
え
い
え
ん

英
園
に
私
塾
「
半
学
舎
」
を
開
設
す
る

明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
月
二
四
日　

病
没
し
た

◇
大
賀
賢
励
の
事
績
と
淡
窓
と
の
関
係

　

賢
励
は
廣
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
に
天
保
一
四
年
二
五
歳
で
入
門
し
た
。
入
門
時
の
年
齢
か
ら
相

当
の
学
力
を
持
っ
て
入
門
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
在
塾
三
年
に
し
て
七
級
上
ま
で
昇

現在の浄円寺（四日市市大鐘町）

大賀賢励の肖像写真

大賀賢励寿碑（四日市市北山町） 移築後の私塾「半学舎」の建物（現存しない）

一
〇
九



級
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
淡
窓
の
信
頼
も
厚
く
、寄
宿
し
た
同
門
の
長
福
寺
の
舎
長（
寮

長
）
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
る

（
３
）
。
淡
窓
の
日
記
「
進
修
録
」（
巻
十
二
）
の
大
帰
日
の
条
で
は
才
子

で
あ
る
と
称
え
ら
れ
て
い
る
。
帰
郷
後
は
、「
綴
英
園
半
学
舎
」
と
称
す
る
塾
を
開
き
、
和
漢
学

に
仏
学
も
交
え
て
門
弟
を
教
育
し
た
が
、
特
に
詩
文
を
重
視
し
た
点
は
咸
宜
園
の
影
響
が
見
え

る
。
私
塾
「
半
学
舎
」
の
精
神
は
「
教
え
る
こ
と
の
半
分
は
、
自
ら
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
」
と
し

て
い
た
。
入
門
し
た
門
下
生
は
、
北
伊
勢
地
方
を
中
心
に
北
は
出
羽
や
越
後
、
南
は
豊
前
・
薩

摩
な
ど
二
十
二
ヶ
国
に
及
び
、
門
弟
数
千
数
百
人
と
さ
れ
た
。
現
在
も
私
塾
に
関
す
る
資
史
料

が
浄
円
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

・
廣
瀬
淡
窓
と
大
賀
賢
励

　

賢
励
は
日
田
か
ら
遠
く
離
れ
た
伊
勢
の
地
に
お
い
て
、
淡
窓
の
こ
と
を
敬
慕
し
、
咸
宜
園
で

修
得
し
た
学
問
や
哲
学
を
生
か
し
、
帰
郷
後
は
教
育
や
文
化
面
な
ど
で
広
く
咸
宜
園
教
育
を
実

践
し
た
人
物
で
あ
る
。
淡
窓
の
影
響
は
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
浄
円
寺
よ
り
一
㎞
ほ
ど

離
れ
た
小
丘
の
頂
に
賢
励
の
埋
骨
塔
や
寿
碑
が
建
立
さ
れ
た
場
所
「
罄け

い
ぎ
え
ん

宜
園
」
が
あ
る
。「
罄
宜
」

と
は
、『
詩
経
』
の
「
鹿
鳴
矣
保
章
罄
無
不
宜
受
天
百
録
」
か
ら
引
用
し
た
用
語
で
「
こ
と
ご
と

く
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
生
前
よ
り
好
ん
で
訪
れ
て
い
た
場
所
に
「
咸
宜
」
と
同

じ
意
味
の
「
罄
宜
」
と
名
付
け
た
。
ま
た
、
賢
励
の
門
下
生
た
ち
が
生
前
建
立
し
た
寿
碑
の
碑

文
冒
頭
に
は
中
国
の
蔡
邕

（
４
）
の
言
葉
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
昨
今
の
碑
に
は
故
人
を
褒
め
称

え
過
ぎ
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
き
ら
い
、
碑
文
を
自
ら
撰
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
淡
窓
が
自
ら
の
墓
に
建
立
す
る
碑
文
に
つ
い
て
同
様
な
理
由
で
生
前
つ
く
っ
て
い
た
点

と
通
じ
る
。
そ
の
他
、
賢
励
が
塾
の
門
下
生
た
ち
と
近
く
の
野
山
を
訪
れ
、
詩
作
に
興
じ
て
い

た
こ
と
な
ど
も
咸
宜
園
に
お
け
る
「
放
学
」
の
情
景
と
重
な
る
。

［
埋
骨
塔
の
位
置
］
三
重
県
四
日
市
市
北
山
町
通
称
「
罄
宜
園
」

・
主
な
著
書

　
『
三
条
述
義
』(

一
八
七
五)

、『
旭
川
詩
鈔
』
上
・
下
（
一
八
八
八
）、『
旭
川
詩
鈔
第
二
編
』
上
・

下
（
一
九
〇
五
）、『
青
華
餘
芳
』（
一
八
八
四
）、『
梅
渓
遺
稿
上
・
下
』（
一
九
一
二
）、『
終
誉
集
』

（
一
九
一
二
）

・
関
係
資
史
料

　

大
賀
賢
励
「
小
学
家
塾
開
業
奉
願
ニ
付
添
御
願
書
」（
明
治
一
〇
年
五
月
二
一
日
）

　

大
賀
賢
励
「
私
立
学
校
設
置
ノ
儀
伺
」（
明
治
一
五
年
一
二
月
一
日
）

　

大
賀
賢
励
「
私
立
半
学
舎
教
則
改
正
ノ
件
之
伺
」（
明
治
一
七
年
一
二
月
一
七
日
）

◆
私
塾
「
綴
英
園
半
学
舎
」
の
門
下
生

　

日
置
益
（
前
独
逸
大
使
）、
加
藤
増
雄
（
前
朝
鮮
公
使
）、
木
村
誓
太
郎
（
貴
族
院
・
衆
議
院

両
議
員
）、
森
茂
生
（
衆
議
院
議
員
）、
天
春
文
衛
（
衆
議
院
議
員
）、
平
田
力
之
助
（
衆
議
院
議

員
）、
下
田
亨
三
（
全
国
町
村
長
会
長
、
三
重
県
会
議
長
）、
多
湖
実
（
判
事
）、
杉
谷
泰
山
（
第

二
高
等
学
校
教
授
）、
前
田
慧
雲
（
龍
谷
大
学
長
）、
花
山
大
安
（
真
宗
大
学
教
授
）、
日
野
諦
励

（
仏
教
大
学
教
授
）、
阿
部
恵
水
（
東
本
願
寺
寺
務
総
長
）、
太
田
祐
慶
（
西
本
願
寺
重
役
・
有
名

な
布
教
師
）、
松
原
深
諦
（
西
本
願
寺
執
行
長
）、
木
村
洞
達
（
米
国
で
成
功
し
た
実
業
家
）、
大

矢
知
米
太
郎
（
前
東
横
社
長
大
矢
知
昇
氏
の
兄
）
等
多
数
の
名
士
を
輩
出
し
て
い
る
（
５
）

。

【
註
】

（
１
）
天
保
一
四
年
の
入
門
簿
は
そ
の
一
部
が
欠
落
し
て
い
る
が
、
淡
窓
日
記
の
同
年
一
月
一
五

日
の
条
に
は「（
前
略
）勢
州
僧
賢
励
入
門
。
居
長
福
寺
。」と
あ
り
、入
門
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
２
）
略
年
譜
の
月
旦
評
昇
級
に
関
す
る
記
述
の
一
部
は
割
愛
し
た
。
ま
た
、(  )

は
補
注
で
あ
る
。

（
３
）
長
福
寺
は
咸
宜
園
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
に
あ
り
、
塾
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
指
定
寮
の
よ
う

な
存
在
で
、
多
く
の
門
下
生
（
僧
侶
）
が
寄
宿
し
た
場
所
で
あ
っ
た
。
入
門
と
同
時
に
舎

長
に
任
命
さ
れ
た
の
に
は
年
齢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
人
格
的
に
も
優
れ
て
い
た
と
判
断
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
４
） 

中
国
後
漢
末
期
の
政
治
家
・
儒
者
・
書
家
で
、
飛
白
体
の
創
始
者
と
さ
れ
た
人
物
。

（
５
） 

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
『
咸
宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』（
廣
瀬
宗
家
、
一
九
七
四
）
の
大
賀
賢

励
の
項
に
三
重
県
東
員
町
一
色
秀
吉
氏
の
調
べ
に
よ
る
と
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

日
田
郡
教
育
会
編
『
淡
窓
全
集
』
上
・
中
・
下
「
懐
旧
楼
筆
記
」
等
（
思
文
閣
、
一
九
七
一
複
刻
）

近
藤
寿
太
郎
「
廣
瀬
淡
窓
先
生
と
大
賀
旭
川
先
生
の
教
育
」（
一
九
五
五
）

廣
瀬
先
賢
顕
彰
会
『
咸
宜
園
出
身
八
百
名
略
伝
集
』（
廣
瀬
宗
家
、
一
九
七
四
）

『
伊
勢
新
聞
』（
二
〇
〇
四
年
五
月
九
日
）

志
水
雅
明
『
伊
勢
の
大
教
育
者
・
漢
詩
人
旭
川 

大
賀
賢
励
の
生
涯
』（
旭
川
師
百
回
忌
法
要
実
行

委
員
会
、
二
〇
〇
五
）

志
水
雅
明
「
淡
窓
の
衣
鉢
を
継
い
だ
漢
詩
人
（
上
）
大
賀
賢
励
」『
発
掘
街
道
の
文
学
３ 

四
日
市
・

湯
の
山
編
』（
伊
勢
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
）

後
記 

現
地
調
査
の
折
に
は
、
浄
円
寺
の
皆
様
並
び
に
志
水
雅
明
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

一
一
〇



 1 . 展示事業

咸宜園教育研究センター年報（平成 23 年度）

Ⅰ . 教 育 普 及 事 業

1

（１-1）常設展：新収蔵品展 （１-2）常設展：収蔵品展
廣瀬林外・諌山菽村・松方正義の資料を中心に

会　期：平成 23 年 4 月 1 日から
　　　　平成 23 年 5 月 30 日まで
内　容：本展は、開館記念の特別展として企画し、廣瀬

淡窓の肖像や門下生の中島子玉、釈徳令などの
肖像、咸宜園絵図、当時の咸宜園で使用された
入門簿や月旦評などを展示した。 

協　力：財団法人廣瀬資料館、光善寺、善教寺
展示品：廣瀬淡窓座像（朝倉文夫作）

廣瀬淡窓肖像（高木豊水画）
中島子玉肖像（咸宜園門下生）
釈徳令肖像（咸宜園門下生）
咸宜園絵図（明治 16 年 小栗布岳画）
芭蕉翁自画賛
廣瀬淡窓五言古詩「卜居」（六曲一隻）
月旦評（天保 13 年・大村藩校五教館）
月旦評（明治４年・咸宜園）
入門簿（巻１）　入門簿（淡再第 31 号）
入門簿（勝屋講師時代）
天秤、行 灯（明治３年）、六橋記聞
御請書、申聞書、約言（亀井評）、義府
析玄原稿、万善簿、宜園百家詩初編
遠思楼詩鈔、淡窓詩話、
咸宜園跡発掘調査出土品

会　期：平成 23 年 6 月 2 日から
平成 23 年 7 月 31 日まで

内　容：第 2 代塾主である廣瀬旭荘の子で、伯父淡窓に
育てられた第 4 代塾主廣瀬林外の時代（幕末か
ら明治初期） や第 9 代塾主諌山菽村に関する資
料を展示した。明治元年、初代の日田県知事と
して松方正義が日田に赴任する。その松方に「養
育館」（日本初の社会福祉施設）建設を進言し
たのは、咸宜園の門下生で医者でもあった諌山
菽村であった。
本展では、明治初期に日田で同じ時間を過ごし
た林外、菽村、松方の 3 人に関わる資料を紹介
した。 

協　力：財団法人廣瀬資料館、
展示品：廣瀬淡窓肖像（複製）

廣瀬旭荘 書
廣瀬林外 書
諌山菽村「梅花図」扁額
諌山菽村「梅花図」掛軸
諌山菽村「山水梅花図」掛軸
松方正義 書「日田養育館跡」
月旦評（明治 4 年）
入門簿（淡窓最初の門下生 / 複製）
入門簿（勝屋明浜時代のもの）
硯（赤間関産）

「敬天」扁額
咸宜園絵図（複製）
宜園百家詩 初編
遠思楼詩鈔
万善簿

「日田養育館」（額装）
咸宜園跡発掘調査出土品



2

（１-3）常設展：収蔵品展
淡窓百年祭と大家書道展－ 1 －

（１-4）常設展：収蔵品展
文玄先生の碑（拓本）、村上姑南、劉石舟の資料を中心に

会　期：平成 23 年 8 月 8 日から
　　　　平成 23 年 9 月 27 日まで
内　容：収蔵品展では咸宜園の成り立ちや淡窓を育んだ

廣瀬家や豆田について、また有名な門下生につ
いて紹介した。廣瀬淡窓や旭荘が書いた漢詩や、
門下生の１人である三絶僧（詩・書・画ともに
優れている）・平野五岳の肖像画を展示した。

協　力： 財団法人廣瀬資料館
展示品：廣瀬淡窓肖像（複製）

廣瀬淡窓 書
廣瀬旭荘 書
平野五岳肖像画
宇野雪村 書 五言絶句
松井如流 書 五言絶句
松本芳翠 書 七言絶句「江村」
青山杉雨 書 五言絶句
炭山南木 書 五言絶句
豊道春海 書 七言絶句
鈴木翠軒 書 五言絶句「東窓」
慶応 2 年月旦評（複製）
廣瀬淡窓時代の「入門簿」（複製）
勝屋明浜時代の「入門簿」
硯（赤間関産）

「敬天」扁額
咸宜園絵図（複製）
宜園百家詩 初編
遠思楼詩鈔
万善簿

会　期：平成 23 年 12 月 1 日から
平成 24 年 3 月 31 日まで

内　容：収蔵品展では咸宜園の成り立ちや淡窓を育んだ
廣瀬家、門下生について紹介した。
今回は、咸宜園初代塾主・淡窓から、第 4 代塾
主・林外までの歴代塾主の書を並べて展示した。

協　力： 財団法人廣瀬資料館
展示品：廣瀬淡窓肖像（複製）

廣瀬淡窓書 漢詩「彦山」
廣瀬淡窓書 漢詩「鶴」
廣瀬旭荘書 漢詩
廣瀬青邨書 漢詩
廣瀬林外書 漢詩
文玄先生之碑　拓本
村上姑南「山水図」
千原夕田 蘭石図
劉石舟書 漢詩
慶応 2 年月旦評（複製）
淡窓時代の「入門簿」（複製）
硯（赤間関産）
文字が彫られた硯

「敬天」扁額
明治咸宜園絵図（複製）
宜園百家詩 初編
遠思楼詩鈔
万善簿



3

（2）特別展　
近世の私塾－西日本を中心として－

（3）企画展
　　咸宜園とその門下生－第 4 代塾主 廣瀬林外－

会　期：平成 23 年 10 月 1 日から
平成 24 年 11 月 29 日まで

内　容：藤樹書院、適塾、青谿書院、松下村塾の資料等
協　力： 財団法人 藤樹書院

藤樹神社
近江聖人中江藤樹記念館
高島市教育委員会
大阪大学適塾記念センター
適塾記念会
財団法人 青谿書院保存会
養父市教育委員会
松陰神社
松陰神社宝物殿 至誠館
萩博物館
財団法人 廣瀬資料館
大分県立歴史博物館

展示品：中江藤樹肖像　　　　　藤樹書院旧図
致良知　版木　　　　　致良知
翁問答　　　　　　　　緒方洪庵肖像
適々斎塾姓名録 / 複製 
適塾塾生等級別名簿
刀架煙草盆
五言古詩「青谿書院偶題」
長三洲書　青谿書院記
池田草庵書　青谿書院記
拍子木　　　　　　　　抽せん器
青谿書院図　　　　　　吉田松陰肖像 / 複製
至誠 / 複製　　　　　　留魂録 / 複製
吉田松陰絵伝（パネル展示）
咸宜園絵図 / 複製　　　敬天
月旦評 / 複製　　　　　入門簿 / 複製
宜園百家詩 初編　　　　遠思楼詩鈔
万善簿

会　期：平成 24 年 2 月 15 日から
平成 24 年 3 月 31 日まで

内　容：廣瀬林外は咸宜園の第２代塾主であった旭荘
の長男で、幕末から明治初期にかけて第４代塾
主を務めた人物である。今回の展示を通じ、従
来日田でもあまり知られていない林外のことを
知っていただく機会となった。

協　力： 財団法人廣瀬資料館
展示品：廣瀬林外肖像画

林外廣瀬君墓碑名
廣瀬旭荘肖像画（西島青浦画）
廣瀬淡窓肖像画（柏木峰渓画）

『醒齋日暦』（廣瀬淡窓日記）
『進修録』（廣瀬淡窓日記）
『懐旧楼筆記』
「児孝ニ示ス書ノ写」『梅墩叢書』
『追思録』
入門簿（淡窓期）
嘉永元年月旦評

『九桂草堂随筆』
入門簿（林外期）
慶応二年月旦評 / 複製
吉嗣拝山画「三聖像」
清浦奎吾書「秋風庵」

『林外遺稿』
松方正義書「日田養育館跡」



 2 . 講 座 ・ 講 演 会 ・ イ ベ ン ト 等
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開校式

第 5 講【講義】

第 3 講【遊学】

第 6 講【夜学】

講座 開催日 事業名など 場所 参加者・その他

開校式
第 1 回

４月 25 日（月）
午後 7 時 30 分

～午後 9 時

「廣瀬淡窓と咸宜園の教育」
　咸宜園教育研究センター
　　名誉館長　後藤 宗俊 氏

パトリア日田
スタジオ１

参加者 63 名

第 2 回
5 月 13 日（金）
午後 7 時 30 分

～午後 9 時

「師弟」のいる風景
－咸宜園と門下生たち－
　咸宜園教育研究センター
　　名誉館長　後藤 宗俊 氏

パトリア日田
スタジオ１

参加者 60 名

第 3 回
５月 28 日（土）

午前 9 時
～午後 5 時

遊学
①清浦奎吾記念館

（咸宜園門下生　清浦奎吾）
②光善寺（咸宜園門下生　 釈 徳令）

①熊本県山鹿市
②八女市黒木町

参加者 55 名

第 4 回
６月 12 日（日）

午前 10 時
～午後 4 時

放学
廣瀬淡窓が塾生と詩作のため遠遊し
た市内を辿る。

市内遠遊 荒天のため中止

第 5 回
６月 27 日（月）
午後 7 時 30 分

～午後 9 時

「休道」の詩と現代の教育観
　別府大学国際言語文化学科
　　教授　荒金 大琳 氏

パトリア日田
ギャラリー

参加者 55 名

第 6 回

７月 22 日（金）
　　～ 23 日（土）

午後 4 時
～翌日午前 11 時

夜学、夜なべ談義
・咸宜園の日課表で実施
・秋風庵・遠思楼洒掃

史跡咸宜園跡
・喫飯（朝飯）は、竃で炊いた
ご飯とポットラック
参加者 43 名

■講座

①咸宜園平成門下生講座（年６回）対象：咸宜園平成門下生之会（会員数 124 名）
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スタジオ 1 での講座風景 小ホールでの公開講座

講座 開催日 事業名など 場所 参加者

開校式
第 1 回

９月９日（金）
午後 7 時
～午後 9 時

「塩谷代官と廣瀬淡窓」
～淡窓の日記からその関わりあいを見る～
財団法人　廣瀬資料館
　　理事長　廣瀬 貞雄 氏

パトリア日田
小ホール

（公開講座）
120 名

第 2 回
９月 27 日（火）
午後 7 時 30 分
～午後 9 時

「咸宜園教育のひろがり」
広島大学大学院
　　准教授　鈴木 理恵 氏

パトリア日田
スタジオ１

79 名

第 3 回
10 月７日（金）
午後 7 時 30 分
～午後 9 時

「挫折と栄光　廣瀬淡窓の生き方に学ぶ」
大分県立先哲史料館
　　主任研究員　大野 雅之 氏

パトリア日田
スタジオ１

59 名

第 4 回
10 月 21 日（金）
午後 7 時 30 分
～午後 9 時

「錐と槌とを共に活かす教え」
　　－ 咸宜園の職人制について－
国學院大學　
　　非常勤講師　三澤 勝己 氏

パトリア日田
スタジオ１

61 名

第 5 回
11 月 14 日（月）
午後 7 時
～午後 8 時 30 分

『私にとっての「淡窓」』
大分県知事　廣瀬 勝貞 氏

パトリア日田
大ホール

（公開講座）
750 名

第 6 回
11 月 22 日（火）
午後 7 時 30 分
～午後 9 時

「廣瀬淡窓の思想について」
大分県立歴史博物館
　 　館長　深町 浩一郎 氏

パトリア日田
スタジオ１

74 名

第 7 回
12 月 9 日（金）
午後 7 時 30 分
～午後 9 時

「近世の私塾と咸宜園教育の系譜について」
咸宜園教育研究センター
　　主査　吉田 博嗣

パトリア日田
スタジオ１

48 名

第 8 回
12 月 25 日（日）
午後 2 時 30 分
～午後 4 時

「世界遺産を巡って」
元ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
東京国立博物館名誉館長
　　豊の国かぼす大使　佐藤 禎一 氏

パトリア日田
小ホール

（公開講座）
218 名

■講座

②咸宜園教育研究センター定期講座（年８回）　応募人数：80 名



■講座
③拓本講座（４回）　　　応募人数：30 名（申込人数 30 名）　会場：市内詩碑建立地 13 ヶ所
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①第 11 回立志の道を歩こう（熊本県山鹿市の事業）
◇日 時：平成 23 年 8 月 19 日（金）午前 11 時～午後１時
◇参加団体：山鹿市 116 名、日田市 62 名

◇協力団体：①淡窓会　　　　　　　
　　　　　　②主要地方道日田鹿本線改修促進期成会　　　　　
　　　　　　③ JA 大分ひたスイカ部会、梨部会
◇記念品：日田市 ①「淡窓先生ものがたり」
　　　　　　　　 ②「はがき、しおりと淡窓さんシールセット」
　　　　　日田市観光協会 ①「日田杉の淡窓さんうちわ」

唯一の陽刻の詩碑（銭渕町公民館）

センターでの座学 講師陣の指導をいただきながら

パトリア内での展示風景【※】

講座 開催日 講師・解説 時間 場所 参加者

第 1 回 ９月 10 日（土）
講師：別府大学
教授　荒金 大琳 氏

午前 咸宜園教育研究センター【講義】

25 名
午後

咸宜園教育研究センター
「桂林荘雑詠示諸生」

第 2 回 ９月 11 日（日）
解説：咸宜園教育研究センター
名誉館長　後藤 宗俊 氏

午前
月隈公園「淡窓」
羽野天満宮「筆塚」

21 名

午後
昭和学園「即事」
慈眼山「鐘堂」

第 3 回 ９月 24 日（土）
解説：咸宜園教育研究センター
名誉館長　後藤 宗俊 氏

午前
亀山公園「秋夕遊西教寺」
三隈川公園「江村」

19 名

午後
銭渕町公民館「隈川雑詠」
琴平町公民館「釜渕」

第 4 回 ９月 25 日（日）
解説：文化財保護課
主事　原田 弘徳

午前
若八幡社「夜雨寮」
大原神社「放生会」

17 名

午後
豆田辻公園「秧緑軒」
咸宜園教育研究センター【講義】

【※作品は、平成 23 年 11 月１日（火）～ 14 日（月）の間パトリア日田 ( ガレリア）に展示】

■交流・教育普及事業
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②夏休みは、咸宜園で学ぼう！ 
◇目的：夏休みの自由研究で咸宜園を取り上げてもら

い、参加を保護者同伴にし、保護者と一緒に学
んで関心をもってもらう。更には体験したこと
を家族との会話の中で話題にして咸宜園に来館
してもらうことを目的とする。

◇日時：平成 23 年 7 月 30 日から 8 月 20 日（５日間）
◇会場：咸宜園教育研究センター、秋風庵、遠思楼、長
　　　　生園、西塾跡

秋風庵で解説員の錦先生に、山鹿から歩いて咸宜
園に学びに来た清浦奎吾さんのことや咸宜園でど
のようなことを勉強したか、お話を聴きました。

原田市長、咸宜・桂林小児童、淡窓さんなど約 60 
名でお迎えしました。

山鹿市鹿本町児童から咸宜・桂林小等へ竹の皮に
包まれたおにぎりをいただきました。

咸宜・桂林小児童 20 名が「休道の詩」を朗誦し
歓迎しました。

体 験 コ ー ス 開 催 日 参 加 数

万善簿をつけよう

２日間　／　12 名・保護者７名

平成 23 年 7 月 30 日（土） ８名・保護者４名

平成 23 年 7 月 31 日（日） ４名・保護者３名

我が家の家訓をつくろう

２日間 ／ ６名・保護者２名

平成 23 年 8 月 7 日（日） １名

平成 23 年 8 月 20 日（土） ５名・保護者２名

咸宜園いろはうたで筆あそび
共催：日田書道協会

２日間 ／ 17 名・保護者 12 名（書道協会 10 名）

平成 23 年 8 月 6 日（土） ９名・保護者５名

平成 23 年 8 月 7 日（日） ８名・保護者７名

咸宜園のたんけん

３日間 ／ 13 名・保護者 12 名

平成 23 年 8 月 6 日（土） ２名・保護者２名

平成 23 年 8 月 7 日（日） ８名・保護者６名

平成 23 年 8 月 20 日（土） ３名・保護者４名
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②淡窓先生に学ぶ　～学校の取組み～
◇目　　的：学校の取組みを広く市民等に知ってもらうこ
　　　　　　とで、咸宜園や咸宜園教育について関心をもっ
　　　　　　てもらうことを目的とする。また将来は学校
　　　　　　等で学んだことを、地域の人たちとの交流の
　　　　　　中で広められ地域を巻き込んだ取組みをして
　　　　　　もらいたい。
◇日　　時：平成 23 年 7 月 20 日（水）～ 8 月 31 日（水）
◇展示場所：日田市民文化会館パトリア日田（ガレリア）
◇参加団体【市　内】
小学校　５校 ／ 28 校
赤石小学校（広用紙　半枚）　出野小学校（広用紙　半枚 )
桂林小学校（広用紙　４枚）　桜竹小学校（広用紙　１枚）
三和小学校（広用紙　６枚）
－内　容－
１．授業で学んだ万善簿や三奪法について発表
２．咸宜園で学んだ入門ボックスの体験写真掲示
３．現代に生きる取組み

・「休道の詩」の朗誦、体育館行事や清掃時の正座など
中学校　２校 ／ １２校
三隈中学校（広用紙　約 20 枚）
北部中学校（ＤＶＤ）
－内　容－
１．いろは歌四コマ漫画
２．大蔵永常（日本三大農学者：日田の先哲）の演劇（ＤＶＤ）

【県　外】特別参加
中学校
明館中学校（広用紙　14 枚）
－内　容－

「咸宜園研修」の様子や廣瀬淡窓と東明館との関わり。また、
館歌の３番目に「咸宜の教え受け継ぎて」と歌われている
ことなど発表。

「咸宜園いろはうたで筆あそび」

「万善簿をつけよう」 「我が家の家訓をつくろう」

「咸宜園のたんけん」（秋風庵 2 階）

パトリアでの展示風景 大蔵永常（演劇の DVD）



 3. 記念事業
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開館１周年記念事業 私塾フォーラム「近世の教育遺産・
私塾を考える」
◇目的：国内の教育史的視点で咸宜園の位置づけを明確
　　　　にし、私塾に関わる保存会や顕彰会とのネット
　　　　ワークづくりを目指す。
◇開催日時：1 部・2 部 平成 23 年 11 月 12 日（土） 
　　　　　　13:15 ～ 16:30
　　　　　　現地見学 平成 23 年 11 月 13 日（日） 　
　　　　　　09:00 ～ 11:30
◇会 場：パトリア日田大ホール、豆田町周辺

◇参加者：約 250 名
◇パネリスト
　中江 彰（中江藤樹記念館館長）
　鳥井裕美子（大分大学教育福祉科学部教授）
　米田 啓祐（「池田草庵に学ぶ会」代表 池田草庵研究家）
　道迫 真吾（萩博物館学芸員）
◇基調講演・コメンテーター
　海原 徹（京都大学名誉教授）
◇コーディネーター
　後藤 宗俊（別府大学名誉教授・咸宜園教育研究センター
　名誉館長）

 4. 刊行事業
（1）　咸宜園教育研究センター研究紀要第 1 号

①研究紀要◇寄稿
　私塾咸宜園と天領日田の町－その共生の諸相と
　関連資産
　咸宜園教育研究センター名誉館長　後藤宗俊氏
◇咸宜園教育研究センター年報（平成 22 年度）
　１．教育普及事業
　２．史料収集事業
　３．世界文化遺産登録推進の取組み
　４．利用状況・日誌抄
　５．各種委員会委員・職員名簿
◇咸宜園教育研究センター要覧
　１．沿革
　２．施設の概要・組織
　３．利用案内
　４．条例・規則

（2）　子ども用パンフレット
「淡窓先生と咸宜園」　

◇概要：小学校の中学年向け
に咸宜園や廣瀬淡窓
の学習の契機となる
ことを目的としたも
の。

◇用途：市内小学校３・４年
生に配布

（3）　淡窓先生ものがたり
◇概要：昭和 56 年に発行さ

れた「淡窓先生」を、
よ り 分 か り や す く
し、小学校高学年向
けに作成。

◇用途：市内小学校 5・6 年
生に配布

パネルディスカッション
「近世の教育遺産・私塾を考える」

現地見学



 5. 訪問講座

 6. その他の取り組み
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第 15 回　平成淡窓祭

　淡窓会主催となる平成淡窓祭が第 15 回目を迎えた。本会は廣瀬淡窓を顕彰するため、昭和 27 年にその前身とな

る組織を発足。現在の会員数は約 350 名を数える。

　日時：平成 23 年 11 月 1 日　午前 10 時～正午

　会場：史跡咸宜園跡（秋風庵にて）

　主催：淡窓会

平成 23 年 9 月 23 日　

「ふる里再発見」英彦山・日田を語るシンポジウム

テーマ「廣瀬淡窓について」300 名

平成 23 年 9 月 29 日

日田市咸宜公民館　寿考教室

テーマ「広瀬淡窓先生を学ぼう」60 名

平成 23 年 10 月 20 日

日田ライオネスクラブ

後藤宗俊名誉館長 講演　30 名

平成 23 年 11 月 11 日　

「おおいた学びの輪」推進事業　

現代学講座「玖珠会場コース」

テーマ「天領日田と咸宜園」  30 名

平成 23 年 11 月 19 日　

関西大学東西学術研究所　泊園記念会

テーマ「廣瀬淡窓と咸宜園教育の系譜について」

　　　　40 名

平成 23 年 11 月 30 日　

日田土木事務所職場研修

テーマ「天領日田と咸宜園」20 名

平成 24 年 2 月 12 日　

朝倉教育クラブ　第 14 回市民大学講座

テーマ「廣瀬淡窓」30 名
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 調 査 研 究 に つ い て

Ⅱ . 調 査 研 究 事 業

咸宜園教育研究センターでは、咸宜園や廣瀬淡窓等に関
する調査研究及び関係資料の収集について、下記の通り
進めている。これらの調査研究を通じて日田市の教育、
学術や文化の向上に寄与するものである。

①咸宜園や廣瀬淡窓に関する研究図書、論文の調査およ
　び収集作業
②廣瀬淡窓著述史料に基づく調査研究
③門下生に関する情報の収集
④咸宜園跡の復元に必要な資料の調査研究（古絵図・古
　写真・日記類など）
⑤全国に所在する教育資産について（私塾を中心に資料
　を収集中）
⑥外部研究機関への調査委託

②、④に関わる調査
　9 月 6・7 日に文化財管理係と共同で咸宜園の門下生
であり、帰郷してから私塾修文館を開いた木屋石門（釈 
徳令）の光善寺（福岡県八女市黒木町）の資料調査を
行った。淡窓の門下生である木屋石門、復元整備を計画
している淡窓の書斎「梅花塢」建築当時の現場監督を務
めたことが淡窓の日記から判明している。また石門は大
帰する際、淡窓の肖像画の作成を乞い願った人物でもあ
り、その時の肖像画が現在光善寺に所蔵されている（セ
ンターでは複製を作成し常設展示している）。
　そのため、②門下生に関する情報の収集と④全国に所
在する教育資産についての調査を兼ねて、門下生・木屋
石門、私塾修文館についての史料の目録化・整理を、現
在進めている。
　調査は、福岡大学の高橋教授と院生、熊本大学の研究
員と学生、広島大学の鈴木理恵准教授、大分県立先哲史
料館の大野研究員らと文化財保護課・当センター職員
の計 13 名で２日間に渡り実施した。調査の結果、典籍
182 件、短冊４枚、印章２顆、掛幅 61 幅を確認した。
　今後は目録を作成し淡窓や石門、咸宜園や修文館など
に関わる史料の整理を行う予定である。

⑥に関わる調査
○外部研究機関への調査委託
　「平成２３年度廣瀬淡窓に関わる史料の所在調査及び
　確認調査」（福岡大学への委託調査）
　２３年度は、福岡大学の高橋昌彦教授 ( 人文学部日本
　語日本文学科 ) に廣瀬淡窓にまつわる史料の所在、概
　要を確認する調査を委託した。
　（委託調査期間：平成 23 年 8 月 1 日～平成 24 年 2 月
　29 日）
調査委託の成果
・前記の八女市・光善寺資料調査採取カード作成　　
　　　　　　　（光善寺調査：平成 23 年 9 月 6 ～ 7 日）
・淡窓評点『珮川詩鈔』、淡窓著『読老子』　
　　　　　　　　　　　　　　　（国立国会図書館調査）
・淡窓著『遠思楼文集』、淡窓著『醒斎詩話』
　　　　　　　　　　　　　　（財団法人無窮会図書館）
　　　　　　（東京調査：平成 23 年 9 月 10 日～ 12 日）
・『西史一斑録』、『論語三言解』　　
　（国立公文書館内閣文庫調査：平成 23 年 11 月 18 日）
・『広瀬門弟詩集』　　　　　　　　　　　　
　（柳川古文書館調査：平成 23 年 12 月 10 日）
・淡窓著『醒斎語録』　　　　　　
　（福岡県立図書館竹田文庫調査：平成 24 年 1 月 27 日）
・淡窓『鄙稿』（詩文草稿）、『昭陽先生文抄』、他淡窓書簡、
　（慶應義塾大学斯道文庫調査：平成 24 年 3 月 21 日～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 日）
また福岡大学が所蔵する資料の内、咸宜園と関わりのあ
るものについて、下記の通り提供を受けた。　
・「蘐園学派宴会図」一幅、・「広瀬旭荘書簡」一通、・「重
富縄山書幅」一幅、・「亀井雷首・少琴対幅」二幅。　　
　　　　　　　　　　（上記は福岡大学高橋研究室保管）
※この他、本調査とは別の際の調査で発見した廣瀬青邨
　書簡及び資料（岩手県立図書館蔵）の報告を受けた（青
　邨の岩手在職時代の足跡を知ることができる資料）。

光善寺資料調査風景（蔵の典籍を広げ、整理）
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①廣瀬淡窓書　　　
七言絶句『桂林荘雑詠示諸生』四首の内の一　書幅 紙本
墨書。書幅。紙本墨書。
初代塾主淡窓の漢詩（七言絶句二行書）。

「桂林荘」時代 ( 文化 4 年 (1807)7 月～文化 14 年 (1817)2
月 ) に詠んだ漢詩四首の内一つ。「休道の詩」も含まれる

「桂林荘雑永示諸生」の一首。

②廣瀬淡窓書
『析玄』の一節　書幅 絹本墨書
淡窓主著である「三説」の内の『析玄』の一節。74 歳
の時のものか。
淡窓著述の『析玄』は老子に基づき、制数論を説いたもの。
淡窓は『析玄』において、無の実践 ( 無欲・謙虚・簡素・
質素等 ) を提唱した。

③平野五岳書画讃　
五言絶句『馬城驟雨』書幅 絹本墨書 
淡窓門下生、平野五岳の書画讃。『渡邊氏急雨亭十勝』
の第七首目。

④原古処書
七言絶句　書幅 紙本墨書
福岡藩校甘棠館の亀井南冥に師事した原古処の漢詩 ( 七
言絶句 )。
原古処　江戸時代後期の儒者。
明和 4 年 9 月 29 日生まれ。原白圭、原采蘋の父。筑前 ( 福
岡県 ) 秋月藩士。亀井南冥にまなび、のち藩校稽古館の
教授となる。詩作にすぐれた。文政 10 年 1 月 22 日死去。
61 歳。本姓は手塚。名は叔暉。字は士萌。通称は震平。
著作に「古処山堂詩稿」など。
原古処の墓碑名は頼山陽が書き、その側面には淡窓の漢
詩が載せられている。 
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①廣瀬青邨書状
　咸宜園第 3 代塾主であった廣瀬青邨 ( 範治 ) が、息子で後に咸宜園第 8 代塾主になる廣瀬濠田 ( 貞文 ) に送った書状。包紙より、
当時の青邨の住所が山梨県甲府紅梅町 ( 現・甲府市丸の内 1 丁目 ) であり、貞文は東京の青邨の自宅である牛込神楽町 2 丁目 ( 現・
新宿区神楽坂 2 丁目 ) に住んでいることがわかる。青邨は明治 15 年、翌 16 年と宮内省文学御用掛の関係で山梨縣立学校徴展
館に赴くなど、東京と山梨を往復しており、そのころのものと思われる。

②廣瀬求馬 ( 淡窓 ) 書状

　淡窓が丸屋幸次郎宛に送った書状。以前丸屋幸次郎が淡窓に対して、画像の賛を依頼したが、淡窓より完成の返事

がないため、丸屋より催促され返書したものが本書状と思われる。この返事の内容は、画像を受け取ったか、返した

かもよく不分明であり、よく覚えていないという何とも心許なく、淡窓のイメージらしからぬものである。宛所の丸

屋は、日田の豪商である千原家のことであり、この幸次郎は咸宜園の門下生であり、文化人であった千原夕田 (1830

～ 1894) のことであろうか。
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④廣瀬源兵衛書状
　日田廣瀬家第７世の廣瀬源兵衛が田金兵衛・鈴湊に送った書状。内容は、源兵衛が新米と大豆の相場書を送ったことを伝え
たもの。差出人の箇所には、花押を据えた源兵衛の名前の横に「施行 廣瀬久兵衛」とあることから、久兵衛の命により、源兵
衛が送ったものであろうか。
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③廣瀬源兵衛 ( 雨窓 ) 書状
　日田廣瀬家第７世の廣瀬源兵衛貞信（雨窓）が杵築の鈴木弥惣左衛門・中野善吉に送った書状。内容は、ご挨拶に伺いたい
旨を伝えたもの。
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・『敬天』第三十八号
・水郷日田　附博多久留米
・三洲長炗著作選集
・ヴィジュアル百科 江戸事情 第一巻生活編
・清浦奎吾小伝
・孝弟烈女廣瀬秋子
・続広瀬正雄伝
・廣瀬正雄傳 全 3 巻
・近世足利学校の歴史
・深溝松平家菩提寺 深溝松平家墓所と瑞雲山本光寺

・『敬天』第三十九号
・勝部貫一（其楽）　出雲・英語教育の先駆者

・包蒙の白い道　出雲の教育者　勝部其楽の生涯

・閑谷学校研究　第 15 号 2011.5

・奎堂夜話
・きらめく洋学の星々
・松陰神社所蔵宝物図録
・九州の蘭学－越境と交流－
・会誌 ACADEMIA 「幾つもあった松下村塾」
・吉田松陰に学ぶ－現代に語りかける叡智－
・緒方洪庵伝

淡窓会

岩尾寛

中島三夫

個人

高瀬享

財団法人広瀬資料館

財団法人広瀬資料館

財団法人広瀬資料館

足利市

松原典明・石造文化財調査研究所

淡窓会

米山美保子

米山美保子

財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会

清浦奎明

津山洋学資料館

松陰神社宝物殿至誠館 

鳥井裕美子

海原徹

佐藤野里子

高林寺

・九州大学　九州文化史研究所所蔵古文書目録　十

・藩校・私塾の思想と教育

・広瀬旭荘の津山紀行
・陰徳ものがたり
・中江藤樹一日一言 孝を尽くし徳を養う
・中江藤樹の生き方
・中江藤樹のことば 素読用
・大分県立歴史博物館年報 2010
・「百四十五年前のわが町わが村」 －広瀬旭荘の山陰紀行－

・教育施設の建築的研究－私塾・環山楼の調査研究を中
　心として－
・「教師、広瀬淡窓について－その１－」 
　『鎌倉女子大学学　術研究所報 第 7 号（2007 年）

・青谿書院ルネサンス 池田草庵研究フォーラム

・兵庫県養父市文化財調査報告書　図説養父市城郭事典  
－養父市中世城郭分布現状調査報告書－
・近世日本の学問・教育と水戸藩Ⅱ
・関西大学 東西学術研究所 60 年の事蹟
・アジア文化交流研究第５号

九州大学附属図書館付設記録資料館九州文化史資料部門

財団法人日本武道館教育文化部出版広報課

津山郷土博物館

中江彰

中江彰

中江彰

中江彰

大分県立歴史博物館

出雲市文化環境部

八尾市教育委員会

米山弘

養父市教育委員会

養父市教育委員会

水戸市

関西大学

関西大学

⑤廣瀬源兵衛書状
　日田廣瀬家第６世の廣瀬久兵衛が大岡舎人に送った書状。内容は、初めて拝謁した際に歓待してもらったことのお礼を述べ、
また府内表より何らかの物資を引き取ることを伝えたもの。宛所の大岡舎人は、筑前黒田藩の大坂蔵屋敷の勘定奉行・大岡舎
人のことであろうか。
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・ 『淡窓の申聞書 旭荘の御請書』 廣懶貞治 1923年
・ 『贈従五位廣瀬旭莊先生小傳』 廣懶貞治 1924年
・ 『池田人物誌 』下　稲束 猛、吉田鋭雄
  太陽日報社 1924年
・ 『廣懶家一門の光彩－淡窓先生を中心として－』
  大分縣日田郡教育會 1934年
・「廣瀨旭荘の講學と尊皇思想」『大阪の先賢と史蹟』
 第三輯 長 壽吉 大阪出版堂 1944年
・ 黒江一郎「「日間瑣事備忘録」に見える旭荘の詩名と 

二三の日向人」『宮崎大学学芸学部紀要 』第4号
  宮崎大学学芸学部 1958年
・『教聖廣瀬淡窓と廣瀬八賢』 廣瀬八賢顕彰会 1965年
・ 大谷篤蔵「広瀬旭荘の「追思録」」『文学』34巻3号
  岩波書店 1966年
・ 井上義巳「咸宜園の財政」『日本歴史』 5月号 第276号                                                       
  吉川弘文館 1971年
・巻端淳印「広瀬旭荘の来越と越中咸宜園の流れ」
   『富山商船高等専門学校研究集録』4
  富山商船高等専門学校 1971年
・田中佩刀「詩人廣瀨旭莊論」『明治大学教養論集84号』  

 明治大学教養論集刊行会 1974年
・杉本 勲「広瀬旭荘の海外認識と海防思想」
 『対外関係と政治文化』 第三 政治文化 近世・近代編 
 森克己博士古稀記念会編 吉川弘文館 1974年
・海溪 昇『緒方洪庵と適塾生』
   －「日間瑣事備忘」にみえる－            思文閣 1984年
・ 市場直次郎「廣瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例」
 『近世文芸49』－松永顯徳甫著『草稿』について－
  日本近世文学会 1988年
・衣笠安喜編「江戸の学問―よみ・かき・そろばんまで」
 『週刊朝日　百科日本の歴史九一近世から近代へ㊂』
  朝日新聞社 1988年
・ 三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（二）」－ 

諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』
  大倉精神文化研究所 1990年
・ 三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（三）」－ 

諸儒との交遊を中心として－『大倉山論集二二号』
  大倉精神文化研究所 1990年
・ 徳田 武「広瀬旭荘の耶馬溪行」詩人 広瀬旭荘伝一
 『江戸文学』 6  ぺりかん社 1991年
・徳田 武「亀井昭陽塾再入門」詩人 廣瀬旭荘伝 
 『江戸文学』 7  ぺりかん社 1991年
・徳田 武「広瀬旭荘の亀井昭陽塾入門」『明治大学教養     

論集 』242号  明治大学教養論集刊行会 1991年
・ 岡村 繁『広瀬淡窓・広瀬旭荘』 江戸詩人選集九
  岩波書店 1991年

・ 徳田 武「追補 広瀬旭荘と遠山荷塘また旭荘と原采
蘋」詩人 廣瀬旭荘伝　『江戸文学』 8

   ぺりかん社 1992年
・徳田 武「「論詩」の成立」詩人 廣瀬旭荘伝 
 『江戸文学』 9  ぺりかん社 1992年
・徳田 武「昭陽塾退塾」詩人 廣瀬旭荘伝  
 『江戸文学』10 ぺりかん社 1993年
・ 徳田 武 「樺島石梁訪問」詩人 廣瀬旭荘伝 
 『江戸文学』 11  ぺりかん社 1993年
・福島理子「儒者の怪奇趣味－広瀬旭荘『丑時咀』をめ

ぐって－」『江戸小説と漢文学』和漢比較文学叢書第
十七巻和漢比較文学会編   汲古書院 1993年

・三沢勝己「広瀬淡窓・広瀬旭荘と洋学 序論」『明治聖
徳記念学会紀要』 復刊八号

  明治聖徳記念学会 1993年
・徳田 武「 「旭荘」 の命名」詩人 廣瀬旭荘伝
 『江戸文学』 12  ぺりかん社 1994年
・徳田 武「 「廉塾」 行」詩人 廣瀬旭荘伝
 『江戸文学』 13  ぺりかん社 1994年
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（一）」
 『明治大学教養論集』268号
  明治大学教養論集刊行会 1994年
・ 小堀一正「幕末大阪文人社会の動向―広瀬旭荘と藤井

藍田・河野鉄兜らを中心として」『大阪の歴史と文化』 
 和泉書院 1994年

・廣瀬尚美『廣瀬資料館図録 天領日田の掛屋』
  源流社 1994年
・徳田 武「「廉塾」行 （二）」詩人 廣瀬旭荘伝
 『江戸文学』 14  ぺりかん社 1995年
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（二）」
  『明治大学教養論集』279号
  明治大学教養論集刊行会 1995年
・中村幸彦、井上敏幸『広瀬先賢文庫目録』
   廣瀬先賢文庫1995年
・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（四）－諸

儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』三七号
                                            大倉精神文化研究所 1995年
・徳田 武「 「廉塾」行 （三）」詩人広瀬旭荘伝
 『江戸文学』 15  ぺりかん社 1996年
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘書牘・資料紹介－文久三年

四、五月－」『明治大学教養論集』 286号
  明治大学教養論集刊行会 1996年
・徳田 武「「廉塾」行 （四）」詩人広瀬旭荘伝 
 『江戸文学』 17  ぺりかん社 1997年
・西江錦史郎「広瀬旭荘研究(1)系譜と活動」
 『東洋研究』126号 大東文化大学 東洋研究所 1997年

・平成二十二年度特別展「生誕二百年記念 村上佛山」
　展示図録
・頼山陽の書風
・国指定重要文化財行徳家資料 1
・廣瀬武夫－日本とロシアを愛した男－
・平成 23 年度企画展 岡藩の絵師たち－淵野家と渡邊家－

個人

頼山陽記念文化財団

行徳家住宅

竹田市立歴史資料館

竹田市立歴史博物館

・大阪春秋 通巻№ 139 「特集 緒方洪庵生誕 200 年」

・史料館研究紀要 第 16 号
・念仏の歴史と文化

高瀬享

大分県先哲史料館

大分県立歴史博物館
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・岡村 繁「広瀬旭荘の遺稿とその推敲課程〔含略年譜〕」
先儒祭記念公演『斯文』 106号 斯文会1997年

・三沢勝己「広瀬旭荘「日間瑣事備忘録」考（五）－諸
儒との交遊を中心として－」『大倉山論集』四二号

  大倉精神文化研究所 1998年
・徳田 武「未紹介広瀬旭荘詩文解読（三）」
 『明治大学教養論集』322号
  明治大学教養論集刊行会 1999年
・大野修作『広瀬旭荘』日本漢詩人選集16
  （研文出版 1999年）
・大野修作「『東瀛詩選』の成立と広瀬旭荘」『女子大

國文』第百二十七号 京都女子大学国文学会 2000年
・月野文子「広瀬旭荘の「夜過二二州橋一書二矚目一」

詩：成立事情とその推敲の態度をめぐって」
 『文芸と思想』 65  福岡女子大学文学部 2001年
・月野文子「広瀬旭荘の題画詩「題春川釣魚図」の手

法：楽府詩「枯　魚過河泣」と『荘子』寓喩」『文芸
と思想』66 福岡女子大学文学部 2002年

・西村富美子「〈論文〉広瀬旭荘生涯と作品：波華大阪
の地」『紀要 言語・文学編』34 

  愛知県立大学外国語学部 2002年
・大野修作「広瀬旭荘と山梨稲川－『東瀛詩選』中の詩

人たち－」  『女子大國文 第百三十一号』
  京都女子大学国文学会 2002年
・徳田 武「広瀬旭荘の善通寺参詣」『明治大学教養論

集』  362号   明治大学教養論集刊行会 2003年
・月野文子「広瀬旭荘の天保十五年正月詩の周辺：「粛

舎」「取得と江戸開塾」『文芸と思想』67　　　　
  福岡女子大学文学部 2003年
・亀田一邦「嘉永4年広瀬旭荘の長府娶嫁及び藩儒招聘

に関する一考察」『山口県地方史研究』91
  山口県地方史学会 2004年
・『堺市博物館 書の世界－山下是臣コレクション－』　                                                                   

 　堺市博物館 2004年
・島岡成治「9286　広瀬旭荘における住まいと都市の

場所について(建築論・場所、建築歴史・意匠)」
  『学術講演梗概集』   日本建築学会 2005年
・亀田一邦「広瀬旭荘晩年の赤関厄難について『日間瑣

事備忘録』に見る婚家当主清水麻之丞との粉擾顛末」
『地域文化研究』20

  梅光学院大学地域文化研究所 2005年

・島岡成治「813　広瀬旭荘の大阪の住まいと都市への
まなざし(歴史・意匠)」『日本建築学会研究報告』

  日本建築学会 2006年
・郭穎「『東瀛詩選』における兪樾の修改－広瀬旭荘の

『梅墩詩鈔』との比較を通して－」『中国学研究論集 』  
 第十六号 広島中国文学会 2006年
・大野雅之「大給府内藩と廣瀬家 近説と旭荘の関係を中

心に」『資料館研究紀要』 14
  大分県立先哲資料館 2009年
・亀田一邦「高杉晋作の主治医 石田精一について－変

革期草医の「雅」と「侠」－」『日本医史学雑誌 』第
55巻 第4号 日本医史学会 2009年

・梅溪 昇「広瀬旭荘と池田」『池田郷土研究』11号
  池田郷土史学会 2009年
・『続池田学講座－人物編－新たに知る池田 改めて出会

う池田－』 池田市、池田市教育委員会 2009年
・大野雅之「 「淡窓先生手書克己篇」にみる廣瀬淡窓の 

苦悩 末弟旭荘のこと」『史料館研究紀要』15
  大分県先哲資料館 2010年
・川崎理恵「近世社会における暦占の実態 広瀬旭荘と古

谷道庵を素材に」『京都女子大学大学院文学研究科研
究紀要 史学編9』                      

  京都女子大学大学院文学研究科史学専攻2010年
・神戸輝夫「旭荘の漢文日記」『潮 一月号』
  潮出版社 2011年
・合山林太郎「幕末京摂の漢詩壇 広瀬旭荘・河野鉄兜・

柴秋村を中心に(特集 近世韻文の力)」『日本文学 』
60巻 10号 日本文学協会 2011年

・黒川桃子「亀井少琹小伝－父昭陽の詩文を通して－
（上）」  『江戸風雅 第五号』 江戸風雅の会 2011年

・徳田 武「囲記事 広瀬林外と川路聖謨・安井息軒・大
沼枕山」『江戸風雅』 第五号 江戸風雅の会 2011年

・『廣瀬淡窓の生家－廣瀬家の歴史と業績－』
  日田市教育委員会 2012年3月
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①咸宜園教育顕彰事業
◇事業概要：廣瀬淡窓や咸宜園教育の理念とその業績
　　　　　　を顕彰し、継承するため。今後は全国に
　　　　　　本事業の取組みが浸透し、調査研究や顕
　　　　　　彰活動が活性化するとともに、咸宜園や
　　　　　　廣瀬淡窓の事跡を広く知らしめることを
　　　　　　目的とする。募集は学術研究部門（調査
　　　　　　研究の論文等）と教育文化部門（個人、
　　　　　　団体、学校等の制作した作品や文化活動
　　　　　　等）に分けて毎年公募し、優秀な作品等
　　　　　　はこれを表彰するとともに、受賞者につ
　　　　　　いてはその内容を発表する場を設ける。

◇募集期間：平成 23 年 8 月 1 日から 12 月 1 日
◇申請概要：学術研究部門（申請件数　６件）
　　　　　　教育文化部門（申請件数１１件：その内、
　　　　　　市内小中学校４件を含む）
◇審 査 会：平成 24 年１月９日に開催
◇審査委員長：咸宜園教育研究センター名誉館長
　　　　　　　後藤 宗俊　氏
◇審査結果：以下のとおり

■顕彰事業

【廣瀬淡窓賞】 １団体

【学術研究部門】優秀賞　１名

賞 名 団 体 名 活 動 名 及 び 評 価

廣瀬淡窓賞
淡窓会
副会長　佐藤 誠一郎

会報誌『敬天』刊行事業

評　価
　廣瀬淡窓や咸宜園に関する唯一の定期刊行物として、会報誌の発刊活動も来年は４０年の節目を迎
える。会員による長年の調査研究の成果は秀逸で他にこのような例はない。

賞 名 名 前 所 属 活 動 名 及 び 評 価

優秀賞
川邉 雄大
かわべ  ゆうたい

二松学舎大学
非常勤講師

「明治期における東本願寺の清国布教について」

評　価

　咸宜園出身者に関する未見の史料を発掘した点は、先行研究にない新鮮さがあり、今後の研究活動
への有益なヒントを与えた論文である。真宗僧侶と咸宜園の関係を明らかにし、咸宜園で学んだ真宗
僧たちが、長崎等においてキリスト教探索や破邪顕正に従事し、維新後は本山の近代化のため寺務改
革に中心的な役割を果たしたことを指摘した論考で、東本願寺と明治新政府中枢の要人たちとの人脈
形成にあたって、咸宜園の人脈が大きな役割を果たした可能性について言及している。
　咸宜園教育が、後の日本の思想界や政治にどのようにつながっていくのかがうまく見てとれるほか、
明治前期の東本願寺による清国布教において、咸宜園出身の真宗僧が大きな役割を果たしたことが指
摘されているなど、明治期における咸宜園の研究上注目される研究で、かつアジア史的視座を開いた
論考としても評価できる。

石川　忠久　氏

◇表彰式及び発表会：平成 24 年 3 月 3 日（土）　
　　　　　　　　　　12：30 ～ 16：00
◇会　　場：日田市民文化会館パトリア日田（小ホール）
◇表彰式典：受賞者　学術研究部門 1 名
　　　　　　　　　　教育文化部門 1 名、2 団体
◇記念講演：「桂林荘雑詠」に見る教育の詩想
　　　　　　元 二松学舎大学学長　石川 忠久　氏
◇受賞発表：教育文化部門　「立志の道を歩こう」事業実行
　　　　　　委員会
　　　　　　教育文化部門　国東高校双国校教諭
　　　　　　　　　　　　　田本 政宏　氏
　　　　　　学術研究部門　二松学舎大学非常勤講師
　　　　　　　　　　　　　川邉 雄大　氏
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【教育文化部門】優秀賞　１名、２団体

賞 名 名 前 ・ 団 体 名 所 属 活 動 名 及 び 評 価

優秀賞
田本　政宏
たもと　まさひろ

国東高等学校
双国校教諭

教育実践報告
「淡窓の漢詩を読（詠）もう！
～郷土教材としてのアプローチ～」

評　価

　県教委文化課や県立先哲史料館に勤務した経験を活かし、長年、高等学校の国語科教員として「郷
土資料の国語　教材化」に取り組んできた実践例として評価された。市内では小中学校における咸宜
園や廣瀬淡窓を素材とした学校教育は盛んであるが、高等学校での実践は今後の取り組みの指針とな
るものである。

田本　政宏　氏

「立志の道を歩こう」事業実行委員会　

淡窓会副会長　佐藤　誠一郎　氏 川邉　雄大　氏

賞 名 名 前 ・ 団 体 名 活 動 名 及 び 評 価

優秀賞
「立志の道を歩こう」事業実行委員会
（事務局）　山鹿市教育委員会鹿本教育分室

「立志の道を歩こう」
山鹿市鹿本町管内の３小学校の６年生全員が鹿本町明照
寺（清浦奎吾の出生地）から徒歩で出発し、咸宜園まで
歩くことで、清浦伯の意志を受けつぐことを目的とする。

評　価

　咸宜園門下生・清浦奎吾（第 23 代内閣総理大臣）の出身地（熊本県山鹿市鹿本町）の３小学校で実
施されてきた顕彰事業。現在 11 回目を迎えている。
　継続性を持った取り組みとしても評価が高く、市内小学校の子どもたちとの交流を深めた点も評価
された。また、このような顕彰活動は他に例がなく、市外での取り組みが広がることも期待される。

賞 名 名 前 ・ 団 体 名 活 動 名 及 び 評 価

優秀賞 淡窓会 会報誌『敬天』刊行事業
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　世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から引き継がれた貴重なもの。世界遺産にはさま
ざまな国や地域に住む人びとが誇る文化財や自然環境などがあり、人類の残酷な歴史を刻むものや戦争や自然災害、環
境汚染などにより危機にさらされているものも含まれている。それらは国際協力を通じた保護のもと、国境を越え世界
のすべての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいくべきものである。

　○世界遺産リストに記載されるまで
　　①条約締約国の推薦：締約国の政府が国内の世界遺産候補の中から、条件の揃ったものを世界遺産委員会に推薦。
　　　世界遺産委員会の事務局としての機能はユネスコ世界遺産センターが担っている。
　　②専門機関による調査：世界遺産委員会の依頼により、文化遺産は ICOMOS、自然遺産は IUCN が候補地の評価調
　　　査を行う。
　　③世界遺産委員会での審議：ICOMOS や IUCN などによる評価調査報告を受け、毎年 1 回開催される世界遺産委員
　　　会において、世界遺産リストへの記載物件の可否を決定する。
　
　○国内の世界遺産／暫定リスト
　　①我が国の世界遺産一覧表記載物件（文化遺産 12 件、自然遺産 4 件）　

記載物件名 所在地 暫定ﾘｽﾄ
記載年

世界遺産
記載年月 　区分

　1 法隆寺地域の仏教建造物 奈良県 　1992 1993/12 文化

　2 姫路城 兵庫県 　1992 1993/12 文化

　3 屋久島 鹿児島県 　1992 1993/12 自然

　4 白神山地 青森県・秋田県 　1992 1993/12 自然

　5 古都京都の文化財 京都府・滋賀県 　1992 1994/12 文化

　6 白川郷・五箇山の合掌造り集落 岐阜県・富山県 　1992 1995/12 文化

　7 原爆ドーム 広島県 　1995 1996/12    文化　

　8 厳島神社 広島県 　1992 1996/12 文化

　9 古都奈良の文化財 奈良県 　1992 1998/12 文化

  10 日光の社寺 栃木県日光市 　1992 1999/12 文化

  11 琉球王国のグスク及び関連産群 沖縄県 　1992 2000/12 文化

  12 紀伊の霊場と参詣道 三重県 ･ 奈良県 ･ 和歌山県 　2001 2004/ 7 文化

  13 知床 北海道 　2004 2005/ 7 自然

  14 石見銀山遺跡とその文化的景観 島根県 　2001 2007/ 7 文化

  15 平泉－仏国土 ( 浄土 ) を表す建築 ･ 庭園及
び考古学的遺跡群－ 岩手県     2001 2011/ 6 文化

  16 小笠原諸島 東京都 　2007 2011/ 6 自然

　　
②日本の世界遺産暫定リスト　　

　　　　　　記載物件名 　　　　　　　　所在地 記載年 区分

　1 古都鎌倉の寺院・神社ほか 神奈川県 1992 文化

　2 彦根城 滋賀県 1992 文化

　3 富岡製糸場と絹産業遺産群 群馬県 2007 文化

　4 富士山 静岡県・山梨県 2007 文化

　5 飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群 奈良県 2007 文化

　6 長崎の教会群とキリスト教関連遺産 長崎県 2007 文化

　7 国立西洋美術館本館 東京都 2007 文化

　8 北海道 ･ 北東北を中心とした縄文遺跡群 北海道・青森県・岩手県・秋田県 2009 文化

　9 九州・山口の近代化産業遺産群 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島
県・山口県 2009 文化

  10 宗像・沖ノ島と関連遺産群 福岡県 2009 文化
  11 金を中心とする佐渡鉱山と遺産群 新潟県 2010 文化
  12 百舌鳥・古市古墳群 大阪府 2010 文化
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 （ 2 ）  事 業 の 概 要
　日田市では平成 22 年度に世界遺産推進室を開設し、茨城県水戸市の弘道館及び偕楽園、栃木県足利市の足利学校と
連携し、「近世日本の教育遺産群」という主題で咸宜園の世界文化遺産登録を目指して取組んでいる。
　世界文化遺産として登録されるには、ユネスコが定めた基準である「顕著で普遍的な価値」を証明する必要がある。
そこで、『近世日本の教育遺産群』が持つ「顕著で普遍的な価値」を証明するために、世界遺産推進室では日田市世界
遺産登録検討委員会の指導のもと、咸宜園に関する学術的な調査研究を「咸宜園教育研究センター」と両輪となって作
業を進めている。また、この取り組みは行政のみで進められるものではなく、市民の機運の醸成と協力が必要となって
くる。市民と行政とが一体となって取り組むことが重要となることから、調査研究の結果を公表しその情報を共有する
ことで普及啓発につなげ、一人でも多くの市民の協力を得ることができるように取組まなければならない。
　

○調査研究
　①真実性と完全性の証明
　②類似資産との比較研究
　※調査研究の成果は、平成 24 年度に調査報告書を刊行予定。

○普及啓発
　①世界遺産登録推進講演会
　　　市民の理解と協力、機運の醸成を図るため 2 回の講座を開催した。なお、この講座は、咸宜園教育研究センター
　　が開催する「定期講座」と一部連動したものである。　　

【第１回】講師に青木美智男・元専修大学教授を招き、寺子屋、
　　　　 私塾、郷校、藩校などといった教育遺産の発達史や、
　　　　 咸宜園の価値についてご講演いただいた。
日　時：平成 23 年 7 月 29 日（金）　19：00 開演
会　場：パトリア日田　小ホール
講　演：青木美智男氏「近世日本の学問・教育遺産として
　　　　見た咸宜園」
参加者：146 名

【第２回】講師に佐藤禎一・東京国立博物館名誉館長を招き、
　　　　世界遺産の制度や情勢についてご 講演いただいた。
日　時：平成 23 年 12 月 25 日（日）　14：30 開演
会　場：パトリア日田　小ホール
講　師：佐藤禎一氏「世界遺産を巡って」
参加者：218 名

講師：青木美智男氏

講師：佐藤禎一氏

②市民協同の取組み（咸宜園平成門下生之会の活動）
　世界遺産登録を目指す取り組みは市民と行政とが一体と　
なって取組むことが重要となることから、市民による応援団
体「咸宜園平成門下生之会」を昨年度設立した。この団体は
廣瀬淡窓や咸宜園について学習すると同時に、世界遺産登録
の取組みを市民の側から支援する活動を中心とする。今年度
は咸宜園に関する講座や視察研修を中心に活動した。（4 ペー
ジ参照）

③情報発信
　市ホームページの更新や広報紙の活用、各種イベント会場
において世界遺産の取り組みを図示したパネル展示を実施し
情報発信に努めた。今年度は、平成 23 年 7 月 20 日（水）
～ 8 月 31 日（水）の間、パトリア日田のガレリアおよびホー
ル前にて、咸宜園教育研究センターが実施する「淡窓先生に
学ぶ　～学校の取り組み～」（8 ページ参照）の展示に合わ
せパネル展を実施した。
　また、この取り組みを周知し、市民の理解と協力を得るこ
とを目的として市庁舎の西側壁面に大型の懸垂幕を設置し
た。今後は、世界遺産登録への取り組みを支援、協力してい
ただける方々に対し、小型版の懸垂幕を提供し、さらなるＰ
Ｒにつなげていきたいと考えている。

市庁舎西側の懸垂幕
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　茨城県水戸市、栃木県足利市と連携し、各市の事務局による合同学術会議と検討委員による事務連絡会議を開催し、
顕著で普遍的な価値の証明について協議した。また、「近世日本の教育遺産群」の世界文化遺産登録に向けた諸課題に
ついて広く協議することを目的として関係市による連携組織の設置について検討した。
　○事務連絡会議の開催
　　①平成 23 年５月 30 日（都内）
　　　協議内容
　　　（１）連携協議会の設置及び設立時期について
　　　（２）事業計画及び予算について
　　　（３）これまでの取組みについて
　　　（４）各市の平成２３年度事業計画について

　　
　　③平成 23 年 10 月 28 日（足利市）
　　　協議内容
　　　（１）教育遺産世界遺産登録推進協議会準　　
　　　  　　備委員会の設置について
　　　（２）今後の取り組みについて

　○連携協議会の設立について
　　　近世教育遺産群の世界文化遺産登録に向けた諸課題について広く協議することを目的とし、連携協議会設立を目
　　標に協議を進めてきたが、関係市の体制が整わず、今年度は協議会の前段の協議会準備会を設置することとなった。
　　連携協議会は連携した取り組みを現す組織であるとともに、今後の取り組みの母体となるものであることから、平
　　成２４年度のなるべく早い時期の設立を目指し、連携した事業の推進に向けた協議をすすめることとする。

　○検討状況中間報告書
　　　これまでは関係市が独自に調査研究を進めてきたが、今年度はそれぞれの調査研究成果を「検討状況中間報告書」
　　として一つの報告書にまとめ、平成 24 年 3 月 22 日に文化庁に提出した。

　○その他
　　　連携した取り組みの一環として関係市が開催する世界遺産関連シンポジウムに日田市の検討委員がパネリストと
　　して参加した 10 月の足利市のシンポジウムには後藤委員が、11 月の水戸市のシンポジウムには吾妻委員がパネリ
　　ストとして出席した。また、10 月には水戸市の高橋市長が、2 月には足利市の大豆生田（おおまみうだ）市長が日
　　田市を表敬訪問するとともに、12 月には原田市長が足利市と水戸市を表敬訪問し、連携した取り組みに向けて意
　　思の確認をかわした。

②平成 23 年８月 22 日（都内）
　協議内容
　（１）協議会準備会の設置（案）について
　（２）協議会準備会の事業計画（案）及び予算（案）　
　　　  について
　（３）協議会準備会の平成２４年度事業計画（案）及
　　　  び予算（案）について

④平成 23 年 12 月 19 日（都内）
　協議内容
　（１）各市の調査・研究の状況について
　（２）合同学術会議の開催について
　（３）連携組織の設置等にについて

　○合同学術会議の開催
　　①平成 24 年１月 14 日（都内）
　　　協議内容
　　　（１）これまでの取組経緯について
　　　（２）「近世の教育資産」の意義（案）について
　　　（３）その他

②平成 24 年２月 10 日（都内）
　協議内容
　（１）コンセプトとストーリーの検討について
　（２）その他

高橋靖水戸市長と原田市長 大豆生田実足利市長と原田市長



 （ 4 ） 経 過
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　茨城県水戸市、栃木県足利市と連携し、各市の事務局による事務連絡会議と検討委員による合同学術会議を開催し、
顕著で普遍的な価値の証明について協議した。また、「近世日本の教育遺産群」の世界文化遺産登録に向けた諸課題に
ついて広く協議することを目的として関係市による連携組織の設置について検討した。

日程 内　　　　　容

5 月　1 日 第 1 回　日田市世界遺産登録検討委員会開催

5 月 30 日 事務連絡会議開催

7 月 29 日 第 1 回　世界遺産登録に向けた講演会開催

8 月 22 日 事務連絡会議開催、水戸市教育委員が日田市を行政視察

9 月 19 日 第 2 回　日田市世界遺産登録検討委員会開催

10 月 19 日 高橋靖水戸市長が日田市を表敬訪問

10 月 28 日 事務連絡会議開催

10 月 29 日 足利市でのシンポジウムに後藤委員がパネリストとして参加

11 月 23 日 水戸市でのシンポジウムに吾妻委員がパネリストとして参加

12 月 17 日 原田日田市長が足利市・水戸市を表敬訪問

12 月 19 日 事務連絡会議開催

12 月 25 日 第 2 回　世界遺産登録に向けた講演会開催

1 月 12 日 水戸市議会が日田市を行政視察

1 月 14 日 合同学術会議開催

2 月 10 日 合同学術会議開催

2 月 17 日 大豆生田実足利市長が日田市を表敬訪問

3 月 16 日 第 3 回　日田市世界遺産登録検討委員会開催

3 月 22 日 3 市合同の検討状況中間報告書を文化庁に提出

○震災の被害
　　平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災によ
　り、　「近世日本の教育遺産群」を構成する資
　産のひとつである水戸市の弘道館と偕楽園は
　甚大な被害を受けた。弘道館では正庁玄関壁
　の崩落、天井や内壁の破損、弘道館記碑の剥
　落。偕楽園でも地割れ、好文亭の壁や床の破
　損など合わせて数百箇所にものぼる。修復に
　ついては文化庁と協議しながらその方針を検
　討していく。

旧弘道館正庁玄関 弘道館記碑



 （1）    利用状況（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）

 （2）    日誌抄

Ⅵ . 利用状況・日誌抄
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2011.  4.  1 常設展示（～ 9.27）
　　   4. 11  「咸宜園研修」( 東明中学校 1 年生 )　　　     
    咸宜園
　　    4. 25 咸宜園平成門下生講座( 年6回開催 )（～7.23）
 5. 1 平成 23 年度第 1 回日田市世界遺産登録推  
   進検討会         　日田市役所別館２階会議室
   平成 23 年度第 1 回咸宜園教育研究センター
　   専門委員会 日田市役所別館２階会議室
 5. 2 平成 23 年度第 1 回咸宜園教育研究センター
   運営委員会 日田市役所別館２階会議室
 5. 30 近世教育資産世界遺産登録推進協議会にか
   かる協議 東京都 ( 都道府県会館 )
   関係自治体による事務連絡会議
    東京都 ( 都道府県会館 )
 7. 20 淡窓先生に学ぶ～学校の取組み～（～ 8.31）
    パトリア日田 ( ガレリア )
　　　7.29  平成 23 年度第 1 回世界遺産登録推進講演会
   元専修大学教授・水戸市世界遺産登録検討
   専門委員　青木美智男氏　　
　　　　　　　　　　　　　　パトリア日田 ( 小ホール )
 7. 30 (5 日間 ) 夏休みは、咸宜園で学ぼう！咸宜園 
    教育研究センター他（～ 8.20）
 8. 19 第 11 回立志の道を歩こう ( 熊本県山鹿市 )
    咸宜園教育研究センター
 8. 22 関係自治体による事務連絡会議　
    東京都 ( 都道府県会館 )
 9. ６ 光善寺史料調査（～ 9.7 ）　
    光善寺 ( 福岡県八女市黒木町 )
 9. ９ 咸宜園教育研究センター定期講座 ( 年 8 回 )
    　　　　　（～ 12.25）

 9. 10 拓本講座（～ 9.25） 市内詩碑建立地 13 ヶ所
 9. 19 平成 23 年度第 2 回日田市世界遺産登録検討委員会
    咸宜園教育研究センター研修室
 9. 30 平成 23 年度第 2 回咸宜園教育研究センター専門 　 
   委員会開催 咸宜園教育研究センター
 10.  1 特別展「近世の私塾－西日本を中心として－」                                          
    （～ 11.29） 咸宜園教育研究センター
 10. 28 近世教育資産世界遺産登録推進協議会準備委員会
   開催 足利市
　　 10. 29  「近世の教育遺産」世界遺産シンポジウム
    in 足利市 足利市
 11. 12 私塾フォーラム開催 パトリア日田 ( 大ホール )
 12. 19 近世教育資産世界遺産登録推進協議会準備委員会 
    開催 東京都 ( 都道府県会館 )
 12. 25 平成 23 年度第 2 回世界遺産登録推進講演会
   東京国立博物館名誉館長・元ユネスコ日本政府　　 
   代表部全権特命大使　佐藤禎一氏　              
    パトリア日田 ( 小ホール )
2012.  1. ９ 平成 23 年度第 3 回咸宜園教育研究センター　　　
   専門委員会開催 咸宜園教育研究センター
 1. 14 平成 23 年度第 1 回合同学術会議 東京都
 2. 10 平成 23 年度第 2 回合同学術会議 東京都
 2. 15 企画展「咸宜園とその門下生－第 4 代塾主
   廣瀬林外－」　 咸宜園教育研究センター
 ３.  ３ 咸宜園教育顕彰事業 (「咸宜園の日」)　
    パトリア日田 ( 小ホール )

月 開館日数
センター 咸宜園跡（秋風庵）

行事等参加者
入室者 平均 入室者 平均

4 29　（30） 917 32 1,013 34 63

5 28    （31） 1,082 39 1,443 47 115

6 26　（30） 848 33 1,134 38 55

7 27　（31） 771 29 867 28 208

8 27　（31） 1,458 54 1,952 63 240

9 26　（30） 1,180 45 1,653 55 641

10 27　（31） 1,697 63 1,988 64 30

11 26　（30） 2,358 91 2,733 91 1164

12 24　（27） 821 34 1,002 37 266

1 24　（28） 803 33 840 30 0

2 27　（29） 1,454 54 1,607 55 30

3 31　（31） 1,857 60 2,095 68 110

計 322（359） 15,246 47 18,327 51 2952

※開館日数のカッコ内数字は咸宜園跡の開園日数



 （1）  咸宜園教育研究センター運営委員会委員名簿  （4）  職員名簿

 （2）  咸宜園教育研究センター専門委員会委員名簿

 （3）  世界遺産登録検討委員会委員名簿

Ⅶ . 各種委員会委員・職員名簿
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任期：平成 22 年 6 月 1 日から 2 年間 咸宜園教育研究センター

世界遺産推進室任期：平成 22 年 6 月 1 日から 2 年間

任期：平成 22 年 5 月 25 日から 2 年間

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

海 原 　 徹 京都大学名誉教授

大 神 信 證 日田市文化財保護審議会副会長

梶 原 　 浩 日田市公民館館長会会長

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

佐 藤 誠一郎 淡窓会代表

武 内 眞 司 社団法人日田市観光協会理事

廣 瀬 貞 雄 財団法人廣瀬資料館理事長

三 宅 多加子 日田書道協会

合 原 多賀雄 日田市教育委員会教育長

（50 音順）

職 名 氏 名
名 誉 館 長 後 藤 宗 俊

（平成 24 年 3 月 31 日現在）

職 名 氏 名
室 　 　 長 高 瀬 　 享

係 　 　 長 佐 藤 野里子

主 　 　 査 吉 田 博 嗣

主 　 　 査 古 城 智 浩

主 　 　 事 原 田 弘 徳

主 　 　 事 溝 田 直 己

主 事 補 廣 末 雅 代
（平成 24 年 3 月 31 日現在）

職 名 氏 名
所 　 　 長 高 瀬 　 享

係 　 　 長 佐 藤 野里子

主 　 　 査 吉 田 博 嗣

主 　 　 査 古 城 智 浩

主 　 　 事 溝 田 直 己
（平成 24 年 3 月 31 日現在）

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

岩 沢 光 夫
淡窓会顧問、元日田市文化財

保護審議会副会長（3月7日逝去）

海 原 　 徹 京都大学名誉教授

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

高 橋 昌 彦 福岡大学人文学部教授

豊 田 寛 三 別府大学学長

中 島 三 夫 日田市文化財保護員

平 井 義 人 大分県立先哲史料館館長

深 町 浩一郎 大分県立歴史博物館館長

（50 音順）

選出資格 氏 名 所 属

学識経験者

吾 妻 重 二

海 原 　 徹

関西大学文学部長

京都大学名誉教授

江 面 嗣 人 岡山理科大学教授

後 藤 宗 俊 別府大学名誉教授

豊 田 寛 三 別府大学学長

（50 音順）



 咸宜園教育研究センター要覧
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明治 30 年
明治 46 年

大正 5 年
大正 8 年
昭和 7 年

昭和 23 年

昭和 30 年
平成 2 年

平成 4 年

平成 5 年

平成 6 年

平成 7 年

平成 9 年

平成 15 年

平成 17 年

平成 19 年

平成 20 年
21 年

平成 21 年

平成 22 年

平成 23 年

平成 24 年

（1897）
（1913）

（1916）
（1919）
（1932）

（1948）

（1955）
（1990）

（1992）

（1993）

（1994）

（1995）

（1997）

（2003）

（2005）

（2007）

（2008）
（2009）

（2009）

（2010)

(2011)

(2012)

9

7

11
3

2

3

1

3

1

11

～

9

1

3

10

12
10

11
3

咸宜園閉塾
淡窓先生頌徳祭

（生誕 130 年祭）開催
淡窓図書館が建てられる
休道の詩碑建立

「咸宜園跡」が国指定史跡に指定
される

「広瀬淡窓墓」が国指定史跡に指
定される
淡窓百年祭（100 回忌）の開催

『第 3 次日田市総合計画』で咸宜
園跡の保存整備を計画
史跡咸宜園跡保存整備構想検討
委員会（～平成 4 年度）
史跡咸宜園跡保存整備基本構想
の答申
秋風庵等保存修理事業

（～平成 8 年）
史跡咸宜園跡内秋風庵等保存修
理委員会（～平成 12 年度）
遠思楼復元修理事業

（～平成 12 年度）
史跡咸宜園跡保存整備委員会

（～現在に至る）
史跡咸宜園跡保存整備実施設計
を行う
淡窓先生百五十年祭（150 回忌）
開催

史跡咸宜園ガイダンス棟実施設
計
史跡のガイダンス施設として実
施設計を行う
咸宜園教育研究センター建設工
事（国土交通省所管のまちづく
り交付金事業を導入）
咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター運営検
討会議開催
咸宜園教育研究センター運営検
討会議
咸宜園教育研究センター開館
記念式典、記念事業（記念講演会・
座談会）

「咸宜園門下生子孫の集い」
（日田市制 70 周年記念事業）　
　　　　　　　　　　
咸宜園平成門下生之会発足
平成 23 年度特別展「近世の私
塾－西日本を中心として－」
私塾フォーラム開催
第 1 回咸宜園教育顕彰事業 (「咸
宜園の日」)

咸宜園教育研究センター位置図



Ⅱ.  施 設 の 概 要 ・ 組 織
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（1）設 置 目 的

（2）設置年月日

（3）設 置 場 所
（4）設置の概要

（5）主 な 業 務

（6） 組 　 　 織
①構造・規模

②開 館 時 間
③休 館 日

④主要な施設

　①咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究並びに
　関係資料の調査、収集、整理及び保管

　②上記①の研究や調査成果の展示公開、情報発信等
　による活用

　③咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等による
　普及啓発

　④史跡咸宜園跡の公開

　①咸宜園教育研究センター
　　名誉館長（非常勤）
　　所　長

　②世界遺産推進室
　　室　長

　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関係資
料の収集、公開等を行うことにより、その理解を深め、
宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や其文
化の向上に寄与する。

平成 22 年 4 月 1 日
（平成 22 年 10 月 2 日開館）
日田市淡窓 2 丁目 2 番 18 号
公開展示室・研修室・研究室を備え
た「史跡咸宜園跡」のガイダンス施
設。正式名称は「咸宜園教育研究セ
ンター」（「世界遺産推進室」併設）
木造平屋造　建物延べ面積
約 373㎡（専有面積）
9:00 ～ 17:00
水曜日

（水曜日が国民の祝日または振替休日
にあたるときはその翌日）
年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

◇公開展示室　（約 108㎡）
　　常設展示 　（年 4 回展示入替）
　　企画展示　（年 2 回）
◇研修室　（約 73㎡）
　咸宜園入門ぼっくすの体験や各種研修に利用

◇研究室（約 61㎡）
　図書コーナーやパソコン閲覧コーナーを設け、廣
瀬淡窓や咸宜園のことなどについて、自由に調べる
ことが可能。ただし、図書の貸し出しは行わない
◇収蔵庫（約 44㎡）

係　長　1
主　査　2
主　事　1
臨時職員　3
　（内、学芸員資格者 2）　

係　長　1
主　査　2
主　事　2
主事補　1
　（内、学芸員資格者 4）　

咸宜園教育研究センター平面図

 研修室研究室

トイレ
受
付

正面入口

現在地

公開展示室
咸宜園に関する展示
やガイダンス映像を見
ることができます。

咸宜園に関する
体験学習や研修
室として利用する
ことができます。

咸宜園に関する図書を閲覧
したりパソコンで情報を検索
することができます。

ガイダンス映像

展示ケース

パソコン閲覧コーナー

図
書
コ
ー
ナ
ー

展
示
ケ
ー
ス

Ｎ



Ⅲ.  利 用 案 内
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（1）開 館 時 間 （1）交 　 　 通
■公開展示室：9：00 ～ 17：00
■研　修　室：9：00 ～ 17：00
■研　究　室：9：00 ～ 17：00
　（入館時間は、9：00 ～ 16：30）
■休館日：水曜日（水曜日が国民の祝日または振替

休日にあたるときはその翌日）
年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

■ JR 久大本線：「日田駅」下車徒歩約 10 分
■高速バス ：「市役所前」下車徒歩約 7 分
■車 ：大分自動車道「日田 IC」から約 5 分

　（専用駐車場には 10 台駐車可能）



Ⅳ.  条 例 ･ 規 則
 1. 咸宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例
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平成 22 年 3 月 24 日
条例第 9 号

し、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、
損害賠償義務の全部又は一部を免除することができ
る。

（研修室の利用の許可）
第 8 条　研修室の利用（体験学習の利用を除く。以下同

じ。）をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会
の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を
変更しようとするときも、同様とする。

２　教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、管
理上必要な条件を付することができる。

（利用許可の制限）
第 9 条　教育委員会は、その利用が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは、研修室の利用の許可（以
下「利用許可」という。）をしないことができる。
（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある

とき。
（2）　研修室の建物、設備、展示物等を汚損し、損傷

し、又は滅失するおそれがあるとき。
（3）　その他研修室の管理上支障があるとき。

（利用許可の取消し等）
第 10 条　教育委員会は、利用許可を受けた者（以下「利

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると
認めるときは、利用許可を取り消し、又は研修室の利
用を停止し、若しくは制限することができる。

（1）　利用許可の条件に違反したとき。
（2）　偽りその他不正な手段により利用許可を受けた

ことが明らかになったとき。
（3）　この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則

の規定に違反したとき。
（4）　その他研修室の管理上支障があるとき。

２　教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消し
等によって利用者が損害を受けても、その賠償の責め
を負わないものとする。

（目的外利用又は権利譲渡の禁止）
第 11 条　利用者は、研修室を利用許可を受けた目的以

外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、
若しくは転貸してはならない。

（使用料）
第 12 条　利用者は、別表に定める額を使用料として前

納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の
事情があると認めるときは、使用料を後納することが
できる。

（使用料の減免）
第 13 条　教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次

の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、
又は免除することができる。

（1）　市及び市の執行機関が市の行政上のために利用
するとき。

（2）　市長又は教育委員会が特に必要と認める者が第

（設置）
第 1 条　咸宜園や廣瀬淡窓等に関する調査研究及び関係

資料の収集、公開等を行うことにより、その理解を深
め、宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や文
化の向上に寄与することを目的として咸宜園教育研究
センター（以下「センター」という。）を設置する。

（名称及び位置）
第 2 条　センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
　　　　名称　咸宜園教育研究センター
　　　　位置　日田市淡窓 2 丁目 2 番 18 号

（業務）
第 3 条　センターの業務は、次のとおりとする。
（1）　咸宜園、廣瀬淡窓、門下生等に関する研究並び

に関係資料の調査、収集、整理及び保管
（2）　前号の研究や調査成果の展示公開、情報発信等

による活用
（3）　咸宜園に関する体験学習、講座、講演会等によ

る普及啓発
（4）　史跡咸宜園跡の公開
（5）　前各号に掲げるもののほか、センターの運営に

関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業
務

（開館時間及び休館日）
第 4 条　センターの開館時間は、午前 9 時から午後 5 時
　まで（入館時間については、午前 9 時から午後 4 時

30 分まで）とする。ただし、教育委員会が必要と認
めるときは、開館時間を変更することができる。

２　センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、
教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、
又は臨時に休館日を定めることができる。

（1）　水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭
和 23 年法律第 178 号）に規定する休日に当たる
ときは、当該休日以後の直近の休日でない日）

（2）　12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで
（入館料）
第 5 条　センターの入館料は、無料とする。

（入館の制限）
第 6 条　教育委員会は、センターの入館者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又
は退館を命ずることができる。

（1）　公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある
とき。

（2）　センターの建物、設備、展示物等を汚損し、損
傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

（3）　その他センターの管理上支障があるとき。
（原状回復義務又は損害賠償）
第 7 条　故意又は過失によりセンターの建物、設備、展

示物等を損傷又は滅失した者は、直ちにこれを原状に
復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただ
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（3）　利用を終了したときは、研修室内を整理整とん
すること。

（4）　その他職員の指示に従うこと。
（利用許可の変更等）
第 5 条　利用者は、利用許可の変更又は取消しを求めよ

うとするときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消申請書（様式第 3 号）に利用許可証を
添えて教育委員会に提出しなければならない。

２　教育委員会は、前項の利用許可の変更又は取消しを
許可したときは、咸宜園教育研究センター研修室利用
許可変更・取消許可証（様式第 4 号）を利用者に交付
するものとする。

３　利用者は、前項の規定による利用許可の変更の許可
を受けた場合において、既納の使用料の額が変更後の
使用料の額に対して不足額を生じるときは、直ちに、
当該不足額を納付しなければならない。

（使用料の減免）
第 6 条　条例第 13 条の規定による使用料の減額又は免

除（以下「使用料の減免」という。）ができる場合及
び減免の率は、別表第 1 に定めるとおりとする。

（使用料の減免の申請）
第 7 条　使用料の減免を受けようとする利用者は、咸宜

園教育研究センター研修室使用料減免申請書（様式第
5 号）に利用許可申請書を添えて教育委員会に提出し、

（趣旨）
第 1 条　この規則は、咸宜園教育研究センターの設置及

び管理に関する条例（平成 22 年条例第 9 号。以下「条
例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも
のとする。

（利用申請）
第 2 条　条例第 8 条第 1 項の許可を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、咸宜園教育研究センター
研修室利用許可申請書（様式第 1 号。以下「利用許可
申請書」という。）を教育委員会に提出しなければな
らない。

（利用許可）
第 3 条　教育委員会は、研修室の利用の許可（以下「利

用許可」という。）をしたときは、咸宜園教育研究セ
ンター研修室利用許可証（様式第 2 号。以下「利用許
可証」という。）を申請者に交付するものとする。

（利用者の遵守事項）
第 4 条　利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
（1）　他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品

又は動物を持ち込まないこと。
（2）　研修室内において、許可を受けずに物品の販売

若しくは陳列をし、又は看板その他の広告物の掲
示若しくは配布をしないこと。

1 条に規定する設置目的に沿って利用するとき。
（使用料の不還付）
第 14 条　既に納入された使用料は、還付しない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する事由に基づいて利用を
中止したときは、既納の使用料の全部又は一部を還付
することができる。

（1）　研修室の管理上必要があるため、その利用許可
を取り消したとき。

（2）　利用者が自己の都合により 2 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

（3）　災害その他やむを得ない事情により利用するこ
とができなくなったとき。

（咸宜園教育研究センター運営委員会の設置）
第 15 条　センターの適正かつ効果的な運営を図るため、

咸宜園教育研究センター運営委員会（以下「運営委員
会」という。）を置く。

２　運営委員会の所掌事務、組織その他必要な事項は、
教育委員会規則で定める。

（委任）
第 16 条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委

員会規則で定める。

附　則
（施行期日）
１　この条例は、公布の日から起算して 7 月を超えない

範囲内において教育委員会規則で定める日から施行す
る。ただし、第 15 条及び次項の規定並びに附則第 3
項の改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（平成 22 年教委規則第 11 号で平成 22 年 10 月 2 日か
ら施行）

（準備行為）
２　教育委員会は、施行の日前においても、この条例に

規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部改正）

３　日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁
償に関する条例（昭和 31 年条例第 167 号）の一部を
次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表（第 12 条関係）
区分 単位 金額 備　　　考

研修室
1 時間
につき

320 円

1　常設電灯以外の電気を利
用するときは、1 回につき
410 円を加算する。

2　冷暖房を利用するときは、
1 時間につき 200 円を加算
する。

　備考　1 日の利用時間は、原則として 3 時間を限度とする。
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明する書類を添えて教育委員会に提出し、その旨の書
き換えを受けなければならない。

12　寄託者は、預かり証を汚損し、損傷し、又は滅失し
たときは、速やかにその事実を証明する書類又は当該
預かり証を教育委員会に提出し、再交付を受けなけれ
ばならない。

（資料の館外貸出し）
第 12 条　収蔵品等の資料は、館外貸出しを行わないも

のとする。ただし、教育委員会が、博物館、図書館、
学校等において学術上の調査研究又は教育普及の目的
で使用され、かつ、取扱い上安全性が確保されると認
めるときは、この限りでない。

2　前項の館外貸出しを受けようとする者（以下「貸出
し申請者」という。）は、咸宜園資料貸出し許可申請
書（様式第 13 号）を教育委員会に提出しなければな
らない。

3　教育委員会は、前項の館外貸出しを許可したときは、
咸宜園資料貸出し許可書（様式第 14 号）を貸出し申
請者に交付するものとする。

（撮影、複写等の許可）
第 13 条　収蔵品等の資料を学術上の調査研究等の目的

で撮影し、若しくは複写し、出版物等への掲載をしよ
うとする者又は模写、模造等をしようとする者（以下

「撮影等申請者」という。）は、咸宜園資料撮影等許可
申請書（様式第 15 号）を教育委員会に提出しなけれ
ばならない。

2　教育委員会は、前項の規定による撮影等を許可した
ときは、咸宜園資料撮影等許可書（様式第 16 号）を
撮影等申請者に交付するものとする。

（運営委員会の所掌事務）
第 14 条　条例第 15 条に規定する咸宜園教育研究セン

ター運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、
教育委員会の諮問に応じ、条例第 3 条各号に掲げる業
務に関する事項について審議し、及びこれらの事項に
ついて教育委員会に建議する。

2　運営委員会は、前項に定める事項のほか、センター
の運営に関する事項について、教育委員会に意見を述
べることができる。

（運営委員会の組織等）
第 15 条　運営委員会は、委員 10 名以内で組織する。
2　委員は、学識経験者等のうちから、教育委員会が委

嘱する。
3　委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、

委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者
の残任期間とする。

4　運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選に
より定める。

5　会長は、会務を総理する。
6　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7　運営委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長

が招集し、会長がその議長となる。
8　会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、

議決をすることができない。
9　会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。
10　運営委員会に、専門の事項について審議する必要が

承認を受けなければならない。
（使用料の還付）
第 8 条　条例第 14 条ただし書の規定による既納の使用

料の還付ができる場合及び還付の率は、別表第 2 に定
めるとおりとする。

（使用料の還付の申請）
第 9 条　使用料の還付を受けようとする利用者は、咸宜

園教育研究センター研修室使用料還付申請書（様式第
6 号）を教育委員会に提出し、承認を受けなければな
らない。

（損傷等の届出）
第 10 条　咸宜園教育研究センター（以下「センター」

という。）の入館者は、センターの建物、設備、展示
物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、咸宜園
教育研究センター施設等損傷（汚損・滅失）届（様式
第 7 号）を教育委員会に提出しなければならない。

（寄贈及び寄託）
第 11 条　センターは、咸宜園に関係する資料の寄贈及

び寄託を受けることができる。
2　前項の資料の所有者は、センターに当該資料を寄贈

し、又は寄託しようとするときは、資料名、数量等を
明記した寄贈・寄託申込書（様式第 8 号）を教育委員
会に提出しなければならない。

3　教育委員会は、前項の規定による資料の寄託を受け
るものと決定したときは、預かり証（様式第 9 号。以
下同じ。）を寄託者に交付し、受託控（様式第 10 号）
をセンターに保管するものとする。

4　寄託期間は、原則として 3 年とする。ただし、教育
委員会が特別な事情があると認めるときは、この期間
を短縮することができる。なお、寄託の更新を妨げな
いものとする。

5　前項の期間の起算日は、寄託資料をセンターが受託
した日が1月1日から6月30日までのときは1月1日、
7 月 1 日から 12 月 31 日までのときは 7 月 1 日とする。

6　寄託者は、寄託期間中に、特別の理由により寄託資
料の一時返還を受けようとするときは、寄託資料一時
返還申請書（様式第 11 号）を教育委員会に提出しな
ければならない。この場合において、寄託資料の一時
返還を受けようとする者が寄託者の代理人であるとき
は、その旨を証明する書類を添付しなければならない。

7　教育委員会は、前項の寄託資料の一時返還を承認し
たときは、寄託資料一時返還承認書（様式第 12 号）
を寄託者に交付し、当該寄託資料を一時返還するもの
とする。

8　寄贈資料又は寄託資料の保管その他の取扱いについ
ては、センターの所蔵する資料に準じて行うものとす
る。ただし、寄贈者又は寄託者と利用制限等に関して
特約があるものについては、この限りでない。

9　資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄
託者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、
この限りでない。

10　寄託資料が汚損し、損傷し、又は滅失したときは、
教育委員会が補償するものとする。ただし、天災その
他やむを得ない事由によるものであるときは、その賠
償の責めを負わないものとする。

11　寄託資料の所有者が譲渡により変更が生じたとき
は、譲渡人は、速やかに預かり証に所有権の移転を証
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別表第 1（第 6 条関係）

別表第 2（第 8 条関係）

あるときは、臨時委員を置くことができる。
11　臨時委員は、教育委員会が運営委員会の意見を聴い

て委嘱する。
12　臨時委員は、専門の事項について審議し、運営委員

会への報告が完了したときは、解職されるものとする。
13　運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

（評価委員会）
第 16 条　センターに収蔵する咸宜園に関係する資料の

購入価格の適正な評価を行うため、咸宜園教育研究セ
ンター収蔵資料評価委員会（以下「評価委員会」とい
う。）を置き、評価委員若干名で組織する。

2　評価委員は、教育委員会の諮問に応じ、センターが
購入しようとする資料の評価を行い、その意見書を提
出する。

3　評価委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が
委嘱する。

4　評価委員の任期は、1 年以内とする。
5　評価委員は、職務上知り得た秘密のほか、自己が評

価委員であることを他に漏らしてはならない。
6　購入しようとする資料について利害関係を有する評

価委員は、当該資料の評価に加わることができない。
7　評価委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

（委任）
第 17 条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

教育委員会が別に定める。
附　則

（施行期日）
1　この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、

第 11 条から第 16 条まで及び次項の規定並びに附則
第 3 項の改正は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（準備行為）
2　教育委員会は、施行の日前においても、この規則に

規定する事務の実施について必要な準備行為をするこ
とができる。

（日田市教育委員会事務委任規則の一部改正）
3　日田市教育委員会事務委任規則（昭和 39 年教委規則

第 10 号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

減免ができる場合 減免の率 備　　考

1　市及び市の執行機関が
市の行政上のために利用
するとき。

免　除
1 号の免除は、使
用料の減免の申請
を省略することが
できる。

2　市長又は教育委員会が
特に必要と認める者が第 1
条に規定する設置目的に
沿って利用するとき。

免　除

還付ができる場合 還付の率 備　　考

1　研修室の管理上必要が
あるため、その利用許可
を取り消したとき。

10 割

還付金に 10 円未
満の端数があると
きは、これを切り
捨てる。

2　利用者が自己の都合に
より 10 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

7 割

3　利用者が自己の都合に
より 2 日前に利用許可の
取消しを申し出たとき。

5 割

4　災害その他やむを得な
い事情により利用するこ
とができなくなったとき。

10 割



戚
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
紀
要

第
二
号

A

一O
二
二
年
三
月
三
O
日
印
刷
発
行

編

集

日
田
市
教
育
庁
成
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

干
八
七
七

0
0

一一一

大
分
県
日
田
市
淡
窓
三

l
二
l
一
八

威
宜
国
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

日
田
市
教
育
委
員
会

尾
花
印
刷
有
限
会
社

発

行

印
刷
・
製
本



1 S SN 2186-991X 

THE KANGIEN EDUCATION RESEARCH CENTER 

BULLETIN 

Vo1.2 

The Higashi Honganji China Mission in世leMeiji Era 

Focusing on Hakka Matsumoto and Shinsen Ki回kata

日r国 eTansou and Former residence. 

A Historical in廿oductionby Mituyoshi Bunryu 
about出elife and dea出 ofHirose Kyokuso. 

The biographic background of the students of Kangien. (1) 

Research Center Annual Report (F]!;;弓cal2011)

R田e紅 chCenter Directory 

KAWABE Yutai 

SA TO Akihiro 

ONO MasaY1止i

SONODA Hiroshi 

FUKAMAC四 Koichiro

DOI KazuY1企i

国 AMURAHanako 

HIRA TSUKA Hidetoshi 

MIZOT A Naoki 

YOSHIDA Hiroshi 

March.2013 


	咸宜園教育センター研究紀要第２号

